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第357回（定例）県議会提出予定議案件名一覧 

 

【令和４年度案件】 

（予算案件） 

１ 令和４年度兵庫県一般会計予算 

２ 令和４年度兵庫県県有環境林等特別会計予算 

３ 令和４年度兵庫県港湾整備事業特別会計予算 

４ 令和４年度兵庫県公共事業用地先行取得事業特別会計予算 

５ 令和４度兵庫県営住宅事業特別会計予算 

６ 令和４年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計予算 

７ 令和４年度兵庫県庁用自動車管理特別会計予算 

８ 令和４年度兵庫県公債費特別会計予算 

９ 令和４年度兵庫県自治振興助成事業特別会計予算 

10 令和４年度兵庫県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

11 令和４年度兵庫県小規模企業者等振興資金特別会計予算 

12 令和４年度兵庫県農林水産資金特別会計予算 

13 令和４年度兵庫県基金管理特別会計予算 

14 令和４年度兵庫県地方消費税清算特別会計予算 

15 令和４年度兵庫県国民健康保険事業特別会計予算 

16 令和４年度兵庫県病院事業会計予算 

17 令和４年度兵庫県水道用水供給事業会計予算 

18 令和４年度兵庫県工業用水道事業会計予算 

19 令和４年度兵庫県水源開発事業会計予算 

20 令和４年度兵庫県地域整備事業会計予算 

21 令和４年度兵庫県企業資産運用事業会計予算 

22 令和４年度兵庫県地域創生整備事業会計予算 

23 令和４年度兵庫県流域下水道事業会計予算 

 

（条例案件） 

１ 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

２ 兵庫県税条例等の一部を改正する条例 

３ 部制条例の一部を改正する条例 

４ 行財政の運営に関する条例の一部を改正する条例 

５ 兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例 

６ 職員の給与等に関する条例及び公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

７ 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

８ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

９ 恩給条例等の一部を改正する条例 

10 個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

11 兵庫県立兵庫津ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

12 後期高齢者医療財政安定化基金の管理等に関する条例の一部を改正する条例 

13 歯及び口腔の健康づくり推進条例 

14 兵庫県立自然公園条例の一部を改正する条例 

15 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

16 景観の形成等に関する条例の一部を改正する条例 

17 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例 

18 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
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19 建築基準条例の一部を改正する条例 

20 都市計画法施行条例の一部を改正する条例 

21 収入証紙条例及び警察手数料徴収条例の一部を改正する条例 

22 兵庫県学校教職員定数条例の一部を改正する条例 

23 兵庫県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

（その他案件） 

１ 流域下水道事業についての市町負担額の決定 

２ 日本海西部地区直轄特定漁港漁場整備事業に係る費用の一部を県が負担することについての同

意 

３ 兵庫県行財政運営方針の変更 

４ 包括外部監査契約の締結 

５ 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立兵庫津ミュージアム） 

６ 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立芸術文化センター） 

７ 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立障害児者リハビリテーションセンター） 

８ 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立公園あわじ花さじき） 

９ 公の施設の指定管理者の指定（津名港志筑来訪船舶桟橋） 

10 公の施設の指定管理者の指定（相生港那波旅客来訪船舶桟橋） 

11 公の施設の指定管理者の指定（東播磨港小型船舶係留施設） 

12 公の施設の指定管理者の指定（兵庫県立兎和野高原野外教育センター） 

 

【令和３年度案件】 

（予算案件） 

１ 令和３年度兵庫県一般会計補正予算（第８号） 

２ 令和３年度兵庫県勤労者総合福祉施設整備事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和３年度兵庫県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 



令和４年度当初予算（案）
躍動する兵庫へ ～第一歩を踏み出す予算～

作成年月日 令 和 ４年 ２月 ９日

作成部局名
企画県民部企画財政局
財 政 課



１ 令和４年度予算編成について て
● 当初予算の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

● 当初予算の規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

● 歳入・歳出の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

● 県債残高・基金残高・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

● 特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

● 公営企業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

２ 県政の重点施策について て
●新型コロナウイルス感染症への対応 ・・・・・・・・・ 17

●｢躍動する兵庫｣へ ３つの視点 ・・・・・・・・・・・ 21

●重点施策 ５つの柱 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

Ⅰ 新たな価値を生む経済の構築・・・・・・・・・・・ 23

Ⅱ 安全安心社会の先導・・・・・・・・・・・・・・・ 34

Ⅲ 未来を創る人づくり・・・・・・・・・・・・・・・ 42

Ⅳ 個性を磨く地域づくり・・・・・・・・・・・・・・ 44

Ⅴ 県政運営の改革・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
(参考) SDGs 関連事業(主なもの) ふるさとひょうご寄附金
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令 和 ４ 年 度 当 初 予 算 の 特 徴

令和４年度予算編成の基本方針
新たに策定した「県政改革方針」に基づき、持続可能な行財政基盤を確立し、新型コロナ

ウイルス感染症への対応、人口減少･超高齢化･多発する災害･温暖化･経済構造の変容等、
挑戦すべき課題に立ち向かい、躍動する兵庫の実現に向けた施策を推進

【躍動する兵庫の実現】
のびやかな試行錯誤を繰り返しながら新時代を切り拓いていく「躍動する兵庫」を実現

●オープンな県政の推進 ●誰も取り残さない県政の推進 ●県民ボトムアップ型県政の推進

【持続可能な行財政基盤の確立】
改革の着実な推進により収支均衡と将来負担の軽減を図りつつ、時代の変化に的確に対応

【イノベーション型行財政運営の実現】
職員一人ひとりからの自律的･多発的に業務の創意工夫や変革の提案がなされる県政の実現

●｢ビルド｣を重視した行財政運営 ●成果を重視した施策立案の導入
●透明性向上のための外部評価の積極的活用

【各部局長による創意工夫を生かしたマネジメント】
選択と集中を基本に施策の優先順位を明確にし、コロナ禍からの創造的復興をめざす

3



令 和 ４ 年 度 当 初 予 算 の 規 模
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(参考)令和３年度２月経済対策補正予算 ※令和４年度当初予算と同日上程

一般会計 971億円 特別会計 100万円 公営企業会計 24億円

令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

一 般 会 計 23,833億円 27,304億円 △3,471億円 △12.7％

(中小企業制度資金貸付金除き) (17,589億円) (17,755億円) （△166億円) (△0.9％)

特 別 会 計 15,943億円 16,047億円 △104億円 △0.6％

公営企業会計 2,706億円 2,717億円 △11億円 △0.4％

合 計 42,482億円 46,068億円 △3,586億円 △7.8％

(中小企業制度資金貸付金除き) (36,238億円) (36,519億円) （△281億円) (△0.8％)

【一般会計の主な増減理由】

●融資実績の状況を踏まえ、融資目標額を5,000億円(R3:8,000億円)としたこと等
による中小企業制度資金貸付金の減(△3,305億円)

●新型コロナ関連交付金事業や社会保障関係経費の増がある一方、人件費の減や県政改革
方針に基づく投資的経費の減等により、貸付金を除く場合も前年度を下回る(△166億円)



令 和 ４ 年 度 当 初 予 算 歳 入 歳 出 の 概 要 （ 総 論 ）

歳 入
①県税等 8,735億円（対前年度比：＋14.2％）

・企業業績の回復に伴う法人関係税・特別法人事業譲与税の増や、輸入額の増加に
伴う地方消費税の増等による増

②地方交付税等 3,866億円（対前年度比：△19.4％）

・給与関係費の減等による基準財政需要額の減、法人関係税の増等による基準財政
収入額の増により、交付基準額が減少したことによる減

③国庫支出金 2,553億円（対前年度比：＋16.2％）

・新型コロナウイルス感染症対策として、入院医療提供･自宅療養者等への対応強化
等のために必要な国交付金増等による増

④県 債 1,059億円（対前年度比：△17.5％）

・地方税収等の減収措置として令和３年度までの地方財政措置であった特別減収対
策債の減や、事業進捗に伴う緊急防災・減災事業債等の減

⑤その他 7,620億円（対前年度比：△33.1％）

・中小企業制度資金貸付金償還金の減等
5



令 和 ４ 年 度 当 初 予 算 歳 入 歳 出 の 概 要 （ 総 論 ）

歳 出
①人件費 4,521億円（対前年度比：△1.7％）

・人事委員会勧告による令和３年度給与改定の影響による職員給等の減
・退職見込者数の減による退職手当の減

②行政経費 12,514億円（対前年度比：△19.1％）

・看護、介護職員等の処遇改善実施等による社会保障関係費の増、新型コロナウイ
ルス感染症対策の強化等による増

・融資目標額の見直し等による中小企業制度資金貸付金の減

③投資的経費 1,811億円（対前年度比：△7.2％）

・県政改革方針に基づく見直し、地方財政計画の伸び率を踏まえたこと等による減

④公債費 2,685億円（対前年度比：△14.3％）

・県債管理基金を活用した県債残高縮減対策(繰上償還)の取り止め等による減

⑤その他 2,302億円（対前年度比：＋6.9％）

・地方消費税等の税収増に伴う税交付金の増
6



県 税 等 R4計上額 8,735億円（対前年度比：＋14.2％）

■個人関係税 2,227億円(＋6.5％)

消費の回復や株式取引額の増加等に伴う増

■法人関係税 1,691億円(＋25.7％)

■特別法人事業譲与税 947億円(＋58.1％)

企業業績の回復に伴う増

■地方消費税 2,547億円(＋10.1％)

輸入額の増加に伴う貨物割の増

■自動車関係税 1,068億円(＋2.1％)

自動車税環境性能割の税率軽減措置終了等による増

■その他 255億円(＋0.9％)
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(    )･･･対前年度比
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地 方 交 付 税 等 R4計上額 3,866億円（対前年度比：△19.4％）

■普通交付税(臨時財政対策債含む) 3,822億円(△19.5％)

給与改定に伴う給与関係費の減等による基準財政需要額の減、企業業績回復に伴う法人関
係税の増等による基準財政収入額の増により、交付基準額が前年度から減

8

(    )･･･対前年度比

令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

普 通 交 付 税 ３，３６６億円 ３，２０７億円 ＋１５９億円 ＋5.0％

臨時財政対策債 ４５６億円 １，５４３億円 △１，０８７億円 △70.4％

特 別 交 付 税 ４４億円 ４４億円 ±０億円 ±0％

合 計 ３，８６６億円 ４，７９４億円 △９２８億円 △19.4％

国 庫 支 出 金 R4計上額 2,553億円（対前年度比：+16.2％）

■新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 638億円(＋116.9％)

入院医療提供･自宅療養者等への体制強化、検査体制の整備促進等による増

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 143億円(＋15.4％)

コロナ禍の影響を受けている地域経済や県民の暮らしを支援するため、多様な事業の展開
を強化したことによる増



県 債 (臨財債除く) R4計上額 1,059億円（対前年度比：△17.5％）

■通常分 923億円( △5.5％)
(通常債、緊急防災･減災事業債、公共施設等適正管理事業債 等)

地震・津波対策、公共施設の耐震化や、河川等
の浚渫事業の進捗に伴う減

■臨時・特別分 55億円(△50.1％)
(防災･減災･国土強靱化対策事業債、緊急自然災害防止対策事業債)

県政改革方針に基づく見直しに伴う減

■その他 81億円( △58.6％)
(調整債、特別減収対策債、減収補填債 等)

地方税等の減収対策への措置である特別減収対策
債が、令和3年度までの措置であったため皆減
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(    )･･･対前年度比
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（参考）臨時財政対策債 456億円(△70.4％)

H30～R2：決算 R3～R4：当初

※通常債等には、臨時・特別分、調整債、特別減収対策債を含む



人 件 費 R4計上額 4,521億円（対前年度比：△1.7％）

・令和３年度給与改定(期末手当△0.15月)の影響等による職員給等の減

・退職見込者数の減(△152人)による退職手当の減
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令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

職 員 給 等 ４，１７７億円 ４，２２０億円 △４３億円 △1.0％

う ち 共 済 費 ７０９億円 ７１５億円 △６億円 △0.7％

退 職 手 当 ３４４億円 ３８０億円 △３６億円 △9.5％

合 計 ４，５２１億円 ４，６００億円 △７９億円 △1.7%

公 債 費 R4計上額 2,685億円（対前年度比：△14.3％）

令和２年度から実施していた、県債管理基金を活用した県債残高縮減対策(繰上償還)を取り

止めたこと等による減

令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

公 債 費 ２，６８５億円 ３，１３５億円 △４５０億円 △14.3％

うち震災関連公債費 ３６２億円 ３８２億円 △２０億円 △5.2％



行 政 経 費 R4計上額 12,514億円（対前年度比：△19.1％）

■社会保障関係費 3,611億円(＋4.0％)

看護、介護職員等の処遇改善の実施等による増

■中小企業制度資金貸付金 6,244億円(△34.6％)

融資目標額を5,000億円に設定(R3当初：8,000億円)したことによる減

■新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金事業 638億円(＋116.9％)

入院医療提供･自宅療養者等への体制強化、検査体制の整備促進等による増
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令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

社 会 保 障 関 係 費 3,611億円 3,471億円 ＋140億円 ＋4.0％

中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金 6,244億円 9,549億円 △3,305億円 △34.6％

緊 急 包 括 支 援 交 付 金 事 業 638億円 294億円 ＋344億円 ＋116.9％

地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業
( 地 方 単 独 分 )

137億円 117億円 ＋20億円 ＋16.4％

私 学 助 成 316億円 319億円 △3億円 △1.1％

そ の 他 行 政 経 費 1,568億円 1,714億円 △146億円 △8.5％

合 計 12,514億円 15,464億円 △2,950億円 △19.1％

(    )･･･対前年度比



投 資 的 経 費 R4計上額 1,811億円（対前年度比：△7.2％）

■普通建設事業費 1,708億円(△7.7％)

県政改革方針により国庫補助事業･県単独事業について、地方財政計画の水準を基本
とした事業量の設定、また、令和４年度地方財政計画の伸び率反映による減

■災害復旧事業費 103億円(＋1.4％)
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令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

普 通 建 設 事 業 費 1,708億円 1,850億円 △142億円 △7.7％

国 庫 補 助 事 業 1,005億円 1,046億円 △41億円 △3.9％

県 単 独 事 業 675億円 777億円 △102億円 △13.2％

通 常 事 業 550億円 530億円 ＋20億円 ＋3.8％

緊 急 措 置 事 業 125億円 247億円 △122億円 △49.4％

うち緊急自然災害防止対策事業 49億円 105億円 △56億円 △53.1％

う ち 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 25億円 66億円 △41億円 △62.1％

災害に強い森づくり等事業 28億円 27億円 ＋1億円 ＋3.9％

災 害 復 旧 事 業 費 103億円 101億円 ＋2億円 ＋1.4％

合 計 1,811億円 1,951億円 △140億円 △7.2％

(    )･･･対前年度比



そ の 他 の 経 費 R4計上額 2,302億円（対前年度比：＋6.9％）

■税交付金・還付金 1,794億円(＋10.9％)

地方消費税や法人事業税の税収増による税交付金の増

■基金積立金 66億円(+16.6％)

法人県民税超過課税の税収増に伴う勤労者福祉基金積立金の増

■繰出金 442億円(△7.7％)

事業実施に必要な基金管理特別会計への繰出金の減
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令和４年度 令和３年度 増 減 伸 率

税 交 付 金 ・ 還 付 金 1,794億円 1,618億円 ＋176億円 ＋10.9％

地 方 消 費 税 交 付 金 1,260億円 1,147億円 ＋113億円 ＋9.8％

法 人 事 業 税 交 付 金 112億円 88億円 ＋24億円 ＋27.0％

株式等譲渡所得割交付金 99億円 56億円 ＋43億円 ＋78.3％

そ の 他 323億円 327億円 △4億円 △1.3％

基 金 積 立 金 66億円 57億円 ＋9億円 ＋16.6％

繰 出 金 442億円 479億円 △37億円 △7.7％

合 計 2,302億円 2,154億円 ＋148億円 ＋6.9％

(    )･･･対前年度比



県 債 残 高 ・ 基 金 残 高

■県債残高全体 49,186億円

（実質的な県債残高 29,934億円）
※臨財債及び減収補填債(交付税措置分)除き

○R3年度末残高見込との増減
・県債残高全体 △823億円
・実質的な残高 △648億円

(参考)R4震災関連県債残高：2,158億円(普通会計ﾍﾞｰｽ)
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■基金残高 6,717億円

・県債管理基金について、R3普通交付税算定
に伴い生じた精算への対応のため、R3年度
に当該目的で積み立てた金額の一部を取り
崩したこと等による減

※地方交付税算定において一部の税目は、実際の税収に比べ過大又は過小と
となった場合、その差額の75％(一部100%)を翌年度から３年間の地方交
付税で調整される

・財政基金の積み増しは決算時に剰余金等が
生じた場合に検討
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特 別 会 計 予 算 の 概 要
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令和４年度 令和３年度 増 減 主な増減要因

県 有 環 境 林 等 ７，２８６ ７，１５８ ＋１２８ 公債費繰出金の増

港 湾 整 備 事 業 ５，４５８ ４，７４３ ＋７１５ 臨海土地造成整備費の増

公 共 事 業 用 地
先 行 取 得 事 業

３，０２２ ３，０３３ △１１ 公債費繰出金の減

県 営 住 宅 事 業 ３１，０１４ ２９，４９８ ＋１，５１６ 県営住宅整備費の増

勤 労 者 総 合 福 祉
施 設 整 備 事 業

２，１０２ ３，２０６ △１，１０４ 施設老朽化対策や運営費の減

庁 用 自 動 車 管 理 １８７ １９０ △３ 庁用自動車運営費の減

公 債 費 ５４７，７９３ ６１９，９７６ △７２，１８３ 償還元金の減

自 治 振 興 助 成 事 業 １，３４６ １，３５９ △１３ 市町への貸付金の減

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金

３１９ ３１９ ０

小 規 模 企 業 者
等 振 興 資 金

２，９２５ ３，２５８ △３３３ 中小企業基盤整備機構融資事
業に係る公債費の減

農 林 水 産 資 金 １，４７７ １，１３０ ＋３４７ 国庫支出金返納金の増

基 金 管 理 ５，９０３ ８，８１９ △２，９１６ 勤労者福祉基金積立金等の減

地 方 消 費 税 清 算 ４９３，７２０ ４３０，０４６ ＋６３，６７４ 税収増に伴う清算金や繰出金の増

国 民 健 康 保 険 ４９１，８４６ ４９１，９７８ △１３２ 保険給付等交付金の減

合 計 １，５９４，３９８ １，６０４，７１３ △１０，３１５

（単位：百万円）



公 営 企 業 会 計 予 算 の 概 要
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令和４年度 令和３年度 増 減 主な増減要因

病 院 事 業 １９２，０３１ １８９，６２６ ＋２，４０５ 医業費用や西宮総合医療セン
ター(仮称)整備費の増

水 道 用 水 供 給 事 業 １９，５１４ ２３，５２５ △４，０１１ 三田西宮連絡管整備費や企業債償
還金の減

工 業 用 水 道 事 業 ４，９８２ ５，３９６ △４１４ 施設改良費の減

水 源 開 発 事 業 ３３ ７９ △４６ 建設改良費の減

地 域 整 備 事 業 １０，１７６ ４，５８６ ＋５，５９０ 営業費用や企業債償還金の増

企 業 資 産 運 用 事 業 １，３３４ １，２９７ ＋３７ 営業費用の増

地 域 創 生 整 備 事 業 １，５２３ ５，２５７ △３，７３４ ひょうご小野産業団地整備事業費
の減

流 域 下 水 道 事 業 ４０，９１５ ４１，９０２ △９８７ 処理場運営委託料や企業債償還金
の減

合 計 ２７０，５０８ ２７１，６６８ △１，１６０

（単位：百万円）



最優先課題「新型コロナ対策」
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第６波の収束に向け全力を注ぐとともに、新たな波に備え、これまでの検証やデータ分析等を重視

調査・研究

県立病院

大学
(神戸大学他)
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؞
ग़
অ
ॹ
থ
५

データ分析

県・本部会議

対策協議会・専門家
（医療関係団体 専門家 等）

健康科学研究所
（検査・ゲノム解析）

提言・助言

兵庫県感染情報共有化システム

ਠ
ৃ
ਔ
ৄ
؞
৸

ॹ
␗
ॱ

臨床現場

発熱等診療・
検査医療機関

入院対応
医療機関

保健所

県民への提供

政策・発信

入院医療体制、保健所体制、検査体制
３回目ワクチン接種、感染症対策 等

神戸大学との共同会見 医師会との共同会見

エビデンス等も交え



新型コロナウイルス感染症への対応（１／３）
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項目 取組内容 金額

●客観的な検証の実施 専門家を交えた第３者機関による検証の実施 ー

●新型コロナウイルス感染症対策協議会の開催
有識者、大学関係者等を構成員とする同協議会を開
催し、意見等を対策及び情報発信に反映

100万円

【新】

●感染症対策の専門家による助言 技術的な助言を県の政策決定に反映 ー

【新】

●兵庫県感染情報共有化システムによる分析
・保健所設置市も含む全県データの共有
・感染情報の分析による感染状況の傾向把握 等

2,400万円

【新】

●県立病院における治療情報の分析
・重症患者を中心とする患者ごとのデータ分析
・分析による対策の意見交換

600万円

●大学との調査研究の推進
抗体価検査による新型コロナの感染状況調査等を県
病院局、神戸大学が連携のうえ、実施

2,000万円

●県立健康科学研究所の運営
・感染症情報センターの運営
・ゲノム解析の実施による変異体の監視 等

5,960万円

■大学等専門機関と連携した感染症対策機能の強化
大学等専門機関と連携しつつ、新型コロナウイルス感染症対策の検証や感染情報、治療情報

の分析等により得られた知見及び感染症対策の専門家からの助言を、県の政策決定に活かし、
感染症対策機能を強化



新型コロナウイルス感染症への対応（２／３）
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■入院医療体制等の確実な確保：592億円
・感染状況に応じて最大1,400床の病床確保が可能な空床補償予算を計上：445億円

・宿泊療養施設の確保(16施設)、酸素供給装置等の医療ケア体制整備：91億円

・自宅療養者等からの健康相談等に24時間対応するセンターを設置 ：12.1億円
※R4.1.28より設置しており、R3年度分についてはR3.2月経済対策補正予算において計上

■保健所等の体制整備：4.4億円
・民間人材や応援職員を含めた人員体制の整備、｢兵庫県感染情報共有システム｣の本格運用

※全県の感染情報や入院後の治療情報等を共有し、感染状況の把握・分析等への活用や保健所の業務負担を軽減

■検査体制の整備：89億円
・病院等への検査機器整備の支援や県検査機関における検査試薬の確保等を実施：12億円

・感染拡大傾向時での希望者への無料PCR検査等の予算を確保：76億円

・感染を早期発見し、事業継続を支援するため高齢者施設等の従事者に検査を実施：6,000万円
※4月又は5月に１回実施（1月～３月分についてはR3.2月経済対策補正予算にて計上（計5回））

■３回目接種の実施に向けたワクチン接種体制等の整備：49億円
・県独自の大規模接種会場を引き続き設置(姫路・西宮会場 ～R4.8月)：22億円

※姫路会場：旧姫路市文化センター 西宮会場：旧西宮市にしきた接種会場

・市町による集団接種会場への医療従事者派遣、医療機関の個別接種実施等を支援：25億円

(※)

(※)

(※)

(※)

(再掲)



新型コロナウイルス感染症への対応（３／３）
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社会福祉施設等が継続して事業実施するため、感染拡大に備える対策等を支援：12.3億円

取組内容 金額

●感染等発生福祉施設の感染拡大防止・事業継続等の支援
高齢者施設等における、施設の消毒･洗浄、衛生用品の購入、人材確保等に要した費用を支援

6.1億円

●社会福祉施設における一時的受け皿等の確保
入所施設等での集団感染や、在宅高齢者・障害者等の家族・保護者の感染に備えた受入体制を確保

800万円

●社会福祉施設における緊急時対応コーディネーターの設置 2,400万円

●高齢者施設等への感染者発生時における支援
大規模クラスター発生時にやむを得ず陽性者が入所を継続する場合の健康管理に要する経費を支援

3,400万円

●社会福祉施設等への応援職員派遣への支援 200万円

●フォローアップ体制の強化（介護・障害福祉サービスの実施）
在宅高齢者等が自宅療養期間中に事業所等が行う必要なサービス提供に対し、協力金を支給

5,000万円

●認可外保育施設における感染拡大防止対策の実施 3,600万円

●生活困窮者自立支援金の支給 3,500万円

●地域子ども・子育て支援事業の感染拡大防止対策の実施
衛生用品や感染防止用物品等の経費を定員に応じて支援、【新】トイレ・非接触型蛇口等への改修支援

3.9億円

●放課後児童クラブ等におけるICT化の推進 3,400万円

※上記の他、県立学校等の教育施設への感染防止対策をR3.2月経済対策補正予算にて計上（6.6億円）



「躍動する兵庫」へ ３つの視点 ～人･モノ･投資を呼び込む～
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・ 五国の魅力を高める地域創生の推進
・ ひょうごフィールドパビリオン
・ チャレンジHYOGO就職大作戦の展開
・ スマートシティモデル事業の実施
・ 大阪湾ベイエリアの活性化
・ スポーツ･芸術文化の振興 など

・ ヤングケアラー支援体制の構築
・ 発達障害児の保育園入園支援の拡充
・ 困難を抱える妊産婦の支援
・ 高齢者･障害者等の避難対策の推進
・ 災害に強い県土づくり
・ 防犯･交通安全対策の強化 など

新しい成長の種をまく新しい成長の種をまく 地域の価値を高める地域の価値を高める

安全安心の網を広げる安全安心の網を広げる

これらを支える
SDGsにつながる施策群

・ スタートアップの育成強化
・ 中小企業等の革新(DX人材の育成等)
・ 地場産業･農林水産業の新展開
・ 新たな観光戦略の推進
・ 水素社会の推進(姫路港のCNP化等)
・ 特色ある学校づくり など



重点施策 ５つの柱

Ⅰ 新たな価値を生む経済の構築

Ⅱ 安全安心社会の先導

Ⅲ 未来を創る人づくり

Ⅳ 個性を磨く地域づくり

Ⅴ 県政運営の改革



産業競争力の強化（１／３）

23

Ⅰ 経済構築

■若者を対象とした｢ひょうごスタートアップアカデミー｣の開設：6,020万円
社会課題の解決に向け、起業も含め主体的に取り組む若者を育成するため、学生等の若年層を

対象としたアントレプレナーシップ教育を展開

※ ･･･起業家精神、ﾋﾞｼﾞﾈｽ及び金融の基本について、実践を通じて学ぶ課題解決型のｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

■SDGsチャレンジ事業の実施：5,000万円
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙなSDGs課題解決に挑むｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの事業構築･海外展開を、県･神戸市･UNOPS連携で支援
(海外実証･展開に向けた支援、専門家によるﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの改善、ｾﾐﾅｰ･ｲﾍﾞﾝﾄの実施)

■ポストコロナを見据えた起業家への支援強化：5,300万円
コロナ禍で困難に直面しつつも再度起業を目指す方に対し、段階に応じた支援を実施

※事業展開中の事業者に対しては、新たな発想や技術に基づくｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出支援をR3.2月経済対策補正予算にて計上

■県内コワーキングスペースのネットワーク構築：140万円
起業家･支援者によるオンラインコミュニティを構築し、関係者の交流促進による協業･成長機会等を創出

(仮称)

●BizWorldﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのﾓﾃﾞﾙ導入
県内中学校・高校に実践型教育
プログラムをモデル導入

●BizWorldﾄﾗｲｱﾙの実施
公庫主催ｲﾍﾞﾝﾄに応募する高校生
にBizWorld短期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施

●ひょうごｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ甲子園
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ受講者等によるﾃﾞﾓﾃﾞｲ
(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄ)を開催

●大学での起業人材育成
大学生を対象とした起業人材
育成講座を実施

(※)

再チャレンジとして起業する方への支援
事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費等の支援

再チャレンジを目指す方への支援
専門家による課題解決･ビジネス構築支援 等

【新】

【拡】

【拡】

【新】

【拡】



産業競争力の強化（２／３）
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Ⅰ 経済構築

■ひょうご産業SDGs推進宣言事業の実施：1,150万円
SDGsの達成に向けて取り組む中小企業の推進宣言を登録し、宣言企業の取組を支援

■地場産業におけるSDGsの取組への支援：3,600万円
SDGsの視点から地場産業のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価値を高め、地場産品の魅力向上により産地を活性化

■商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業の実施：1,130万円
商店街活動への参加意欲が積極的な若者や女性に対し、空き店舗への新規出店を支援
(店舗賃料、内装・ファサード工事等の経費支援)

■商店街地域コミュニティの拠点づくり：750万円
若者や学生等の新たな顧客層を呼び込むため、空き店舗を活用した地域ｺﾐｭﾆﾃｨ拠点づくりを支援
補助金額 上限250万円(施設整備費、賃貸料等)

SDGsの
普及啓発

SDGsに取り組む
県内中小企業

推進宣言 取組み可視化 (HPで発表) 推進宣言PR

県制度等による支援 (専門家派遣、交流ｾﾐﾅー 、販路拡大等)

SDGs準備支援 SDGs実践支援

産地組合のSDGs実施計画策定･準備経費を支援

・導入に向けた研究･仕組づくり･ｿﾌﾄ作成経費等
・推進ﾘｰﾀﾞｰ育成･設備導入･商品開発経費等

産地組合が実施するSDGsの実践取組を支援

・SDGsの取組を見える化したコンテンツの作成費
・SDGsの取組のプロモーション経費、関連ｲﾍﾞﾝﾄ開催等

上限300万円/件・年度(最長３年間支援) ※SDGs宣言を行った産地組合へ補助

（参考）R4年度の｢ふるさとひょうご寄附金｣では、SDGsの取組を推進するため、寄附への返礼品としてSDGsに資する地場産品等を積極的に採用(詳細P57)

【新】

【新】

【新】

【新】



産業競争力の強化（３／３）
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Ⅰ 経済構築

■中小企業DX人材育成リカレント教育事業の実施：1,010万円
・関西学院大学と日本IBM社が共同開発したAI活用人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの受講料を補助
・兵庫県立大学と連携して新コンテンツを作成し、そのコンテンツの受講料を補助

■中小企業向け制度融資の運用：6,244億円（金融機関への預託金）

・急激な経済状況の悪化等のリスクに備え、融資枠をコロナ禍前の1.5倍となる5,000億円を確保
・コロナ対策資金である｢伴走型経営支援特別貸付｣の借換要件を緩和

※｢借換資金の1/2以上は県制度融資の借入残高であること｣とする要件を撤廃

・中小企業者や金融機関の利便性向上のため、貸付ﾒﾆｭｰの整理・統合を実施(40→23ﾒﾆｭｰ)

■中小企業等における経営改善･成長力強化への支援：12億円
地域の中小企業支援機関による事業者への伴走支援に補助を行い、事業者の経営力強化を促進

県

地域の中小企業支援機関
（金融機関)

ゼロゼロ融資を受けた
中小企業者･小規模事業者

補助10万円

伴走支援
・経営改善計画等の作成支援

・指導･助言等フォローアップ

経営改善を図り、景気回
復局面での資金需要等に
耐えうる経営へ

県と支援機関との協調実施

【拡】

【新】



主な事業 取組内容 金額

●カムバックひょうごハローワークの運営 首都圏等でのUJIﾀｰﾝ相談、県内企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援 980万円

●おためし企業体験事業の実施
県内企業へのおためし体験を通し、企業と若者等の
県内就職希望者のﾏｯﾁﾝｸﾞを促進 [次項参照]

2,850万円

●理工系人材の獲得促進
理工系大学･学生と県内中小製造業とのつながりを作る
ため、理工系学生と企業の合同交流会等を開催 [次項参照]

740万円

●求人情報を提供するﾏｯﾁﾝｸﾞｻｲﾄの運営
大学生･転職者等の県内就職を促進するため、県内企
業の魅力や求人情報を発信し、ﾏｯﾁﾝｸﾞ支援

1,090万円

●UJIﾀｰﾝ就職のための合同企業説明会等の開催
就活生のための合同企業説明会や、就活前の学生を
対象とした県内企業による情報発信ﾌｪｱを開催

1,480万円

●コロナ就職氷河期対策支援としての合同
企業説明会の開催

コロナ禍で就職活動が困難な学生等を支援するため、
企業と学生のﾏｯﾁﾝｸﾞを支援

1,090万円

●女子学生と企業のプレマッチングへの支援
ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ形成支援、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨやSDGsを重視する県
内企業の経営層との座談会実施 等

700万円

●ひょうごテレワークサポートセンターの
設置･ワーケーションの推進

企業等におけるﾃﾚﾜｰｸの導入等の総合的なｻﾎﾟｰﾄの実
施、ﾜｰｹｰｼｮﾝへの機運醸成 [次項参照]

1,640万円

兵庫で働く人材の確保・育成（１／２）
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Ⅰ 経済構築

■チャレンジHYOGO就職大作戦の展開
学生の県内企業への就職促進や、県外へ流出した若者のUJIターンの促進、就職氷河期世代への

対策などを促進するため、県一体となって｢チャレンジHYOGO就職大作戦｣を展開

【新】

【新】

【拡】

【拡】

【新】



■おためし企業体験事業の実施：2,850万円
首都圏在住求職者や就職氷河期世代等の不安定就労者等に対し、適性にあった企業への就職を支援

■理工系人材の獲得促進：740万円
企業と学生の合同交流会等により、県内外の理工系大学及び学生と県内中小製造業とのﾏｯﾁﾝｸ゙ 機会を創出

■ひょうごテレワークサポートセンターの設置･ワーケーションの推進：1,640万円
・ﾃﾚﾜｰｸ導入･定着までの総合的なｻﾎﾟｰﾄを実施するセンターを｢ひょうご仕事と生活ｾﾝﾀｰ｣に設置
・県内企業のﾜｰｹｰｼｮﾝへの機運醸成を図り、多様で柔軟な働き方を推進するため、相談員派遣等を実施

■ひょうご女性活躍推進企業認定制度の創設：110万円
女性活躍推進の気運醸成やｽﾃｯﾌ ｱ゚ｯﾌ゚ を後押しするため、企業の取組を｢見える化｣する認定制度を創設

兵庫で働く人材の確保・育成（２／２）
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Ⅰ 経済構築

●ミニ体験コース
職場見学 企業説明
社員との交流会 等
[数時間～１日程度]

●職場体験コース
職場体験 業務実習

[数日間]

●おためし入社ｺｰｽ
就業体験

(双方合意あれば本採用)

[１週間～１カ月程度]

【正規雇用】






●首都圏参加者向け支援
体験中の滞在費･旅費
の一部助成 等

首都圏･就職氷河期世

代からの参加者を採

用した企業に支援金

(10万円/人)
●ｵﾝﾗｲﾝ体験ｺｰｽ
ｵﾝﾗｲﾝでの企業説明
社員との交流会 等

受け入れ企業に対し謝金支給(2万円/回)

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

[チャレンジHYOGO就職大作戦]

[チャレンジHYOGO就職大作戦]

[チャレンジHYOGO就職大作戦]



新たな観光戦略の構築・推進（１／２）
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Ⅰ 経済構築

■近隣府県との連携を広げる新たな観光戦略の策定：210万円
2025年大阪･関西万博、今後のMICE需要も視野に入れた新たな観光戦略を策定
(学識者･観光事業者等で構成する新観光戦略推進会議の開催、主要観光地の魅力度調査の実施)

■ユニバーサルツーリズム（UT）の推進：1,290万円
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑを一層推進するため、観光地の受入体制強化･意識醸成等を促進

■ホテル・旅館バリアフリー改修の促進：1,800万円
高齢者や障害者をはじめとする全ての人が安心して旅行できるよう、バリアフリー改修を支援

補助対象 既存のホテル・旅館等を営業する事業者
対象事業 改修設計：上限500万円、改修工事：上限1,600万円又は3,600万円(EV有無)

(負担割合 県1/4 市町1/4（義務随伴） 事業者1/2）

基本方針 持続可能な観光地域づくりを推進、共感を生み出す本物志向の観光を追求、関係人口拡大にも貢献

全県的な受入体制の強化 UT拡大に向けた情報発信の充実

・ひょうごUT推進連絡会の設立
市町･観光協会･福祉関係事業者･交通事業者等で構成

・UT相談コンシェルジュの育成
旅行者や観光事業者等からの相談対応能力を有する人材育成

・観光地人材のおもてなし力強化
観光産業へのﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ、UT接遇の向上ｾﾐﾅｰを実施 等

・モニターツアーの実施
具体性のあるPRを行うため、障害区分に応じたﾓﾆﾀー ﾂｱー を実施
[車いすでの自然体験ﾂｱー 、入浴介助付温泉ﾂｱー 等]

・旅行者･観光事業者へ訴求する冊子･動画の制作
ﾓﾆﾀｰﾂｱｰ等の情報をﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･動画等で県内外発信

・宿泊施設認証(予定)等の新たな取組の周知

【新】

【新】

【新】



新たな観光戦略の構築・推進（２／２）
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Ⅰ 経済構築

■兵庫デスティネーションキャンペーンの展開：7,500万円
コロナ禍により深刻な影響を受けた兵庫観光の再生を図り、兵庫ブランド力を強化

■観光・特産品の首都圏プロモーション事業の展開：1,060万円
上質･ホンモノ志向の｢ひょうごﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｣の確立のため、新たな観光･特産品の首都圏ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを実施
・コンサルティング機能を有する民間事業者と連携したﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ等の実施
・｢兵庫テロワール旅｣を組み合わせたプロモーションイベントを首都圏で実施

■ふるさと桜づつみ回廊プロジェクトの実施：360万円
瀬戸内海から日本海まで周遊･滞在するインバウンド向けの広域ルートを開発
(回廊ルートの観光資源等調査、モデルルート・動画制作 等)

■大阪･関西万博を見据えた水上観光交通圏の形成：1,830万円
水上交通観光圏を形成し、2025大阪・関西万博来場者の県内周遊を促進
(自治体・DMOﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの設置、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向けﾓﾃﾞﾙﾂｱｰの造成 等)

テーマ「兵庫テロワール旅 － 私の感動、その先へ。－」

令和４年度 プレキャンペーン 令和５年度 本キャンペーン
(R4年度の取組：JR西日本とﾌﾟﾚｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施、全国宣伝販売促進会議の開催 等)

※ふるさと桜づつみ回廊 河川環境整備の一環として、公募により県民が植樹した桜づつみ。瀬戸内海から日本海で
縦断するその規模は日本一(170km、５万本)

【新】

【新】

【新】

【新】



■スマート農業技術のマッチングの推進：510万円
課題解決･経営改善を促進するｽﾏｰﾄ技術を集約･発信し、産地に沿った助言等を行う仕組を構築

■県産農林水産物流通・販売の拡大：820万円
・量販店等への搬入の試験的配送支援により、小規模農家の生産拡大を促進
・小規模産地の出荷市場を関西圏に拡大し、県産品の流通増加を実現
・外食チェーン店等でフェアを開催する等、県産品の認知度向上やﾌｧﾝ増加による消費拡大を促進

■県産農作物の生産拡大に向けた取組強化：1,700万円
・小規模産地が行う規模拡大の取組に対し、農業機械等の購入経費を支援

補助金額 上限200万円（補助率1/3）

・主食用米より収益性の高い麦・大豆・飼料用米等に転換を図る農業者を支援

■学校給食における県産食材の供給拡大：850万円
・学校給食アドバイザーによる生産者側と給食側のニーズのマッチングにより、供給体制を構築
・県外産原料加工品との価格差を補填し、県産品の利用増を促進
・規格の統一された野菜を安定･継続的に供給できる生産体制を構築

産地･企業連携ｸﾞﾙｰﾌﾟを支援
●企業への技術改善を提案
●生産者への技術活用助言

農林水産業のさらなる振興（１／２）
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Ⅰ 経済構築

アドバイザーによるマッチング
●ｻｲﾄ内容を確認し企業と産地をﾏｯﾁﾝｸﾞ

専用サイト開設
●ｽﾏｰﾄ技術を有する企業の登録
●産地が有する課題を公開

【新】

【新】

【新】

【新】



■ひょうご農林水産ビジョン2030×SDGs推進プロジェクト：160万円
県農林水産業の持続的発展のため、SDGsに対する理解促進、現場での実践拡大等を実施
(農林漁業者向けセミナー等の開催、専門家派遣、取組の情報発信のためのシンポジウムの開催)

■ゲノム情報を活用した効率的な但馬牛改良の推進：2,420万円
但馬牛改良手法にゲノム情報解析を取り入れ、良質な肉質等を有する但馬牛の増頭を推進

■県産木材の有効活用と森林の保全再生の取組強化：2,070万円
・施設の木質化に要する経費支援の対象施設を拡充(交通拠点施設＋多数利用施設 ※病院・商店街等)
・建築用資材として利用できない林地残材の活用ビジネスモデルの検討･確立
・持続的な里山林整備を進めるため、若年層の森林ボランティア確保の取組を推進

■全国豊かな海づくり大会の開催：3.6億円
｢豊かな海｣の実現に向けた県民総参加の取組と多彩な魅力を全国に発信するため、明石市で開催

農林水産業のさらなる振興（２／２）
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Ⅰ 経済構築

第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会 ～御食国ひょうご～

（令和４年11月12日・13日）

○式典行事の開催 ○会場歓迎・放流行事 ○県内各地での映像中継、ステージイベントの実施 等

【新】

【新】

【拡】

【新】



■ひょうご水素社会の推進：3.5億円
水素社会の実現に向けた気運醸成を図り、産学官連携した取組の更なる加速化を図るべく、

知事をトップとした｢ひょうご水素社会推進本部｣を設置し、県庁一体で取組を推進

■県有施設への再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入ポテンシャル調査の実施：1,200万円
県有施設への太陽光発電導入を見据え、未利用スペース等への導入可能性調査を実施
(県有施設の駐車場等 約500施設)

■カーボンニュートラル実現に向けた国際フォーラムの開催：100万円
脱炭素社会の実現に向けた県民･事業者の意識向上を図るため、先進事例の紹介等を行う国際

フォーラムを開催(令和４年12月予定)

グリーン化の推進（１／２）
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Ⅰ 経済構築

●成長産業における試作開発への支援：3,000万円
水素分野を含む成長産業分野における新製品の社会実装を目指
す県内中小企業を支援 (上限300万円)

●成長産業育成のための研究開発への支援：7,212万円
水素など成長産業分野に産学官連携で研究開発等に取り組む県
内中小企業を支援 (可能性調査：～100万円、応用研究：～1,000万円)

●水素ステーション等整備の促進：7,250万円
燃料電池ﾓﾋﾞﾘﾃｨを促進するため、水素ｽﾃｰｼｮﾝ、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型水素供
給設備(※)、燃料電池ﾊﾞｽの導入費用を支援

※パッケージ型水素供給設備(右写真)
・規模は小さいが低コストで設置可能
・移設が可能、設置リスクが低い
・現地で水素を製造するため、輸送コスト不要

●ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾟｰﾄ(CNP)形成計画の策定：3,000万円
姫路港におけるCNP(※)形成計画策定に向けた検討会や次世代

エネルギーの需要推計等を実施

※CNP･･･以下の取組を通じ、温室効果ｶ゙ ｽの排出を全体としてｾ゙ ﾛにする港湾
・水素･燃料ｱﾝﾓﾆｱ等の大量かつ安定･安価な受入環境の整備
・脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化
・集積する臨海部産業との連携

●｢ひょうご水素社会推進会議｣の設置：214万円
2050年の兵庫水素社会の実現に向け、先導的取組を本格展開
(県、地元自治体、企業、有識者により構成)

●水素を活用したｴﾈﾙｷﾞｰ地産地消ﾓﾃﾞﾙ導入：270万円
水素を製造･貯蔵･活用するｴﾈﾙｷﾞｰの地産地消ﾓﾃﾞﾙの構築･実装を
目指した計画策定･施設設計

連携

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】

【拡】



■Ｊクレジット制度の取組への支援：110万円
間伐等の森林整備効果をｸﾚｼﾞｯﾄとして発行･売買できる制度を活用し、新たな収益で市町等

による森林整備が進むよう支援(ｸﾚｼﾞｯﾄ発行に必要なCO₂吸収量算定資料の作成を支援等)
※省ｴﾈ設備の導入や再生可能ｴﾈﾙｷ゙ ｰの活用によるCO₂等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO₂等の吸収量を｢ｸﾚｼ゙ ｯﾄ｣として国が認証し、売買できる制度

■上山高原等における貴重種保全対策の実施：730万円
・絶滅が危惧されているｲﾇﾜｼの保全活動のため、関係機関による但馬ｲﾇﾜｼ･ｴｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを創設
・航空測量によりイヌワシの餌場の状況等を調査し、保全計画を策定
・シカ柵設置等による草原ｴﾘｱの保全、餌動物であるﾉｳｻｷﾞ等の定期的な給餌を実施 等

■鳥獣被害集落自立サポートの実施：3,440万円
・鳥獣被害のみえる化や個別の対策検討を踏まえ、集落における被害対策計画の策定を支援
・計画内容に基づく対策の継続的実施を可能にするため、集落に現地アドバイザーを派遣 等

■ひょうごプラスチック循環コンソーシアム事業の推進：460万円
・分別対象の拡充に対応する広域連携ｽｷｰﾑの検討及び調査、ﾘｻｲｸﾙの先進的取組を全県展開
・生分解性プラスチックの普及方法等の検討会を開催

■栄養塩類管理計画の策定：2,000万円
豊かで美しい瀬戸内海の再生に向け、栄養塩類供給による海域への影響をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝし、栄養

塩類管理計画を策定

グリーン化の推進（２／２）
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(※)

【新】

【新】

【新】

【新】

【新】



■歯及び口腔の健康づくりの推進：730万円 ※R3年度2月議会に関連条例を上程予定

・県民の歯科保健に対する意識醸成、実践定着を促進するシンポジウムを開催
・乳幼児からの生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを促進する｢むし歯予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｣を作成
・学生の主体的な健康づくりの実践を実現するため、学生視点によるプロジェクト会議を開催 等

■健康･医療ﾃﾞｰﾀを活用したデジタルイノベーションへの支援：1,000万円
｢神戸大学医学研究科ﾃﾞｼﾞﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進ｾﾝﾀｰ｣を拠点とし、ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを活用した実証研究等を推進

■小児期からの移行期医療支援体制の整備：430万円
小児期から成人期の医療機関への円滑な移行を可能とするため、支援センターを設置
・移行期医療支援コーディネーターを配置し、患者の小児期からの移行を支援

■てんかん地域診療体制の整備：300万円
新たに｢てんかん支援拠点病院｣を指定し、地域におけるてんかん診療体制を構築
・精神保健福祉士等を配置し、治療に関する専門的な相談支援や生活相談に対応

R4～R6
統合DBの利活用(AI開発等)
市町･産業界への成果普及

医療確保と健康づくり

34

Ⅱ 安全安心

産官学連携
シミック、日本ユニシス
日立製作所、神戸大、県

神大推進
センター

支援

R1～R3
健康・医療ﾃﾞｰﾀの

統合DBの構築

【新】

【新】

【新】

【新】



福祉社会づくりの推進（１／２）
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Ⅱ 安全安心

■ヤングケアラー支援体制の構築：1,270万円
・相談者の精神的負担軽減、市町や支援機関へ繋ぐ相談窓口を設置(平日９～17時※電話対応))
・ピアサポート等の交流活動に取り組む団体を支援し、情報交換等の場づくりを促進 等

■医療的ケア児に対する支援体制の構築：2,160万円
たんの吸引等の医療的ｹｱが必要な障害児や家族等からのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談、家族交流会等を開催

する｢医療的ケア児支援センター｣を設置(看護師･相談支援専門員を配置)

■強度行動障害スーパーバイザーの養成：290万円
先駆的な取組を行う施設への研修を実施し、自律的に地域の支援能力を向上させる仕組みを構築
※知的障害者等のうち自傷･他傷等の行動が頻発する特性を有し、地域移行が困難とされる者

受講後、自身がスーパーバイザーとなり他施設を指導
➡受入可能な施設拡充による地域支援能力の向上

研修３年目
指導スキルの習得

研修１～２年目
基礎習得・反復実践

(※)

【新】

【拡】

【新】



福祉社会づくりの推進（２／２）
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■看護小規模多機能型居宅介護利用の促進：280万円
退院直後の在宅生活への移行や、看取り期の支援、医療行為等の多様なｻｰﾋﾞｽを24時間365日

提供する看護小規模多機能型居宅介護ｻｰﾋﾞｽの整備を促進(新規参入支援、多職種研修の実施 等)

■高齢者等への介護支援の取組強化：500万円
・介護ロボット等の活用人材養成研修を拡充し、介護職員等の労働環境の改善を促進
・高齢者等の保健医療向上･福祉の増進に寄与する｢全国介護老人保健施設大会｣の開催支援

(令和４年９月22日～23日 神戸市内)

■高齢者の補聴器活用状況の調査の実施：1,080万円
補聴器購入費用を補助することにより、補聴器活用による社会参加活動の状況等を調査

対 象 者
・R4.4.1現在で満65歳以上の方
・聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
・事後アンケート・モニタリングへの協力をしてくれる方 等

募 集 方 法 地域・年齢等を考慮の上、抽選等の公正な方法で決定 (400人程度)

補 助 金 額 補聴器の購入費用として、上限２万円

調 査 内 容 補聴器装用のニーズ 社会参加活動の状況 等

補聴器購入支援制度

創設に向けた国への

提案根拠として活用

【拡】

【新】

【新】



国の経済対策を踏まえ、看護師や介護職員等の社会的養護従事者の収入を引上げる措置を実施

予算計上額：63億9,500万円[全額国庫] ※一部令和３年度２月経済対策補正予算計上

対象期間 令和４年２月～９月 ※以降も国において賃上げ効果が継続される取組を実施

内 容 （看護関係）収入１％程度引上げ （その他）収入３％程度引上げ

※国の交付決定ｽｹｼﾞｭｰﾙの関係から、一部令和３年度２月経済対策補正予算での計上

社会的養護従事者における処遇改善
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区 分 児童養護施設 保育所等 医療機関 介護施設 障害者施設

実施主体
県、

児童相談所設置市
市町 県 県 県

対象施設
乳児院、児童養護
施設、母子生活支
援施設等

保育所、認定こど
も園、放課後児童
クラブ等

地域でｺﾛﾅ医療等一
定の役割を担う医
療機関

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ
のいずれかを取得し
ている事業所等

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲ
のいずれかを取得し
ている事業所等

対象職種 児童指導員等
保育士、保育教諭、
放課後児童支援員等

看護師等 介護職員等 障害福祉職員等

所 要 額 8,200万円

－
(国から直接市町へ)

10億4,300万円 34億5,300万円 18億1,700万円

R3.2補正 2,100万円 － － －

R4当初 6,100万円 10億4,300万円 34億5,300万円 18億1,700万円

(※)

【新】



■自動録音電話機等の普及促進：1,370万円
高齢者の特殊詐欺被害の防止を図るため、自動録音電話機等の普及促進を市町が県警と連携して実施

■地域における交通安全対策の強化：71億円

■警察活動の充実強化：730万円
・AI技術を活用した自動話者識別ｼｽﾃﾑを整備し、特殊詐欺事件等の被疑者特定能力を高度化
・深刻化するｻｲﾊﾞｰ空間の脅威に対処するため、高度な知識・技能を有する人材を育成
・暴力団離脱者を受け入れる事業所等への補償金制度を拡充し、暴力団の組織弱体化を促進

■青少年インターネット利用対策の強化：630万円
・ネットトラブル防止のため、ターゲティング広告等による啓発を強化
・青少年自身が主体的にスマホの使い方を考える｢スマホサミット in ひょうご｣を開催 等

安全安心な暮らしの実現（１／２）

38

Ⅱ 安全安心

取組内容 金額

●交通安全施設等の整備(交通管制ｾﾝﾀｰ整備、信号機の新設･LED化 等)・老朽化対策
※R3年度2月経済対策補正予算においても｢通学路等の交通安全緊急対策｣を計上(1,600万円)

27億円

●通学路･自転車等の安全対策(歩道･自転車通行空間整備)、事故防止対策(防護柵･道路照明等) 44億円

● 交通安全キャッチLINE事業の実施
危険箇所を気軽に通報できるLINE窓口を開設し、情報収集を強化

100万円

● 横断歩道の機動補修チームの設置
地域住民の補修要望等に迅速に対応し、ｽﾌﾟﾚｰ等による横断歩道の応急補修を実施

850万円

連 携

【新】

【拡】

【新】

【新】

【新】

【拡】



■水上オートバイによる危険行為等への対策の実施：770万円
｢兵庫県 水上オートバイによる危険行為等の対策検討会議｣における対策のとりまとめを踏まえ、

誰もが安心して兵庫の海を利用できるための取組を推進

■老朽化マンションの建替の促進：1,500万円
周辺に危険が生じる恐れのある要除却認定マンションの建替工事を支援

補助金額 対象延べ面積に応じ3,000万円～1億3,500万円を補助(国、県、市町合計)

■マンション管理適正化への支援：200万円
築35年以上のマンションの管理組合に対し、役員の担い手不足解消への支援を実施し、管理適正化を促進

安全安心な暮らしの実現（２／２）
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※兵庫県等がマンション管理者等からの申請に基づき、火災に対する安全性の不足等により周辺に危害が生じる恐れのある等を理由に認定するマンション

取組内容

●官民の関係機関･団体の連携のため、新たに連絡調整会議を設置

●｢水上オートバイ ひょうご安全安心 マリーナ・ショップ｣認証制度の創設
・適切な指導・啓発を行なうマリーナ・ショップ等を県が認証
（利用(上下架)は、認証マリーナ等から行うことを推奨）

・認証マリーナ等を利用するユーザーに対し、リストバンド等を貸出（又は配布）

●兵庫県独自ルールの設定 ※都道府県の海域すべてを対象とした独自ルールの設定は全国初
・「徐行区域・徐行速度」、「遊泳者等の安全確保のための距離」の設定
・リーフレットの作成等により、ユーザーやマリーナ等に広く周知

●県管理港湾等における啓発看板などの設置、遊泳区域の拡充検討、官民連携による啓発・パトロール

(※)

【新】

【新】

【新】



社会基盤等の充実・強化
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■社会基盤等の充実・強化：985億円 ※R3.2月経済対策補正予算とも連携して実施

○補助事業の主な事業・箇所(880億円)

道 路
街 路

東播磨道(加古川市～小野市) [橋梁上下部工等]

香美久美浜線竹野大橋(豊岡市) [橋梁補修]

尼崎宝塚線(宝塚市) [現道拡幅]

林 道
千ヶ峰･三国岳線(朝来市～多可町)
[森林基幹道整備]

造 林 一宮町倉床(宍粟市) [間伐等]

河 川
武庫川(尼崎市･西宮市) [河床掘削等]
市川(姫路市) [築堤等]

治 山 長野(養父市) [治山ダム工]

漁 港 沼島漁港(南あわじ市) [港口水門整備]

砂 防 湯ノ郷川(宍粟市) [砂防堰堤工] 漁場整備開発 播磨一宮(淡路市) [増殖場造成]

公 園 播磨中央公園(加東市) [公園施設更新] 経営構造対策 高雄地区(赤穂市) [農業用機械等整備]

海岸･港湾 福良港海岸(南あわじ市) [湾口防波堤整備] 林業構造改善 山崎町(宍粟市) [ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工施設整備]

区画整理 英賀保駅周辺(姫路市) [JR立体交差] 漁業構造改善 香住漁港(香美町) [水産廃棄物処理施設整備]

農業農村 岩岡町甲７号池(神戸市) [ため池改修] 流域下水道 揖保川流域下水道(姫路市) [電気設備改築等]

○直轄事業の主な事業・箇所(105億円)

道 路 豊岡道路(豊岡市) [道路改良等] 海岸･港湾 姫路港広畑地区(姫路市) [岸壁整備]

河 川
加古川(加東市)、円山川(豊岡市)
[河道掘削等]

公 園 明石海峡公園(神戸市･淡路市) [公園施設更新]

土地改良 東条川二期(加東市･小野市･三木市) [ﾀ゙ ﾑ耐震対策]

砂 防 六甲山系(神戸市) [砂防堰堤工] 漁場整備 赤碕沖(日本海西部海域)[ｽ゙ ﾜｲｶ゙ ﾆ等保護育成礁造成]



災害への備えの強化
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■災害に強い県土づくりの推進（県単独事業）：90億円
○緊急防災・減災事業の主な事業・箇所(25億円)

橋梁耐震
上鴨川西脇線 鹿野大橋(西脇市)、
上笹千本停車場線 香島橋(たつの市)
[橋梁耐震化]

河川等
地震対策

富島川(たつの市)、尼崎西宮芦屋港(尼崎市)
[護岸等の強化]

落石防止 加美宍粟線(神河町) [道路法面防災対策]

○緊急自然災害防止対策事業の主な事業・箇所(49億円)

高潮対策 尼崎西宮芦屋港(西宮市) [越波対策等] 土砂災害対策 奥池地区(芦屋市) [土砂災害対策]

道路防災
対策

国道312号(豊岡市) [雪害対策]
国道173号板坂ﾄﾝﾈﾙ(丹波篠山市)
[道路施設LED化]

治水対策 杉原川(多可町) [河川中上流部治水対策等]

山地防災 小代区神水(香美町) 他 [治山ダム工]

○緊急浚渫推進事業の主な事業・箇所(16億円)

農業用ﾀﾞﾑ
鍔市ﾀﾞﾑ(丹波篠山市) [堆積土砂浚渫]
八幡谷ﾀﾞﾑ(丹波篠山市)[測量･調査]

河 川 円山川(朝来市) [堆積土砂撤去]

砂 防 薬王寺川(豊岡市) [堆積土砂撤去]

※R3.2月経済対策補正
予算とも連携して実施

■避難行動要支援者のための個別避難計画の作成促進：1,170万円
市町が独自に取り組む計画作成推進施策に対し支援するとともに自主防災組織の人材育成を促進

■消防団活性化への支援：330万円
消防団の充実強化を図るため、消防団訓練や加入に対する支援及び女性消防団員の活性化を促進

【拡】

【拡】



■発達障害児等の保育所等への受け入れ支援：3,500万円
・保育士･保護者への指導助言を行う支援カウンセラーの配置を支援
・発達障害児等を受け入れる私立認定こども園に対し、職員加配に要する経費を県独自で支援

■不妊治療を行う方への支援促進：170万円
・不妊症･不育症に関する普及啓発を行い、県民理解の向上、治療を受けやすい環境づくりを促進
・不妊治療と仕事の両立のための休暇制度導入や従業員への理解促進に取り組む企業に支援金を支給

支給金額 10万円/企業（１回限り）

■子宮頸がんワクチンの接種再開に向けた環境づくり：65万円
正しい知識の普及啓発や医療従事者等への研修会を実施し、ワクチン接種推進を後押し

■多胎育児家庭の外出への支援：500万円
大型育児用品の購入･レンタル費用の助成により、育児負担が大きい多胎

育児家庭を支援
補助金額 上限２万円/世帯（購入･レンタル費用の1/2）

子ども・子育て環境の充実
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支援内容
※国制度では２名以上の

受け入れが必要対象施設 対象となる障害児を１名受け入れる私立認定こども園
補助金額 32,600円/月・人

【新】

【新】

【新】

【新】



■ひょうごリーディングハイスクールの推進：500万円
社会変化への柔軟な対応力を育成する教育活動を推進する高校を支援し、本県ならではの魅力･

特色ある高校づくりを促進(ｶﾘｷｭﾗﾑ開発委員会の開催、ｶﾘｷｭﾗﾑ開発ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの派遣 等)

■学校問題への総合的な支援：1.4億円
・複雑化する課題に対して学校問題ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑを設置し、教育事務所長のリーダーシップの下で事案

発生時に機動的に支援会議を開催し、生徒指導･教員の指導力向上などを支援※６教育事務所に設置

・いじめ等への対応強化のため、ﾈｯﾄﾜｰｸ会議や相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ、重大事態への対応研修等を実施

■特別支援学校における｢心のバリアフリー｣の推進：640万円
児童生徒等の自立と社会参加に向け、居住地域との交流を促進するため、交流･体験活動を実施
・地元行事への参加、副籍校との交流活動等の実施 等

■ひょうごSDGsスクールアワードの創設
子ども達が主体的にSDGsの目標達成に資する活動に取り組んでいる学校園を表彰

学びの環境づくりの充実
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教育系大学や地元の小中学校等と連携した教育理論及び教育実践を
体系的に学ぶ教育課程を編成

地域で活躍する教育者の育成

国際的に活躍できる人材育成 国際系学部・大学や官公庁等と連携した国際経済や国際法等を学ぶ
教育課程を編成

○新たな教育課程編成の例

【新】

【拡】

【新】

【新】



■集落･地域の自主的･主体的な取組による活力創出等への支援：1,320万円
・集落の地域づくりの取組状況や進度に応じて、自由にﾒﾆｭｰを選択できる総合的支援を実施
・特定地域づくり事業協同組合 の設立を支援
※複数の仕事を組み合わせた新たな働き方を確立し、移住促進による地域づくり人材確保に向けた組合

■特区における空家活用への総合的な支援：3,430万円
移住、定住及び交流の促進並びに地域活性化を図るため、空家活用特区内での支援を実施
※空家等の活用を特に促進するべき区域及び方針を市町が定め、県が指定。県･市町は、特区内の所有者からの届出情報を基にした流通促進や活用支援を実施

■県民局･県民センターにおける地域躍動推進事業の実施：12億円
県民局･県民ｾﾝﾀｰがﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力を発揮し、地域の実情に応じた施策を機動的･積極的に展開

■交流基盤としての基幹道路の整備促進：99億円 ※直轄事業負担金･有料道路事業費を除く

■但馬空港活性化策の検討：160万円
地域航空会社等へのファムトリップを通じ、コロナ禍からの早期需要回復等に向けた空港

活性化策を検討 ※一般的に観光事業者等を招待･観光情報を提供し、旅行商品等として取り上げてもらうよう働きかけること

五国の魅力向上（１／３）
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整 備 促 進 名神湾岸連絡線、大阪湾岸道路西伸部、東播磨道、北近畿豊岡自動車道、山陰近畿自動車道の整備促進

早期事業化 播磨臨海地域道路の計画調査の実施

(※)

流通促進 ・空家所有者に対し流通等による活用の働きかけを行うNPO等団体を支援 等 (補助創設)

活用支援 ・特区内の古民家を地域交流拠点として再生活用する際の改修費用を支援 等 (補助率拡充)

(※)

【新】

【新】
(※)

【新】



■2025年大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」の展開：2,230万円
万博が生み出す活力を県内に波及させるため、万博会場における関西広域連合パビリオンへの

共同出展とあわせて、兵庫五国で｢ひょうごフィールドパビリオン」を展開
・ﾌｫｰﾗﾑや地域別説明会による資源掘り起こし･気運醸成や、地域のｺﾝﾃﾝﾂを発信するﾌﾟﾚｰﾔｰを公募
・本県の魅力を発信し、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝへの誘客につなげるため、市町や経済界等の関係者と

連携してｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策定するとともに、万博会場と県内で実施する展示基本計画を策定

五国の魅力向上（２／３）
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ひょうごフィールドパビリオン 関西広域連合ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ｢兵庫棟｣

●関西広域連合ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝに参画し、関西一体で
魅力を発信

●県独自の展示スペース｢兵庫棟｣(仮称)を出展
し、来場者が兵庫へ向かうきっかけを創出

●仮想体験や現地とのリアルタイム交流等を通
じ、フィールドパビリオンの情報発信

●グルメ、癒やし、絶景等、兵庫五国の観光地
としての魅力を発信

万博会場から五国各地の
フィールドパビリオン
へ の 人 の 流 れ の 創 出

[兵庫が取り組んできたテーマ例]

・震災復興 ・伝統工芸
・農林水産業 ・健康と食
・地場産業 ・まちづくり

× SDGs

■地域で取り組むプレーヤーが発信する
「体験・対話の場」
SDGsを体現する取組である地域の主体的な活動の現
場に国内外から多くの人々を誘い、見て、学び、体
験していただく、県土全体をパビリオンに見立てた
取組をひょうご五国で展開

■既存施設を活かした魅力発信の拠点づくり
・HAT神戸の県立美術館ギャラリー棟などにおいて、

フィールドパビリオンのコンセプトや五国の魅力
の情報を発信

■兵庫デスティネーションキャンペーンにおける試行
・県内各地で体験型ツーリズム等を試行的に実施

■アクセス利便性の向上

・海上交通の充実 等

■五国周遊促進策の検討
・バスなど二次交通の充実

・五国周遊パスポートの検討 等

■現地発着型のツアー造成 等

【拡】



■元町周辺再整備グランドデザイン等の検討：300万円
・新たな民間投資を呼び込む将来の元町全体のグランドデザインを検討

(民間ヒアリングの実施、先進事例調査、神戸市等との連携強化)
・現庁舎を当面活用する場合は、早期耐震化に向けた耐震改修の方策等を検討

■eスポーツを通じた地域課題解決への調査・検討の実施：200万円
公民連携により、eスポーツを通じた地域課題解決の可能性について調査･検討を実施

五国の魅力向上（３／３）
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県
民 間
事業者

・実証事業の企画検討

・会場設営費

・アンケート等実施

・ICT環境の整備

・広報・PR

役割分担のもと、県：民間事業者＝１：１で費用負担

●実証事業の実施
eスポーツイベントのモデル開催、
参加者へのアンケート調査による効果検証

●PR動画の配信
実証事業のライブ配信、PR動画の作成、
SNS普及啓発

●オンラインセミナーの開催
実証事業の結果を踏まえ、今後の方策等を議論

地域活性化・多世代交流の促進

200万円
200万円

【新】

【新】



■阪神・淡路大交流プロジェクトの推進：860万円
大阪・関西万博を見据え、大阪湾ベイエリアに人、モノ、投資を呼び込むため、官民連携に

より新たなベイエリアのグランドデザインを策定し、活性化に向けた事業を展開

■スーパーヨット誘致の促進：250万円
大阪湾ベイエリア活性化のため、新西宮ヨットハーバーのビジターバースを活用し、スーパー

ヨットの誘致を促進(イベント等の開催)

大阪湾ベイエリアの活性化
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スーパーヨットの概要

・全長24m以上の個人所有の大型クルーザー
・来港すれば数週間滞在し、地域への経済効果が高い

※新西宮ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ・ﾋﾞｼﾞﾀｰﾊﾞｰｽ概要

・延長400m (40m級を８隻収容、大阪湾最大)
・停泊中の電源設備：200V 50A
・船体洗浄、給水のための水道施設
・入口にセキュリティ設備

(※)

兵庫県域の活性化基本方針の策定 クルージングMICE実証実験の実施

県ベイエリア活性化本部を立ち上げ、事業可能性や

ゾーニング等を官民連携により検討し、県域での大阪

湾ベイエリア活性化基本方針を策定

万博後も見据えた海上交通の充実を図るため、船内

での会議開催等の実証実験を実施

【拡】

【新】



■スマートシティモデル事業の実施：920万円
県･市町･企業等が連携し、地域課題をICT･ﾃﾞｰﾀにより解決するｽﾏｰﾄｼﾃｨのﾓﾃﾞﾙとなる取組を推進

■デジタルデバイド解消プロジェクトの展開：870万円
・高齢者等を対象として県･市町･携帯ｷｬﾘｱが連携し、スマホ基本操作･ 行政ｻｰﾋﾞｽの利用講習会を実施
・スマホでの行政ｻｰﾋﾞｽ利用等を身近に相談できる人材を養成
・障害者からのパソコンやスマホ等の相談に対応する窓口の設置、ITｽｷﾙ入門講座を実施

※講習会の実施イメージ

デジタル化の推進
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Ⅳ 地域づくり

県【コーディネート・取組支援】
●県コンソーシアムの運営（事務局）

利活用ﾃﾞｰﾀの標準化 ﾃﾞｰﾀ連携方法の調整
最新の動向調査 成果の県内市町への展開

●各モデル地区コンソーシアムの運営支援
技術知見を持つ専門家の確保
知見を持つ企業･大学等とのマッチング

市町【スマートシティ主体】
●地区コンソーシアムの運営

住民サービス提供 アセット整備
住民向け説明会･情報発信

(ﾓﾃﾞﾙ例)
ｽﾏｰﾄﾂｰﾘｽﾞﾑ ｽﾏｰﾄﾍﾙｽｹｱ
ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ ﾊﾞｰﾁｬﾙ市役所

企業・大学等【技術等供与】
技術的アセット・ノウハウ提供

技術者やセミナー講師の派遣

資金・ライセンス等の提供
連携

連携
・

支援

スマホ講習会
基本講座
行政ｻｰﾋﾞｽ利用講座

県

市町

市町調整
行政講座の動画等制作

企画･集客･会場確保
行政講座の動画等制作

携帯ｷｬﾘｱ 講師派遣
テキスト等提供

受講後も各機関で個別相談等のサポート

(※)

【新】

【新】



■地域スポーツ活性化への支援：100万円
県民全体のスポーツ実施率向上を図るため、市町単位でのコンソーシアム設置

を促進し、スポーツイベント開催を支援
補助対象 市町･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ21･民間団体等で構成するコンソーシアム

■パラスポーツ拡大推進プロジェクト等の実施：3,370万円
・学校や企業等へのパラスポーツの出前講座や体験会を実施し、パラスポーツの普及拡大を促進
・兵庫車いすロードレース(仮称)を新たに開催し、スポーツを通じた交流等を促進
・パラアスリート発掘･育成のため、技術指導･栄養学等講座等の支援を多面的に実施 等

■アーバンスポーツへの支援を追加：600万円
全国規模の大会開催経費を支援する事業の対象にｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂを追加し、更なる競技力･関心を向上
補助金額 上限100万円/大会 (会場借上料、会場施設運営費等) ※ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、BMX等

■県民プレミアム芸術デーの開催：580万円
県民の芸術文化に触れる機会の充実のため、県立芸術文化施設の無料開放･特別ｲﾍﾞﾝﾄ等を実施
(令和４年７月11日～17日)

■芸術文化センター開館15周年事業の実施：5,000万円
公演内容 ラ・ボエーム(令和４年７月15日～24日) [芸術監督ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽｵﾍﾟﾗ公演]

スポーツ・芸術文化の振興
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Ⅳ 地域づくり

(※)

【新】

【拡】

【拡】

【新】

【新】



■新しいビジョンの推進：2,180万円
新全県ビジョンの実現に向けた実行プログラムの推進、新地域ビジョンの実現に向けた企画推

進体制の構築など、新ビジョン｢ひょうごビジョン2050｣の実現に向けた取組を推進

（主な取組内容）

■県政改革方針に基づく不断の改革

これからの県政運営の方針

50

Ⅴ 県政改革

地域ビジョン企画委員会の運営等 対話と学びの場づくり

地域の多様な主体をつなぐプラットフォームと
なる協議の場を各地域に設置(10地域)

・県民が地域の未来を語り合い、学び合う場づくり等を推進
・新ビジョンの県民への浸透を図るため、冊子・動画等を作成

【新】

① 事業レビューの導入

イノベーション型の行財政運営の実現を目指す取組
の一環として、外部有識者の評価を加えて施策改善
を図る｢事業レビュー｣を導入

② 県政改革方針の見直し

県政改革方針の見直しにあたっては、県議会･市町･関係
団体、その他広く県民に対して丁寧な説明を行い、幅広
い意見を取り入れながら、不断の改革に取り組む

●ボトムアップ型県政の実現に向けた組織再編
・一層迅速かつ的確に政策立案･決定できる体制の構築に向け、本庁５部体制から12部体制へ移行
・｢部－課｣制を基本としつつ、部長を補佐する職として次長を新設し、各部長のマネジメントを強化
・各部の政策立案･調整機能の向上に向け、再編後の各部に総務担当課を設置し、官房機能を強化

不 断 の 改 革 に 向 け た 取 組



■ひょうご公民連携プラットフォームの機能拡充：380万円
社会課題の解決に向け、企業等とのマッチング･連携事業の具体化をさらに促進するため、

ひょうご公民連携プラットフォーム(R3.10月設置)の機能を拡充

■兵庫版ｼﾋﾞｯｸﾃｯｸ｢ひょうごTECHイノベーションプロジェクト｣：1,000万円
地域課題の解決を図るため、県内の起業家･事業者等の技術を活用した協働実証を実施

■Park－PFI事前調査の実施：1,780万円
民間資金や活力を導入した公園管理を実施するため、Park－PFI実施に必要な調査等を実施
(公園利用者等へのｱﾝｹｰﾄ、事業参加意向業者等へのﾋｱﾘﾝｸﾞ、実現可能な整備箇所の検討等)
調査個所 明石公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園

開放性の高い県政の推進
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Ⅴ 県政改革

新規案件対応

企業①

企業②

企業③

公民
連携
PF

電話等の対応が煩雑

公民連携ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄを整備

窓口一元化

連携実績掲載

情報の一元管理、発信の強化

問い合わせ後対応

企
業

公民
連携
PF

部局①

部局②

関係者のやりとり増大 情報共有の迅速化、事務の効率化

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理ｼｽﾃﾑ整備

PT毎にﾁｬｯﾄ
ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 作成

ｸ゙ ﾙー ﾌ゚ 内で
情報共有

課題の公募・選定
●県内市町から課題を公募

●専門家により重要性等踏まえ選定

事業者等の公募・選定
●実装可能な課題解決策を有する事

業者を公募、選定会議にて決定

協働実証の実施
●事業者が解決方策･技術仕様を検討
●市町･住民の協力を得て実証実験を実施
●県は実証実験経費を補助(上限50万円)

実証結果の公表･周知
●実証結果を課題解決事例として、

県内自治体へ広く情報提供
●事業者は自治体等へﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ展開

●ポータルサイトの構築 ●外部専門家による助言

取り組むテーマに応じて
各分野の専門家が
プラットフォームへ助言

※想定分野：テクノロジー、
金融等

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞの設置

【新】

【新】

【新】



県民ボトムアップ型県政の推進
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Ⅴ 県政改革

■学生未来会議の実施：150万円
若者視点の意見を県政に反映させる一助とする、学生と知事の意見交換の場を設定

■デジタル技術等を活用した事務改善の推進：9,760万円
庁内の各職場からの提案を踏まえ、事務改善に効果のあるシステム導入等を実施し、県民

サービスの向上や、効率的な業務執行を推進

県内大学生との
意見交換会の
開催（５回）

県庁ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
参加者との意見
交換会の開催

（１回）

全体報告会の開催

➡県政への提言等

○令和３年度先行実施の状況：第１回甲南大学(R３.12.21) 第２回関西学院大学(R4.1.14)

｢県外に就職した人でも兵庫に帰ってきやすい仕組を」➡ おためし企業体験事業(P27)に意見反映

｢その土地ならではの体験型活動ができるスポットを」➡ 観光関連の施策に意見反映

主な項目 効 果

県立学校授業料等学校徴収金
徴収･管理ｼｽﾃﾑの導入

・金融機関の選択肢拡大による保護者等の利便性向上
・徴収･出納管理の効率化による事務改善 等

AI(ﾁｬｯﾄﾎﾞｯﾄ)・RPAの導入拡大 ・自動応答ｻｰﾋﾞｽ対応業務の追加(学生支援･移住相談等)による業務量縮減 等

【拡】

【拡】



情報発信力の強化
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Ⅴ 県政改革

■県民参加型動画投稿選手権の開催：440万円
県民等から県政ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟにつながる動画を公募のうえ入賞者に県政PR動画の受注資格を

与えることで、潜在人材を活用した県政情報の発信を強化

対 象 者 学生、クリエイター(プロ･アマを問わない) 等
選考方法 審査会で10件程度選出(１次)、ひょうごﾁｬﾝﾈﾙでの視聴数に基づき決定(2次)

■あらゆる広報媒体を活用した情報発信力の強化：3,660万円

【新】

【拡】

テレビ・SNS等を活用した
兵庫の魅力発信の強化

ラジオ番組の拡充・アプリ
活用等による広報力の強化

兵庫に
行ってみたい・食べてみたい・見てみたい

交流人口の更なる拡大

観光地･特産品
等の魅力紹介

(主な拡充内容)



○ヤングケアラー支援体制の構築
○おためし企業体験（就職氷河期世代対策）
○家計急変世帯への就学支援（私立小中）

○スマート農業技術マッチング
○学校給食県産食材供給の拡大
○ゲノム情報を活用した但馬牛の改良

○はりま総合医療センターの開院
○医療的ケア児に対する支援体制

○水道事業の広域連携
○学校施設の長寿命化、トイレ改修

○県有施設への再生可能エネルギー導入
○ひょうご水素社会の推進
○ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾟｰﾄ（CNP）計画策定の準備

ＳＤＧｓの取組の推進

参 考

54

○ひょうごリーディングハイスクールの推進
○学校問題への総合的な支援
〇ひょうごSDGsスクールアワードの創設

○ひょうご女性活躍推進企業認定制度
○女子学生と企業のプレマッチングへの支援

１ 全庁的な推進体制の構築（R4.4～）
部局横断的な本部の設置、一元的な窓口の設置による企業・大学等との連携推進

２ 「ＳＤＧｓ未来都市」認定をめざした取組
兵庫の特性を活かした３年間の取組計画を策定（令和4年度中の申請、令和5年度認定をめざす）

【ＳＤＧｓに資する主な事業（17の目標ごと）】



○防災推進国民大会の開催
○企業レジリエンス強化（BCP策定支援等）
○基幹道路ネットワークの整備

○ひょうごプラスチック循環コンソーシアム
○空家活用への総合的支援
○老朽化マンション建替の促進

○サイバー犯罪人的基盤の強化
○児童虐待の防止

○ひょうご公民連携プラットフォーム
○県版シビックテック
○県民参加型動画投稿選手権大会

ＳＤＧｓの取組みの推進
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○脱炭素社会（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ）国際フォーラム
○燃料電池モビリティ利活用の促進

○全国豊かな海づくり大会の開催
○栄養塩類管理計画の策定

○協働の森づくりの推進
○鳥獣被害集落自立サポートの実施
○上山高原等における貴重種の保全対策

○SDGsチャレンジ事業
○スタートアップアカデミーの開設
○中小企業DX人材育成リカレント教育

○先端半導体・次世代電池の技術開発
○成長産業における試作開発
○ＩＣＴを活用した教育の推進

○無年金外国籍障害者福祉的給付金の拡充
○強度行動障害スーパーバイザーの養成
○障害者を対象としたデジタルデバイド解消



本県初！ＳＤＧｓ債の発行
～グリーンボンドの発行を通じたＳＤＧｓの取組の推進～

ＳＤＧｓの取組の一環として、グリーン化を推進する本県の施策を広くＰ

Ｒし、一層の機運醸成や施策の推進を図るとともに、県債の購入を通じた投

資家の皆様の県政への参画を推進するため、令和４年度に本県初のＳＤＧｓ

債（グリーンボンド）を発行します。

※ＳＤＧｓ債とは、ＳＤＧｓに貢献する事業を実施する資金を調達するために発行する債券。
※グリーンボンドとは、ＳＤＧｓ債のうち、調達資金を環境問題の解決に資する事業（グリーンプロジェクト）に
活用する債券。都道府県での発行は、東京都・長野県・神奈川県・三重県に次いで５番目の見通し。

発行概要（詳細検討中） 想定される県債充当事業（主なもの）
債券種類 地方債の市場公募債

（主に機関投資家向け）

ＣＯ２の吸収源である森林環境を保全する
造林事業や林道整備事業
（県民緑税を活用した「災害に強い森づくり」や、多様な担い手による
森づくり活動等を推進する「新ひょうごの森づくり」と一体的に推進）

気候変動に対応し防災機能を強化する河川
改修や高潮対策等の推進

生物多様性を保全する「ため池コウノトリ
プロジェクト」の推進

省エネに配慮した公共施設の建築・整備
（阪神北地域特別支援学校の新設、信号機のＬＥＤ化など）

将来的には、姫路港カーボンニュートラル
ポートの推進等への活用も検討

発行額 200億円程度
発行年限 ・10年債

・20年債【地方債初】
（ともに満期一括償還）

発行時期 令和４年度内
（外部評価機関の認証を取得したのち）

武庫川の河川改修
（点線：改修後の護岸の位置）

造林事業 コウノトリの飛来

56

参 考



新展開！ふるさとひょうご寄附金
～ふるさと納税を通じたＳＤＧｓの取組の推進～

寄附金活用事業：27プロジェクトを展開

児童養護施設や里親の下で育つ子ども応援プロジェクト【拡充】

「子ども食堂」応援プロジェクト

小児筋電義手バンクへの応援プロジェクト

西播磨の山城登山道整備補助プロジェクト【新規】

県立芸術文化センター応援プロジェクト

兵庫県立大学応援プロジェクト

芸術文化観光専門職大学応援プロジェクト

県立学校環境充実応援プロジェクト

但馬地域におけるイヌワシ・エイドプロジェクト【新規】

コウノトリ野生復帰プロジェクト

その他 ひょうご被災地応援プロジェクト【拡充】

神戸ルミナリエの開催応援プロジェクト

「鳴門海峡の渦潮」世界遺産登録推進プロジェクト

犯罪被害者支援プロジェクト など

寄附への返礼品
対象者 ・兵庫県民以外の個人の方

・寄附額５万円以上→１万円以上に対象を拡大

拡 充
内 容

農林水産物
○ＳＤＧｓに取り組む農林漁業者が生産
した農林水産物
（ひょうご安心ブランド（コウノトリ育
むお米など）、ひょうご木製品マイス
ターの製品、ジビエ など）

地場産品等
○ＳＤＧｓを推進する産地の製品
（豊岡鞄、ケミカルシューズ、播
州織など）やファクトリーツー
リズム など
○ＳＤＧｓへの取組を宣言した中小企業の商品など

授産商品
○県内の障害福祉事業所のオンライン
ショップ「+NUKUMORI」の商品

その他、観光体験（例：山陰海岸
ジオパークでのカヌー体験）など

時 期 令和４年４月以降、準備ができたものから順次

令和４年度のふるさとひょうご寄附金では、ＳＤＧｓの取組を推進する

事業を実施するとともに、寄附への返礼品として、ＳＤＧｓに資する農林

水産物や地場産品等を積極的に採用します。

漁網再生生地を利用した鞄

嘉吉の乱の舞台・城山城跡
（きのやまじょうせき、たつの市）

イヌワシ

57

参 考
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Ⅰ 令和４年度当初予算の規模 

 

 

 

 

 
 

○ 予算の規模                               （単位：億円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○ 当初予算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度当初予算（案）【別冊】 

●一般会計は融資実績の状況を踏まえ、融資目標額を 5,000 億円(R3:8,000 億円)としたこと
等による中小企業制度資金貸付金の減(△3,305 億円)等により、前年度から 3,471 億円の減 

●新型コロナ関連交付金事業や社会保障関係経費の増がある一方、人件費の減や県政改革方針
に基づく投資的経費の減等により、貸付金を除いた場合も前年度から 166 億円の減 

令和４年度
Ａ

令和３年度
Ｂ

増減
Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

23,833 27,304 △ 3,471 87.3
(17,589) (17,755) (△ 166) (99.1)

4,521 4,600 △ 79 98.3
14,816 17,618 △ 2,802 84.1
3,611 3,471 140 104.0
6,244 9,549 △ 3,305 65.4
1,794 1,618 176 110.9
3,167 2,980 187 106.3
1,811 1,951 △ 140 92.8
1,005 1,046 △ 41 96.1

675 777 △ 102 86.8
28 27 1 103.9

103 101 2 101.4
2,685 3,135 △ 450 85.7

15,943 16,047 △ 104 99.4
5,478 6,200 △ 722 88.4
4,937 4,300 637 114.8
4,918 4,920 △ 2 100.0

610 627 △ 17 97.3
2,706 2,717 △ 11 99.6

42,482 46,068 △ 3,586 92.2
(36,238) (36,519) (△ 281) (99.2)

税 交 付 金 ､ 還 付 金

区　　　　　　分

一 般 会 計

人 件 費
行 政 経 費 等

中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金
社 会 保 障 関 係 費

（ 中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金 除 き ）

公 債 費

投 資 的 経 費
国 庫 補 助 事 業
県 単 独 事 業

地 方 消 費 税 清 算 特 別 会 計

災 害 復 旧 事 業

特 別 会 計
公 債 費 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

そ の 他

災 害 に 強 い 森 づ く り 等 事 業

公 営 企 業 会 計
合　　　　　　計

そ の 他

（中小企業制度資金貸付金除き）
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Ⅱ 一般会計予算の概要 

１ 歳入・歳出の内訳 
 

  ○ 歳入の内訳                          (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 歳出の内訳                          (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

予算額 Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比
873,500 36.7 764,700 28.0 108,800 114.2
778,800 32.7 704,800 25.8 74,000 110.5
94,700 4.0 59,900 2.2 34,800 158.1
28,952 1.2 27,611 1.0 1,341 104.9

386,600 16.2 479,400 17.6 △ 92,800 80.6
341,000 14.3 325,100 11.9 15,900 104.9
45,600 1.9 154,300 5.7 △ 108,700 29.6

255,254 10.7 219,741 8.0 35,513 116.2
105,883 4.4 128,283 4.7 △ 22,400 82.5
92,254 3.9 97,653 3.6 △ 5,399 94.5
5,549 0.2 11,113 0.4 △ 5,564 49.9

緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債 5,549 0.2 11,113 0.4 △ 5,564 49.9
8,080 0.3 4,936 0.2 3,144 163.7

0 0.0 14,581 0.5 △ 14,581 皆減
733,116 30.8 1,110,672 40.7 △ 377,556 66.0
624,441 26.2 954,908 35.0 △ 330,467 65.4

0 0.0 32,300 1.2 △ 32,300 皆減
2,383,305 100.0 2,730,407 100.0 △ 347,102 87.3

県 税 等

地 方 交 付 税 等
地 方 特 例 交 付 金 等

県 税
特 別 法 人 事 業 譲 与 税

地 方 交 付 税
臨 時 財 政 対 策 債

通 常 分

Ａ／ＢＡ－Ｂ
令和３年度

区　　　　　　分
令和４年度

合　　　　　　計

国 庫 支 出 金

県債管理基金繰入金(県債残高縮減対策)

県 債

そ の 他 の 収 入
中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金 償 還 金

臨 時 ・ 特 別 分

調 整 債
特 別 減 収 対 策 債

予算額 Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比
452,062 18.9 459,961 16.8 △ 7,899 98.3

1,251,451 52.5 1,546,419 56.6 △ 294,968 80.9
361,109 15.1 347,131 12.7 13,978 104.0
624,441 26.2 954,908 35.0 △ 330,467 65.4

63,756 2.6 29,392 1.0 34,364 216.9

181,071 7.6 195,153 7.2 △ 14,082 92.8
170,836 7.2 185,055 6.8 △ 14,219 92.3
100,500 4.2 104,602 3.9 △ 4,102 96.1

通 常 事 業 100,500 4.2 104,000 3.9 △ 3,500 96.6
67,500 2.9 77,723 2.8 △ 10,223 86.8

通 常 事 業 55,000 2.3 53,000 1.9 2,000 103.8
緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業
（ 臨 時 ・ 特 別 分 ） 4,900 0.2 10,453 0.4 △ 5,553 46.9

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 2,500 0.1 6,600 0.2 △ 4,100 37.9
2,836 0.1 2,730 0.1 106 103.9

10,235 0.4 10,098 0.4 137 101.4
268,496 11.3 313,472 11.5 △ 44,976 85.7
230,225 9.7 215,402 7.9 14,823 106.9
44,207 1.9 47,917 1.7 △ 3,710 92.3

2,383,305 100.0 2,730,407 100.0 △ 347,102 87.3

Ａ／Ｂ

行 政 経 費
社 会 保 障 関 係 費

令和３年度 Ａ－Ｂ

投 資 的 経 費

中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金

そ の 他 経 費

区　　　　　　分 令和４年度

人 件 費

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
緊 急 包 括 支 援 交 付 金 事 業

合　　　　　　計

普 通 建 設 事 業 費
国 庫 補 助 事 業

県 単 独 事 業

災 害 復 旧 事 業 費
公 債 費

災 害 に 強 い 森 づ く り 等 事 業

繰 出 金
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２ 歳入の概要 
（１）県税等  ８，７３５億円（対前年度比：＋１，０８８億円、＋１４．２％） 

 

 

 

 

 

○ 県税収入の内訳                       （単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 県税収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●個人関係税：2,227 億円(＋136 億円) [消費の回復や株式取引額増に伴う増] 
●法人関係税：1,691 億円(＋346 億円) [企業業績の回復に伴う増] 
●特別法人事業譲与税：947 億円(＋348 億円) [企業業績の回復に伴う増] 
●地方消費税：2,547 億円(＋234 億円) [輸入額増に伴う増] 

Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ
6,022 6,075 6,094 △ 53 △ 72 99.1 98.8

180,889 175,331 181,286 5,558 △ 397 103.2 99.8
1,350 1,539 1,377 △ 189 △ 27 87.7 98.0
9,934 9,725 13,535 209 △ 3,601 102.1 73.4

16,697 9,362 15,971 7,335 726 178.3 104.5
7,831 7,108 7,651 723 180 110.2 102.4

222,723 209,140 225,914 13,583 △ 3,191 106.5 98.6
154,973 121,862 150,215 33,111 4,758 127.2 103.2
14,087 12,609 13,674 1,478 413 111.7 103.0

169,060 134,471 163,889 34,589 5,171 125.7 103.2
254,651 231,236 261,140 23,415 △ 6,489 110.1 97.5
133,981 123,606 138,924 10,375 △ 4,943 108.4 96.4
61,280 60,513 60,594 767 686 101.3 101.1
5,074 4,337 4,016 737 1,058 117.0 126.3

40,502 39,826 39,863 676 639 101.7 101.6
106,856 104,676 104,473 2,180 2,383 102.1 102.3
16,470 16,361 16,542 109 △ 72 100.7 99.6
5,477 5,465 5,405 12 72 100.2 101.3
3,518 3,406 3,571 112 △ 53 103.3 98.5

35 34 35 1 0 102.9 100.0
10 11 10 △ 1 0 90.9 100.0

25,510 25,277 25,563 233 △ 53 100.9 99.8
778,800 704,800 780,979 74,000 △ 2,179 110.5 99.7
644,819 581,194 642,055 63,625 2,764 110.9 100.4
94,700 59,900 87,876 34,800 6,824 158.1 107.8

873,500 764,700 868,855 108,800 4,645 114.2 100.5

自
動
車
関
係
税

そ
の
他
の
税

県 税 合 計

特別法人事業譲与税

自 動 車 税 種 別 割
自 動 車 税 環 境 性 能 割
軽 油 引 取 税

合　　　  　　計
不 動 産 取 得 税
県 た ば こ 税
ゴ ル フ 場 利 用 税

税 率 引 上 分 除 き

令和３年度
当初 Ｂ

令和３年度
年間見込Ｃ

合　　　  　　計
法 人 事 業 税
法 人 県 民 税

Ａ／Ｃ

狩 猟 税
鉱 区 税

合　　　  　　計

県税＋特別法人事業譲与税 合計

個
人
関
係
税

法
人
関
係
税

増　減 Ａ／Ｂ区　　　  　　分 令和４年度
当初 Ａ

税 率 引 上 分

均 等 割

県 民 税 利 子 割
配 当 割
株 式 等 譲 渡 所 得 割
個 人 事 業 税

合　　　  　　計
地 方 消 費 税 （ 清 算 後 ）

所 得 割
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当初 Ｂ 年間見込 Ｃ Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ

普 通 交 付 税 336,600 320,700 371,131 15,900 △ 34,531 105.0 90.7

臨 時 財 政 対 策 債 45,600 154,300 155,134 △ 108,700 △ 109,534 29.6 29.4

小　　計 382,200 475,000 526,265 △ 92,800 △ 144,065 80.5 72.6

特 別 交 付 税 4,400 4,400 4,568 0 △ 168 100.0 96.3

合　　計 386,600 479,400 530,833 △ 92,800 △ 144,233 80.6 72.8

区　　分 Ａ／ＣＡ／Ｂ令和４年度
当初 Ａ

増　　減令和３年度

（２）地方交付税等 ３，８６６億円（対前年度比：△９２８億円、△１９．４％） 
 

 

 

 

 
 
○ 地方交付税等の内訳                       (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 
 
 
  
     ※国の令和３年度補正予算に係る財政措置(再算定)を含む(49,358 百万円) 
 

○ 地方交付税等の算定（試算）                 (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地方交付税等の推移 

 

●基準財政需要額：9,502 億円(△86 億円) 
  [給与改定に伴う給与関係費の減、公債費･事業費補正の減等] 
●基準財政収入額：5,680 億円(＋842 億円)[法人関係税の増等による増] 
●臨時財政対策債：456 億円(△1,087 億円)[地方財政計画上の財源不足額縮小に伴う減] 

(※) 

R4当初予算 R3当初予算 R3年間見込 当初予算比 R3算定比
A B C A-B A-C

382,200 475,000 526,265 △ 92,800 △ 144,065

950,160 958,722 1,011,060 △ 8,562 △ 60,900
777,120 783,957 786,925 △ 6,837 △ 9,805

2,982 3,050 2,982 △ 68 0
6,109 6,351 6,109 △ 242 0
5,418 5,450 5,418 △ 32 0
2,261 2,072 2,261 189 0

- - 6,294 - 皆減
- - 42,507 - 皆減

156,270 157,842 158,564 △ 1,572 △ 2,294
567,960 483,722 484,795 84,238 83,165
543,675 475,210 477,503 68,465 66,172

うち法人関係税 101,911 72,285 74,554 29,626 27,357
うち地方消費税 109,186 104,446 103,987 4,740 5,199
うち個人住民税所得割 153,610 148,916 148,559 4,694 5,051
うち特別法人事業譲与税 71,181 44,355 44,966 26,826 26,215

24,285 8,512 7,292 15,773 16,993
4,400 4,400 4,568 0 △ 168

386,600 479,400 530,833 △ 92,800 △ 144,233

地域の元気創造事業費

区　　　分

交付基準額（①－②）
（普通交付税＋臨時財政対策債）

①　基準財政需要額
個別・包括算定経費

その他（地方特例交付金、過年度精算等）

特別交付税
地方交付税等　合計

人口減少等特別対策事業費
地域社会再生事業費
地域デジタル社会推進費

事業費補正・公債費
②　基準財政収入額

県税＋特別法人事業譲与税

臨時経済対策費
臨時財政対策債償還基金費
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（３）国庫支出金 ２,５５３億円（対前年度比：＋３５５億円、＋１６．２％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国庫支出金の内訳                      (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金：638 億円(＋344 億円) 
  [入院医療提供・自宅療養者等への体制強化、検査体制整備促進等による増] 
●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金：143 億円(＋19 億円) 
 [コロナ禍の影響を受けている地域経済や県民の暮らし支援強化等による増] 
●社会的養護従事者処遇改善事業補助金：64 億円(皆増) 

[国経済対策(R3.11.19 閣議決定)で実施することとされた看護、介護人材等の処
遇改善の実施に伴う増] 

●衆議院議員通常選挙事務費：皆減(△27 億円) 
  [令和３年度の衆議院議員通常選挙実施に伴う事務費の皆減] 

令和４年度
Ａ

令和３年度
Ｂ

増減
Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

255,254 219,741 35,513 116.2

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
緊 急 包 括 支 援 交 付 金 63,756 29,392 34,364 216.9

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応
地 方 創 生 臨 時 交 付 金 14,270 12,363 1,907 115.4

公 共 事 業 国 庫 補 助 金 39,940 42,444 △ 2,504 94.1

衆 議 院 議 員 通 常 選 挙 事 務 費 0 2,663 △ 2,663 皆減

市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金 691 1,219 △ 528 56.7

社会的養護従事者処遇改善事業補助金 6,374 0 6,374 皆増

区　　　　　　分

国 庫 支 出 金 合 計
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（４）県債（臨時財政対策債を除く） １，０５９億円 

                                （対前年度比：△２２４億円、△１７．５％） 
 

 

 

 

 
 
 
 

○ 県債の発行状況                       (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

○ 県債発行額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※  通常債等には、臨時・特別分、調整債、特別減収対策債を含む 
 

●通常分：923 億円(△54 億円) [事業進捗等に伴う緊急防災・減災事業債の減等] 
●臨時・特別分：55 億円(△56 億円) [県政改革方針に基づく見直しに伴う減] 
●特別減収対策債：皆減(△146 億円) [R3 年度までの措置のため皆減] 

※ H6～R2：決算、R3：当初予算・年間見込、R4：当初予算 

当初 Ｂ 年間見込 Ｃ Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ
80,671 81,860 81,220 △ 1,189 △ 549 98.5

0 0 21,581 0 △ 21,581 －
2,513 6,622 6,602 △ 4,109 △ 4,089 37.9
7,470 6,351 6,263 1,119 1,207 117.6
1,600 2,820 2,820 △ 1,220 △ 1,220 56.7

92,254 97,653 118,486 △ 5,399 △ 26,232 94.5
92,254 97,653 96,905 △ 5,399 △ 4,651 94.5
5,549 11,113 10,690 △ 5,564 △ 5,141 49.9
5,549 11,113 10,690 △ 5,564 △ 5,141 49.9
8,080 4,936 0 3,144 8,080 163.7

0 14,581 0 △ 14,581 0 皆減
105,883 128,283 129,176 △ 22,400 △ 23,293 82.5

45,600 154,300 155,134 △ 108,700 △ 109,534 29.6
151,483 282,583 284,310 △ 131,100 △ 132,827 53.6

合　　　　計

臨 時 財 政 対 策 債
県　 債 　計

緊 急 自 然 災 害 防 止 対 策 事 業 債
小 計

臨 時 ・
特 別 分

調 整 債
特 別 減 収 対 策 債

Ａ／Ｂ
令和３年度 増　　減令和４年度

当初 Ａ区　　　　分

( う ち 補 正 予 算 債 除 き )

通 常 分

通 常 債

公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債

小 計
緊 急 浚 渫 推 進 事 業 債

補 正 予 算 債
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（発行計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  

 

 

 

 

●年間発行予定額(全会計):3,093 億円(△1,883 億円) 
 ※借換債(1,235 億円)を含む 

（単位：百万円）

R4 R3 増　減
県債発行額　計 309,298 497,614 △ 188,316

新規発行 185,753 335,497 △ 149,744
一般会計 151,483 282,583 △ 131,100
特別会計 15,687 14,936 751
企業会計 18,583 37,978 △ 19,395

借換債 123,545 162,117 △ 38,572
公募債 180,000 230,000 △ 50,000

うち５年債 10,000 10,000 0
うち10年債 110,000 130,000 △ 20,000
うち超長期債 50,000 90,000 △ 40,000
うち年限未定 10,000 0 10,000

銀行等引受債 110,000 240,000 △ 130,000
公的資金 19,298 27,614 △ 8,316

発行内訳 発行予定額

新
規
・
借
換
別
内
訳

資
金
区
分
別
内
訳

（借換債発行計画） (単位：百万円、％)

金額 借換率
一般会計 10年債 平成24年度 74,210 54,275 73.1

平成19年度 47,377 23,808 50.3
平成14年度 69,252 32,782 47.3
平成4年度 15,000 0 0.0

計 205,839 110,865 53.9
７年債 平成７年度 22,000 6,591 30.0

計 22,000 6,591 30.0
計 227,839 117,456 51.6

特別会計 10年債 平成24年度 2,848 1,907 67.0
平成14年度 167 76 45.5

計 3,015 1,983 65.8
計 3,015 1,983 65.8

230,854 119,439 51.7
企業会計 10年債等 9,237 4,106 44.5

240,091 123,545 51.5

小　　　　計

合　　　　計

会計 年限 当初発行時期 満期到来額
借換債発行額
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（５）基金残高の推移 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

※1 借換債平準化対策 
平成 23～25 年度に借換債を追加発行することで留保した基金（1,630 億円）を活用し、平成 26 年度の

借換債発行額を縮減（4,389 億円→2,759 億円）する対策 
※2  平成 24 年度から 25 年度の［   ］書きは、平準化対策分を除いた金額 

 

＜基金残高の内訳＞                 (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●県債管理基金：5,977 億円(△130 億円) 
[R3 普通交付税算定に伴い生じた後年度での精算(R4～R6)に対応するため、R3
年度中に当該目的で積立てた額(435 億円)の R4 年度分の取り崩し等による減] 

●財政基金：33 億円(＋200 万円 ※運用利子相当分) 
  [積み増しは、決算時に剰余金等が生じた場合に検討] 

※県債管理基金残高における R2→R3の主な増要因 
地方交付税追加交付(臨財債償還基金費)(425)、税収増によるR3交
付税の精算対応(435)、積立不足の解消に向けた残高回復(340)等 

a 3,283 3,269 14 100.4
b 2 14 △ 12 14.3
c 0 0 0 -

a+b-c 3,285 3,283 2 100.1
d 610,721 510,590 100,131 119.6

基 金 集 約 分 83,339 101,340 △ 18,001 82.2
e 120,337 254,454 △ 134,117 47.3
f 133,375 154,323 △ 20,948 86.4

d+e-f 597,683 610,721 △ 13,038 97.9
基 金 集 約 分 80,257 83,339 △ 3,082 96.3

g 2,863 3,085 △ 222 92.8
h 63 1,710 △ 1,647 3.7
i 721 1,932 △ 1,211 37.3

g+h-i 2,205 2,863 △ 658 77.0
j 81,818 74,624 7,194 109.6
k 14,725 26,767 △ 12,042 55.0
l 28,002 19,573 8,429 143.1

j+k-l 68,541 81,818 △ 13,277 83.8
671,714 698,685 △ 26,971 96.1

財
政
基
金

前 年 度 残 高

積 立 額

取 崩 額

当 該 年 度 残 高

区　　分 令和４年度
当初 Ａ

増減
Ａ－Ｂ

取 崩 額

当 該 年 度 残 高

Ａ／Ｂ令和３年度
年間見込 Ｂ

そ
の
他
基
金

前 年 度 残 高

積 立 額

取 崩 額

当 該 年 度 残 高

残 高 合 計

県
債
管
理
基
金

前 年 度 残 高

積 立 額

取 崩 額

当 該 年 度 残 高

経
済
対
策
関
連
基
金

前 年 度 残 高

積 立 額
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（６）使用料・手数料の新設・見直し等 
 

① 使用料・手数料等の新設 

区 分 内 容 

広域防災センター研修

宿泊施設使用料 

広域防災センター研修宿泊施設の設置に伴い、使用料を設定 

区 分 研修利用 一般利用 

使用料 3,000 円 6,000 円 
 

嬉野台生涯教育セン

ター青少年宿泊研修

棟冷暖房使用料 

 青少年宿泊研修棟の冷暖房設備設置に伴い、冷暖房使用料を設定 

区 分 9～12 時 13～17 時 18～21 時 9～17 時 

使用料 200 円 300 円 200 円 600 円 

 

区 分 13～21 時 9～21 時 １泊 

使用料 600 円 900 円 1,300 円 
 

工業技術センター 

機械器具使用料 

機械器具の新設に伴い、使用料を設定 

区 分 料 金 

高分子材料分析ｼｽﾃﾑ(ｹﾞﾙ浸透ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌを使用) 5,000 円/時間 

高分子材料分析ｼｽﾃﾑ(その他のもの) 2,500 円/時間 

ムーニー粘度計 600 円/時間 
 

畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する

法律の制定に伴う手

数料 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の制定に伴い畜舎建築利用計画の

認定申請手数料を設定 

区 分 面積区分 料 金 

特例認定審査申

請手数料 

3,000 ㎡以下 6,300 円 

3,000 ㎡超 7,700 円 

技術審査申請手

数料 

3,000 ㎡超 10,000 ㎡以内 221,000 円 

10,000 ㎡超 50,000 ㎡以内 338,000 円 

50,000 ㎡超 609,000 円 
 

港湾施設使用料 

(起重機使用料) 

東播磨港におけるクローラークレーンの新設に伴い、使用料を設定 

区 分 料 金 

クローラークレーン使用料 10,000 円/時間 
 

マンション管理計画

認定申請手数料 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により創設され

たマンション管理計画の認定申請に関する手数料を設定 

区 分 
長期修繕計画等の数 

１つ目 ２つ目以降 

新規認定 

(更新含む) 

事前確認活用あり 8,500 円 4,600 円 

事前確認活用なし 30,000 円 17,000 円 

変更認定 長期修繕計画 10,000 円 長期修繕計画 

5,500 円 

管理規約 

4,500 円 

管理規約 8,400 円 

長期修繕計画＋管理規約 18,000 円 

その他(軽易な変更) 1,000 円 
 

道路交通法改正に 

伴う手数料 

道路交通法の改正に伴い、運転技能検査手数料等を設定 

区 分 料 金 

運転技能検査手数料 3,550 円 

若年運転者講習手数料 2,250 円/時間 
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区 分 内 容 

弓道場付帯施設 

使用料 

 県立弓道場付帯施設整備に伴い、使用料を設定 

区 分 料 金 

会議室 9 時～12 時 13 時～17 時 9 時～17 時 

4,700 円 6,300 円 11,000 円 

更衣室 １人１回につき 100 円 

シャワー １回(５分)につき 100 円 
持ち込み電気器
具用コンセント 

１キロワットにつき 250 円 
 

建築計画概要書等の写

しの交付に係る手数料 

建築計画概要書等の写しの交付に係る手数料を新設 

手数料額：400 円/件 

 

② 既存の使用料・手数料の見直し等 

区 分 内 容 

県立総合衛生学院授

業料等 

他府県の公立専修学校との均衡等を踏まえた授業料・入学料・入学

考査料に見直し 

 

栄養士免許手数料等 

手数料徴収における運用を明確化するため名称を変更 

変更前 変更後 

栄養士免許手数料 栄養士免許申請手数料 

家畜商免許手数料 家畜商免許申請手数料 
 

道路交通法改正に伴

う手数料 

道路交通法の改正に伴い、高齢者講習手数料等を改正 

区 分 現 行 改定後 

認知機能検査手

数料 
750 円 1,050 円 

認知機能検査員

講習手数料(※) 

1,400 円 

(800 円) 

1,450 円 

(1,200 円) 

高齢者講習手

数料 

年齢及び認知機能検

査の結果(１～３分

類)による講習区分

に応じた手数料 

2,250 円～7,950 円 

左記区分を一元化し、免許種別

や新設の運転技能検査受検の有

無等に応じた区分の設定 

区 分 料 金 
普通対応免許保有者（運転
技能検査受験者を除く） 6,450 円 

普通対応免許非保有者及
び運転技能検査対象者 

2,900 円 
 

※下段は自動車安全運転センターが行う研修等を受けた者に対する手数料 

手数料標準政令改
正に伴う手数料の
改定 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い、該当手数料を改正 

区 分 料 金 

行政書士試験手数料等 22 件 10,400 円等 
 

授業料 入学料 入学 授業料 入学料 入学 授業料 入学料 入学

[月額] （県外） 考査料 [月額] （県外） 考査料 [月額] （県外） 考査料

118,800 118,800 118,800

[9,900] [9,900] [9,900]

150,000 16,000 93,000 16,000 207,000 17,000

[12,500] (24,000) [7,750] (24,000) [17,250] (26,000)

2,200

5,800

5,650

改正後

2,200

13,000

2,200

4,400

現　行 5,650 5,650

(単位：円)

助産学科 看護学科 歯科衛生学科



11 

 

３ 歳出の概要 
（１）人件費  ４,５２１億円（対前年度比：△７９億円、△１．７％） 

 

 

 

 
 

○ 人件費の内訳                           (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 職員定数                             (単位：人) 

区  分 
H30.4.1 

① 

R3.4.1 
現在 
② 

R4.4.1  
見込 
③ 

対H30.4.1 
④(③－①) 

対 R3.4.1 
⑤(③－②) 

一 般 行 政 部 門 職 員 5,795 5,842 5,862 ＋67 ＋ 20 

 
法 令 配 置 職 員 125 165 177 ＋52 ＋12 
上 記 を 除 く 職 員 5,670 5,677 5,685 ＋15 ＋ 8 

教育部門 
法 定 教 職 員 32,443 31,942 31,995 △448 +53 
県 単 独 教 職 員 547 547 547 0 0 
事 務 局 職 員 414 426 415 ＋ 1 △11 

警察部門 
警 察 官 11,763 11,728 11,763 0 ＋ 35 
警 察 事 務 職 員 736 736 736 0 0 

※１ 法令等により配置基準が定められている児童福祉司・児童心理司の増 
※２ 感染症対策の体制強化を図るため保健師の増 
※３ 小学校３年生における 35 人学級の実施及び特別支援学校の児童・生徒数の増による教職員の増等  
 

○ 給与 
ア 特別職 

知事及び副知事については給与の特例に関する条例、その他の特別職については県政改革 
    方針に基づく給与抑制措置を実施 

区   分 給料 期末手当 退職手当 

知  事 △30％(△6%) △30％(△5%) △50％(△5%) 

副 知 事 △15％(△4%) △15％(△3%) △25％(△5%) 

教育長等 △ 3％ △ 2％ － 

防災監等 △ 2％ △ 1％ － 
 

   イ 一般職 
管理職について、給与抑制措置(管理職手当△12％)を引き続き実施 

●職員給等：4,177 億円(△43 億円) 
[令和３年度の給与改定(期末手当△0.15 月)や、退職新陳による減] 

●退職手当：344 億円(△36 億円) [退職見込者数の減(△152 人)] 

※1 

※2 

※括弧書きは、 
 県政改革方針 

に基づく抑制 
措置(内数) 

※3 

令和４年度
Ａ

令和３年度
Ｂ

増減
Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

417,689 421,998 △ 4,309 99.0
給 料 207,821 208,413 △ 592 99.7
扶 養 手 当 5,431 5,413 18 100.3
地 域 手 当 15,856 15,848 8 100.1
期 末 手 当 47,228 50,140 △ 2,912 94.2
勤 勉 手 当 36,042 36,404 △ 362 99.0
共 済 費 70,934 71,466 △ 532 99.3
そ の 他 34,377 34,314 63 100.2

34,373 37,963 △ 3,590 90.5
452,062 459,961 △ 7,899 98.3合　　計

区　　分

職 員 給 等

退 職 手 当
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（２）行政経費 １兆２，５１４億円（対前年度比：△２，９５０億円、△１９．１％） 

                        

 

 

 
 
 
 

 
(単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※国民健康保険特別会計への繰出金のうち社会保障関係費を含む 
 
 
 
 
 
 

●社会保障関係費：3,611 億円(＋140 億円) 
[看護、介護人材等の処遇改善の実施等による増等] 

●中小企業制度資金貸付金：6,244 億円(△3,305 億円) [融資目標 8,000 億円→5,000 億円] 
●新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症緊急包括支援交付金事業：638 億円(＋344 億円) 

[入院医療提供・自宅療養者等への体制強化、検査体制整備促進等による増] 
 

予算額
 Ａ

一般財源
Ｂ

予算額
 Ｃ

一般財源
 Ｄ

361,109 322,431 347,131 313,116 13,978 9,315 104.0 103.0

74,892 74,892 72,781 72,781 2,111 2,111 102.9 102.9

76,755 76,755 75,945 75,945 810 810 101.1 101.1

29,408 29,408 26,855 26,855 2,553 2,553 109.5 109.5

51,623 51,623 49,953 49,953 1,670 1,670 103.3 103.3

9,564 5,842 9,064 5,620 500 222 105.5 104.0

9,720 9,097 7,524 6,882 2,196 2,215 129.2 132.2

11,882 11,882 12,358 12,358 △ 476 △ 476 96.1 96.1

6,763 3,388 6,559 3,285 204 103 103.1 103.1

9,134 8,167 9,577 8,592 △ 443 △ 425 95.4 95.1

6,374 0 0 0 6,374 0 皆増 －

447 0 1,858 0 △ 1,411 0 24.1 －

74,547 51,377 74,657 50,845 △ 110 532 99.9 101.0

63,756 0 29,392 0 34,364 0 216.9 －

13,673 0 11,743 0 1,930 0 116.4 －

5,831 0 6,774 0 △ 943 0 86.1 －

500 0 1,250 1,000 △ 750 △ 1,000 40.0 皆減

624,441 0 954,908 0 △ 330,467 0 65.4 －

31,586 20,739 31,948 20,929 △ 362 △ 190 98.9 99.1

0 0 2,663 0 △ 2,663 0 皆減 －

0 0 1,880 1,880 △ 1,880 △ 1,880 皆減 皆減

150,555 69,294 158,730 69,802 △ 8,175 △ 508 94.8 99.3

1,251,451 412,464 1,546,419 406,727 △ 294,968 5,737 80.9 101.4

私 学 助 成

社会的養護従事者処遇改善事業

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
対 応 資 金 利 子 補 給 事 業

新型 コ ロナ ウ イル ス 感染 症 対応 地方
創生臨時交付 金事 業(地方 単独分)

ひ ょ う ご 地 域 創 生 交 付 金 事 業

そ の 他

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
緊 急 包 括 支 援 交 付 金 事 業

特 定 不 妊 治 療 助 成 事 業

障 害 者 自 立 支 援 給 付 費
県 費 負 担 金 等

障 害 者 自 立 支 援 医 療 費

障 害 児 施 設 措 置 費

児 童 手 当 県 費 負 担 金

衆 議 院 議 員 通 常 選 挙 事 務 費

そ の 他 の 行 政 経 費

合　　　　　　計　

中 小 企 業 制 度 資 金 貸 付 金

国 民 健 康 保 険 関 係 経 費

兵 庫 県 知 事 選 挙 市 町 交 付 金

増減
Ａ－Ｃ

介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 等

後 期 高 齢 者 医 療 費
県 費 負 担 金 等

児 童 福 祉 措 置 費

県 単 独 福 祉 医 療 費

社 会 保 障 関 係 費

区　　　　　分
令和４年度 令和３年度

Ｂ／Ｄ増減
Ｂ－Ｄ Ａ／Ｃ
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（３）投資的経費  １，８１１億円（対前年度比：△１４0 億円、△７．２％） 
 

 

 

 

 

 
 
 
   

○ 投資的経費の内訳                      (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●普通建設事業費：1,708 億円(△142 億円) 
[県政改革方針により、国庫補助事業、県単独事業について地方財政計画の水準を 
基本とした事業量の設定、また、令和４年度地財伸びの反映による減] 

[県単独事業のうち通常事業について、県民ニーズの高い土木施設の日常的な維持 
 修繕を充実させるため、一定整備の進捗が図られた緊急防災･減災事業等からの 
 振替を実施したことによる増] 
●災害復旧事業費：103 億円(＋2 億円) 

令和４年度 令和３年度
Ａ  Ｂ

181,071 195,153 △ 14,082 92.8

170,836 185,055 △ 14,219 92.3

100,500 104,602 △ 4,102 96.1

100,500 104,000 △ 3,500 96.6

0 602 △ 602 皆減

67,500 77,723 △ 10,223 86.8

55,000 53,000 2,000 103.8

12,500 24,723 △ 12,223 50.6

4,900 10,453 △ 5,553 46.9

2,500 6,600 △ 4,100 37.9

3,500 4,850 △ 1,350 72.2

1,600 2,820 △ 1,220 56.7

2,836 2,730 106 103.9

10,235 10,098 137 101.4

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ区　　　　　　分

通 常 事 業

通 常 事 業

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業 費

国 庫 補 助 事 業

県 単 独 事 業

国 直 轄 事 業 負 担 金 ( 地 元 負 担 金 繰 上 償 還 分 )

緊急自然災害防止対策事業(臨時・特別分)

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業

災 害 復 旧 事 業 費

緊 急 措 置 事 業

緊 急 浚 渫 推 進 事 業

公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業
(R3: 長 寿 命 化 ・ 環 境 整 備 対 策 事 業 )

災 害 に 強 い 森 づ く り 等 事 業
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（４）公債費  ２，６８５億円（対前年度比：△４５０億円、△１４．３％） 

 

 

 

 
 

   ○ 公債費当初予算の推移                     (単位：億円) 

 

 
 
   
    (参考)R4 震災関連公債費：362 億円 
     

 

 

○ 県債残高(※)の推移   ※今後金融機関等に実際に償還すべき残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(参考)地方財政調査方式(※)に基づく県債残高の推移          (単位：億円) 

 

 

 

    ・R4 震災関連県債残高：2,158 億円(普通会計ベース) 
 

※満期一括で償還する県債について、満期までの各年度の償還相当額を県債管
理基金に積み立て、その積立額を公債費として取り扱うことで、県債残高か
ら控除したもの 

 
 

県債管理基金を活用した県債残高縮減対策(繰上償還)の取り止め等により、前年度
を 450 億円下回る 2,685 億円を計上 

実質的な 
県債残高 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
A

R4
B B/A

2,835 2,870 2,933 2,726 2,697 2,635 2,656 3,018 3,135 2,685 85.7

H７ H８ H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

15,870 18,183 39,086 39,825 40,442 40,682 41,391 41,340 41,375 41,249 41,192 41,163 40,243
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（５）その他経費  ２,３０2 億円（対前年度比：＋１４8 億円、＋６．９％） 
 

 

 

 

 

 

 

○ その他経費の内訳                      (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●税交付金・還付金：1,794 億円(＋176 億円)[地方消費税交付金の増(＋113 億円)等] 
●基金積立金：66 億円(＋9 億円) 

[勤労者福祉基金積立金の増(＋13 億円)、市町財政等調整基金積立金の減(△３億円)等] 
●繰出金：442 億円(△37 億円) 

[基金管理特別会計繰出金の減(△25 億円)、流域下水道事業会計繰出金の減(△６億円)
等] 

予算額
 Ａ

一般財源
Ｂ

予算額
 Ｃ

一般財源
 Ｄ

179,395 179,395 161,807 161,807 17,588 17,588 110.9 110.9

125,972 125,972 114,691 114,691 11,281 11,281 109.8 109.8

11,245 11,245 8,857 8,857 2,388 2,388 127.0 127.0

9,918 9,918 5,561 5,561 4,357 4,357 178.3 178.3

5,097 5,097 6,061 6,061 △ 964 △ 964 84.1 84.1

27,163 27,163 26,637 26,637 526 526 102.0 102.0

6,623 6,326 5,678 4,998 945 1,328 116.6 126.6

44,207 43,798 47,917 46,833 △ 3,710 △ 3,035 92.3 93.5

230,225 229,519 215,402 213,638 14,823 15,881 106.9 107.4

Ｂ／Ｄ増減
Ａ－Ｃ

増減
Ｂ－Ｄ

令和４年度
Ａ／Ｃ

令和３年度

繰 出 金

合　　計

地 方 消 費 税 交 付 金

そ の 他

税 交 付 金 ・ 還 付 金

過 誤 納 還 付 金 ・ 還 付加 算金

区　　　　　分

基 金 積 立 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金
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（参考）歳出予算の内訳（性質別）                 

  (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）歳出予算の内訳（目的別）                  

 (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比
１ 452,062 18.9 459,961 16.8 98.3

(1) 417,689 17.5 421,998 15.4 99.0

(2) 34,373 1.4 37,963 1.4 90.5

２ 1,437,469 60.3 1,713,904 62.8 83.9

(1) 179,395 7.5 161,807 5.9 110.9

(2) 1,258,074 52.8 1,552,097 56.9 81.1

３ 181,071 7.6 195,153 7.2 92.8
(1) 170,836 7.2 185,055 6.8 92.3

(ｲ) 補 助 事 業 89,999 3.8 95,197 3.5 94.5
(ﾛ) 単 独 事 業 67,500 2.9 77,723 2.8 86.8
(ﾊ) 災害に強い森づく り等 事業 2,836 0.1 2,730 0.1 103.9
(ﾆ) 国 直 轄 負 担 金 10,501 0.4 9,405 0.4 111.7

(2) 10,235 0.4 10,098 0.4 101.4

４ 268,496 11.3 313,472 11.5 85.7

５ 44,207 1.9 47,917 1.7 92.3

2,383,305 100.0 2,730,407 100.0 87.3

Ａ／Ｂ
令和４年度

投 資 的 経 費

区　　　　　　分

人 件 費

職 員 給 等

退 職 手 当

令和３年度

公 債 費

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

行 政 経 費
税 交 付 金 ・ 還 付 金

税 交 付 金 ・ 還 付 金 以 外

合　　　　　　計

予算額 Ａ 構成比 予算額 Ａ 構成比
１ 2,542 0.1 2,557 0.1 99.4
２ 237,698 10.0 236,456 8.6 100.5
３ 360,684 15.1 343,090 12.6 105.1
４ 137,953 5.8 95,768 3.5 144.0
５ 6,683 0.3 8,104 0.3 82.5
６ 78,719 3.3 84,751 3.1 92.9
７ 644,552 27.1 980,224 35.9 65.8
８ 133,542 5.6 146,432 5.4 91.2

９ 136,276 5.7 139,268 5.1 97.9
10 365,425 15.3 369,687 13.5 98.8
11 10,235 0.4 10,098 0.4 101.4
12 268,496 11.3 313,472 11.5 85.7
13 500 0.0 500 0.0 100.0

2,383,305 100.0 2,730,407 100.0 87.3

議 会 費

合　　　　　　計

総 務 費
民 生 費

衛 生 費
労 働 費

警 察 費
土 木 費
商 工 費
農 林 水 産 費

予 備 費
公 債 費

災 害 復 旧 費
教 育 費

令和４年度 令和３年度 Ａ／Ｂ区　　　　　　分
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Ⅲ 特別会計予算の概要              
            (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　　分 令和４年度
Ａ

令和３年度
Ｂ

増　減
Ａ－Ｂ

県 有 環 境 林 等 7,286 7,158 128 公債費繰出 ＋     125

港 湾 整 備 事 業 5,458 4,743 715 臨海土地造成整備事業費
公債費繰出

＋     827
△　     66

公 共 事 業 用 地
先 行 取 得 事 業 3,022 3,033 △ 11 公債費繰出 △       11

県 営 住 宅 事 業 31,014 29,498 1,516
県営住宅整備費
団地環境改善事業費（耐震化等）
公債費繰出

＋  1,545
＋     519
△     359

勤 労 者 総 合 福 祉
施 設 整 備 事 業 2,102 3,206 △ 1,104

CSR施設老朽化対策
丹波の森公苑運営費
県民交流広場運営費

△     704
△     115
△     243

庁 用 自 動 車 管 理 187 190 △ 3 庁用自動車運営費 △         3

公 債 費 547,793 619,976 △ 72,183
元金
基金積立金（満括）
利子

△68,449
△  1,491
△  1,771

自治振興助成事業 1,346 1,359 △ 13 生活排水貸付 △       11

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 319 319 0

小 規 模 企 業 者
等 振 興 資 金 2,925 3,258 △ 333

機構融資事業公債費
一般会計繰出
国庫支出金返納金

△     186
△       74
△       63

農 林 水 産 資 金 1,477 1,130 347
国庫支出金返納金
一般会計繰出
ひょうご農林機構事業資金利子補給費

＋     348
＋     174
△       84

基 金 管 理 5,903 8,819 △ 2,916
県債管理基金積立金
各基金積立
交付金

△     385
△  2,388
△     143

地 方 消 費 税 清 算 493,720 430,046 63,674 地方消費税清算金
一般会計繰出

＋40,259
＋23,415

国 民 健 康 保 険 491,846 491,978 △ 132
保険給付等交付金(普通交付金)
後期高齢者支援金
介護納付金

△  1,168
△  1,475
＋  2,099

合　　　計 1,594,398 1,604,713 △ 10,315

説　　　明
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Ⅳ 公営企業会計予算の概要 
 
                     (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増　減
Ａ－Ｂ

病
院
局

病 院 事 業 192,031 189,626 2,405

・医業費用
・はりま姫路総合医療センター整備事業
・姫路循環器病センター特別償却費等
・がんセンター建替整備事業
・西宮総合医療センター(仮称)整備事業
・医療機器の更新整備

＋17,935
△25,450
＋　3,343
△　　 125
＋  3,219
＋  2,942

水道用水供給事業 19,514 23,525 △ 4,011

・広域水道建設費
  うち、三田西宮連絡管整備
・企業債償還金
・営業費用
・営業外費用

△  4,545
△  3,674
△     279
＋     447
＋     292

工 業 用 水 道 事 業 4,982 5,396 △ 414
・施設改良費
・営業費用
・営業外費用

△     630
＋     191
＋       40

水 源 開 発 事 業 33 79 △ 46 ・建設改良費 △       46

地 域 整 備 事 業 10,176 4,586 5,590 ・企業債償還金
・営業費用

＋  2,386
＋  2,694

企業資産運用事業 1,334 1,297 37 ・営業費用 ＋       32

地域創生整備事業 1,523 5,257 △ 3,734 ・ひょうご小野産業団地整備事業
・次世代産業団地整備事業

△  3,842
＋     104

計 37,562 40,140 △ 2,578

県
土 流 域 下 水 道 事 業 40,915 41,902 △ 987

・営業費用（処理場運営委託料等）
・営業外費用（支払利息等）
・建設改良費
・企業債償還金

△     327
△     193
△       74
△     393

270,508 271,668 △ 1,160

説　　　明

企
　
業
　
庁

合　　　計

区　　　分 令和４年度
Ａ

令和３年度
Ｂ



 

 

 

 参考資料  

 

令和４年度当初予算（案） 

 

（主要施策の説明） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

県政の重点施策 

新型コロナウイルス感染症への対応 

 

Ⅰ 新たな価値を生む経済の構築 

  １ 産業競争力の強化       ２ 兵庫で働く人材の確保・育成 

  ３ 新たな観光戦略の構築・推進  ４ 農林水産業のさらなる振興 

  ５ グリーン化の推進 

Ⅱ 安全安心社会の先導 

  １ 医療確保と健康づくり     ２ 福祉社会づくりの推進 

  ３ 安全安心な暮らしの実現    ４ 社会基盤等の充実・強化 

  ５ 災害への備えの強化     

Ⅲ 未来を創る人づくり 

１ 子ども・子育て環境の充実   ２ 学びの環境づくりの充実 

Ⅳ 個性を磨く地域づくり 

  １ 五国の魅力向上        ２ 大阪湾ベイエリアの活性化 

  ３ デジタル化の推進       ４ スポーツ・芸術文化の振興 

Ⅴ 県政運営の改革 

  １ これからの県政運営の方針   ２ 開放性の高い県政の推進 

  ３ 県民ボトムアップ型県政の推進 ４ 情報発信力の強化 



 

 

（ 目  次 ） 

 

新型コロナウイルス感染症への対応

◆ ① 入院医療体制の強化  48,999,000千円 ･･････ 3

◆ ② (拡) 無症状患者及び軽症患者の入院以外への対応  11,434,000千円 ･･････ 5

◆ ③ (拡) 保健所等の体制強化  441,000千円 ･･････ 6

◆ ④ 検査機能の充実  8,858,000千円 ･･････ 7

◆ ⑤ ワクチン接種体制等の整備  4,873,000千円 ･･････ 8

⑥ (拡) 発熱等診療・検査医療機関等の設置  280,000千円 ･･････ 9

⑦ 相談体制の強化  277,000千円 ･･････ 10

⑧ 入院医療費の公費負担  1,045,000千円 ･･････ 10

⑨ 地域医療体制の維持  494,000千円 ･･････ 11

⑩ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための県政の情報発信強化  30,000千円 ･･････ 12

◆ ⑪ (拡) 新型コロナウイルス感染症への対応(福祉)  1,233,000千円 ･･････ 15

Ⅰ 新たな価値を生む経済の構築

 １ 産業競争力の強化

◆ ① (新) 若者を対象とした「ひょうごスタートアップアカデミー(仮称)」の開設  60,231千円 ･･････ 21

◆ ② (拡) SDGｓチャレンジ事業の実施  50,000千円 ･･････ 22

◆ ③ (拡) 起業家への支援  241,047千円 ･･････ 23

◆ ④ (新) ポストコロナ再チャレンジ起業家の育成支援  20,000千円 ･･････ 24

◆ ⑤ (拡) 県内コワーキングスペースのネットワーク構築  1,356千円 ･･････ 24

◆ ⑥ (新) ひょうご産業SDGs推進宣言事業の実施  11,462千円 ･･････ 25

◆ ⑦ (新) 地場産業におけるSDGsの取組の推進  36,000千円 ･･････ 26

◆ ⑧ (新) 商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業の実施  11,250千円 ･･････ 27

⑨ (新) 商店街インバウンドの再開支援  3,000千円 ･･････ 27

◆ ⑩ (新) 商店街地域コミュニティの拠点づくり  7,500千円 ･･････ 28

◆ ⑪ (拡) 中小企業DX人材育成リカレント教育事業の実施  10,100千円 ･･････ 29

◆ ⑫ 中小企業向け制度融資の運用  624,441,050千円 ･･････ 30

◆ ⑬ (新) 中小企業等における経営改善・成長力強化への支援  1,201,000千円 ･･････ 32

⑭ (新) 先端半導体・次世代電池の技術開発の促進  2,730千円 ･･････ 32

 ２ 兵庫で働く人材の確保・育成

◆ ① (新) おためし企業体験事業の実施  28,478千円 ･･････ 33

◆ ② (新) 理工系人材の獲得促進  7,382千円 ･･････ 34

◆ ③ (新) ひょうごテレワークサポートセンターの設置・ワーケーションの推進  16,416千円 ･･････ 34

◆ ④ (新) ひょうご女性活躍推進企業認定制度の創設  1,096千円 ･･････ 35

◆ ⑤ カムバックひょうごハローワークの設置・運営  9,888千円 ･･････ 35

◆ ⑥ 求人情報を提供するマッチングサイトの運営  10,949千円 ･･････ 36

◆ ⑦ UJIターン就職のための合同企業説明会等の開催  14,766千円 ･･････ 36

◆ ⑧ (拡) コロナ就職氷河期対策支援としての合同企業説明会の実施  10,862千円 ･･････ 37

◆ ⑨ (拡) 女子学生と企業のプレマッチングへの支援  7,026千円 ･･････ 37

 ３ 新たな観光戦略の構築・推進

◆ ① (新) 新観光戦略の推進  2,083千円 ･･････ 38

◆ ② (新) ユニバーサルツーリズムの推進  12,898千円 ･･････ 39

◆ ③ (新) ホテル・旅館バリアフリー改修の促進  18,000千円 ･･････ 40

◆ ④ (新) 兵庫デスティネーションキャンペーンの展開  75,000千円 ･･････ 41

◆ ⑤ (新) 観光・特産品の首都圏プロモーションの実施  10,632千円 ･･････ 42

◆ ⑥ (新) ふるさと桜づつみ回廊プロジェクトの実施  3,565千円 ･･････ 43

◆ ⑦ (新) 大阪･関西万博を見据えた水上交通観光圏の形成  18,261千円 ･･････ 43

(うち新規分 33,000千円)

◆…記者発表資料本体掲載事業 



 

 

 

⑧ (新) 友好・姉妹州省との周年記念事業等の実施  6,730千円 ･･････ 44

 ４ 農林水産業のさらなる振興

◆ ① (新) スマート農業技術のマッチングの推進  5,100千円 ･･････ 45

◆ ② (新) 県産農林水産物流通・販売の拡大  8,183千円 ･･････ 46

◆ ③ (新) 県産野菜新産地の拡大支援  5,000千円 ･･････ 47

◆ ④ (新) 県産農作物の生産転換・拡大への支援  11,997千円 ･･････ 47

◆ ⑤ (新) 学校給食における県産食材の供給拡大  8,530千円 ･･････ 48

⑥ (拡) ひょうごの「農」ブランド強化の推進  23,396千円 ･･････ 49

◆ ⑦ (新) ひょうご農林水産ﾋﾞｼﾞｮﾝ2030×SDGs推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  1,600千円 ･･････ 50

◆ ⑧ (新) ゲノム情報を活用した効率的な但馬牛改良の推進  24,167千円 ･･････ 51

◆ ⑨ (拡) ひょうご木の街木質化の推進  12,000千円 ･･････ 52

◆ ⑩ (新) 林地残材活用ビジネスモデルの確立  7,675千円 ･･････ 52

◆ ⑪ 新ひょうごの森づくり第３期対策  21,157千円 ･･････ 53

⑫ (拡) 「ひょうごの木の家」設計の支援  55,000千円 ･･････ 54

◆ ⑬ (新) 全国豊かな海づくり大会の開催  360,807千円 ･･････ 54

 ５ グリーン化の推進

◆ ① (拡) ひょうご水素社会推進会議設置等の実施  4,842千円 ･･････ 55

◆ ② (新) 成長産業における試作開発への支援  30,000千円 ･･････ 56

◆ ③ 成長産業育成のための研究開発への支援  72,118千円 ･･････ 56

◆ ④ (新) CNP形成計画の策定  30,000千円 ･･････ 57

◆ ⑤ 水素ステーション整備の促進  50,000千円 ･･････ 57

◆ ⑥ (新) 燃料電池モビリティ利活用の促進  12,500千円 ･･････ 58

◆ ⑦ 燃料電池バス導入の促進  10,000千円 ･･････ 58

◆ ⑧ (新) 県有施設への再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査の実施  12,000千円 ･･････ 59

◆ ⑨ (新) 脱炭素社会（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ）実現に向けた国際フォーラムの開催  1,000千円 ･･････ 59

◆ ⑩ (新) Jクレジット制度の取組への支援  1,100千円 ･･････ 60

◆ ⑪ (新) 上山高原等における貴重種の保全対策(但馬ｲﾇﾜｼ・ｴｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)  7,300千円 ･･････ 61

◆ ⑫ (新) 鳥獣被害集落自立サポートの実施  34,400千円 ･･････ 62

⑬ (拡) 鳥獣被害防止総合対策事業の実施  716,050千円 ･･････ 63

⑭ (拡) 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施  44,000千円 ･･････ 64

◆ ⑮ (新) ひょうごプラスチック循環コンソーシアム事業の推進  4,648千円 ･･････ 65

◆ ⑯ (新) 栄養塩類管理計画の策定  20,000千円 ･･････ 66

Ⅱ 安全安心社会の先導

 １ 医療確保と健康づくり

◆ ① (新) 歯及び口腔の健康づくりの推進  7,276千円 ･･････ 69

◆ ② (新) 健康・医療データを活用したデジタルイノベーションへの支援  10,000千円 ･･････ 71

◆ ③ (新) 小児期からの移行期医療支援体制の整備  4,327千円 ･･････ 71

◆ ④ (新) てんかん地域診療体制の整備  3,023千円 ･･････ 72

⑤ (拡) 地域医療構想推進体制の強化  24,052千円 ･･････ 73

⑥ (新) 大学連携新人看護研修への支援  3,500千円 ･･････ 74

⑦ (拡) 認知症予防・早期発見の推進  19,594千円 ･･････ 75

⑧ (新) ICTを活用した循環器病医療連携ネットワークの構築  102,330千円 ･･････ 76

 ２ 福祉社会づくりの推進

◆ ① (新) ヤングケアラー支援体制の整備  12,722千円 ･･････ 77

◆ ② (拡) 医療的ケア児に対する支援体制の構築  21,619千円 ･･････ 78

◆ ③ (新) 強度行動障害スーパーバイザーの養成  2,885千円 ･･････ 78

④ (拡) 無年金外国籍障害者福祉的給付金の拡充  6,248千円 ･･････ 79

⑤ (新) 工賃向上研修の実施  991千円 ･･････ 80

⑥ (新) 人権相談体制の充実  2,007千円 ･･････ 80

(うち新規分 1,020千円)



 

 

 

◆ ⑦ (新) 看護小規模多機能型居宅介護利用の促進  2,847千円 ･･････ 81

◆ ⑧ (新) 全国介護老人保健施設大会の開催支援  500千円 ･･････ 82

◆ ⑨ (拡) 介護ロボット等導入支援機能の強化  4,554千円 ･･････ 82

◆ ⑩ (新) 高齢者の補聴器活用状況の調査の実施  10,836千円 ･･････ 83

◆ ⑪ (新) 社会的養護従事者における処遇改善の実施  6,395,000千円 ･･････ 84

 ３ 安全安心な暮らしの実現

◆ ① (新) 自動録音電話機の普及促進  13,650千円 ･･････ 85

◆ ② (拡) 交通安全施設等の整備  7,115,105千円 ･･････ 86

◆ ③ (新) 交通安全キャッチLINE事業の実施  1,000千円 ･･････ 87

◆ ④ (新) AI技術を活用した自動話者識別システムの整備  2,219千円 ･･････ 87

◆ ⑤ (新) サイバー犯罪人的基盤の強化  4,097千円 ･･････ 88

◆ ⑥ (新) 暴力団離脱者損害補償金制度の実施  1,000千円 ･･････ 88

◆ ⑦ (拡) 青少年インターネット利用対策の実施  6,317千円 ･･････ 89

◆ ⑧ (新) 水上オートバイによる危険行為等に関する対策の実施  7,675千円 ･･････ 90

◆ ⑨ (新) 老朽化マンション建替の促進  15,000千円 ･･････ 91

◆ ⑩ (新) マンション管理適正化への支援  1,984千円 ･･････ 92

 ４ 社会基盤等の充実・強化

◆ ① 社会基盤の充実・強化(公共事業・国直轄事業)  98,549,000千円 ･･････ 93

 ５ 災害への備えの強化

◆ ① 災害に強い県土づくりの推進(県単独事業)  9,000,000千円 ･･････ 95

◆ ② (拡) 避難行動要支援者のための個別避難計画の作成促進  11,735千円 ･･････ 97

③ (新) 福祉避難所運営強化促進モデル事業の実施  2,430千円 ･･････ 98

◆ ④ (拡) 消防団活性化の支援  3,300千円 ･･････ 98

⑤ (新) 企業レジリエンス強化のためのBCP/BCM伴走型支援事業の実施  11,296千円 ･･････ 99

Ⅲ 未来を創る人づくり

 １ 子ども・子育て環境の充実

◆ ① (新) 私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業の実施  9,600千円 ･･････ 103

◆ ② (新) 特別支援保育加配事業の実施  25,428千円 ･･････ 103

③ (新) 聴覚障害児支援力向上研修の実施  2,496千円 ･･････ 104

◆ ④ (新) 不妊症・不育症に関する普及啓発  500千円 ･･････ 104

◆ ⑤ (新) 不妊治療促進企業への支援  1,196千円 ･･････ 105

◆ ⑥ (新) 子宮頸がんワクチンの接種再開に向けた環境づくり  644千円 ･･････ 106

◆ ⑦ (新) 多胎育児家庭の外出に対する支援  5,004千円 ･･････ 106

 ２ 学びの環境づくりの充実

◆ ① (新) ひょうごリーディングハイスクールの推進  5,000千円 ･･････ 107

◆ ② (拡) 学校問題への総合的な支援  134,117千円 ･･････ 108

◆ ③ (新) 特別支援学校における｢心のバリアフリー｣の推進  6,367千円 ･･････ 109

④ (新) 私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援  17,472千円 ･･････ 109

◆ ⑤ (新) ひょうごSDGsスクールアワードの創設    ー ･･････ 110

Ⅳ 個性を磨く地域づくり

 １ 五国の魅力向上

◆ ① (新) 地域づくり総合支援の実施  11,010千円 ･･････ 113

◆ ② (新) 特定地域づくり事業協同組合設立の支援  2,200千円 ･･････ 113

◆ ③ (新) 空家活用特区における空家活用への総合的な支援  34,271千円 ･･････ 114

◆ ④ 基幹道路の整備促進  9,935,813千円 ･･････ 117



 

 

 

 

 

◆ ⑤ (新) 但馬空港活性化策検討事業の実施  1,600千円 ･･････ 118

◆ ⑥ (拡) 2025年大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」の展開  22,300千円 ･･････ 119

⑦ (新) 兵庫津ミュージアムグランドオープン・開館記念特別展の実施  18,173千円 ･･････ 120

⑧ (拡) オールドニュータウンの再生  9,396千円 ･･････ 120

⑨ (新) 都市公園を活用した園芸療法ストレス軽減の促進  1,200千円 ･･････ 121

◆ ⑩ (新) 元町周辺再整備グランドデザイン等の検討  3,000千円 ･･････ 122

◆ ⑪ (新) eスポーツを通じた地域課題解決への調査・検討の実施  2,000千円 ･･････ 123

⑫ (拡) ふるさと兵庫“すごいすと”の情報発信  12,371千円 ･･････ 124

 ２ 大阪湾ベイエリアの活性化

◆ ① (拡) 阪神・淡路大交流プロジェクトの推進  8,600千円 ･･････ 125

◆ ② (新) スーパーヨット誘致の促進  2,500千円 ･･････ 126

 ３ デジタル化の推進

◆ ① (新) スマートシティモデル事業の実施  9,200千円 ･･････ 127

◆ ② (新) デジタルデバイド解消プロジェクトの展開  2,835千円 ･･････ 128

◆ ③ (新) 障害者を対象としたデジタルデバイド解消プロジェクトの実施  5,880千円 ･･････ 129

 ４ スポーツ・芸術文化の振興

◆ ① (新) 第２期兵庫県スポーツ推進計画に係る地域スポーツ活性化への支援  1,000千円 ･･････ 130

◆ ② (拡) パラスポーツ拡大推進プロジェクトの展開  32,717千円 ･･････ 131

◆ ③ (新) 兵庫車いすロードレースの開催  1,009千円 ･･････ 132

◆ ④ (拡) スポーツ大会招致事業の実施(アーバンスポーツへの支援を追加)  6,000千円 ･･････ 132

◆ ⑤ (新) 県民プレミアム芸術デーの開催  5,800千円 ･･････ 133

◆ ⑥ (新) 芸術文化センター開館15周年事業の実施  50,000千円 ･･････ 133

⑦ (新) 舞台芸術鑑賞機会の創出  20,000千円 ･･････ 134

Ⅴ 県政運営の改革

 １ これからの県政運営の方針

◆ ① (新) 新しいビジョンの推進  21,761千円 ･･････ 137

 ２ 開放性の高い県政の推進

◆ ① (新) 公民連携の推進  13,820千円 ･･････ 138

◆ ② (新) Park-PFI事前調査の実施  17,820千円 ･･････ 139

 ３ 県民ボトムアップ型県政の推進

◆ ① (拡) 学生未来会議の設置  1,500千円 ･･････ 140

◆ ② (拡) デジタル技術等を活用した事務改善の推進  97,586千円 ･･････ 141

 ４ 情報発信力の強化

◆ ① (新) 県民参加型動画投稿選手権の開催  4,363千円 ･･････ 142

◆ ② (拡) 情報発信力の強化  452,544千円 ･･････ 143
(うち新規分 36,634千円)
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新型コロナウイルス感染症への対応 
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事業名 入院医療体制の強化 

予算額 

(千円) 
４８，９９９，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

48,999,000 0 0 0 

事業 

内容 

 １  重点医療機関等の入院病床の確保：44,499,000 千円 

県の要請に基づき、入院病床を確保する医療機関のうち、一定の要件を満た

す医療機関を重点医療機関、協力医療機関に指定し、空床確保支援を実施 

〇 補 助 対 象  
 

区  分 内   容 

重点医療機関 感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関 

 
特定機能 

病院等 

・大学附属病院 

・ECMO による治療を行う患者が延べ３人以上の月または

人工呼吸器による治療を行う患者が延べ 10 人以上の月

がある医療機関 

協力医療機関 

確定診断までの間、疑い患者専用の個室を設定して、疑

い患者及びコロナ患者を受入れ、必要な救急医療等を提供

する医療機関 

一般医療機関 上記に該当しない病床確保医療機関 

 

    〇 補 助 金 額  
   

区 分 重点医療機関 
 

協力医療機関 一般医療機関 特定機能病院等 

ICU 病床 301 千円/床 436 千円/床 301 千円/床 97 千円/床 

HCU 病床 211 千円/床 211 千円/床 211 千円/床 77 千円/床 
休止･その他病床  71 千円/床  74 千円/床  52 千円/床 52 千円/床 

 

 ２  入院医療機関への支援：942,000 千円 

   入院患者を受け入れた医療機関に対し、運営経費を支援 

   ○ 補 助 対 象 ・感染症患者、疑似症患者の入院治療を行う医療機関 

   ○ 補 助 金 額 ・入院患者 1人あたり 12,000 円/日 

           ・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ中の入院患者１人あたり 24,000 円/日 

   ○ 対 象 経 費 入院治療を行う医療機関の運営に要する経費 

 

３  CCC-hyogo の体制強化：13,000 千円 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ入院ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｾﾝﾀｰ(CCC-hyogo)に医師や看護師等を配置し、感染

者の入院・搬送の調整体制を整備 

〇 人 員 体 制 医師、看護師等 

   

４  重点医療機関等における設備整備への支援：1,712,000 千円 

重点医療機関及び協力医療機関が、高度かつ適切な医療を提供するために必

要な設備整備を支援 

   ○ 対 象 経 費 超音波画像診断装置、血液浄化装置、気管支鏡等 

 

    ※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業 

内容 

  

 ５  入院医療体制の機能強化：955,000 千円 

   患者の入院を受け入れる医療機関に対し、入院患者に対する医療を提供する

ために必要な設備整備等を支援 

   ○ 設 備 整 備 

     ・対象経費 人工呼吸器、個人防護具、簡易陰圧装置、人口肺等 

   ○ 個人防護具等備蓄 

     ・対象経費 防護服購入・配送費 

   

６  医療従事者の宿泊施設の助成：396,000 千円 

医療従事者の宿泊施設の確保等に要する経費を支援 

○ 補 助 要 件 コロナ対応で業務が深夜に及んだ場合や基礎疾患等を有す

る家族と同居しており、帰宅が困難な場合 

   ○ 対 象 経 費 医療機関が帰宅困難な医療従事者のため支払った宿泊室料 

○ 補 助 金 額 上限 13,100 円/室・日 

 

７  医師等の派遣：469,000 千円 

新型コロナウイルス感染症の診療のため医師・看護師等を派遣する派遣元医

療機関に対し、派遣に要する経費の一部を助成 

○ 補 助 金 額 ・重症患者診療医師等派遣補助 医師   240 万円/人・月 

                      看護師等 132 万円/人・月 

        ・医療チーム派遣補助     医師   240 万円/人・月 

                      その他  132 万円/人・月 

                      業務調査員  50 万円/人・月 

   

８  重症患者に対応する医療従事者養成研修の実施：13,000 千円 

ECMO 及び人工呼吸器を扱うことのできる医療従事者を養成するための研修

を実施 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 （拡）無症状患者及び軽症患者の入院以外への対応 

予算額 

(千円) 
１１，４３４，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

11,434,000 0 0 0 

事業 

内容 

 １  宿泊療養施設の確保：6,689,000 千円 

無症状患者及び軽症患者を待機させるため、宿泊施設を借り上げ 

○ 対 象 者 無症状患者及び軽症患者のうち、医師が宿泊施設での療養

を認めた者 

〇 対 象 経 費 施設借上げ費用、療養者食費、廃棄物処理費、事務局運営

費、施設消毒費等 

    〇 確 保 室 数 延べ宿泊室確保数 432,000 室 

 

 ２  宿泊療養施設の健康管理体制の整備：2,392,000 千円 

   宿泊施設で療養となった者の健康管理情報の整理等を行うため、24 時間の

健康管理体制を整備 

   ○ 内 容 宿泊療養施設での療養者の一元管理、健康管理情報の整理、症

状悪化時の入院調整、退院管理等を行う体制整備に要する経費

(看護師の 24 時間常駐、医師の派遣及びオンコール体制等) 

 

３  自宅等療養者・待機者に対するフォローアップ体制の強化：599,000 千円 

自宅療養者及び入院調整中の自宅等での待機者において、県看護協会による

健康観察の強化及び希望者への食料品等配布を実施し、健康管理体制を強化 

〇 電話による健康管理 

  ・人員体制 看護師６人、事務職員５人 

○ 訪問による健康管理 

  ・内  容 (ｱ)看護師の訪問による健康観察 

        (ｲ)パルスオキシメーター、酸素吸入装置の貸し出し 

○ 食料品等の配布 

  ・内  容 希望者へ食料品(５日分)と衛生材料を宅配業者により自宅

玄関前へ置配 

 

４  (新)自宅療養者等相談支援センターの設置：1,209,000 千円 

急増する自宅療養者や濃厚接触者からの健康相談等への対応を実施する 24

時間対応のセンターを設置 

 ○ 実 施 手 法 民間事業者へ委託 

 ○ 内   容  ・健康相談業務(24 時間･最大 50 回線で対応) 

                ・医療機関案内業務(往診、発熱等診療･検査医療機関 

との調整) 

         ・生活支援対応業務(配食等の調整) 

 ※令和３年度実施分について R3.2 月経済対策補正予算において計上(403,000 千円) 

 

５  自宅待機等を行う患者に対する公費負担：132,000 千円 

自宅療養者及び入院調整中の自宅等での待機者が往診等受診した場合にお

ける医療費の自己負担分を公費で負担 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業 

内容 

６  入院医療機関等への搬送：198,000 千円 

   民間搬送事業者を活用した医療機関や宿泊療養施設等への移送を実施 

 

７  新型コロナウイルス感染症回復者転院支援窓口の設置：3,000 千円 

   県病院協会・県民間病院協会に看護師等を配置した「転院支援窓口」を継続

設置し、医療機関の地域連携室等と連携し、回復者の転院受入を促進 

   ○ 設 置 期 間 R4.4.1～R4.9.30 

 

 ８  転院受入医療機関等への支援：125,000 千円 

入院対応医療機関から一般医療機関への転院受入や、退院にあたって社会福

祉施設への入所が必要な場合の受入を支援 

○ 補 助 対 象 一般医療機関、社会福祉施設(高齢、障害、保護) 

○ 補 助 金 額 転院及び退院患者の受入れ１人あたり 10 万円 

 

９  自宅等療養者・待機者に対する往診への支援：87,000 千円 

自宅療養者及び入院調整中の自宅等での待機者において、緊急的に医療対応

が必要となった場合に、保健所が必要と認める往診を実施した医療機関等に対

して協力金を支給 

   ○ 支 給 金 額 ・医療機関：５万円/日 ・薬  局：１万円/日 

           ・訪問看護：３万円/日 

   ○ 対 象 期 間 R4.4.1～R4.9.30 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照    

事業名 （拡）保健所等の体制強化 

予算額 

(千円) 
４４１，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

401,000 0 0 40,000 

事業 

内容 

 １  保健所の体制強化：407,000 千円 

〇 内   容  

  ・ 相談センター補助員の配置 

   ・ 疫学調査・感染事務補助員の配置 

   ・ 感染拡大時の職員派遣 

  ・ 応援チームの保健所への派遣 

(ｱ)業務内容 県民からの相談対応、疫学調査の実施等 

(ｲ)派遣箇所 県所管の各健康福祉事務所 

(ｳ)実施手法 民間事業者から派遣 

   

 ２ 兵庫県感染情報共有システムの開発・運用：24,000 千円 

 

 ３ (新)県立病院における治療情報の分析：6,000 千円 

   重症患者を中心とする患者毎のデータ分析及び対策の意見交換等を実施 

 

 ４  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策協議会の開催(５回)：1,000 千円 

      

５  専門アドバイザーの派遣：3,000 千円 

クラスターが発生した医療機関等に感染症専門家を派遣   

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 検査機能の充実 

予算額 

(千円) 
８，８５８，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

8,460,000 0 0 398,000 

事業 

内容 

 １  PCR 検査試薬の確保等：795,000 千円 

○ PCR 検査試薬の確保 

  ・内  容 県立健康科学研究所で使用する PCR 検査試薬を確保 

  ・負担割合 国 1/2、県 1/2 

〇 社会福祉施設新規入所者等への PCR 検査の実施 

  ・内  容 希望施設において、新規入所者や新規採用職員に対して行

政検査としての PCR 検査を実施 

  ・対 象 者 新規入所者、新規採用職員 

・負担割合 国 1/2、県 1/2 

    〇 検査の外部委託の実施 

  ・内  容 医療機関等に委託して実施した発熱患者等に対する PCR 検

査等の自己負担分を公費で負担 

  ・負担割合 国 1/2、県 1/2 

 

２  PCR 検査体制の拡充：348,000 千円 

   病院等で PCR 検査を実施するための検査機器の整備を支援 

      ○ 対 象 経 費 検査機器の整備に要する経費 

 

３ 感染拡大傾向時の無料検査：7,617,000 千円 

   緊急事態宣言など感染拡大の傾向が見られる場合において、検査を希望する 

無症状者等に対して、無料検査を実施 

○ 検 査 体 制 民間検査機関、薬局等において原則対面実施 

○ 実 施 時 期 感染拡大期に知事の判断で実施 

 

４  高齢者入所施設等の従事者に対する検査の実施：60,000 千円 

高齢者施設及び障害者施設において、感染を早期に発見し、事業継続を支援

するため、従事者に対する検査を全額公費により集中的に実施 

 

５ 妊婦への分娩前検査の実施：18,000 千円 

妊婦が分娩前に PCR 検査を受検する費用の支援や、陽性となった妊婦への電

話・訪問支援を実施 

 

６  血清疫学調査の実施：20,000 千円 

   抗体保有者の状況を調査することで、感染拡大規模等を科学的に分析 

   ○ 実 施 主 体 神戸大学医学部（協力：県病院局） 

   ○ 内 容  

      ・対 象 者 県立病院等の患者、医療関係者、一般県民等 

     ・検査方法 対象者の抗体保有状況を判定 

     ・検査成果 抗体保有率の把握、症状ごとの中和抗体価の把握 等 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 ワクチン接種体制等の整備 

予算額 

(千円) 
４，８７３，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

3,011,000 1,862,000 0 0 

事業 

内容 

 １  新型コロナウイルスワクチン接種体制の推進：154,000 千円 

   ワクチン接種の専門的相談に対応するための相談窓口設置や、市町や医療機

関等との調整など、各体制整備の期間を延長 

   

 ２  新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関等への支援：2,515,000 千円 

   ○ 医療従事者派遣への支援 

     市町が行う集団接種会場への時間外・休日の医療従事者派遣費用を支援 

     ・補助金額 医師：7,550 円/時間、看護師等：2,760 円/時間 

   ○ 個別接種促進への支援 

     一定以上の個別接種を行う医療機関等に対して支援 

     ・診 療 所 (ｱ)週 100 回以上の接種を４週間以上：2,000 円/回を加算 

           (ｲ)週 150 回以上の接種を４週間以上：3,000 円/回を加算 

     ・病 院 等 50 回以上/日の接種：１日定額 10 万円を加算 

   ○ 職域接種への支援 

     中小企業や大学等が複数の関連事業者を対象に職域接種を実施する場合

に、接種会場の設備整備等の経費を支援 

     ・補助金額 1,000 円(上限)/回×接種回数 

 

３  大規模接種体制の整備：2,204,000 千円 

県独自の大規模接種会場を設置 

○ 接 種 会 場 ・阪神：西宮会場(旧西宮市にしきた接種会場) 

・姫路：姫路会場(旧姫路市文化センター) 

○ 設 置 期 間 R4.1 月～R4.8 月 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 （拡）発熱等診療・検査医療機関等の設置 

予算額 

(千円) 
２８０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

274,500 0 0 5,500 

事業 

内容 

 １  発熱等診療・検査医療機関の設置：250,000 千円 

○ 設備導入支援  

  ・内 容 発熱等診療・検査医療機関として県が指定する診療所等に

対し、感染防止に必要な設備の導入等を支援 

  ・対象経費 空気清浄機、パーテイション等の整備に要する経費 

○ ゴールデンウィーク中の運営支援 

  ・内 容 ゴールデンウィーク中に発熱患者の診療を行う発熱等診療 

・検査医療機関及び薬局に対して、かかり増しとなる運営

経費を支援 

     ・対象期間 R4.4.29～R4.5.5 

     ・補助金額 15,000 円/日 

 

 ２  地域外来・検査センターの設置：29,000 千円 

   自院では検査ができない医療機関からの患者紹介を受けて検体採取等を実

施する地域外来・検査センターの運営を支援 

      ○ 対 象 経 費 感染防止に必要な設備整備経費、センターの運営費 

 

３  (新)後遺症対策事業：1,000 千円 

後遺症対応医療機関の増加を図るため、医師会等と連携して研修会を実施す

るとともに、同医療機関リストを関係機関に配布し、相談事業に活用 

○ 研修会の実施 

・対 象 者 医療機関、保健所、市町衛生部局 等 

・研修内容 後遺症の現状、症状別のアプローチ、フォローアップ等 

   ○ 後遺症外来対応医療機関リストの作成・活用 

     研修の受講により後遺症に対応可能となった医療機関のリストを作成す

るとともに、当該リストを医師会等に配布し、相談事業に活用 

   ○ コールセンターでの案内 

     上記リストを、新型コロナウイルス健康相談コールセンター及び発熱等

受診・相談センターに配布し、相談事業に活用 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 相談体制の強化 

予算額 

(千円) 
２７７，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

277,000 0 0 0 

事業 

内容 

 １  県民相談窓口(コールセンター)の人員体制の強化等：259,000 千円 

   新型コロナ健康相談コールセンターについて、回線数増加と事務補助員配置

により体制を強化 

 

 ２  まん延防止等重点措置・緊急事態措置等ｺｰﾙｾﾝﾀｰ体制の強化：18,000 千円 

   まん延防止等重点措置及び緊急事態措置等の実施に伴い、相談件数の増加が

見込まれることから、コールセンターを設置 

   ○ 実 施 方 法 人材派遣会社からのスタッフ派遣契約 

       

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 

 

事業名 入院医療費の公費負担 

予算額 

(千円) 
１，０４５，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

783,000 0 0 262,000 

事業 

内容 

 感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症により入院した者の入院医療費の

自己負担分を公費で負担 

 

 ○ 負 担 割 合 国 3/4、県 1/4 

※ 各施策の担当課・連絡先は P13 参照 
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事業名 地域医療体制の維持 

予算額 

(千円) 
４９４，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

494,000 0 0 0 

事業 

内容 

 １  救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止への支援：462,000 千円 

救急・周産期・小児医療機関において院内感染を防止するための対策を支援 

〇 対 象 経 費 個人防護具、消毒経費等 

     

 ２  感染症対応医療機関への支援：14,000 千円 

   感染症対応により厳しい診療状況となっている地域の基幹医療機関の感染

症対応以外の診療部門に対して、医師等を派遣した医療機関を支援 

   ○ 補 助 金 額 ・医  師 36 万円/人・月 

           ・看護師等  9 万円/人・月 

 

３  感染した医師等の代替医師の派遣：3,000 千円 

医師等が感染し、診療不能となった医療機関等に対し、医師等を派遣する医

療機関・薬局を支援 

○ 補 助 金 額 ・医  師 120 万円/人・月 

           ・薬 剤 師  44 万円/人・月 

 

４  休業等医療機関等に対する継続・再開への支援：1,000 千円 

院内感染の発生により休業等になった医療機関・薬局に対し、継続・再開に

要する経費として、消毒経費等を支援 

○ 対 象 経 費 消毒経費、空気清浄機購入経費 

 

５  感染症外国人患者受入れ設備の整備：2,000 千円 

   外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関において、感染症の疑いのある外

国人が適切に受診できるよう設備整備を支援 

   ○ 対 象 経 費 多言語看板、電子掲示板等の整備に要する経費 

   ○ 補 助 金 額 1,512,000 円/施設 

    

６  入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制の確保：12,000 千円 

   外国人患者の受入れにあたり必要となる診療等体制整備、感染防止対策に要

する経費を支援 

   ○ 対 象 経 費 医療通訳者・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置、資料の多言語作成、施設内

表示の多言語翻訳等 

   ○ 補 助 金 額 ・入院医療機関 上限 1,000 万円/機関 

           ・宿泊療養施設 上限   200 万円/機関 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P14 参照 
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事業名 新型コロナウイルス感染拡大防止のための県政の情報発信強化 

予算額 

(千円) 
３０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

30,000 0 0 0 

事業 

内容 

 各種デジタル媒体を活用し、感染拡大防止のための県政情報等の発信を強化 

 

１  スマートフォンアプリ広告による啓発：8,000 千円 

〇 表 示 回 数 225,000 回 

   

 ２  YouTube 動画広告による啓発：4,000 千円 

   ○ 表 示 回 数 3,273,000 回 

 

３  インターネット広告による啓発：18,000 千円 

〇 誘 導 回 数 303,750 回(Google、Yahoo を想定) 

         

 

   

※ 各施策の担当課・連絡先は P14 参照 
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＜新型コロナウイルス感染症への対応 担当課室一覧＞ 

 
 

担　　当　　課 連　　絡　　先

入院医療体制の強化

１ 重点医療機関等の入院病床の確保 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

２ 入院医療機関への支援 健康福祉部医務課企画調整班 078-362-3135  (内線2716)

３ CCC-hyogoの体制強化 健康福祉部医務課企画調整班 078-362-9124  (内線3224)

４ 重点医療機関等における設備整備への
　 支援

健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

５ 入院医療体制の機能強化 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

６ 医療従事者への宿泊施設の助成 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

７ 医師等の派遣 健康福祉部医務課医療人材確保班 078-362-3606  (内線2713)

８ 重症患者に対応する医療従事者養成
   研修の実施

健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

(拡)無症状患者及び軽症患者の入院以外への対応

１ 宿泊療養施設の確保 企画県民部防災支援課生活支援班 078-362-4336  (内線5857)

２ 宿泊療養施設の健康管理体制の整備 健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 078-362-9128  (内線3241)

３ 自宅等療養者・待機者に対するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
   体制の強化

健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 078-362-9128  (内線3241)

４ (新)自宅療養者等相談支援センターの
   設置

健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 078-362-9128  (内線3241)

５ 自宅待機等を行う患者に対する公費負担 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

６ 入院医療機関等への搬送
健康福祉部医務課企画調整班(医療体制担当)
健康福祉部障害福祉課いのち対策室精神障害
福祉班

078-362-4351  (内線3219)
078-362-9498  (内線3076)

７ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症回復者転院支援窓口
   の設置

健康福祉部医務課企画調整班 078-362-3135  (内線2716)

８ 転院受入医療機関等への支援

健康福祉部医務課企画調整班
健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害福祉基盤整備班
健康福祉部地域福祉課生活保護班

078-362-3135  (内線2716)
078-362-9117  (内線3107)
078-362-3194  (内線2967)
078-362-3184  (内線2931)

９ 自宅等療養者・待機者に対する往診への
   支援

健康福祉部医務課企画調整班
健康福祉部薬務課薬務指導班

078-362-3135  (内線2716)
078-362-3268  (内線3309)

(拡)保健所等の体制強化

１ 保健所の体制強化 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

２ 兵庫県感染情報共有ｼｽﾃﾑの開発・運用 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

３ (新)県立病院における治療情報の分析 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

４ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策協議会の開催 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

５ 専門アドバイザーの派遣 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

検査機能の充実

１ PCR検査試薬の確保等 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

２ PCR検査体制の拡充 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

３ 感染拡大傾向時の無料検査 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

４ 高齢者入所施設等の従事者に対する
   検査の実施

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
(高年施設担当)

078-362-3189  (内線2950)

５ 妊婦への分娩前検査の実施 健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 078-362-9128  (内線3241)

６ 血清疫学調査の実施 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

ワクチン接種体制等の整備

１ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制の推進 健康福祉部ﾜｸﾁﾝ対策課企画調整班 078-361-2167  (内線3173)

２ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種実施医療機関等
　 への支援

健康福祉部ﾜｸﾁﾝ対策課企画調整班 078-361-2167  (内線3173)

３ 大規模接種体制の整備 健康福祉部ﾜｸﾁﾝ対策課接種推進班 078-361-1034  (内線3181)

(拡)発熱等診療・検査医療機関等の設置

１ 発熱等診療・検査医療機関の設置 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

２ 地域外来・検査センターの設置 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

３ (新)後遺症対策事業 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

相談体制の強化

１ 県民相談窓口(コールセンター)の人員
　 体制の強化等

健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 078-362-9128  (内線3241)

２ まん延防止等重点措置・緊急事態措置
   等ｺｰﾙｾﾝﾀｰ体制の強化

企画県民部広聴課広聴相談班 078-362-3022  (内線2078)

入院医療費の公費負担 健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

区　　　　　分
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担　　当　　課 連　　絡　　先

地域医療体制の維持

１ 救急・周産期・小児医療機関の院内
   感染防止への支援

健康福祉部医務課企画調整班(医療体制担当) 078-362-4351  (内線3219)

２ 感染症対応医療機関への支援 健康福祉部医務課医療人材確保班 078-362-3606  (内線2713)

３ 感染した医師等の代替医師の派遣 健康福祉部医務課医療人材確保班 078-362-3606  (内線2713)

４ 休業等医療機関等に対する継続・再開
   への支援

健康福祉部感染症対策課新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策班 078-362-4095  (内線3191)

５ 感染症外国人患者受入れ設備の整備 健康福祉部医務課企画調整班(医療体制担当) 078-362-4351  (内線3219)

６ 入院医療機関等における外国人患者の
   受入れ体制の確保

健康福祉部医務課企画調整班(医療体制担当)
健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班

078-362-4351  (内線3219)
078-362-9128  (内線3241)

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のための県政の情報発信強化

１ スマートフォンアプリ広告による啓発 企画県民部広報戦略課広報戦略班 078-362-9023  (内線2063)

２ YouTube動画広告による啓発 企画県民部広報戦略課広報戦略班 078-362-9023  (内線2063)

３ インターネット広告による啓発 企画県民部広報戦略課広報戦略班 078-362-9023  (内線2063)

区　　　　　分
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事業名 新型コロナウイルス感染症への対応（福祉） 

予算額 

(千円) 
１，２３３，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

752,000 481,000 0 0 

事業 

内容 

 １ 感染等発生福祉施設の感染拡大防止・事業継続等の支援：614,000 千円 

   事業所等が感染防止対策やサービス継続等に際して生じたかかりまし経費を補助 

○ 対 象 施 設 高齢者施設、障害者施設、児童養護施設、救護施設等 

○ 対 象 経 費 施設の消毒・洗浄に要する経費、衛生用品の購入費用、人材   

の確保費用等 

 

 ２ 社会福祉施設における一時的受け皿等の確保：8,000 千円 

    入所施設等での集団感染の発生、在宅高齢者・障害者・児童の家族や保護者

の感染等に備えた一時的な受皿や受け入れ体制を引き続き確保 

   〇 施設入所者の一時的受皿の整備 

     入所施設での集団感染発生時に一時的な受皿を引き続き確保 

     ・受入対象 高齢・障害施設入所者(濃厚接触者)(政令・中核市含む) 

     ・内 容 感染発生施設又は近隣事業所等が入所サービスを提供 

   〇 保護者・介護者の感染等による一時的受入体制の整備 

     在宅高齢者、障害者を介護する家族等や児童の保護者等が感染等した場

合の一時的な受皿を引き続き確保 
 

区 分 
在宅高齢者・障害者一時的受

入体制整備 

一時保護所サテライト事業

の実施 

受入対象 

在宅認知症高齢者・知的障害

者等(濃厚接触者)(政令・中核

市含む) 

在宅児童(濃厚接触者) 

(児童相談所設置市(神戸・明

石市)除く) 

内 容 
受入施設、協力施設が他の利

用者から独立した場所で受入 

県が保護場所を借上げ、職員

等を派遣し一時保護 

 

 ３ 社会福祉施設における緊急時対応コーディネーターの設置：24,000 千円 

   感染発生等の緊急時において応援調整等を行うｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを県に設置 

   〇 設 置 数 
 

高齢者施設 障害者施設 こども家庭センター 

４人 ３人 ２人 
 
   〇 負 担 割 合 
 

高齢者施設 障害者施設 こども家庭センター 

基金 10/10 国 2/3、臨時交付金 1/3 国 1/2、臨時交付金 1/2 

 

 

 

 

 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P18 参照 
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事業 

内容 

  

 ４ 高齢者施設等への感染者発生時における支援：34,000 千円 

   病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があり、やむを得ず施設 

内療養する場合の、陽性者への健康管理に要する経費を補助 

〇 対 象 経 費 新型コロナウイルス感染症に係る健康管理に要する経費 

        (サービス費、居住・食事等費用は、介護保険給付費と利用

者自己負担で対応) 
 

 ５ 社会福祉施設等への応援職員派遣支援：2,000 千円 

   感染者が発生し、職員等の不足が生じた社会福祉施設等へ協力スキームを活

用して応援派遣した施設(派遣元)に対し、派遣に要する経費を支援 

   〇 対 象 施 設 兵庫県協力スキーム(※)に登録している社会福祉施設等 

                     ※社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症が発生したこ

とに伴って、介護サービス等を提供するための職員が不足す

る場合に当該施設等に他の施設職員が応援する仕組み 

   〇 支 給 額 13,000 円/日・人 
 

 ６ フォローアップ体制強化(介護・障害福祉サービスの実施)：50,000 千円 

   介護が必要な在宅高齢者・障害児が感染した場合において、入院前後の自宅 

療養期間中に、事業所等が当該高齢者・障害児に行う必要なサービスの提供に 

対し、協力金を支給 

   〇 協力金単価  
 

高齢者施設 障害者施設 

訪問介護   38 千円 

訪問看護   52 千円 

居宅介護支援 43 千円 

訪問系  76 千円 

訪問看護 52 千円 

相談系  36 千円 
    

 ７ 保育施設における新型コロナウイルス対応事業の実施：36,000 千円 

   認可外保育施設にかかるマスク等衛生資機材の購入を支援 

○ 対 象 経 費  

・職員が感染症対策の徹底をはかりながら保育を継続的に実施していく 

ために必要な経費(かかり増し経費、研修等) 

・マスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品購入 

○ 補助上限額 150 千円/箇所 

○ 負 担 割 合 国 1/2、県 1/2 

 

 ８ 生活困窮者自立支援金の支給：35,000 千円 

   緊急生活福祉資金の貸付が終了し、一定の所得要件等を満たす世帯等に対

し、自立支援金を支給 

○ 支 給 金 額 単身世帯：６万円/月 ２人世帯：８万円/月  

３人以上世帯：10 万円/月 

○ 支 給 期 間 ３ヶ月(３月末までに初回３ヶ月の支給を受け終える者

は、さらに３か月の再支給申請が可能) 

○ 申 請 期 間 令和３年７月１日～令和４年３月 31 日 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P18 参照 
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事業 

内容 

  

９ 事業を継続的に実施していくためのかかりまし経費等への支援：242,000 千円 

○ 対 象 経 費 ・職員が感染症対策の徹底を図りながら、業務を継続的に 

実施していくために必要な経費 

                 ・マスクや消毒液等の衛生物品や感染防止用の物品購入 

○ 補助上限額 
 

区  分 金  額 

放課後児童健全育成事業 

定員 19 人まで 300 千円/箇所 

定員 20 人～59 人 400 千円/箇所 

定員 60 人以上 500 千円/箇所 

延長保育事業 

定員 19 人まで 150 千円/箇所 

定員 20 人～59 人 200 千円/箇所 

定員 60 人以上 250 千円/箇所 

その他の事業(※) - 300 千円/箇所 

 ※利用者支援事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養 

育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児・

病後児保育推進事業、ファミリー・サポート・センター事業 

 

 10 (新)感染症対策のための簡易な改修にかかる経費：154,000 千円 

○ 対 象 施 設 地域子ども・子育て支援事業を実施する施設 

○ 対 象 経 費 感染症対策のための改修(トイレ、非接触型の蛇口の設置   

      等簡易なもの) 

○ 補助上限額 1,000 千円/箇所 

 

 11 放課後児童クラブ等における ICT 化の推進：34,000 千円 

   業務の ICT 化を推進するとともにオンライン研修等に必要な経費を支援 

○ 対 象 経 費 ICT 環境整備経費、研修のｵﾝﾗｲﾝ化に必要なｼｽﾃﾑ導入経費 

○ 補助上限額 500 千円/箇所 

 

※ 各施策の担当課・連絡先は P18 参照 
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＜新型コロナウイルス感染症への対応(福祉) 担当課室一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担　　当　　課 連　　絡　　先

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害政策班
健康福祉部障害福祉課障害福祉基盤整備班
健康福祉部ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課障害者就労支援班
健康福祉部児童課児童福祉班
健康福祉部地域福祉課生活保護班

078-362-9117  (内線3107)
078-362-9105  (内線2969)
078-362-3194  (内線2967)
078-362-3261　(内線3041)
078-362-3198  (内線2982)
078-362-3184  (内線2931)

健康福祉部高齢政策課基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害政策班
健康福祉部障害福祉課障害福祉基盤整備班
健康福祉部児童課児童福祉班

078-362-9117  (内線3107)
078-362-9105  (内線2969)
078-362-3194  (内線2967)
078-362-3182  (内線2927)

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害福祉基盤整備班
健康福祉部児童課児童福祉班

078-362-9117  (内線3107)
078-362-3194  (内線2967)
078-362-3182  (内線2927)

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班 078-362-9117  (内線3107)

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害政策班
健康福祉部児童課児童福祉班
健康福祉部地域福祉課生活保護班

078-362-9117  (内線3107)
078-362-9105  (内線2969)
078-362-3198  (内線2982)
078-362-3184  (内線2931)

健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班
健康福祉部障害福祉課障害政策班

078-362-9117  (内線3107)
078-362-9105  (内線2969)

健康福祉部こども政策課こども育成班 078-362-3199　(内線2994)

健康福祉部地域福祉課地域福祉班 078-362-3181  (内線2925)

健康福祉部こども政策課こども企画班 078-362-4198　(内線2864)

健康福祉部こども政策課こども企画班 078-362-4198　(内線2864)

健康福祉部こども政策課こども企画班 078-362-4198　(内線2864)

９ 事業を継続的に実施していくためのかかり
   まし経費等への支援

10 (新)感染症対策のための簡易な改修にかかる
   経費

11 放課後児童クラブにおけるICT化の推進

３ 社会福祉施設における緊急時対応ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
   の設置

４ 高齢者施設等への感染者発生時における支援

５ 社会福祉施設等への応援職員派遣支援

６ ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制強化
   (介護・障害福祉ｻｰﾋﾞｽの実施)

７ 保育施設における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対応事業の実施

８ 生活困窮者自立支援金の支給

２ 社会福祉施設における一時的受け皿等の確保

区　　　　　分

１ 感染等発生福祉施設の感染拡大防止・事業
   継続等の支援
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Ⅰ 新たな価値を生む経済の構築 
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１ 新型コロナウイルス対策 

事業名 （新）若者を対象とした「ひょうごスタートアップアカデミー（仮称）」の開設 

予算額 

(千円) 

６０，２３１ 

(法人県民税超過課税) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 60,231 0 0 

事業 

内容 

 社会課題の解決に向け、起業も含め主体的に取り組む若者を育成するため、県内

大学と連携した取組を拡充するとともに、県内各地の中高生を対象に、自ら課題を

発見し、解決策を考える実践型教育プログラムを実施 

 

 １ BizWorld プログラムのモデル導入：38,281 千円 

   県内の中学校・高校に、各学校の事情に応じて BizWorld(※)のプログラムを

モデル導入 

      ※起業家精神、ビジネス及び金融の基本について、実践を通じて学ぶ課題解

決型のアントレプレナーシップ教育プログラム 

 

 ２ 高校生を対象とするトライアルの実施：1,257 千円 

   日本政策金融公庫主催｢高校生ビジネスプラン・グランプリ｣に応募する県内

高校生を対象に、BizWorld の短期プログラムを実施 

   ○ 開 催 時 期 令和４年８月  

○ 開 催 場 所 起業プラザひょうご(神戸、尼崎、姫路)の３箇所 

   ○ 実 施 回 数 各箇所１回 

   ○ 参 加 者 数 30 人程度/回 

 

３ 県内大学と連携した起業人材育成：20,000 千円 

   大学生等を対象とした起業人材育成講座を実施(４大学) 

 

 ４ ひょうごスタートアップ甲子園(仮称)の開催：693 千円 

   BizWorld 受講者、県内大学と連携した起業人材育成事業の受講生を対象とし

たデモデイ(※)を開催し、ひょうご神戸コンソーシアム構成員等とのマッチン

グ機会を提供 

      ※事業計画を複数の投資家等に直接プレゼンテーションを行う場 
 
   ○ 開 催 時 期 令和５年３月  

○ 開 催 場 所 神戸市内(オンラインによる同時中継) 

   ○ 参 加 者 数 200 人程度 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 最終目標 
21 世紀型ｽｷﾙ(※)が伸びた生徒の 
割合(受講前後の調査により把握) 75％ 75％ 

海外における平均値である 75％ 
(R5 年度) 

    ※批判的思考、コミュニケーション能力、協調性、創造性の総称 

 

(見直し基準) 令和６年度における目標の達成状況を踏まえ、見直し検討    

担当課 産業労働部新産業課新産業創造班 連絡先 078-362-4157 (内線 3663) 

 

１ 産業競争力の強化 
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事業名 （拡）SDGｓチャレンジ事業の実施 

予算額 

(千円) 

５０，０００ 

(地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

12,500 25,000 0 12,500 

事業 

内容 

 グローバルな SDGs 課題解決に挑むスタートアップの事業構築や海外展開を、県・

神戸市・UNOPS 連携のもと支援するとともに、令和３年度から支援しているスター

トアップには、海外実証等への支援を継続 

 

 ○ 内   容 ・SDGs 課題解決に資するセミナー・イベント開催 

         ・有力なビジネスプランのブラッシュアップ 

         ・海外実証及び展開に向けた支援 等 

 ○ 対 象 企 業 30 社程度 

○ 実 施 手 法 民間委託 

  

(成果指標) 

海外実証企業数 15 社(令和４年度) 

担当課 産業労働部新産業課新産業創造班 連絡先 078-362-4156 (内線 3540) 
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事業名 （拡）起業家への支援 

予算額 

(千円) 

２４１，０４７ 

 一部地方創生推進交付金・地方創生臨

時交付金・一部法人県民税超過課税 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

100,954 140,093 0 0 

事業 

内容 

 多様な人材が活躍しやすい環境を整備するため、新たなビジネス創出に意欲的に

取り組む者による起業と成長を支援 

 

 ○ ポストコロナ枠の拡充 

   経済の再生・活性化を加速化させ新たな課題にも対応していくため、従来のポ

ストコロナ枠(一般枠)に加え、新たに「再チャレンジ枠」を設定 
 

区     分 一般枠 (新)再チャレンジ枠 

補 助 対 象 after/with コロナを見据えた

地域経済の再生・活性化に資す

る事業で起業する者 

コロナ禍等による起業に関す

る困難な経験を糧に、資金調達

の難しさ等に直面しながらも

起業に再チャレンジする者 

対 象 経 費 事務所開設費、初度備品費、広告宣伝費等 

補助上限額 100 万円 (空き家活用の場合、別途 100 万円) 

補 助 率 1/2 

補 助 件 数 30 件(うち空き家枠３件) 30 件(うち空き家枠３件) 

 

 (参考：見直し後の制度概要) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(成果指標) ※再チャレンジ枠 

補助件数(起業件数)30 件 
 
 
(事業終期) ※再チャレンジ枠 

令和４年度限り 

担当課 産業労働部新産業課新産業創造班 連絡先 078-362-4157 (内線 3663) 

 

一般枠 ふるさと枠 一般枠 東京23区 一般枠 再ﾁｬﾚﾝｼﾞ枠

超過課税 超過課税 国庫1/2 国庫1/2 国庫3/4 国庫10/10 国庫10/10

ﾎﾟｽﾄｺﾛﾅの地
域経済再生･
活性化に資
する事業

県外から県
内に移住・
起業する者

東京23区等
から県内に
移住・起業
する者

就職氷河期
世代

･起業経験者
であり、再
起業を目指
す者

起業に要
する経費
空き家

改修費用
移転経費 － 1,000千円以内 － － － － －

60件 20件 25件 5件 20件 30件 30件
※地域の課題解決に資する事業

1,000千円以内

対象者

対
象
経
費

件数

区分
①一般事業枠 ②社会的事業枠 ③就職氷河

期世代枠

財源

対象事業
「社会性」「事業性」
「必要性」の基準を満た
す社会的事業(※)

④ポストコロナ枠

地域経済の活性化に資する事業

有望なビジネスプランを有し、県内で起業する者

1,000千円以内
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事業名 （新）ポストコロナ再チャレンジ起業家の育成支援 

予算額 

(千円) 

２０，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

20,000 0 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍により起業に関する困難な経験を活かして再チャレンジを目指す起業

家を支援 

 

 ○ 対 象 者 過去に起業を経験し、再起業や新規事業立ち上げを目指している者 

 ○ 内   容 自らの定めたミッション、ビジネスモデル、事業計画までを 

一貫して練り上げていく、事業実現のためのプログラムを実施 

 ○ 実 施 場 所 起業プラザひょうご等 

 

 

（成果指標） 

指標名 R4 最終目標 

プログラム参加者の再チャレンジ起業

実行割合 
80% 

80% 

（R4 年度） 
 
（見直し基準）R4 年度の実施状況を踏まえ、R5 年度以降の実施を検討 

担当課 産業労働部新産業課新産業創造班 連絡先 078-362-4157 (内線 3663) 

 

事業名 （拡）県内コワーキングスペースのネットワーク構築 

予算額 

(千円) 

１，３５６ 

(法人県民税超過課税) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 1,356 0 0 

事業 

内容 

 県内コワーキングスペースの起業家・支援者によるオンラインコミュニティを構

築し、起業家同士の交流促進による協業・成長機会の創出や、県内外の起業家等の

県内コワーキングスペースの利用を促進 

 

 ○ オンラインコミュニティの構築 

運営者・利用者が参加できるオンラインコミュニティを形成 

  ○ 拠点間の連携イベントの実施 

各拠点で活躍する起業家や支援者、スタートアップとの協業を目指す企業等

が参加するイベントの実施 

 

 (成果指標) 

指標名 区 分 R4 R5 R6 最終目標 

異なる施設利用者間での共同事

業数(ビジネスマッチング数) 

目標 

(累計) 
１ ３ ５ 10 

 

 (見直し基準) ３年を目途に効果検証し、事業見直しを検討 

担当課 産業労働部新産業課新産業創造班 連絡先 078-362-4156 (内線 3540) 
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事業名 （新）ひょうご産業 SDGｓ推進宣言事業の実施 

予算額 

(千円) 

１１，４６２ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

11,462 0 0 0 

事業 

内容 

 ポストコロナ社会で、より企業に求められる SDGs の達成に向けて、取組を行う

中小企業の推進宣言登録制度の実施や、宣言企業等の取組を支援 

 

 ○ 内   容 ・県内中小企業に対する SDGs の普及啓発 

         普及ｾﾐﾅｰ等により、SDGs の必要性や先進事例を情報発信 

        ・SDGs 推進宣言を行う事業者への支援 

         ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる推進宣言の PR、HP 等での公表 等 

        ・県制度等による推進支援 

         SDGs 宣言の効率的な活用方法等のアドバイスのための専門家 

         派遣の実施 等 

 ○ 実 施 手 法 ひょうご産業活性化センターへ補助 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

推進宣言企業数 150 社 150 社 200 社 
累計 500 社 
(R6 年度) 

  
(事業期間)関西万博の開催される令和７年度を見据え、令和６年度までの３年間 

担当課 産業労働部経営商業課経営支援班 連絡先 078-362-3313 (内線 3515) 
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事業名 （新）地場産業における SDGｓの取組の推進 

予算額 

(千円) 

３６，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

36,000 0 0 0 

事業 

内容 

 ポストコロナ社会を見据え、SDGsの視点から地場産業のブランド価値を高め、地

場産品の魅力向上を図るため、産地組合による SDGsへの取組を支援 

 

○ 補 助 対 象 産地組合(SDGs宣言を行った産地に限る) 

 ○ 対 象 経 費  

   (SDGs準備支援)SDGs実施計画の策定、実施に向けての準備に要する経費 

          ・導入に向けた研究・仕組づくり・環境整備・ｿﾌﾄ作成経費 

          ・リーダー、推進人材の育成経費 

          ・設備導入経費 

          ・商品開発(モニタリング費用等含む) 

   (SDGs実践支援)SDGsの実践の取組に要する経費 

          ・SDGsの取組を見える化したコンテンツの作成費 

          ・SDGsの取組のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ費用(ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ活用、映像素材、SNS 等) 

          ・関連イベント開催、展示会出展費用等 

○ 補 助 金 額 上限 300 万円/件・年度(最長３年間) 

○ 補 助 率 定額 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

推進宣言産地数 12 15 18 
18 産地 
(R6 年度) 

  
(事業期間)関西万博の開催される令和７年度を見据え、令和６年度までの３年間 

 

 

(参考：2025 年大阪・関西万博に向けた取組・支援のロードマップ) 

 

担当課 産業労働部工業振興課産地皮革班 連絡先 078-362-3331 (内線 3580) 
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事業名 （新）商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業の実施 

予算額 

(千円) 
１１，２５０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 11,250 

事業 

内容 

 商店街活動に積極的に参加する若者や女性の空き店舗への新規出店への支援 

 

 ○ 補 助 要 件 出店後速やかに商店街団体に加盟し、団体活動に積極的に参加すること 

○ 対 象 経 費 店舗賃料、内装・ファサード工事に要する経費 

 ○ 補 助 率 県 1/6 市町 1/6 ※市町随伴義務 

 ○ 補 助 金 額 上限 75 万円 

 

(成果指標) 

指標名 
現状値 

(H30 年度) 

最終目標 

(R7 年度) 
商店街の活性化によるしごとの 

創出人数 76 人 各年 95 人 

商店街活動へ参加する若者の割合 12.0％ 
13.2％ 

(R7 年度) 

商店街活動へ参加する女性の割合 3.2％ 
6.6％ 

(R7 年度) 
  
(見直し基準) 令和７年度に目標の達成状況を踏まえ、見直しを検討 

担当課 産業労働部経営商業課商業活性化班 連絡先 078-362-3326 (内線 3563) 

 

事業名 （新）商店街インバウンドの再開支援 

予算額 

(千円) 
３，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 3,000 

事業 

内容 

 ポストコロナを見据えた訪日外国人旅行者の誘客促進の取組に対して支援 

 

 ○ 補 助 対 象 商店街・小売市場(任意団体を含む) 

○ 対 象 事 業 ・外国人向け広報活動(HP の多言語化等) 

         ・外国人向け受入環境整備(多言語ﾏｯﾌﾟ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ等) 

         ・おもてなし企画実施(外国人向けツアー等) 

 ○ 補 助 率 県 1/4 市町 1/4 ※市町随伴義務 

 ○ 補 助 金 額 上限 150 万円 

 

(成果指標) 

指標名 
現状値 

(H30 年度) 
最終目標 

直近３か年に外国人観光客が増加し
たと回答した商店街関係者の割合 16.2％ 

21.3％ 
(R7 年度) 

  
(見直し基準) 令和７年度に目標の達成状況を踏まえ、見直しを検討 

担当課 産業労働部経営商業課商業活性化班 連絡先 078-362-3326 (内線 3563) 
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事業名 （新）商店街地域コミュニティの拠点づくり 

予算額 

(千円) 
７，５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 7,500 

事業 

内容 

 ポストコロナを踏まえ、若者や学生、会社員等の新たな顧客層を呼び込むため、

空き店舗を活用したコミュニティカフェの設置等、地域住民のニーズに対応した地

域コミュニティ拠点づくりを支援 

 

 ○ 補 助 対 象 商店街・小売市場(任意団体を含む)、商工会議所・商工会、まち

づくり会社等 

○ 対 象 事 業 商店街の空き店舗を活用したコミュニティカフェ、まちゼミや

こども食堂等の地域コミュニティ拠点の設置に要する経費 

○ 補  助  率 県 1/2 市町 1/2 ※市町随伴期待 

 ○ 補 助 金 額 上限 250 万円(施設整備費:150 万円、賃借料:75 万円、活動費:25 万円) 

 

  (成果指標)  

指標名 
現状値 

(H30 年度) 

最終目標 

(R7 年度) 

来街者数の増加 8.9％ 11.8％ 

来街者層の多様性(学生・若者) 33.3％ 36.0％ 

来街者層の多様性(会社員) 36.2％ 42.9％ 
  
(見直し基準) 令和７年度に目標の達成状況を踏まえ、見直しを検討 

担当課 産業労働部経営商業課商業活性化班 連絡先 078-362-3326 (内線 3563) 
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事業名 （拡）中小企業 DX 人材育成リカレント教育事業の実施 

予算額 

(千円) 

１０，１００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

10,100 0 0 0 

事業 

内容 

 ポストコロナ社会の中で着実に成長していくため、不足する DX 人材を社員教育

で育成する中小企業を支援 

 

 １  AI 活用人材育成プログラムに対する補助：4,200 千円 

関西学院大学と日本 IBM 社が共同開発したプログラムの受講料を補助 

○ 実 施 主 体 (公社)兵庫工業会 

    ○ 補 助 対 象 県内中小企業者、経済団体 

    ○ 対 象 経 費 カリキュラム受講料(22,000 円/１科目・１人) 

○ 補 助 金 額 11,000 円 

○ 補 助 率 1/2 

   

 ２  (新)DX 人材育成プログラム(仮称)に対する補助：5,900 千円 

DX 人材育成のためのリカレント教育の分野・内容を拡充するため、兵庫県立

大学と連携し、新たなコンテンツを作成するとともに、当該コンテンツの受講

料を補助 

    ○ 実 施 主 体 (公社)兵庫工業会(ｺﾝﾃﾝﾂ作成・運用は兵庫県立大学へ依頼) 

    ○ 分 野 ３分野程度(ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ等) 

○ 補 助 対 象 県内中小企業者、経済団体 

    ○ 対 象 経 費 カリキュラム受講料(6,000 円/１分野・１人) 

○ 補 助 金 額 3,000 円 

○ 補 助 率 1/2 

   

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

DX 分野事業への参画割合(％) 30 30 30 30 

  

(事業期間)モデル事業として３年間支援。その後は各企業負担により実施。 

担当課 産業労働部工業振興課ものづくり班 連絡先 078-362-3334 (内線 3586) 
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事業名 中小企業向け制度融資の運用 

予算額 

(千円) 
６２４，４４１，０５０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 624,441,050 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍後の経済回復については先行き不透明感が強いことから、急激な経済状

況の悪化等のリスクに備え 5,000 億円の融資枠を確保し、伴走型経営支援特別貸付

の借換要件緩和及びコロナ対策資金の継続等により、中小企業の資金繰り支援に万

全を期すとともに、利便性向上のため貸付メニューの見直しを実施 

 

 １  融 資 枠  

コロナ禍前の融資枠の 1.5 倍となる 5,000 億円を確保 

 

２ 中小企業への資金繰り支援 

○ 令和４年度のコロナ対策資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ｢伴走型経営支援特別貸付｣の借換要件緩和 

中小企業者の返済負担軽減や早期の経営改善のため、金融機関がより伴

走支援しやすいよう、借換対象要件の緩和を実施 

 現 行 要件緩和後 

借換要件 
借換資金の 1/2 以上
は、県制度融資の借入
残高であること 

県制度融資 1/2 以上の要件を撤廃
(保証付プロパー融資の既往借入
金まで広く対象) 

 

３  貸付メニューの見直し 

中小企業者や金融機関が分かりやすいよう整理・統合を実施するとともに、他

資金で対応可能なものを廃止(次頁に詳細一覧) 

(コロナ対策資金を除くメニュー数：現行 40 ﾒﾆｭｰ → 23 ﾒﾆｭｰ) 
 
   ○ 新事業展開を行う場合の貸付メニューを事業応援貸付へ統合 

○ 設備投資を行う場合の貸付メニューを設備投資促進貸付へ統合 

○ 立地促進にかかる貸付メニューを拠点地区進出貸付へ統合 

○ 旅館等雇用対策貸付、金融変化対策貸付の廃止 

○ 経営の安定に支障が生じた場合の貸付メニューを経営円滑化貸付へ統合 

○ 災害発生時の貸付メニューを災害対応貸付へ統合 

○ 小規模事業者向けの貸付メニューを特別小規模貸付へ統合 

 

担当課 産業労働部地域金融室金融班 連絡先 078-362-4235 (内線 3546) 

 

 

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ(SN)保証
の別枠利用

0.7%
(0.8% ※1)

2.8億円
10年(2年)

以内

迅速な融資審査
金融機関所定
(0.8% ※1)

5,000万円

県制度融資の借換
0.7%

(0.8% ※1)
2.8億円

R4.4.1～
R5.3.31

保証料の一部補
助、金融機関の伴
走支援により早期
の経営改善を促進

0.9%
(0.2% ※2)

6,000万円
10年(5年)

以内

信用保証概　要
融資期間

(据置期間)
資　 金   名 実施期間

（※2）SN保証を利用する場合（一般保証を利用する場合：第5区分で0.60%）

④ 伴走型経営支援特別
　 貸付

融　資
限度額

（※1）SN保証を利用する場合（一般保証を利用する場合：第5区分で1.15%）

融資利率
(保証料率)

① 新型コロナウイルス
   対策貸付

② 経営活性化資金
10年(1年)

以内
③ 借換等貸付

R4.4.1～
当面の間

一般保証
SN保証4号
SN保証5号
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【参考：中小企業融資制度の貸付メニュー一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3当初 R4当初 R3当初 R4当初 R3当初 R4当初 R3当初 R4当初

億円 億円 - - ％ ％ 年 (月) 年 (月)

設備・運転 250 280 1億円 1億円 1.10 1.10 10 (24) 10 (24)

- 1億円 - 1.10 - -

- 1億円 - - -

-
　設　3億円
運　1億円

- - -

- 2億円 - - -

設備・運転 5 2.8億円 2.8億円 0.90 0.90 10 (24) 10 (24)

設備・（運転） 260 480 3億円
①：13億円
②：15億円
③：30億円

0.90 0.90 10 (24)
 ①：10(24)
 ②、③：
      15(24)

5 - 3億円 - 0.60 - 10 (24) -

110 -
設 15億円

運 5,000万円 - 0.60 -
設 15(24)
運 10(24) -

設備・(運転) 5 - 3億円 - 0.90 - 10 (24) -

5 - 3,500万円 - 0.60 - ７ (12) -

35 -
①：30億円
②：3億円 - 0.90 -

①：15(24)
②：10(24) -

設備 5 - 1,000万円 - 0.90 - ７ (12) -

運転 5 - 2億円 - 0.15 - ７ (12) -

設備 5 - 2億円 - 0.90 - 10 (24) -

設備 100 110 100億円 100億円 0.75 0.75 15 (24) 15 (24)

設備 10 -
5億円

(特認10億円)
- 1.05 - 10 (24) -

100 120 3,500万円 3,500万円 10 (12) 10 (12)

5 5 2,000万円 2,000万円 15 (36) 15 (36)

市
独
自

設備・運転 3 3 1億円 1億円

（拡張）
0.85

（雇用）
0.80

（拡張）
0.85

（雇用）
0.80

10(24)
7(24)

10(24)
7(24)

別途定める - -

設備・運転 - - 2.8億円 - 0.80 - 10 (24) -

設備・運転 60 500 2.8億円 2.8億円 0.70 0.70 10 (24) 10 (24)

60 制度終了 2.8億円 制度終了 0.70 制度終了 10 (24) 制度終了

500 制度終了 6,000万円 制度終了 0.70 制度終了 10 (60) 制度終了

250 制度終了 5,000万円 制度終了 0.70 制度終了 10 (24) 制度終了

設備・運転 5,250 2,000 6,000万円 6,000万円 0.90 0.90 10 (60) 10 (60)

運転 - 230 1億円 1億円 0.80 0.80 10 (24) 10 (24)

5 - - 0.80 - -

5 - - 1.50 - -

50 50 2億円 2億円 1.40 1.40 15 (60) 15 (60)

20 20 2.8億円 2.8億円 1.00 1.00
設 7 (12)
運 5 (12)

設 7 (12)
運 5 (12)

1億円 1億円 1.50 1.50 10 (12) 10 (12)

2.8億円 2.8億円 0.70 0.70 10 (12) 10 (12)

市
独自 別途定める 11 11

300 300
 企 5,000万円

 組 1億円
 企5,000万円

 組 1億円
1.50 1.50 10 (24) 10 (24)

80 80 3,000万円 3,000万円 1.50 1.50 1 1

設備・運転 50 50 2,500万円 2,500万円 1.40 1.40 7 (6) 7 (6)

設備・運転 10 - 2,000万円 - 1.20 - 7 (6) -

設備・運転 175 185 2,000万円 2,000万円 1.20 1.20 7 (6) 7 (6)

経営活性化資金 設備・運転
設 5,000万円
運 3,000万円

設 5,000万円
運 3,000万円

設 7 (12)
運 5（6）

設　7 (12)
運　5 (6)

経営活性化資金【ｺﾛﾅ対策】 運転 運 5,000万円 運5,000万円 10 (12) 10 (12)

運転 30 30
企 4,000万円
組 6,000万円

企 4,000万円
組 6,000万円

別途定める 別途定める 0.5 0.5

設備・運転 5 5 400万円 400万円 1.40 1.40

運転 1 1 400万円 400万円 1.20 1.20

60 60

10 10

8,000 5,000 － － － － － －

設備・運転

10 (24)

400万円 1.20

金融機関
所　　　定

 7 (12)

0.60 0.60

5,000万円

（経営円滑化貸付【ｺﾛﾅ対策】）
　　　保証料応援貸付

立
地
資
金

拠点地区進出貸付

産業団地進出貸付

経営革新貸付

事業応援貸付
新
分
野
進
出
資
金

防災促進貸付

設
備
投
資
資
金

事業承継支援貸付

旅館等雇用対策貸付

海外市場開拓支援貸付

第二創業貸付

商店街活性化貸付観
光
商
業
資
金

ﾃﾚﾜｰｸ・就労環境充実貸付

一
般
事
業
融
資

（経営円滑化貸付）
　　　災害対応貸付

小規模無担保貸付

無担保・無保証人貸付

特別小規模貸付

市
独
自

（経営円滑化貸付【ｺﾛﾅ対策】）
　　　伴走型経営支援特別貸付

経営円滑化貸付（通常分）

経
営
安
定
融
資

金融変化対策貸付

必要に応じ別途定める

65
金融機関
所   定

400万円 1.20

265

運 7（12）
設 7（18）

運 7（12）
設 7（18）

災害の規模・態様等に応じて、被災の都度迅速かつ適切に制度設計を行う

0.90

事
業
展
開
融
資

若者支援

無担保・無保証人

企業再生貸付

資金使途

運転

100

小規模事業

季節資金

長期資金　

活
性
化
資
金

経
営
安
定
資
金

設備・運転

借換・運転

融資限度額 融資利率
資　金　名

新技術・新事業創造貸付

融資枠 融資期間(据置)

設備・運転

合　　　計

小
規
模
資
金

開業
資金

小規模おうえん

こうべ挑戦企業支援貸付

借換
資金

短期資金　

経営力強化貸付

こうべ経済変動対策貸付

借換等貸付

運転

（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ資金）
     ユニバーサル推進貸付

受動喫煙対策整備貸付

新規開業貸付

空き店舗等再生貸付

（経営円滑化貸付）
　　　危機対応貸付

（経営円滑化貸付【ｺﾛﾅ対策】）
　　　ｺﾛﾅ対策貸付

（経営円滑化貸付【ｺﾛﾅ対策】）
　　　危機対応貸付
（経営円滑化貸付【ｺﾛﾅ対策】）
　　　ｺﾛﾅ対応資金

設備・運転

200

連鎖倒産防止貸付

借換等貸付【ｺﾛﾅ対策】

設備・運転

設備投資促進貸付
　①設備の新設・更新
　②BCPに基づく防災関連対策
　③ﾎﾃﾙの新築又は改修

観光・にぎわい応援貸付
(①:ﾎﾃﾙ・旅館、②:①以外)

再挑戦貸付

設備・運転

設備・運転

統合

統合

統合

統合

統合

統合

廃止

250

廃止
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事業名 （新）中小企業等における経営改善・成長力強化への支援 

予算額 

(千円) 

１，２０１，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,201,000 0 0 0 

事業 

内容 

 事業者の経営状況を熟知した金融機関が、地域の中小企業支援機関として事業者

に対して実施する金融・非金融両面の総合的な伴走支援に補助を行い、県･金融機

関が協調して事業者の経営改善を促進(R4 年度限り) 

 

 ○ 内   容 金融機関が、事業者(※1)に対して、｢伴走型経営支援特別貸付｣ 

と同程度(※2)の伴走支援を実施する場合に県が補助を実施 

 ○ 補 助 金 額 10 万円 

 

(※1)ゼロゼロ融資を受けた中小企業者･小規模事業者 

 

(※2)伴走支援の実施内容(例) 

     ・金融機関が事業者を選定 

   ・｢経営改善･成長戦略計画書(仮称)｣の作成支援 

   ・四半期に一度、事業者と面談、計画の実行状況に関する指導･助言 

    等フォローアップの実施 

   ・上記に基づき、｢フォローアップ報告書｣を作成     

担当課 産業労働部地域金融室金融班 連絡先 078-362-4235 (内線 3546) 

 

事業名 （新）先端半導体・次世代電池の技術開発の促進 

予算額 

(千円) 
２，７３０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,730 

事業 

内容 

 デジタル社会や脱炭素社会の実現に向け、本県に立地する科学技術基盤を活用

し、先端半導体・次世代電池分野での技術開発拠点の形成を促進 
 
 １ 先端半導体等技術開発拠点推進協議会(仮称)の設置：1,930 千円 

   関係機関の取組･成果を情報共有するとともに、強化方策を議論・提言する

ため協議会を設置(４回) 

   ○ 内   容 県科学技術基盤の活用･機能強化の方策、関係機関の連携方策等 

      ○ 参 画 機 関 理研、NIMS、京都大、県立大、放射光研究 C、FOCUS、NIRO、民間企業等 
 
 ２ 先端半導体・次世代電池シンポジウム(仮称)の開催：800 千円 

   県の技術開発の現状や潜在力をﾄｯﾌﾟｾｰﾙｽにより県内外に発信 

   ○ 時期･場所 ９月頃(予定)、神戸市又は姫路市(WEB とのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ開催) 

   ○ 対   象 全国の企業・大学等の研究者、技術者 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 
先端半導体･次世代電池
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの参加者数 

100 人 150 人 150 人 
県内取組の認知度向上に

よる拠点形成促進 
  
(見直し基準)令和６年度で終了(各年度の目標達成率 50％未満の場合、見直し) 

担当課 企画県民部科学振興課科学政策班 連絡先 078-362-3053 (内線 2212) 
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事業名 （新）おためし企業体験事業の実施 

予算額 

(千円) 

２８，４７８ 

一部地方創生推進交付金・ 

一部法人県民税超過課税 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

10,443 13,700 0 4,335 

事業 

内容 

 学生未来会議の意見等も踏まえ、首都圏在住求職者、就職氷河期世代等の不安定

就労者や未就職者等に対し、求職者の適性にあった企業への就職を支援 

 

 １ 企業体験：21,966 千円 
 

項 目 実施概要 

①ミニ体験コース 数時間～１日程度の職場見学、企業説明、社員との交流
会、就職支援セミナー等を実施 

②職場体験コース 数日間の職場体験(職場体験、業務実習等)を実施 

③おためし入社コース １週間～１か月程度の就業体験を実施 
体験後、企業と体験者双方の合意があれば本採用 

④オンライン体験コース コロナ禍を考慮し、オンラインでの企業説明、社員との
交流会や職場体験を実施 

⑤首都圏参加者向け支援 首都圏向け広報、セミナー開催を通じた転職希望者の掘
り起こしや、ニーズに合わせた個別調整、来県時のフォ
ローアップ等を実施 

 

 ２ 滞在支援オプション：2,112 千円 

   ○ 内 容 首都圏からの参加者に対し、体験中の短期滞在費及び来県

旅費を助成 

   ○ 補 助 率 1/2 

   ○ 補 助 金 額 短期滞在費：上限 12 万円/回(４千円/泊) 

           来 県 旅 費：上限２万円/回 

 

 ３ 企業インセンティブ：4,400 千円 

   ○ 内 容 職場体験等の受入企業に対する謝金を支給するとともに、

首都圏からの参加者及び就職氷河期世代の参加者を正規雇

用として採用した企業に対し支援金を支給 

   ○ 支 給 金 額 受入企業謝金：２万円/回 

           採用時の支援金：10 万円/人 

            

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

体験者数 500 人 500 人 500 人 500 人 500 人 
500 人 

(各年度) 

     ※就職者数については、体験者数の 10％(50 人/年)を目標 
 

(見直し基準)成果目標の目標年次の体験者数達成率 50％未満の場合、廃止。 

       また、就職者数達成率が 50％未満の場合に見直し。 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用推進班 連絡先 078-362-3227 (内線 3778) 

２ 兵庫で働く人材の確保・育成 
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事業名 （新）理工系人材の獲得促進 

予算額 

(千円) 
７，３８２ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 7,382 

事業 

内容 

 県内外の理工系大学及び学生と、県内の製造業を営む中小企業とのマッチング機

会を創出し、理工系人材の獲得を支援 

 

 １  就職情報交換会：2,228 千円 

県内の製造業を営む中小企業と県内外の理工系大学とのパイプを作るため、

オンラインによる就職情報交換会を開催 
 
 ２  学生との合同交流会：5,154 千円 

      理工系学生に県内の製造業を営む中小企業の魅力を知ってもらうため合同

交流会を開催 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
合同交流会参加企業 

への就職者数 0 10 人 10 人 10 人 10 人 
10 人 

(各年度) 

     ※合同交流会参加者数は毎年 100 人を目標 
 
(見直し基準)・合同交流会参加者数達成率が 50％未満の場合に廃止 

・１は理工系大学との就職支援協定を 10 校締結の場合に見直し 

・２は就職者数達成率 50％未満の場合に見直し 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用就労班 連絡先 078-362-3357 (内線 3717) 

 

事業名 
（拡）ひょうごテレワークサポートセンターの設置・ワーケーションの推進 

（ひょうご仕事と生活センター事業） 

予算額 

(千円) 

１６，４１６ 

一部地方創生臨時交付金 

一部法人県民税超過課税 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

11,288 5,128 0 0 

事業 

内容 

 ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽを全県的に推進するための取組を実施するとともに、ﾃﾚﾜｰｸの導入

を支援するためのｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの設置や、ﾜｰｹｰｼｮﾝの推進を実施 

 

 １ (新)ひょうごテレワークサポートセンターの設置：15,650 千円 

企業等におけるテレワークの導入から定着までのサポートを総合的に実施す

るため、ひょうご仕事と生活センターにテレワークサポートセンターを設置 

    ○ 内   容 県内３箇所(神戸、尼崎、姫路)に配置した ICT ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰに 

よる相談対応(業務の切出し、導入部署・業務の相談、先進 

事例の紹介等)及びセミナー・体験会の実施 

 

 ２ (新)ワーケーションの推進：766 千円 

県内企業におけるワーケーションの機運醸成を図り、多様で柔軟な働き方を

推進するため、普及啓発や相談員派遣を実施 

   ○ 内 容 ワーケーションセミナーの実施、ニーズに応じて随時相談

員を派遣 

担当課 産業労働部労政福祉課労政企画班 連絡先 078-362-4119 (内線 3780) 
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事業名 （新）ひょうご女性活躍推進企業認定制度の創設 

予算額 

(千円) 
１，０９６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

548 0 0 548 

事業 

内容 

 県内企業における女性活躍推進に向け、更なる気運醸成やｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟを後押しす

るため、現在の取組状況を段階的に認定し、｢見える化｣するための制度を創設 

 ○ 内 容 認定基準検討委員会の実施(２回)、認定マークの作成、 

         企業への制度説明会の実施 
 
(参考)認定制度の考え方 

・基準(採用、継続勤続年数、管理職比率等)ごとの達成状況を見える化し、一

定の要件を満たした企業を認定し、県ホームページ等で PR 

・認定企業は認定マークの活用によりイメージアップを実施 

・特に優良な認定企業については表彰を実施 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標 
民間等における 
女性管理職比率 

20％   25％ 
25％ 

[R7 年度] 
 
(見直し基準)令和７年度まで 

        ※最終目標は「ひょうご男女いきいきﾌﾟﾗﾝ 2025」の目標であり、次期計画策定時に見直し 

担当課 企画県民部男女家庭課男女共同参画班 連絡先 078-362-3169 (内線 2797) 

 

事業名 カムバックひょうごハローワークの設置・運営 

予算額 

(千円) 
９，８８８ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 9,888 

事業 

内容 

東京圏における移住情報発信と UJI ターン促進の拠点である｢カムバックひょう

ご東京センター｣に地方版ハローワークを併設し、首都圏等からの UJI ターン促進

のため、UJI ターン就職希望者と県内企業とのマッチングを推進 

 

 ○ 内   容 ・兵庫県内への就職希望者に対し、国ハローワーク求人情報等

を基にした職業相談・職業紹介 

         ・首都圏の大学と連携した県内企業の広報 

         ・首都圏で開催される就職関連行事で行う職業紹介 

         ・関連機関と連携した就職支援情報の提供 等 

 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用推進班 連絡先 078-362-3227 (内線 3778) 
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事業名 求人情報を提供するマッチングサイトの運営 

予算額 

(千円) 

１０，９４９ 

(地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

5,474 0 0 5,475 

事業 

内容 

｢ﾁｬﾚﾝｼﾞ HYOGO 就職大作戦｣関連施策情報及び県内企業の魅力、求人情報を掲載

する｢ひょうごで働こう！マッチングサイト｣の広報力を強化し、県内就職を促進 

 

○ 内 容 ・サイトと連動したスマホアプリを活用した情報発信 
・大手民間求人サイトとの連携や、検索連動型広告の活用 
・就職支援協定締結大学の学生等に対する広報 
・求人広告作成に関するセミナーの開催や、サイト内ページ作

成に係る個別指導・作成支援等の企業支援の実施 
○ 掲 載 情 報 ・ひょうご応援企業、ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽ認定企業等の求人情報 

・県内企業の魅力紹介 

・｢チャレンジ HYOGO 就職大作戦｣関連施策情報 等 
          

 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用推進班 連絡先 078-362-3227 (内線 3778) 

 

事業名 UJI ターン就職のための合同企業説明会等の開催 

予算額 

(千円) 
１４，７６６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 14,766 

事業 

内容 

就活生のための合同企業説明会や、県外の大学に進学した県内出身学生に対し

ての県内企業の魅力を発信するためのフェアを開催 

 

○ 合同企業説明会 

   ・開催場所 大阪市内：２回(６月、３月) 

    ・参加企業 ひょうご応援企業(※)等 

         ※県が登録する、県内で就職を目指す若者を積極的に採用する企業 

    ・対 象 者 就職活動中の大学等卒業予定者及び既卒 3年以内の者 

・内 容 県内企業による就職説明会を開催し、企業と本県出身者のマッ

チングの場を提供 

 

○ 県内企業の魅力発信フェア 

   ・開催場所 神 戸 市 内：１回(夏休み期間中) 

ＷＥＢ方式：１回(冬頃) 

    ・参加企業 ひょうご応援企業(※)等 

         ※県が登録する、県内で就職を目指す若者を積極的に採用する企業 

    ・対 象 者 主に大学３年生 

・内 容 就職活動の本格的な開始前から、県内出身学生が県内企業の魅

力を知るための場を提供 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用就労班 連絡先 078-362-3357 (内線 3717) 
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事業名 （拡）コロナ就職氷河期対策支援としての合同企業説明会の実施 

予算額 

(千円) 

１０，８６２ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

10,862 0 0 0 

事業 

内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により就職活動が困難な状況にある学生を支

援するため、企業と学生等のマッチングを実施 

 

 ○ 開 催 場 所 ＷＥＢ方式：１回(５月) 

神 戸 市 内：２回(10 月、12 月) 

  ○ 参 加 企 業 ワーク・ライフ・バランス表彰・認定企業(※)等 

          ※認定企業：ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの推進に関して、一定の基準に達した企

業をひょうご仕事と生活センターが認定 

           表彰企業：認定企業のうち、先進的・模範的な取組を行い、顕著な 

効果を上げている企業を政労使三者で表彰 

  ○ 対 象 者 大学等卒業予定者及び概ね３年以内の既卒者(早期離職者含む) 

○ 内 容 新型コロナウイルスの影響で就職活動に苦慮している学生等に

対し、企業とのマッチングの場を提供 

 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用就労班 連絡先 078-362-3357 (内線 3717) 

 

事業名 （拡）女子学生と企業のプレマッチングへの支援 

予算額 

(千円) 
７，０２６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 7,026 

事業 

内容 

次代を担う女子学生が、就職活動前からライフプランを考慮したキャリアプラ

ンニングに取り組むことを支援し、県内での就職を促進 

 

 ○ 内   容 ・連絡会議の開催 

         ・実行委員会の開催 

          県内 36 大学及び近隣府県大学の女子学生が参画し、女性が働きやす

い企業の研究や、有識者からのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、企業人事担当者との対話を

通して、ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝを考慮したｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞに取り組むことを支援 

         ・フォーラムの開催 

          企業研究の成果発表や企業の事例紹介、啓発のための講話な

どを行うﾌｫｰﾗﾑを実施 

         ・キャリアプラン形成支援 

          企業研究に参加する女子学生に対し、個別のｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの

ための相談・指導を実施 

         ・県内企業経営層との座談会 

          神戸経済同友会と連携し、県内企業の経営層と企業研究に参

加している女子学生との座談会を実施 

担当課 産業労働部労政福祉課雇用就業室雇用就労班 連絡先 078-362-3357 (内線 3717) 

 



38 

 

 

 

 

事業名 （新）新観光戦略の推進 

予算額 

(千円) 

２，０８３ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,083 0 0 0 

事業 

内容 

 現行のツーリズム戦略(2020～2022 年度)策定時からのコロナ禍によるインバウ

ンドの消失や旅行志向の変化等に対応し、2025 大阪・関西万博の開催など誘客拡大

の好機を捉え、新たな観光戦略を策定 

 

 １  新観光戦略推進会議の開催：733 千円 

   ○ 委 員 数 17 名(学識、観光事業者(宿泊、旅行、物産、交通)、観光 

地域づくり団体等) 

    ○ 開 催 回 数 ２回 

 

 ２  県内主要観光地魅力度調査：1,350 千円 

県内を訪れた国内旅行者の訪問動機、訪問先、満足度、リピーター率等の調  

  査を実施 

    ○ 実 施 手 法 (公社)ひょうご観光本部へ補助 

 

担当課 産業労働部観光企画課企画調査班 連絡先 078-362-3317 (内線 3529) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 新たな観光戦略の構築・推進 
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事業名 （新）ユニバーサルツーリズムの推進 

予算額 

(千円) 

１２，８９８ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

12,898 0 0 0 

事業 

内容 

高齢者や障害者等、移動や宿泊などに困難を伴う者が旅行しやすい観光県を実現

するとともに、コロナ禍で需要が大きく消失した観光産業の成長を図るため、ユニ

バーサルツーリズムを推進 

 

１ 全県的な受入体制の強化：6,922 千円 

   ○ ひょうごユニバーサルツーリズム推進連絡会の設置(開催回数：５回) 

   ○ 人材育成の充実 

・ユニバーサルツーリズム相談コンシェルジュの育成 

旅行者や観光事業者からの相談に応じて、企画調整する能力を有す      

      るコンシェルジュを育成 

        (ｱ)対象者 旅行業者、観光協会、地域の UT 拠点等 

        (ｲ)内 容 座学講習 ４日、ワークショップ ２日 

     ・観光地人材のおもてなし力強化 

宿泊施設等観光産業に関わる経営管理層の理解と実践を促すトップ

セミナーを開催するとともに、従業員に対し、高齢者・障害者への接

し方等おもてなし力習得に関するセミナーを実施 

        (ｱ)対象者 宿泊施設、観光施設、飲食店、お土産店、ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ事業者等 

        (ｲ)回 数 16 回(ﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ１回、障害区分３テーマ×５地域) 

○ 宿泊施設のソフト対策支援 

高齢者・障害者が安心して滞在する上で障壁となる、ハード面以外の課題

を解消するための宿泊施設の取組を支援 

     ・補助対象 宿泊施設(UT 取組宣言を行い、かつ、基準を満たす宿泊施設) 

・対象経費 聴覚障害者向けﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ・筆談ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等備品購入費、従業員

接遇資格取得経費 等 

・補助金額 上限 30 万円 

・補 助 率 1/2 ※市町随伴期待 
 
２  ユニバーサルツーリズムの拡大に向けた情報発信：5,976 千円 

   ○ 新制度の周知 

宿泊施設認証や UT 相談コンシェルジュ等の新制度を発信するため、ロゴ

マークデザインの公募及びリーフレットの作成を実施 

   ○ モニターツアーの実施 

具体性を持って PR するため、障害区分に応じたモニターツアーを実施 

   ○ 旅行者・観光業者へ訴求する冊子・動画の制作 
 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

認証宿泊施設数 10 施設 10 施設 10 施設 30 施設(累計) 
 
(見直し基準)条例制定の検討と並行して取組結果を検証し、２～３年を目途に見直し 

担当課 産業労働部観光企画課企画調査班 連絡先 078-362-3317 (内線 3529) 
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事業名 （新）ホテル・旅館バリアフリー改修の促進 

予算額 

(千円) 
１８，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

9,000 0 0 9,000 

事業 

内容 

 高齢者や障害者をはじめとする全ての人が、行きたいところに旅行しやすくなる

よう、既存のホテル等のバリアフリー改修を支援 

 

 〇 補 助 対 象 既存のホテル等を営業する事業者 

 〇 補 助 要 件 ・福祉のまちづくり条例に規定する特定施設整備基準(※１)以

上のバリアフリー化を実施 

・チェック＆アドバイス制度(※２)を活用 

  〇 対象事業費 改修設計：上限   500 万円 

改修工事(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事有り)：上限 3,600 万円 

    (ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事無し)：上限 1,600 万円 

 ○ 負 担 割 合 県 1/4、市町 1/4 ※市町随伴義務、事業者 1/2 

 

(※1)特定施設整備基準例 

 

 

 

 

 

 

(※2)チェック＆アドバイス制度 

設計時や工事完了後に、障害者等の利用者及び専門家によるバリアフリー

チェックと改善のアドバイスを実施 

 

 

担当課 県土整備部都市政策課都市政策班 連絡先 078-362-4298    (内線 4729) 

 

整備箇所 整備内容（一部抜粋）

スロープ
・勾配は1/12を超えないものであること
・高さ75㎝以内ごとに踊場を設けること

エレベーター
・出入口の幅は80㎝以上であること
・籠の幅は140㎝以上かつ奥行き135㎝以上であること

一般客室
(R4追加)

・客室までの1以上の経路をﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化すること
・客室の出入口幅を80㎝以上とすること
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事業名 （新）兵庫デスティネーションキャンペーンの展開 

予算額 

(千円) 

７５，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

75,000 0 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍により深刻な影響を受けた兵庫観光の再生を図り、兵庫ブランド力の強

化を図るため、令和５年度に予定されている｢兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ｣をプレ実施 

 

 ○ 事 業 主 体 兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会 

 ○ テ ー マ 「兵庫テロワール旅－ 私の感動、その先へ。 －」 

 ○ 総 事 業 費 ３億円 

 ○ 負 担 割 合 県：市町＝1：1 

 ○ 実 施 方 法 兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会へ負担金支出 

 ○ 全体スケジュール 
 

年度 時期 主要事業 

令和３年度 秋～ 
・推進協議会の設立 

・全国宣伝販売促進会議の準備開始 

令和４年度 夏～ 
・プレキャンペーン(JR 西日本と実施) 

・全国宣伝販売促進会議の開催 

令和５年度 夏(7～9 月) ・本キャンペーン(JR６社と実施) 

 

○ 全体事業内容 
 

区 分 主な実施内容(予定) 

①兵庫五国の風土に根ざし

た体験メニューの提供 

・観光素材集制作 

・「兵庫テロワール旅」体験コンテンツプロモーション 

②兵庫五国の風土に根ざし

た｢食｣のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

・JR ｸﾞﾙｰﾌﾟ連携「食」ﾌｪｱの開催 

・兵庫県産品を活用したお弁当等の開発 

③｢兵庫来訪｣と｢五国周遊｣

の利便性向上 

・「観光列車」運行・｢特別ｸﾙｰｽﾞ｣運航 

・バス等を活用した２次ｱｸｾｽの充実 

④｢県民総参加｣のおもてなし ・兵庫県民お勧めの Instagram 等投稿等によ

る WEB ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

⑤｢旅ｽﾀｲﾙの多様化｣への対応 ・全国販売促進会議の開催 

・専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ｲﾍﾞﾝﾄｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ制作 

⑥兵庫観光の｢ﾘﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ｣ ・PR 動画作成 

・５連ﾎﾟｽﾀｰ、販促ﾉﾍﾞﾙﾃｨ制作 

・YouTubeでの｢食｣をテーマとした番組の配信 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 最終目標(R5) 
主要観光施設 

観光客入込客数 
(ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ前の対前年同期比) 

110％ 110％ 110％以上 

 
(事業終期)令和５年度(キャンペーン終了年)まで 

担当課 産業労働部観光推進課誘客促進班 連絡先 078-362-3340 (内線 3570) 
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事業名 （新）観光・特産品の首都圏プロモーションの実施 

予算額 

(千円) 

１０，６３２ 

(国庫:地方創生臨時交付金) 

(特定:事業者負担) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

8,632 2,000 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍により打撃を受けた県内観光・地場産業等の需要回復に向け、大阪・関西万博に

おけるフィールドパビリオン展開を見据えた、上質かつホンモノ志向の｢ひょうごブランド｣

確立を図るため、新たな観光・特産品の首都圏プロモーションをモデル事業として実施 

 

 １  兵庫ブランド向上事業の展開：8,314 千円 

コンサルティング機能を有する民間事業者と連携し、兵庫ブランド構築のた

めのプロモーションを実施 

    ○ 内 容 首都圏富裕層をターゲットにしたテストマーケティング、 

商品改良・BtoB 販路拡大等(３か月×２期) 

    ○ 想 定 品 数 20 品目程度(３か月ごとに入れ替え)/１期 

   ○ 実 施 手 法 民間事業者へ委託 

 

 ２  兵庫ブランドをアピールする首都圏イベントの実施：2,318 千円 

   五国のブランディングに繋がる上質な商品をアピールするため、四季ごと 

  に、首都圏の百貨店等でのプロモーションを実施 

○ 内 容 販売・観光 PR ブースの設置(２週間×４回) 

○ 想 定 品 数  100 品目程度 

○ 実 施 手 法 民間事業者へ委託 

 

  

(成果指標) 

指標名 区 分 R4 

県産品購入後のアンケート 
県産品の購入前後で、兵庫のイメージ

が向上した人の割合  
30％ 

生産者や専門事業者の web

サイトアクセス数 

生産者や専門事業者 web サイトの県産

品情報へのアクセス数増加率 
5％ 

  

(見直し基準)令和４年度限り(令和５年度以降は、令和４年度の成果を分析し検討) 

担当課 産業労働部観光推進課誘客促進班 連絡先 078-362-3340 (内線 3570) 
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事業名 （新）ふるさと桜づつみ回廊プロジェクトの実施 

予算額 

(千円) 

３，５６５ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

3,565 0 0 0 

事業 

内容 

 インバウンド観光の需要回復を図るとともに、大阪･関西万博来場者の周遊促進を図るた

め、本県の瀬戸内海から日本海まで周遊・滞在するインバウンド向け広域ルートを開発 
 
 【ふるさと桜づつみ回廊】 

  河川環境整備の一環として、公募により県民が植樹した桜づつみ。 

  瀬戸内海から日本海へ縦断するその規模は日本一(170km、５万本)。 
 
 ○ 内 容 

   ・回廊ルートの現地調査 

    (ｱ)観光資源調査 桜開花、新緑、紅葉の３シーズンで実施 

     (ｲ)道路状況調査 貸切大型バス、E-bike による沿線試走 

   ・植樹した地元県民のストーリー調査 

   ・モデルルート制作・動画制作等 

 ○ 実 施 手 法 民間事業者へ委託 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標(R6) 

旅行商品の造成 － － ３ ３ 
 
(見直し基準)令和６年度で終了 

担当課 産業労働部観光推進課誘客促進班 連絡先 078-362-3340 (内線 3570) 

 

事業名 （新）大阪･関西万博を見据えた水上交通観光圏の形成(令和の北前船プロジェクト) 

予算額 

(千円) 

１８，２６１ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

18,261 0 0 0 

事業 

内容 

 インバウンドの本格回復に向け、水上交通観光圏を形成し、2025 大阪・関西万博

来場者の兵庫周遊を促進 
 
 １  自治体・DMO プロジェクトチームの設置：397 千円 

○ 構 成 案 ひょうご観光本部、関西観光本部、兵庫県 等 

○ 開 催 回 数 ９回 
 
 ２  インバウンド向けモデルツアーの造成：12,679 千円 

    ﾓﾃﾞﾙﾂｱｰ造成(２本)、ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、ﾌｧﾑﾄﾘｯﾌﾟ・ﾓﾆﾀｰﾂｱｰの実施 
 
 ３  動画制作、情報発信等：5,185 千円 

    ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ動画放映、旅行記制作等 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標(R7) 

造成ツアー数 ２ ２ ２ ２ ２ 
 
(事業終期)令和７年度 

担当課 産業労働部観光推進課誘客促進班 連絡先 078-362-3340 (内線 3570) 
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事業名 （新）友好・姉妹州省との周年記念事業等の実施 

予算額 

(千円) 
６，７３０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 6,730 

事業 

内容 

 

 １  広東省友好提携 40 周年記念事業の実施：4,180 千円 

○ 実 施 時 期 令和４年秋頃(予定) 

    ○ 場 所 広東省、香港 

○ 内   容 広東省政府との交流協議、経済交流事業の実施 等 

 

 ２  友好・姉妹提携先等からの訪問団の受入：2,550 千円 

    ○ 受入予定地方 ５地方 

           広東省(中国)、西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)、ﾊﾟﾗﾅ州(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)、 

           ｼｭﾚｽｳﾞｨﾋ・ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ州(ﾄﾞｲﾂ)、ｱﾝﾄﾞﾙ・ｴ・ﾛﾜｰﾙ県(ﾌﾗﾝｽ) 

      ○ 内 容 歓迎行事の開催 

担当課 産業労働部国際交流課交流企画班 連絡先 078-362-9017 (内線 2101) 
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事業名 （新）スマート農業技術のマッチングの推進 

予算額 

(千円) 

５，１００ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,550 0 0 2,550 

事業 

内容 

 産地がスマート技術を活用し、課題解決や経営改善が進むよう、技術情報を集約・

発信し、産地に沿った助言・提案を出来る仕組みを構築 

 

 １ プラットフォーム専用サイトの開設：1,558 千円 

   ○ 内   容 県立農林水産技術総合センターの HP に専用ページを開設 

           ・スマート技術を有する企業の登録と技術を公開 

                 ・産地の課題を公開し、登録企業からの技術提案を募集 等 

   

 ２ アドバイザーによる情報分析・マッチング：2,100 千円 

   ○ 内   容 スマート技術の知見を有するアドバイザーによる支援 

           ・上記専用サイトに登録された産地及び企業の確認･分析･評価 

                  ・産地と企業のマッチング(産地・企業連携ｸﾞﾙｰﾌﾟを立ち上げ) 

      ○ 実 施 回 数 産地確認 20 地域/年、マッチング５地域/年 

 

 ３ 産地・企業連携グループの支援：1,442 千円 

○ 内   容 ・マッチングが成立したグループにアドバイザーが入り、 

生産者への技術活用助言、企業への技術改善を提案 

                  ・アドバイザーによる普及指導員等への研修 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 
スマート農業技術 
導入ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 ５ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

各農業改良普及ｾﾝﾀｰ管轄(13)あ
たり 1～２箇所の設置(R6 年度) 

  
   農林水産ビジョン 2030 

スマート農業 

技術導入面積 
R1 R2 R3 R4 R7 R12 

土地利用

型作物 

目 標 - 1,800ha 2,640ha 3,480ha 6,000ha 12,000ha 

実績(見込) 959ha 1,328ha 2,640ha 3,480ha 6,000ha 12,000ha 

達成率 - 74% 100% 100% 100% 100% 

施設園芸

作物 

目 標 - 21ha 25ha 29ha 41ha 60ha 

実績(見込) 14ha 20ha 25ha 29ha 41ha 60ha 

達成率 - 95% 100% 100% 100% 100% 

 

(見直し基準) 令和６年度に目標未達成の場合は、見直し検討 

担当課 農政環境部総合農政課農林水産政策班 連絡先 078-362-3424 (内線 3994) 

 

４ 農林水産業のさらなる振興 
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事業名 （新）県産農林水産物流通・販売の拡大 

予算額 

(千円) 

８，１８３ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

4,091 0 0 4,092 

事業 

内容 

 関西圏大消費地での県産品取扱量の増加を図るため、販路拡大や県産農林水産物

の認知度向上に向けた取組を実施 
  
 １ 県内広域配送モデルの形成：1,848 千円 

   量販店等への搬入の試験的配送の支援により、量販店等への搬入を促進し、 

小規模農家の生産拡大を図る 

 ○ 実 施 主 体 農林漁業者が３戸以上で組織する団体、農協、漁協 等 

 ○ 内   容 ・量販店等へ安定供給できる集荷･配送ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾄ構築の実証実験 

         ・店頭販売員等による試食販売、商品 PR 

 ○ 補 助 率 1/2 
 
 ２ 県外新規市場の開拓：1,403 千円 

   小規模産地の出荷市場を関西圏に拡大し、県産品の流通増加の実現により、 

  小規模産地の生産量拡大を図る 

   ○ 実 施 主 体 ①県 ②JA 等生産者団体(委託) 

   ○ 内   容 ①新規市場とのマッチング 

            ・産地との意見交換、県外市場関係者との調整 等 

           ②産地から市場への供給体制の実証 

            ・上記で高評価の農産物について、関西圏への供給ﾙｰﾄを構築 

             (２産地を想定(黒大豆枝豆、ほうれん草)) 
  
 ３ 関西圏外食チェーン店等と連携した県産品の活用促進：4,932 千円 

   外食チェーン店等で一斉フェアを開催し、県産農林水産物の認知度向上や、 

  ファンを増やすことにより、消費拡大を促進 

   ○ 外食チェーン店での兵庫県フェア開催 

     ・内  容 県産物を使用したﾒﾆｭｰ開発、ﾌｪｱ実施の店への働きかけ 等 

     ・実施場所 ﾌｪｱ開催可能外食チェーン１社程度 

   ○ スイーツ店等での兵庫県食材フェア開催 

     ・内  容 県食材によるｵﾘｼﾞﾅﾙﾒﾆｭｰを開発･提供する店を公募し、一定 

期間の提供実施 等 

     ・実施場所 神戸、阪神間(大阪含む)の飲食店、ｽｲｰﾂ店等(30 店舗程度) 

      ○ 負 担 率 1/2(1/2 は美味し風土拡大協議会負担) 
 
 ４ 関西圏量販店等での PR イベント等(DC と連携して実施） 
 
 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

直売所･ｲﾝｼｮｯﾌﾟの 
利用者数 3,220 万人 3,340 万人 3,460 万人 

3,460 万人 
(R6 年度) 

関西圏(大阪)の卸売市
場における県産割合 3.2％ 3.3％ 3.3％ 

減少傾向にある県産割合を 
上昇に転換(R5 年度) 

 

担当課 

１ 農政環境部消費流通課ブランド戦略班 

２        食の安全・ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ班 

３，４         ブランド戦略班 

連絡先 

078-362-3486 

078-362-3443 

078-362-9213 

(内線 4028) 

(内線 4049) 

(内線 4044) 
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事業名 （新）県産野菜新産地の拡大支援 

予算額 

(千円) 
５，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 5,000 

事業 

内容 

 県産野菜の生産拡大と供給力の底上げを図るため、小規模産地が行う規模拡大の

取組を支援 

 

 ○ 補 助 対 象 新産地拡大計画を策定し、県が実現可能性を確認した産地に 

         おいて、品目生産活動に取り組む農業者等 

 ○ 対 象 経 費 生産管理用機械、出荷調整用機械等購入経費 

 ○ 補 助 金 額 上限 200 万円(補助率 1/3) 

 

(成果指標)R10 年度に新たに５産地を県指定産地規模に拡大 

指標名 R4 R5 R6 R7 R10 

野 菜 
生産量 

重量野菜 

(産地あたり) 
11.0t 17.5t 24.0t 30.5t 50.0t 

軽量野菜 

(産地あたり) 
9.4t 12.0t 14.6t 17.2t 25.0t 

  
(見直し基準) 中間年(令和７年度)で達成率が目標の 80％に満たない場合は事業廃止 

担当課 農政環境部農産園芸課農産班(野菜担当) 連絡先 078-362-3445 (内線 4055) 

 

事業名 （新）県産農作物の生産転換・拡大への支援 

予算額 

(千円) 
１１，９９７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 11,997 

事業 

内容 

 農業経営の安定化を図るため、主食用米よりも収益性が高く、県内事業者から増

産の要望が多い、麦・大豆・飼料用米等に転換を図る農業者を支援 

 

 ○ 補 助 対 象 麦、大豆、飼料用米等を新たに作付けする農業者 

 ○ 補 助 内 容 新たに作付けした面積に応じた補助 

 ○ 補 助 率 定額補助(5,000 円/10a) 

                 ※県が補助する場合、同額を国から直接支援 

 

 

(成果指標)計画的転換を進め、需要を満たす作付面積 600ha 増、農業者 300 人の増 

指標名 R4 R5 R6 

麦、大豆、飼料米等 

作付け面積 
200ha 200ha 200ha 

経営の安定化が 

図られる事業者数 
100 人 100 人 100 人 

  
(事業終期) 令和６年度に終了 

 

担当課 農政環境部農業経営課集落農業活性化班 連絡先 078-362-3407 (内線 3940) 
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事業名 （新）学校給食における県産食材の供給拡大 

予算額 

(千円) 

８，５３０ 

(地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

4,265 0 0 4,265 

事業 

内容 

 学校給食での県産品活用をさらに促進するため、アドバイザーの活用等により、

学校給食での県産品使用割合の増加を図る 
 
 １ 学校給食アドバイザーの派遣：1,700 千円 

 生産者側と給食側それぞれの課題やニーズを調整するためのアドバイザー 

を市町に派遣し、県産食材の供給体制の構築を図る 

〇 対   象 市町(10 市町) 

   〇 派 遣 回 数 最大６回/市町 

   ○ 派 遣 者 農食連携コーディネーター、食育サポーター 等 
 
 ２ 情報交換・成果発表会の開催(１回)：102 千円 

   アドバイザー派遣で得られた成果を共有、需給調整、取組拡大を促進 

   ○ 内   容 成果発表、今後の取組の提案(県域での需給調整等) 

   ○ 対 象 者 アドバイザー、農業関係者、学校関係者等 
 
 ３ 学校給食ファームの育成：1,233 千円 

   学校給食で利用頻度が高い野菜について、規格の統一されたものを安定・ 

  継続的に供給できる生産体制を構築 

   ○ 補 助 対 象 生産者、生産者団体(JA、農業法人等) 

      ○ 内   容 ・試験栽培実証ほの設置(６箇所) 

            (ｱ)補助金額 10 万円/箇所 

            (ｲ)対象経費 機械ﾘｰｽ料、生産資材、種苗 等 

           ・ベテラン農家による現地指導(３地区) 

            (ｱ)補助金額 63,000 円/地区 

           ・一次加工品の開発試験(６箇所) 

            (ｱ)補助金額 74,000 円/箇所 

            (ｲ)対象経費 機械リース料、資材費 等 
 
 ４ 県産食材加工品の利用支援：3,995 千円 

   県学校給食･食育ｾﾝﾀｰが扱う県産食材を原料とする加工品を給食に提供する 

  際、県外産加工品との価格差を補填(モデル地区として 10 箇所) 
 
 ５ 学校給食における食育活動の実践支援：1,500 千円 

   生産者が行う児童、学校教諭に対する食や農に関する学びや体験機会の提供

を支援(25 万円/箇所、６箇所) 

   ○ 内   容 学校を対象とした生産者による食育活動(出前講座、農業体験等) 

   ○ 実 施 手 法 委託(生産者団体、JA 等) 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 
学校給食での 
県産品使用割合 30.0％ 32.0％ 35.0％ 

国目標(30％)を上回る 35％ 
(R6 年度) 

   ※R6 では 35％を達成する市町を現行の９市町から倍増 
 
(見直し基準) 令和６年度に目標未達成の場合は、見直し検討 

担当課 農政環境部総合農政課楽農生活室楽農生活班 連絡先 078-362-3444 (内線 4051) 
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事業名 （拡）ひょうごの「農」ブランド強化の推進 

予算額 

(千円) 

２３，３９６ 

(特定中山間基金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 23,396 0 0 

事業 

内容 

 県産特産品の生産から消費までを繋ぐフードチェーンの構築を継続するととも

に、競争力強化を図るため生産力･収益力を強化する新たなブランド戦略を構築 
 
 １ 新たな仕組みづくりへの支援：13,000 千円 

   普及指導員が中心となり、各地域の特徴を生かしながら、生産･加工･流通･ 

販売･消費等をコーディネートして結びつける仕組みを構築 

   ○ 内   容 需要調査、関係者間調整、他事例調査 
 
 ２ (新)ブランド強化の支援：10,396 千円 

   新たな仕組みで創出された地域特産品を対象に、更に魅力のある商品へのブ 

  ランド強化や、生産量増加に向けた支援を実施 

○ 地域との関連性強化による他県産との差別化 

     ・大学等と連携し、農産物の成分分析と、それに基づく商品価値を評価 

     ・地域の高校等と連携し、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式で商品企画を実施 等 

   ○ 実需者の求める安定した品質・生産量への対応 

     ・ほ場を借り上げ、農家への研修及び地域へのｽﾏｰﾄ技術導入を支援 等 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 
普及 C が選定した地域特産
品目の生産量・出荷量 5,166t 5,401t 5,636t 

年５％ずつ生産・出荷量の増 
(R6 年度) 

普及 C が選定した地域特産
品目の平均単価上昇率 105％ 110％ 115％ 

年５％ずつ平均単価上昇率の増 
(R6 年度) 

  
(見直し基準) 令和６年度に現状値と横並びの水準である場合、見直し検討    

担当課 農政環境部農業改良課普及活動支援班 連絡先 078-362-3421 (内線 3987) 
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事業名 （新）ひょうご農林水産ビジョン 2030×SDGs 推進プロジェクト 

予算額 

(千円) 
１，６００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,600 

事業 

内容 

 大阪・関西万博も見据え、本県の農林水産業・農山漁村の持続的発展のため、SDGs

に対する農林漁業者の理解を進め、新たなビジネス形態への対応や、取組の見える

化を推進し、県内外へ広く発信 

 

 １ SDGs に対する理解促進：315 千円 

   推進役となる行政職員や実践者となる農林漁業者向けの研修会やセミナー

を開催(３回) 

 

 ２ 現場での SDGs 実践拡大：1,000 千円 

   農林水産業の現場において SDGs の実践拡大を進めるため、専門家を派遣 

   ○ 対 象 農林漁業者、農林漁業団体等 

   ○ 内 容 事業内容と SDGs の紐付、具体的取組や広報等での活用方法の助言 

 

 ３ シンポジウムの開催：285 千円 

   農林漁業者等が取り組む先導的なSDGs実践モデルを広く県民に紹介し、SDGs 

の取組価値を消費者と共創するシンポジウムを開催 

 

 (成果指標)宣言をし、SDGs を事業計画に取り入れた農林漁業団体等数を年 10 団

体ずつ増加 

指標名 R4 R5 R6 R7 

宣言をし、SDGs を事業

計画に取り入れた 

農林漁業団体数 

10 団体 10 団体 10 団体 10 団体 

 

 (事業終期)令和７年度に終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 農政環境部総合農政課農林水産政策班 連絡先 078-362-9193 (内線 3950) 
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事業名 （新）ゲノム情報を活用した効率的な但馬牛改良の推進 

予算額 

(千円) 

２４，１６７ 

(地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

12,083 0 0 12,084 

事業 

内容 

 現在の但馬牛改良手法に加えて、ゲノム情報解析を活用することで、但馬牛の遺

伝的多様性を確保するとともに、効率的な改良を実現(※) 

  

※ 遺伝子情報を解析することにより、その牛の経済的能力(肉質、肉量等)の

判定予測が一定可能となり、但馬牛の効率的な種雄牛等選抜による改良スピー

ドの向上、また、遺伝的多様性の確保が見込まれる 

 

○ 実 施 主 体 県(全国和牛登録協会へ委託) 

○ 事 業 内 容 

・ ゲノム情報を活用した遺伝的多様性の確保 

  繁殖雌牛の系統に関するゲノム情報を解析し、現状の手法を補完 

・ ゲノム情報を活用した経済的能力の向上 

繁殖雌牛・肥育牛の経済的能力に関するゲノム情報を解析し、現在算出 

している育種価とともに種雄牛・育種基礎雌牛の選抜に活用 

 

（成果指標） 

指標名 R4 R5 R6 R12 

神戸ビーフ

供給頭数 
5,973 頭 6,123 頭 6,273 頭 

7,200 頭 

神戸ビーフ

2,000t 相当 

 

(見直し基準）令和４年度から令和６年度の３年間で約 5,000 頭を解析して精度 

を確保し、令和７年度以降は精度を維持できる頭数（850 頭/年を   

想定）の解析を行う。 

担当課 農政環境部畜産課肉用牛振興班 連絡先 078-362-3454 (内線 4087) 
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事業名 （拡）ひょうご木の街木質化の推進 

予算額 

(千円) 

１２，０００ 

(森林環境事業基金繰入金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 12,000 0 0 

事業 

内容 

 県民への波及効果を期待し、多数の県民が利用する施設の木質化を支援 

 

○ 事 業 内 容 

項 目 R3(現行) R4 

対 象 者 民間事業者 
民間事業者 

（国、県との協定締結者に限る） 

対象施設 

多くの県民が利用可能な公益

性の高い施設(交通拠点施設) 

(例)駅、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、空港、 

道の駅の待合所 

左記に加え、多数の利用が見込め

る施設 

(例)病院、商店街等の共有スペー 

スなど 

※企業オフィス等については、利 

用者が限定的で波及効果が期待 

できないことから対象外 

対象経費 県産木材を用いた木質化に要する経費 

補 助 率 1/3 
 

担当課 農政環境部林務課木材利用班 連絡先 078-362-9224 (内線 4102) 

 

事業名 （新）林地残材活用ビジネスモデルの確立 

予算額 

(千円) 

７，６７５ 

(森林環境事業基金繰入金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 7,675 0 0 

事業 

内容 

 主伐後の再造林を促すとともに、バイオマス発電の需要にも応えるため、建築用

資材として利用できない林地残材の活用ビジネスモデルを確立 
 
 ○ 効率的な林地残材の活用方法を確立 

   ・実証項目 資材の選定、林地残材の活用部位検証、造材寸法の検証等 

   ・スケジュール R 4～ R 5：実証からﾓﾃﾞﾙの確立 

         R 6 以 降：森林組合等による対応が可能な体制構築 

 

                       ※採算が合わないため林内に放置されている林地 

                        残材(ﾀﾝｺﾛ、梢端)が、再造林の支障となっている 

 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

集材経費 4,100 円以下 4,100 円以下 4,100 円以下 4,100 円以下 

再造林面積 30ha 30ha 40ha 40ha 
  

(事業期間)令和５年度まで 

担当課 農政環境部林務課木材利用班 連絡先 078-362-9224 (内線 4102) 

 

林内に放置 
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事業名 新ひょうごの森づくり第３期対策 

予算額 

(千円) 

２１，１５７ 

（緑化基金繰入金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 21,157 0 0 

事業 

内容 

 人工林の間伐対策、里山林の再生及び県民総参加の森づくりの推進を基本に、引

き続き、経済林としての再生を進めるとともに、森林の公的機能の高度発揮を推進 

 

 １ 森林管理 100%作戦：12,436 千円 

   間伐を促進するため、森林所有者が造林事業等で行う間伐経費の一部を県と

市町で補助 

   ○ 実 施 主 体 市町 

   ○ 内 容 切捨間伐 

   ○ 面 積 1,000ha 

      

 ２ 住民参画型里山林再生事業：6,475 千円 

   生活環境改善、森林生態系保全のために、住民自らが行う里山整備活動を支援 

○ 実 施 主 体 兵庫県森林組合連合会 

○ 内   容 地域住民等による里山林整備 

   ○ 負 担 割 合 国 3/4、県 1/8、市町 1/8 

○ 整 備 面 積 240ha 

 

 ３ (新)協働の森づくり推進事業：1,020 千円 

   漸減傾向の森林ボランティアを確保し、持続的な里山林整備を進めるため、

若年層の取り込みに向けたイベントを実施 

     ○ 実 施 主 体 実行委員会(県、丹波篠山市(開催市)ほか) 

     ○ 内   容 ・自然観察会、現場使用道具の紹介 

              ・里山森林整備体験イベント 

             ・森林ボランティア参加経験のある若者からの情報発信等 

 

  ４ 企業の森づくり推進事業：1,226 千円 

   社会貢献活動の一環として、所有者に代わって森林を整備・保全する企業の

活動を支援 

     ○ 実 施 主 体 (公社)兵庫県緑化推進協会 

     ○ 内   容 活動フィールド、専門家斡旋、研修会等 

 

  

 

 

 

 

 

 

担当課 
１･２ 農政環境部豊かな森づくり課森づくり整備班 

３･４ 農政環境部豊かな森づくり課森づくり普及班 
連絡先 

078-362-3144 

078-362-3613 

(内線 3396) 

(内線 4218) 
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事業名 （拡）「ひょうごの木の家」設計の支援 

予算額 

(千円) 

５５，０００ 

(森林環境事業基金繰入金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 55,000 0 0 

事業 

内容 

 住宅における県産木材の利用を促進するため、「ひょうご木の匠」による県産木材

の魅力を見せる住宅の設計を支援 

 

○ 事 業 内 容 

項 目 R3(現行) R4 

事業主体 ひょうご森づくりサポートセンター 

要 件 県産木材を 30%以上利用 

対象経費 県産木材の構造材等を見せる住宅の設計費 

( 拡 )  

補 助 額 
30 万円/戸 

30 万円/戸 

※横架材に県産木材を使う場合 

10 万円加算 

 

 (成果指標) 

指標名 R1 R7 R12 

県産製材工場製品出荷量(住宅) 12 千㎥ 15 千㎥ 20 千㎥ 
 

担当課 農政環境部林務課木材利用班 連絡先 078-362-9224 (内線 4102) 

 

事業名 （新）全国豊かな海づくり大会の開催 

予算額 

(千円) 
３６０，８０７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 360,807 

事業 

内容 

 ｢豊かな海｣の実現に向けた県民総参加の取組と多彩な魅力を全国に発信するた

め、第 41 回全国豊かな海づくり大会を明石市で開催 

 

 ○ 大 会 名 称 第 41 回全国豊かな海づくり大会兵庫大会 ～御食国ひょうご～ 

 ○ 時   期 令和４年 11 月 12 日・13 日 

 ○ 内   容 ・式典行事(明石市立市民会館) 

          功績団体表彰、稚魚等お手渡し、漁業後継者ﾒｯｾｰｼﾞ発表等 

         ・海上歓迎･放流行事(明石港ベランダ護岸) 

          歓迎演奏、漁船海上ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、護岸からの稚魚放流 

         ・関連行事(明石公園のほか、播磨、但馬、淡路の３箇所) 

          式典行事等の映像中継、ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、県産特産品販売等 

 

担当課 農政環境部全国豊かな海づくり大会企画課企画班 連絡先 078-362-9173 (内線 4184) 
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事業名 （拡）ひょうご水素社会推進会議設置等の実施 

予算額 

(千円) 
４，８４２ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 4,842 0 0 

事業 

内容 

 水素社会の実現に向けた気運醸成を図り、産学官連携した取組のさらなる加速化

を図るべく、知事をトップとする｢ひょうご水素社会推進本部｣を設置し、一体的に

取組を推進 

 

 １ (新)｢ひょうご水素社会推進会議｣の設置：2,142 千円 

   2050 年の兵庫水素社会の実現に向け、産学官の連携の下に、｢ひょうご水素

社会推進会議｣を設置し、先導的取組を本格的に展開・推進 

   ○ ひょうご水素社会推進会議の設置・開催 

・構 成 員 県、関係自治体、企業、有識者 

     ・開催回数 ２回 

   ○ 企業・自治体との水素社会推進連携協定の締結 

     水素関連企業、地元自治体が一体となって水素社会実現に向けた取組を

推進するため、連携を強化 

   ○ ひょうご水素社会推進シンポジウムの開催 

     県の水素社会実現に向けた取組を周知し、機運の醸成を図る 

     ・対 象 者 県民、県内企業 

     ・開催場所 姫路市内(予定) 
 
 ２ 水素を活用したエネルギー地産地消モデル導入の検討：2,700 千円 

   淡路島の豊富な再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰから水素を製造、貯蔵、活用するｴﾈﾙｷﾞｰの地

産地消モデルの構築及び実装をめざし、調整・計画策定を実施 

   ○ 検 討 内 容 電気での貯蔵が困難な余剰再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを、水素に変換・

貯蔵し、必要時にｴﾈﾙｷﾞｰとして活用する地産地消モデル 

   ○ 取 組 内 容 ・国への補助申請等を見据えた計画策定・施設設計 

           ・想定される事業主体(市や発電事業者)を交えた事業実施

可能性についての協議 

担当課 企画県民部ビジョン課エネルギー対策班 連絡先 078-362-9010 (内線 2350) 

 

５ グリーン化の推進 
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事業名 （新）成長産業における試作開発への支援 

予算額 

(千円) 

３０，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

30,000 0 0 0 

事業 

内容 

 ポストコロナ社会を見据え、成長産業分野への県内中小企業の参入を促進し、成長産

業の集積と雇用創出を促進するため、新製品の社会実装を目指す県内中小企業を支援 

 

 ○ 内   容 県内中小企業による新製品の試作開発を支援 

 ○ 対 象 分 野 航空･宇宙、環境、エネルギー(水素･蓄電池含む)、健康、医療 

        ※分野共通の製品(半導体等)も対象 

○ 補 助 金 額 上限 300 万円 

○ 補 助 率 1/2 

 ○ 補 助 件 数 10 件 

 ○ 実 施 手 法 NIRO(新産業創造研究機構)に補助 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
実用化・ 
製品化件数 ４ ４ ４ ４ ４ 

累計 20 
(R8 年度) 

  
(見直し基準)試作開発から実装化への期間を考慮し、5年間の実施後、効果検証  

担当課 産業労働部新産業課情報・産学連携振興班 連絡先 078-362-3054 (内線 2247) 

 

事業名 成長産業育成のための研究開発への支援 

予算額 

(千円) 

７２，１１８ 

(一部地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

19,798 0 0 52,320 

事業 

内容 

 成長産業分野の事業拡大・新規参入を促進するため、産学官連携による本格的研

究開発への移行を目指す萌芽的な研究プロジェクトを支援 
 
 ○ 内   容 
 

区 分 可能性調査・研究 応用ステージ研究 
成長産業育成 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ発研究 

対象者 
産学官で構成される共同研究チーム 

(県内中小企業１者以上) 

同左 

(県内中小企業２者以上) 

対象分野 

航空・宇宙、ロボット、環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ(水素含

む)・電池、健康医療、新素材・半導体、オ

ンリーワン技術、AI･IoT･ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ、自動運

転･ドローン 

ロボット･AI･IoT、 

航空・宇宙、環境･ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ(水素含む)、健康・医

療等 

補助内容 
研究会開催、文献調

査、予備的実験等 

本格的実験、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、DNA 解析等 

本格的実験、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、DNA 解析等 

対象経費 研究(調査、試験分析・試作を含む)に必要な経費 

補助金額 10～100 万円 100～1,000 万円 10～2,000 万円 
 

担当課 産業労働部工業振興課ものづくり班 連絡先 078-362-3373 (内線 3579) 
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事業名 （新）CNP 形成計画の策定 

予算額 

(千円) 
３０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

15,000 0 0 15,000 

事業 

内容 

2050 年までに温室効果ガスの実質排出ゼロを目指すため、検討会を設置し、姫路

港におけるカーボンニュートラルポート形成計画を策定（令和５年度） 

 

○ 委 員 構 成 学識経験者及び姫路港内の企業等 

○ 開 催 時 期 令和４年度～令和５年度半ば 

○ 検 討 項 目 ・計画の基本的な事項 

     ・温室効果ガス排出量の推計 

     ・温室効果ガスの削減目標、削減計画 

     ・次世代エネルギー供給計画(需要推計、供給計画) 

     ・ロードマップ 等 

 

 (参考 1)CNP(カーボンニュートラルポート) 

  以下の主な取組を通じ、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする港湾 

・水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な受入環境の整備 

・脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化(例：陸電供給設備等) 

・集積する臨海部産業との連携(例：次世代エネルギーサプライチェーン構築等) 

担当課 県土整備部港湾課計画振興班 連絡先 078-362-9272 (内線 4455) 

 

事業名 水素ステーション整備の促進 

予算額 

(千円) 

５０，０００ 

（環境創造協会拠出金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 50,000 0 0 

事業 

内容 

 水素ステーションの県内への整備促進を図るため、整備費の一部を補助 

 

 ○ 補 助 対 象 国庫補助の交付決定を受けた県内に当該設備を設置する者 

 ○ 対 象 経 費 水素ステーションの設置に要する経費(設計費、機器費等) 

 ○ 補 助 金 額 以下のいずれか小さい方 

         ・5,000 万円 

         ・対象経費から国庫補助金(補助率 2/3、上限 250 百万円)と 

8,000 万円を引いた額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

          

担当課 農政環境部水大気課大気班 連絡先 078-362-3285 (内線 3368) 
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事業名 （新）燃料電池モビリティ利活用の促進 

予算額 

(千円) 
１２，５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 12,500 

事業 

内容 

 温暖化防止に資する水素社会の実現に向け、燃料電池モビリティを促進するた

め、パッケージ型水素供給設備の導入を補助 

 

 ○ 補 助 対 象 国庫補助の交付決定を受けた県内に当該設備を設置する者 

 ○ 対 象 経 費 パッケージ型水素供給設備の設置費用 

 ○ 補 助 率 補助対象経費から国庫補助金（補助率 2/3、上限 100 百万円）を 

引いた額の 1/4（上限 1,250 万円） 

 ○ 負 担 割 合 国庫補助金(2/3、上限 100 百万円)を差し引いた額の 1/2 を事業

主負担、残りを県：市＝１：１で負担を想定 
 
(参考)パッケージ型水素供給設備 

 ・規模は小さいが、低ｺｽﾄで設置が可能 

 ・移設が可能であり、設置ﾘｽｸが低い 

 ・現地で水素を製造するため、輸送ｺｽﾄが不要   

 

 

  

担当課 農政環境部水大気課大気班 連絡先 078-362-3285 (内線 3368) 

 

事業名 燃料電池バス導入の促進 

予算額 

(千円) 
１０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 10,000 

事業 

内容 

 温暖化防止に資する水素社会の実現に向け、燃料電池モビリティを促進するた

め、燃料電池バスの導入費用を補助 

 

 ○ 補 助 対 象 国庫補助の交付決定を受けた県内に使用の本拠を置く燃料電池 

バスを導入する者 

 ○ 対 象 経 費 燃料電池バスの車両本体価格 

 ○ 補 助 金 額 1,000 万円(定額) 

  

 

担当課 農政環境部水大気課大気班 連絡先 078-362-3285 (内線 3368) 
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事業名 （新）県有施設への再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査の実施 

予算額 

(千円) 
１２，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

9,000 0 0 3,000 

事業 

内容 

 温室効果ガス排出量削減を推進するため、県有施設への太陽光発電設備導入を見

据え、未利用スペースの太陽光発電導入ポテンシャルを調査 
 
 〇 調 査 対 象 約 500 施設(県有施設の駐車場等) 

 〇 内 容 日射量・発電量、屋根・土地の面積・形状・強度、家屋の配線状

況等 

  〇 今後の展望 ・初期費用が生じない PPA モデル(※)による自家発電型太陽光 

発電設備の導入を検討 

※ PPA 事業者負担により県有施設へ太陽光パネルを設置し、 

県が PPA 事業者へ電気料金を支払う 

         ・電力単価は現状の単価の範囲内を想定 

 

 (参考)環境率先行動計画の目標 
 
 

 

 

 (事業期間)令和４年度限り 

項目 
排出量[t-CO₂] 削減率 

R1 実績 R7 目標 R7 目標(対 R1 比) 

CO₂等 396,547 315,239 ▲20.5% 

担当課 農政環境部環境政策課活動支援班 連絡先 078-362-3156 (内線 2792) 

 

事業名 （新）脱炭素社会（ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ）実現に向けた国際フォーラムの開催 

予算額 

(千円) 
１，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,000 

事業 

内容 

 脱炭素社会実現に向け、県民・事業者の意識向上を図るため、国内外の状況、先

進事例の紹介等を行うフォーラムを開催 
 
  〇 実 施 主 体 県・APN センターによる共催(開催費用 1/2 ずつ負担) 

  〇 対 象 者 県内事業者・一般県民 

 〇 開 催 時 期 令和４年 12 月(予定) 

○ 会 場 ラッセホール（現地開催に加え、同時通訳によるｵﾝﾗｲﾝ世界配信） 

 ○ 参 加 人 数 約 200 人(現地 100 人、Web100 人) 

 ○ 内 容 ・大学教授等による講演(脱炭素に向けた COP26 の議論概要等) 

          ・APN センターの事業・研究内容紹介 

         ・意見交換・質疑応答 
 
(成果指標) 

指標名 区分 R4 R5 R6 最終目標 
県内で環境保全活動に
積極的な人の割合(※) 

目 標 60% 60% 60% 60％ 

   ※ 「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査で、環境に関する質問５項目に対して肯定

的な回答をした人の割合 
 

担当課 農政環境部環境政策課政策調整班 連絡先 078-362-3272 (内線 3324) 
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事業名 （新）J クレジット制度の取組への支援 

予算額 

(千円) 

１，１００ 

(森林環境事業基金繰入金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 1,100 0 0 

事業 

内容 

 間伐等の森林整備効果(CO₂吸収量)をクレジットとして発行し売買できる｢J クレ

ジット制度｣を活用して、新たな収益で市町等による森林整備が進むよう支援 
 
○ 内   容 クレジット発行に必要な CO₂吸収量算定資料の作成支援 

      (航空レーザ測量技術を活用し、CO₂吸収量を算定) 

  ○ 対 象 要 件 森林環境譲与税による間伐等の森林整備を実施している市町 

○ 実 施 方 法 ひょうご森づくりサポートセンターへ委託 

 

(参考)J クレジット制度の概要 

   省ｴﾈ設備の導入や再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの活用による CO₂等の排出削減量や、適切な森林 

管理による CO₂等の吸収量を、｢ｸﾚｼﾞｯﾄ｣として国が認証し、売買できる制度 

 

 

(成果指標)５年間で新たに５市町 1,000ha 分のｸﾚｼﾞｯﾄを創出し、森林整備へ活用 

(見直し基準)令和６年度に令和４年度支援市町の間伐財源の確保有無を検証のう 

え、効果が認められなければ廃止  

担当課 農政環境部林務課造林計画班 連絡先 078-362-3461 (内線 4109) 
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事業名 （新）上山高原等における貴重種の保全対策 (但馬ｲﾇﾜｼ・ｴｲﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 

予算額 

(千円) 
７，３００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,500 1,000 0 3,800 

事業 

内容 

 生態系の保全のため、絶滅が危惧されているイヌワシの保全活動を実施 

 

 １ 但馬イヌワシ・エイドプロジェクトチームの創設：173 千円 

   専門家及び県・町で構成するプロジェクトチームを創設し、検討会を開催 

○ 開 催 回 数 ２回 

○ 構 成 人 数 10 人 

○ 検 討 内 容 イヌワシに適した森林のあり方、保全活動ﾂｰﾘｽﾞﾑの組成等 

 

 ２ 餌場状況調査及び保全計画策定：2,500 千円 

イヌワシの餌場及び餌となるノウサギの生息の状況を調査のうえ、今後の 

対策に関する保全計画を策定 

○ 調 査 内 容 森林の航空測量、ノウサギの生息数調査 

 

 ３ 生息環境(餌場)の確保：3,627 千円 

   イヌワシの餌不足を解消するため、餌となるノウサギの個体数を増加させる

等、生息環境を整備 

○ 実 施 内 容 (春～秋)草原ｴﾘｱへのｼｶ柵設置によるﾉｳｻｷﾞの餌(植物)の確保 

      (冬～春)地域に生息する餌動物(ﾉｳｻｷﾞ、ﾔﾏﾄﾞﾘ等)を定期的に給餌 

し、ﾓﾆﾀｰｶﾒﾗで記録 

 

 ４ ふるさと寄附金を活用した保全活動：1,000 千円 

   ササ原の手刈り活動の実施、展望スポット、解説板の整備等により、保全機

運を醸成 

 

(成果指標) 

指標名 区分 R4-R9 最終目標 

繁殖成功数 目 標 2 羽  
繁殖成功 

(R9 年度) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 農政環境部自然環境課自然環境保全班 連絡先 078-362-3389 (内線 3326) 
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業 名 （新）鳥獣被害集落自立サポートの実施 

予算額 

(千円) 
３４，４００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

24,400 0 0 10,000 

事業 

内容 

 鳥獣による農林業被害を持続的に低減する体制を構築するため、集落が自立して

被害対策に取組めるよう指導等を実施(対象集落：50 集落) 

 

 １ カルテ・処方箋の作成・環境整備支援：10,000 千円 

      カルテ(被害状況のみえる化)及び処方箋(被害対策)から被害対策計画を策定

し、被害対策体制の構築を支援 

    ○ 実 施 主 体 市町 

    ○ 内 容 住民説明会、被害調査・分析、計画策定等 

 

 ２ 対策の実践支援：12,376 千円 

   計画内容に基づく対策を継続的に実施可能にするため、集落に現地アドバイ 

ザーを配置し、集落リーダーの養成等を実施 

   ○ 現地アドバイザーによる自立サポート 

     研修会の開催、狩猟免許試験対策講義の開催、現地指導(わな設置、餌付け等) 

 

 ３ 捕獲資材貸出：12,024 千円 

   ○ 実 施 主 体 県(現地ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの指導の下、捕獲指導・実践に活用) 

   ○ 内 容 対象集落に対して、最長５年間の貸出(箱わな、電気止め刺し機等) 
 

(参考)対策の実践支援イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

農林業被害軽

減集落数割合 
22.7% 45.5% 68.2% 90.9% 100.0% 

改善率 100％ 

(220 集落) 

(見直し基準) ２年連続、目標の 1/3 を下回る場合は、見直し・廃止を検討 

担当課 農政環境部鳥獣対策課被害対策班 連絡先 078-362-3463 (内線 4114) 
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事業名 （拡）鳥獣被害防止総合対策事業の実施 

予算額 

(千円) 
７１６，０５０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

710,555 0 0 5,495 

事業 

内容 

 効果的・効率的な鳥獣被害低減のため、従来の鳥獣被害防止総合対策事業に加え、

自動撮影ｶﾒﾗの撮影ﾃﾞｰﾀから、生息密度を推定する全国唯一の調査手法等の活用に

より、市町を跨ぐ広域捕獲に係る調査を実施 

 

１ 鳥獣被害防止総合対策事業：692,050 千円 

   市町が作成する被害防止計画に基づく個体数調整、被害防除等の取組を総合的に支援 

   ○ ソフト対策：地域ぐるみの被害防止活動支援（捕獲機材の導入等） 

   ○ ハード対策：被害防止施設整備支援（侵入防護柵等） 

 

２ (新)広域捕獲に係る調査の実施：24,000 千円 

   ○ 生息調査：19,071 千円 

調査項目 実施手法 

イノシシ痕跡調査 山中を踏査し、掘り返し痕跡をｶｳﾝﾄ 

自動ｶﾒﾗによる生息密度精度向上

調査 

自動ｶﾒﾗを 15 台設置し、REST ﾓﾃﾞﾙによ

る画像分析等調査 

遺伝構造解析による調査 
DNA 解析により農林業被害を与える個

体数を調査 

野生動物管理データ分析調査 
鳥獣の目撃情報等を記録する出猟ｶﾚﾝ

ﾀﾞｰ調査等を実施・集計 

GPS 追跡による捕獲効率向上調査 ｼｶに GPS を設置し、密集地を特定 

  

○ 広域的シカ捕獲手法の確立・体制構築：4,929 千円 

     捕獲圧の薄い人工林域に対応するため、林業事業体に誘因餌の実証実験

等を委託し、新たな捕獲の担い手を確保 

  

担当課 農政環境部鳥獣対策課被害対策班 連絡先 078-362-3463 (内線 4114) 
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事業名 （拡）指定管理鳥獣捕獲等事業の実施 

予算額 

(千円) 
４４，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

34,500 0 0 9,500 

事業 

内容 

 有害捕獲が実施されていない地域での捕獲手法を確立し、生息密度の低減を図る

ため、実施計画に基づく広域的な鳥獣捕獲等を実施 

 

 １ 指定管理鳥獣捕獲・調査：24,000 千円 

    ○ 実 施 箇 所 シカ：氷ノ山、妙見山、イノシシ：淡路島 

    ○ 内 容 追跡等調査、捕獲事業 

 

 ２ 効果的捕獲の促進：10,000 千円 

ICT を活用した効果的な捕獲手法を用いてﾓﾃﾞﾙ的に捕獲を行い、捕獲効果を検証 

○ 内 容 超大型囲い罠と ICT センサーによる捕獲を実施 

○ 対 象 地 域 捕獲頭数が伸びない地域、生息密度の多い地域等 

 

 ３ (新)広域捕獲連携：10,000 千円 

県境を跨ぐ広域的な捕獲計画を策定の上、近接県と連携した捕獲を実施 

 

担当課 農政環境部鳥獣対策課鳥獣保護管理班 連絡先 078-362-9084 (内線 3341) 
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事業名 （新）ひょうごプラスチック循環コンソーシアム事業の推進 

予算額 

(千円) 
４，６４８ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 4,648 

事業 

内容 

 プラスチック資源循環促進法施行を見据え、コンソーシアムを通じた市町の広域

連携分別処理や、適切な資源循環手法を検討 
 
 １ ひょうごプラスチック循環コンソーシアムの設置：3,538 千円 

   分別対象の拡充に対応するため、広域連携スキームの検討及び広域連携推 

進等調査の実施とともに、リサイクルの先進的取組の全県展開を促進 

 ２ プラスチック資源循環検討会：1,110 千円 

   生分解性プラスチックの普及や、資源循環手法を検討する検討会を開催 

   ○ 検討回の開催 

     ・内 容 生分解性プラスチックの普及方法 等 

     ・開催回数 ４回 

     ・構 成 大学教授、消費者団体等 
 
(参考)コンソーシアムの概要   

 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源分別回収促進部会 水平ﾘｻｲｸﾙ促進部会 

ねらい ・広域連携による分別回収・処

理の効率化 

・県内ﾘｻｲｸﾙ事業者の参画促進 

・つめかえﾊﾟｯｸ容器等の店頭回収促進 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの水平ﾘｻｲｸﾙの促進 

・先進的ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの全県普及 

議論内容 ①先進的事例の取組・課題の共 

 有(大阪市、京都市) 

②広域連携推進等調査結果の 

共有と課題抽出 

③広域連携に向けた議論及び

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源循環促進法の

「再商品化計画」申請検討 

①先進的ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの取組・課題の共 

 有(神戸市及び東播磨 2市 2町) 

②市町と企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ 

③効率的な回収、ﾘｻｲｸﾙ方法の検討 

期待効果 ・県内のﾘｻｲｸﾙ率向上 

・小規模市町村のﾘｻｲｸﾙ対応能

力不足の解消 

・店頭回収のﾓﾃﾞﾙ的実施 

・店頭回収量増加による市町負担軽減 

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ売却収入の増加 
 
 
                    
 (成果指標) 

指標名 区分 R4 R5 R6 最終目標 

一般廃棄物再生利用率 目 標 20.8% 21.2% 21.6% 22.0%【R7】 
 
 (見直し基準)２年連続で達成率 80％を下回る場合に事業の見直しを実施 

  ※プラスチック資源の再生利用率が把握出来次第、目標設定見直し 
 

担当課 農政環境部環境整備課循環型社会推進班 連絡先 078-362-3279 (内線 3349) 
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事業名 （新）栄養塩類管理計画の策定 

予算額 

(千円) 
２０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

6,000 0 0 14,000 

事業 

内容 

 豊かで美しい瀬戸内海の再生に向け、栄養塩類供給による海域への影響をシミュ

レーションし、栄養塩類管理計画を策定 

 

 ○ 調 査 内 容 栄養塩類供給後の工場・事業場周辺海域の栄養塩類濃度及びそ

の他関係指標(窒素、りん等)の濃度変化 

 ○ 調 査 対 象 栄養塩類供給に伴い、有害物質の排出が増加しない等の条件を

満たし、供給を希望する工場・事業者より選定 

          ※地形条件(水深、沿岸地形等)等や生産品目・排水量等は様々 

であることから、複数のシミュレーションを実施 

 ○ 計画策定項目 水質の目標値、栄養塩類供給の実施方法、水質の測定方法 等 

 (事業期間)令和４年度限り 

 (参考)計画策定までの経緯 
 
 

 

 

                     

担当課 農政環境部水大気課水質班 連絡先 078-362-3290 (内線 3384) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内海の 
貧栄養化 県から国へ 

法改正を要望 
法改正で栄養塩

類供給が可能に 
栄養塩類管理 
計画の策定 

これまでの取組 今後の取組 
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Ⅱ 安全安心社会の先導 
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事業名 （新）歯及び口腔の健康づくりの推進               

予算額 

(千円) 

７，２７６ 

（一部医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,096 3,083 0 2,097 

事業 

内容 

 歯及び口腔の健康づくり推進条例(仮称)の制定に合わせて、歯科保健対策を強化 

 

 １ 歯及び口腔の健康づくり推進条例(仮称)の普及啓発：851 千円 

歯及び口腔に関する条例の啓発を通じ、県民の歯科保健に対する意識の醸成、

実践定着を促進 

○ ひょうご健口長寿県民シンポジウムの開催 

・内 容 こどもの頃からのオーラルケア 

・開催時期等 令和４年 10 月上旬(神戸市内) 

・参加人数 100 名程度 

○ 条例啓発シンボルマークの一般公募 

○ 条例啓発リーフレットの作成・配布 

○ 啓発用歯ブラシの作成・配布 

 

 ２ 乳幼児期からの歯及び口腔保健対策の推進：1,694 千円 

    乳幼児期からの早期にむし歯予防に取り組むことで、生涯を通じた歯と口腔 

  の健康づくりを促進 

    ○ 乳幼児歯科健診及び保育園等による歯科健診実態調査の実施 

○ むし歯予防ガイドライン作成検討会の開催(３回程度) 

○ むし歯予防ガイドラインの配布 

○ 動画媒体の作成(ブラッシング手技やポイント等) 

 

 ３ 大学生による大学生のためのオーラルヘルスアッププロジェクト：1,648 千円  

   学生の主体的な歯科口腔の健康づくりが実践できるような、学生の視点・発 

想・発信力を活用したプロジェクトを実施(実行委員方式(10 名程度募集)) 

○ オーラルヘルスアッププロジェクト会議の開催 

     ・ 内 容 実態調査や普及啓発の内容・方法の検討、報告会企画 

○ 大学生による大学生のためのオーラルヘルス普及啓発事業 

・ 内 容 SNS 等での発信、PR 動画作成、大学祭等での歯科健診実施 

 

 ４ 口腔がん対策の推進：990 千円 

   定期的な歯科検診の受診を通じて口腔がんの早期発見・早期治療を推進 

○ 口腔がんに関する研修会の開催(９回) 

○ 普及啓発リーフレットの作成 

 

 ５ 精神障害者歯科包括ケア体制の整備：1,033 千円 

   施設職員が精神障害者の口腔内状況を把握し、歯科診療所への受診勧奨を行 

うとともに適切なセルフケアが行えるように支援 

○ 児童発達支援事業所対象の調査 

○ 精神障害者への歯科包括ケア体制の整備に向けた検討(３回程度) 

○ 精神科病院、施設職員、歯科専門職への研修会の開催(３回(３圏域)) 

１ 医療確保と健康づくり 
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事業 

内容 

 

 ６ 通所介護事業所における口腔ケアの定着促進：1,060 千円 

   地域の中で継続的に支援ができるよう通所介護事業所での口腔ケアを推進 

○ 施設への調査及び体制整備に向けた関係者会議(２回程度) 

○ 通所介護事業所管理者対象研修会の開催(３回) 

○ 通所施設でのオーラルケアリーダー(施設看護師等)・アドバイザー(モデ

ル圏域の歯科医師、歯科衛生士)の育成 

 

 (成果指標) 

 【市町歯周病検診結果(毎年実施)】 

目標 R4 R5 R6 R7 R8 

定期的な歯科健

診を受診してい

る人の割合 

46.1％ 47.3％ 48.5％ 49.7％ 51.0％ 

  

(見直し基準)令和 6年度までに目標未達の場合は見直し 

 

担当課 
健康福祉部健康増進課歯科口腔保健班 

健康福祉部疾病対策課がん･難病対策班 
連絡先 

078-362-9109 

078-362-3202 

(内線 3281) 

(内線 3290) 
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事業名 （新）健康・医療データを活用したデジタルイノベーションへの支援 

予算額 

(千円) 
１０，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 10,000 

事業 

内容 

 デジタルヘルスの社会実装化に向け、産官学連携により、現行事業で構築した健

康・医療データベース等を活用した実証研究、成果普及や人材育成等を推進 

 

 ○ 推 進 拠 点 神戸大学医学研究科デジタルイノベーション推進センター 

 ○ 内   容 ・個別要介護リスク予測 AI の開発 

          要介護ﾘｽｸ予測の技術･手順･仕組みを確立し、健康増進施策等に活用 

 ・個別栄養管理デジタル技術等の開発 

データ連携によるがん個別化治療技術の開発を視野に、その基盤と

なる①個別栄養管理デジタル技術、②健康・調剤・診療・生活の４情

報連携技術を開発し、医師・管理栄養士と連携して早期実装を実現 

 ・AI 医療人材の育成 

          ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発、座学･実習の実施 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 
研究成果普及ｾﾐﾅｰの 

聴講機関数 
13 市町・ 
20 機関 

13 市町・ 
20 機関 

14 市町・ 
20 機関 

研究成果の県内市町・ 
県内企業への普及 

  
(見直し基準)令和６年度で終了 

担当課 企画県民部科学振興課科学政策班 連絡先 078-362-3335 (内線 2260) 

 

事業名 （新）小児期からの移行期医療支援体制の整備 

予算額 

(千円) 
４，３２７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,163 0 0 2,164 

事業 

内容 

 小児期から成人期へ移行期にある循環器疾患等の患者が、円滑に成人期の医療機

関に移行できるよう、移行期医療支援センターを設置 
 
 １ 移行期医療支援コーディネーターの配置：3,506 千円 

   円滑な移行を実施するためのコーディネーターの設置を支援 

   ○ 設 置 人 数 １名 

   ○ 設 置 場 所 神戸市内の病院 

   ○ 想定する役割  

・県内医療機関の実態調査等を行うことで、直近の県内状況を把握 

・小児科と成人科医療機関の連携調整や研修会等の実施より連携強化等 

 ２ 移行期医療に係る専門家会議(開催回数：２回)：354 千円 

 ３ 移行期医療支援研修会(開催回数：２回)：109 千円 

 ４ 普及啓発等：358 千円 

(成果指標) 

 (見直し基準）令和６年度時点で達成率 55％未満の場合は実施方法を検討 
 

目標 R4 R5 R6 最終 

小児・成人期医療機関の連携割合 50％ 60％ 70％ 100％ 

担当課 健康福祉部疾病対策課がん・難病対策班 連絡先 078-362-3202 (内線 3234) 
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事業名 （新）てんかん地域診療体制の整備 

予算額 

(千円) 
３，０２３ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,511 0 0 1,512 

事業 

内容 

 てんかん診療における地域連携を強化するため、新たにてんかん支援拠点病院を

指定し、適切な治療が受けられる体制を整備 

 

 ○ 内 容 ・相談窓口の設置 

          (ｱ)手 法 支援拠点病院にコーディネーターを配置 

          (ｲ)内 容 治療に関する専門的な相談支援に加え、就学・ 

就労・運転免許の取得等あらゆる相談に対応 

・地域連絡協議会の運営 

       (ｱ)回 数 年２回 

        (ｲ)内 容 各機関の取組状況共有と課題や対応案検討 等 

         ・研修会・講演会の開催 

          (ｱ)回 数 年２回 

          (ｲ)対 象 医療従事者、てんかん患者及び家族等 

          

 ○ 実 施 手 法 支援拠点病院へ委託 

 

(参考)支援拠点病院の要件 

  ・専門医を１名以上配置 

  ・脳波検査や MRI などてんかん診療が行える設備を有する 

  ・てんかんの外科治療や複数診療科による集学的治療が可能 

 

 (成果指標) 
  

指標名 H30 

(実績) 

R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

精神病床における入院
１年後時点の退院率 89.9％ 91％ 92％ 

第８次保健医療計画で設定 
（R5 策定→R11 計画終期） 

 
(見直し基準) 令和７年度に目標未達の場合は事業廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部障害福祉課いのち対策室精神障害福祉班 連絡先 078-362-9498 (内線 3076) 
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事業名 （拡）地域医療構想推進体制の強化                    

予算額 

(千円) 

２４，０５２ 

(医療介護推進基金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 24,052 0 0 

事業 

内容 

 地域医療構想の区域・病院毎の医療需給の現状把握と将来推計を行い、医療機能 

分化と連携を促進 

 

 １ (拡)疾病別医療需給分析・展開：21,833 千円 

○ 医療需要等の分析・推計 

県内病院から提供されたデータをもとに、医療需要や新型コロナウイルス

による影響を把握し、将来推計や分析を実施 

・分析内容 
 

医療需要分析 (拡)新型コロナ影響による医療 

需要分析 

①圏域毎の医療需要(肺炎、脳梗塞

等の件数など)を把握 

②将来推計により、今後不足する

医療や病床機能を分析 

①圏域毎のコロナ患者等の入院動

向を把握 

②感染拡大時の医療需要を分析 

 
・方 法 神戸大学医学部附属病院へ委託 
 

○ 分析・推計に基づく展開 

    地域医療構想調整会議等において、地域で必要な医療提供体制の確保に向

けた議論の活性化を支援 

 

２ 病床機能報告の分析：2,039 千円 

  国から提供される病床機能報告(※)データに関する定量的分析及び図表化を

実施し、基本資料の作成や医療機関への情報提供を実施 

※地域における医療機能の分化・連携を進めることを目的に、平成 26 年度よ

り国主導で実施されており、対象医療機関(約 500 機関)の、それぞれの病

棟が担っている医療機能を把握するもの。 

 

３ 地域医療構想懇話会の開催：180 千円 

○ 開 催 回 数 ２回 

○ 内 容 国の動向、全県の地域医療構想の推進状況確認 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部医務課企画調整班 連絡先 078-362-3135 (内線 2716) 
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事業名 （新）大学連携新人看護研修への支援                  

予算額 

(千円) 

３，５００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

3,500 0 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍の影響により、医療機関における臨地実習の中止等が生じており、新人

看護職員の経験不足や不安を解消するため、基礎教育の状況を把握している大学と

臨床現場の連携を支援し、新人看護職員卒後臨床研修を充実化 

 

 ○ 補 助 対 象 医療機関 

○ 対 象 経 費 大学連携による講師謝金、旅費、備品購入費等 

 ○ 補 助 金 額 70 万円/施設(10 施設想定) 

 ○ 補 助 率 1/2 

 

 (参考)想定される連携内容 

   ・企画運営会議への参加 

    (ｱ) 現状の研修企画を分析・評価 

    (ｲ) 分析に基づく計画立案 

   ・教育指導者への指導、新人職員への直接指導・相談 

担当課 健康福祉部医務課医療人材確保班（看護指導担当） 連絡先 078-362-3251 (内線 3253) 
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事業名 （拡）認知症予防・早期発見の推進      

予算額 

(千円) 

１９，５９４ 

 （一部地域創生基金、 

  医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

6,226 13,368 0 0 

事業 

内容 

 認知症予防健診に加え、中年期からの認知症予防教室を実施する市町を支援し、

「予防」のための一体的な取組を推進 

 

 １ (新)認知症予防教室支援：6,758 千円 

   中年期からの認知症予防、早期発見を促進し、データ分析に基づいた効果的 

な仕組みづくりのために認知症予防教室を実施する市町を支援 

○ 補 助 率 1/2 

 

 (参考)神戸大学の取組(コグニケア) 

   認知症予防や健康増進に良いとされる研究成果をもとに、神戸大学が開発し 

た認知症予防・健康づくりサービス。今回の県事業では、コグニケアを含め 

て、その他でも同等の取組を行う市町を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  ２ 認知症予防健診支援：11,545 千円 

   認知機能アセスメントツールの活用による認知症予防健診を実施し、医療 

につなぐ取組を行う市町を支援 

   ○ 受診勧奨支援 (補助率 1/2） 

   ○ 導入支援研修 (10 回程度) 

 

 ３ 認知症相談センター機能強化研修等の実施：1,291 千円 

各市町の認知症相談センターの機能強化を図る研修及び啓発を実施 

○ 開 催 回 数 ２回(各 150 名) 

     

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部健康増進課認知症対策班 連絡先 078-362-3188 (内線 2947) 
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事業名 （新）ICT を活用した循環器病医療連携ネットワークの構築     

予算額 

(千円) 

１０２，３３０ 

（医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 102,330 0 0 

事業 

内容 

 循環器病の早期診断及び適切な治療による予後の改善につなげるため、医療連携

ネットワークの構築を支援 

 

 ○ 実 施 主 体 ３次救急病院及び循環器の急性期医療を担う２次救急病院 

 ○ 対 象 経 費 医療機関コミュニケーションアプリ導入経費 
 
 (参考)医療機関コミュニケーションアプリ 

    CT 等患者の画像データを共有化できるシステムを導入し、手術開始まで 

の時間短縮を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   

         

 ○ スケジュール 対象医療機関(※)63 施設に３年で導入 

         (R4：18 施設、R5：23 施設、R6：22 施設) 

※ 各医療圏の基幹となる３次救急病院と、循環器(心血管疾患・

脳卒中)の急性期医療を担う２次救急病院に導入 

 

(成果指標) 

目標 R4 R5 R6 最終目標 

死亡率 

(10 万人対) 

心疾患(高血圧除く) 
現状値より減少 

現状値(R1 値)より減少 

(心 疾 患：161.6 人) 

(脳血管疾患： 78.1 人) 脳血管疾患 

 

 (事業終期)令和６年度で終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部疾病対策課がん・難病対策班 連絡先 078-362-3202 (内線 3177) 

 

２～４時間 

ここの時間を短縮 
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事業名 （新）ヤングケアラー支援体制の構築 

予算額 

(千円) 

１２，７２２ 

（一部医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

8,006 713 0 4,003 

事業 

内容 

 家庭内でのケアを担うヤングケアラーの早期発見・悩み相談・福祉サービスへの

つなぎ等の支援体制を整備 

 

 １ ヤングケアラー相談窓口の設置：8,679 千円 

   相談者の精神的負担軽減、市町や支援機関へつなぐなどの展開を図るため、 

相談窓口を設置 

○ 相 談 体 制 平日 9～17 時(電話対応) 

※ 上記以外は随時メール受付２名（保健師・社会福祉士） 

 

 ２ 当事者支援グループ活動推進：3,330 千円 

   情報交換等の場づくりを促進するため、ピアサポート等の交流活動に取り組 

む団体の活動を支援 

○ 補 助 金 額 ・交流会：50 千円/回(9 団体) 

      ・オンライン：35 千円/回(3 団体) 

       ※ 補助上限：６回 

 

 ３ ヤングケアラー支援研修：713 千円 

   ヤングケアラーの抱える問題に気づく体制づくりを構築するための研修を 

開催 

○ 対 象 者 福祉、介護、医療、教育関係機関の職員等 

○ 内 容 ヤングケアラーの現状や支援に関する講義や、他職種合同 

でのグループワーク等 

○ 開 催 回 数 ５回 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

相談窓口設置市町数 5 市町 20 市町 41 市町 41 市町 
  

(事業終期)令和６年度まで(令和４年度から３年間に限り、モデル的に実施) 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部地域福祉課地域福祉班 連絡先 078-362-3181 (内線 2925) 

 

２ 福祉社会づくりの推進 
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事業名 （拡）医療的ケア児に対する支援体制の構築 

予算額 

(千円) 
２１，６１９ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

10,809 0 0 10,810 

事業 

内容 

 市町に配置するコーディネーターの養成等に加え、たんの吸引や経管栄養などの

医療的ケアが必要な障害児が、地域において必要な支援を受けられる体制を構築 
 
 １ (新)医療的ケア児支援センターの設置：14,585 千円 

○ 実 施 手 法 民間医療型障害児入所施設へ委託(週５日開設) 

○ 体 制 相談員２名(看護師・相談支援専門員) 

○ 内 容 ・医療的ケア児及び家族などからのワンストップ相談対応 

・研修会・家族交流会の開催 等 

※設置に要する備品等の経費は R3.2 月経済対策補正で計上(2,000 千円)  
 ２ 医療的ケア児コーディネーター養成等：7,034 千円 

○ 内 容 ・市町に設置するコーディネーター養成研修の開催 

      ・市町間連携を担う圏域コーディネーターの設置 等 

(成果指標) 

指標名 R3(見込み) R4 R5 

医療的ｹｱ児等ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置市町数 14 市町 28 市町 41 市町 

(見直し基準)全市町へコーディネーターが配置され、支援体制が構築されること

から、原則令和５年度で圏域コーディネーターを廃止 

担当課 健康福祉部障害福祉課障害福祉基盤整備班 連絡先 078-362-3194 (内線 2967) 

 

事業名 （新）強度行動障害スーパーバイザーの養成 

予算額 

(千円) 
２，８８５ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,442 0 0 1,443 

事業 

内容 

 強度行動障害者(※)の受け入れ施設の支援力向上及びその受け入れを促進する

ため、先駆的に取り組む施設に対し、コンサルティング形式での研修を実施 

※知的障害者等のうち自傷･他傷等の行動が頻発する特性を有し、地域移行が困難とされる者 
 
 ○ 内   容 ３年間かけて強度行動障害に関するスーパーバイザーを養成 

         (1･2 年目)基礎知識の習得、反復実践による支援ﾉｳﾊｳの定着 

         ( 3 年目 )他施設指導による受け皿拡大を図るため、コンサル 

         ( 3 年目 )施設の支援現場へ同行し、指導スキルを習得 

 ○ 対 象 施 設 強度行動障害者を受け入れているグループホーム等 

         ※研修受講後、スーパーバイザーとしての役割を担い、他施設 

           への指導等、今後の協力意思を有する施設 

 ○ 実 施 手 法 県知的障害者施設協会へ委託 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｽﾞ機能を

有する施設数 (研修受講期間) ５ ８ 10 
10 施設 
[R8 年度] 

  
(見直し基準)令和６年度に受講事業者数が５事業者に満たない場合は事業廃止 

担当課 健康福祉部障害福祉課身体・知的障害福祉班 連絡先 078-362-9497 (内線 3074) 
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事業名 （拡）無年金外国籍障害者福祉的給付金の拡充 

予算額 

(千円) 
６，２４８ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 6,248 

事業 

内容 

福祉的措置として重度障害者を支給対象としてきたが、基礎的生活の保障を目的

とした年金制度の谷間を埋めるものとして、支給対象を中度障害者まで拡充 

 

○対 象 者 昭和 57 年の国民年金法改正による国籍条項撤廃前に心身障害者

であったため、障害基礎年金の受給権がない在日無年金外国籍障

害者で以下に該当する者 

 

区分 
身体障害者 

手帳 
療育手帳 

精神障害者 

保健福祉手帳 

中度障害者 

(障害基礎年金２級相当)  
3 級 Ｂ(1) 2 級 

 

 ○支 給 額 中度障害者：障害基礎年金２級の 1/2(月額 32,537 円) 

 

 ○支 給 方 法 市町を通じて支給 

  

 (参考)現行制度の概要 

 

 ○対 象 者 

区分 
身体障害者 

手帳 
療育手帳 

精神障害者 

保健福祉手帳 

重度障害者 

(障害基礎年金１級相当)  
1、2 級 Ａ 1 級 

 

○支 給 額 重度障害者：障害基礎年金１級の 1/2(月額 40,671 円) 

担当課 健康福祉部障害福祉課障害政策班 連絡先 078-362-9105 (内線 2969) 
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事業名 （新）工賃向上研修の実施 

予算額 

(千円) 
９９１ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

495 0 0 496 

事業 

内容 

 就労継続支援事業所の工賃向上を図るため、事業所管理者向けの研修を実施し、

工賃向上による自立を促進 

 

 ○ 対   象 県内就労継続支援 B型事業所の管理者等 

 ○ 回 数 等 年３回開催(１回あたり 50 名程度参加) 

 ○ 内   容 ・工賃向上に関する講義 

          工賃向上に資する視点、収支評価･改善方法、人材育成等 

         ・全国の高賃金事業所による事例紹介 

         ・ワークショップの実施 

 

(成果指標) 

指標名 R2(実績) R4 R5 R6 R7 最終目標 
月平均工賃月額 

(円) 13,677 17,000 18,000 19,000 20,000 
21,000 
【R8】 

  
(見直し基準)令和６年の時点で、令和２年度実績値(13,677 円)と R6 目標値(19,000 円)

の差(5,323 円)の 50％未満(16,339 円未満)であれば廃止 

担当課 健康福祉部ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課障害就労支援班 連絡先 078-362-3261 (内線 3041) 

 

事業名 （新）人権相談体制の充実 

予算額 

(千円) 

２，００７ 

(一部地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,256 0 0 751 

事業 

内容 

 多様化する人権問題に対応するため、法的手続に関する専門相談体制等を整備 

 

○ 設 置 場 所 （公財）兵庫県人権啓発協会 

○ 実 施 方 法 電話相談を基本とし状況により面接を実施 

○ 内 容 ・法律専門相談窓口の設置 

コロナ禍におけるインターネット上の誹謗中傷等の人権侵害

に対する司法的救済を実施する専門窓口を設置 

・LGBT 等に関する相談窓口の設置 

          性的少数者への相談体制を強化するため、全県対象の窓口を設置 

 

 (成果指標) 

指標名 区分 R4 R5 R6 

相談解決率 

相談件数見込み a 100 100 100 

 うち解決件数 b 70 70 70 

目標解決率 b/a 70% 70% 70% 
  

(見直し基準) 令和６年度実績で目標未達の場合は事業廃止 

担当課 健康福祉部人権推進課人権推進班 連絡先 078-362-3229 (内線 3098) 
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事業名 （新）看護小規模多機能型居宅介護利用の促進 

予算額 

(千円) 

２，８４７ 

（医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 2,847 0 0 

事業 

内容 

 退院直後の在宅生活への移行や、看取り期の支援、医療行為等の多様なサービスを 24 時

間 365 日提供する看護小規模多機能型居宅介護サービス(以下｢看多機｣)の整備を促進 
 
 １ 新規参入等相談への支援：564 千円 

   県内の小規模多機能型居住介護(R3:242 事業所)から、看多機への転換を図 

  るため、看護師確保に資する支援を実施 

   ○ 内   容 アドバイザー派遣(15 回)、通信費等に要する経費支援 
 
 ２ 資質向上研修の開催(４回)：743 千円 

   県下の看多機の質の向上および整備促進につなげるため、各職種の研修を実施 

      ○ 対   象 看多機に従事する看護師、介護職員、介護支援専門員 等 
 
 ３ 病院退院支援室等への訪問説明：347 千円 

   急性期病院等の地域連携室等に対し、看多機が在宅での療養生活を支えるサービスで 

あることの説明・利用への働きかけを実践し、看多機の整備促進･質の向上を図る 
 
 ４ パンフレットの作成・配布：214 千円 

   事業者向けに加え、訪問説明等で配布する利用者向けリーフレットを作成 
 

５ 普及推進員の配置：979 千円 

   ○ 配 置 人 数 １人(兵庫県看護小規模多機能型居宅介護事業者連絡協議会に配置) 

 

  (参考)看多機の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標 
看多機事業所 
整備数(累計) 56 箇所 64 箇所 72 箇所 80 箇所 

80 箇所 
(令和７年度) 

  
(見直し基準)第９期計画(R6～R8)で整備目標を見直した場合は、見直し内容に準じる 

担当課 健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班 連絡先 078-362-9117 (内線 3107) 
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事業名 （新）全国介護老人保健施設大会の開催支援 

予算額 

(千円) 
５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 500 

事業 

内容 

 高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進に寄与するための全国介護老人保健 

施設大会が神戸市で開催されることから、開催県として支援 

 

 ○ 開 催 日 時 令和４年９月 22 日(木)～23 日(金) 

 ○ 開 催 場 所 神戸ポートピアホテル 

 ○ 参加予定者 2,500 人(介護老人保健施設の勤務職員、施設関係者他)  

 ○ 内   容 式典、特別講演、シンポジウム、福祉医療機器展示等 

  

年度 開催地 大会テーマ 

H30 埼玉県 彩ろう!豊かな高齢社会 ～老健は地域づくりの担い手です～ 

R1 大分県 地域と共に紡ぐ令和老健 豊の国から真価･深化･進化 

R2 宮城県 
※新型コロナの影響により中止 

R3 岐阜県 

R4 兵庫県 新たな時代をいきぬくために ～今、老健ができること～(予定) 

 

    

担当課 健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班 連絡先 078-362-9117 (内線 3107) 

 

事業名 （拡）介護ロボット等導入支援機能の強化 

予算額 

(千円) 

４，５５４ 

（医療介護推進基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 4,554 0 0 

事業 

内容 

 介護施設等における介護職員等の労働環境改善策として、介護ロボット等を活用 

できる人材を養成 

 ○ 内   容 小・中規模法人運営施設を中心とした個別研修を実施(25 施設) 

                 (主な見直し内容) 

         ・集合開催であったものを、施設毎の個別開催とし、施設の 

          状況を踏まえた効果的な研修を実施 

         ・実技講習を増やし、効果的な個別指導を可能化 等 

 ○ 実 施 手 法 福祉のまちづくり研究所へ委託 

  

 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標 

介護ロボット 
導入施設数 

単年度 200 200 200 200 約 1,100 施設へ導入 
(R7 年度) 累計 500 700 900 1,100 

  
(見直し基準) 第９期計画(R6～R8)で整備目標を見直した場合は、見直し内容に準じる        

担当課 健康福祉部高齢政策課介護基盤整備班 連絡先 078-362-9117 (内線 3107) 
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事業名 （新）高齢者の補聴器活用状況の調査の実施 

予算額 

(千円) 

１０，８３６ 

（地方創生臨時交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

10,836 0 0 0 

事業 

内容 

 コロナ禍により高齢者の社会参加活動が低下していることを踏まえ、国への制度

提案の一助とするため、補聴器装用のニーズ、社会参加活動の状況等を把握する調

査を実施 

 

〇 実 施 主 体 県 

〇 補 助 対 象 ①令和４年４月１日現在で満 65 歳以上の者 

        ②聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者 

        ③耳鼻科医師の診断を受け、補聴器が必要との意見を受けた者 

         ④医療機器として認定されている補聴器本体と付属品であること 

⑤認定補聴器技能者により調整を受けた補聴器であること 

⑥事後アンケート・モニタリングへの協力をすること 

 〇 募 集 方 法 地域・年齢等を考慮の上、抽選等の公正な方法で決定(400 人程度) 

 〇 募 集 期 間 令和４年４月～５月 

〇 対 象 経 費 補聴器の購入費用 

 〇 補 助 額 上限２万円 

担当課 健康福祉部高齢政策課地域包括ケア推進班 連絡先 078-362-3195 (内線 2946) 
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事業名 （新）社会的養護従事者における処遇改善の実施 

予算額 

(千円) 

６，３９５，０００ 

※一部 R3.2 月経済対策補正 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

6,395,000 0 0 0 

事業 

内容 

 国の経済対策を踏まえ、看護師や介護職員等の社会的養護従事者の収入を引上げ

る措置を実施 

 

○ 対 象 期 間 令和４年２月～９月 

        ※以降も国において賃上げ効果が継続される取組を実施 

○ 内   容 (看護)収入１％程度引上げ (その他)収入３％程度引上げ 

 

区  分 児童養護施設 保育所等 医療機関 

実施主体 県、児童相談所設置市 市町 県 

対象施設 
乳児院、児童養護施設、 

母子生活支援施設等 

保育所、認定こども園、

放課後児童クラブ等 

地域でｺﾛﾅ医療等一定

の役割を担う医療機関 

対象職種 児童指導員等 
保育士、保育教諭、 

放課後児童支援員等 
看護師等 

所 要 額 82,000 千円 
－ 

(国庫直通) 

1,043,000 千円 

 R3.2 月経済補正 21,000 千円 － 

 R4 当初 61,000 千円 1,043,000 千円 

 

区  分 介護施設 障害者施設 

実施主体 県 県 

対象施設 

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲの

いずれかを取得してい

る事業所等 

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲの

いずれかを取得してい

る事業所等 

対象職種 介護職員等 障害福祉職員等 

所 要 額 3,453,000 千円 1,817,000 千円 

 R3.2 月経済補正 － － 

 R4 当初 3,453,000 千円 1,817,000 千円 
 
※児童養護施設については、国補助金の交付決定スケジュールの関係から、 

一部 R3.2 月経済対策補正予算での計上 

担当課 

健康福祉部児童課児童福祉班 

健康福祉部こども政策課こども育成班 

健康福祉部こども政策課こども企画班 

健康福祉部医務課医療人材確保班（看護指導担当） 

健康福祉部高齢政策課介護人材対策班 

健康福祉部障害福祉課障害政策班 

連絡先 

078-362-3198 

078-362-3199 

078-362-4198 

078-362-3251 

078-362-4401 

078-362-9105 

(内線 2982) 

(内線 3023) 

(内線 2864) 

(内線 3253) 

(内線 2889) 

(内線 2969) 

 

※ 
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事業名 （新）自動録音電話機の普及促進 

予算額 

(千円) 

１３，６５０ 

（地方創生臨時交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

13,650 0 0 0 

事業 

内容 

 高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図るため、緊急対策として地域の高齢者世帯

の実情をよく知る市町が県警察と連携して実施する、防犯機能を有する自動録音電

話機等の普及事業を支援(令和４年度限り) 
 
 ○ 実 施 主 体 市町 

  ○ 対 象 経 費 防犯機能を有する自動録音電話機等の購入費 

 ○ 補 助 要 件 65 歳以上の高齢者対象の購入補助及び貸与事業 

○ 補 助 金 額 ・自動録音電話機(購入) 上限 4,000 円 

        ・外付け録音機(購入) 上限 2,000 円 

        ・外付け録音機(貸与) 上限 1,500 円(いずれも補助率 1/2) 

○ 補 助 台 数 6,500 台 

 

担当課 企画県民部地域安全課地域安全対策班 連絡先 078-362-3225 (内線 2817) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 安全安心な暮らしの実現 
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事業名 （拡）交通安全施設等の整備 

予算額 

(千円) 
７，１１５，１０５ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,883,664 0 4,165,500 1,065,941 

事業 

内容 

 安全・安心・快適な交通社会の実現を図るため、警察本部および道路管理者に 

よる交通安全施設の整備・老朽化更新などを強力に推進 

 

 １ 整備事業の概要 
 

区  分 予 算 主な事業の内容 

警 察 

本 部 

交通安全施設整備 
補助事業 1,034,292 交通管制センター整備 等 

単独事業 1,182,000 信号機新設(10 基) 等 

交通安全施設の老朽化対策 500,000 
信号灯器の LED 化 

(1,672 灯)等 

小   計 2,716,292  

道 路 

管理者 

通学路等の安全対策の推進 2,182,041 歩道整備(8km) 

自転車の安全対策の推進 308,256 自転車通行空間整備(12km) 

事故防止対策事業 1,900,000 
防護柵、道路照明灯 

標識修繕及び設置 等 

小   計 4,390,297  

合   計 7,106,589  

 

 ２ (新)機動補修班の設置：8,516 千円 

   警察本部を拠点にして、点検、要望等で把握した摩耗の著しい横断歩道等

について、補修用スプレーによる応急的な補修を実施 

   ○ 内   容 機動補修班を警察本部に設置(２班６人体制) 

   ○ 実 施 箇 所 年間約 5,900 箇所対応可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 
県警察本部交通部交通規制課規制計画係 

県土整備部道路保全課保全班 
連絡先 

078-341-7441 

078-362-3524    

(内線 5173) 

(内線 4399) 
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事業名 （新）交通安全キャッチ LINE 事業の実施 

予算額 

(千円) 
１，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,000 

事業 

内容 

 交通事故防止等を図るため、県民が危険箇所等を気軽に通報できる LINE 窓口を

開設し、情報収集を強化  

○ 通 報 内 容 

道路・交通安全施設の破損及び不具合、道路交通上の危険箇所等(緊急対応案件を除く) 
 
 (参考)LINE 窓口での通報処理イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 

関係機関への情報提供件数 2,880 件 3,650 件 
  

(見直し基準)２年後に通報件数･内容を分析し、見直し･廃止を検討 

担当課 企画県民部地域安全課交通安全室交通安全対策班 連絡先 078-362-9071 (内線 2820) 

 

事業名 （新）AI 技術を活用した自動話者識別システムの整備 

予算額 

(千円) 
２，２１９ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,219 0 0 0 

事業 

内容 

 特殊詐欺事件等において録音された犯人の音声と被疑者の音声が同一人物であ

るかの判断の効率化・高度化を推進するため、AI 技術を活用したシステムを導入 

 

 〇 導 入 機 器 高性能パソコン(１台)、自動話者識別システム 

 〇 整 備 場 所 科学捜査研究所 

   

区  分 
声紋鑑定 

(従 来) 

自動話者識別システム 

(今回導入) 

対応言語 日本語のみ 言語に依存しない 

音  声 同じ言葉の音声 異なる言葉の音声も対応 

比較人数 原則一人の話者(1 対 1) 複数話者可も対応可(N 対 N) 

検査時間 数週間 約１日 

評価方法 

声紋に認められる識別に

有意な特徴を、十分な訓練

を受けた鑑定人が経験則

に基づき評価 

AI によって抽出された識別に有意な

特徴を、計算機が確率理論に基づき

評価 

 

担当課 県警察本部刑事部科学捜査研究所 連絡先 078-341-7441 (内線 4732) 
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事業名 （新）サイバー犯罪人的基盤の強化 

予算額 

(千円) 
４，０９７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 4,097 

事業 

内容 

 深刻化するサイバー空間の脅威に対処するための高度な知識・技能を有する人材

を育成 

 

  〇 内   容 ・解析等に関する民間研修 

          暗号資産やｽﾏｰﾄﾌｫﾝの解析技術等に関する民間研修を受講 

         ・学術機関への派遣 

          大学院に科目等履修生として派遣し、高度プログラムを受講 

         ・ダークウェブ捜査研修 

           薬物・銃器売買等、匿名性が確保されたネット領域である 

ダークウェブの調査等に関する民間研修を受講 

 

 (参考)令和２年中の兵庫県におけるサイバー犯罪等の相談件数：4,586 件 

(前年比 1,395 件増加(＋43％) 過去最多) 

         

担当課 県警察ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ・捜査高度化ｾﾝﾀｰ 連絡先 078-341-7441 (内線 2961) 

 

事業名 （新）暴力団離脱者損害補償金制度の実施 

予算額 

(千円) 
１，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,000 

事業 

内容 

 人的基板の切り崩しによる暴力団壊滅対策の強化に向け、損害補償金制度を拡充

し、事業所が暴力団離脱者を安心して雇用できる環境整備を、暴力団追放兵庫県民

センターと協調して推進 
 

  ○ 内 容  
 

区 分 現 行 R4～ 

実施主体 暴力団追放兵庫県民センター 

補償金額 50 万円以内 累計 200 万円以内 

負担割合 センター10/10 県：センター=1:1 
 
(成果指標) 

指標名 現状 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R8) 

受入賛助事業所数 46 76 106 136 166 196 
46→196 

【R8 年度】 

離脱者における 

就労支援者率 
4% 5.2% 6.4% 7.6% 8.8% 10.0% 

4%→10% 

【R8 年度】 

 

(見直し基準) 令和８年度において目標未達の場合は、事業見直しを検討 

担当課 県警察本部刑事部暴力団対策課 連絡先 078-341-7441 (内線 4591) 
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事業名 （拡）青少年インターネット利用対策の実施 

予算額 

(千円) 
６，３１７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 6,317 

事業 

内容 

 青少年の安全・安心なインターネット利用を推進するため、ルールづくりやトラ

ブル防止に向けた普及啓発等を実施 
 
 １ ネットトラブル防止ワークショップ：216 千円 

   青少年自身がインターネット利用対策を議論・検討するワークショップを開催(２回) 

      ○ 参 加 者 中高生(30 名程度) 

   ○ 内   容 ・青少年におけるﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙの現状に関する講義 

           ・参加者によるﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙへの対策の議論･検討 
 
 ２ (新)オフラインあそび塾の開催：1,216 千円 

   あそびや工作等の体験活動を通じてスマホ・ゲームとのつきあい方を考える 

ワークショップを開催 

  ○ 参 加 者 小学校以下の子ども(圏域単位で開催し、各回 20 名程度) 

  ○ 実 施 場 所 県内 10 カ所(10 回：圏域ごとに各１回開催) 

  ○ 内   容 (子ども対象)あそびや工作等の体験活動、ネットの安全な使 

い方に関する学習会等 

           (保護者対象)専門家による講義、保護者同士の意見交換等 
 
 ３ 家庭でのルールづくり支援：990 千円 

   生活時間やネットの使い方等を家族で話し合うためのワークシートを作成・配布 

   ○ 配 布 対 象 県内小学校１年生、中学校２・３年生の保護者 
 
 ４ (新)ネットトラブル防止に向けた啓発：2,345 千円 

   ○ ターゲティング広告による啓発 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の危険に遭遇しやすいと思われる県内ﾕｰｻﾞｰを、ﾃｰﾏ別啓発ﾍﾟｰｼﾞ

へ誘導するため、年齢・性別・検索履歴等に応じたﾊﾞﾅｰ広告を配信 

      ○ 啓発動画の作成・配布 

     ・活用方法 ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ広告からの誘導、ひょうごﾁｬﾝﾈﾙへの掲載等 
 
 ５ スマホサミット in ひょうごの開催：779 千円 

   県や市町によるワークショップ等の成果を全県へ発信 

   ○ 参 加 者 ワークショップ参加の中高生、一般参加者等 
 
 ６ 適正利用に向けた施策の検討・検証の実施：771 千円 

   ○ 青少年のインターネット適正利用に向けた協議会の開催 

     ・構 成 員 学識者、PTA、マスコミ・携帯キャリア、行政機関等 

   ○ ケータイ・スマホアンケートの実施 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

小中学生の家庭 

でのルール策定率 
90％ 92％ 94％ 96％ 98％ 

100％ 

[R9 年度] 
  
(見直し基準)各年度の年次目標達成率が 80％未満の場合、実施手法を見直し 

担当課 企画県民部青少年課青少年指導班 連絡先 078-362-3142 (内線 2746) 
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事業名 （新）水上オートバイによる危険行為等に関する対策の実施 

予算額 

(千円) 
７，６７５ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 7,675 

事業 

内容 

「兵庫県 水上オートバイによる危険行為等の対策検討会議」における対策のと

りまとめを踏まえ、①適切な指導を行なうマリーナ等の認証制度の創設、②全国初

となる都道府県の海域全てを対象とした自主ルールの設定など、誰もが安全安心で

楽しく兵庫の海を利用できるための取組を推進 

 

１ 連絡調整会議(仮称)の設置：140 千円 

   官民の関係機関・団体が連携して取り組んでいくため、新たに連絡調整会議 
(仮称)を設置 

 

２ 「水上オートバイ ひょうご安全安心 マリーナ・ショップ」認証制度の創設：1,230 千円 

・適切な指導・啓発を行なうマリーナ・ショップ等を県が認証 

(ユーザーの利用(上下架)は、認証マリーナ等から行なうことを推奨) 

・認証マリーナ等を利用するユーザーに対し、リストバンド等を貸出(又は配布) 
 

３ 兵庫県独自ルールの設定、周知 ：1,228 千円 

○ 独自ルールの設定 ※ 都道府県の海域すべてを対象とした独自ルール 

の設定は、全国初 

     ・「徐行区域・徐行速度」、「遊泳者等の安全確保のための距離」の設定 
 

区分 原則 備考 

徐

行 

区域 沿岸から概ね 100m 

安全性等の観点から適当でない場合

は、当該地域において、ローカルルール

を設定することも可能 

速度 徐行区域では時速 8㎞以下 遊泳者等が近い場合は、時速 5km 以下 

遊泳者等の安全確

保のための距離 
概ね 100m 以上離れて航行 

やむを得ず 100ｍ以内に近づく場合は、

時速 5km 以下 

※ 地域により状況が異なるため、距離や速度は概ねの目安 

・港湾・海岸等の適切な利用 

      (地域住民や他の利用者の支障･迷惑となる行為(ｺﾞﾐの放置、騒音等)をしない) 

○ 独自ルール等の周知 

リーフレットの作成等により、ユーザーやマリーナ等に広く周知 
 

 ４ 啓発・パトロール活動等の強化：5,077 千円 

   ○ 県管理港湾等における対策の強化(啓発看板の設置等) 

○ 遊泳区域の拡充検討(標識(水上看板)の増設) 

○ 官民連携による啓発・パトロールの実施(重点的な実施日の設定) 

担当課 県土整備部港湾課管理班 連絡先 078-362-3537 (内線 4446) 
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事業名 （新）老朽化マンション建替の促進 

予算額 

(千円) 
１５，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 15,000 

事業 

内容 

 周辺に危害が生じる恐れがあるマンションを減らし、都市環境の改善を図るた

め、マンション建替円滑化法(令和３年 12 月 20 日施行)に基づく要除却認定マンシ

ョンの建替工事に対する支援を実施 

 

 ○ 補 助 対 象 マンション建替組合等に対して補助を実施する市町 

 ○ 対 象 経 費 調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費 

 ○ 補 助 要 件 以下の全ての要件に該当する場合 

         ・特定行政庁(※１)が認める要除却認定ﾏﾝｼｮﾝ(※２)であること 

         ・災害時の居住継続に寄与する施設を整備すること 

         ・国庫補助(優良建築物等整備事業)を活用すること 

         ・市町が県と同等以上に補助すること(随伴義務) 

 ○ 補助限度額 対象延べ面積に応じ、以下のとおり(国・県・市町合計額) 

・ 1,000 ㎡ ～ 5,000 ㎡： 3,000 万円 

         ・ 5,000 ㎡ ～10,000 ㎡： 6,000 万円 

         ・10,000 ㎡ ～15,000 ㎡： 9,000 万円 

         ・15,000 ㎡ ～         ：13,500 万円       

○ 負 担 割 合 国 1/4、県 1/8、市町 1/8 、事業者 1/2 
 

(※１)特定行政庁 

    兵庫県、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、

宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市 

  (※２)要除却認定マンション 

     法第 102 条に基づき、特定行政庁が認定する以下のマンション 

     ・火災に対する安全性が不足しているもの 

     ・外壁等の剥落により周辺に危害が生じる恐れがあるもの 等 

 

 

担当課 県土整備部市街地整備課市街地整備班 連絡先 078-362-3594    (内線 4676) 
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事業名 （新）マンション管理適正化への支援 

予算額 

(千円) 
１，９８４ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

877 34 0 1,073 

事業 

内容 

 高経年マンション(築 35 年以上の分譲マンション)の管理適正化と、良好な居住

環境を確保するための支援を実施 

 

 １  マンション管理組合への担い手支援：1,950 千円 

   マンション管理組合の役員の担い手不足を解消するため、外部専門家である

マンション管理士の役員就任等に要する費用の一部を補助 

〇 対 象 建 物 高経年マンション 

○ 補 助 対 象 マンション管理組合又はその者に対して補助する市 

○ 対 象 経 費 外部専門家(マンション管理士)との顧問契約及び役員就任

にかかる費用 

○ 対象経費上限 顧問契約：上限 120 万円、役員就任：上限 180 万円 

            (１管理組合あたり各１回限り) 

○ 負 担 割 合 市域：県 1/4、市 1/4 ※随伴義務、事業者 1/2  

町域：県 1/2、事業者 1/2 
 
 ２  マンション管理計画認定に係る審査等：34 千円 

 

【マンション管理適正化法の概要】 

   ○ 令和４年度から、ﾏﾝｼｮﾝの管理適正化のため、地方公共団体による計画 

の策定、ﾏﾝｼｮﾝ管理計画の認定、助言指導勧告等の制度を創設 

   ○ 県の役割は以下のとおり 

    (町域)県がﾏﾝｼｮﾝ管理適正化推進計画を策定、助言・指導・勧告、ﾏﾝｼｮﾝ 

       管理計画の認定を実施するとともに、必要な施策を講じる 

    (市域)県は市と連携を図り、必要に応じて施策を講じる 

 
 
 (成果指標) 
 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R13 年度) 
管理状況が概ね 

良好なﾏﾝｼｮﾝの割合 
(町域) 

30.6％ 32.7％ 36.7％ 40.8％ 44.9％ 60.0％ 

 

 (見直し基準) 令和６年度に達成率 50％未満の場合、見直し検討 

 

  

担当課 県土整備部住宅政策課住宅政策班 連絡先 078-362-3581    (内線 4637) 
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事業名 社会基盤の充実・強化（公共事業・国直轄事業） 

予算額 

(千円) 
９８，５４９，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

43,670,560 4,961,451 44,170,500 5,746,489 

事業 

内容 

  
１ 公共事業：88,048,000 千円 

(単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 国直轄事業：10,501,000 千円 

(単位：百万円) 

 

 

    ※ 担当課室・連絡先は次頁参照 

主な箇所 事業内容 金額

(主)加古川小野線 東播磨道(加古川市～小野市) 橋梁上下部工等

(国)178号 浜坂道路Ⅱ期 トンネル工等

(主)香美久美浜線 竹野大橋(豊岡市) 橋梁補修

(一)明石高砂線 相生橋西詰交差点(高砂市) 交差点改良

(都)尼崎宝塚線(宝塚市) 現道拡幅

武庫川(尼崎市、西宮市) 河床掘削等

市川(姫路市) 築堤等

砂　防 湯ノ郷川(宍粟市) 砂防堰堤工 7,852

海岸・港湾 福良港海岸(南あわじ市) 湾口防波堤整備 4,540

公　園 播磨中央公園(加東市) 公園施設更新 1,392

区画整理 英賀保駅周辺地区(姫路市) ＪＲ立体交差 917

農業農村 岩岡町甲７号池(神戸市) ため池改修 10,405

造　林 一宮町倉床(宍粟市) 間伐等 1,240

林　道
千ヶ峰・三国岳線(朝来市生野町黒川～多可町加美区
奥荒田)

森林基幹道整備 676

治　山 長野(養父市) 治山ダム工 3,757

漁　港 沼島漁港(南あわじ市) 港口水門整備 1,527

漁場整備開発 播磨一宮(淡路市) 増殖場造成 900

経営構造改善 高雄地区(赤穂市) 農業用機械等整備 50

林業構造改善 山崎町須賀沢(宍粟市) ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工施設整備 100

漁業構造改善 香住漁港(香美町) 水産廃棄物処理施設整備 13

81,390

揖保川流域下水道(姫路市) 電気設備改築等 6,658

88,048

河　川

小　計

道路・街路 35,996

事業名

一
般
会
計

流域下水道事業

合　計

12,025

４ 社会基盤等の充実・強化 

主な箇所 事業内容 金額

(国)483号 豊岡道路、(国)２号 相生有年道路 道路改良等 5,528

加古川(加東市)、円山川(豊岡市) 河道掘削等 2,588

六甲山系(神戸市) 砂防堰堤工 1,199

姫路港広畑地区(姫路市) 岸壁整備 305

国営明石海峡公園(神戸市、淡路市) 公園施設更新 248

東条川二期(加東市･小野市･三木市) ダム耐震対策 586

赤碕沖(日本海西部海域)
ズワイガニ等保護育成
礁造成

47

10,501合　計

土地改良

漁場整備

海岸・港湾

公　園

事業名

道　路

河　川

砂　防
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＜社会基盤の充実・強化(公共事業・直轄事業) 担当課室一覧＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１　医療分公共事業

担　当　課  室 連　絡　先

県土整備部道路街路課国道・橋梁班 078-362-3517  (内線4375)

県土整備部道路街路課県道班 078-362-3516  (内線4376)

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3523  (内線4397)

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3524  (内線4399)

県土整備部道路街路課街路班 078-362-3547  (内線4480)

県土整備部河川整備課企画整備班 078-362-9332  (内線4437)

県土整備部河川整備課維持防災班 078-362-9292　(内線4439)

県土整備部武庫川総合治水室武庫川企画班 078-362-4028  (内線4424)

砂 防 県土整備部砂防課砂防班 078-362-3544  (内線4467)

海 岸 ・ 港 湾 県土整備部港湾課整備班 078-362-3540  (内線4452)

公 園 県土整備部公園緑地課企画管理班 078-362-9308  (内線4490)

区 画 整 理 県土整備部市街地整備課区画整理班 078-362-9305  (内線4673)

農 業 農 村 農政環境部農村環境室ため池水利班 078-362-3432  (内線4018)

造 林 農政環境部林務課造林計画班 078-362-3461  (内線4109)

林 道 農政環境部治山課治山林道班 078-362-3470　(内線4132)

治 山 農政環境部治山課治山林道班 078-362-3469　(内線4132)

漁 港 農政環境部漁港課漁港整備班 078-362-3485  (内線4179)

漁 場 整 備 開 発 農政環境部資源増殖室漁場整備班 078-362-3480  (内線4163)

経 営 構 造 改 善 農政環境部農業経営課集落農業活性化班 078-362-3407  (内線3940)

林 業 構 造 改 善 農政環境部林務課木材利用班 078-362-9224  (内線4102)

漁 業 構 造 改 善 農政環境部漁港課漁港整備班 078-362-3485  (内線4179)

県土整備部下水道課計画指導班 078-362-3554  (内線4500)

２　直轄事業

担　当　課  室 連　絡　先

県土整備部道路街路課国道・橋梁班 078-362-3517  (内線4375)

県土整備部河川整備課企画整備班 078-362-3530  (内線4417)

県土整備部砂防課砂防班 078-362-3544  (内線4467)

県土整備部港湾課整備班 078-362-3539  (内線4450)

県土整備部公園緑地課企画管理班 078-362-9308  (内線4490)

農政環境部農村環境室農村整備班 078-362-9211  (内線4005)

農政環境部資源増殖室漁場整備班 078-362-3480  (内線4163)

砂 防

海 岸 ・ 港 湾

公 園

土 地 改 良

漁 場 整 備

河 川

区　　　分

区　　　分

道 路

道 路 ・ 街 路

河 川

一 般 会 計

流 域 下 水 道 事 業
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事業名 災害に強い県土づくりの推進(県単独事業) 

予算額 

(千円) 
９，０００，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 131,000 8,869,000 0 

事業 

内容 

 １ 緊急防災・減災事業：2,500,000 千円 

   防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策と連携し、地震・津波

対策等を実施 

○ 事 業 期 間 令和３～７年度 

 ○ 内 容                    (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 
 

 ２ 緊急自然災害防止対策事業：4,900,000 千円 

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策と連携し、高潮対策や

治水対策、土砂災害対策等の防災・減災対策を県単独で実施 

○ 事 業 期 間 令和３～７年度 

 ○ 内 容                    (単位：百万円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 ３ 緊急浚渫推進事業：1,600,000 千円 

 大規模な浸水被害等が相次ぐ中、事前防災を図るため、計画的に堆積土砂

等を撤去し、事前防災対策を推進 

 ○ 事 業 期 間 令和２～６年度 

 ○ 内 容                    (単位：百万円) 

 

 

※ 担当課室・連絡先は次頁参照 

区分 主な箇所 事業内容 金額

杉原川(多可町)

甲良川(市川町)

奥池(１)地区(芦屋市)

大石原川(姫路市)

(国)312号(豊岡市) 雪害対策

(国)173号　板坂トンネル(丹波篠山市) 道路施設LED化

小代区神水(香美町)

氷上町香良(丹波市)

道路防災
対策

山地防災

500

1,400

1,700

600

700

土砂災害
対策

河川中上流部治水
対策　等

土砂災害対策

治山ダム工

高潮対策

治水対策

尼崎西宮芦屋港(西宮市) 越流・越波防止対策

５ 災害への備えの強化 

区分 主な箇所 事業内容 金額

(一)上鴨川西脇線 鹿野大橋(西脇市)

(一)上笹千本停車場線 香島橋(たつの市)

(主)加美宍粟線(神河町)

(国)429号(丹波市)

富島川(たつの市)

尼崎西宮芦屋港(尼崎市)

河川等
地震対策

1,100

400

1,000

橋梁耐震

落石防止

護岸等の強化

道路法面の防災対策

橋梁耐震化

区分 主な箇所 事業内容 金額

円山川(朝来市)

三原川(南あわじ市)

薬王寺川(豊岡市)

山口川(新温泉町)

鍔市ダム(丹波篠山市)、大杉ダム(丹波市) 堆積土砂浚渫工事

八幡谷ダム(丹波篠山市)、藤岡ダム(丹波篠山市) 測量・調査
200

200

1,200

農業用ダム

堆積土砂撤去

堆積土砂撤去

河　川

砂　防

つばいち 
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＜災害に強い県土づくりの推進(県単独事業) 担当課室一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　緊急防災・減災事業

担　当　課  室 連　絡　先

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3523  (内線4397)

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3523  (内線4397)

県土整備部河川整備課維持防災班 078-362-3531  (内線4419)

県土整備部港湾課整備班 078-362-3539  (内線4450)

２　緊急自然災害防止対策事業

担　当　課  室 連　絡　先

県土整備部港湾課整備班 078-362-3539  (内線4450)

県土整備部河川整備課企画整備班 078-362-9332  (内線4437)

県土整備部河川整備課維持防災班 078-362-3531　(内線4419)

県土整備部砂防課砂防班 078-362-3544  (内線4467)

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3523  (内線4397)

県土整備部道路保全課保全班 078-362-3524  (内線4399)

農政環境部治山課治山林道班 078-362-3469　(内線4132)

３　緊急浚渫推進事業

担　当　課  室 連　絡　先

県土整備部河川整備課企画整備班 078-362-9332  (内線4437)

県土整備部砂防課砂防班 078-362-3565  (内線4472)

農政環境部農村環境室ため池水利班 078-362-3433  (内線4018)農 業 用 ダ ム

区　　　分

橋 梁 耐 震

落 石 防 止

土 砂 災 害 対 策

区　　　分

高 潮 対 策

山 地 防 災

区　　　分

河 川

砂 防

治　水　対　策

道 路 防 災 対 策

河川等地震対策



97 

 

 

事業名 （拡）避難行動要支援者のための個別避難計画の作成促進 

予算額 

(千円) 
１１，７３５ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 11,735 

事業 

内容 

 災害対策基本法の改正に伴い、個別避難計画作成が市町の努力義務となったこと

を踏まえ、市町による計画作成推進に係る施策に対して支援するとともに、計画作

成における人材育成を促進 

 

 １  計画作成の促進：10,250 千円 

○ 補 助 対 象 市町 

〇 対 象 経 費 市町の計画作成推進施策に要する経費 

    〇 補 助 金 額 上限 25 万円 

○ 補 助 率 1/2 

   

 ２  自主防災組織の人材育成：1,485 千円 

自主防災組織等の個別避難計画作成への参画促進を目的とした人材育成研

修を実施 

○ 参 集 範 囲 避難支援等実施者(自主防災組織、民生委員等) 

〇 研 修 内 容 避難支援時の役割と責任の範囲、情報共有と個人情報保護 

    〇 実 施 回 数 １回(10 県民局単位で実施) 

 

 (事業終期)令和４年度からの３年間で、作成率 50％の達成をもって事業を終了 

※個別避難計画の作成にあたり、国は災害リスクの高い要支援者につ

いては、今後５年間での計画作成を行うよう指導 

担当課 企画県民部防災企画課防災企画班 連絡先 078-362-9870 (内線 5352) 
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事業名 （新）福祉避難所運営強化促進モデル事業の実施 

予算額 

(千円) 
２，４３０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,430 

事業 

内容 

 福祉避難所運営に関する災害対策基本法の改正、国取組指針・国ガイドラインの

改訂を踏まえ、県福祉避難所運営・訓練マニュアルを改訂 

 

 １  福祉避難所設置・運営モデル訓練の実施：1,500 千円 

〇 対 象 経 費 訓練記録経費、感染症対策経費、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催経費 等 

    〇 補 助 金 額 30 万円(定額) 
   
 ２  有識者会の開催(２回)：110 千円 
      
３  福祉避難所運営・訓練マニュアルの改訂：820 千円 

〇 作 成 部 数 410 部 
    
(成果指標) 

 
指標名 現状 R5 

県マニュアルの改訂を踏まえた市町マニュアル
の見直し、研修、訓練実施市町数  

0 市町 41 市町 
 
 (見直し基準) 単年度事業として実施 

担当課 企画県民部災害対策課訓練･指導班 連絡先 078-362-9982 (内線 5383) 

 

事業名 （拡）消防団活性化の支援 

予算額 

(千円) 
３，３００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 3,300 

事業 

内容 

 大規模災害時における情報収集、避難所の運営支援等、消防団に新たな役割が求

められているとともに、担い手不足への対応が必要なため、訓練・加入促進を支援 
 
 １  消防団訓練・加入の促進支援：3,100 千円 

○ 補 助 対 象 市町 

〇 対 象 経 費 訓練・研修経費、消防団の加入促進に要する経費(R4 追加) 

    〇 補 助 金 額 上限 10 万円(現行：５万円) 

○ 補 助 率 1/2 
   
 ２  女性消防団員の活性化：200 千円 

○ 補 助 対 象 県消防協会 

〇 対 象 経 費 活動事例発表会開催経費、技術研修会開催経費(R4 追加) 

    〇 補 助 金 額 上限 20 万円 
 
(成 果 指 標) 

 
指標名 R4 R5～ 

訓練実施団体数 31 団体 62 団体 
 
 (見直し基準) 令和５年度の訓練実施状況を踏まえ、市町ﾋｱﾘﾝｸﾞ等により事業効

果を検証し必要な見直しを実施 

担当課 企画県民部消防課消防班 連絡先 078-362-9821    (内線 3411) 
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事業名 （新）企業レジリエンス強化のための BCP/BCM 伴走型支援事業の実施 

予算額 

(千円) 

１１，２９６ 

(法人県民税超過課税) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 11,296 0 0 

事業 

内容 

 災害時や新型コロナウイルス感染症の感染拡大期においても、サプライチェーン

断絶や販路縮小等を回避し、事業を継続することで、企業がしなやかに立ち直るた

めに BCP 策定等を支援 

 

  ・BCP(Business Continuity Plan：事業継続計画) 

  大地震等の自然災害、感染症のまん延など不測の事態が発生しても、 

   重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で 

   復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画 

  ・BCM(Business Continuity Management：事業継続マネジメント) 

    BCP 策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確 

保、対策の実施などを行う平常時からのマネジメント活動のことで、 

経営レベルの戦略的活動に位置づけ 

 

 １ BCP 啓発セミナー等の開催：2,414 千円 

〇 参 加 企 業 1,500 社程度 

      〇 内 容 BCP 策定の必要性等の啓発、個別相談会の開催 

 

 ２ BCP 策定講座の開催等：3,479 千円 

〇 参 加 企 業 200 社程度 

      〇 内 容 BCP 策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催、ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸの設置(24 回) 

 

 ３  BCP 机上演習・内部監査支援等：959 千円 

〇 参 加 企 業 500 社程度 

      〇 内 容 机上演習・演習の講評、社内研修・内部監査支援 

 

４  非参加者向けサポートの実施：4,444 千円 

〇 内 容 動画、マニュアル作成、専門家派遣(48 回) 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 考え方 

BCP 策定率 15.0％ 15.6％ 16.3％ 17.0％ 17.6％ 
５年間で全国平均並
の策定率を達成 

 

(見直し基準) ５年間経過後に事業見直し 

 

担当課 企画県民部防災企画課防災計画班 連絡先 078-362-9809    (内線 3135) 
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Ⅲ 未来を創る人づくり 
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１ 新型コロナウイルス対策 

事業名 （新）私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業の実施 

予算額 

(千円) 
９，６００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 9,600 

事業 

内容 

 発達障害児等の保育所等への受入れを支援するため、保育士等への助言指導及び

保護者への育児専門相談を行う子育て支援カウンセラー(臨床心理士等)の、私立認

可保育所等への配置を支援 

 ○ 実 施 主 体 市町(政令中核市除く) 

  ○ 補 助 単 価 192,000 円/年・施設(負担割合 県 1/2、市町 1/2) 
 
  (参考)子育て支援カウンセラーの想定業務 
 

支 援 先 相談・助言内容 

保育士等 対象児への理解･指導、他児との関わり方、発達を促す保育内容の助言 等 

保 護 者 個別ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ(発達検査、ﾌﾟﾚｲｾﾗﾋﾟｰ等)、保護者会等での講話 等 
 

 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

モデル事業実施 
施設数 100 施設 100 施設 100 施設 

私立全園相当数 
(約 300 園)(R6 年度) 

  
(事業期間) 県内私立全園を対象とするﾓﾃﾞﾙ事業であるため、令和６年度まで 

担当課 健康福祉部こども政策課こども企画班 連絡先 078-362-3197 (内線 2980) 

 

事業名 （新）特別支援保育加配事業の実施 

予算額 

(千円) 
２５，４２８ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 25,428 

事業 

内容 

 発達障害児等を受け入れる私立認定こども園のうち、国庫補助の対象外となる施

設に対し、職員の加配に必要な経費を県独自で支援 
 
 ○ 実 施 主 体 市町(政令中核市除く) 

○ 対 象 施 設 対象となる障害児を１名(※)受け入れる私立認定こども園 

         ※国制度では｢２名以上｣が対象 

  ○ 補 助 単 価 32,600 円/月・人(負担割合 県 1/2、市町 1/2) 
 
  (参考)対象となる障害児の定義 

  ・日々通園し、教育･保育における集団活動に参加することが可能な児童 

  ・特別児童扶養手当支給対象の児童又は健康面、発達面において特別な支援が

必要な児童 
  

 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

障害児受
入人数 130 人 130 人 130 人 130 人 130 人 

県内対象施設のうち国庫補助対
象外の施設数(130 園)(R8 年度) 

  
(見直し基準) 国制度の対象拡充(１名以上)の実現で終了又は令和６年度時点で目標受

入人数の 50％未満で廃止 

担当課 健康福祉部こども政策課こども企画班 連絡先 078-362-3197 (内線 2980) 

１ 子ども・子育て環境の充実 
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事業名 （新）聴覚障害児支援力向上研修の実施 

予算額 

(千円) 
２，４９６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,496 

事業 

内容 

 療育機関や学校現場等における聴覚障害児支援の質向上を図るとともに、障害

児・家族に対する切れ目ない支援体制を構築 

 

 ○ 対 象 者 市町福祉部局職員・保健師、児童発達支援事業所職員、保育士等 

 ○ 回 数 ６ 回 

 ○ 内 容 聴覚障害児支援にかかる知識習得のための講義、実例紹介、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

  ○ 実 施 手 法 県言語聴覚士会へ委託 

 

 (成果指標) 
  

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
適切な知識を持った 
支援者・職員が１人 

以上いる施設数 
168 箇所 336 箇所 504 箇所 672 箇所 840 箇所 

840 箇所 
【R8】 

 
(見直し基準) 令和６年度に達成率 50％(252 箇所)に満たない場合は廃止 

担当課 健康福祉部ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課社会参加支援班 連絡先 078-362-3260 (内線 3030) 

 

事業名 （新）不妊症・不育症に関する普及啓発 

予算額 

(千円) 
５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

250 0 0 250 

事業 

内容 

 令和４年４月から不妊治療が保険適用されることを踏まえ、不妊症・不育症に関

する普及啓発を実施し、県民理解の向上、治療を受けやすい環境づくりを促進 

 

○ 内   容 ・不妊症･不育症県民シンポジウムの開催(R4.8 月上旬予定) 

         ・啓発リーフレットの作成 

 

(参考)特定不妊治療費助成事業[継続事業] 

保険適用への経過措置として、令和３年度に開始し、令和４年度に 

  またがる１回の治療について助成金を支給 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 連絡先 078-362-9128 (内線 3241) 
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事業名 （新）不妊治療促進企業への支援                   

予算額 

(千円) 

１，１９６ 

 （法人県民税超過課税） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 1,196 0 0 

事業 

内容 

 不妊治療と仕事の両立のための休暇制度導入や従業員の理解促進に取り組む企

業を支援 

 

１ 不妊治療促進企業支援金：1,000 千円 

   ○ 補 助 対 象 健康づくりチャレンジ企業であって、不妊治療休暇制度等

の就業規則への記載、もしくは既に支援制度を導入してい

る場合、新たな取組を導入する企業 

    ○ 補 助 要 件 ・ 不妊治療休暇制度、勤務形態の選択制の導入 

・ 不妊治療で休んだ場合に給与相当が補償される制度の導入 

・ 社内への啓発等 

○ 補 助 金 額 10 万円／企業(１回限り) 

 

 

２ 制度普及啓発：196 千円 

不妊治療への理解促進と支援金制度を広く周知し制度利用を促進するため、 

リーフレットを配布 

 

(成果指標)不妊治療実施件数の対前年比で約１％の増加を目指す 

目標 R4 R5 R6 R7 R8 最終 

不妊治療実

施数(件) 
33,000 33,330 33,664 34,000 34,340 

34,340 

【R8 年度】 

 

(見直し基準)達成率 90％未満が３年継続した時点で見直しを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 健康福祉部健康増進課保健・栄養指導班 連絡先 078-362-9128 (内線 3241) 
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事業名 （新）子宮頸がんワクチンの接種再開に向けた環境づくり 

予算額 

(千円) 
６４４ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 644 

事業 

内容 

 子宮頸がんワクチンの積極的勧奨が再開されることから、市町と連携し、正しい

知識の普及啓発や医療従事者等に対する研修会を実施し、接種推進を後押し 
 
 １ 県民フォーラムの開催・啓発：318 千円 

   対象者やその保護者等に対し正しい知識を啓発するフォーラムを開催 

   ○ 開 催 回 数 １回 

   ○ 参 加 人 数 400 人程度 
 
 ２ 医療従事者等研修会の開催：237 千円 

   最新の知識、技術や副反応などについて学ぶ研修会を開催し、円滑な再開を促進 

   ○ 開 催 回 数 １回 
 
 ３ 普及啓発等：89 千円 
 

(成果指標)  

指標名 R5 R6 R7 R8 最終目標 

HPV ワクチン

接種率 
70％ 80％ - - 95％ 

 
(見直し基準) 令和６年度に判明する令和５年度の県接種率が 80％未満の場合 

に事業内容を見直し 

担当課 健康福祉部感染症対策課感染症班 連絡先 078-362-3264 (内線 3295) 

 

事業名 （新）多胎育児家庭の外出に対する支援 

予算額 

(千円) 
５，００４ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 5,004 

事業 

内容 

 育児負担が大きい多胎育児家庭を支援するため、外出時に必要不可欠な大型育児

用品の購入及びレンタル費用を一部助成 

 

 ○ 対 象 用 品 ２人乗りベビーカー、チャイルドシート 等 

 ○ 助 成 金 額 上限２万円/世帯(購入・ﾚﾝﾀﾙ費用の 1/2) 

 ○ 実 施 主 体 県(市町随伴期待) 

 ○ 実 施 手 法 ひょうご多胎ネットへ委託 

 

 

 

  

 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

利用世帯数 240 240 240 240 240 240 世帯(R8 年度) 
  

(見直し基準) 令和６年度時点で、目標の達成率 50％未満の場合、見直し 

担当課 健康福祉部こども政策課こども企画班 連絡先 078-362-4232 (内線 2859) 
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事業名 （新）ひょうごリーディングハイスクールの推進 

予算額 

(千円) 
５，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 5,000 

事業 

内容 

 社会変化に柔軟に対応できる力を育成する教育活動を推進する高校を支援し、本

県ならではの魅力・特色ある高校づくりを促進 

 

 〇 指 定 校 10 校/年 

 ○ 内 容  
 

取組内容 開催回数 実施内容 

①ｶﾘｷｭﾗﾑ開発委員会(※１) ２回 
ｶﾘｷｭﾗﾑに位置づける講演会の設定、県内
の大学・企業における実習計画の作成 

②ｶﾘｷｭﾗﾑ開発ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの
派遣 

５回 
授業展開及び年間指導計画の作成等ｶﾘｷｭ
ﾗﾑ開発へ助言、関係機関との調整 

③専門家による講演会 １回 各学校作成のｶﾘｷｭﾗﾑに応じた内容を設定 

④関係機関での実習 １回 大学における実習・講義等 

⑤成果発表会(※２) １回 生徒の探究活動の発表等 

(※１)委 員：大学教授２人、地元企業・NPO・PTA 等３人 

(※２)参加者：小中学校関係者、地域住民、県立学校教員、生徒 

 

 (成果指標) 
 

指標名 現状値 R4 R5 R6 最終目標 

高校の魅力・特色を高校選択の

理由にした生徒の割合 
83% - 86% 87% 87% 

 

  (事業終期)令和６年度 
 

 (参考)教育課程編成の例 

 

 

担当課 教育委員会事務局高校教育課教育指導班 連絡先 078-362-9447 (内線 5712) 

 

２ 学びの環境づくりの充実 

地域で活躍する
教育者の育成

教育系大学や地元の小中学校等と連携した教育理論
及び教育実践を体系的に学ぶ教育課程を編成

国際的に活躍
できる人材の育成

国際系学部・大学や官公庁等と連携した国際経済や
国際法等を学ぶ教育課程を編成
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事業名 （拡）学校問題への総合的な支援 

予算額 

(千円) 
１３４，１１７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

21,254 0 0 112,863 

事業 

内容 

 いじめ・不登校等への対応など複雑化する課題に対し、教育事務所長のリーダー

シップの下で、市町教育委員会と連携し、これまでの支援体制を一元化・機能強化

し、学校問題に対して総合的な支援を実施 
 
 １ (新)学校問題サポートチームによる総合支援の実施：101,374 千円 

   各教育事務所に、教育及び警察関係者や弁護士等で構成する学校問題サポー

トチームを設置し、多面的に総合支援を実施 

〇 構 成 員 教育事務所副所長、学校支援専門員(教員 OB、警察関係者

等)、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、弁護士、精神科医 

   〇 内 容 事案発生時及び定期的な支援会議(ケース会議)を開催し、

生徒指導、教員の指導力向上などの支援を実施 

                    (専門性を有するメンバーの横の連携強化) 

   ○ 設 置 箇 所 ６教育事務所 

   ○ 目指す効果 ・機動性強化により、複雑化する学校課題を多面的に分析・対応 

         ・相談窓口一元化による相談しやすい体制 

         ・事務局の学校問題支援室や各市町の専門家等との連携強化 
 
 ２ いじめ等、教育相談の実施：32,743 千円 
 

区 分 事 業 内 容 

いじめ防止 

対策の推進 

①兵庫県いじめ対応ネットワーク会議 
 (全県会議 年１回、地域別会議 年２回×９地域) 
②いじめ防止啓発チラシの配布 

ひょうごっ子 

悩み相談ｾﾝﾀｰ 

①ひょうごっ子<いじめ・体罰・子ども安全>相談 24 時間 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ(電話相談)、ひょうごっ子悩み相談(面接相談) 
・設置場所 ひょうごっ子悩み相談センター 

②ひょうごっ子悩み相談<いじめ・体罰・子ども安全>通報窓口 

研修会・ 

連絡会等 

①県主催研修会・連絡会 
 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの専門性向上のため、学識経験者をｽｰﾊﾟｰ
ﾊﾞｲｻﾞｰとして各教育事務所へ派遣(各事務所、年２回) 

②重大事態への対応研修 
 学校での事件事故等に対する危機管理対応力向上のた
め、市町教育委員会管理職を対象に研修を実施 

 

(成果指標) 

指標名 現状値(R2) R4 R5 R6 最終目標 
不登校児童生徒の全児童生徒に占
める割合 

1.99 全国平均以下 全国平均以下 

認知したいじめを解消させた割合 67.5% 全国平均以上 全国平均以上 
 

(見直し基準) 

   成果指標の両方が３か年連続目標未達成の場合、事業内容を見直し 

担当課 教育委員会事務局義務教育課生徒指導班 連絡先   078-362-3773 (内線 5723) 
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事業名 （新）特別支援学校における「心のバリアフリー」の推進 

予算額 

(千円) 
６，３６７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 6,367 

事業 

内容 

 特別支援学校幼児・児童生徒の自立と社会参加に向け、居住地域との交流を促進

するため、交流・体験活動を実施 
 
 １  協議会の開催：247 千円 

区 分 回 数 対象者 内 容 

運営協議会 ２回 
特別支援学校、市町教育委員

会、医療・福祉関係機関等 

指導方法や副籍実施上の課

題検討、取組事例の講演等 

研究協議会 １回 
特別支援学校、市町教育委員

会、特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等 

指導研修、授業参観、指導助

言、ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ等の講演等 
 
２  交流体験活動：6,120 千円 

○ 内 容 地元行事への参加、副籍校との交流活動、自然体験活動 

○ 実 施 校 数 特別支援学校 45 校 

○ 実 施 金 額 170 千円/校(市立学校へは補助金として交付(補助率 1/2)) 
 
(成 果 指 標) 

指標名 現状値 R4 R5 R6 R7 R8 R9 最終目標 
居住地校交流の 

実施率 35.3% 37.4% 39.5% 41.6% 43.7% 45.8% 47.9% 
R10 年度 
50％ 

  
(見直し基準)令和５年度に目標値(37.4%)の 1/2(36.3%)を下回る場合、見直し 

担当課 教育委員会事務局特別支援教育課教育推進班 連絡先 078-362-3774    (内線 5726 ) 

 

事業名 （新）私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援 

予算額 

(千円) 
１７，４７２ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

8,736 0 0 8,736 

事業 

内容 

 学資負担者の経済的不況に起因する失業、倒産等による家計急変から就学が困難

になった者に対し、授業料の軽減を実施する学校法人を支援 
 
○ 補 助 対 象 家計急変が発生した年度以降も、引き続き年収が 400 万円未満

相当の者に対して授業料軽減補助を行う私立小学校・中学校 

 ○ 対 象 経 費 軽減する授業料 

 ○ 補 助 金 額 上限 33.6 万円/人 
  

 現 行(R3 年度まで) R4～ 

補助要件 子どもが私立小中学校に在籍する
以下のいずれの要件も満たす世帯 
①世帯年収 400 万円未満 
②資産保有額 600 万円未満 

子どもが私立小中学校に在籍し、入学後
に家計急変が発生した世帯で、以下のい
ずれの要件も満たすもの  
①家計急変後の保護者の年収が 400 万円未満 
②資産保有額 700 万円未満 

対象経費 授業料 学校法人が軽減する授業料 

補助上限 10 万円(国庫 10/10) 33.6 万円 (国庫 1/2) 

備  考 文科省のｱﾝｹｰﾄに協力すること 家計急変年度は授業料軽減臨時特別補
助を活用 

 

担当課 企画県民部教育課私学教育班 連絡先 078-362-3104 (内線 2526) 
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事業名 （新）ひょうご SDGs スクールアワードの創設 

予算額 

(千円) 

― 

(既定予算対応) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 0 

事業 

内容 

 子ども達の SDGs に対する関心や未来につながる地域づくり活動への意欲を高

め、将来の地域の担い手を育成するとともに、地域の良さを再確認し、地域の愛

着を深めるため、子ども達が主体となって SDGs の目標達成に資する活動に取り組

んでいる学校園を表彰 

 

 〇 対 象 者 国公私立幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、 

         高等学校、特別支援学校 等 

 〇 実 施 時 期 令和４年度より実施 

         ※平成 16 年度より実施してきた｢グリーンスクール表彰｣を 

発展的に変更 

 

 

担当課 教育委員会事務局義務教育課初等･中学校教育班 連絡先 078-362-9429 (内線 5721) 
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Ⅳ 個性を磨く地域づくり 
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事業名 （新）地域づくり総合支援の実施 

予算額 

(千円) 

１１，０１０ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

5,505 0 0 5,505 

事業 

内容 

 地域再生大作戦による地域の主体的な取組を一層推進するため、課題解決に向け

た活動や体制づくり等を総合的に支援 

 (令和４年度限り) 

 

 ○ 対   象 ・小規模集落等(概ね高齢化率 40％以上、50 戸以下の集落等) 

         ・小学校区単位の地域協議会等対象団体 

 ○ 補 助 金 額 上限 50 万円(補助率 1/2) ※市町随伴期待 

 ○ 対 象 経 費 地域づくり活動や体制づくり等に要する経費 

         (住民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、交流活動、特産品開発、各種計画策定･調査等) 

 

 

 

担当課 企画県民部地域創生局（地域振興担当） 連絡先 078-362-4314 (内線 3055) 

 

事業名 （新）特定地域づくり事業協同組合設立の支援 

予算額 

(千円) 

２，２００ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,100 0 0 1,100 

事業 

内容 

 地域の担い手確保や経済活性化を図るため、安定的な雇用環境や一定の給与水準

を創出する特定地域づくり事業協同組合の設立を支援 

 

 ○ 補 助 金 額 上限 50 万円(補助率 1/4) ※市町随伴義務 

 ○ 対 象 経 費 特定地域づくり事業協同組合の設立に要する経費 

         (事業協同組合設立に係る定款･事業計画等策定費、各種認可･ 

         申請手続に係る経費、事業所開設に係る改修経費 等) 

         

(成果指標)  
 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

特定地域づくり事業協
同組合での雇用増加数 12 人 12 人 12 人 

新たな働き方 

の普及 
 

(事業期間) 令和６年度まで 

担当課 企画県民部地域創生局(地域振興担当) 連絡先 078-362-4314 (内線 3055) 

１ 五国の魅力向上 
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事業名 （新）空家活用特区における空家活用への総合的な支援            

予算額 

(千円) 

３４，２７１ 

(一部地方創生推進交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

14,367 0 0 19,904 

事業 

内容 

 移住、定住及び地域間の交流並びに、地域の活性化を目指すため、空家活用特区

内の市町の取組を支援 

 

 ［空家等活用促進特別区域(空家活用特区)］ 

  ○ 空家等の流通及び活用を特に推進するべき地区の範囲や、空家の活用方針 

等を市町が定め、特区への指定を県に申し出て、県が指定する区域 

  ○ 特区内の空家所有者等は市町に対し、空家等情報の届出を行い、県・市町

は、空家等情報を活用した流通促進、規制の合理化や活用支援を実施 

  ＜特区内の義務・規制緩和(例)＞ 

   ・ 市町は主に無届の空家等を調査し、住宅用地特例の適用を判断 

   ・ 市街化調整区域内の空家等について、ｶﾌｪ・ﾎﾃﾙへの用途変更や空家等除 

却後の更地に住宅等を新築することが可能 

 

 １  流通の支援 

    ○ 空き家・二地域居住バンク登録等流通促進の支援：2,500 千円 

特区内で市町連携団体(市町と連携し空家等の流通に取り組む宅建業団

体や NPO 法人等)や空家所有者に対し(ｱ)又は(ｲ)の取組を行う市町を支援 

      ・補助対象 市町 

      ・補助限度額 50 万円(補助率 1/2) 

      ・取組内容  

      (ｱ) 空家等流通の伴走型サポート支援 
市町から提供された空家情報を基に空家所有者へ流通・活用の働

きかけを行う市町連携団体に対する支援を実施 
a 補助対象 市町連携団体 

b 対象経費 空家所有者への働きかけ・サポートに要する経費 

(ｲ) 空き家・二地域居住バンク登録等助成 
空き家バンクへの登録を促進し、空家活用特区内の市場流通を促

進するため、登記費用を支援 
a 補助対象 空家所有者 

b 対象経費 空き家バンク登録時又は登録後に実施する登記費用 

 

 ２  活用の支援 

    ○ 古民家再生促進の支援：10,200 千円 

特区内の古民家を地域交流拠点として再生活用する際の改修費用に対す

る補助率を拡充 

・対象住宅 特区内で市町への届出または空き家バンクに登録している

住宅(築 50 年以上経過し、かつ伝統的木造建築技術(屋根は

和瓦又は茅葺き等)で建築しているもの)又は歴史的建造物 

      ・負担割合  

 

 

 

県 市町(義務) 事業者

現　行 1/3 1/3 1/3

拡充後 3/8 3/8 1/4
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事業 

内容 

○ 空き家活用の支援：17,920 千円 

特区内で市町に対する届出又は空き家バンクへの登録を行っている空き

家を対象に、住宅・事業所・地域交流拠点等として活用するための改修工事

費の補助額を加算 

     ・補助対象 市町 

     ・補 助 率 一律 1/10 相当額を既存事業分に加算 
 

(参考：住宅型(戸建住宅・一般世帯タイプ)の補助額) 

 

   ○ 老朽危険空家除却の支援：3,335 千円 

特区内の空家の除却を促進し、跡地の有効活用による活性化を図るため、

除去支援の対象に老朽空家(旧耐震の空家)を追加 

 現 行 R4 拡充 

補助対象 市町 市町 

対象建築物 老朽危険空き家 老朽空家 

要  件 以下の条件全てに該当するもの 

・空き家の除却を目的とした国庫補

助事業を活用 

・除却することについて、市町が街並

み景観等良好な住環境保全の観点

から支障がないと判断 

・倒壊等により周辺に危険が及ぶ恐

れがあり、市町が法令等に基づき指

導、助言等を行っている空き家 

以下の条件全てに該当するもの 

・市町への届出又は空き家バンク登録

をしている空家であること 

・空家の除却を目的とした国庫補助事

業を活用 

・除却することについて、市町が街並み

景観等良好な住環境保全の観点から

支障がないと判断 

・昭和 56 年５月以前着工の空家 

・跡地での建物等の工事完了後におけ

る跡地活用報告書の提出 

負担割合 国 1/3、県 1/6、市町 1/6、事業者 1/3 国 1/6、県 1/12、市町 1/12、事業者 2/3 
 

補助対象 

事業費 

補助額(千円) 

既存事業分 特区加算 合計 

市街化 

区域内 

市街化 

区域外 

市街化 

区域内 

市街化 

区域外 

市街化 

区域内 

市街化 

区域外 

負担割合 
県1/4 

市町1/4 
所有者1/2 

県 1/3 
市町 1/3 
所有者 1/3 

県1/20 
市町1/20 

 

県1/20 
市町1/20 

 

県3/10 
市町3/10 
所有者2/5 

県 23/60 
市町 23/60 
所有者 7/30 

市町負担 義務 義務 義務 義務 ― ― 

～100 万円 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 対象外 

100 万円～ 
150 万円 600 800 120 120 720 920 

150 万円～ 
200 万円 900 1,200 180 180 1,080 1,380 

200 万円～ 
250 万円 1,100 1,500 220 220 1,320 1,720 

250 万円～ 
300 万円 1,400 1,800 280 280 1,680 2,080 

300 万円～ 
 1,500 2,000 300 300 1,800 2,300 
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事業 

内容 

   ○ ひょうごインスペクション実施の支援：175 千円 

特区内で安心して空き家等を選択できる環境を整備するため、建築士等の

専門家が行う建物状況調査・検査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)の実施に必要な経費への補助

を拡充 

     ・補助対象 国基準等に基づくｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝを実施する事業者等または当該 

事業者へｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝを依頼する者 

     ・対象経費 既存住宅(共同住宅を除く)のｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝに要する経費 

     ・補助金額 35 千円(現行：25 千円) 

 

 ３  空家等活用特区審議会の開催：141 千円 

特区を指定する際に規制緩和の方針や意見に対する対応が適切であるかの

判断を得るため、空家等活用特区審議会を開催 

○ 開 催 回 数 ２回 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R10 年度) 
居住目的のない 

一戸建ての空家数 
(戸) 

101,600 102,650 103,700 104,750 105,800 107,900 

  ※全く対策を行わない場合の推定空家戸数(自然体)を抑制 
 
(見直し基準)令和８年度において目標未達の場合、見直し検討   

担当課 県土整備部住宅政策課住宅政策班 連絡先 078-362-3583    (内線 4843) 
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事業名 基幹道路の整備促進 

予算額 

(千円) 
９，９３５，８１３千円 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

5,320,700 0 3,917,900 697,213 

事業 

内容 

 

 １ 播磨臨海地域道路計画調査の実施：55,000 千円 

速やかな都市計画決定手続きの準備として、詳細ルートや構造の検討に必要

な関連調査及び予備設計等を実施 

○ 内 容 有料道路事業の導入検討、道路予備設計等 

 

 ２ 大阪湾岸道路西伸部整備への支援：206,813 千円 

   大阪湾岸道路西伸部整備の国直轄事業における神戸市負担の1/2を市へ補助 

 

 

 ３ (再掲)山陰近畿自動車道整備の実施：3,674,000 千円 

○ 内 容  

      浜坂道路Ⅱ期：道路改良工、トンネル工、橋梁上下部工を実施 

      竹 野 道 路：路線測量、詳細設計を実施 

 

 ４ (再掲)東播磨道北工区整備の実施：6,000,000 千円 

○ 内 容 道路改良工、橋梁上下部工を実施 

 

(参考)国直轄事業の促進 

   〇 北近畿豊岡自動車道(豊岡道路、豊岡道路Ⅱ期) 

〇 東播丹波連絡道路(西脇北バイパス) 

〇 名神湾岸連絡線 

担当課 

県土整備部道路企画課高速道路推進室 

計画推進班、事業推進班 
連絡先 

078-362-9243 

078-362-3518 

（内線 4361） 

(内線 4381) 

県土整備部道路街路課 

国道・橋梁班、県道班 

078-362-3517 

078-362-3516 

（内線 4375） 

(内線 4376) 
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事業名 （新）但馬空港活性化策検討事業の実施 

予算額 

(千円) 
１，６００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,600 

事業 

内容 

但馬地域等でのファムトリップ(※)を通じ、コロナ禍からの早期需要回復等に 

向けた課題抽出を行い、空港活性化策を検討 

※一般的に、観光事業者等を自らの地域へ招待して観光情報を提供し、旅行商品、旅行情報として 

取り上げてもらうよう働きかけること 
 
 〇 内 容 但馬地域等での現地体験を踏まえた課題抽出を行うためのファ

ムトリップ及びヒアリングを実施 

 〇 対 象 者 地域航空会社等 

 

 (事業終期)令和４年度で終了 

 

 (参考)事業イメージ 

 
 
 

 

 

担当課 県土整備部空港政策課運営企画班 連絡先 078-362-3561 (内線 4523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファムトリップ

(２日) 

ヒアリング実施

(需要調査 

・課題抽出) 

抽出課題への 
対応案検討 
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事業名 （拡）２０２５年大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」の展開 

予算額 

(千円) 
２２，３００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 22,300 

事業 

内容 

 2025 年大阪・関西万博が生み出す活力を県内に波及させるため、万博会場におけ

る関西広域連合パビリオンへの共同出展とあわせて、兵庫五国で｢ひょうごフィー

ルドパビリオン｣を展開 

 

１ ひょうごフィールドパビリオンの具体化：4,300 千円 

   ひょうごフィールドパビリオンの県内展開に向けて、県内の気運醸成や地域

資源の掘り起こし等を実施 

○ 内  容 ・フォーラムの開催(１回)、地域別説明会の開催(10 回程度) 

          ・実行委員会等の設置・運営 

          ・地域で活躍し、コンテンツを発信するプレーヤーの募集 

 

２ 万博会場等での魅力発信に向けた基本計画策定：18,000 千円 

   万博期間中に本県の魅力を発信し、フィールドパビリオンへの誘客につな 

  げるため、市町や経済界等の関係者と連携してｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策定するととも 

  に、万博会場と県内で実施する展示基本計画を策定 

○ 内  容 

・万博会場 

関西広域連合として出展する共同パビリオンに参画し、独自の展示

スペースにおいて、仮想体験や現地とのリアルタイム交流など、来場者

が兵庫へ向かうきっかけとなるような仕掛けや工夫を検討 

・県内(HAT 神戸等) 

HAT 神戸の県立美術館ギャラリー棟などにおいて、フィールドパビリ

オンのコンセプトや五国の魅力の情報発信など、五国周遊の起点とな

るような展示を検討 

 

 

 

(成果指標)※令和４年度策定予定の｢新たな観光戦略｣を踏まえて設定 

 

(見直し基準)令和７年度で終了 

 

 

 

 

｢ひょうごフィールドパビリオン｣ 

 震災復興、健康と食、地場産業、農林水産業、伝統文化の継承といった SDGs

を体現する取組である地域の主体的な活動の現場に国内外から多くの人々を

誘い、見て、学び、体験していただく、県土全体をパビリオンに見立てた取

組をひょうご五国で展開 

担当課 企画県民部地域創生局(地域創生担当) 連絡先 078-362-4217 (内線 4704) 
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事業名 （新）兵庫津ミュージアムグランドオープン・開館記念特別展の実施 

予算額 

(千円) 

１８，１７３ 

（地方創生推進交付金・ 

ふるさとひょうご寄附金等） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

4,720 12,983 0 470 

事業 

内容 

 兵庫津ミュージアム設置を県内外に広く発信するため、ひょうごはじまり館開館

にあわせてグランドオープンイベント・開館記念特別展を開催(令和４年度限り) 

 

 ○ グランドオープン式典 

   ・実施時期 令和４年 11 月(予定) 

   ・内  容 記念式典、記念講演･イベント、見学会 等 

 ○ 初代県庁復元等応援プロジェクト(ふるさと寄附金事業) 

   ・ひょうごはじまり館内への銘板設置 

   ・開館記念冊子の作成･配布 

   ・集客･にぎわい事業の実施(特別ｲﾍﾞﾝﾄ、ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞの作成) 

  ○ 開館記念特別展・記念講演 

   ・記念特別展(R4.11 月～R5.1 月(60 日間)(予定)) 

   ・記念講演(R4.11 月～(２回)(予定)) 

担当課 
企画県民部兵庫津ミュージアム整備室 

企画整備班・展示班 
連絡先 

078-362-4031 

078-362-9014 

(内線 3062) 

 (内線 2354) 

 

事業名 （拡）オールドニュータウンの再生 

予算額 

(千円) 
９，３９６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

4,228 0 0 5,168 

事業 

内容 

 地域住民組織による自主的運営の実現に向け、明舞団地をモデルとして進めるこ

とで、地域主体の再生モデルの一つとして他のニュータウンへの普及を促進 

 

【主な拡充内容】 

○ ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ商業施設等空き区画活用の支援：8,000 千円 

   新たな賑わいを創出するため、ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の商業施設等の空き区画への新

規出店等を支援 

   ・補助対象 開業希望者 

・対象経費 賃貸料、内装工事費等(１年目:上限 300 万円、２･３年目:上限 100 万円) 

   ・補 助 率 明舞団地   2/3(県 1/3、公社 1/3) 

         明舞団地以外 2/3(県 1/3、市町 1/3 ※市町随伴義務)(R4 拡充) 
 
(成果指標) 

 
指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R8 年度) 

ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝの 
40 歳未満人口比率 29.0％ 29.0％ 29.0％ 29.0％ 29.0％ 29.0％ 

 

 (見直し基準)令和８年度の目標達成率 90％未満の場合、見直し検討 

担当課 県土整備部住宅政策課住宅政策班 連絡先 078-362-3595   (内線 4845) 
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事業名 （新）都市公園を活用した園芸療法ストレス軽減の促進 

予算額 

(千円) 
１，２００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

1,200 0 0 0 

事業 

内容 

 園芸療法の普及促進と園芸療法課程への優秀な受講者を確保するため、集客イベ

ントへの出展や、都市公園での実践講座を実施 

 

 １ キャラバン隊編成・研修の実施：73 千円 

園芸療法課程修了生 10 名程度によりキャラバン隊を編成し、実践講座等を

行う上で必要な知識・技能に関する研修を実施 

 

２ 実践講座・イベントブース出展：697 千円 

明石公園等での園芸療法実践講座や、集客イベントでの寄せ植え等のイベン

トブース出展を行い、園芸療法を PR 

○ 実 施 回 数 実践講座２回、イベント出展３回 

○ 実 施 時 期 令和４年９月～11 月頃 

  

３ ストレス軽減体験の実施：430 千円 

園芸療法実践講座を受講する県民に対し、リストバンド型活動量計の装着や

ストレス評価を実施し、園芸療法の効果を検証 
 
(事業機関)令和４年度限り 

担当課 県土整備部公園緑地課企画管理班 連絡先 078-362-9308    (内線 4490) 
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事業名 （新）元町周辺再整備グランドデザイン等の検討 

予算額 

(千円) 
３，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 3,000 

事業 

内容 

 新たに民間投資を呼び込むような将来の元町全体のグランドデザインを、神戸市

と連携して、できるだけ早期に描き、その中で、県庁舎整備のあり方についても検

討するとともに、現庁舎を当面活用する場合は、必要となる耐震改修の方策等につ

いても検討 

 

○ 内 容  

・元町周辺再整備グランドデザインの検討 

 (ｱ) 民間ヒアリングの実施 

      元町周辺への進出意向、民間投資促進策等について民間事業者へのヒ

アリングを実施 

    (ｲ) 先進事例調査 

      民間投資を呼び込む方策や今後の事業の進め方等について検討するた 

め、他自治体におけるまちづくりの先進事例を調査 

    (ｳ) 神戸市等との連携強化 

      都心・三宮再整備や元町駅周辺再開発との連携を強化するため、神戸 

市等と関係会議を開催 

   

   ・耐震改修の検討 

現庁舎を当面活用する場合は、早期耐震化に向けた耐震改修の方策等を

検討 

 

担当課 企画県民部新庁舎企画課企画班 連絡先 078-362-9048       (内線 2656) 
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事業名 （新）e スポーツを通じた地域課題解決への調査・検討の実施 

予算額 

(千円) 
２，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,000 

事業 

内容 

 公民連携により、e スポーツを通じた地域課題解決の可能性について調査･検討

を実施 

 

 １ 実証事業の実施 

   小規模な eスポーツイベントをモデル開催し、地域活性化や多世代間交流促 

進などについて検証するとともに、参加者等へのアンケートを実施し、事業効 

果等を検証 

 ○ 実施想定例 ・商店街×eスポーツ(地域活性化、若者が楽しめる機会の創出) 

                     ・観光地×eスポーツ(観光地の新たな魅力創出) 等 

 

 ２ PR 動画の配信 

   実証事業のライブ配信、PR 動画の作成、SNS 等による普及啓発 

 

 ３ オンラインセミナーの開催 

   実証事業を踏まえ、eスポーツを通じた今後の地域課題解決の可能性を議論 

するオンラインセミナーを開催 

 ○ 参 加 者 実証事業参画事業者･参加者、地元自治体、有識者 等 

 ○ テーマ(案)  e スポーツを通じた地域活性化等の可能性 等 

 

(参考)公民連携による取組の推進(兵庫県：民間事業者＝１：１) 

   民間事業者と連携し、各組織の強みを活かした役割分担により事業実施 

   [兵庫県] 実証事業の企画検討、会場設営、アンケート等(2,000 千円) 

      [民間事業者] ICT 環境の整備、広報・PR(2,000 千円) 

 

 

 

  

担当課 企画県民部政策調整課調整班 連絡先 078-362-4009 (内線 2155) 
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事業名 （拡）ふるさと兵庫“すごいすと”の情報発信 

予算額 

(千円) 

１２，３７１ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

6,185 0 0 6,186 

事業 

内容 

 県民のふるさと意識を喚起し、地域活動の活性化を図るため、地域を元気にして

いる“すごいすと”の取組や地域の魅力等を発信 
  
 １ インターネット情報誌“すごいすと”の制作・運営：7,350 千円 

   県内各地で多様な活躍を見せる“すごいすと”の紹介を通じて県内各地の魅力を発信 
  
 ２ (新)参画と協働イベントの情報発信強化：5,021 千円 

   ○ SNS 等を活用した情報発信強化 

   ○ ふれあいの“すごいすと”紹介 

     参画と協働ｲﾍﾞﾝﾄの仕掛け人やﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ等に焦点をあて、そのﾌﾟﾛｾｽや 

    人材育成活動等を取材し、紹介 

   ○ ふれあい活動アドバイザーの派遣 

     地域活動の仕掛け人を人材ﾊﾞﾝｸ化し、地域活動団体等へ派遣 

     ・団 体 数 ５団体 

 

 

（成果指標） 
指標名 R4 R5 R6 

ふるさと兵庫“すごいすと”

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ数 
300,000 件 300,000 件 300,000 件 

  
(見直し基準)令和６年度に事業の見直しを検討 

担当課 企画県民部県民生活課ふるさと交流班 連絡先 078-362-3875   (内線 2803) 
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１ 新型コロナウイルス対策 

事業名 （拡）阪神・淡路大交流プロジェクトの推進 

予算額 

(千円) 

８，６００ 

（地方創生推進交付金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

4,300 0 0 4,300 

事業 

内容 

 2025 年大阪・関西万博を見据え、大阪湾ベイエリアに人、モノ、投資を呼び込む

ため、官民連携により、新たなベイエリアのグランドデザインを策定し、ベイエリ

ア活性化に向けた事業を展開 

 

 １ (新)大阪湾ベイエリア活性化基本方針の策定：4,000 千円 

   官民連携により、事業可能性やゾーニング等を検討し、兵庫県域の大阪湾ベ

イエリア活性化基本方針を策定 

   ○ 大阪湾ベイエリア活性化本部 

     ・回  数 ２回(４月、10 月) 

     ・構  成 県、関係市町 等 

   ○ 大阪湾ベイエリア企画委員会 

     ・回  数 ３回(５月、７月、９月) 

     ・構  成 学識者、金融機関、開発事業者、観光事業者等 

   ○ 大阪湾ベイエリア活性化基本方針の策定 

     ・実施手法 民間事業者へ委託 

 

 ２ クルージング MICE 実証実験の実施：4,600 千円 

   万博後を見据えた海上交通の充実を図るため、船内での会議開催(クルージ

ング MICE)等の実証実験を実施 

   ○ 回   数 ・関空航路(３回) 

            主要空港からｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ誘客に向けた交通手段としての 

実証実験 

                     ・天保山航路(２回) 

            大型船使用による MICE の実証実験 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標 

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ MICE 開催件数 

(民間による実施) 
０ ５ 10 15 

15 

[R7 年度] 
  

(見直し基準)令和７年度で終了 

担当課 企画県民部地域創生局(地域創生担当) 連絡先 078-362-4261 (内線 4761) 

 

２ 大阪湾ベイエリアの活性化 
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事業名 （新）スーパーヨット誘致の促進 

予算額 

(千円) 
２，５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,500 

事業 

内容 

 大阪湾ベイエリア活性化のため、新西宮ヨットハーバーのビジターバースを活用

し、スーパーヨットの誘致を促進 
 
 〇 内 容 新西宮ヨットハーバーで実施するイベント開催時に合わせ、停

泊するスーパーヨットを背景にトークショーを開催。この様子

をマスコミ等を通じ発信することで、スーパーヨット誘致に向

けた機運を醸成。 

 

 (参考)スーパーヨットの概要 

  ・定義 全長約 24 メートル(80 フィート)以上の大型クルーザー 

  ・隻数 世界で 9,395 隻(2018 年) 

  ・効果 一度で数週間滞在することが多く、地域への経済効果が高い 

 
 

 

 

 

 

担当課 県土整備部港湾課計画振興班 連絡先 078-362-9274 (内線 4457) 
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事業名 （新）スマートシティモデル事業の実施 

予算額 

(千円) 
９，２００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 9,200 

事業 

内容 

 地域課題を ICT・データ活用により解決するスマートシティの取組を推進するた

め、県・市町・企業等が連携し、県内での横展開を見据えた実証実験を実施 

 

 １ 県コンソーシアムの運営：1,700 千円 

   モデル地区での取組成果の県内市町への展開を推進 

   ○ 構   成 県、市町(関係事業者･団体等により地区ｺﾝｿｰｼｱﾑを組成)、 

           企業、大学等 

   ○ 内   容 利活用ﾃﾞｰﾀの標準化、ﾃﾞｰﾀ連携方法の検討･調整、意見交換等 

 

 ２ 地区コンソーシアムの運営支援：7,500 千円 

   取組成果の横展開を見据え、モデル地区での取組をフェーズごとに支援 

   ○ 内   容 ・第１ﾌｪｰｽﾞ：専門家派遣による助言 

           ・第２ﾌｪｰｽﾞ：ﾃﾞｰﾀ標準化･連携関連部分の仕様策定 

           ・第３ﾌｪｰｽﾞ：ﾃﾞｰﾀ標準化･連携関連部分のｼｽﾃﾑ開発･検証※ 

            ※第３ﾌｪｰｽﾞは R5 年度以降の支援 

   ○ 対   象 ５地区程度 
 
   (参考)役割分担のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

県モデル事業を契機にｽﾏｰﾄｼﾃｨ
検討に着手した市町割合 

20％ 40％ 60％ 
60％ 

[R6 年度] 
  

(見直し基準)令和６年度で終了 

担当課 企画県民部情報政策課情報政策班 連絡先 078-362-9013 (内線 2314) 

３ デジタル化の推進 

県 【コーディネート・取組支援】 
①県コンソーシアム運営（事務局） 
 ・利活用データ標準化 
 ・データ連携方法の調整 
 ・最新の動向調査、技術情報の展開 
 ・成果の県内市町への展開 
②各モデル地区コンソーシアムの運営支援 
 ・技術知見を持つ専門家の確保 
 ・アセット・知見を持つ企業・大学等とのマッチ  

ング 
 

市町 【スマートシティ主体】 
地区コンソーシアム運営（事務局） 
 ・住民サービス提供、アセット整備 
 ・住民向け説明・情報発信 

(例)ｽﾏｰﾄﾂｰﾘｽﾞﾑ、ｽﾏｰﾄﾍﾙｽｹｱ、 

  ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ、ﾊﾞｰﾁｬﾙ市役所 

企業・大学等 【技術等供与】 
 ・技術的アセット、ノウハウ提供 
 ・技術者やセミナー講師の派遣 
 ・資金、ライセンス等の提供 
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事業名 （新）デジタルデバイド解消プロジェクトの展開 

予算額 

(千円) 
２，８３５ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 2,835 

事業 

内容 

 デジタルデバイド解消に向け、高齢者等のスマホ利用を促進するため、身近に行

政サービス利用を学ぶ機会の提供や人材養成を実施  

 

 １ スマホ講習会の実施(県行政アプリ紹介動画の制作)：660 千円 

   高齢者等を対象として、県・市町・携帯キャリアが連携し、身近に県・市町 

  の行政サービスの利用を学ぶ機会を提供 

   ○ 実 施 主 体 市町 

   ○ 開 催 場 所 公民館等の高齢者にとって身近な場所 

   ○ 講 習 内 容 ・スマホ基本操作の習得(携帯キャリアと連携実施) 

           ・スマホでの行政サービス利用(県･市町でﾃｰﾏを設定し、 

            行政ｱﾌﾟﾘや Web ｻｲﾄの使用方法を学習) 

           (県ﾃｰﾏ例)防災ｱﾌﾟﾘによる避難情報収集 等 

           (市町ﾃｰﾏ例)ﾜｸﾁﾝ接種予約、公共施設予約、見守りｱﾌﾟﾘ 等 

 

 ２ 人材養成研修の実施：2,175 千円 

   地域での教え合いを促進するため、スマホでの行政サービス利用等を身近に 

  相談できる人材を養成 

   ○ 開 催 回 数 10 回(３日/回) 

   ○ 内   容 ・市町推薦により受講者を募集 

・修了者の同意を得た上で、研修修了者名簿を市町と共有

し、市町窓口等での操作補助等に従事 

  

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

ｽﾏﾎ行政ｻｰﾋﾞｽ利用を地域
で教えられる高齢人材数 

200 人 200 人 200 人 
累計 600 人 
[R6 年度] 

  
(見直し基準)令和６年度で終了 

担当課 企画県民部情報政策課情報政策班 連絡先 078-362-9013 (内線 2314) 
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事業名 （新）障害者を対象としたデジタルデバイド解消プロジェクトの実施 

予算額 

(千円) 
５，８８０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

2,940 0 0 2,940 

事業 

内容 

 IT スキルの習得支援により、障害者のデジタルデバイド解消を図り、障害者の 

日常生活の環境を整え、社会参加を促進 
 
 １ 障害者に対する IT 相談窓口の設置：2,691 千円 

   障害者からのパソコンやスマホ等の相談に対応する窓口を設置し、対応の 

  サポートや入門講座受講等の案内を実施 

   ○ 実 施 手 法 障害者団体に委託 
 
 ２ IT スキル入門講座の開催：3,189 千円 

   IT 機器の利用が困難な障害者に対して、操作手法等の講座を開催 

   (一部講師については別事業｢デジタルデバイド解消プロジェクトの展開｣に 

    おける研修において養成された人材等を活用) 

○ 対 象 人 数 180 人 
 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 

障害者を指導できる人材数 60 人 60 人 60 人 60 人 60 人 
累計 300 人 
(R8 年度) 

 
(見直し基準) 令和６年度(達成率 50％に満たない場合は廃止) 

担当課 健康福祉部障害福祉課身体・知的障害福祉班 連絡先 078-362-9497 (内線 3074) 
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事業名 （新）第２期兵庫県スポーツ推進計画に係る地域スポーツ活性化への支援 

予算額 

(千円) 
１，０００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,000 

事業 

内容 

 県民全体のスポーツ実施率向上を図るため、市町単位でコンソーシアムの設置を

促進し、スポーツイベント開催に要する経費を支援 

 

 ○ 内 容 市町が主体となって、｢ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 21 ひょうご(SC21)｣を含めたｺ

ﾝｿｰｼｱﾑの構築を推進し、地域の実情に応じた形で一層の活動機

会を充実させ、SC21 の会員数増など運営体制の強化及び地域ス

ポーツの活性化を図る 

 

 〇 補 助 対 象 市町、SC21、民間団体等で構成するコンソーシアム 

 ○ 補 助 金 額 上限 10 万円 ※但し、市町が負担する額と同額とする 

 〇 補 助 率 1/2  

 

(参考１)事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(成果目標) 
 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 
最終目標

（R8） 

成人のｽﾎﾟｰﾂ実施率 64.0% 65.5% 67.0% 68.5% 70.0% 70.0% 

 

(事業終期)令和８年度 
 
 

担当課 
教育委員会事務局スポーツ振興課 

競技・生涯スポーツ班 
連絡先 078-362-9446 (内線 5778) 

 

４ スポーツ、芸術文化の振興 
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事業名 （拡）パラスポーツ拡大推進プロジェクトの展開 

予算額 

(千円) 
３２，７１７ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 32,717 

事業 

内容 

 障害の有無や年齢を問わず、ともに楽しむことのできるパラスポーツの普及拡大

を図るため、体験機会の創出やアスリートの育成等を推進 

 

 １ パラスポーツの普及推進：2,465 千円 

   ○ (拡)パラスポーツ出前講座の実施 

     ・対  象 小･中学校、(拡)企業、福祉団体 

     ・内  容 パラスポーツ指導･実施、講演(年 36 回) 

   ○ (新)パラスポーツ体験会の実施 

     ・対  象 18 歳以下の障害児 20 名/回 

     ・講  師 東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ出場選手 

     ・内  容 競技用義足・競技用車いす等を使用したスポーツ体験(年２回) 

 

 ２ パラアスリート発掘・育成：13,497 千円 

   ○ (拡)マルチサポート事業の実施 

     ・対  象 (拡)パラアスリート全般 (現行)WMG 関西への参加を目指す障害者 

     ・内  容 陸上、水泳、卓球等の幅広い競技を想定し、技術指導、栄 

           養学等講座、一般ｽﾎﾟｰﾂ団体との交流等、多面的に支援 

  

 ３ パラスポーツ実施環境の整備：16,755 千円 

   ○ (拡)競技団体の運営支援 

     ・対  象 県内障害者競技団体等(46 団体) 

     ・補助金額 (拡)上限 10 万円/年 (現行)団体規模で差があったものを一本化 

           (大会開催･派遣経費、練習会開催経費、専門家相談費用等) 

      ○ 競技団体設立支援 

     ・補 助 額 上限５万円(１回限り) 

      ○ (拡)障害者スポーツ推進拠点の整備 

     障害者スポーツ指導員が管理運営に加え、障害者スポーツ活動指導や 

    新たな拠点の開拓に取り組む 

   ○ 兵庫県障害者スポーツ協会の体制強化 

 

(成果指標) 

指標名 R1(実績) R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
県内障害者ｽ
ﾎﾟｰﾂ大会参
加者増加数 

42,000 +3,000 +6,000 +9,000 +12,000 +15,000 
直近年増加数(2,592

名)を上回る年
3,000 名増を目標 

  
(見直し基準)令和６年度時点で、目標の達成率 50％未満の場合は見直し 

 

担当課 健康福祉部ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ課社会参加支援班 連絡先 078-362-3237 (内線 3031) 
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事業名 （新）兵庫車いすロードレースの開催 

予算額 

(千円) 
１，００９ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

504 0 0 505 

事業 

内容 

 これまで取り組んできた長距離走行の機会(※)確保は継続し、障害者と健常者の

交流や、県内地域へのパラスポーツ普及を促進させる新たな大会を開催 

 ※｢全国車いすマラソン｣として丹波篠山市内の公道で実施(S63～R3) 
 
 ○ 内   容 ・車いすロードレース(10km～20km) 

          競技用車いすによる長距離走行機会を確保 

         ・ユニバーサルリレー(10km) 

          健常者と障害者がチームとなり、リレー形式で開催 

         ・パラスポーツ体験会 

          ｼｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾗｸﾞﾋﾞｰなど障害者ｽﾎﾟｰﾂの体験ｲﾍﾞﾝﾄ 

         ・授産品販売会 

 ○ 開 催 場 所 県立公園等(毎年県内１箇所で開催) 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
兵庫車いすロード
レース参加者数 200 名 200 名 200 名 200 名 200 名 参加者を毎年 200 名確保 

  
(見直し基準)令和６年度の参加者数が 100 名未満の場合、廃止 

担当課 健康福祉部ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課社会参加支援班 連絡先 078-362-3237 (内線 3031) 

 

事業名 （拡）スポーツ大会招致事業の実施（アーバンスポーツへの支援を追加） 

予算額 

(千円) 

６，０００ 

(はばたんスポーツ基金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 6,000 0 0 

事業 

内容 

 全国規模の大会を主催する競技団体に開催経費を支援する事業に、アーバンスポー

ツ(※)を対象に追加し、幅広く本県の競技力向上及び県民のｽﾎﾟｰﾂへの関心を促進 

 

 

 

 

 

○ 補 助 対 象 以下の団体が主催･主管する国際大会、全国規模の大会等 

         ・兵庫県体育協会加盟競技団体 

       (新)・上部団体が JSPO(日本ｽﾎﾟｰﾂ協会)、JOC(日本ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ協会)に 

          加盟している団体 

 ○ 補 助 金 額 上限 100 万円/大会 

 ○ 対 象 経 費 会場借上料、会場施設運営費等 

 

(参考)兵庫県体育協会に加盟している競技団体下にある｢３×３｣、｢ｽﾎﾟｰﾂ 

   ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ｣については別事業にて競技力強化や体験教室開催等に係る 

   支援あり 

担当課 教育委員会ｽﾎﾟｰﾂ振興課競技･生涯ｽﾎﾟｰﾂ班 連絡先 078-362-9446 (内線 5778) 

 

 ※過度な速度や高度をはじめ、物理的に難易度が高い目標などに挑戦する、危険性 
の高いｽﾎﾟｰﾂ(ｴｸｽﾄﾘｰﾑｽﾎﾟｰﾂ)の中で、都市での開催が可能なもの 
(例：ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ、BMX、ｽﾗｯｸｲﾝ、ﾊﾟﾙｸｰﾙ、３×３等) 
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事業名 （新）県民プレミアム芸術デーの開催 

予算額 

(千円) 
５，８００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 5,800 

事業 

内容 

県民の芸術文化に触れる機会を充実するため、県立芸術文化施設の無料開放や、

特別イベントを実施する県民プレミアム芸術デーを創設 
 
 ○ 実 施 期 間 R4.7.11～17(７日間) ※特別イベントは別日程の場合あり 

  ○ 内   容 ・県立芸術文化施設の無料開放(美術館、人と自然の博物館、考古博物 

館、円山川公苑、横尾忠則現代美術館、兵庫陶芸美術館) 

         ・特別イベントの実施 

          (芸術文化ｾﾝﾀｰ)ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ、ｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞ等 

           (尼崎青少年創造劇場)ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ、劇団員おはなし会等 

          (県立美術館王子分館)ｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞ等 

         ・プレミアム芸術デーの PR 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 最終目標 
住んでいる市町で芸術文化に接す

る機会があると思う人の割合 
50％ 50％ 50％ 50％ 

50％ 
[R7 年度] 

  
(見直し基準)令和７年度で終了 

担当課 
企画県民部芸術文化課企画運営班 

教育委員会事務局社会教育課施設・管理班 
連絡先 

078-362-3146 

078-362-9434 

(内線 2764) 

(内線 5765) 

 

事業名 （新）芸術文化センター開館 15 周年事業の実施 

予算額 

(千円) 

５０，０００ 

（芸術文化センター事業基金） 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 50,000 0 0 

事業 

内容 

 芸術文化の普及振興を図るため、センター開館 15 周年を記念し、国内外に発信

力のある大型公演を実施(※) 

 ※R2 年度に実施予定であったが、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大のため延期していたもの 

 

 ○ 公 演 内 容 ラ・ボエーム 

         (佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ) 

 ○ 公 演 数 ８公演(R4.7.15～7.24) 

                 (あわせて県内各地でハイライトコンサート(６公演)を実施 

 

担当課 企画県民部芸術文化課企画運営班 連絡先 078-362-3146 (内線 2764) 
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事業名 （新）舞台芸術鑑賞機会の創出 

予算額 

(千円) 

２０，０００ 

(地方創生臨時交付金) 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

20,000 0 0 0 

事業 

内容 

 新型コロナウイルスの影響により、青少年の舞台芸術の鑑賞機会や、若手アーテ

ィストの活動機会の減少を踏まえ、文化ホール等が企画する公演を支援 
 
 ○ 実 施 主 体 (公財)兵庫県芸術文化協会 

  ○ 対 象 者 県内の文化ホール等の設置者・指定管理者等 

 ○ 補助対象公演 ・音楽･演劇･舞踊等の有料公演で予定座席の 20％又は 50 席の 

          少ない方を学生向け無料開放 

         ・原則固定席 100 席以上を有するホールで実施するもの 等 

 ○ 対 象 経 費 企画公演実施に要する出演料、設備使用料、技術人件費等 

 ○ 補 助 金 額 上限 50 万円(補助率 1/2) 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 最終目標 

公演鑑賞者数 8,000 人 14,400 人 18,800 人 
18,800 人 

[R6 年度] 
  
(見直し基準)令和６年度に終了(各年度の目標達成率 50％未満の場合、廃止) 

担当課 企画県民部芸術文化課事業調整班 連絡先 078-362-3171 (内線 2850) 
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Ⅴ 県政運営の改革 
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１ 新型コロナウイルス対策 

事業名 （新）新しいビジョンの推進 

予算額 

(千円) 
２１，７６１ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 21,761 

事業 

内容 

 新全県ビジョンの実現に向けた実行プログラムの推進、新地域ビジョンの実現に

向けた企画推進体制の構築など、新ビジョンの実現に向けた取組を推進 

 

１ 地域ビジョン企画委員会の運営等：14,218 千円 

地域の多様な主体をつなぐﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとなる協議の場を各地域に設置 

○ 設 置 場 所 10 地域(神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、 

西播磨、但馬、丹波、淡路) 

○ 委 員 数 各地域 10 人程度 

 

２ 対話と学びの場づくり：7,543 千円 

県民が地域の未来を語り合い、学び合う場づくり等を推進するほか、新ビジ

ョンの県民への浸透を図るため、冊子・動画等を作成 

○ ビジョンを語る会の実施 

・回  数 各地域５回 

○ 広報媒体の作成 

 

(参考)新全県ビジョン｢ひょうごビジョン 2050(案)｣の概要(令和４年３月策定予定) 

＜基本事項＞ 

○ 基本的な性格 ・県民が共にめざす姿を描くビジョン 

           ・県民が主役になり、地域から取り組むビジョン 

           ・変化を生み出し、成長するビジョン 

  ○ 展望年次 私たちの子や孫が生きる 30 年先の 2050 年頃のめざす姿を描く 

  ○ 県政上の位置づけ 県が進める政策の羅針盤として運用 

＜めざす姿＞ 

  ○ 2050 年の兵庫の姿 

    誰もが希望を持って生きられる 一人ひとりの可能性が広がる『躍動する兵庫』 

  ○ ５つのめざす姿 

     Ⅰ 自分らしく生きられる社会 

      ①自由になる働き方 ②居場所のある社会 ③世界へ広がる交流 

    Ⅱ 新しいことに挑戦できる社会 

        ④みんなが学び続ける社会 ⑤わきあがる挑戦 ⑥わきたつ文化 

     Ⅲ 誰も取り残されない社会 

        ⑦みんなが生きやすい地域 ⑧安心して子育てできる社会  

⑨安心して長生きできる社会 

    Ⅳ 自立した経済が息づく社会 

        ⑩循環する地域経済 ⑪進化する御食国 ⑫活動を支える確かな基盤 

Ⅴ 生命の持続を先導する社会 

⑬カーボンニュートラルな暮らし ⑭分散して豊かに暮らす  

⑮社会課題の解決に貢献する産業 

担当課 企画県民部ビジョン課ビジョン班 連絡先 078-362-3072 (内線 2227) 

１ これからの県政運営の方針 
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事業名 （新）公民連携の推進 

予算額 

(千円) 
１３，８２０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 13,820 

事業 

内容 

複雑化する社会課題を解決するため、行政と企業・大学・団体等との幅広い連携

や、県内事業者等が有する技術の活用を推進 
 

 １ ひょうご公民連携プラットフォームの機能拡充：3,820 千円 

 令和３年 10 月に新設した｢ひょうご公民連携プラットフォーム｣の機能を拡

充するため、県と企業等のマッチングや連携事業の具体化を促進し、社会課題

の解決に向けて幅広く対応できる仕組みを構築 
○ 内 容 

・公民連携ポータルサイト・プロジェクト管理システムの構築 

・各分野の専門家で構成されるアドバイザリーボードの設置 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
企業等との連携
事業実施件数 

12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 
60 件 

[R8 年度] 
  

(見直し基準)新たな技術・ツール登場等を踏まえ、適宜見直し 

 

２ 兵庫版シビックテック｢ひょうご TECH イノベーションプロジェクト｣の実施：10,000 千円 

 県内の地域課題の解決を図るため、県内の起業家・事業者等の技術を活用し

た協働実証を実施 

 ○ 内 容 

・市町や庁内部局からの課題募集及び選定 

・課題解決事業者とのマッチング実施 

・県の支援のもと、課題提案者と事業者による実証実験を推進 

   

(成果指標) 

指標名 R4 R5 

地域課題解決件数 ５件 ５件 
  

(見直し基準)令和５年度で終了(R5 年度に R6 年度以降の事業のあり方を検討) 

担当課 
企画県民部地域創生局(地域振興担当) 

企画県民部ビジョン局ビジョン課 
連絡先 

078-362-4032 

078-362-4313 

(内線 4743) 

(内線 3053) 

 

２ 開放性の高い県政の推進 
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事業名 （新）Park-PFI 事前調査の実施 

予算額 

(千円) 
１７，８２０ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 17,820 

事業 

内容 

 民間の資金や活力を導入した公園管理を実施するため、Park-PFI(※)実施に必

要な作業・調査を実施 
 
 〇 調 査 箇 所 明石公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園 

 〇 内 容  

・ニーズ把握 公園利用者や地域住民に対しアンケート等を実施 

・公募条件確認 インフラの状況や、実施可能な整備内容を確認 

・業者ﾋｱﾘﾝｸﾞ 事業参加意向の業者に公募条件等に関するﾋｱﾘﾝｸﾞを実施 等 

  〇 実 施 手 法 コンサルタント委託(一部県で直接実施) 
 
 (事業期間)令和４年度限り 

 

 (※) Park-PFI(H29 法改正により導入) 

・都市公園において収益施設の設置・管理を行う事業者を公募により選定 

・事業者が、収益の一部で公共部分(園路等)の整備も一体的に行う代わり

に、都市公園法の特例措置(設置管理許可期間の延長、建蔽率の緩和等) 

が適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (参考)県営住宅初の PFI 建替事業の実施  

    県営住宅建替事業において、初めて PFI 方式を導入し、民間事業者の投

資や創意工夫を取り入れながら効率的な事業実施を目指す。このための条

件整理等をｺﾝｻﾙﾀﾝﾄへ委託 

    ・実施箇所 青木鉄筋住宅(神戸市東灘区) 

    ・実施内容 市場調査、業者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ、仕様書･審査資料等の作成 

    ・実施効果 建替に係る工期短縮、コスト縮減、入居者移転の加速化等 

担当課 県土整備部公園緑地課企画管理班 連絡先 078-362-9308    (内線 4490) 
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事業名 （拡）学生未来会議の設置 

予算額 

(千円) 
１，５００ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 1,500 

事業 

内容 

 学生を取り巻く様々な課題や、若者視点の意見を県政に反映させるとともに、県

若手職員の政策提案力の向上を目的に、学生と知事の意見交換の場を設定 

 

 １  学生未来会議のイメージ 
   

名 称 学生未来会議 

運 営 
採用１年目等若手職員、学生有志で構成する企画委

員による運営 

目 的 
学生意見の聴取、日頃の研究内容の成果報告、知事・

県幹部と学生の交流を目的とした場を設定 

 

 ２  事業内容 

○ 県内大学生と知事の意見交換会の開催(５回) 

   ・開催場所 神戸地区他 

   ・参加人数 20 人/回 

〇 県庁インターンシップ参加者と知事の意見交換会の開催(１回) 

   ・開催場所 神戸地区 

   ・参加人数 100 人 

    〇 全体報告会の開催(１回) 

     ・開催場所 神戸地区 

     ・内  容 県政への提言等 

    ○ 会議運営を担う企画委員(若手職員)の募集・選定 

     ・選定人数 10 人 

 

 (成果指標) 
 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標 
学生提言等の 
施策反映件数 ５件 ５件 ５件 ５件 ５件 

25 件 
(R8 年度) 

 

 (見直し基準)５年間経過後に事業見直し 

担当課 企画県民部教育課大学室連携教育推進班 連絡先 078-362-3368    (内線 2532) 

 

３ 県民ボトムアップ型県政の推進 
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事業名 （拡）デジタル技術等を活用した事務改善の推進 

予算額 

(千円) 
９７，５８６ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

74,354 0 0 23,232 

事業 

内容 

 
【業務執行方法の見直し(業務プロセス改革を伴う取組)】 
 
１ 県立学校授業料等学校徴収金徴収・管理システムの導入：11,550 千円 

  県立学校の授業料及び学校徴収金の徴収・管理システムを新たに開発・導入 

 することにより、徴収業務等の縮減及び生徒・保護者の利便性を向上 

  〇 時   期 R4：システム開発、R5：接続テスト・利用研修等 

R6.4～：導入 

 

２ キャッシュレス窓口端末の設置：4,732 千円 

  現金、収入証紙で収納する手数料等のキャッシュレス納付を推進するにあたり 

 効果検証を行うため、一部窓口にキャッシュレス端末を試験的に設置 

  〇 設置箇所  神戸運転免許更新ｾﾝﾀｰ(免許更新手数料)、県民情報ｾﾝﾀｰ(情報公開手

数料)、工業技術ｾﾝﾀｰ(機械器具使用料・分析等手数料) 等 

  ○ 時   期 R4.11～：導入 

          (R5 に効果検証を行い、その結果を踏まえ、R6 以降拡大検討) 

 

３ 出退勤管理システムの導入：27,154 千円 

  在宅勤務の定着やフレックスタイム制の拡充等、柔軟で多様な働き方の拡大を

踏まえ、職員の出退勤管理を適切に実施するためのシステムを整備 

  〇 時   期 R4 下期～：導入 

 

【ICT 活用による業務効率化(システム化、定型業務の自動化)】 
 
１ 医療機関情報照会システムの整備：16,112 千円 

県と医療機関(約 350 機関)の間の調査・回答、補助金申請等の文書送付・集計

等をシステム化し、職員の事務処理を迅速化 

  〇 時   期 R5.4～：導入 

 

２ 教員採用試験における合否結果等閲覧システムの整備：2,310 千円 

教員採用試験の合否結果等を Web 上で閲覧できるシステムを整備し、事務の効

率化及び受験者の利便性を向上 

  ○ 時   期 R4 上期～：導入(R4 実施採用試験の合否通知から運用) 

           

３ RPA・AI(Chatbot)の導入拡大：35,728 千円 

  〇 R P A 導 入  追加の導入業務数 13 業務 

    ○ AI 導入 ※ 学生支援、移住相談、高等学校等就学支援金等に関する FAQ 

    ※Chatbot を活用した自動応答サービス 

担当課 企画県民部新行政課事務改革班 連絡先 078-362-4041 (内線 2298) 
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事業名 （新）県民参加型動画投稿選手権の開催 

予算額 

(千円) 
４，３６３ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 0 0 4,363 

事業 

内容 

 県民等から県政ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟにつながる動画を公募のうえ、入賞者に県政 PR 動画の

受注資格を与えることで、潜在人材を活用した県政情報発信を強化 

 

   ○ 対 象 者 学生、クリエイター(プロ・アマ問わない)等 

   ○ 募 集 動 画 投稿者の自由な発想に基づく内容 

   ○ 選 考 方 法 (１次審査)審査会で 10 件程度に絞り込み 

           (２次審査)ひょうごﾁｬﾝﾈﾙで公開し、視聴数で決定 

   ○ 入賞者へのインセンティブ 

     ・県政 PR 動画の作成 

     ・受賞作品のデジタルサイネージでの掲載 

     ・県動画サイト(ひょうごチャンネル)での掲載 

担当課 企画県民部広報戦略課広報戦略班 連絡先 078-362-3016 (内線 2071) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 情報発信力の強化 
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事業名 （拡）情報発信力の強化 

予算額 

(千円) 
４５２，５４４ 

国 庫 特 定 起 債 一 般 

0 26,435 0 426,109 

事業 

内容 

 広報紙、テレビ、ラジオ、インターネット、SNS などあらゆる媒体を活用した、

県政情報などの県民に役立つ情報発信を強化 

 

【主な見直し内容】 

 １ (新)テレビ・SNS 等を活用した兵庫の魅力発信の強化：32,000 千円 

テレビ放送だけでなく、放送した番組を再編集し、SNS 等による全国への動

画配信を行うなど、プロモーションを実施することで、県内外へ本県の魅力を

発信し、更なる交流人口の拡大をめざす。 
 
 (成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 
視聴者数 
(延べ人数) 200 万人 400 万人 600 万人 800 万人 1,000 万人 

 

 ２ (新)ラジオを活用した県の魅力発信の強化：4,634 千円 

    ラジオを活用し、県の魅力を県内外に発信 

    ○ 放 送 回 数 平日昼間週１回（12 分程度） 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 
アクション数 
(延べ人数) 

Twitter やﾈｯﾄ 
ﾆｭｰｽ閲覧数等 

50 万人 100 万人 150 万人 200 万人 250 万人 

 
(参考１)現行の｢兵庫県からのお知らせ(毎週月～金曜日(朝１分 30 秒))｣は廃止 

 

 (参考２)県政情報番組「ひょうご発信！」 

サンテレビで毎週放送中の｢ひょうご発信！｣について、放送回数・時間を見

直した上で、知事が出演して県民へのメッセージを発信 

    ○ 内   容 県政情報や観光地・特産品などの魅力を紹介 

   ○ 放 送 回 数 概ね週１回(毎週日曜日) 

 

(見直し基準) 

   達成率が 50％に満たない場合は事業を廃止。達成率が 100％に満たない場合  

  は事業内容を見直す。見直しを行ってもなお、３年を経過して達成率が 100％

に満たない場合は事業を廃止。 

担当課 企画県民部広報戦略課地域広報班 連絡先 078-362-3019 (内線 2070) 

 



令和４年２月９日

兵 庫 県

令和３年度2月補正予算(経済対策)案
～第６波への対応とコロナ禍を支える経済活性・暮らしの安定化～

作成年月日 令 和 ４年 ２月 ９日

作成部局名
企画県民部企画財政局
財 政 課



兵庫県 令和３年度2月補正予算(経済対策) 全体像

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進 317億円

急増する自宅療養者への対策強化や協力事業者への支援の実施、教育関連施設等
の感染防止対策の強化を促進 ※医療提供･検査体制等の充実に関する施策は12月補正予算で計上済み

Ⅱ 地域経済の活性化・地域の元気づくり 211億円

中小企業者等の事業継続への支援強化や持続的な観光需要の喚起を図るとともに、
農林水産業の生産基盤・輸出力等を強化

Ⅲ 県民生活の安定化に向けた支援 3億円

生活困窮者の多様なニーズへの対応強化や、問題を抱える妊産婦への支援等を強化

Ⅳ 県民の安全・安心の基盤づくり 464億円

｢防災･減災、国土強靱化のための５ヵ年加速化対策｣を踏まえた社会基盤等の充実･
強化や、社会福祉施設等の防災･減災機能の向上、老朽化施設の整備を促進

一般会計 971億円（国庫 748億円、特定 7億円、起債 216億円、一般 0.1億円）

特別会計 100万円（全額国庫）※勤労者総合福祉施設整備事業特別会計

企業会計 24億円（国庫 714億円、特定 3億円、起債 7億円）※流域下水道事業会計

補正予算規模

2



施策体系別事業一覧（１／２）

事 業 名 金 額

国 庫

特定 起債 一般地方創生
臨時交付金

包括支援
交付金

その他
補助金

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進 31,671 30,909 403 359 0 0 0

1 新型コロナウイルス感染症拡大防止への緊急対策 700 297 403 0 0 0 0

①自宅療養者等相談支援センターの設置 403 0 403 0 0 0 0

②高齢者施設等の従事者に対する検査の実施 297 297 0 0 0 0 0

2 事業者の感染防止対策の強化 30,305 30,305 0 0 0 0 0

①新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給 30,305 30,305 0 0 0 0 0

3 学校・県立施設等の感染対策の強化 666 307 0 359 0 0 0

①県立学校･幼稚園等における感染防止対策の実施 657 301 0 356 0 0 0

②県立芸術文化施設の感染防止事業の実施 ※一部特会 9 6 0 3 0 0 0

Ⅱ 地域経済の活性化・地域の元気づくり 21,127 1,391 0 19,532 0 204 0

1 企業等の事業継続・地域経済の活性化支援 18,020 1,380 0 16,640 0 0 0

①がんばろう商店街お買い物キャンペーン 1,200 1,200 0 0 0 0 0

②ひょうごの地場産業元気づくりキャンペーン 10 10 0 0 0 0 0

③ポストコロナ・チャレンジ支援事業の実施 30 30 0 0 0 0 0

④商工会・商工会議所における相談機能の強化 140 140 0 0 0 0 0

⑤旅行・宿泊割引支援事業の展開 16,640 0 0 16,640 0 0 0

2 デジタル技術活用に向けた環境整備 33 11 0 22 0 0 0

①障害福祉分野におけるロボット等導入への支援 8 3 0 5 0 0 0

②障害福祉分野におけるICT導入モデル事業の実施 25 8 0 17 0 0 0

3 農林水産業の競争力強化 3,074 0 0 2,870 0 204 0

①主要農作物競争力の強化 632 0 0 632 0 0 0

②野菜産地における総合整備対策 110 0 0 110 0 0 0

③麦・大豆生産体制の強化 10 0 0 10 0 0 0

④農地集約等業務効率化への支援 12 0 0 12 0 0 0

(単位：百万円)

3※ 表示単位未満四捨五入の関係で積上と合計が一致しない場合がある(次項以降も同様)



施策体系別事業一覧（２／２）

事 業 名 金 額
国 庫

特定 起債 一般地方創生
臨時交付金

包括支援
交付金

その他
補助金

⑤スマート農業におけるシェアリングの推進(農業) 20 0 0 20 0 0 0
⑥スマート機械等導入への支援(畜産業) 32 0 0 32 0 0 0
⑦但馬牛生産基盤の強化 956 0 0 905 0 51 0
⑧｢ひょうごの酪農｣生産基盤の強化 674 0 0 674 0 0 0
⑨畜産物輸出コンソーシアムの推進 171 0 0 171 0 0 0
⑩森林林業における緊急整備事業の実施 152 0 0 152 0 0 0
⑪農業大学校への研修用機械・設備の導入 57 0 0 28 0 29 0
⑫県立学校の農業教育高度化のための施設整備 248 0 0 124 0 124 0

Ⅲ 県民生活の安定化に向けた支援 297 16 0 263 9 0 9
①社会的養護従事者の処遇改善 21 0 0 21 0 0 0
②就労系障害福祉サービス事業所の生産活動拡大への支援 5 2 0 3 0 0 0
③新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金事業の実施 234 14 0 220 0 0 0
④医療的ケア児支援センターへの開設支援 2 0 0 1 0 0 1
⑤支援の必要性の高い妊産婦への臨時支援 35 0 0 18 9 0 8

Ⅳ 県民の安全・安心の基盤づくり 46,411 0 0 23,376 984 22,051 0
①防災、減災、国土強靱化の推進 40,822 0 0 19,407 691 20,724 0
②下水道施設の防災機能の強化 ※企業会計 2,392 0 0 1,425 293 674 0
③震度情報ネットワークシステムの更新 530 0 0 265 0 265 0
④フェニックス防災システムの改修 5 0 0 5 0 0 0
⑤障害者･高齢者福祉施設の整備補助 949 0 0 632 0 317 0
⑥卸売市場施設の整備 1,619 0 0 1,619 0 0 0
⑦国立・国定公園環境の整備 17 0 0 15 0 2 0
⑧鉄道施設における安全対策の実施 44 0 0 0 0 44 0
⑨通学路等の交通安全緊急対策の実施 16 0 0 8 0 8 0
⑩洲本城跡の改修(災害復旧) 17 0 0 0 0 17 0

合 計 99,506 32,316 403 43,530 993 22,255 9

一般会計 97,113 32,315 403 42,105 700 21,581 9

勤労者総合福祉施設整備事業特別会計 1 1 0 0 0 0 0

(企業会計)流域下水道事業会計 2,392 0 0 1,425 293 674 0

(単位：百万円)
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■自宅療養者等相談支援センターの設置：4億円 ※4月以降分は令和4年度当初予算で計上

急増する自宅療養者や濃厚接触者からの健康相談等に24時間対応するセンターを設置

■高齢者施設等の従事者に対する検査の実施：3億円
感染を早期に発見し事業継続を支援するため、従事者に対する検査を全額公費により集中的に実施

実 施 期 間 令和４年１月～３月 ※4月･5月実施分についても令和4年度当初予算で計上

実 施 回 数 ５回（想定：１月に１回、２～３月に２回ずつ）
対 象 地 域 県内全域（政令市・中核市除く）
実 施 手 法 民間検査機関に委託

■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給：303億円
まん延防止等重点措置適用に伴う県の時短要請等に応じた飲食店に対し協力金を支給

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止への緊急対策

5

Ⅰ 感染症対策

自宅療養者等

(軽症･無症状)

入院･宿泊療養

(中等症以上)

保健所がトリアージ

連絡 ●健康相談対応(24時間・最大50回線)

●医療機関への案内(外来･往診医療機関の紹介)

●生活支援への対応(配食等の調整)

自宅療養者等相談支援センター 看護師等による相談の実施

急変時の入院等調整
(保健所・CCC-hyogo)

外来・往診等の実施

配食･ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ配送等の実施

【新】



■県立学校等における感染防止対策の強化：4億円
国庫補助を活用し、消毒液等の保健衛生用品等に要する経費を施設規模に応じて支援
(中・高校：90万円～270万円、特別支援学校：180～360万円)

■専修学校等における感染防止対策の強化：5,000万円
国庫補助の対象外となる専修学校等に対し、同様の補助を県独自に実施
(１校あたり45万円)

■幼稚園における感染防止対策・ICT化の取組支援の強化：2億円
国庫補助を活用し、保健衛生用品等及び家庭との連絡用アプリの整備等に要する経費を支援
(保健衛生用品：定員規模に応じ30万円～50万円/園、ICT化：公立 100万円/園・私立 75万円/園)

■県立芸術文化施設における感染防止対策の強化：900万円
国庫補助を活用し、保健衛生用品の購入等の感染防止対策を実施
(県立美術館、歴史博物館、人と自然の博物館、芸術文化センター、ピッコロシアター 等)

学校等における感染防止対策

6

Ⅰ 感染症対策



企業等の事業継続・地域経済の活性化支援（１／２）

7

Ⅱ 元気づくり

■がんばろう商店街お買い物キャンペーン：12億円

消費の落ち込みを回復するため、商店街等が取り組む期間限定のﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券発行等を支援

対 象 者 商店街・小売市場等

対 象 経 費 商品券のプレミアム分、商品券・参加店マップ等作成費

負 担 割 合 県2/3、市町1/3［市町随伴義務］

■ひょうごの地場産業元気づくりキャンペーン：1,000万円

コロナ禍の影響を受けている地場産品の消費拡大のため、産地横断型キャンペーンを実施

実 施 内 容 地場産業のPRイベントの実施、産地横断のコラボ新商品の開発 等

■ポストコロナ・チャレンジ支援事業の実施：3,000万円

コロナ禍により表出した社会課題などを解決する新たな発想･技術に基づくｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出を支援

対 象 者 中小企業の新ビジネス創出や社内ベンチャー

補 助 金 額 上限300万円(起業･事業拡大:200万円、空き家改修:100万円) ※補助率1/2

【新】

【新】



企業等の事業継続・地域経済の活性化支援（２／２）

8

Ⅱ 元気づくり

■商工会・商工会議所における相談機能の強化：1.4億円
コロナ禍で増加する窓口相談に対応するため、商工会･商工会議所にOB等を雇用する経費を支援

実 施 内 容 経営指導員の設置数に応じて補助

(1～2人：160万円、3～4人：320万円、5～9人：480万円、10人以上：640万円)

■旅行・宿泊割引支援事業の展開：167億円
コロナ禍で減少した過去２年間の宿泊需要の落ち込み(約1,000万泊)の回復を図るため、その半数

程度の支援を目標に、県民割、Go Toﾄﾗﾍﾞﾙ(国)、旅行･宿泊割引支援事業と、継続した支援を実施

支 援 内 容 宿泊割引 20％、クーポン配布 1,000円～3,000円 等
実 施 時 期（想定）

※｢県民割｣は2/2から当面の間、利用停止(割引対象外)

～２月 ～ ４月 ５月 ６月 ７月 ～ 10月 11月 ～ ２月

延長

検討

県民割
(旅しようｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)

(1/1～2/28)
[R3年12月補正計上]

(※)
(国) Go Toトラベル

※期間は想定

【新】
旅行・宿泊割引支援事業

(夏休み期間は除く)

【新】
旅行･宿泊割引支援事業ﾌﾟﾗｽ

(年末年始は除く)

約50万泊 約200万泊 約130万泊 約170万泊目 標

支援数

実施期間・実施条件については、今後の感染状況等により変更の可能性があります

➡約550万泊分の支援を目指す

【新】



農林水産業の生産基盤・競争力の強化（１／２）

9

Ⅱ 元気づくり

【農業関連】

■主要農作物の競争力強化：6.3億円
産地競争力の強化を図るため、農業者及び団体における農業用機械・施設の整備を支援
整備内容 育苗施設（加西市）、水稲種子温湯消毒施設（豊岡市）、農業機械類（佐用町）

■野菜産地における総合整備対策：1.1億円
産地間競争に負けない、強い県内産地の育成のため、農業機械の導入等を支援
整備内容 集出荷貯蔵施設（洲本市・淡路市）、収穫用機械等（新温泉町）、農業機械類（淡路市）

■麦・大豆生産体制の強化：1,000万円
主食用米から麦･大豆等へ転換する場合の生産性向上のための取組や施設整備等を支援
整備内容 農業機械類（豊岡市・加古川市）

■スマート農業におけるシェアリングの推進：2,000万円
複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート機械等を導入する取組を支援

■農業高校･農業大学校における機械設備導入等の高度化支援：3億円
農業分野の教育施設における教育環境の高度化を図るため、機械設備導入・施設を整備
対象施設 農業大学校、県立農業高校、県立氷上高校

整備内容 堆肥舎の更新等（大学校）、エアシャワー・下処理施設等の施設改修等（県立高校）

国庫補助を活用し、農林水産業の生産基盤や輸出を含む競争力の強化、農業人材の育成等
に資する事業を展開

【新】



農林水産業の生産基盤・競争力の強化（２／２）

10

Ⅱ 元気づくり

【畜産業関連】

■但馬牛生産基盤の強化：9.6億円
収益力強化や規模拡大に取り組む畜産クラスターの中心的経営体に対し、牛舎整備等を支援
整備内容 約1,300頭相当の牛舎整備等（畜産クラスター協議会）

■｢ひょうごの酪農｣生産基盤の強化：6.7億円
収益力強化や規模拡大に取り組む畜産クラスターの中心的経営体に対し、牛舎整備等を支援
整備内容 約600頭相当の牛舎整備等（畜産クラスター協議会）

■畜産物輸出コンソーシアムの推進：1.7億円
生産から輸出まで一貫した輸出促進を図るコンソーシアムの運営及び輸出先国対応等を支援
実施内容 ・運営支援（輸出先国のマーケット調査、牛肉等のPR、販路拡大支援 等）

・輸出先国対応（家畜への頭絡の装着(取り扱われる家畜の負担を緩和) 等）

■スマート機械等導入への支援：3,200万円
一括発注・共同利用により、低コストでスマート機械を導入する取組を支援

【林業関連】

■森林林業における緊急整備事業の実施：1.5億円
間伐、路網整備、高性能林業機械等の整備を実施する市町や森林組合等を支援

【新】



生活困窮者への自立支援等の強化

11

国交付金｢新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金｣を活用し、生活困窮者の
多様なニーズへの対応、支援体制強化の取組を県独自で実施

Ⅲ 県民生活

■生活困窮者自立支援の機能強化：1,100万円
・生活困窮者への支援ニーズの増大・多様化していることを踏まえ、相談員を２名配置

・住まいが不安定な方への相談対応やアウトリーチ支援のため、住まい確保支援員を１名配置

■自殺防止対策の強化：4,200万円
・ラジオ･新聞･WEBｻｲﾄ等での相談窓口の情報発信や、自殺予防に関する正しい知識を啓発

・女性に対する就労支援や悩み相談等の窓口を設置

・経済環境悪化による、今後の生活に不安を感じる方への電話相談を実施 等

■生活保護対応の体制強化：400万円
増加が見込まれる生活保護に関する相談に対応するため、相談員を健康福祉事務所に１名配置



支援の必要性の高い妊産婦への臨時支援

12

Ⅲ 県民生活

予期せぬ妊娠など支援の必要性の高い妊産婦を受け入れる場所を確保し、心理的ケア

及び生活相談等を行うために必要な経費を支援：3,500万円 ※神戸市と協調実施

妊娠相談SOS
又は

市町相談窓口

必要に応じて
事業者へつなぐ

委託民間事業者

自立支援計画の策定
(産後2～3カ月目処)

母子の状況(親族、自立意欲、生活・

育児能力等)に応じて支援機関と連携

病院・助産施設

住宅設定
(親族との調整等)

県営･民営住宅
(ステップハウス)

里親・乳児院
(母子分離)

母子生活支援施設

自 立

就労支援、生活・育児能力向上への支援等
が必要な母子の入所施設(数年の入所想定）

基本的な生活・育児は本人。必要に応じて
事業者スタッフが訪問・見守り

【新】



■減災・防災、国土強靱化の推進：432億円
国の経済対策補正を踏まえた社会基盤整備の充実・強化を図り、事業効果の早期発現を促進

○補助事業の主な事業・箇所(400億円)

※この他、令和４年度事業の早期着手のため、債務負担行為を設定 (補助:22億円、県単独:47億円)

○直轄事業の主な事業・箇所(32億円)

社会基盤等の充実・強化（１／２）

道 路
加古川小野線東播磨道
(加古川市～小野市) [橋梁上部工等]

川西篠山線(猪名川町) [歩道設置]  

農業農村 書写地区(姫路市) [井堰改修]

造 林 宍粟市他 [間伐等]

河 川
円山川(朝来市) [護岸整備等]
市川潮止堰(姫路市) [施設整備等]

林 道 村岡区境(香美町) [林道整備]

治 山 氷上町北油良地区(丹波市) [治山ダム整備]

砂 防 阪神・淡路圏域 [情報基盤更新] 漁 港 香住漁港(香美町) [老朽化対策]

公 園 淡路島公園(淡路市) [公園施設更新]
流域下水・
下水汚泥

武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ(神戸市)、加古川上流
浄化ｾﾝﾀｰ(小野市)、兵庫東流域下水汚泥広
域処理場(尼崎市) 他 [設備改築工事等]

※公営企業会計(流域下水道事業会計)
海岸･港湾

尼崎西宮芦屋港海岸(尼崎市) 
[排水機場老朽化対策等]

道 路 豊岡道路(豊岡市) [道路改良等] 砂 防 六甲山系(神戸市) [斜面対策工]

河 川
円山川(豊岡市)、揖保川(宍粟市)、
猪名川(伊丹市) 等 [河川改修等]

海岸･港湾 姫路港(姫路市) [航路浚渫等]

公 園 明石海峡公園(神戸市･淡路市) [公園施設整備]

13

Ⅳ 基盤づくり



社会基盤等の充実・強化（２／２）
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Ⅳ 基盤づくり

■震度情報ネットワークシステムの更新：5.3億円
国庫補助を活用し、県震度計を更新するとともに、ネットワーク機能を強化
(ｻｰﾊﾞ(1台)更新、震度計(69台)更新、ﾈｯﾄﾜｰｸの光回線化(107カ所) 等)

■障害者・高齢者福祉施設の整備補助：9.5億円
国庫補助を活用し、障害者･高齢者福祉施設の防災･減災対策を講じるための施設整備を支援
(障害者施設：5施設、高齢者施設：22施設)

■鉄道施設における安全対策の実施：4,400万円
国庫補助を活用し、被災した場合に社会経済活動への影響が大きい鉄道施設の豪雨対策及び

耐震化を支援
(豪雨対策：神戸電鉄等２箇所[法面防護]、耐震化：山陽電鉄 [駅構内柱の補強])

■通学路等の交通安全緊急対策の実施：1,600万円
国庫補助を活用し、早急に対応が必要な箇所の交通安全施設の改修工事を実施
(信号機新設、歩行者専用路側帯の塗替 等)



（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

31,671,000

700,000

新 ①

急増する自宅療養者や濃厚接触者からの健康相談等への対応を実施する24時
間対応のセンターを設置
 ○ 実施手法 民間事業者へ委託
 ○ 内容 ①健康相談業務(24時間･最大50回線で対応)
         ②医療機関案内業務(往診、発熱等診療･検査医療機関との調整)
　　　　 ③生活支援対応業務(配食等の調整)

403,000

②

感染を早期に発見し、事業継続を支援するため、従事者に対する検査を全額
公費により集中的に実施
 ○ 実施期間 R4.1月～3月末まで
 ○ 実施回数 5回(想定:1月に1回、2～3月に2回ずつ)
 ○ 対象地域 県内全域(政令市・中核市除く)
 ○ 実施手法 民間検査機関に委託

297,000

30,305,000

①

まん延防止等重点措置適用に伴う県の営業時間短縮要請等に応じた飲食店等
に対して協力金を支給（第10期(1/27～2/20))
 ○支給額　2019年から2021年のいずれかの年の２月の１日当たり売上高
　　　　　 又はその減少額に応じて単価決定
 　　　　　(認証の有無また時短営業の内容によって積算方法は異なる)
 ○要請内容

30,305,000

666,000

①

幼稚園における感染防止対策や、ICT化の取組を支援

197,000

②

学校長の判断で実施する感染防止対策に必要な経費を支援
 〇 対象施設 ・県立学校(分校含む):163校
             ・県立大学付属中学校･高校
 〇 対象経費 消毒液、ﾏｽｸ等の保健衛生用品、教室消毒作業の外注経費等
 〇 補助単価 中･高校:90～270万円、特別支援:180～360万円

410,000

③

国制度の対象外となる専修学校等において実施する感染防止対策に必要な経
費を支援
 〇 対象施設 ・専修学校:71校 ・各種学校:38校
 〇 補助金額 45万円(補助率1/2)

50,000

8,000

1,000

県立学校等における教育活
動継続への支援

専修学校等における教育活
動継続への支援

④
県立芸術文化施設の感染防
止事業の実施
※一部特別会計

芸術文化施設等の県立施設における感染防止対策に必要となる資材等を整備
 〇 対象施設 県立美術館、歴史博物館、芸術文化センター等
 〇 対象経費 消毒液・マスク等の保健衛生用品

高齢者施設等の従事者に対
する検査の実施

(2)事業者の感染防止対策の強化

新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支給
（飲食店等）

(3)学校・県立施設等の感染対策の強化

幼稚園の感染防止対策・
ICT化への支援

(参考資料)兵庫県 令和３年度２月補正予算(経済対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進

(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止への緊急対策

自宅療養者等相談支援セン
ターの設置

(勤労者総合福祉施設整備事業特別会計)

時短要請 酒類提供 協力金 時短要請 酒類提供 協力金

20時 禁止 3～10万円

21時 可
(20時30分まで)

2.5～7.5万円

認証店(以下から選択) 非認証店

20時 禁止 3～10万円

区 分
感染防止対策

(消毒液等保健衛生用品の購入等)
ICT化支援

(家庭との連絡用アプリの整備等)

実 施
箇 所

公立:236園
私立:182園

公立: 5園
私立:57園

補 助
単 価

　　定員  ～19人:30万円/園
　　　　20～59人:40万円/園
    　　60～    :50万円/園

公立：100万円/園
私立： 75万円/園

負 担
割 合

(公立)国 1/2、市町 1/2
(私立)国 1/2、県　 1/2

(公立)国 3/4、市町   1/4
(私立)国 3/4、設置者 1/4

1 / 5 ページ



（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和３年度２月補正予算(経済対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

21,127,000

18,020,000

①

消費の落ち込みを回復するため、商店街等が取り組む期間限定のプレミアム
付商品券発行等を支援
 ○ 対象者 商店街、小売市場等
 ○ 対象経費 商品券ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分、ｲﾍﾞﾝﾄ実施費、商品券･参加店ﾏｯﾌﾟ等の
　　　　　　 作成費 等
 ○ 負担割合 県2/3、市町1/3[市町随伴義務]

1,200,000

新 ②

多くの産地でコロナ禍前より売上が減少していることを踏まえ、地場産品の
消費拡大のための産地横断型キャンペーンを実施
 ○ 内容 PRｲﾍﾞﾝﾄ、産地横断のｺﾗﾎﾞ新商品開発、各素材のｽﾄｰﾘｰに着目した
　　　　 PR動画の作成、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰを活用した魅力発信
 ○ 補助金額 1,000万円(定額・1/2相当)
 ○ 実施主体 神戸ファッション協会

10,000

新 ③

コロナ禍により表出した社会課題などを解決する新たな発想・技術に基づく
イノベーション創出を支援
 ○ 対象者 中小企業の新ビジネス創出や社内ベンチャー
 ○ 補助金額 上限300万円(起業･事業拡大:200万円、空き家改修:100万円)
 ○ 補助率 1/2

30,000

④

コロナ禍の影響により増加する窓口相談に対応するため、商工会･商工会議
所に臨時枠を設け、OB等を雇用する経費を支援(R4年度限り)
 ○ 内容 経営指導員設置数に応じて補助
　　　　(1～2人:160万円、3～4人:320万円、5～9人:480万円、
         10人以上:640万円)

140,000

新 ⑤

コロナ禍で減少した過去２年間の宿泊需要の落ち込み(約1,000万泊)の回復
を図るため、その半数程度の支援を目標に、県民割、Go Toﾄﾗﾍﾞﾙ(国)、旅
行･宿泊割引支援事業と、継続した支援を実施
 ○実施期間 R4.7月～R5.2月末 ※夏休み(7月末～8月)、年末年始を除く
 

 
 
 ○内容

16,640,000

33,000

①

障害福祉の現場における生産性の向上、介護等業務の負担軽減、新型ｺﾛﾅｳｲﾙ
ｽ感染拡大防止のため、ロボット等の導入経費を支援
 ○ 対象施設 障害者支援施設、共同生活援助、居宅介護、短期入所等
　　　　　　 (いずれも政令中核市を除く)
 ○ 対象経費 介護ロボット(※)等の導入経費
　　　　　　 ※移乗介護、移動支援、排泄支援等に活用するもの
 ○ 補助上限額 障害者福祉施設:210万円、グループホーム：150万円、
　　　　　　　 その他事業所：120万円

8,000

②

障害福祉の現場における生産性の向上、介護等業務の負担軽減、新型ｺﾛﾅｳｲﾙ
ｽ感染拡大防止のため、ICT等の導入経費等を支援
 ○ 内容 ・ICT機器等導入経費支援(上限100万円)
　　　　 ・研修会の実施(１回)
 ○ 対象施設 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ、障害者支援施設、障害児通所施設等
　　　　　　 (いずれも政令中核市を除く)

25,000

(2)デジタル技術活用に向けた環境整備

障害福祉分野におけるロ
ボット等導入への支援

障害福祉分野におけるICT
導入モデル事業の実施

Ⅱ 地域経済の活性化・地域の元気づくり

(1)企業等の事業継続・地域経済の活性化支援

旅行・宿泊割引支援事業の
展開

がんばろう商店街お買い物
キャンペーン

ひょうごの地場産業元気づ
くりキャンペーン

商工会・商工会議所におけ
る相談機能の強化

ポストコロナ・チャレンジ
支援事業の実施

実施期間及び実施条件については、

今後の感染状況等により、変更の可

能性あり

旅行･宿泊割引支援 〃プラス (参考)国GoTo

7～10月 11～2月 4～6月

宿泊割引
20％

(上限5,000円)
20％

(上限3,000円)
30％

(上限7,000円)

クーポン
平日 3,000円
休日 1,000円

平日 2,000円
休日 1,000円

平日 3,000円
休日 1,000円

区　分
※実施地域の対象

は｢全国｣を想定

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 ～ 10月 11月 ～ 2月
延長
検討

→これらの継続した事業実施により、約550万泊分の支援を目指す

R4年度R3年度

旅行･宿泊割引支援 旅行･宿泊割引支援ﾌﾟﾗｽ旅しようキャンペーン 国GoToﾄﾗﾍﾞﾙ(想定)

2 / 5 ページ



（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和３年度２月補正予算(経済対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

3,074,000

①

産地競争力の強化を図るため、農業用機械・施設整備等を支援
 ○ 実施主体 農業者、その組織する団体
 ○ 整備内容 育苗施設、水稲種子温湯消毒施設、農業機械類
 ○ 補助率 1/2[全額国庫]

632,000

②

産地間競争に負けない、強い県内産地の育成のため、農業機械の導入等を支
援
 ○ 実施主体 農業者、その組織する団体
 ○ 整備内容 集出荷貯蔵施設、収穫用機械、農業機械類
 ○ 補助率 1/2[全額国庫]

110,000

③

主食用米から麦・大豆等へ転換する場合の生産性向上のための取組や施設整
備等を支援
 ○ 実施主体 JA、地域農業再生協議会等
 ○ 農業機械類
 ○ 補助率 1/2[全額国庫]

10,000

新 ④

農地等の出し手・受け手の意向等を、現場で効率的に把握し、関係機関と情
報共有するためのタブレット導入を支援
 ○ 対象者 市町農業委員会
 ○ 補助金額 ４万円/台(定額)[全額国庫]

12,000

新 ⑤

複数の経営体がスマート技術を共同利用するためにスマート機械等を導入す
る取組を支援
 ○ 対象者 農業者、その組織する団体
 ○ 補助率 1/2(上限100万円)[全額国庫]

20,000

新 ⑥
一括発注・共同利用により、低ｺｽﾄでスマート機械を導入する取組を支援
 ○ 対象者 畜産業、その組織する団体
 ○ 補助率 1/2(上限 一括発注:1,000万円 共同利用:100万円)[全額国庫]

32,000

⑦

収益力強化や規模拡大に取り組む畜産クラスターの中心的経営体に対し、牛
舎整備等に関する経費を支援
 ○ 実施主体 畜産クラスター協議会
 ○ 補助率 (施設整備)国50％、県(繁殖牛舎のみ)7％

956,000

⑧

収益力強化や規模拡大に取り組む畜産クラスターの中心的経営体に対し、牛
舎整備等に関する経費を支援
 ○ 実施主体 畜産クラスター協議会
 ○ 補助率 国50％[全額国庫]

674,000

⑨

生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る体制(ｺﾝｿｰｼｱﾑ)の設立･運営や輸出
先国の求めに応えるための、と畜場の取組を支援
 ○ 実施主体 和牛マスター輸出拡大コンソーシアム(R3.6月設立)
　　　　　　 ※ｺﾝｿｰｼｱﾑ構成組織
　　　　　　　 和牛ﾏｽﾀｰ食肉ｾﾝﾀｰ、和牛ﾏｽﾀｰ出荷者部会、神戸肉流通
　　　　　　　 推進協議会、ｴｽﾌｰｽﾞ株式会社
 ○ 内容 ・協議会の開催、輸出先国のﾏｰｹｯﾄ調査、牛肉等のPR 等
         ・頭絡(とうらく)の装着による家畜の負担緩和 等 [全額国庫]

171,000

⑩
間伐、路網整備、高性能林業機械等の整備を実施する事業体を支援
 ○ 実施主体 市町、森林組合 等
 ○ 補助率 1/2以内[全額国庫]

152,000

⑪

農業大学校(加西市)の教育環境を高度化するため、施設･設備整備を実施
 ○ 内容 堆肥舎の更新、農業機械用演習用コースの整備、受精卵処理
　　　　 施設の設置
 ○ 負担割合 国1/2、県1/2

57,000

⑫

農業に関する専門的人材を育成するため、農業の食品加工に関する学科を置
く県立高校に、高度化施設・設備整備を実施
 ○ 対象校 氷上高校、農業高校
 ○ 内容 ・施設改修(前室(ｴｱｼｬﾜｰ)、下処理施設、加工ｴﾘｱ分離等)
         ・備品購入(フードミキサー、コロニーカウンタ 等)
 ○ 負担割合 国1/2、県1/2

248,000

(3)農林水産業の競争力強化

畜産物輸出コンソーシアム
の推進

農地集約等業務効率化への
支援

スマート農業におけるシェ
アリングの推進(農業)

但馬牛生産基盤の強化

｢ひょうごの酪農｣生産基盤
の強化

主要農作物競争力の強化

県立学校の農業教育高度化
のための施設整備

農業大学校への研修用機
械・設備の導入

スマート機械等導入への支
援(畜産業)

野菜産地における総合整備
対策

麦・大豆生産体制の強化

森林林業における緊急整備
事業の実施
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和３年度２月補正予算(経済対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

297,000

新 ①

賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、社会的養護従事者の
収入を引上げるための措置を実施(前倒し実施分)
 ○ 対象施設 乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設 等
 ○ 対象職種 児童指導員 等
 ※その他の施設･職種(看護師、介護士等)についてはR4当初予算で措置
 ○ 内容 収入を3％程度の引上げに要する交付金を実施[全額国庫]

21,000

②

就労系障害福祉サービス事業所における生産活動の拡大に向けた取組に対し
て支援
 ○ 対象者 生産活動収入が前々年度と比較して相当程度減少している等
　　　　　 の条件を満たす就労継続支援A型・B型事業所
 ○ 対象経費 新たな生産活動への転換等、販路開拓、ｺﾝｻﾙ派遣、生産
　　　　　　 活動を行うための感染防止対策に要する経費
 ○ 補助上限 30万円/事業所

5,000

③

自殺防止対策や生活困窮者を対象とする生活や住まい等の支援について、地
域の実情に応じて柔軟かつ機動的に実施
 ○負担割合 県執行分：国3/4、県1/4
　　　　　　市町執行分：国3/4、市町1/4(国庫分を県で予算計上)
 ○所要額　県実施事業：57,000千円　市町補助金：177,000千円

234,000

(a)
生活保護に関する相談件数の増加が想定されるため、相談対応職員を１名配
置し、体制を強化
 ○配置場所 加古川健康福祉事務所(予定)

4,000

(b)

(ｱ)自立相談支援体制の強化：7,000千円
　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、自立相談支援事業の相談員を
２名配置

(ｲ)住まいに関する相談支援体制の強化：4,000千円
　住まい不安定者の相談対応やﾎｰﾑﾚｽのｱｳﾄﾘｰﾁ支援のため、住まい確保支援
員を1名配置

11,000

(c) 42,000

(ｱ)
マスコミ等を用い
た相談体制の啓発

ラジオ放送番組や新聞、WEBサイト等での相談窓口に関する情報発信や自殺
予防に関する正しい知識等を普及啓発

16,000

(ｲ)
女性のための生き
ることサポート相
談の実施

コロナ禍における女性の孤立等による自殺リスクに対応するため、県内在住
の女性に対する就労支援や悩み相談等の入口相談を実施
 ○内容 電話相談、予約制対面相談(月２回)

14,000

(ｳ)
経済問題等にかか
る心の悩み相談の
実施

コロナ禍の長期化による経済状態悪化に伴い、今後の生活に不安を感じる県
民の増加が懸念されることから、電話による休日夜間法律相談を実施
 ○内容 休日夜間の法律相談電話の設置(毎週土曜日、第1・3・4日曜日)

9,000

(ｴ)
自死遺族支援者研
修会の実施

自殺ハイリスク者である自死遺族に適切に対応するため、その知識や技術習
得を目的とした資質向上のための研修を実施
 ○実施主体 県いのち対策センター
 ○対象者 保健・医療・福祉・労働・教育等の地域支援者及び医療関係者
 ○研修内容 自死遺族の心のケア、自死遺族が直面する法律問題等

1,000

(ｵ)

薬剤師のための自
殺ハイリスク者対
応力向上研修の実
施

コロナ禍による精神的不安定から、薬物過剰摂取等の自殺ハイリスク者への
服薬指導等の対応力を向上させるための研修を実施
 ○ 委託先 兵庫県薬剤師会
 ○ 対象者 県内調剤薬局等に勤務する薬剤師

2,000

新 ④

医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職防止に資する
等、県において医療的ケア児支援センターを開設するために必要となる経費
を支援
 〇 内容 医療的ケア児支援ｾﾝﾀｰにおける備品購入費等の開設準備経費
 ○ 実施手法 民間事業者へ委託

2,000

新 ⑤

支援の必要性が高い妊産婦を受け入れる場所を確保し、心理的ケアや生活相
談等に要する経費を支援※神戸市との協調実施
 〇 内容 受入場所の確保、自立支援計画の策定、訪問･見守り 等
 〇 実施手法 民間事業者へ委託

35,000

Ⅲ 県民生活の安定化に向けた支援

社会的養護従事者の処遇改
善

自殺防止対策の強化

医療的ケア児支援センター
への開設支援

支援の必要性の高い妊産婦
への臨時支援

就労系障害福祉サービス事
業所の生産活動拡大への支
援

新型コロナウイルス感染症
セーフティネット強化交付
金事業の実施

保護決定等体制の強化

生活困窮者自立支援の
機能強化
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

(参考資料)兵庫県 令和３年度２月補正予算(経済対策) 施策体系別事業一覧

事　業　名

46,411,000

① (詳細別紙) 40,822,000

② (詳細別紙) 2,392,000

③
老朽化を踏まえ、震度計を更新するとともに、ネットワーク機能を強化
 ○ 内容 ｻｰﾊﾞ(1台)更新、震度計(県設置分69台)の更新、分岐装置
         (37カ所)の更新、ﾈｯﾄﾜｰｸの光回線化(107カ所)

530,000

④
Lアラートに送信している情報を消防庁と共有するため、新たに消防庁が設
置する被害情報ハブへ接続
 ○ 内容 フェニックス防災システムの改修[全額国庫]

5,000

⑤

障害者支援施設等の防災・減災対策を講じるための施設整備に要する経費を
支援
 ○ 補助対象 耐震化整備、ﾌﾞﾛｯｸ塀改修、非常用自家発電設備 等
 ○ 負担割合 国1/2、県1/4、事業者1/4

599,000

⑥

高齢者福祉施設等の防災・減災対策を講じるための施設整備に要する経費を
支援
 ○ 補助対象 非常用自家発電設備、給水設備、水害対策
 ○ 負担割合 国1/2、県1/4、事業者1/4

350,000

⑦

老朽化している県内卸売市場の機能強化を図るため、市場の施設整備等を支
援
 ○ 実施主体 姫路市
 ○ 対象箇所 姫路市中央卸売市場(移転整備)
 ○ 負担割合 国4/10、市6/10

1,619,000

⑧

国立･国定公園の防災･減災機能の向上や老朽化対策のための整備を実施
 ○ 内容

 
 ○ 負担割合 国立公園:50/100、国定公園等:45/100

17,000

⑨

豪雨災害による斜面崩壊等は復旧に時間を要し、社会経済活動への影響が大
きいことから、鉄道事業者の豪雨災害事前防止対策を支援
 ○ 対象者 鉄道事業者
 ○ 内容

 
 ○ 負担割合 国1/3、県1/6、沿線市町1/6、事業者1/3

35,000

⑩

南海トラフ地震等に備え、鉄道駅の耐震化を行う鉄道事業者を支援
 ○ 対象者 鉄道事業者
 ○ 内容

 
 ○ 負担割合 国1/3、県1/6、沿線市町1/6、事業者1/3

9,000

⑪

通学路等における交通安全緊急点検を踏まえ、早急に対応が必要な箇所にお
ける交通安全施設の改修工事を実施
 ○ 内容 信号機新設(1基)、押しﾎﾞﾀﾝ式信号機新設(3基)、歩行者専用
　　　　 路側帯の塗替(1.5km)
 ○ 負担割合 国1/2、県1/2

16,000

⑫
令和３年８月豪雨災害により石垣が崩壊した国指定史跡洲本城跡の修復を実
施
 ○ 負担割合 国70％、県15％、市15％

17,000

99,506,000

97,113,000

1,000

2,392,000

洲本城跡の改修
(災害復旧)

震度情報ネットワークシス
テムの更新

フェニックス防災システム
の改修

鉄道駅耐震補強の対策補助

※今回新たに実施する事業は｢新｣と表記

勤労者総合福祉施設整備事業特別会計

(企業会計)流域下水道事業会計

合　　　　計

一般会計　

通学路等の交通安全緊急対
策の実施

高齢者福祉施設の整備補助

障害者福祉施設の整備補助

卸売市場施設の整備

国立・国定公園環境の整備

鉄道施設の豪雨対策補助

下水道施設の防災機能の強
化 ※公営企業会計

Ⅳ 県民の安全・安心の基盤づくり

防災、減災、国土強靱化の
推進

区　分 事業箇所 整備内容

国立公園 門崎園地 手すり・舗床等の修繕

国定公園 吉滝園地 遊歩道の整備

事業者 事業箇所 整備内容

神戸電鉄(株) 有馬口～五社 法面工

阪急電鉄(株) 夙川～芦屋川 法面工

事業者 事業箇所 整備内容

山陽電鉄(株) 山陽垂水駅 駅構内柱の補強

(流域下水道事業会計)
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(別紙)

事業名 主な箇所 事業内容 金額

加古川小野線東播磨道(加古川市～小野市) 橋梁上部工等

国道178号 浜坂道路Ⅱ期(新温泉町) トンネル工等

川西篠山線(猪名川町) 歩道設置

国道482号(豊岡市) 歩道設置

円山川(朝来市)、武庫川(西宮市～尼崎市) 護岸整備等

市川潮止堰(姫路市) 施設整備等

砂　防 阪神・淡路圏域 情報基盤更新 304,000

海岸・港湾 尼崎西宮芦屋港海岸(尼崎市) 排水機場老朽化対策等 831,000

淡路島公園(淡路市) 公園施設更新

淡路佐野運動公園(淡路市) 公園施設更新

農業農村 書写地区(姫路市) 井堰改修 6,266,000

造　林 宍粟市他 間伐等 345,000

林　道 村岡区境(香美町) 林道整備 109,000

治　山 氷上町北油良地区(丹波市) 治山ダム整備 749,000

漁　港 香住漁港(香美町) 老朽化対策 226,000

経営構造対策 神戸市 農業用機械等整備 124,000

漁業構造改善 淡路市 大型ノリ自動乾燥機 549,000

事業名 主な箇所 事業内容 金額

道　路 豊岡道路(豊岡市)、相生有年道路(相生市) 道路改良等 1,499,000

河　川
円山川(豊岡市)、加古川(高砂市～加古川市)、
揖保川(宍粟市)、猪名川(伊丹市)

河川改修等 701,000

砂　防 六甲山系(神戸市) 斜面対策工 782,000

海岸・港湾 姫路港(姫路市) 航路浚渫 135,000

公　園 国営明石海峡公園(神戸市、淡路市) 公園施設整備 50,000

(ウ)債務負担行為の活用による令和４年度事業の早期着手

事業名 主な箇所 事業内容 金額

公　園 淡路島公園(淡路市) 公園施設更新 70,000

農業農村 山南大池地区(丹波市) ため池整備等 2,130,000

事業名 主な箇所 事業内容 金額

道　路 国道178号(新温泉町) 道路維持工事等 3,084,000

河　川 千種川(赤穂市) 河川維持修繕等 1,277,000

砂　防 畦の谷川(宍粟市) 砂防堰堤工事等 30,000

港　湾 姫路港(姫路市) 港湾維持修繕等 294,000

公　園 淡路島公園(淡路市) 公園施設維持補修等 15,000

事業名 主な箇所 事業内容 金額

流域下水
武庫川上流浄化ｾﾝﾀｰ(神戸市)・下流浄化ｾﾝﾀｰ(尼崎市)、
加古川上流浄化ｾﾝﾀｰ(小野市)・下流浄化ｾﾝﾀｰ(加古川市) 設備改築工事等 1,586,000

下水汚泥 兵庫東流域下水汚泥広域処理場(尼崎市) 設備改築工事等 806,000

（単位：千円）

(ア)補助事業

○公共事業（ゼロ国債）

○県単独事業（ゼロ県債）

（単位：千円）(イ)直轄事業

　令和３年度中に工事発注し、県内の景気浮揚を促進するとともに、年間の工事発注時期の平準化を図るた
め、債務負担行為を設定

河　川 6,470,000

公　園 457,000

道　路
(通学路対策)

1,788,000

（単位：千円）

道　路 19,437,000

（単位：千円）

（単位：千円）

①防災、減災、国土強靱化の推進

②下水道施設の防災機能の強化
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県政改革の推進に関する条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、県政改革の推進について、その基本的な方向等を定める県政改革方針

の策定及びこれに基づく取組に関して必要な事項を定めることにより、県政改革を継続的

かつ効果的に推進し、もって持続可能な行財政基盤を確立することを目的とする。 
（基本理念） 

第１条の２ 県政改革は、人口の減少、急速な高齢化、多発する災害、地球温暖化、経済構

造の変化等の多様な課題に対応し、時代を切り拓く「躍動する兵庫」を実現するため、職

員一人一人が改革に取り組み、時代の変化や県民の要請に的確に対応できる持続可能な行

財政基盤を確立することにより、推進されなければならない。 
 （県政改革方針） 

第２条 知事は、持続可能な行財政基盤の確立に向けた県政改革を着実に推進するため、県

政改革方針（以下「改革方針」という。）を定めなければならない。 
２ 改革方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 県政改革の基本的な方向 
(2) 財政運営の指標及びその目標 
(3) 行政施策、収入の確保、公営企業、公社等、組織、職員、業務改革その他の事項に関 
する取組の方向 

(4) 前３号に掲げるもののほか、県政改革の推進に関する事項 
（改革方針の策定手続等） 

第３条 知事は、改革方針を定めようとするときは、議会の議決を経なければならない。 
２ 知事は、改革方針の案を作成するに当たっては、県政改革審議会の意見を聴かなければ

ならない。 
３ 知事は、改革方針を定めたときは、これを公表するものとする。 
４ 前３項の規定は、改革方針の変更（軽微な変更を除く。）又は廃止（以下「変更等」と

いう。）について準用する。 
（実施計画の策定等） 

第４条 知事は、改革方針に基づく県政改革の推進に当たっては、年度ごとの実施計画（以

下「実施計画」という。）を定めなければならない。 
２ 知事は、実施計画を定めたときは、速やかにこれを公表するとともに、議会に報告しな

ければならない。 
 （実施状況の報告等） 

第５条 知事は、毎年９月 30 日までに、前年度における改革方針の実施状況について、県

政改革審議会の意見を付して、議会に報告しなければならない。 
２ 知事は、前項の規定による報告の内容を公表するものとする。 
（議会の意見） 

第６条 議会は、改革方針の実施状況等を勘案し、改革方針の変更等その他適切な行財政の

運営に関することについて、知事に対し意見を述べることができる。 
２ 知事は、前項の意見に対し、議会に見解を示し、又は必要な措置を講ずるものとする。 
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（県政改革審議会） 

第７条 県政改革の推進に関する事項を調査審議するため、県政改革審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 
２ 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 第３条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）に規定する改革方針の案 
の作成に係る意見に関すること。  

(2) 第５条第１項に規定する改革方針の実施状況に係る意見に関すること。 
  (3) 行政施策の評価に関すること。 
  (4) 前３号に掲げるもののほか、県政改革の推進に関すること。 
３ 審議会は、委員７人以内で組織する。 
４ 審議会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

(1) 地方行財政について知識経験を有する者 
(2) 法律、会計又は経済について知識経験を有する者 
(3) 前２号に掲げる者のほか、県政改革の推進について十分な知識経験を有する者 
（改革方針の見直し） 

第８条 知事は、社会経済情勢の変化、国の政策動向、県政改革の推進状況等を勘案し、改

革方針について不断の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。 
（補則） 

第９条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。 
   附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成 31 年４月１日から施行する。ただし、第２条から第４条まで並びに

附則第３項及び第４項の規定は、公布の日から施行する。 
 （この条例の失効） 

２ この条例は、令和 11 年３月 31 日限り、その効力を失う。 
（運営方針の案の作成に関する特例） 

３ この条例の施行の日前に知事が運営方針の案を作成する場合には、行財政構造改革の推

進に関する条例（平成 20 年兵庫県条例第 43 号）の行財政構造改革県民会議において県

民の意見を聴き、同条例の行財政構造改革審議会の意見を聴いて作成するものとする。こ

の場合において作成された運営方針の案は、審議会の意見を聴いて作成されたものとする。 
（県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の一部改正） 

４ 県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例（平成 18 年兵庫県条例第 46 号）の

一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 
（附属機関設置条例の一部改正） 

５ 附属機関設置条例（昭和 36 年兵庫県条例第 20 号）の一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 
（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

６ 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 35 年兵庫県条例第 24 号）の

一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 



県政改革方針
～持続可能な財政へ～

作 成 年 月 日 令 和 ４ 年 ２ 月 ９ 日

作成部課室名 企画県民部企画財政局新行政課

〔行財政運営本部〕

1



基 本 方 針

2

持続可能な行財政基盤を確立し、人口減少、急速な高齢化、多発する災害、
地球温暖化、経済構造の変容等、挑戦すべき課題に立ち向かい、時代を切り拓く
「躍動する兵庫」を実現

１ 躍動する兵庫の実現
「ひょうごビジョン2050」に掲げる「躍動する兵庫」の実現に向けた県政を推進

〈３つの基本姿勢〉

●オープンな県政の推進 ●誰も取り残さない県政の推進 ●県民ボトムアップ型県政の推進

２ 持続可能な行財政基盤の確立
改革の着実な推進により収支均衡と将来負担の軽減を図りつつ、時代の変化に的確に対応

３ イノベーション型行財政運営の実現
職員一人ひとりから自律的･多発的に業務の創意工夫や変革の提案がなされる県政の実現

●｢ビルド｣を重視した行財政運営

新たな事業内容や実施手法への見直しに重点を置いた施策の改善を実施

●成果を重視した施策立案の導入

EBPMを原則に、成果指標、目標、終期、継続基準を定めて新規施策を立案
●透明性向上のための外部評価の積極的活用

外部有識者による事業評価の手法を活用し、ＰＤＣＡサイクルを実現



＜試算の前提条件の見直し＞

コロナ禍の中長期的な税収見通しは予断を許さない中、税収や財政指標をより

堅実に見込み、本県の財政状況をより分かりやすく伝えるため、

① 経済成長率をベースラインケースに変更

② 県債管理基金への預託金や外部基金の集約の解消等を実施

③ 企業庁との貸借関係を段階的に解消

＜各分野の見直しの反映＞

④ 事務事業や投資事業の見直しを反映

⑤ 県債管理基金を活用した県債残高縮減対策の取り止めを反映

令和10年度までの財政収支見通し

〇収支不足総額 △140億円（△440億円）【令和４～10年度】

〇実質公債費比率 20.4％（20.7％） 【令和10年度・３カ年平均】

〇将来負担比率 302.7％（309.9％） 【令和10年度】

〇経常収支比率 99.1％（99.2％） 【令和10年度】

※（ ）は一次案の数値

3

財政フレーム①

事業費ベース：1,270億円(一般財源ベース：410億円)



＜一次案からの増減理由＞
（1）収 支＜一次案△440億円→最終案△140億円（＋300億円）＞

事務事業や投資事業の見直しにより、令和10年度までの収支不足額は一次案
(△440億円)から300億円改善したものの、なお△140億円の収支不足が生じる見込み

（2）実質公債費比率＜３カ年平均:一次案 20.7%→最終案20.4%（△0.3%）＞
県債残高縮減対策の取り止めに伴う基金残高回復により減債基金積立不足加算額

が減少すること、金利の低下等により、３か年平均は0.3%改善。
なお、令和７年度に18%を超過（一次案:令和６年度）し、地方債の協議制度に

おける許可団体に移行する見込み

（3）将来負担比率＜一次案309.9%→最終案302.7%（△7.2%）＞
投資事業の見直しによる県債残高の減少等により、7.2%改善

（4）経常収支比率＜一次案 99.2%→最終案 99.1%（△0.1%）＞
税収等経常一般財源の増加により、0.1%改善 4

財政フレーム②

見直し内容 効果額
(一般財源ﾍﾞｰｽ)

事務事業の見直し 315億円

事務事業の見直し 165億円

シーリングの見直し 150億円

投資事業の見直しによる公債費縮減効果 95億円

計 410億円

■ ビルドへの活用分 110億円

・行革見直し効果枠の設定 55億円

・新県政推進枠の設定 55億円
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財政フレーム③
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実質公債費比率・将来負担比率の推移

実質公債費比率（単年度）

実質公債費比率（3カ年平均）

将来負担比率

実質公債費比率の
早期健全化基準 25%（財政健全化法）

早期是正措置としての
起債許可基準 18%（地方財政法）

地方債協議制度に
おける許可団体へ移行



＜財政運営目標＞
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財政フレーム④

区 分 令和10年度までの目標 最終目標

収 支 収支均衡を目指す 収支均衡を維持

実質公債費比率
（単年度・3カ年平均）

21％程度
地方債協議制度同意基準(18％)と早期

健全化基準(25％)の中間値(21.5％)未満

早期健全化基準（25％）
内を堅持しつつ、18％未満を

目指す

将来負担比率
305％程度

R3見込(319.7％)をH20～H30行革期間の
縮減率(△2.1％/年)並で縮減(305.0％)

早期健全化基準（400％）
内を堅持しつつ、280％未満

を目指す

経常収支比率 100％未満を維持 100％未満を維持

・今後、歳入歳出両面における不断の見直し、地方財政制度の活用により、毎年度

の収支不足を補填し、収支均衡を目指す

・あわせて、税収確保等による一般財源の確保、繰上償還等による県債残高の縮減、

県債管理基金への更なる積み戻し等により財政運営指標の改善に取り組む



・ 五国の魅力を高める地域創生の推進
・ ひょうごフィールドパビリオン
・ チャレンジHYOGO就職大作戦の展開
・ スマートシティモデル事業の実施
・ 大阪湾ベイエリアの活性化
・ スポーツ･芸術文化の振興 など

・ ヤングケアラー支援体制の構築
・ 発達障害児の保育園入園支援の拡充
・ 困難を抱える妊産婦の支援
・ 高齢者･障害者等の避難対策の推進
・ 災害に強い県土づくり
・ 防犯･交通安全対策の強化 など

新しい成長の種をまく新しい成長の種をまく 地域の価値を高める地域の価値を高める

安全安心の網を広げる安全安心の網を広げる

これらを支える
SDGsにつながる施策群

・ スタートアップの育成強化
・ 中小企業等の革新(DX人材の育成等)
・ 地場産業･農林水産業の新展開
・ 新たな観光戦略の推進
・ 水素社会の推進(姫路港のCNP化等)
・ 特色ある学校づくり など

7

「躍動する兵庫」へ ３つの視点 ～人･モノ･投資を呼び込む～



■ 今回の見直し事業の位置づけ

事務事業の総点検を実施し、見直しが必要な項目については、イノベーション型

行財政運営のパイロット版として先行実施

（1）新たな事業内容への見直し

既存事業を見直し、より有効な新たな事業内容への見直しを図る事業

（2）新たな手法の導入

民間のアイデアやノウハウ等を活用し、より効果的・効率的な事業展開を図る事業

（3）廃止または縮減

社会情勢の変化に伴い必要性が低下し、廃止または縮減する事業

8

ビルドを重視した事務事業の見直し

＜主な見直し事業＞
・ ひょうご地域創生交付金

・ 地域再生大作戦

・ 商店街の活性化施策

・ 人生いきいき住宅助成事業（一般型）

シーリングの見直し額：△150億円
（一般財源：△150億円）

事務事業の見直し額：△570億円
（一般財源：△165億円）



１ 投資総額の見直し
・令和10年度までの投資総額を地方財政計画の水準を基本に確保

【令和４年度：1,705億円[2,115億円※]（見直し前2,205億円）】
※令和３年度経済対策補正の計上額を含めた額

・令和5年度以降の事業費は、地財伸びを踏まえて設定

・災害復旧事業については、必要額を別途措置

２ 補正予算の見直し
・令和４年度以降、投資事業の補正予算は原則、国の経済対策に呼応した

補助事業の補正に重点化（後年度事業費の前倒し）

３ 新たな仕組み
・当初予算において、本県実負担が増加しない範囲で、県民生活に身近な

分野等に事業費を振り替えることが可能な仕組みを設定

⇒ 県民の安全安心に直結し、要望の強い道路や河川の日常的な維持修繕
を充実させるため、新たな仕組みを用いて、県単土木に振替

9

投資事業の見直し額：△550億円（一般財源※：△95億円）
※R10までの公債費縮減効果額

行財政基盤確立のための投資水準の見直し①
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４ 具体的に見直すプロジェクト等

行財政基盤確立のための投資水準の見直し②

事業名 見直し内容

県庁舎等再整備事業

・県庁舎等再整備事業については一旦凍結

・これまでの議論を踏まえ、新たに民間投資を呼び込むような将来の

元町全体のグランドデザインを、神戸市と連携して、できるだけ早

期に描き、その中で、県庁舎整備のあり方についても検討

・現庁舎を当面活用する場合は、必要となる耐震改修の方策等をあわ

せて検討

伊丹庁舎新館等整備事業 伊丹庁舎の整備及び阪神県民局としての統合は一旦凍結

ひょうご障害者総合ﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞｾﾝﾀｰ(仮称)整備事業

民間等導入の可否を含めた整備・運営の手法、財政状況を踏まえた整

備時期について検討

但馬空港の機能強化
「コウノトリ但馬空港のあり方懇話会」での議論を踏まえ、但馬地域

の振興のために但馬空港において取組むべき施策について慎重に検討

県立都市公園の

整備・管理
パークマネジメント（Park-PFI等）による民間投資の導入を検討

大規模アリーナの整備 整備の検討を凍結



１ 施設整備（新設･建替･大規模改修）における民間活用手法の優先的検討
・民間資金や経営能力、技術的能力等のノウハウを活用して事業を行う、

ＰＦＩ手法等を優先的に検討

【先行導入検討事例】県営住宅建替へのPFI制度の導入、都市公園へのPark-PFIの導入

２ 施設管理における民間参入の促進
・指定管理は公募による選定を原則とし、サウンディング調査を通じて

民間事業者がより参入し易い公募要件を設定（例：柔軟な指定期間の設定など）

☆ 民間の提案次第では、指定管理に限定せずあらゆる民間活力手法の導入可能性も検討
（例：定期借地権を設定し、民間事業者に施設を売却して民間が施設を所有・管理運営など）

・現在は指定管理をしていない施設も、公募による指定管理者制度の導入を検討

11

【整備費10億円以上かつ他団体で導入実績がある次の施設に関して検討】
文教施設、医療施設、複合施設、社会福祉施設、観光施設、警察施設、宿舎、

事務庁舎、廃棄物処理施設、水道浄水場、下水汚泥有効利用施設、発電施設、

空港、水道施設、下水道施設、公営住宅、学校施設、都市公園

民間活力の活用促進



１ 本庁5部体制から12部体制への移行
・組織の長としてより一層迅速かつ的確に政策立案・決定できる体制の構築に向け、

特定分野を担当する部長の職を廃止し、部制条例で規定する部として12部に再編

２ 部長のマネジメントの強化
・各部長を中心とする責任体制を構築するため、「部ー課」制を基本

・部長のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化策として、部長を補佐する職として次長を新設

３ 各部の官房機能の強化
・各部の政策立案・調整機能の向上に向け、再編後の各部に総務担当課を設置し、

官房機能を強化

12

ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ型県政実現に向けた組織再編

Ｒ３年４月【５部】 Ｒ４年４月【１２部】

企画県民部 総務部、企画部、財務部、県民生活部、危機管理部

健康福祉部 福祉部、保健医療部

産業労働部 産業労働部

農政環境部 農林水産部、環境部

県土整備部 土木部、まちづくり部

再編



■ 人材育成
・新たな人材育成に関する基本方針を策定し、人事管理全般を通じた総合的な

人材育成を推進

・庁内インターン等により他所属での勤務を認める「兵庫県マルチワークプロ

グラム」を新設するなど、職員の意欲と適性を踏まえた人事配置を実現

・女性職員のキャリア形成を意識した人事配置等により女性活躍を推進

■ 業務改革
・行政手続オンライン化の推進

郵送や持参が必要な各種補助金申請のうち、年間処理件数が多い手続について、
申請から通知、支払まで、効果性・実現性の高い手続から順次オンライン化

・キャッシュレス決済の推進

収入証紙の購入が必要な手続について、順次、クレジットカードやインター
ネットバンキング等で支払可能にする等、収納をキャッシュレス化

・その他、電子公印・電子契約の導入など、行政のデジタル化を推進

■ 公社等
・民間活力の積極的活用や民間との役割分担を踏まえ、公社等のあり方に

ついて存廃も含めてゼロベースで見直しを行う
13

その他行財政全般の見直しを実施
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１ 事業レビューの導入

・「イノベーション型の行財政運営」の実現を目指す取組の一環として、外部有識者の評価を

加えて施策改善を図る事業レビューを導入

・レビューの結果を翌年度予算要求に反映させ、PDCAサイクルの実現、ビルドを重視した

事務事業の改善に取り組む

・評価内容を公表することで県政の透明性を高め、県民ボトムアップ型県政を推進

２ 県政改革方針の見直し
・県政改革方針の見直しにあたっては、県議会、市町、関係団体、その他広く県民に対して

丁寧な説明を行い、幅広い意見を取り入れながら、不断の改革に取り組む。

不断の改革に向けた取組み

施策検討
Ｐｌａｎ

事業実施
Ｄｏ

事業評価
Ｃｈｅｃｋ 施策改善

Ａｃｔｉｏｎ
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兵庫県 県政改革方針 

 

 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

人口減少、急速な高齢化、多発する災害、地球温暖化、経済構造の変化等、多くの課題が山

積する中、必要なことは失敗を恐れず、新たな挑戦を沸き起こすことである。 

山積する課題一つひとつに、のびやかな試行錯誤を繰り返しながら、果敢に立ち向かい、時

代を切り拓く「躍動する兵庫」を目指していくことが、県政推進の基本となる。 

このため、旧来の手法や慣例、慣習にとらわれず、職員一人ひとりが行財政運営について自

ら考え、自律的、多発的に施策・事業の創意工夫や変革の提案がなされるイノベーション型の

行財政運営を目指し、新たな改革に挑戦する。 

スクラップに重きを置く歳出削減型の改革ではなく、より施策実施の成果を重視し、有効な

新たな事業内容や手法への見直しを図る、言わばビルドを重視した改革に取り組むことで、こ

れまで県政が培ってきた強みは活かしつつ、時代の変化や県民の要請に的確に対応できる持続

可能な行財政基盤を確立していく。 

この改革を着実に実行し、県民と共にめざす「ひょうごビジョン 2050」の実現に向けた新し

い時代の県政を推進して、「誰もが希望を持って生きられる 一人ひとりの可能性が広がる『躍

動する兵庫』」の実現を目指す。 
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Ⅱ 基本方針 

次の基本方針に基づき、県政改革を推進するための取組を進める。 

 

１ 躍動する兵庫の実現 

  「ひょうごビジョン 2050」に掲げる「躍動する兵庫」をめざす姿として、その実現に向け 

次の３つの基本姿勢をもとに県政を推進していく。 

(1) オープンな県政の推進 

多様化する社会・経済課題への対応は、従来のように県行政のみで完結できるものでは 

なく、民間や、他団体との連携を主軸とし、開放性の高いオープンな県政を推進する。 

(2) 「誰も取り残さない」県政の推進 

歴史や風土の異なる五つの国から成る兵庫において、都市部や多自然地域など多様な地 

域に暮らす全ての県民が安心して生活し働き続けられるよう、人に温かい県政を推進する。 

(3) 県民ボトムアップ型県政の推進 

現場主義を徹底し、県民との対話を拡げていくことで、県政をより県民に近い存在とし、 

より多くの県民の主体的な活動を支え、県民とともに歩む県政を推進する。 

 

２ 持続可能な行財政基盤の確立 

改革の着実な推進により、収支均衡と将来負担の軽減を図りつつ、時代の変化に的確に対 

応できる、持続可能な行財政基盤を確立する。 

 

３ イノベーション型行財政運営の実現 

職員一人ひとりが行財政運営について自ら考え、各職場から自律的、多発的に業務の創意 

工夫や変革の提案（イノベーション）がなされる県政を実現する。 

(1) 「ビルド」を重視した行財政運営 

新たな事業内容や実施手法への見直しに重点を置いた施策の改善を毎年度実施する。 

(2) 成果を重視した施策立案手法の導入 

データ等の合理的根拠に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making）を原則とし、 

新規施策の立案にあたり、成果指標、目標、終期、継続基準を定める。 

(3) 透明性向上のための外部評価の積極的活用 

外部有識者による事務評価の手法を活用し、PDCA サイクルを実現する。 

 

Ⅲ 取組期間 

令和 10 年度までの期間 
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Ⅳ 財政運営 

１ 財政フレーム 

 財政フレームを策定し、県財政の中長期の見通しを示す。 

県政改革方針に基づく事務事業等の見直しを反映させても、なお、令和10年度までに総額 

140億円の収支不足が生じる見込み。 

このため、今後、歳入歳出両面における不断の見直し、地方財政制度の活用により、毎年 

度の収支不足を補填し、収支均衡を目指す。 

あわせて、税収確保等による一般財源の確保、繰上償還等による県債残高の縮減、県債管 

理基金への更なる積み戻し等により財政運営指標の改善に取り組んでいく。 

  (1) 財政運営目標 

 

(2) 財政フレーム（事業費ベース）及び財政運営指標の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 令和10年度までの目標 最終目標 

収  支 収支均衡を目指す 収支均衡 

実質公債費比率 

(単年度・３か年平均) 

21％程度 

地方債協議制度同意基準(18％)と 

早期健全化基準(25％)の中間値(21.5％)未満 

早期健全化基準(25％)内を 

堅持しつつ､18％未満を目指す 

将来負担比率 

305％程度 

R3見込(319.7%)をH20～H30行革期間の 

縮減率(△2.1％/年)並で縮減(305.0％) 

早期健全化基準(400％)内を 

堅持しつつ､280％未満を目指す 

経常収支比率 100％未満を維持 100％未満を維持 

■ 財政フレーム（事業費ベース） （単位：億円）

R11 R12

8,780 8,910 9,030 9,205 9,355 9,465 9,565 9,665 9,765 9,860

5,310 3,865 3,845 3,775 3,830 3,800 3,815 3,845 3,870 3,860

6,675 2,470 1,840 1,805 1,840 1,630 1,625 1,645 1,650 1,620

9,125 7,525 6,985 6,635 6,165 5,790 5,280 4,980 4,545 4,245

1,290 960 1,135 1,160 1,195 915 850 845 830 845

31,180 23,730 22,835 22,580 22,385 21,600 21,135 20,980 20,660 20,430

4,575 4,520 4,520 4,525 4,470 4,440 4,455 4,430 4,405 4,410

3,485 2,685 2,575 2,630 2,700 2,790 2,810 2,945 2,965 3,000

1,790 1,795 1,805 1,840 1,870 1,890 1,910 1,930 1,950 1,970

19,000 13,025 11,885 11,465 11,130 10,745 10,410 10,110 9,790 9,455

2,330 1,705 2,055 2,125 2,230 1,765 1,595 1,605 1,585 1,625

31,180 23,730 22,840 22,585 22,400 21,630 21,180 21,020 20,695 20,460

0 0 △ 5 △ 5 △ 15 △ 30 △ 45 △ 40 △ 35 △ 30

R3～R10収支不足総額 △ 140

■ 財政運営指標 （単位：億円、％）

R11 R12

0 0 △ 5 △ 5 △ 15 △ 30 △ 45 △ 40 △ 35 △ 30

15.4 16.2 16.9 18.2 19.3 19.9 20.3 20.9 22.4 21.7

３か年平均 15.2 15.5 16.2 17.1 18.1 19.1 19.8 20.4 21.2 21.7

319.7 333.8 330.9 325.6 323.2 318.1 310.2 302.7 295.2 287.2

97.2 97.4 97.5 97.7 97.9 98.4 98.5 99.1 99.2 99.4

R10
参　　考

経常収支比率

実質公債費比率

将来負担比率

R6 R7 R8

収　　支

R9

収　　支

区　　分 R3年間 R4当初 R5

公債費

県債

歳入　計

投資的経費

歳出　計

県税交付金

行政経費

国庫支出金

特定財源

県税等

地方交付税等

人件費

R7 R8 R9 R10
参　　考

区　　分 R3年間 R4当初 R5 R6
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＜参 考＞試算の前提条件（令和４年度当初予算をもとに以下の前提で試算） 

区 分 試 算 方 法 

経済成長率 

「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年１月公表）におけるベースライ

ンケースの名目経済成長率 
 

区  分 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

名目経済成長率 1.5％ 2.0％ 1.7％ 1.2％ 1.1％ 1.1％ 
 

県 税 等 前年度見込額×経済成長率 

地方交付税等 

(1)基準財政収入額 

前年度見込額に毎年度の県税等の増収額の75％等を加算 

(2)基準財政需要額 

①個別・包括算定経費 

前年度見込額に給与（定期昇給等を除く）及び社会保障関係費の歳出増加額

に見合う伸び率を乗じて試算 

②事業費補正・公債費 

毎年度の算入見込額 

③その他 

地域社会再生事業費等は令和４年度当初予算と同額 

国庫支出金 
社会保障関係費（国制度分）や投資事業費（国庫補助事業）などの事業費に対

応した見込額 

特 定 財 源 各種貸付金の償還金などの見込額 

県   債 今後の投資事業量に応じた発行見込額 

人 件 費 

(1)職員給等 

①定  員 

○一般行政部門の定員は、平成30年４月１日の職員数を基本とした令和４年

４月１日の職員数 

○法令等により配置基準が定められている定員は、当該基準に基づく配置定

員（教職員定数については、生徒数の減に伴う減を見込んでいる。） 

②給 与 

○令和４年度当初予算時の単価に基づき、定期昇給及び新陳代謝を見込む 

○人事委員会勧告に基づく給与改定率は、経済成長率の1/3と試算 

(2)退職手当 

今後の退職者数の見込をもとに試算 

公 債 費 

(1)起債発行額 

今後の投資事業費の計画額等に基づく発行見込額 

(2)発行利率 

「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年１月公表）におけるベースライ

ンケースの名目長期金利 
 

区  分 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

名目長期金利 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.2％ 0.6％ 1.0％ 
 

行 政 経 費 前年度見込額に直近の伸び等を踏まえて試算 

投資的経費 地方財政計画の水準を基本に事業費を確保 

そ の 他 

(1)県債管理基金への内部・外部基金の集約、県債管理基金による地域整備事業

会計への貸付金、住宅供給公社・土地開発公社による県債管理基金への預託

金の解消等を反映 

(2)県債管理基金を活用した県債残高縮減対策の取り止めを反映 

(3)企業庁との貸借関係の段階的解消を反映 
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２ 行政施策 

(1) 事務事業 

① 一般事業費 

限られた財源で最大の効果が得られるよう、事業のスクラップ・アンド・ビルドなど、 

「選択と集中」を徹底し、効率的・効果的に施設の維持管理や各種事業を推進する。 

 

② 政策的経費 

時代の変化や国の制度改正、県と市町の役割分担等の視点を踏まえた見直しを徹底 

しつつ、各種事業を推進する。 

見直しに当たっては、単に廃止・縮減するだけではなく、政策課題に対する新たな事 

業化の検討にも努める。 

［見直しの視点］ 

ア 時代の変化、国の制度改正、地方財政措置、他の地方公共団体の事業実施水準、事 

業実績等を踏まえた事業内容の見直し 

イ 市町への権限移譲や地財措置の状況、県補助の先導性の低下等を踏まえた県と市 

町の役割の明確化 

ウ 民間活動分野の拡大等を踏まえた民間等との役割の明確化 

エ 受益者負担の適正化等給付と負担の適正化 

オ オンライン・ペーパレス化の徹底など、ICT を活用した行政のデジタル化の推進 

カ 事務事業評価の活用による事業コストや成果の検証、民間活力の活用等を通じた 

効率的な事業の推進 

キ 国庫補助金等特定財源や自主財源の確保 等 

 

③ 新規施策の展開 

社会の変化を捉えつつ、県民と描く兵庫のビジョンのもと、地域創生戦略をはじめ各 

分野計画の具体化を図り、コロナからの創造的復興をめざし躍動する兵庫の実現にむ 

けた施策を積極的に展開する。 

 

④ 事務事業数 

スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、事務事業数の見直しを行う。 

 

⑤ 社会保障関係費 

ア 社会保障関係費について、国の制度改正や本県の実情等を踏まえつつ、適切に事業 

を推進する。 

イ 今後の社会保障関係費の増加に見合った地方の財源が確保されるよう、地方一般 

財源総額の充実・強化等を国に対し積極的に要請する。 

 

(2) 投資事業 

① 通常事業 

ア 補助事業、単独事業について、地方財政計画の水準を基本とした事業費を設定する。 

イ 補助事業について、計画的な事業推進に必要な国庫支出金を積極的に確保する。 

 

② 緊急措置事業 

ア 防災・減災対策など、本県の喫緊の課題に対し、国庫や地方交付税措置のある県債 

を活用することを基本に、事業費を確保する。 
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イ 国の経済対策について、本県の経済情勢等を勘案しながら適時適切に対応し、事業 

費を確保する。 
 
③ 大型投資事業 

将来的な財政負担も考慮のうえ、事業計画や事業実施について個別に検討する。 
 
   ④ 災害復旧事業 

     災害復旧事業については、必要額を別途措置する。 
 

⑤ 社会基盤整備の推進 

ア 社会基盤整備プログラムや各種分野別計画に基づき、県民ニーズを的確に捉え、頻 

発化する自然災害や社会基盤を取り巻く課題への対応など、緊急かつ重要な事業へ 

の重点化を図り、着実に事業を実施する。 

「備える」「支える」「つなぐ」の視点のもと、各種分野別計画に基づき、計画的・ 

効率的に推進する。 

イ 建設企業等の健全育成と公共工事等の品質確保を推進する。 
 

(3) 公的施設等 

① 公共施設等の適正管理の推進  

ア 県が所有する公共施設等について、社会情勢の変化等を踏まえながら施設の在り 

方の検証を行うとともに、「公共施設等総合管理計画」や各分野の個別計画に基づき、 

施設総量の適正化、老朽化対策、安全性の向上と適切な維持管理、施設等の有効活用 

を推進する。 

併せて、道路・橋梁・上下水道など市町管理施設の老朽化対策等について人材面・ 

技術面から支援するとともに、市町連携を推進する。 

イ 改修・更新時において、感染症対策として抗菌設備等の採用、CO2排出量を低減し 

た省エネ型設備の導入、多様な働き方に対応した庁舎等におけるテレビ会議スペー 

スなど、新たな社会ニーズに合わせた取組を推進する。 
 

② 民間活力を活かした施設整備や管理運営の推進 

ア 公共施設の新設、建替、大規模修繕等の実施にあたっては、民間の資金、経営能力 

及び技術的能力を活用する PFI 制度等の導入を優先的に検討し、民間活力を最大限 

活かして、より効率的・効果的な施設整備や管理運営を推進する。 

イ すべての指定管理施設で原則公募による指定管理者の選定を徹底する。また、指定 

管理者制度を導入していない県直営施設についても、公募による指定管理者制度の 

導入を検討する等、民間事業者等の参入を促す取組を推進して競争原理を働かせ、さ 

らなる民間ノウハウの活用により運営の合理化やサービスの向上を図る。 

運営にあたっては、事業者、所管課、外部委員による適切な評価システムを機能さ 

せることにより、効率的で質の高い管理運営水準を確保する。 
 

(4) 試験研究機関 

先端技術の進展や県民ニーズの変化等を踏まえ、業務の重点化、弾力的な研究体制の整 

備、効率的・効果的な経営手法の徹底等の視点から、各機関のあり方について見直しを行 

う。 
 
(5) 県営住宅事業 

① 県営住宅管理戸数の適正化 

   計画的に建替を行うとともに、集約・用途廃止を加速化し、管理戸数の適正化を図る。 
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② 県営住宅ストックの有効活用 

耐震化やバリアフリー化、計画的な修繕による建物の長寿命化を推進するとともに、 

駐車区画数の適正化や入居率の向上を図るなど、県営住宅ストックを有効活用する。 

 

③ 経営の効率化 

     入居率向上等による使用料収入の確保、民間活力を活用した効率的な管理運営、PFI 

を活用した建替事業の検討など、経営の効率化を推進する。 

 

④ 新たな施策展開 

   福祉施策との連携、建替事業における市町との連携、ポストコロナ社会への対応など、 

多様な需要に対応した施策を展開する。 

 

(6) 教育施策（教育委員会所管） 

① 「ひょうご教育創造プラン」の推進 

「第３期ひょうご教育創造プラン」に基づき、本県の教育が目指すべき方向性や今後 

取り組むべき様々な課題に対応した教育施策の推進を図る。 

特に、新型コロナウイルス感染症や ICT の整備を踏まえ、本県独自で進めてきた「体 

験教育」の活動方法などを検討するとともに、小中高 12 年間を通じた新たな学びの充 

実に取り組む。 

 

② 公立小・中学校 

国の 35 人学級編制の段階的導入及び小学校５･６年生への教科担任制の導入に伴う 

加配措置の動向等を踏まえ、本県独自の教育効果を高める学習支援の枠組みを新たに 

構築する。 

なお、さらなる少人数教育の充実については、課題となる定数改善や学校整備等を踏 

まえて引き続き検討する。 

 

③  県立高等学校 

ア 「県立高等学校教育改革第三次実施計画」に基づき、５学区又は全県学区において、 

これまで取り組んできた学びとともに新たな学びを推進できるよう、ひょうごの高 

校づくりを推進する。 

イ 令和４年度から導入する BYOD（Bring Your Own Device：生徒自身で端末を用意し、 

学校・家庭での学習に活用すること）による教育を展開できる ICT 環境整備を推進す 

るとともに、「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」に基づき、施設の長寿命化改修や 

トイレ改修、空調設備の設置など、安全・安心な環境整備を推進する。 

 

④  県立特別支援学校 

ア 「兵庫県特別支援教育第三次推進計画」及び障害種別毎の特別支援教育のあり方検 

討に基づき、今後求められる特別支援教育を推進できるよう、学習支援、相談支援、 

学校間連携などに取り組む。 

イ 児童生徒数の動向など地域の実情を考慮しながら、教育環境の整備に取り組む。 
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３ 収入の確保 

(1) 県税 

①  県税収入の確保 

   県財政の歳入の基盤となる県税収入の確保を推進する。 

 

②  税収確保対策の推進 

ア 徴収歩合が全国平均を上回ることを基本とし、収入未済額の更なる縮減に向け、税 

収確保対策を推進する。 

イ 県と市町との連携を推進するとともに、課税調査、滞納対策、不正軽油対策、納税 

環境の整備等の取組を強化する。 

 

(2) 課税自主権 

①  超過課税 

法人県民税超過課税、法人事業税超過課税及び県民緑税等の超過課税については、充 

当事業を効果的に実施するとともに、税収動向や充当事業の実績、効果の検証を踏まえ 

適時見直しを行う。 

また、社会経済情勢や県民ニーズ等の変化を踏まえ、充当事業の実績と効果を検証の 

上、今後の計画の必要性を検討する。 

 

②  法定外税等 

地域が抱える政策課題に対応するための財源確保や政策誘導の手段として、課税自 

主権の活用の可能性が拡大するよう国に対し提言しつつ、その活用を検討する。 

 

(3) 諸収入 

①  使用料・手数料 

社会経済情勢の変化や利用者の利便性向上、受益と負担の適正化等の観点から使用 

料・手数料の適正化を図る。 

 

② ネーミングライツ 

対象施設の拡大やスポンサー特典の付与などの柔軟な制度運用により、ネーミング 

ライツの導入を促進する。 

 

③ 広告収入 

県施設や広報紙、ホームページなど有形無形の資産について、広告媒体として積極的 

に活用し、広告収入を確保する。 

 

④ ふるさと納税 

ア ふるさとひょうご寄附金 

寄附者の共感と賛同を得て寄附を集める魅力ある事業を検討するとともに、SDGs 

に資する返礼品や事業毎の特典の充実、効果的な広報・PR を展開する。 

 

    イ 企業版ふるさと納税 

企業に兵庫県の地域創生の取組への参画を促す魅力ある対象事業を充実させると 

ともに、首都圏等への周知などの効果的な PR を展開する。 
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(4) 資金管理 

① 資金調達 

     市場環境や投資家ニーズを捉えた柔軟な起債運営により、安定的かつ低利な資金調 

達を推進するとともに、発行年限の多様化や SDGs 債の活用など、多様な調達手段を確 

保する。 

 

② 資金運用 

「兵庫県及び関連公社等資金運用方針」に基づき、歳計現金の収支状況に留意しつつ、 

保有する資金の安全かつ有利な運用を行うとともに、グループファイナンスの積極的 

な活用など、市場環境を踏まえた柔軟かつ機動的な資金運用を推進する。 

 

 

(5) 債権管理 

① 特定債権の回収・整理 

債権管理推進本部の下、債権毎の債権管理計画に基づいた債権の回収・整理を推進し、 

収入未済額を縮減する。 

 

② 災害援護資金（阪神・淡路大震災分） 

関係各市に対して引き続き債権回収及び免除を進めるよう促すとともに、免除を行 

ってもなお行方不明など償還困難なケースが残ると見込まれることから、国への貸付 

原資の償還は現実に返還があった場合にのみ行うようにする制度変更等を、国に対し 

て要望していく。 

 

(6) 県有資産の活用 

①  長期保有土地の処理 

「長期保有土地の処理に関する基本方針」の下、利活用や売却等計画的な処理と適正 

管理を推進する。 

［処理の基本方針］ 

ア 庁内、公社等での利活用 

イ 地元市町等への売却、譲渡、交換、貸付 

ウ 県、市町等での利活用が見込めない用地は民間売却を基本 

エ 山林のうち、直ちに利活用が見込めない場合は、県有環境林として当面の間適正管理 

オ 地元市町から取得要請等があった用地は、市町と連携して利活用方策の検討を推進 

 

②  県有環境林の適正管理 

直ちに利活用が見込めない山林について、地元市町との連携の下、適正管理を図りつ 

つ、利活用方策を検討する。 

 

③  地元市町と連携した利活用の推進 

地元市町から取得要請等があった用地など、地元市町との連携を図ることとした用 

地は、地元市町と協議調整を積極的に進め、利活用方策の検討を推進する。 
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④  公舎 

     公舎について、入居率の動向や地域性等を踏まえ、公舎間の相互利用を図りながら、 

必要な見直しを図るとともに、計画的な維持管理を適正に行う観点から、入居料の改定 

を行う。 

 

４ 公営企業、公社等の運営 

(1) 企業庁 

① 経営改革の推進 

「新・企業庁経営ビジョン」及び「企業庁総合経営計画」に基づき、各事業の黒字を 

目指しつつ、自律、安定した経営改革を推進する。 

 

② 地域整備事業 

  ア 分譲の推進 

まちの熟成を踏まえ、各地域の特性を活かしつつ、地元市町との連携や民間手法の 

積極的活用による、機動的・戦略的な企業誘致や、テレワークなどポストコロナ社会 

を見据えた宅地分譲を推進する。 

住宅用地の民間事業者への一括売却制度の拡充など、新たな分譲活性化方策を推 

進する。 

 

イ 事業進度調整地 

県民・企業ニーズや事業採算性等を考慮の上、関係部局や地元自治体等の理解と協 

力を得ながら、その利活用を検討する。 

検討にあたっては、全庁的な検討会議を開催するなど幅広く検討する。 

    

ウ 地域整備事業の在り方 

地域整備事業の長期収支見込や、まちの熟成など地域整備事業の状況等を見定め 

て、今後の在り方を検討する。 

今後も安定的な企業債償還が可能となるスキームを、一般会計と企業会計の貸借 

関係の整理とあわせて進めていく。その際、企業債償還の本格化に伴う今後の地域整 

備事業会計の資金残高の状況を踏まえ、一般会計からの償還を優先的に実施する。 

    

③ 水道用水供給事業・工業用水道事業 

「アセットマネジメント推進計画」に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、水 

道用水・工業用水の安定供給を図るとともに、水道事業については、県内水道事業体の 

広域連携等の取組を推進する。 

 

④ 地域創生整備事業 

地域の振興、県民福祉の向上に向け、独立採算を維持しながら、健康、環境、観光、 

教育、産業、都市再生などの分野について、ポストコロナの産業動向等を見据え、新た 

な取組を推進する。 

 

⑤ 青野運動公苑 

新たな利用者確保に向けた取組の推進などにより、健全経営を確保する。 
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⑥ 一般会計との貸借関係 

長期収支を踏まえつつ、一般会計と企業会計の貸借関係の整理を進める。その際、企 

業債償還の本格化に伴う今後の地域整備事業会計の資金残高の状況を踏まえ、一般会 

計からの償還を優先的に実施する。 

 

(2) 病院局 

① 経営改革の推進 

「第４次病院構造改革推進方策」に基づき、地域医療機関との連携強化等による収入 

の確保、診療材料費の削減等による費用の抑制などに取り組む。 

病院事業全体での黒字経営に向けて、新型コロナウイルス感染症対応と通常医療と 

の両立を図りながら、経営再生本部など、各病院と病院局が一体となった経営改善を推 

進し、持続可能な経営の確保に取り組む。 

 

② より良質な医療の提供 

ア 県立病院の新型コロナウイルス感染症対策 

感染症指定医療機関を中心に、重症者を含む新型コロナウイルス感染症患者の積 

極的な受け入れに全力で取り組むとともに、課題等については十分に検証し、それら 

を基に病院運営における必要な見直しを行う。 

 

イ 診療機能の高度化・効率化 

計画的な建替整備等により、診療機能の高度化・効率化を推進する。 

 

ウ 再編・ネットワーク化 

地域医療構想調整会議の議論等を踏まえ、必要な診療機能の見直し等を実施する 

とともに、ICT 等の活用により、他の医療機関との情報ネットワーク化や遠隔診療を 

推進する。 

 

③ 運営体制・基盤の確保 

政策医療の安定的かつ継続的な提供、新病院整備に伴う診療機能の高度化等に対応 

するため、医師確保対策、看護師確保対策の取組を推進する。 

 

(3) 流域下水道事業 

 ① 持続可能な事業運営の推進 

ア 施設更新・維持管理については、経営戦略等の計画を踏まえ、計画的・効率的に推 

進する。 

イ 国提案や下水道協会要望などの機会を最大限に活用した要望活動の継続的な実施 

により、必要な予算の確保につなげる。 

 

② 自立・安定的な経営の確保 

経営戦略の中間年度となる令和５年度に、事業費等の見直しを実施する。 
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(4) 公社等 

① 公社等のあり方の見直し 

     社会経済情勢の変化や県民ニーズ、民間活力の積極的活用や民間との役割分担を踏 

まえ、公社等が担う行政サービスの必要性を検証し、県の公社等に対する財政支出や人 

的支援の適正化を図るため、公社等のあり方について存廃も含めてゼロベースで見直 

しを行う。 

 

② 公社等の運営の見直し 

     引き続き存続する公社等においても、真に遂行すべき事業に重点化を図るとともに、 

執行体制等を見直し、運営の更なる効率化を図る。また、運営の透明性の向上に向けた 

取組を推進する。 

    ア 経営の安定化 

安定した経営を維持するため、執行体制や事業の見直しなど運営の合理化・効率化 

を推進する。 

 

    イ 職員数の見直し 

環境の変化や、公社等の職員構成等の個別事情等を踏まえ、職員を適正に配置する。 

 

    ウ 給与の見直し 

県の取組を踏まえつつ、公社等の経営状況等に応じて適宜適切に見直しを行う。  

 

エ 県財政支出の見直し 

県からの委託、補助事業等の検証や指定管理施設の原則公募化、事業の重点化等に 

より、公社等への県財政支出の見直しを行う。 

 

    オ 運営の透明性の向上 

      情報公開や契約手続の適正化を徹底するとともに、監査体制の強化など経営の透 

明性の向上を図る。 

 

③ 第三者委員会による点検・評価 

外部有識者等で構成する第三者委員会において、専門的見地から公社等の今後のあ 

り方等について、指導・助言等を行う。 

 

(5) 兵庫県公立大学法人 

① 魅力ある大学づくりの推進 

ア  第二期中期目標の達成に向けた取組の推進 

兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の２大学がそれぞれの特色を生かしつ 

つ、相乗効果を発揮できるよう、円滑な運営を推進する。 

 

     イ  兵庫県立大学 

(ｱ) 教育・研究充実のための大学改革の推進 

平成 31 年４月に再編した学部、令和３年４月に統合・再編した大学院を完成年 

次まで着実に運営するほか、姫路工学キャンパスの整備や新型コロナの影響を踏 

まえた教育改革などを推進し、教育・研究の充実を図る。 

 

(ｲ) 産学官連携など社会貢献の充実強化 

新長田のリカレント拠点の整備など社会貢献機能強化に向けた取組を推進する。 
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ウ 芸術文化観光専門職大学 

(ｱ) 芸術文化及び観光の双方の視点を活かした教育・研究の推進 

        令和３年４月に開設した教育課程を完成年度まで着実に運営するため、中期目 

標・中期計画に定める取組を推進し、地域に根ざした教育研究活動を展開する。 

 

(ｲ) 大学を核とした地域連携による社会貢献の推進 

地域の企業・団体、行政、地域住民等多様な主体と協働しながら貢献に関する取 

組を推進する。 

 

② 自律的、効率的な管理運営体制の確保 

ア  一法人複数大学制による運営の実施 

両大学の情報共有や経営資源の相互利用などの連携を進め、教育・研究・社会貢献 

の各分野における高度化や相乗効果を発揮させる。 

 

イ  大学の魅力向上に向けた戦略的な運営体制の確保 

       理事長、学長の連携を強化しながら、大学の魅力向上に向けた戦略的な経営を、設 

置者である県と密接に連携しながら推進する。 

 

ウ  教職員の適正配置の推進 

計画的な定員管理を進める中で、新陳代謝や質向上を図り、大学改革等に必要な人 

材を確保し適正に配置する。また、人員配置の適正化や教職員の任用形態の多様化の 

検討を行う。 

 

エ  持続可能な財務構造の維持 

        設置者である県からの運営交付金等の算定基準に基づく適切な財務管理を行うと 

ともに、大学としても共同研究や受託研究など自主財源の獲得に積極的に取り組み、 

持続可能な財務構造を維持する。 
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Ⅴ 行政運営 

１ 組織 

(1) 本庁 

 ① 部 

政策課題への的確な対応、所掌範囲と責任の所在の明確化、施策の効率的・効果的な 

執行が図られる部の体制とするため、特定分野を担当する部長の職を廃止し、部制条例 

で規定する「部」に再編し、本庁５部体制から 12 部体制へと見直す。 

 

② 局・課室 

 部長を中心とする責任体制を構築し、責任所在の明確化と柔軟に課題対応する仕組 

みづくりとして「部-課」制を基本としつつ、必要に応じて部の下に「局（室）」を設置 

する。 

また、臨時的又は時限的な行政課題に柔軟かつ効率的に対応するために設置してい 

るタスクフォースは、進捗に応じて整理・見直しを図る。 

ア 局 

業務の性質上必要な場合は、部の下に「局（室）」を設置する。 

     

    イ 課室 

(ｱ) 多様化・複雑化する行政課題に、的確かつ迅速に対応するとともに、総務事務等 

を集中的に処理できる効率的な規模となるよう課室の大括り化を実施する。 

(ｲ) ボトムアップ型県政の推進には、各部の政策立案・調整機能の向上が必要である 

ことから、見直し後の各部に総務担当課を設置し、総務機能を強化する。 

(ｳ) その他、政策課題への適切な対応を図るため、施策推進に応じて、新設・再編を 

行う。 

 

③ 本部体制 

横断的な政策課題に柔軟かつ機動的な対応を図るため、本部体制を積極的に活用し 

つつ、必要性の低下した本部は見直し（統合、再編、廃止）を図る。 

 

(2) 地方機関 

 ① 県民局・県民センター組織の見直し 

ア 現地解決型の総合事務所体制としての県民局・県民センター体制を基本とし、市町 

行政体制の進展や地域の実情等を踏まえつつ、地域課題に総合的かつ的確に対応する 

体制とする。 

なお、本庁５部体制の見直しを踏まえ、県民局・県民センター体制のあり方につい 

て、今後、見直しを検討する。 

イ 阪神南県民センターと阪神北県民局については、「阪神南県民センター・阪神北県 

民局の統合方針」に基づき「阪神県民局」としての統合に向け取り組んできたが、本 

県の財政状況やコロナ禍による働き方の変革などを踏まえ、伊丹庁舎の整備及び阪 

神県民局としての統合は一旦凍結し、「阪神県民局」としての統合は、これまでの統 

合方針やコロナ禍に起因する社会環境の変化等も踏まえながら、県民局・県民センタ 

ー体制の今後の見直しの中で検討する。 

ウ 県民局・県民センターの各事務所については、地域の特色を活かした施策の推進、 

効果的・効率的な県民サービスの提供、業務の専門性・機動性の向上等が図られる体 

制とする。 

なお、県民局・県民センター体制の見直しに合わせ、人口減少、広域課題への対応 

なども踏まえた見直しを検討する。  
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② その他地方機関 

ア 特定の行政課題に的確に対応できるよう、効率的・効果的な県民サービスの提供、 

業務の専門性・機動性の向上等が図られる体制とする。 

イ 中核市への児童相談所の移管の働きかけや、こども家庭センターの新たな一時保 

護所の整備、中央こども家庭センターの現地建替、移転については、引き続き検討す 

る。 

 

(3) 教育委員会 

① 本庁 

「ひょうご教育創造プラン」を着実に推進するため、高等学校教育、義務教育、特別 

支援教育などにおける教育課題等に横断的に取り組める体制の構築に取り組む。 

 

② 教育事務所 

６教育事務所体制を基本とし、市町教育委員会、学校における様々な学校問題（いじ 

めや不登校、体罰や教職員の非違行為、保護者対応等）に総合的に支援できる体制の 

構築を検討する。 

なお、市町との役割分担等を踏まえつつ、あり方については引き続き検討する。 

 

③ その他 

今後一層期待される生涯教育や生涯スポーツの発展に対応できるよう、教育委員会 

と知事部局との役割分担を踏まえた推進体制の構築を検討する。 

 

(4) 警察 

① 警察本部 

治安情勢の変化等を踏まえ、専門的かつ広域的に対応できる体制の整備と充実を図 

る。 

 

② 警察署 

「警察署等再編整備計画」に基づき、概ね３年後をめどに警察署再編地域の治安情勢 

を検証し、更なる対策の要否を検討する。 

 

③ 交番・駐在所 

    業務負担の低い交番・駐在所の再編整備や、社会情勢の変化を踏まえた勤務形態の 

在り方を検討する。 

 

(5) その他行政委員会等 

行政運営の公正を期するため設置された各行政委員会の設置目的を踏まえながら、引き 

続き、各々の特性に応じた専門性が発揮できる事務局の体制とする。 
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２ 職員 

(1) 定員 

① 職員 

ア  一般行政部門については、平成 30 年４月１日の職員数を基本としつつ、新たな行 

政課題・行政需要の変化に的確に対応できる業務執行体制を確保する。 

定年引上げ期間中においては、一定の新規採用を継続的に実施するとともに、年齢 

構成の平準化に向け、経験者採用などを積極的に活用し、必要な行政サービスを将来 

にわたり安定的に提供できる体制を確保する。 

イ  業務の効率的な執行や、職員のワーク・ライフ・バランスに留意しつつ、県民サー 

ビスの水準の維持・向上及び新たな行政課題や行政需要の変化に的確に対応できる 

人員配置とする。 

ウ  法令等により原則として配置基準が定められている警察官、教職員、医療職員、児 

童福祉司等について、基準に基づき適正に配置する。 

 

② 再任用職員 

業務経験やノウハウを円滑に引き継ぐため、再任用職員を積極的に活用する。 

 

③ 会計年度任用職員 

スクラップ・アンド・ビルドの徹底や、業務のデジタル化等による業務改革を進めな

がら、業務量に応じて適正に配置する。 

 

(2) 給与 

① 特別職 

ア 本県の財政状況を踏まえ一定の給与抑制措置を行う。 

イ 給与制度について、社会情勢や本県の財政状況、国や他の地方公共団体等の状況を 

踏まえ、適切に対応する。 

 

② 一般職 

ア 本県の財政状況を踏まえ、管理職手当の減額を行う。 

イ 給与制度について、人事委員会勧告を尊重することを基本に、社会情勢や本県の財 

政状況、国や他の地方公共団体等の状況を踏まえた見直しを行う等適切に対応する。 

ウ 定年引上げ後の 60 歳に達した職員の給与等について、国及び他の地方公共団体と 

の均衡等を踏まえ、適切に対応する。 

 

(3) 働き方改革の推進 

働き方改革推進プラン（仮称）を策定し、テレワークやフレックスタイム制など柔軟で 

多様な働き方の推進、全庁を挙げた超過勤務の縮減、休暇・休業制度の充実・取得促進等 

に取り組む。 

また、旧来の慣例・慣習による仕事を見直し、生み出した時間を創造的な政策立案に充 

てるなど、県庁の働き方改革を推進する。 

① 柔軟で多様な働き方の推進 

在宅勤務制度、サテライトオフィス、モバイルワーク、時差出勤、フレックスタイム 

制等の充実や利用促進を図り、柔軟で多様な働き方を推進する。 

 

② 超過勤務の縮減 

適切な労働時間の管理とともに、デジタル技術の活用等による抜本的な業務プロセ 

スの見直しや、総務・予算・人事など、全庁的に超過勤務の要因となっている業務の見 

直し、職員研修による意識改革等を進め、超過勤務の縮減を推進する。 
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③ 休暇・休業制度の充実・取得促進 

「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画」に基づく男性の育児休業等の取得目標 

の達成に向け、職場全体の意識改革を推進するとともに、育児・介護等と仕事の両立が 

図られるよう、休暇・休業制度の充実と取得促進に取り組む。 

 

(4) 人材育成 

① 職員の能力向上・士気高揚 

ア 時代に即した研修の充実や、職員の意欲と適性を踏まえたジョブローテーション、 

民間等との人事交流などにより職員の能力向上を図る。 

イ 人事評価の活用等による士気高揚に取り組み、新たな県政を担う人材を育成する。 

 

② 女性活躍の推進 

ア 組織の多様性を推進するため、引き続き、女性職員の職域の拡大、キャリア形成を 

意識した人事配置に努める。 

イ 職場での OJT 強化、女性ロールモデルの情報発信のほか、女性管理職同士のネット 

ワークづくりやキャリアアップ研修を充実させる。 

 

③ 多様な人材の積極的な登用 

ア 年齢構成の平準化と多様な人材の確保に向けて、経験者採用試験を積極的に活用 

する。 

イ 多様化・複雑化する行政課題に的確に対応していくため、外部の優れた知見や民間 

ノウハウが活かせる分野・事業において、外部専門人材等の県政への参画を積極的に 

促進する。 

 

３ 業務改革 

(1) 抜本的な業務プロセスの見直し 

書面・対面規制や公印の見直しなど業務プロセス改革を推進するとともに、行政手続オ 

ンライン化の着実な推進や、公印のデジタル化、キャッシュレス決済の推進等に取り組み、 

県民等の利便性向上と職員の業務効率化の両立を図る。 

 

(2) 先端 ICT の積極的活用 

AI（Chatbot）・RPA による定型業務の効率化、オンライン会議等による会議運営の省力 

化、在宅勤務用システムやタブレット等を活用したテレワークにより業務を効率化すると 

ともに、ビッグデータを用いた施策立案の高度化や AI・IoT 等の ICT 活用施策の拡充・拡 

大により質の高い行政運営を推進する。 

 

(3) 外部人材の活用及び職員のデジタルリテラシーの向上 

外部人材の指導・助言によりデジタル技術を活用した行政施策を推進する。また、行政 

課題の解決にデータを利活用する研修を実施し、行政サービスの向上や政策立案の高度化 

を支援する。 

 

(4) 組織風土の醸成 

業務改革に取り組む組織風土や、職員の改革マインドを醸成し、全庁一丸となって業務 

   改革を推進し、イノベーション型行財政運営の実現を目指す。 

 

 

 



- 20 - 
 

４ 地方分権への取組  

(1) 地方分権改革の推進 

① 国から地方への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し、自治立法権の拡充・ 

強化や地方の負担となっている計画策定に関する規定の見直し等に向け、本県独自の 

働きかけに加え、全国知事会、関西広域連合や県地方六団体等とも連携を図りつつ、国 

への働きかけを積極的に推進する。 

② 地方税財源の充実強化に向け、地方一般財源総額の充実確保、地方税体系の抜本的 

な見直し、デジタル化社会の実現に向けた税財政措置等を要請する。 

③ 市町における専門人材の確保育成を図るため、人事交流や併任等を必要に応じて実 

施し、市町の意向や受入体制を勘案しつつ、県から市町への権限移譲を推進する。 

 

(2) 関西広域連合による取組の推進 

① カウンターパート方式による大規模災害発生時の被災地支援や、関西全域をカバー 

するドクターヘリの運行など、７つの広域事務を着実に実施する。 

② 新型コロナウイルス感染症への広域的な対応（府県域を越えた医療連携や府県市民 

への要請等の広域調整、知見の共有、国への提言等）について、構成府県市が一体とな 

った取組に対応する。 

③ 関西全域の産業競争力強化および新産業創出のため、構成府県市の公設試の連携強 

化を柱とした、中堅・中小企業の新たな技術開発支援体制に向けて検討する。 

④ 2025 年大阪・関西万博に向けた取組、延期となったワールドマスターズゲームズ関 

西の開催への機運醸成等について、構成府県市で連携協力し対応する。 

⑤ 防災庁の創設や政府関係機関の地方移転など、国土の双眼構造の実現に向けた取組 

を推進し、国からの事務・権限の受け皿たり得ることを顕示する。 

⑥ 中長期的な観点から、関西広域連合の今後対応すべき広域課題やその解決に相応し 

い体制等について検討する。  

 

(3) 規制改革の推進 

① 関西圏国家戦略特区、関西イノベーション国際戦略総合特区、あわじ環境未来島特区

を活用し、産業の国際競争力強化や地域活性化を推進する。また、国に対し更なる特例

措置の創設を働きかける。 

② 企業等の事業活動の妨げとなっている県及び県内市町独自の規制の見直しや、県民

サービスの向上、行政のデジタル化の推進につながる行政手続の簡素化等に取り組む。 

 

Ⅵ  不断の改革に向けた取組 

１ 事業レビューの導入 

イノベーション型の行財政運営の実現を目指す取組の一環として、外部有識者の評価を加 

えて施策改善を図る「事業レビュー」を導入する。また、評価結果を公表することで県政の 

透明性を高め、県民ボトムアップ型県政を推進する。 

 

２ 県政改革方針の見直し 

県政改革方針の見直しにあたっては、県議会、市町、関係団体、その他広く県民に対して 

丁寧な説明を行い、幅広い意見を取り入れながら、不断の改革に取り組む。 
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はじめに 

 

  この実施計画は、行財政の運営に関する条例第４条に基づき、同条例第２条に規定する 

行財政運営方針の令和４年度における具体的な取組内容を取りまとめたものである。 
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Ⅰ 財政運営 

 

１ 行政施策                                     

（1）事務事業                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

［県政改革方針］ 

① 一般事業費 

限られた財源で最大の効果が得られるよう、事業のスクラップ・アンド・ビルドなど、「選

択と集中」を徹底し、効率的・効果的に施設の維持管理や各種事業を推進する。 

 

② 政策的経費 

 時代の変化や国の制度改正、県と市町の役割分担等の視点を踏まえた見直しを徹底しつつ、 

各種事業を推進する。 

見直しに当たっては、単に廃止・縮減するだけではなく、政策課題に対する新たな事業化 

の検討にも努める。 

［見直しの視点］ 

ア 時代の変化、国の制度改正、地方財政措置、他の地方公共団体の事業実施水準、事業実

績等を踏まえた事業内容の見直し 

イ 市町への権限移譲や地財措置の状況、県補助の先導性の低下等を踏まえた県と市町の役

割の明確化 

ウ 民間活動分野の拡大等を踏まえた民間等との役割の明確化 

エ 受益者負担の適正化等給付と負担の適正化 

オ オンライン・ペーパレス化の徹底など、ICT を活用した行政のデジタル化の推進 

カ 事務事業評価の活用による事業コストや成果の検証、民間活力の活用等を通じた効率的

な事業の推進 

キ 国庫補助金等特定財源や自主財源の確保 等 

 

③ 新規施策の展開 

社会の変化を捉えつつ、県民と描く兵庫のビジョンのもと、地域創生戦略をはじめ各分野 

計画の具体化を図り、コロナからの創造的復興をめざし躍動する兵庫の実現にむけた施策を 

積極的に展開する。 

 

④ 事務事業数 

スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、事務事業数の見直しを行う。 

 

⑤ 社会保障関係費 

ア 社会保障関係費について、国の制度改正や本県の実情等を踏まえつつ、適切に事業を推 

進する。 

イ 今後の社会保障関係費の増加に見合った地方の財源が確保されるよう、地方一般財源総 

額の充実・強化等を国に対し積極的に要請する。 

 

- 4 -



  

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

ア 県政の重点施策 

  新型コロナウイルス感染症への対応を最優先課題として全力で取り組みながら、五つの県政の 

柱を掲げ、人口減少、超高齢化、多発する災害、温暖化、経済構造の変容等、挑戦すべき課題に 

立ち向かい、「躍動する兵庫」の実現に向けた施策を推進 

 

区 分 主な取組 

新型コロナウイル

ス感染症への対応 

・大学等専門機関と連携した感染症対策機能の強化 

・入院医療体制等の確実な確保 

・保健所等の体制整備 

・検査体制の整備 

・３回目接種の実施に向けたワクチン接種体制等の整備 

・社会福祉施設等が継続して事業実施するため、感染拡大に備える対策

等を支援 

 

(ｱ) 新たな価値を生む経済の構築 

ポストコロナ時代にふさわしい産業構造への転換を図るため、スタートアップの集積、中小

企業のデジタル化や脱炭素化の後押し、新たな観光戦略の展開、農林水産業の更なる振興、グ

リーン産業の創出など、兵庫の次なる成長の突破口を開く 

区 分 主な取組 

産業競争力の向上 ・起業家精神醸成のため、学生等の若年層を対象としたアントレプレナ

ーシップ教育を展開 

・グローバルな SDGs 課題解決に挑むスタートアップの事業構築・海外

展開を支援 

・コロナ禍で困難に直面しつつも再度起業を目指す方に対する段階に応

じた支援 

・SDGs の視点から地場産業のブランド価値、地場産品の魅力を向上 

・ビジネスモデルの高度化に欠かせない DX 実践のための人材育成を支援 

兵庫で働く人材の

確保・育成 

・UI ターン者等に県内企業をお試しで体験できる機会を提供し、適性に

あった就職を支援 

・中小企業と理工系学生とのマッチング機会を創出し、理工系人材の獲

得を支援 

・企業等におけるテレワークの導入から定着までの総合的なサポートの

実施、ワーケーションの普及啓発 

新たな観光戦略の

構築・推進 

・兵庫デスティネーションキャンペーンの展開 

・2025 年大阪・関西万博、今後の MICE 需要も視野に入れた新たな観光

戦略の策定、万博来場者の県内周遊を促す水上交通観光圏の形成 

・瀬戸内海から日本海まで周遊・滞在するインバウンド向け広域ルート

の開発 

・上質・本物志向の「ひょうごブランド」確立のため、新たな観光・特

産品の首都圏プロモーションを実施 

・ユニバーサルツーリズムの一層の推進のため、観光地の受入体制強化・

意識醸成等を促進 

農林水産業の更な

る振興 

・スマート農業技術に関する産地と企業のマッチングの推進 

・県産農林水産物の流通・販売の拡大 

・学校給食における県産食材供給の拡大 

・農林水産業の持続的発展に向けた SDGs への理解促進、実践拡大 

・全国豊かな海づくり大会の開催 
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グリーン化の推進 ・カーボンニュートラル実現に向けた国際フォーラムの開催 

・県有施設の未利用地スペースへの太陽光発電導入調査の実施 

・ひょうご水素社会推進会議を通じた産官学連携による取組推進 

・姫路港におけるカーボンニュートラルポート(CNP)形成計画の策定 

・水素を活用したエネルギーの地産地消モデルの導入 

・水素ステーション等の整備促進 

・水素など成長産業分野における試作品開発や実証試験、研究開発の支援 

・間伐により創出した CO2 吸収量を販売する国の Jクレジット制度を活

用し、市町の森林整備を支援 

 

 (ｲ) 安全安心な社会の先導 

超高齢社会を迎える中、健康づくり・福祉社会づくりを推進し、長寿の喜びが広がる兵庫を

つくるとともに、南海トラフ地震や激甚化する風水害など災害リスクへの備えを強化 

区 分 主な取組 

医療確保と健康づ

くり 

・はりま姫路総合医療センターの開院 

・新たな条例を踏まえた、歯及び口腔の健康づくりの推進 

福祉社会づくりの

推進 

・早期発見・把握から福祉サービスへの円滑なつなぎまで、ヤングケア

ラーを支援する体制の構築 

・医療的ケア児に対するワンストップ相談等支援体制の構築 

・高齢者の在宅生活を支える看護小規模多機能型居宅介護利用の促進 

・補聴器活用による社会活動への影響等を調査し、補聴器購入支援制度

創設に向けた国提案根拠として活用 

安全安心な暮らし

の実現 

・特殊詐欺被害防止のため、自動録音電話機の導入促進を支援 

・道路、交通安全施設の危険箇所を通報できる LINE 窓口の開設、横断歩

道の応急措置を行う機動補修班の設置 

・周辺に危険が生じる恐れのある老朽化マンションの建替工事の支援 

・水上オートバイによる危険行為等への対策の実施 

災害への備えの強

化 

・地震・津波対策、総合的な治水対策、山地防災・土砂災害対策等の着

実な推進 

・避難者行動要支援者のための市町による個別避難計画の作成支援、自

主防災組織の人材育成 

 

(ｳ) 未来を創る人づくり 

すべての子どもたちが明るい希望の持てる兵庫をつくるため、子ども・子育て環境を充実す

るとともに、新しい時代に対応した学びの環境づくりを加速化 

区 分 主な取組 

子ども・子育て環

境の充実 

・不妊症・不育症に関する普及啓発、仕事との両立のための休暇制度導

入や従業員への理解促進に取り組む企業の支援 

・発達障害児等の保育所等への受け入れ支援 

・育児費用負担の大きい多胎育児家庭に対する外出支援 

学びの環境づくり

の充実 

・本県ならではの魅力・特色ある高校づくりを促進 

・複雑化する学校現場の課題に対応する学校問題サポートチームの設置

など学校問題への総合的な支援の実施 
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(ｴ) 個性を磨く地域づくり 

兵庫に人、モノ、投資を呼び込み、新たな地域間競争に勝ち抜くため、兵庫ならではの魅力を

さらに磨き上げる取組を展開 

区 分 主な取組 

大阪湾ベイエリア

の活性化 

・公民連携により新たな大阪湾ベイエリアのグランドデザインを策定

し、活性化に向けた事業を展開 

・来港時に大きな経済効果が見込まれるスーパーヨットの誘致を促進 

五国・地域の魅力

向上 

・2025 年大阪・関西万博「ひょうごフィールドパビリオン」の展開 

・公民連携により、e スポーツを通じた地域課題解決の可能性について

調査検討を実施 

・新たな民間投資を呼び込む、将来の元町全体のグランドデザイン等を

検討 

・移住、定住及び交流促進の受け皿として空家を活用するため、市町が

定める空家活用特区内での流通促進や活用支援を実施 

デジタル化の推進 ・地域課題を ICT・データにより解決するスマートシティのモデルとな

る取組を推進 

・高齢者や障害者のデジタルデバイド解消に向けた取組を実施 

スポーツ・芸術文

化の振興 

・アーバンスポーツへの支援を新たに追加し、裾野拡大を後押し 

・県民の芸術文化に触れる機会の充実のため、県立芸術文化施設の無料

開放・特別イベント等を実施 

 

(ｵ) 県政運営の改革 

複雑化・多様化する社会課題、地域課題に対応するため、企業・団体・大学等との連携を深め

るとともに、多様な県民の意見を県政に反映させるため、県民とのコミュニケーションを強化 

区 分 主な取組 

これからの県政運

営の方針 

・新ビジョン「ひょうごビジョン 2050」の実現に向けた取組の推進 

・県政改革方針に基づく不断の改革 

開放性の高い県政

の推進 

・ひょうご公民連携プラットフォームの機能を拡充し、企業等とのマッ

チングや連携事業の具体化を一層促進 

・地域課題を解決するため、起業家や事業者等の技術を活用した協働実

証を実施 

・民間資金や活力を導入した施設整備・運営を実施するため、PFI 方式

の導入に向けた事前調査を実施 

県民ボトムアップ

型県政の推進 

・若者視点の意見を県政に反映させる一助とする学生未来会議の実施 

・デジタル技術等を活用した事務改善の推進 

情報発信力の強化 ・県民参加型動画投稿選手権の開催 

・SNS や在阪テレビ局、ラジオ等あらゆる広報媒体を活用し、情報発信

力を強化 

 

イ 予算要求枠 

(ｱ) 一般事業枠 

・令和４年度の予算要求枠については、一般事業枠を拡大し、部局長のマネジメントを更に発揮 

するとともに、より有効な新たな事業内容や手法への見直しを図る、ビルドを重視した行財政 

運営の取組を促進する観点から、次のとおり設定 

・予算要求枠内で、「選択と集中」を基本とし、限られた財源で最大の効果が得られるよう施策 

のスクラップ・アンド・ビルドを徹底 
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［予算要求枠］ 

① 施設維持費：令和３年度当初予算充当一般財源額の 100％の範囲内 

② 経常的経費：令和３年度当初予算充当一般財源額の 80％の範囲内 

③ 政策的経費：令和３年度当初予算充当一般財源額の 80％の範囲内 

④ 指 定 経 費：令和３年度当初予算充当一般財源額の 100％の範囲内 

※なお、削減額の一部を新県政推進枠の財源として活用 

 

(ｲ) 重点政策枠 

a 新県政推進枠 

一般事業費の削減額の一部を活用し、ポストコロナ時代に相応しい産業構造への転換、安 

全安心社会の先導、未来を創る人づくり、個性を磨く地域づくりなど、コロナからの創造的 

復興をめざし、躍動する兵庫の実現に資する新規・拡充施策を立案（配分額：８億円） 

b 行革見直し効果枠 

行財政運営方針の見直しにおける歳出削減効果額(一般財源ベース)は原則全額配分 

 

 ウ 事務事業数 

事務事業の廃止・統合を行い、令和３年度事業数から 246 事業を廃止する一方、施策の選択と 

集中の徹底を図り、県民ニーズに対応した 110 の事業を新たに創設し、前年度から 10％減となる 

1,228 事業を実施 

 

区  分 事 業 数 

令 和 ３ 年 度 事 業 数 1,364 

廃 止 事 業 数 246 

新 規 事 業 数 110 

令 和 ４ 年 度 事 業 数 1,228 

対 前 年 度 増 減 △ 136 

 

 エ 成果を重視した施策立案手法の導入 

・データ等の合理的根拠に基づく政策立案(EBPM)を原則とし、新規施策の立案にあたっては、成

果指標、目標、終期を設定 

・また、目標を達成するなど一定の条件を満たした場合や、目標を達成する見込がない場合には

事業を終了させるといった「廃止・見直し基準」を設定 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○ビルドを重視した行

財政運営の推進 

 

 

○成果を重視した施策

立案手法の導入 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

スクラップ・アンド・ビルドを徹底し 

より有効な新たな事業内容や手法への見直し 

成果指標、目標、終期の設定、成果の検証 

 

- 8 -



  

（1）事務事業（見直し事業一覧）                          
 
今回の見直し事業の位置づけ 

事務事業の総点検を実施し、見直しが必要な項目については、イノベーション型行財政運営のパ 

イロット版として先行実施 

  ① 新たな事業内容への見直し 

より有効な事業展開を図るために、既存事業を見直し、新たな事業内容への見直しを図る事業 

  ② 新たな手法の導入 

   民間のアイデアやノウハウ等を活用し、より効果的・効率的な事業展開を図る事業 

  ③ 廃止または縮減 

   社会情勢の変化に伴い必要性が低下し、廃止または縮減する事業 
 
※各事業の詳細については、P86 以降の事務事業（個票）を参照 

 

（単位：百万円）

累計効果額

(一般財源)

2 HUMAP構想の推進
短期研修生受入、海外ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ支
援は廃止、短期留学生支援、研究者
交流事業は支援数を見直し

－
147

(147)

3

私立学校経常費補助
私立高等学校等生徒授業
料軽減補助
私立学校教職員退職金財
団補助
私立幼稚園教職員退職基
金財団補助

令和３年度に経常費について臨時
的・緊急的な措置として事務費の削
減を実施しているが、令和４年度以
降も、事務費の削減を継続

今後も国の動向や本県の実情等を踏
まえて、経常費補助と授業料軽減補
助とのバランスを図りながら、支援
のあり方について検討

－
(－)

事　　業　　名 改善の方向性・代替事業見直し内容

1 県民交流バスの実施

バス旅行の需要が減少傾向にあるこ
と、他事業において各バス事業と同
目的の事業を実施していることか
ら、全てのバス事業を廃止
ただし、コロナ禍によりバス需要が
減少していること（R2実績:1,631
台）、一方で観光支援事業を実施し
ていることを踏まえ、令和４年度に
ついては、激変緩和措置として、台
数を現行規模の半分に縮減してバス
借り上げ料補助を実施することと
し、令和５年度に廃止

【県民交流バス】
○S52～R2の44年間で延べ268万人
(県人口の半数)が参加したことを踏
まえ、今後は県立芸術文化施設の無
料開放日の設置、周年ｲﾍﾞﾝﾄ･ｾﾐﾅｰ･
企画展など、各施設の広報・ｲﾍﾞﾝﾄ
等で対応
【都市農村交流バス】
○食育や農業体験機会を提供する子
供向けの農業体験事業等を実施
○NPO法人等が企画する都市農村交
流事業に対して補助を実施し、都市
農村交流を推進
【ひょうごツーリズムバス】
○JRと連携したディスティネーショ
ンキャンペーンの実施
【しごとツーリズムバス】
○ものづくりチャレンジアップ事業
やものづくり技能ﾌｪｽﾀ開催事業等を
においてものづくり体験の機会を提
供
【エコツーリズムバス】
○乳幼児期における環境体験の実施
や、若者からｼﾆｱまで幅広い世代の
交流・意見交換など、ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応
じた環境学習等の機会を提供
○脱炭素に関する講演や事例紹介等
を行う脱炭素化社会国際フォーラム
を新たに開催

959
(462)
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（単位：百万円）

累計効果額

(一般財源)

4 ひょうご地域創生交付金

市町における創意工夫による新たな
地域創生の取組が進んできた一方、
国交付金の活用促進の余地が大きい
ため、国交付金申請のサポートを行
い、市町の取組を支援することと
し、廃止
ただし、令和４年度に限り、経過措
置として通常枠の予算規模を1/2に
縮減して実施

令和５年度以降については、市町の
施策ニーズを踏まえた新たな事業の
創設を令和４年度中に検討

8,250
(7,000)

5 地域再生大作戦

県のモデル事業としては令和３年度
で廃止
ただし、令和４年度は移行期間とし
て、採択済の事業については事業終
期まで継続、新規採択については総
合的な支援策を実施

未実施集落元気度調査の結果及び市
町の集落対策方針を踏まえ、新たな
事業展開を検討

2,298
(930)

6 ふれあいの祭典
地域の特色を活かした様々な参画と
協働イベントが県下全域で定着して
展開されているため、廃止

ふるさと兵庫"すごいすと"情報発信
事業の中で、団体や地域をつなぐ人
材の取組内容・活動情報などの発信
強化を実施

140
(70)

7
出会いサポートセンター
事業

スマホ婚活システム導入により自宅
からプロフィール閲覧可能となった
ため、令和５年度以降、地域セン
ターを廃止

令和５年度以降については、民間と
の連携・役割分担を含め事業のあり
方を令和４年度に検討

774
(708)

8 地域祖父母モデル事業
目標をほぼ達成していることから、
廃止

各種助成金（ひょうごボランタリー
基金助成事業や地域づくり活動応援
事業）の活用等により対応

84
(84)

9 こどもの冒険ひろば事業
令和４年度の補助上限額を見直すと
ともに、今後の段階的な縮小を検討

－
28

(28)

10
障害者小規模通所援護事
業

小規模作業所から地域活動支援セン
ターへ移行した場合、職員配置や設
備基準などにおいて経済的な負担が
生じることから、移行をスムーズに
進めるため当面の間支援を実施
小規模作業所の大部分が移行済み
(H18:337箇所→R3:8箇所)であるこ
とを踏まえ、小規模作業所について
は、３年間の経過措置期間を設定の
うえ支援を廃止
(補助額は段階的に1/4ずつ逓減)

市町と連携し、移行に向けた助言・
指導を実施

66
(66)

11
グループホームを利用す
る低所得者に対する家賃
助成

障害者の地域生活を取り巻く社会環
境や障害福祉サービスの充実をはじ
め、事業実施の前提となる状況変化
等を勘案し、支援対象や水準など制
度のあり方を検討

－
－

(－)

12 100歳高齢者祝福事業
贈呈品や訪問等での対応から知事祝
状の贈呈に簡略化

－
175
(84)

事　　業　　名 改善の方向性・代替事業見直し内容
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（単位：百万円）

累計効果額

(一般財源)

13
老人クラブ活動強化推進
事業

・単位クラブあたりの補助額を、月
額4,000円から国庫補助と同額の月
額3,500円に見直し
引き続き全国的に手厚い補助水準に
ある
・月額補助額3,500円のうち500円に
ついて、健康づくり（健康体操等）
の実施・普及促進活動への助成か
ら、新型コロナウイルス感染症等の
環境下での地域活動に対する補助へ
と再構築し、活動内容については市
町、関係団体等の意見を踏まえて検
討
・なお、コロナ禍において老人クラ
ブの活動が縮小していることや、市
町、関係団体等との協議・説明に要
する時間等を考慮し、令和５年度か
らの見直しを目途に検討

見直しに際しては、市町・関係団体
等との丁寧な合意形成を図る中で、
コロナ禍による活動低下やクラブ
数・会員数の減少を踏まえ、老人ク
ラブ活動の活性化と支援のあり方を
検討

66
(66)

14
WHO神戸センター運営支
援事業

今後のWHO神戸センターの活動・支
援のあり方について検討

-
－

(－)

15 音楽療法定着促進事業

事業開始後15年が経過し、県内全域
での普及促進により、活動施設数が
約1,000箇所(事業開始時の約3.3倍)
となるなど、県の先導的な役割が果
たされたことから県補助を廃止

・音楽療法士の養成・認定を継続す
るとともに音楽療法士会の自主事業
や制度の周知による活動施設の確保
等を支援
・音楽療法のさらなる普及に向け、
国家資格化を引き続き国に要望

63
(63)

16
県立障害者高等技術専門
学院の運営体制の見直し

公共交通機関等のバリアフリー化な
どにより寮の需要ニーズが低下した
ことから、令和5年度以降寮機能を
廃止

寮を設置している兵庫障害者職業能
力開発校の案内や、訓練科目等から
当校を希望する者には、意向に添え
るような対応を実施

105
(105)

17 地域経済活性化支援事業

令和3年度経済センサスの結果を踏
まえ、令和５年度に広域活性化対策
指導員を含めた設置定数のあり方を
検討

補助金の配分等の見直しについて、
各団体の経営指導等実施状況を適切
に反映させる仕組みを検討

－
(－)

18 商店街の活性化施策

実績が低調な支援メニューを見直す
とともに、市町が必要な取組を支援
するため、県・市町の負担割合を見
直し

次代のリーダーとなる意欲ある若者
と女性を対象とした新規出店支援や
ポストコロナを踏まえた新しいニー
ズに対応した地域コミュニティ拠点
づくり支援を実施

838
(768)

19 中小企業設備貸与事業

制度融資の充実による金利差の逓減
や、資金調達方法の多様化で存在意
義が低下していることから事業を廃
止

中小企業制度融資（設備投資促進貸
付等）や政府系金融機関による支援
で対応

5,285
(35)

20 新事業創出支援事業貸付
日本政策金融公庫等が低金利の資本
制ローン制度を運用･拡充している
ことから事業を廃止

新規事業に取組む事業者に対し、
ひょうご神戸スタートアップファン
ドによるエクイティ投資で対応

1,547
(147)

21 チャレンジ起業支援貸付
クラウドファンディングなど、起業
にあたっての資金調達ハードルが下
がってきていることから、事業廃止

スタートアップ企業の成長を支援す
るSDGsチャレンジ事業の拡充や中高
生から社会的課題の解決能力を育む
事業の実施等、スタートアップ関連
施策の充実強化を実施

1,526
(35)

22 ITあわじ会議開催事業
高度なIT技術を有する企業の立地が
進み、県の先導的な取組としての目
的は達成したことから、事業廃止

国際フロンティア産業メッセや起業
プラザひょうごにおけるセミナー等
で対応

119
(119)

23 旅券事務所
令和７年度からの国による旅券申請
の電子化の動向を踏まえ、申請窓口
を集約する方向で見直し

国の動向を見極めながら、旅券事務
の安定的な運営と県民の利便性向上
に繋がる方法を検討

－
(－)

事　　業　　名 改善の方向性・代替事業見直し内容
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（単位：百万円）

累計効果額

(一般財源)

24 海外事務所運営費

情報通信の発達など、海外事務所を
取り巻く環境に大きな変化が生じて
いることから、中小企業の支援ニー
ズを踏まえて運営体制を見直し、2
事務所を廃止

廃止する事務所が所管する地域につ
いては、必要な交流を継続的に実現
できるよう、現地連絡体制を構築

319
(313)

25 姉妹州省との周年事業

情報通信の発達によりオンラインに
よる交流も可能となってきているこ
とから、周年事業による海外派遣の
頻度を見直し

友好・姉妹州省、友好交流地域と会
議やセミナー、イベントの開催等機
会をとらえてオンラインでの交流を
実施

28
(28)

26
私費外国人留学生奨学金
支給事業

入管法の改正により、留学生には一
定の収入活動が認められ、大学や民
間の奨学金も充実するなど、環境の
変化等を総合的に勘案し、一定の役
割を果たしたものとして、事業廃止

今後は留学生の就職支援に重点化
し、高度な知識・技能を持つ外国人
留学生の県内企業等への就職支援を
進めるため、県内企業海外事業展開
に係る留学生活用事業で低学年向け
の就職準備講座を実施するなどの拡
充を実施

126
(126)

27
ひょうごふるさと館運営
事業

開設から30年が経過し、ECサイトで
の特産品の販売機会が増えているこ
とから、ひょうごふるさと館の運営
に関する県の関わり方を検討

－
－

(－)

28
首都圏特産品プロモー
ション強化事業

一般消費者を対象とした直売方式の
アンテナショップ設置から10年が経
過し、一定の役割を果たしたことか
ら、店舗を運営する民間事業者への
支援は終了

販路の拡大及び誘客を促進し、兵庫
ブランドを再構築するため、上質か
つ本物志向の商品やコンテンツを、
五国の歴史・文化とともに発信する
新たな首都圏プロモーションを実施

168
(168)

29
五国の元気づくり交流拠
点の支援

経営改善の新たな取組により、県補
助を段階的に見直し

運営事業者との意見交換や先進事例
の情報提供等を通じて、新たな顧客
獲得に向けた取組を促すことで、売
上の増加を図り、自立・安定した店
舗運営をめざす

132
(66)

30
認証食品PR・販売コー
ナー設置事業

売上を確保できており、認証食品
PR・販売コーナー設置に対する県負
担は廃止

・県負担廃止後も認証食品の販売は
継続
・認証食品消費喚起対策事業におい
て、引き続き販売拡大、認知度向上
を図る

7
(7)

31
兵庫県産木材利用木造住
宅特別融資

民間金融機関の低利ﾛｰﾝ商品が存在
することから、令和４年度以降の新
規貸付を停止

ひょうご木の家設計支援事業を拡充
し、横架材に県産木材を使う場合の
かかり増し経費を加算

26,250
(0)

32
ひょうご元気な「農」創
造事業

地域農産物の価値付けに一定の成果
を上げたことから、高付加価値化に
係る支援を廃止

県産特産品の競争力強化に向けたブ
ランド形成のため、①他県産との差
別化に向けた地域との関連性強化、
②実需者の求める安定した品質・生
産量への対応などを支援

91
(7)

33 バス対策費補助

バス事業は、基本的には市町が主体
となって行う事業である一方、広域
行政を担う県として市町を支援して
きた観点から、現市町域を超える広
域的なバス路線については、県市町
が協調して支援する必要があること
も踏まえ、県市町間での負担割合の
原則どおりに見直し
（見直し実施時期等）
・R4、R5年度は現行どおり実施
・なお、国はR4、R5の補助要件を緩
和しており本県も同様の要件緩和を
実施
・見直しについては、国制度動向等
も踏まえR6からの見直しを目途に検
討するが、その際は市町の負担を考
慮した支援を検討

－
90

(40)

事　　業　　名 改善の方向性・代替事業見直し内容
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（単位：百万円）

累計効果額

(一般財源)

34
県営住宅事業特別会計へ
の繰出

これまでの一般会計繰出金累計額が
多額となっていることを踏まえ、令
和9年度以降に発生する剰余金を一
般会計に繰入

－
4,333

(4,333)

35
人生いきいき住宅助成事
業（一般型）

住宅のバリアフリー化の進展などを
踏まえ、予防的なバリアフリーを実
施する一般型を廃止(要介護認定後
等に実施する特別型は存続）

介護保険や特別型で対応。すべての
人が利用できるよう、新たに宿泊施
設のバリアフリー改修にかかる費用
の一部を支援する事業を実施

308
(168)

36 市街地再開発事業

①政令市への補助を行う都道府県は
本県を除き３県のみであること
②事業認可権限は政令市にあること
から神戸市内において、今後新規着
手する事業について、令和４年度を
目途に補助のあり方の見直しを検討
(今後着手予定の神戸三宮雲井通６
丁目地区を除く）

市街地の課題に対応するため、空き
家・空き店舗対策として空家活用特
区内での支援や、老朽化マンション
建替への支援を検討

－
(－)

37
県立都市公園等維持管理
費

県負担を減らしつつ公園の魅力アッ
プを図るため、民間活力を導入し、
施設改修や周辺の維持管理を実施

パークマネジメント(Park-PFIや施
設整備を伴う長期指定管理等)によ
る民間投資の導入を検討するため、
令和３年度からサウンディング調査
を実施

133
(56)

38
住宅耐震改修工事利子補
給事業

リフォームの際に融資を受けるニー
ズが減少していることや活用実績が
低調であることを踏まえ、新規受付
を令和３年度で終了

低コストな改修工事費用に対する補
助率を拡充(R3当初:1/3相当→4/5)
したひょうご住まいの耐震化促進事
業で住宅の耐震化を引き続き支援

14
(7)

39
オールドニュータウン再
生モデル事業

分譲マンション再生ガイドブックの
作成が完了したことから、明舞団地
分譲マンション再生支援モデル事業
を廃止

・団地内のｲﾍﾞﾝﾄ支援などの既存事
業は継続
・明舞団地で効果があったサブセン
ター等空き区画活用支援事業の対象
を他団地にも拡充
・長寿命化改修に対する国モデル事
業（国庫直通事業）の活用促進

2
(1)

40
郊外型住宅団地再生先導
的支援事業

実績が低調であり、市町の活用予定
もないことから事業廃止

明舞団地で効果があったサブセン
ター等空き区画活用支援事業の対象
を他団地にも拡充

56
(42)

41

商店街の活性化とまちの
再整備によるにぎわいの
まちづくり(まちなか再
生)

地域のまちづくりを県が主体的に実
施し、まちなか再生のモデルを示し
たことから、まちなか再生区域の新
規指定を終了

商店街に限らず、空き家・空き店舗
対策として、空家活用特区内での支
援を実施

99
(99)

42 神戸マラソン開催費
　国内外への震災復興の発信など一
定の成果を収めたことから、令和5
年度以降の県支援のあり方を見直し

－
0

(0)

43
予算決算乖離により廃止
するもの

2,291
(291)

56,917
(16,669)

事　　業　　名

計

改善の方向性・代替事業見直し内容

個票参照
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（2）投資事業                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

ア 投資事業費総額の見直し（別途整理除く） 

  (ｱ) 見直しの考え方 

・R3通常事業費における本県の地財シェアを用いて、従前の別枠事業のR3基本額を設定 

・R3基本額に、R4年度の地財伸びを乗じてR4基本額を設定 

・R5以降の基本額は、事業ごとに前年度基本額に地財伸びを乗じて設定 

 

  (ｲ) 地財シェアによる令和３年度基本額の設定 

・R3本県 通常事業（国内示増反映前） ：  1,545億円 ① 

・R3地財 通常事業          ：105,473億円 ②  ①／②＝1.5％ 

・R3別枠事業 ＝ R3地財等32,990億円 × 1.5％ ＝ 490億円 ③ 

・R3基本額：2,035億円（①＋③） 

 

  (ｳ) 地財伸びの反映による令和４年度基本額の設定 

   a  通常事業 

    補助：R3基本額1,015億円 × 地財伸び 98.9％ ≒ R4基本額1,005億円 

単独：R3基本額  530億円 × 地財伸び100.0％ ＝ R4基本額 530億円 

 

b  緊急措置事業（補助：防災・減災、国土強靭化加速化対策事業） 

令和３年度経済対策補正に前倒しされたため、令和４年度基本額は0億円 

（参考）R3経済対策補正408億円 

 

 

［県政改革方針］ 

① 通常事業 

ア 補助事業、単独事業について、地方財政計画の水準を基本とした事業費を設定する。 

イ 補助事業について、計画的な事業推進に必要な国庫支出金を積極的に確保する。 

② 緊急措置事業 

ア 防災・減災対策など、本県の喫緊の課題に対し、国庫や地方交付税措置のある県債を活 

用することを基本に、事業費を確保する。 

イ 国の経済対策について、本県の経済情勢等を勘案しながら適時適切に対応し、事業費を 

確保する。 

③ 大型投資事業 

将来的な財政負担も考慮のうえ、事業計画や事業実施について個別に検討する。 

 ④ 災害復旧事業 

   災害復旧事業については、必要額を別途措置する。 

⑤ 社会基盤整備の推進 

ア 社会基盤整備プログラムや各種分野別計画に基づき、県民ニーズを的確に捉え、頻発化 

する自然災害や社会基盤を取り巻く課題への対応など、緊急かつ重要な事業への重点化を 

図り、着実に事業を実施する。 

「備える」「支える」「つなぐ」の視点のもと、各種分野別計画に基づき、計画的・効率的 

に推進する。 

イ 建設企業等の健全育成と公共工事等の品質確保を推進する。 
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c  緊急措置事業（単独：緊急自然災害防止対策事業、緊急防災・減災事業、緊急浚渫推進事業） 

単独：R3基本額 × 地財伸び100.0％ ＝ R4基本額 

 

d  緊急措置事業（単独：公共施設等適正管理推進事業） 

地財事業費の1.5％を基本に他の緊急措置事業（単独）との事業費に対する交付税措置率の違

い(※)を考慮した上で緊急措置事業として35億円を設定 

R4地財5,800億円×本県シェア1.5％×事業費に対する交付税措置率差27％/70％ ≒ 35億円 

 

(※)緊急自然災害防止対策事業債、緊急防災・減災事業債、緊急浚渫推進事業債 

充当率100％、交付税措置率 70％ → 事業費に対する交付税措置率 70％ 

 公共施設等適正管理推進事業債 

充当率 90％、交付税措置率 30％ → 事業費に対する交付税措置率 27％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（  ）はR3経済対策補正の計上額を含めた場合 

 

イ 別途整理 

   災害に強い森づくり等事業（県民緑税（超過課税））      25億円 

    （参考）県庁舎等再整備事業（一部基金積立金で対応）10億円～200億円 

 

ウ 補正予算の見直し 

(ｱ) 令和４年度以降、投資事業の補正予算は原則、当該年度の収支に影響しない国の経済対策に呼 

応した補助事業の補正に限ることとし、本県実負担が増加しない範囲で、令和10年度までの後年

度事業費の前倒しとして実施 

 

(ｲ) 国内示増による補正予算は、後年度事業の前倒しを前提に、税収動向など財政状況を勘案し、

毎年度対応を検討 

 

エ 補助・単独の振替について 

当初予算において、本県実負担が増加しない範囲で、補助・単独事業間、通常・緊急措置事業間 

で相互に事業費を振り替える仕組みを設定 

 

（単位：億円）

R3基本額 R4基本額 備　　考

通常事業 1,545 1,535

補助 1,015 1,005

単独 530 530

緊急措置事業 490 185

防災・減災、国土強靭化加速化対策事業 340 0 経済対策に前倒し

緊急自然災害防止対策事業 60 60

緊急防災・減災事業 75 75

緊急浚渫推進事業 15 15

公共施設等適正管理推進事業 0 35 地財5,800億円×1.5%×27/70

2,035 1,720

区     　　分

計

R3基本額×地財伸び
　補助: 98.9%
　単独:100.0%

R3基本額×地財伸び
        　(100.0%)

（410）

（2,130）
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オ 令和 10 年度までの事業費 ※５億円単位で計上しているため、実際の予算計上額と異なる 

(ｱ) 基本額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 県庁舎等再整備事業については、R 元年度に策定した県庁舎等再整備基本構想に基づく事

業費を R5年度以降に仮計上し、財政フレームに反映 

※（  ）は R3経済対策補正の計上額を含めた場合 

 

(ｲ) 事業費振替後 

緊急防災・減災事業等は、これまでの事業実施により一定程度整備が進んでいることから、県 

民の安全安心に直結し、要望の強い道路や河川の日常的な維持修繕を充実させるため、本県実負 

担が増加しない範囲で、県単土木に振り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

投資補助 1,005 1,345 1,345 1,345 1,005 1,005 1,005

通　常 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

緊急措置事業 340 340 340

防災・減災、国土強靱化加速化対策事業 340 340 340

投資単独 715 715 715 700 565 530 530

通　常 530 530 530 530 530 530 530

うち県単土木 255 255 255 255 255 255 255

緊急措置事業 185 185 185 170 35

緊急自然災害防止対策事業 60 60 60 60

緊急防災・減災事業 75 75 75 75

緊急浚渫推進事業 15 15 15

公共施設等適正管理推進事業 35 35 35 35 35

1,720 2,060 2,060 2,045 1,570 1,535 1,535

災害に強い森づくり等事業 25 25 25 25 25 25 25

1,745 2,085 2,085 2,070 1,595 1,560 1,560

10 80 200 170 35 45（参考）県庁舎等再整備事業

区　　　　分

合　　　　計

計

（410）

（2,155）

（単位：億円）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

投資補助 1,005 1,345 1,345 1,345 1,005 1,005 1,005

通　常 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

緊急措置事業 340 340 340

防災・減災、国土強靱化加速化対策事業 340 340 340

投資単独 675 675 675 660 565 530 530

通　常 550 550 550 550 530 530 530

うち県単土木 275 275 275 275 255 255 255

緊急措置事業 125 125 125 110 35

緊急自然災害防止対策事業 50 50 50 50

緊急防災・減災事業 25 25 25 25

緊急浚渫推進事業 15 15 15

公共施設等適正管理推進事業 35 35 35 35 35

1,680 2,020 2,020 2,005 1,570 1,535 1,535

災害に強い森づくり等事業 25 25 25 25 25 25 25

1,705 2,045 2,045 2,030 1,595 1,560 1,560

10 80 200 170 35 45

計

（参考）県庁舎等再整備事業

区　　　　分

合　　　　計

（410）

（2,115）
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（参考）R3 当初フレームからの比較 

 

■ R3 当初フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 事業費振替後との差引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

投資補助 1,450 1,450 1,450 1,450 1,015 1,015 1,015

通　常 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015

別　枠 435 435 435 435

防災・減災、国土強靱化加速化対策事業 435 435 435 435

投資単独 730 730 730 700 530 530 530

通　常 530 530 530 530 530 530 530

うち県単土木 255 255 255 255 255 255 255

別　枠 200 200 200 170

緊急自然災害防止対策事業 105 105 105 105

緊急防災・減災事業 65 65 65 65

緊急浚渫推進事業 30 30 30

公共施設等適正管理推進事業

2,180 2,180 2,180 2,150 1,545 1,545 1,545

災害に強い森づくり等事業 25 25 25 25 25 25 25

2,205 2,205 2,205 2,175 1,570 1,570 1,570

10 80 200 170 35 45 25

区　　　　分

合　　　　計

計

（参考）県庁舎等再整備事業

（単位：億円）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

投資補助 △ 445 △ 105 △ 105 △ 105 △ 10 △ 10 △ 10

通　常 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10 △ 10

緊急措置事業 △ 435 △ 95 △ 95 △ 95 0 0 0

防災・減災、国土強靱化加速化対策事業
△ 435 △ 95 △ 95 △ 95 0 0 0

投資単独 △ 55 △ 55 △ 55 △ 40 35 0 0

通　常 20 20 20 20 0 0 0

うち県単土木 20 20 20 20 0 0 0

緊急措置事業 △ 75 △ 75 △ 75 △ 60 35 0 0

緊急自然災害防止対策事業 △ 55 △ 55 △ 55 △ 55 0 0 0

緊急防災・減災事業 △ 40 △ 40 △ 40 △ 40 0 0 0

緊急浚渫推進事業 △ 15 △ 15 △ 15 0 0 0 0

公共施設等適正管理推進事業 35 35 35 35 35 0 0

△ 500 △ 160 △ 160 △ 145 25 △ 10 △ 10

災害に強い森づくり等事業 0 0 0 0 0 0 0

△ 500 △ 160 △ 160 △ 145 25 △ 10 △ 10

△ 10 △ 70 △ 120 30 135 △ 10 20（参考）県庁舎等再整備事業

区　　　　分

計

合　　　　計

（△25）

（△90）
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カ 大型投資事業 

コロナ禍など事業を取り巻く環境変化を見極めるとともに、事業計画や実施手法等について引き 

続き慎重に検討していく必要があることから、以下の事業や構想について見直し等を実施 

 

区 分 見直し内容・今後の検討内容 

県庁舎等再整備事業 

県庁舎等再整備事業については一旦凍結し、これまでの議論を踏

まえ、新たに民間投資を呼び込むような将来の元町全体のグラン

ドデザインを、神戸市と連携して、できるだけ早期に描き、その

中で、県庁舎整備のあり方についても検討 

さらに、現庁舎を当面活用する場合は、必要となる耐震改修の方

策等についてもあわせて検討 

伊丹庁舎新館等整備事業 伊丹庁舎の整備及び阪神県民局としての統合は一旦凍結 

ひょうご障害者総合トレーニ

ングセンター(仮称)整備事業 

民間等導入の可否を含めた整備・運営の手法、財政状況を踏まえ

た整備のタイミングについて検討 

但馬空港の機能強化 

「コウノトリ但馬空港のあり方懇話会」での議論を踏まえ、但馬

地域の振興のために但馬空港において取組むべき施策について

慎重に検討 

県立都市公園の整備・管理 パークマネジメント（Park-PFI 等）による民間投資の導入を検討 

大規模アリーナの整備 

慎重に整備の可能性を検討してきたが、アリーナの整備・運営に

は莫大な費用が必要と見込まれることから、コロナ禍による厳し

い財政状況を踏まえ、整備の検討を凍結 

 

 

キ 社会基盤整備の推進 

(ｱ) 整備の基本的な考え方と取組内容 

「ひょうご社会基盤整備基本計画」を基本方針として、社会基盤整備を計画的・効率的に推進 

する各種分野別計画及び地域別計画である「社会基盤整備プログラム」に基づき、県民ニーズを

的確に捉え、社会経済情勢の変化や頻発化する自然災害への対応など、必要性・緊急性の高い事

業へ重点化を図り、着実に事業を推進する。 
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［主な取組内容］ 

 区 分 主な内容 

備
え
る 

津波対策の推進 

 ＊津波防災インフラ整備計

画（平成 26～令和５年度） 

湾口防波堤の整備 福良港海岸（南あわじ市） 

港口水門の整備  沼島漁港（南あわじ市） 

防潮堤の沈下対策 尼崎西宮芦屋港海岸（尼崎市） 

水門の整備    新川（西宮市） 

 ＊日本海津波防災インフラ

整備計画（令和元～令和

10 年度） 

堤防の嵩上げ     気比川（豊岡市） 

防潮堤の整備     柴山港海岸（香美町） 

防潮堤の洗掘防止対策 香美久美浜線（香美町） 

地震対策の推進 

 ＊ひょうご道路防災推進 10

箇年計画（令和元～令和

10 年度） 

橋梁の耐震強化 17 橋 

国道 176 号 久代高架橋(三田行)（川西市）、 

国道 250 号 新網干大橋（姫路市）他 

道路法面の防災対策 35 箇所 

国道 429 号（宍粟市）、国道 427 号（丹波市）他 

 ＊地域の防災道路強靱化プ

ラン（平成 26～令和５年度） 

緊急輸送道路の未改良区間の２車線化 約 10km 

国道 312 号（豊岡市）、県道三田後川上線（三田市）他 

総合的な治水対策等の推進 

 ＊河川対策アクションプロ

グラム（令和２～令和 10

年度） 

河川改修等の推進 武庫川、市川、加古川、円山川、津門川 他 

既存ダムの有効活用 引原ダム、千苅ダム 

河川中上流部治水対策 猪名川(猪名川町)、大屋川（養父市）他 

堆積土砂撤去の推進 夢前川（姫路市）、岸田川（新温泉町）他 

 ため池治水活用拡大促進事

業（平成 30～令和４年度） 

ため池の期間放流の取組を拡大 

東播磨県民局、北播磨県民局、中播磨県民センター、 

西播磨県民局、但馬県民局、丹波県民局、淡路県民局管内 

 ＊兵庫県防災工事等推進計 

 画（令和３～令和12年度） 

危険度の高い農業用ため池の改修着手箇所数 

32 箇所 甲 7号池（神戸市）他 

 ＊兵庫県高潮対策10箇年計

画（令和元～令和10年度） 

防潮堤・河川堤防の嵩上げ、水門・排水機場の整備 

尼崎西宮芦屋港海岸[枝川町]（西宮市）、 

新川・東川統合排水機場（西宮市）他 

山の管理の徹底･土砂災害対策の推進 

 ＊第４次山地防災･土砂災

害対策計画（令和３～令

和７年度） 

砂防堰堤等整備着手箇所数 77 箇所 

東村(3)川（たつの市）、用土地区（新温泉町）他 

治山ダム整備着手箇所数  118 箇所 

灘区六甲山町地区（神戸市）、大沢地区（丹波篠山市）他 

災害発生後における道路輸送円滑化対策の推進 

 ＊緊急輸送道路強靱化５箇

年計画（令和３～令和７

年度） 

河岸浸食・冠水対策 県道宍粟新宮線（宍粟市）他 

土砂災害対策    国道 373 号（上郡町）他 

大規模浸水対策   国道２号（加古川市）他 
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 区 分 主な内容 

支
え
る 

地域のくらしや交流を支える道路整備の推進 

 国道･県道の整備推進 国道２号（明石市）、県道西脇篠山線（丹波篠山市）他 

 ＊渋滞交差点解消プログラム 

（令和元～令和５年度） 

都市計画道路尼崎宝塚線〔小浜南交差点〕（宝塚市） 

県道宗佐土山線〔宗佐交差点〕（加古川市）他 

 ＊踏切すっきり安心プラン 

（令和元～令和５年度） 

県道太子御津線 茶ノ木踏切（姫路市）、 

市道西明石 375 号線 南畑踏切（明石市）他 

 ＊自転車通行空間整備５箇年

計画（令和元～令和５年度） 

県道尼崎停車場線（尼崎市）、 

県道砥堀本町線（姫路市）他 

 ＊通学路安全対策５箇年計画 

（令和元～令和５年度） 

国道 482 号線（豊岡市）、 

県道西脇八千代市川線（市川町）他 

都市を支える基盤整備の推進 

 連続立体交差事業・ 

街路網の整備推進 

ＪＲ山陽本線東加古川駅付近（加古川市） 

都市計画道路国道線（姫路市）他 

力強い農林水産業を支える基盤づくり 

 農業生産基盤整備の推進 

（平成 28～令和７年度） 

県営ほ場整備事業等実施箇所数 31 箇所 

養宜地区（南あわじ市）他 

 ＊第３期ひょうご林内路網 1,000km 整

備プラン（令和元～令和５年度） 

整備延長 200km 

須留ヶ峰線（養父市、朝来市）他 

 

 

 区 分 主な内容 

つ
な
ぐ 

ミッシングリンクの解消 

 ＊ひょうご基幹道路ネットワ

ーク整備基本計画（令和元～

令和 32 年度） 

基幹道路延長に対する供用延長の割合 84% 

大阪湾岸道路西伸部（神戸市） 

名神湾岸連絡線（西宮市） 

播磨臨海地域道路（神戸市～太子町） 

北近畿豊岡自動車道（豊岡市～丹波市） 

山陰近畿自動車道（新温泉町～豊岡市）他 

港湾の機能強化･利用促進 

 港湾施設の整備推進 

（令和元～令和 10年度） 

姫路港旅客ターミナルエリアのリニューアル（姫路市）他 

計画的･効率的な老朽化対策の実施 

 ＊ひょうごイン

フラ・メンテナ

ンス 10 箇年計

画（令和元～令

和 10年度） 

橋梁 老朽化対策を完了する橋梁数 100 橋 

県道香美久美浜線 港大橋（豊岡市）他 

 トンネル 老朽化対策の完了するトンネル数１箇所 

国道 178 号 森本トンネル（豊岡市） 

 岸壁等係留施設 姫路港須加地区-3.5m 物揚場（姫路市）他 

都市の環境改善 

 ＊兵庫県無電柱化推進計画 

（令和元～令和５年度） 

県道生瀬門戸荘線（宝塚市）、 

（都）尾上小野線（安田）（加古川市） 
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(ｲ) 建設企業等の健全育成と公共工事等の品質確保の推進 

a 建設業育成魅力アップ事業の推進 

「兵庫県建設業育成魅力アップ協議会」を引き続き設置し、官民連携のもと、建設業のイメー 

ジアップや若年者の入職促進等を推進する。 

工業高校、定時制・通信制高校等との連携強化 

 ・三田建設技能研修センターにおける一日体験セミナーの実施 

・インターンシップの受入や現場見学会等の実施 

・建設業の魅力を伝える出前説明会や入職促進に繋がる資格取得支援講習会を

開催 

・女子高校生と女性技術者との意見交換会を開催 

・建設企業が定時制高校生等を期間雇用し、働きながら技能を習得するための

訓練を実施 

小中学生向け体験イベントなど戦略的なイメージアップ事業の展開 

 ・将来の担い手となる小中学生を対象とした体験イベントの開催 

・建設業に携わる技術者・技能者の活躍を新聞紙面で紹介 

b 女性技術者など担い手の確保 

総合評価落札方式における女性技術者の確保・育成（R4 年度も継続実施） 

女性技術者の確保・育成の更なる促進を図るため、総合評価落札方式の一部の工事において、

配置予定技術者に女性技術者を配置した場合に加点評価する取組を実施する。 

c 新規中小企業者の育成  

総合評価落札方式における「企業チャレンジ型」の試行（R4 年度も継続実施） 

地域に密着した新たな担い手となる新規中小企業者を育成するため、過去の施工実績を過度に

評価しない新たな総合評価落札方式を一部の工事において試行する。 

d 社会基盤 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

建設業全体の生産性向上を図るため、ICT 活用工事の拡充、測量・設計段階における３次元デ 

ータの活用などデジタル化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○投資事業費の見直し 

 

 

○大型投資事業の見直 

 し 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方財政計画の水準を基本に事業費を設定 

事業計画や実施手法等について引き続き検討 
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（3）公的施設等                                 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 公共施設等の適正管理の推進 

  ア 県有施設の総合管理 

「公共施設等総合管理計画」や各分野の個別計画に基づき、施設総量の適正化、老朽化対策、 

安全性の向上、施設の有効活用など計画的な施設管理に取り組む。 

(ｱ) 統一的な方針に基づく施設管理の推進 

区分 主な取組内容 

施設総量の適正化 
老朽化状況や県民ニーズの変化、将来にわたる地域活性化等の観

点を踏まえ、総量の適正化のための施設の集約等を推進  

老朽化 

対策 

計画修繕 

概ね築20年を迎える施設等について、老朽化が軽微である初期段

階での機能・性能の保持・回復を図る予防保全を実施 

県立大学、武道館等８施設 

長寿命化 

概ね築 45 年又は耐震改修後 20年を超え老朽化が進行する施設に

ついて、建物全体の機能・性能の向上を図る大規模改修を実施 

・たつの警察署、皮革工業技術支援センター等４施設 

・神戸鈴蘭台高等学校等７校 

環境整備 
経年による施設機能の老朽化等を踏まえた環境整備を実施 

八鹿高等学校等 10校(トイレの洋式化)  

安全性の向上 

耐震性能が不足する施設の耐震化を実施 

・県営住宅の耐震化 

・道路・上下水道などのインフラ施設の耐震化･安全対策 

施設の有効活用 空きスペースが生じた施設等の有効活用を推進 

 

 

［県政改革方針］ 

① 公共施設等の適正管理の推進  

ア 県が所有する公共施設等について、社会情勢の変化等を踏まえながら施設の在り方の検

証を行うとともに、「公共施設等総合管理計画」や各分野の個別計画に基づき、施設総量の

適正化、老朽化対策、安全性の向上と適切な維持管理、施設等の有効活用を推進する。 

併せて、道路・橋梁・上下水道など市町管理施設の老朽化対策等について人材面・技術

面から支援するとともに、市町連携を推進する。 

イ 改修・更新時において、感染症対策として抗菌設備等の採用、CO2排出量を低減した省エ

ネ型設備の導入、多様な働き方に対応した庁舎等におけるテレビ会議スペースなど、新た

な社会ニーズに合わせた取組を推進する。 

 

② 民間活力を活かした施設整備や管理運営の推進 

ア 公共施設の新設、建替、大規模修繕等の実施にあたっては、民間の資金、経営能力及び 

技術的能力を活用する PFI 制度等の導入を優先的に検討し、民間活力を最大限活かして、 

より効率的・効果的な施設整備や管理運営を推進する。 

イ すべての指定管理施設で原則公募による指定管理者の選定を徹底する。また、指定管理 

者制度を導入していない県直営施設についても、公募による指定管理者制度の導入を検討

する等、民間事業者等の参入を促す取組を推進して競争原理を働かせ、さらなる民間ノウ

ハウの活用により運営の合理化やサービスの向上を図る。 

運営にあたっては、事業者、所管課、外部委員による適切な評価システムを機能させる 

ことにより、効率的で質の高い管理運営水準を確保する。 
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(ｲ) 総括的なフォローアップの実施 

「兵庫県公共施設等総合管理連絡会議」において、関係部局の情報を共有・連携し、各個別 

施設計画の方針、目標等に基づく取組の進行管理を実施する。 

 

(ｳ) 第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画の推進 

「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」（令和３年度策定予定）に基づき、施設の長寿命化や 

トイレ改修、空調設備の設置など、安心・安全な環境の整備を推進する。 

 

イ 市町管理施設への支援 

専門人材の不足や人口減少による経営環境の悪化など市町が抱える課題を踏まえ、兵庫県ま 

ちづくり技術センターとも連携しながら、道路や橋梁、上下水道など市町管理施設の老朽化対 

策や公共施設の市町連携を支援する。 

区分 主な取組内容 

公共土木イ

ンフラ 

○市町支援に関する国の動向や市町ニーズの収集・把握等に努めるとともに、

引き続き、兵庫県まちづくり技術センターと連携しながら、必要な市町支援

に取り組む。 

市町インフラの長寿命化修繕計画策定を支援 

橋梁：姫路市等 10 市町 4,483 橋、トンネル：新温泉町２箇所 

市町橋梁、トンネル及び舗装定期点検の地域一括発注業務を受託 

橋梁：姫路市等 29 市町 4,549 橋 

技術的な問合せ等への総合支援 

ワンストップ窓口による設計・積算・工事監理、インフラ老朽化、まちづくり等に関する相

談支援 

水道施設 

○県内の水道事業体が将来にわたり安定的に経営を維持するために、水道事業

の広域連携を促進し、施設の統廃合や設計・積算・工事監理等について支援

する。 

水道事業広域連携実施計画の策定 

地域の実情に応じた広域連携計画の立案 

施設の統廃合等に関する計画、設計、積算・工事監理等への支援 

姫路市、播磨高原広域事務組合、淡路広域水道企業団、太子町、新温泉町 等 

下水道施設 

○市町支援に関する国の動向や市町ニーズの収集・把握等に努め、必要な市町

支援に取り組む。 

平成 29 年より兵庫県生活排水効率化推進会議を立ち上げ、生活排水処理施設の

統廃合の更なる促進や、市町の枠を超えた広域化・共同化を推進 

生活排処理施設数  

平成 29 年７月末 568 箇所 → 令和３年３月末 519 箇所（△49 箇所） 

公共施設 

○市町連携に向けて取り組む。 

公共施設の共同運用・機能分化に対する支援 

文化ホール等の公共施設について、市町連携による住民の利便性向上、運営の合理

化を促進するため、共同運用等に対してハード・ソフト両面から総合的に支援 
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② 民間活力を活かした施設設備や管理運営の推進 

 ア 施設整備（新規・建替・大規模改修）等における民間活用手法の優先的検討 

一定規模以上の公共施設の新設・建替・大規模改修等の実施にあたっては、民間の資金、経営 

能力及び技術的能力等を活用する PFI 制度等の導入について、優先的に検討するスキームを構 

築し、民間活力を最大限活かした施設整備や管理運営を推進する。 

 

  （PFI 制度等の優先的検討に係る対象施設の例） 

  【整備費が 10 億円以上、かつ他団体で PFI 手法等の導入実績がある施設（以下は主な施設）】 

文教施設、医療施設、複合施設、社会福祉施設、観光施設、警察施設、宿舎、事務庁舎、廃棄

物処理施設、水道浄水場、下水汚泥有効利用施設、発電施設、空港、水道施設、下水道施設、公

営住宅、学校施設、都市公園 
 

【本県の先行導入検討事例】 

・県営住宅初の PFI を活用した建替事業を検討し、建替・集約で発生した公有地の有効活用を

図り地域活性化に貢献 

・県立都市公園についてパークマネジメント(Park-PFI 等)による民間投資の導入を検討 

 

イ 施設管理における民間参入の促進 

(ｱ) 既存の指定管理施設の原則公募化、県直営施設への指定管理者制度導入の検討 

既存の指定管理施設は、原則公募による指定管理者の選定を徹底し、競争原理を働かせて民

間ノウハウの活用により運営の合理化やサービスの向上を図る。 

また、現在は指定管理者制度を導入していない県直営施設についても、公募による指定管理

者制度の導入を改めて検討する。 

なお、公募の実施にあたっては、より多くの民間事業者の参入を促進するため、以下のよう

な取組を検討する。 

a 公募の実施にあたって、民間事業者等へのサウンディング調査を実施 

サウンディング調査を通じて、民間事業者の応募意欲の向上に資する公募要件等の把握に 

努め、できる限り反映することにより、民間事業者の参入を促進する。 

b 柔軟な指定期間の設定 

指定期間の長期化により、民間投資の促進（自主事業の充実等）が見込める等、民間事業者 

の応募意欲やサービスの向上に資する場合は、柔軟な指定期間の設定を可能とし、具体的に 

は、個別にサウンディング調査等を通じて公募要件の中で期間を定めることとする。 

c 外部評価の時期を見直し、評価結果を次期の公募要件等へ適切に反映 

現在は、外部評価と次期公募の実施時期が近く、外部評価の結果が次期公募の公募要件等 

十分生かされていないため、外部評価の実施時期を前年度に変更し、評価結果を次期公募の 

公募要件等へ適切に反映させる。 

d PR 手法の見直しによる公募実施状況の幅広い周知 

現行の記者発表や HP への掲載による周知に加えて、関係団体への情報共有やサウンディン 

グ調査参加者へのメルマガ配信など、より幅広く周知が図られ、新規応募者の掘り起こしに 

資するプッシュ型の PRを実施する。 
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(ｲ) 公的施設等における適正な評価の実施 

施設の適正な管理運営とサービスの一層の向上を図るため、管理運営状況について施設所

管課による評価を実施するとともに、指定管理施設においては、指定管理者による自己評価、

施設所管課による評価、次期指定管理者選定による外部評価など評価システムを適切に機能

させる。 

また、指定管理施設について、より効果的に管理運営をモニタリングするため、評価項目の

見直しや評価基準の統一化、利用者へのアンケート調査を通じた客観的評価の充実化等の見

直しを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○PFI 制度等の優先検

討 

 

○指定管理者制度の原

則公募化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFI 手法等の優先的検討スキームの運用 

公募による選定を原則として指定管理者制度を運用 

（外部評価、サウンディング調査の結果等を公募要件に適切に反映） 
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  （4）試験研究機関                                

 

 

 

 

 
 
（具体的な取組内容（令和４年度）） 

【見直しの実施】 

県が設置する各試験研究機関のあり方について、以下の視点で見直しを行う。 

 

［見直しの視点］ 

① 業務の重点化 

大学や民間企業との連携を図りながら、県民等のニーズに直結する実用性の高い研究や成果 

普及等の業務に重点化を図るとともに、県として実施すべき必要性が低下している事業につい 

ては廃止又は縮小を検討 

 

② 研究体制 

ア 産学官連携による共同研究や、外部人材のさらなる活用、業務のデジタル化等、研究課題 

に機動的に対応するための弾力的で効率的な組織・研究体制を整備 

イ 業務の重点化等を踏まえ、研究職が、行政課題により効果的に対応した質の高い行政サー 

ビスを実施することができるよう、研究職のあり方を検討 

 

③ 効果的、効率的な経営手法 

ア 外部資金の積極的な活用、業務に関する目標の設定、評価システムの推進等、効率的・効 

果的な運営手法の徹底 

イ 公設試の広域連携の進展や他団体における独立行政法人化等の動向を踏まえ、より効果 

的、効率的な運営形態のあり方について検討 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の今後の予定（工程）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○試験研究機関の見直し 

 

 

各試験研究機関において見

直しを実施 

  

 

 

 

［県政改革方針］ 

先端技術の進展や県民ニーズの変化等を踏まえ、業務の重点化、弾力的な研究体制の整備、

効率的・効果的な経営手法の徹底等の視点から、各機関のあり方について見直しを行う。 

見直し内容に基づき取組を実施 
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（R4 年度各試験研究機関の重点的な取組） 
 
① 研究機能の強化・重点化 
 ア 農林水産技術総合センター 
  ・試験研究の推進、検証等 
   試験研究の推進、検証、新規研究課題化の検討や試験研究機器の計画的整備等を実施 
 イ 工業技術センター 
  ・中小企業のニーズに対応した技術支援 
   技術相談、機器利用、テクノトライアル（試作開発支援）、共同研究等を通じた経常的な技術 

支援の実施 
  ・「ものづくり」と「情報」の連携 
   ローカル 5G、AI、高精度デジタル計測技術などの活用により、ものづくりと情報の連携を推進 
 ウ 健康科学研究所 
  ・迅速・効率的な検査手法の検討 
   今後の先端検査技術の研究推進に向け、最新分析装置を有効活用できる人材を育成 

エ 福祉のまちづくり研究所 
  ・リハビリテーション中央病院と連携したロボットリハビリテーションセンターの充実・強化 
   最先端歩行再建センターの運営や、HAL 西日本教育センターの開設及び運営 

・企業の介護ロボット等の開発支援・福祉施設への導入支援 
   次世代型住モデル空間、企業連携・交流機能スペースを活用した介護ロボット等開発支援等 
 
② 弾力的な運営体制の整備 
 ア 農林水産技術総合センター 
  ・大学、企業、自治体等との連携促進 
   共同研究の推進や、取組中の共同研究内容の検証、推進 

イ 工業技術センター 
  ・大学等との連携 
   県立大、神戸大を中心に、AI、MEMS（微小電気機械システム）、計算化学に関する研究を共同 

で実施 
 ウ 健康科学研究所 
  ・共同研究の推進 
   神戸大学・兵庫県立大学等との共同研究を推進 

エ 福祉のまちづくり研究所 
  ・産学官連携による共同研究の推進 
   大学や企業と積極的に連携し、現場で本当に役立つ福祉機器を開発 
 
③ 効果的な経営の徹底 
 ア 農林水産技術総合センター 
  ・技術開発の推進 

試験研究の推進により年間 25 件の技術を開発 
・外部資金の獲得 
 産学官連携プロジェクトや企業との共同研究等により外部資金の獲得を推進 

イ 工業技術センター 
  ・研究体制の整備 
   広域的プラットフォーム（仮称）へ参画し、関西広域連合内公設試間の連携を推進 
  ・外部資金の獲得 
   科学研究費助成事業（日本学術振興会）等の外部研究資金の獲得 
 ウ 健康科学研究所 

・外部資金の獲得 
   受託研究および共同研究等による外部資金を積極的に獲得 

エ 福祉のまちづくり研究所 
・外部資金の獲得 

   受託研究および共同研究等による外部資金を積極的に獲得 
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  （5）県営住宅事業                                

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 県営住宅管理戸数の適正化 

計画的に建替を行うとともに、集約・用途廃止を加速化し、管理戸数の適正化を図る。 

ア 計画的な建替事業の推進 

入居者の移転が効率的かつ円滑に進むように、計画的に建替事業を推進する。 

    [令和４年度] 

 

 

 

イ 集約の加速化 

移転先住戸の改修や団地内集約を進め、集約事業を加速化する。 

   [令和４年度] 

 

 

 
 
② 県営住宅ストックの有効活用 

耐震化やバリアフリー化、計画的な修繕による建物の長寿命化を推進するとともに、駐車区 

画数の適正化や入居率の向上を図るなど、県営住宅ストックを有効活用する。 

ア 耐震化の推進 

令和 12 年度に耐震化率 100%を目標として、耐震上課題のある高層住宅について、耐震改修工

事を推進する。 

   [令和４年度] 

 

 

 

 

 

 

区分 内容 

実施箇所 明石松が丘第２住宅第２期 ほか 

区分 内容 

実施箇所 姫路矢倉鉄筋住宅 ほか 

区分 内容 

耐震化率 目標 95% 

実施箇所 上湊川高層住宅 ほか 

［県政改革方針］ 

① 県営住宅管理戸数の適正化 

計画的に建替を行うとともに、集約・用途廃止を加速化し、管理戸数の適正化を図る。 

 

② 県営住宅ストックの有効活用 

耐震化やバリアフリー化、計画的な修繕による建物の長寿命化を推進するとともに、駐車 

区画数の適正化や入居率の向上を図るなど、県営住宅ストックを有効活用する。 

 

③ 経営の効率化 

   入居率向上等による使用料収入の確保、民間活力を活用した効率的な管理運営、PFI を活用 

した建替事業の検討など、経営の効率化を推進する。 

 

④ 新たな施策展開 

   福祉施策との連携、建替事業における市町との連携、ポストコロナ社会への対応など、多 

様な需要に対応した施策を展開する。 
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イ バリアフリー化の推進 

令和 12 年度にバリアフリー化率 80%を目標として、長期活用する中層住宅について、住戸及

び共用部分への手すりやエレベーター設置等を推進する。 

 [令和４年度] 

 

 

 

 

 

ウ 計画的な修繕の実施 

限られた予算の中で県営住宅の効率的な整備を進めるため、予防保全的で計画的な修繕の実

施により、建物の長寿命化を推進する。 

   [令和４年度] 

 

 

 

 

エ フレイル予防、自立支援、リハビリ実施、介護予防等の促進 

空き住戸や集会所を活用し、民間事業者と連携しながら、フレイル予防、自立支援、リハビ

リ実施、介護予防等の高齢者支援を促進する。 

 

オ 駐車区画数の適正化 

駐車場の附置義務の見直しを市町に働きかけるとともに、空き区画について外部貸しや芝生

広場等オープンスペースへの転換を推進する。 

 

カ 入居率の向上 

令和 12 年度の入居率 90％を目標に、毎月募集戸数の 300 戸への拡大や応募のなかった住宅

の常時募集化など入居者数の増加に向けた取組、コロナの影響を受けた困窮者への住戸提供等

を推進する。 

 

  

③ 経営の効率化 

入居率向上等による使用料収入の確保、民間活力を活用した効率的な管理運営、PFI を活用し

た建替事業の検討など、経営の効率化を推進する。 

ア 使用料収入の確保 

入居率を向上させ、使用料収入の増大を目指す。このため、指定管理者に対するインセンティ

ブについて、収納額増加をベースとする方法を検討する。また、債権管理目標の達成に向けて、

家賃収納対策を実施する。 

    ［令和４年度］ 

区分 内容 

家賃収納対策 ・県営住宅使用料の口座振替制度の促進 

・生活保護世帯に対する代理納付制度の活用 

・指定管理者に対する新たなインセンティブ制度の検討 

・夜間督促を年 10 回に倍増               等 

 
 

 

区分 内容 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率 目標 70% 

実施箇所 加古川西鉄筋住宅 

区分 内容 

実施箇所 小束山住宅 ほか 
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イ 民間活力による効率的な管理の推進 

公募した民間事業者による指定管理を引き続き実施し、効率的な管理の推進や入居者へのサ

ービスの充実を図る。また、神戸地区(西区･明舞地区を除く)は、これまで公募を実施せずに住

宅供給公社を特定の者として指名してきたが、今回新たに指定管理者を公募する。 
［令和４年度］ 

区分 内容 

公募による 

管理地区 

神戸市西区・明舞地区、阪神南地区、 

阪神北地区、東播磨地区、中播磨地区 

※神戸地区(西区･明舞地区を除く)については、R4 年度に公募を実施し、 

R5 年度から公募による指定管理を開始 
 

ウ 資産の有効活用の検討 

県営住宅初の PFI を活用した建替事業を検討し、建替・集約で発生した公有地の有効活用を

図り地域活性化に貢献する。 

 

④ 新たな施策展開 

・住宅に困窮する特定妊婦や就職氷河期世代等の入居を支援するなど、福祉施策との連携を深 

める。 

・建替・集約事業における市町連携を進めるととともに、まちの魅力につながる県営住宅の活用

方法を市町と協議する。 

・県営住宅の移管については、毎年行っている意向調査を引き続き行い、移管を希望する市町が

あれば、移管協議を行う。 

・宅配ボックスの設置、フレイル予防にも役立つ健康器具の設置等、ポストコロナ社会の生活様

式に対応した取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県営住宅管理戸数の 

適正化の取組 

(R12 年度末目標：45,000 戸) 

 

 

 

  

○PFI を活用した建替 

事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,500 戸      47,000 戸       46,500 戸 

基本計画      ・基本計画      ・基本計画 

          ・実施設計      ・実施設計 
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  （6）教育施策（教育委員会所管）                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 第３期「ひょうご教育創造プラン」の推進 

第３期「ひょうご教育創造プラン」の基本理念「兵庫が育む こころ豊かで自立する人づくり」 

や重点テーマ -「未来への道を切り拓く力」の育成- に基づき、第３期「ひょうご教育創造プラ 

ン(兵庫県教育基本計画)」令和４年度実施計画を策定し、新型コロナウイルス感染症に伴う新た 

な生活様式を踏まえながら兵庫の特色ある教育を推進 

 

② 公立小・中学校 

基本的な学習習慣の確立や基礎的な学力の定着を図るとともに、「主体的・対話的で深い学び」 

の実現、カリキュラム・マネジメントの確立を通して、児童生徒の学力の向上を推進 

また、国の 35 人学級編制の段階的導入及び小学校５･６年生への教科担任制の導入を踏まえ、 

本県独自の教育効果を高める新たな枠組みによる学力向上方策を推進 

 

［県政改革方針］ 

① 「ひょうご教育創造プラン」の推進 

「第３期ひょうご教育創造プラン」に基づき、本県の教育が目指すべき方向性や今後取り 

組むべき様々な課題に対応した教育施策の推進を図る。 

特に、新型コロナウイルス感染症や ICT の整備を踏まえ、本県独自で進めてきた「体験教 

育」の活動方法などを検討するとともに、小中高 12 年間を通じた新たな学びの充実に取り組 

む。 

 

② 公立小・中学校 

国の 35 人学級編制の段階的導入及び小学校５･６年生への教科担任制の導入に伴う加配措 

置の動向等を踏まえ、本県独自の教育効果を高める学習支援の枠組みを新たに構築する。 

なお、さらなる少人数教育の充実については、課題となる定数改善や学校整備等を踏まえ 

て引き続き検討する。 

 

③ 県立高等学校 

ア 「県立高等学校教育改革第三次実施計画」に基づき、５学区又は全県学区において、これ 

まで取り組んできた学びとともに新たな学びを推進できるよう、ひょうごの高校づくりを 

推進する。 

イ 令和４年度から導入する BYOD（Bring Your Own Device：生徒自身で端末を用意し、学 

校・家庭での学習に活用すること）による教育を展開できる ICT 環境整備を推進するとと 

もに、「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」に基づき、施設の長寿命化改修やトイレ改修、 

空調設備の設置など、安全・安心な環境整備を推進する。 

 

④ 県立特別支援学校 

ア 「兵庫県特別支援教育第三次推進計画」及び障害種別毎の特別支援教育のあり方検討に 

基づき、今後求められる特別支援教育を推進できるよう、学習支援、相談支援、学校間連携 

などに取り組む。 

イ 児童生徒数の動向など地域の実情を考慮しながら、教育環境の整備に取り組む。 
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③ 県立高等学校 

ア 魅力と活力ある高校づくりの推進 

(ｱ) 「県立高等学校教育改革第三次実施計画」の推進 

「県立高等学校教育改革第三次実施計画」に基づき、県立高等学校の活力を維持するため 

の方策を着実に推進 

(ｲ) STEAM 教育（新たな文理融合型教育）の展開 

Society5.0 時代において問題解決力や創造力を備えた人材を育成する「STEAM 教育」を推 

進するため、モデル校の指定や中学・高校教諭等に向けた広報を実施 

 

イ 教育環境整備の推進 

(ｱ) ICT 等の先進的な学習基盤の整備 

令和４年度から導入する BYOD による一人一台端末を十二分に活用できる ICT 環境の整備 

(ｲ) 安全・安心な教育環境整備の推進 

「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」に基づき、長寿命化改修やトイレ改修、空調設備の 

設置など、計画的に環境整備を推進 

 

④ 県立特別支援学校 

ア 特別支援教育の推進 

(ｱ) 連続性のある多様な学びの充実 

障害のある児童生徒等が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や支援を受けられる 

体制を充実するとともに、交流及び共同学習、自立と社会参加に向けた主体的な取組への支 

援等、一人一人の教育的ニーズに応じた多様で柔軟な仕組みを整備 

(ｲ) 一貫性のある支援体制の構築 

障害のある児童生徒等が、就学前から在学中、卒業後も切れ目なく一貫した支援を受けら 

れるよう、特別支援学校を核としたネットワークの活用や、市町教育委員会、保健・福祉・ 

医療・労働等の関係機関、地域住民との連携を推進 

 

イ 教育環境整備の推進 

(ｱ) 阪神地域の特別支援学校の狭隘化対策の着実な実施 

阪神地区の知的障害者特別支援学校在籍児童生徒の増加に対応するため、阪神北地域新設 

特別支援学校（仮称）及びむこがわ特別支援学校の整備を推進 

(ｲ) その他の環境整備計画の策定 

障害種別毎の特別支援教育のあり方検討や、今後の児童生徒数の見込みを踏まえ、地域の 

実情に応じた特別支援学校の整備を検討 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○魅力と活力ある高校

づくりの推進 

 

○教育環境整備の推進 

 

 

  

 

 

 

第三次実施計画に基づく改革の推進 

第Ⅱ期実施計画に基づく整備の推進 
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２ 収入の確保                                    

（1）県税                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 県税収入の確保 

県財政の歳入の基盤となる県税収入を確保するため、徴収歩合が全国平均を上回ることを基本

とし、収入未済額の更なる縮減に向け、税収確保対策を推進する。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に十分配慮する。 

 

［県税収入額］                      （単位：百万円） 

区 分 
R3 

① 

R4 

② 

増減 

③(②－①) 

増減率 

②／① 

県 税 764,700 873,500 108,800 114.2％ 

 法人関係税 194,371 263,760 69,389 135.7％ 

 個人関係税 209,140 222,723 13,583 106.5％ 

 地方消費税 231,236 254,651 23,415 110.1％ 

 その他の税 129,953 132,366 2,413 101.9％ 

※県税：県税と特別法人事業譲与税（当初予算） 

 

 

  ［徴収歩合］                   （単位：％） 

区 分 
R3 

① 

R4 

② 

増減 

②－① 

兵 庫 県① 98.9 99.1 ＋0.2 

全国平均② 98.8 98.7 △0.1 

①－② ＋0.1 ＋0.4 ＋0.3 

   ※兵 庫 県：当初予算における数値 

   ※全国平均：地方財政計画等を参考に算定した当初予算における試算値 

 

 

［収入未済額］                        （単位：百万円） 

区 分 
R3 

① 

R4 

② 

増減 

③(②－①) 

増減率 

②／① 

収入未済額 6,921  6,820  △101  98.5％  

      ※当初予算における数値 

 
 
 

［県政改革方針］ 

① 県税収入の確保 

県財政の歳入の基盤となる県税収入の確保を推進する。 

 

② 税収確保対策の推進 

ア 徴収歩合が全国平均を上回ることを基本とし、収入未済額の更なる縮減に向け、税収確保 

対策を推進する。 

イ 県と市町との連携を推進するとともに、課税調査、滞納対策、不正軽油対策、納税環境の

整備等の取組を強化する。 
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② 税収確保対策の推進 

ア 個人県民税の滞納対策の強化 

個人住民税特別対策官を中心に、徴収に関する技術支援及び情報提供を行う等、引き続き市町 

の徴収能力向上を支援するとともに、特別徴収を推進する。 

＜支援内容＞ 

・市町間連携を推進するため、「市町間併任にかかる先進事例等の情報提供」「市町間併任を 

必要とする市町の仲介」等を実施 

・法律解釈や徴収技術に関する質問・相談への対応や、県市町間を繋ぐ情報紙の発行など、

徴収業務に係る情報提供機会を充実 
 

イ 課税調査の推進  

  課税客体の実態捕捉のための現地調査や書面調査などの課税調査を着実に実施する。 

区 分 主な内容 

法人事業税 ・外形標準課税対象法人を対象とした現地調査・書面調査 

個人事業税 ・課税対象となる事業者の現地調査・書面調査 

不動産取得税 ・未登記不動産、大規模不動産の調査 

 

ウ 滞納対策の推進  

   財産捜索、タイヤロック前提交渉、インターネット等を活用した公売を実施する。 

区分 主な内容 

全般 ・インターネットによる公売等、滞納処分を計画的に推進 

個別 

・悪質な滞納者に対し、財産の捜索やタイヤロックによる自動車の差押え等を実施 

・自動車税種別割や個人事業税の滞納分に対し、全県一斉催告（合計年８回） 

・自動車税種別割の抹消・移転分の滞納長期化防止のため、現年分より滞納処分を

実施 

・高額滞納者について進行管理等を徹底し徴収を強化 

 

エ 不正軽油対策の推進  

軽油抜取調査や帳簿調査を行い、悪質な者には告発等を見据えた犯則調査に移行する。 

・特別徴収義務者への重点調査を実施 

・近畿府県と連携して抜取調査強化月間を設ける等、関係機関と協力して不正軽油製造販売業 

者等の摘発を推進 
 

オ 納税環境の整備  

Pay-easy（ATMやインターネットバンキングによる納付及び支払い情報の収納機関への即時通

知）の導入を金融機関へ働きかけるほか、クレジット納税拡充の検討を行う。 
 
 
【主な取組の工程表（R4～R6）】 

 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○徴収歩合の向上に向け

た取組 

 

○収入未済額の縮減に向

けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

税収強化対策本部を設置（毎年度・毎月実施） 

計画策定→取組実施→検証 
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    （2）課税自主権                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 法人県民税超過課税 

＜第 10 期分超過課税の概要＞ 

ア 超過税率：法人税額の 0.8％（標準税率 1.0％に上乗せ） 

イ 適用期間：R元年 10月１日から R6 年９月 30日までに開始する各事業年度分 

ウ 対象法人：資本金等の額が１億円超、又は法人税額が２千万円超の法人 

エ 税収見込：170 億円程度 
 
   （計画額・収入額）                    （単位：億円） 

区 分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 計 

計画額 17 34 34 34 34 17 170 

収入額(※) 13 34 35     

※R2：決算、R3：２月補正、R4：当初予算 

オ 充当事業 

区  分 事  業  名 

勤労者の能力向

上と労働環境の

整備への支援 

＜勤労者の能力向上＞ 

(新)おためし企業体験事業、大学生インターンシップ推進事業、(拡)中小企業合同研修等

支援事業（高校生向け出前講座の実施）、障害者雇用拡大支援進事業、(拡)起業家支援事

業（再チャレンジ枠の創設）、(拡)起業プラザ設置運営事業（県内コワーキングスペース

とのオンラインネットワークの構築）、(拡)県内大学と連携した起業人材育成事業（連携

大学の増）、(新)若年層向けアントレプレナーシップ教育プログラム導入モデル事業、IT

戦略推進事業、コワーキングスペース開設支援事業、事業継続支援事業 

＜勤労者の労働環境の整備＞ 

労働環境対策事業、女性活躍推進グループ活動補助事業、商工会・商工会議所体制整備事

業、(新)企業レジリエンス強化のための BCP/BCM 伴走型支援事業、企業のメンタルヘルス

等推進事業、企業従業員と家族の歯科健診受診支援事業、企業におけるがん検診受診促進

事業、三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業、勤労者骨髄等移植ドナー登録促進事

業、(新)不妊治療促進企業支援事業 

＜仕事と生活の調和の取組支援＞ 

(拡)ひょうご仕事と生活センター事業（テレワークサポートセンターの設置）、中小企業

育児・介護代替要員確保支援事業、中小企業従業員福利厚生支援事業、ひょうごケア・ア

シスタント推進事業、家族の認知症早期発見・受診促進事業、多様な働き方推進事業 

子育てと仕事の

両立支援 

多子世帯保育料軽減事業、(拡)乳幼児子育て支援事業（在宅の３～５歳児を対象に追加）、

認定こども園整備等促進事業、企業主導型保育事業促進事業、幼児教育連携促進事業 

子育て世帯への支援 こども医療費助成事業 

［県政改革方針］ 

① 超過課税 

法人県民税超過課税、法人事業税超過課税及び県民緑税等の超過課税については、充当事

業を効果的に実施するとともに、税収動向や充当事業の実績、効果の検証を踏まえ、適時見直

しを行う。 

また、社会経済情勢や県民ニーズ等の変化を踏まえ、充当事業の実績と効果を検証の上、今

後の計画の必要性を検討する。 

② 法定外税等 

地域が抱える政策課題に対応するための財源確保や政策誘導の手段として、課税自主権の

活用の可能性が拡大するよう国に対し提言しつつ、その活用を検討する。 
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② 法人事業税超過課税 

＜第 10 期分超過課税の概要＞ 

ア 超過税率：標準税率の 1.05 倍 

※ 1.05 倍は、法人事業税と特別法人事業税を合わせた場合の税率 

イ 適用期間：R3 年３月 12 日から R8 年３月 11日までに終了する各事業年度分 

ウ 対象法人：資本金等の額が 1億円超、又は所得金額が 7千万円超（※）の法人 

※ 収入金額課税の場合は収入金額が 5.6 億円超 

エ 税収見込：350 億円程度 

   （計画額・収入額）                             （単位：億円） 

区 分  R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 計 

計画額 21 64 68 71 73 51 2 350 

収入額(※) 26 85 88      

   ※R2：決算、R3：２月補正、R4：当初予算 
 

オ 充当事業 

区  分 事 業 概 要 

ポストコロナ社会に

おける新たな産業・雇

用構造の創造 

・次世代産業創出・育成プログラムの推進 

・科学技術基盤の機能強化、活用促進 

・産業立地条例に基づく支援制度等による県内全域にわたる産業 

の力強い回復の促進 

・ものづくり企業のデジタル化の加速や中小企業の経営力強化 

・若者の県内定着・就労の促進やものづくり人材の育成 

・外国・外資系企業立地の促進やポストコロナの新しいツーリズム 

の創出 

稼ぐ力を持つ産業の

強化 

・世界をリードする科学基盤を生かした次世代成長産業の創出 

・県内投資を促進する立地競争力の強化とグローバルなスタート 

アップ拠点の形成 

・地域社会に根ざした地場産業、商店街等の地域産業の持続・高付 

加価値化 

環境変化に対応し、挑

戦する人材の強化 
・地域の活力を担う産業人材の確保 

地域の魅力で沸き起

こる交流の強化 

・海外事業展開の推進や外国・外資系企業立地の促進 

・ポストコロナの新しいツーリズムの創出 

産業立地基盤整備・防

災力の強化 

・道路、神戸空港、港湾の整備推進 

・津波・高潮対策の推進 

・多数の者が利用する建築物の耐震化促進 

 

③ 県民緑税 

＜第４期分超過課税の概要＞ 

ア 超過税率 

(ｱ) 個人：800 円（均等割の標準税率 1,000 円（※）に上乗せ） 

     ※別途、東日本大震災の復興特例加算分として 500 円が加算される（H26 年度～R5 年度）。 

 (ｲ) 法人：標準税率の均等割額の 10％相当額 

イ 適用期間 

(ｱ) 個人：R3 年度～R7年度分 

(ｲ) 法人：R3 年４月１日から R8年３月 31 日までに開始する各事業年度分 
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ウ 対 象 

(ｱ) 個人：１月１日現在で県内に住所等を有する人 

（一定の所得基準を下回る等により均等割が課税されない人は対象外） 

(ｲ) 法人：県内に事務所、事業所等を有する法人等 

エ 税収見込：120 億円程度 
 
   （計画額・収入額）                           （単位：億円） 

区 分 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 計 

計画額 18 24 24 24 24 5 1 120 

収入額(※) 19 25       

   ※R3：２月補正、R4：当初予算 

オ 充当事業 

区  分 事 業 名 等 

災害に強い森づくり ・緊急防災林整備   ・針葉樹林と広葉樹林の混交整備 

・里山防災林整備   ・野生動物共生林整備 

・住民参画型森林整備 ・都市山防災林整備 

県民まちなみ緑化事業 ・一般緑化 

・校園庭、ひろば、駐車場の芝生化 

・屋上・壁面緑化 

・駅前やシンボルロードでデザイン性の高い花壇を整備 

・都心緑化 

 

④ 法定外税 

ア 国への提言 

地域が抱える政策課題に対応するための財源確保や政策誘導の手段として、法定外税をはじ

めとして、超過課税、わがまち特例（地域決定型地方税制特例措置）など、課税自主権の拡大

について国に提言を実施 

イ 課税自主権の活用の可能性の検討 

国への提言の結果を踏まえ、課税自主権の活用の可能性を検討 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○超過課税充当事業の

見直し 

 

○次期計画の必要性検

討 

   

 

 

充当事業の適時見直し 

法人県民税超過課税に係る 

次期計画の必要性検討 
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   （3）諸収入                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 使用料・手数料 

 以下の使用料・手数料について、設定や見直しを実施 

ア 使用料・手数料の設定 

広域防災センター研修宿泊施設使用料、嬉野台生涯教育センター青少年宿泊棟冷暖房使用 

料、工業技術センター機械器具使用料、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の制 

定に伴う手数料、港湾施設使用料(起重機使用料)、マンション管理計画認定手数料、建築 

計画概要書等の写しの交付にかかる手数料、弓道場付帯施設使用料、道路交通法改正に伴 

う手数料 

イ 使用料・手数料の見直し 

県立総合衛生学院授業料等、栄養士免許手数料等、道路交通法改正に伴う手数料、手数料 

標準政令改正に伴う手数料の改定 

 

② ネーミングライツ 

ア 対象施設の拡充の検討 

［対象施設の追加（４施設）］ 

青野運動公苑、明石公園第２野球場、但馬長寿の郷、県庁芝生広場を新たに対象施設に追 

加（全て最低価格は 100 万円／年） 

※R3.10 月末現在は 56施設を対象に 11施設で契約 

［県政改革方針］ 

① 使用料・手数料 

社会経済情勢の変化や利用者の利便性向上、受益と負担の適正化等の観点から使用料・

手数料の適正化を図る。 

② ネーミングライツ 

対象施設の拡大やスポンサー特典の付与などの柔軟な制度運用により、ネーミングライ

ツの導入を促進する。 

③ 広告収入 

県施設や広報紙、ホームページなど有形無形の資産について、広告媒体として積極的に

活用し、広告収入を確保する。 

④ ふるさと納税 

  ア ふるさとひょうご寄附金 

寄附者の共感と賛同を得て寄附を集める魅力ある事業を検討するとともに、SDGs に資す

る返礼品や事業毎の特典の充実、効果的な広報・PR を展開する。 

イ 企業版ふるさと納税 

企業に兵庫県の地域創生の取組への参画を促す魅力ある対象事業を充実させるととも

に、首都圏等への周知などの効果的な PRを展開する。 
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イ 積極的な営業活動の推進 

(ｱ) 施設関連企業等への PR 

施設近隣の企業や施設に関連のある企業、指定管理者等に対し、導入を引き続き提案 

(ｲ) 金融機関と連携した PR 

金融機関が提供するサービスを活用し、広告掲載等の需要がある企業へのアプローチを 

行うとともにネーミングライツに関心のある企業に対し、金融機関とともに営業活動を実 

施 

ウ 新たな取組の検討 

(ｱ) スポンサー特典の付与の検討 

スポンサー特典の付与によるネーミングライツの魅力向上を検討 

   〔考えられる特典（例）〕 

・パンフレットや自社製品等の PRスペースの設置 

・一般利用者の予約開始に先立ち、優先的に予約できる制度の導入 

・施設入場券の配付や減免制度による無償使用を可能とする制度の導入 

(ｲ) イベント開催を踏まえた短期間の導入の検討 

    全国規模のイベントの開催会場となる県有施設において、会場名の露出が増えるため、大

会終了までの短期間の導入を試験的に実施することを検討（通常は３年以上の契約） 

(ｳ) 企画提案型募集の実施の検討 

    県があらかじめ指定した施設だけでなく、企業等が導入を希望する対象（施設に限定しな

い）を提案する企画提案型の手法を新たに実施することを検討 

 

③ 広告収入 

ア 広告収入による自主財源の確保 

   県庁舎や都市公園内の野球場等における施設等への広告掲載や、県有施設の一部スペース

の民間への貸付などについて、広告媒体の特性に応じた企業に対する PRや、金融機関と連携

した PR などにより、収入確保を推進 

イ 企画提案型募集の実施の検討 

   県があらかじめ指定した広告媒体だけでなく、企業等が導入を希望する対象を提案する企

画提案型の手法を新たに実施することを検討 

 

④ ふるさと納税 

 ア ふるさとひょうご寄附金 

(ｱ) 魅力ある活用事業の検討 

・ふるさと納税の本来の趣旨を踏まえ、寄附者の共感と賛同を得て寄附を集めることがで

きるよう、SDGs の取組を推進する事業など、魅力ある事業を推進 

・寄附目標額に対する達成状況が低調な事業を対象に収入確保計画を策定し、進行管理を 

実施 
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・事業数の増加とともに、寄附が低調な事業も増加していることを踏まえ、事業廃止基準

を設定し、収入確保計画に基づく更なる獲得努力を行ってもなお改善しない事業につい

ては廃止を検討 

(ｲ) 返礼品の充実の推進 

・SDGs に資する農林水産物や地場産品等を積極的に採用するとともに、本県の特徴を活か

した体験型返礼品を追加 

・募集事業におけるイベントへの招待など、寄附の目的が実感され、継続的なつながりに 

よるリピーターの確保を一層推進するため、事業毎の独自返礼品を充実 

(ｳ) PR の取組の推進 

・各事業に関連する団体や個人への広報、イベント等と連携した PR 等、各プロジェクトの 

実態に応じた効果的な広報・PR を実施し、活用事業の魅力を幅広く発信 

・各部局の主体的な PRの強化に加え、制度全体の PR も多様な広報チャンネルを活用して 

一層強化 

(ｴ) 多様な寄附金の活用 

金融機関が受け取る発行手数料の一部を寄附いただく寄附型私募債を金融機関と提携し 

推進するとともに、遺贈による寄附を希望される方に向けた広報を実施 

イ 企業版ふるさと納税 

(ｱ) 魅力ある事業の充実 

全庁に制度の周知を行い活用促進を行うことで、地域創生に関する兵庫らしく先導的な 

事業の拡充を図る。 

(ｲ) PR の取組の推進 

本県とゆかりのある企業や事業に関連する企業への PR を通じた首都圏等への展開、HP 

等により周知を図る。 
    
【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

【使用料・手数料】 

○使用料・手数料の適正 

 

【ネーミングライツ】  

○新たな取組の検討 

・スポンサー特典の付与 等 

 

【ふるさとひょうご寄附金】 
○魅力ある活用事業の検討 

 

【企業版ふるさと納税】 

○魅力ある活用事業の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

社会経済情勢の変化等を踏まえ、適宜見直し 

実施に向けた検討 等 

寄附の募集、事業の検討 等 

寄附の募集、事業の検討 等 
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    （4）資金管理                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 資金調達 

・中長期的な公債費負担の軽減を図るため、超低金利の市場環境を活かした超長期債の積極的

な活用や投資家ニーズを捉えた機動的かつ弾力的な起債運営により、安定的かつ低利な資金

調達を推進 

・投資家への個別 IR活動を積極的に展開し、新規投資家の確保等による県債引受基盤の更なる

強化を推進するとともに、発行年限の多様化等を通じ、多様な調達手段を確保 

・SDGs の取組の一環として、グリーン化を推進する本県の施策を広く PRし、一層の機運醸成や

施策の推進を図るとともに、県債の購入を通じた投資家の県政への参画を推進するため、本

県初の SDGs 債（グリーンボンド）を発行 

 

② 資金運用 

・金融機関からの一時借入金利子を抑制することを基本とし、安全かつ有利な資金運用を推進 

・債券運用については、満期償還を迎える債券の再投資及びグループファイナンスの活用を基 

本とし、資金状況・金利動向を適切に見極めながら購入を検討 

・果実運用型基金など、事業資金確保等の必要性があるものについては、長期の債券を優先的

に充当することを検討 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

〇安定的かつ低利な資

金調達の推進 

   

 

 

［県政改革方針］ 

① 資金調達 

市場環境や投資家ニーズを捉えた柔軟な起債運営により、安定的かつ低利な資金調達を推

進するとともに、発行年限の多様化や SDGs 債の活用など、多様な調達手段を確保する。 

 

② 資金運用 

「兵庫県及び関連公社等資金運用方針」に基づき、歳計現金の収支状況に留意しつつ、保有

する資金の安全かつ有利な運用を行うとともに、グループファイナンスの積極的な活用など、

市場環境を踏まえた柔軟かつ機動的な資金運用を推進する。 

市場環境・投資家ニーズを捉えた機動的

かつ弾力的な起債運営の推進 
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  （5）債権管理                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 特定債権の回収・整理 

ア 収入未済額の縮減に向けた取組の推進 

   令和元年度～３年度の３年間における債権管理目標の進捗状況を取りまとめ検証するととも

に、令和３年度末の収入未済額が１千万円以上となっている債権を特定債権として指定し、令

和４年度～６年度の３年間における債権管理目標を個別に設定することにより、計画的な収入

未済額の縮減を推進 

 

【特定債権(13 債権)の収入未済額と現年回収率の目標】（単位：百万円） 

区 分 R3 年度目標 【参考】R2 年度実績 

収入未済額 9,050 9,283 

現年回収率 98.5% 99.1% 

 

[目標達成に向けた取組] 

(ｱ) 目標達成に向けた取組の進行管理の実施 

債権管理推進本部の下、各部局の債権管理委員会において、債権管理目標の達成に向けた

取組の推進、収入未済額縮減に有効な債権管理手法の検討を実施 

(ｲ) 債権管理支援チームによる支援 

債権所管課職員の専門的・法的知識の向上や徴収ノウハウの全庁共有を図るため、徴収実

務経験のある講師等を招聘して研修会を開催するとともに日常的な相談助言を実施 

(ｳ) 徴収力の強化 

県税との連携による徴収力強化(強制徴収公債権)、債権回収専門会社への外部委託(私債

権)、施設使用許可の取消し及び物件公売、コンビニ収納の実施等により徴収力を強化 

(ｴ) 債権放棄の実施 

合理的方策を講じても、回収が困難である債権については、条例に基づいて債権を放棄 

（参考：令和２年度債権放棄額 188,605,196 円） 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 特定債権の回収・整理 

債権管理推進本部の下、債権毎の債権管理計画に基づいた債権の回収・整理を推進し、収入

未済額を縮減する。 

 

② 災害援護資金（阪神・淡路大震災分） 

関係各市に対して引き続き債権回収及び免除を進めるよう促すとともに、免除を行っても

なお行方不明など償還困難なケースが残ると見込まれることから、国への貸付原資の償還は

現実に返還があった場合にのみ行うようにする制度変更等を、国に対して要望していく。 
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イ 新型コロナウイルス感染拡大への対応 

   経営状況の悪化等により徴収猶予を行った貸付先の状況をきめ細かく情報収集することによ

り、滞りなく債権回収を推進するとともに、経営支援の充実等により、新たな収入未済額の発

生を抑制 

 

 

② 災害援護資金（阪神・淡路大震災分） 

引き続きの債権回収を関係市に促すとともに、災害弔慰金法及び地方自治法施行令に基づく 

償還免除を関係市が円滑に行うことができるよう連絡調整を密に行う。 

国への貸付原資の償還は現実に返還があった場合にのみ行うようにする制度変更に係る国へ 

の要望については、継続して実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

【特定債権の回収・整理】 

収入未済額の縮減に向けた取組の推進 

○目標達成に向けた取組の進行管理の実施 

R1～3 の目標 

  R4～6 の目標 

 

 

○債権管理支援チームによる支援 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【災害援護資金（阪神・淡路大震災分）】 

○回収・免除の促進 

 

○国への制度変更要望 

 

 

  

 

  

実績取りまとめ・検証 

実績取りまとめ・検証 目標設定 

取組 

取組 

取組 

随時実施 

市から県に対する最終償還期限は

令和 5年 3月末 

- 43 -



  

  （6）県有資産の活用                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 長期保有土地の処理 

   長期保有土地の処理に関する基本方針の下、利活用や売却等計画的な処理と適正管理を推進 

ア 庁内、公社等、地元市町等における利活用の推進 

    各部局局長級で構成する「県有財産等活用推進会議」を活用し、庁舎横断的な利活用や市町等

への売却、譲渡、貸付等を推進 

 

イ 市に長期間貸付している土地の処分の推進 

地元市との土地交換を含めた売却交渉を進めるとともに、民間への売却も検討 

 

ウ 未利用地の有効活用及び販売促進の推進 

  (ｱ) 未利用地の処分を促進するための支援制度 

   a 業務支援制度の継続 

境界確定や登記等、用地売却に必要な業務について、専門的な知識と経験を有する土地開発

公社等による業務支援を実施 

   b インセンティブ制度の復活 

売却の促進が特に必要と認められる土地について、売却のための条件整備が整った時点で土

地鑑定価格の一定割合をインセンティブ予算として部局に配分 

  (ｲ)民間売却等の推進 

入札機会の最大限確保、CATV や市町広報紙等の活用による広報の強化、物件所在地の宅建業 

者への情報提供の拡充、新たな売却物件の確保などにより民間売却処分を促進 

また、次の取組による広報強化を図り、売却等を促進 

a 空き家・空き地情報検索サイトの活用 

不動産情報検索サイトに物件情報を掲載し、兵庫県への移住希望者等に対する広報を強化 

  b 金融機関や地元不動産業者等への物件情報の提供 

金融機関や地元不動産業者、産業団地の立地企業等への物件情報の提供により、土地を探し

ている個人や企業とのマッチングを実施 

 

［県政改革方針］ 

① 長期保有土地の処理 

「長期保有土地の処理に関する基本方針」の下、利活用や売却等計画的な処理と適正管理を 

推進する。 

［処理の基本方針］ 

ア 庁内、公社等での利活用 

イ 地元市町等への売却、譲渡、交換、貸付 

ウ 県、市町等での利活用が見込めない用地は民間売却を基本 

エ 山林のうち、直ちに利活用が見込めない場合は、県有環境林として当面の間適正管理 

オ 地元市町から取得要請等があった用地は、市町と連携して利活用方策の検討を推進 

② 県有環境林の適正管理 

直ちに利活用が見込めない山林について、地元市町との連携の下、適正管理を図りつつ、利活

用方策を検討する。 

③ 地元市町と連携した利活用の推進 

地元市町から取得要請等があった用地など、地元市町との連携を図ることとした用地は、地

元市町と協議調整を積極的に進め、利活用方策の検討を推進する。 

④ 公舎 

公舎について、入居率の動向や地域性等を踏まえ、公舎間の相互利用を図りながら、必要な見

直しを図るとともに、計画的な維持管理を適正に行う観点から、入居料の改定を行う。 
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c 専門家の意見を踏まえた利活用方法の検討 

     宅建業協会、全日本不動産協会、不動産鑑定士等の専門家から意見を求め、効果的な売却手

法や定期借地の可能性等の利活用方法を検討 
 

 

② 県有環境林の適正管理 

直ちに利活用が見込めない山林について、地元市町との連携の下、適正管理を図りつつ、利活用

方策を検討 

 

③ 地元市町と連携した利活用方策検討の推進 

地元市町から取得要請等あった用地など、地元市町と連携を図ることとした用地は、地元市町と

協議調整を積極的に進め、利活用方策の検討を推進 

ア 丹波篠山市小多田用地 

市が文化財及び森づくり演習林としての利活用方策を検討、実施 
 

イ 三田市酒井・畦倉用地 

    市と連携して、地元地区全体の活性化を含めた利活用方策を検討 
 

ウ 丹波市柏原駅南用地 

  市新庁舎整備計画の凍結を受け、地元地区全体の活性化を含めた利活用方策を検討 

 

④ 公舎 

ア 職員公舎 

(ｱ) 行財政構造改革推進方策（H20－H30）に基づき見直しを行った結果、存置することとした 10

公舎 400 戸について、入居率の動向や業務上の必要性、民間住宅の確保が困難などの地域性等

を踏まえ、幹部用公舎との相互利用を図りながら、必要戸数を再検証 

（再検証予定公舎２公舎：加古川・太子（計 56戸）） 

(ｲ) 耐用年数をもって廃止することとしている 4公舎について、入居者の状況等を踏まえ、廃止 

時期の前倒しを再検討 

(ｳ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

  [見直し基準] 

   ・業務上の必要性、地域性（民間住宅確保が困難等）から必要な公舎を存置 

   ・入居率 50%未満、または、築 47年を超える公舎を廃止 

  （参考） 

存置予定公舎（再検証予定公舎を除く８公舎） 

    石屋川・姫路阿成・豊岡五荘・浜坂芦屋・和田山弥生が丘・八鹿円山台･柏原小南・洲本安乎 

   廃止予定公舎（４公舎） 

    白川台・落合・和田山村中・洲本宇原  計 135 戸 

 

    

 

 

  
    

※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数、（  ）は、入居抑制を行っている公舎を除いた入居率 

区 分 H19 H30 
R3 見込 

 
今後廃止予定 
4 公舎除く 

管理戸数（戸） 1,396 692 535 400 

入居戸数（戸） 868 393 342 270 

入 居 率（％） 62.2 
56.8 

(68.1) 
63.9 67.5 
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イ 幹部用公舎 

(ｱ) 入居率の動向や業務上の必要性、民間住宅の確保が困難などの地域性等を踏まえ、必要戸数 

を再検証 

(ｲ) 石屋川、柏原松ノ本、洲本山手の空き部屋を職員公舎として活用し入居を促進 

  (ｳ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

[見直し基準] 

   ・業務上の必要性、地域性（民間住宅確保が困難等）から必要な公舎を存置 

   ・入居率 50%未満、または、築 47年を超える公舎を廃止 
区 分 H19 H30 R3 見込 

管理戸数（戸） 130 102 96 

 うち借上分 31 10 8 
入居戸数（戸） 103 85 77 
入 居 率（％） 79.2 83.3 80.2 

      ※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 

ウ 事業用公舎 

(ｱ) 未入居の公舎は以下の基準等により廃止 

   ・法定耐用年数経過：２年以上未入居で廃止 

   ・法定耐用年数未経過：３年以上未入居で廃止 

(ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

区   分 H19 H30 R3 見込 

健康福祉部 

管理戸数（戸） 15 14 14 

入居戸数（戸） 11 4 6 

入 居 率（％） 71.3 28.6 42.9 

農政環境部 

管理戸数（戸） 48 21 21 

入居戸数（戸） 29 13 15 

入 居 率（％） 60.4 61.9 71.4 

県土整備部 

管理戸数（戸） 49 11 7 

入居戸数（戸） 22 3 2 

入 居 率（％） 44.9 27.3 28.6 

計 

管理戸数（戸） 112 46 42 

入居戸数（戸） 62 20 23 

入 居 率（％） 55.4 43.5 54.8 

※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 

エ 災害待機宿舎 

(ｱ) 発災初動時に迅速化かつ的確な対応を行うため、要員確保に必要な待機宿舎を存置するとと 

もに、適正に維持管理を実施 

  (ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

区 分 H19 H30 R3 見込 

管理戸数（戸） 77 77 77 

入居戸数（戸） 71 62 69 

入 居 率（％） 92.2 80.5 89.6 

※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 
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オ 病院局・企業庁事業用公舎 

(ｱ) 未入居の公舎は以下の基準等により廃止 

   ・法定耐用年数経過：２年以上未入居で廃止 

   ・法定耐用年数未経過：３年以上未入居で廃止 

(ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

区   分 H19 H30 R3 見込 

病院局 
(借上公舎含む) 

管理戸数（戸） 759 905 904 

 うち借上げ分 403 870 883 

入居戸数（戸） 421 747 715 

入 居 率（％） 55.5 82.5 79.1 

企業庁 

管理戸数（戸） 24 11 11 

入居戸数（戸） 16 9 9 

入 居 率（％） 66.7 81.8 81.8 

※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 

カ 教職員公舎 

(ｱ) 行財政構造改革推進方策（H20－H30）に基づき見直しを行った結果、存置することとした 37 

公舎 390 戸について、入居率の動向や業務上の必要性、民間住宅の確保が困難などの地域性等 

を踏まえ、必要戸数を再検証 

(ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

[見直し基準] 

   ・業務上の必要性、地域性（民間住宅確保が困難等）から必要な公舎を存置 

   ・法定耐用年数である築後 47 年を超える公舎から見直しを行い、計画的に廃止 

区 分 H19 H30 
R3 見込 

 
今後廃止予定 
公舎除く 

管理戸数（戸） 1,000 470 451 390 

入居戸数（戸） 743 339 317 264 

入 居 率（％） 74.3 72.1 70.3 67.7 

   ※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 

キ 教育委員会事業用公舎 

(ｱ) 未入居の公舎は以下の基準等により廃止 

  ・法定耐用年数経過：２年以上未入居で廃止 

  ・法定耐用年数未経過：３年以上未入居で廃止 

(ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

区 分 H19 H30 R3 見込 

管理戸数（戸） 64 18 17 

 うち借上分 0 0 1 

入居戸数（戸） 48 16 10 

入 居 率（％） 75.0 88.9 58.8 

        ※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 
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ク 警察待機宿舎 

(ｱ) 大規模災害発生時の初動措置に必要な待機宿舎を存置することとし、管理戸数の削減を実施 

（令和４年度中に８棟 149 戸を廃止予定） 

 (ｲ) 入居料を改定し計画的な維持管理を適正に行う財源を確保 

区 分 H19 H30 
R3 見込 

① 

R4 見込 

② 
②－① 

管理戸数（戸） 1,592 1,017 946 797 △149 

入居戸数（戸） 1,046 570 426 － － 

入 居 率（％） 65.7 56.0 45.0 － － 

※管理戸数・入居戸数は年度末の戸数 

※待機宿舎には独身寮は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○未利用地の有効活用及び販売 

促進の推進 

 

○民間売却等の推進 
 

   

【公舎】 

○職員公舎 

 

 

・ 必要戸数の再検証 

・ 廃止時期の前倒し検討 

・ 入居料の改定（R4.4.1～） 

  

 

○幹部用公舎 

 

・必要戸数の再検証 

・職員公舎との共同斡旋 

・入居料の改定（R4.4.1～） 

  

 

○教職員公舎 

 

・必要戸数の再検証 

・入居料の改定（R4.4.1～） 

  

 

○警察待機宿舎 

 

・耐震判定 D・E の宿舎の廃止 

・入居率 50％未満の宿舎の廃止 

・入居料の改定（R4.4.1～） 

 
 

 

 

R4 予算で実施 R5 予算で実施 R6 予算で実施 
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 ３ 公営企業、公社等の運営                             

（1）企業庁                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 経営改革の推進 

「新・企業庁経営ビジョン」及び「企業庁総合経営計画」に基づき、各事業の黒字を目指し 

つつ、自律、安定した経営改革を推進する。 
 

② 地域整備事業 

   ア 分譲の推進 

まちの熟成を踏まえ、各地域の特性を活かしつつ、地元市町との連携や民間手法の積極 

的活用による、機動的・戦略的な企業誘致や、テレワークなどポストコロナ社会を見据え 

た宅地分譲を推進する。 

住宅用地の民間事業者への一括売却制度の拡充など、新たな分譲活性化方策を推進す 

る。 

イ 事業進度調整地 

県民・企業ニーズや事業採算性等を考慮の上、関係部局や地元自治体等の理解と協力を 

得ながら、その利活用を検討する。 

検討にあたっては、全庁的な検討会議を開催するなど幅広く検討する。 

ウ 地域整備事業の在り方 

地域整備事業の長期収支見込や、まちの熟成など地域整備事業の状況等を見定めて、今 

後の在り方を検討する。 

今後も安定的な企業債償還が可能となるスキームを、一般会計と企業会計の貸借関係の 

整理とあわせて進めていく。その際、企業債償還の本格化に伴う今後の地域整備事業会計 

の資金残高の状況を踏まえ、一般会計からの償還を優先的に実施する。 
 

③ 水道用水供給事業・工業用水道事業 

「アセットマネジメント推進計画」に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、水道用 

水・工業用水の安定供給を図るとともに、水道事業については、県内水道事業体の広域連携 

等の取組を推進する。 
 

④ 地域創生整備事業 

地域の振興、県民福祉の向上に向け、独立採算を維持しながら、健康、環境、観光、教育、 

産業、都市再生などの分野について、ポストコロナの産業動向等を見据え、新たな取組を推 

進する。 
 

 ⑤ 青野運動公苑 

新たな利用者確保に向けた取組の推進などにより、健全経営を確保する。 
 

⑥ 一般会計との貸借関係 

長期収支を踏まえつつ、一般会計と企業会計の貸借関係の整理を進める。その際、企業債償

還の本格化に伴う今後の地域整備事業会計の資金残高の状況を踏まえ、一般会計からの償還

を優先的に実施する。 
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（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 経営改革の推進 

「新・企業庁経営ビジョン」及び「企業庁総合経営計画」に基づき、効果的かつ効率的な事業 

推進体制を確保し、自立・安定した健全経営を推進する。 

 

② 地域整備事業 

民間ノウハウの導入を積極的に進め、まちの熟成を目指し、各地域の特性を活かしつつ、企業 

立地や、テレワークなどポストコロナ社会を見据えた宅地分譲を推進する。 

ア 既開発地区の分譲推進 

(ｱ) 播磨科学公園都市 

・超小型 EV や MaaS 等を活用した持続可能な次世代モビリティサービスの社会実装に向け

た実証実験の実施 

・企業誘致サポーターや企業誘致成約報奨金制度など民間活力の積極的な活用により分譲

を推進 

・ポストコロナ社会を見据え、テレワーク実施者や若年世帯を呼び込むための取組を推進 

(ｲ) 潮芦屋 

・企業庁管理護岸の嵩上げ工事等防災対策を推進 

・芦屋市と連携し住宅用地等の分譲を推進 

(ｳ) 神戸三田国際公園都市 

・商業施設の整備や現地案内会の開催等により、まちの魅力向上と PR を推進 

・各種インセンティブ制度等の活用、ポストコロナ社会を見据えた住宅需要の取り込みに

より分譲を推進 

(ｴ) 淡路津名地区 

・「あわじ環境未来島構想」の推進や公共岸壁を備えた広大な用地を擁していることなど、

地域特性を生かして企業誘致を推進 

・企業誘致サポーターや企業誘致成約報奨金制度など民間活力の積極的な活用により分譲

を推進 

［分譲計画］                            （単位：ha） 

地 区 

分譲計画 

面積 

① 

R3 年度末 

分譲済見込 

面積② 

R4 年度 

分譲計画 

面積③ 

分譲計画面積に 

対する分譲進捗率 

(②＋③)/① 

潮芦屋 92 89 3 99% 

神戸三田国際公園都市 266 262 1 99% 

播磨科学公園都市 237 199 2 85% 

淡路津名地区 151 125 4 86% 

合 計 745 675 9 92% 

   ※分譲面積は定期借地面積等を含む。 

   ※四捨五入等のため、合計と合致しない場合がある。 
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イ 事業別収支見込                         （単位：億円、税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。 

③ 水道用水供給事業・工業用水道事業 

  ア 水道用水供給事業 

・市町等に対し、広域的に、安全・安心な水道用水を安定的に供給 

区 分 R3 年度当初 R4 年度計画 

給水量(㎥/日) 414,530 417,850 

・企業債の計画的償還、新規発行債の抑制により企業債残高を縮減 

区 分 R3 年度末 R4 年度末 

企業債残高(億円) 200 174 

・アセットマネジメント推進計画に基づき、老朽施設の計画的な更新や耐震化を推進 

（播磨支線老朽管更新工事等） 

・危機管理に関するマニュアルの不断の見直しや実践的な訓練の実施 
 

［事業別収支見込］                    （単位：億円、税込）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。 
 

イ 工業用水道事業 

・新規受水企業の開拓等により料金収入を確保し、健全経営を維持 

 区 分 R3 年度当初 R4 年度計画 

給水量(㎥/日) 643,253 645,433 

・企業債の計画的償還、新規発行債の抑制により企業債残高を縮減 

区 分 R3 年度末 R4 年度末 

企業債残高(億円) 59 50 

・アセットマネジメント推進計画に基づき、老朽施設の計画的な更新や耐震化を推進 

（制水弁設置工事等） 

・危機管理に関するマニュアルの不断の見直しや実践的な訓練の実施 

区  分 R3 年度当初 
① 

R4 年度計画 
② 

増 減 
③(②－①) 

収益的収支 

収 入 
（うち分割による未収額等） 

16  
(2) 

54  
(2) 

38  
(0) 

支 出 
（うち土地売却原価等） 

15  
(7) 

47  
(34) 

32  
 (27) 

当期損益 1  7  6  

資本的収支 

収 入 6  28  
 
 
 
 

支 出 
（うち企業債償還金） 

30  
(4) 

54  
(28) 

差 引 △24  △26  

区  分 
R3 年度当初 

①  
R4 年度計画 

② 
増 減 

③(②－①) 

収益的収支 

収 入 
（うち長期前受金戻入） 

156  
(12) 

157  
 (12) 

1  
(0) 

支 出 
（うち減価償却費等） 

136  
(59) 

143  
(59) 

7  
(0) 

当期損益 20  14  △6  

資本的収支 

収 入 51  4  
 
 
 
 

支 出 
（うち企業債償還金） 

99  
(30) 

52  
(27) 

差 引 △48  △48 
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［事業別収支見込］                      （単位：億円、税込） 

区  分 
R3 年度当初 

①  
R4 年度計画 

② 
増 減 

③(②－①) 

収益的収支 

収 入 
（うち長期前受金戻入） 

41  
(4) 

41  
(4) 

0  
(0) 

支 出 
（うち減価償却費等） 

33  
(16) 

35  
(16) 

2  
(0) 

当期損益 8  6  △2  

資本的収支 

収 入 1  0   
 
 
 

支 出 
（うち企業債償還金） 

21  
(9) 

15  
(9) 

差 引 △20  △15  

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。 
 

④ 地域創生整備事業 

  ア 新たな産業団地の整備 

   ひょうご情報公園都市の未開発区域で、ひょうご情報ハイウェイ（20Gbps の専用光回線）を

活用できるというメリットを生かしたデジタル時代にふさわしい産業の立地を目指し、三木市

と連携して新たな産業団地を整備 

 

イ 神戸・三宮東再整備事業への参画（雲井通５丁目再開発株式会社への参画） 

   三宮東再開発（Ⅰ期）事業の進捗に合わせ、企業庁保有床の具体的な活用策を検討 

 

ウ 事業別収支見込                      （単位：億円、税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんする。 
 

⑤ 青野運動公苑 

・ゴルフコース、テニスコート、スポーツホテル、グラウンド・ゴルフ場を有する青野運動公

苑の運営により、県民のスポーツニーズに応え、北播磨地域の振興に寄与 

・新型コロナウイルス感染症防止に配慮しつつ、ゴルフコースにおけるインターネット予約体

制の強化等により、利用者数の増加に向けた取組を推進 
 

[利用者数]                          

 区  分 R3 年度当初 R4 年度計画 

利用者数(千人) 74.5 72.3 
 

[基本納付金]  

区  分 R3 年度当初 R4 年度計画 

企業庁への基本納付金(百万円) 18 18 
 

 

区  分 
R3 年度当初 

① 
R4 年度計画 

② 
増 減 

③(②－①) 

収益的収支 

収 入 46  17  △29  

支 出 
（うち土地売却原価等） 

43  
(42) 

9  
 (8) 

△34  
(△34) 

当期損益 3  8  5  

資本的収支 

収 入 4  6  
 
 
 
 

支 出 
（うち企業債償還金） 

9  
(0) 

7  
(0) 

差 引 △5 △1  
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⑥ 一般会計との貸借関係 

令和６年度以降の地域整備事業会計の企業債償還の本格化等を踏まえ、令和３年度から段階的

に貸借関係の精算を行っていく。 

具体的には、当面の間は県債管理基金を活用し、企業債の償還を一般会計が引き受ける。 

 

■企業庁地域整備事業会計の企業債償還額                  （億円） 

区 分 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

一般会計による企

業債償還引受 
4 4 10    

 

 

※企業庁総合経営計画の計画期間である令和５年度までを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

 
 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○一般会計との貸借関 

係の整理 

   

 

貸借関係の段階的な解消 

県財政や地域整備事業会計の資金の

状況を踏まえて、順次精算 
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  （2）病院局                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 経営改革の推進 

ア 令和４年度の経営状況 

はりま姫路総合医療センターの開院に伴う患者調整等により一時的な収支悪化が見込まれる 

が、新型コロナウイルス感染症対応と通常医療との両立を図りながら、民間コンサルを活用し 

た経営再生本部など、各病院と病院局が一体となった経営改善を推進し、持続可能な経営の確 

保に努める。 

  イ 収益の確保 

    地域医療機関とのより緊密な連携の推進による患者の受入れ促進や、高度医療機器等の有効 

活用、各種加算の取得、平均在院日数の適正化等の推進により収益の確保に努める。 

  ウ 費用の抑制 

(ｱ) 給与費 

    はりま姫路総合医療センターの開院など診療機能拡充に伴う医師・看護師等の増員がある

が、患者の受入れ促進等による収益の確保を図り、医業収益に対する給与費比率の抑制に努

める。 

  (ｲ) 材料費 

    信頼性の高いベンチマークシステムを活用した薬品及び診療材料等の価格交渉や後発医薬

品の使用拡大等により、医業収益に対する材料費比率の抑制に努める。 

  (ｳ) 経費 

    はりま姫路総合医療センターの開院等により増加するが、委託業務の範囲・内容等の見直

しを行うとともに、高額医療機器の保守・点検一括契約等による費用抑制を図り、医業収益

に対する経費比率の抑制に努める。 

［行財政運営方針］ 

① 経営改革の推進 

「第４次病院構造改革推進方策」に基づき、地域医療機関との連携強化等による収入の確 

保、診療材料費の削減等による費用の抑制などに取り組む。 

病院事業全体での黒字経営に向けて、新型コロナウイルス感染症対応と通常医療との両立 

を図りながら、経営再生本部など、各病院と病院局が一体となった経営改善を推進し、持続 

可能な経営の確保に取り組む。 

 

② より良質な医療の提供 

ア 県立病院の新型コロナウイルス感染症対策 

感染症指定医療機関を中心に、重症者を含む新型コロナウイルス感染症患者の積極的な 

受け入れに全力で取り組むとともに、課題等については十分に検証し、それらを基に病院 

運営における必要な見直しを行う。 

イ 診療機能の高度化・効率化 

計画的な建替整備等により、診療機能の高度化・効率化を推進する。 

ウ 再編・ネットワーク化 

地域医療構想調整会議の議論等を踏まえ、必要な診療機能の見直し等を実施するととも 

に、ICT 等の活用により、他の医療機関との情報ネットワーク化や遠隔診療を推進する。 

 

③ 運営体制・基盤の確保 

政策医療の安定的かつ継続的な提供、新病院整備に伴う診療機能の高度化等に対応するた 

め、医師確保対策、看護師確保対策の取組を推進する。 
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② より良質な医療の提供 

ア 県立病院の新型コロナウイルス感染症対策 

・「新型コロナウイルス感染症拠点病院」である加古川医療センター、「新型コロナウイルス感

染症重症等特定病院」である尼崎総合医療センターを中心に重症者対策を強化 

・第二種感染症指定医療機関の指定を受けている丹波医療センター、淡路医療センターをはじ

め、その他の病院でも地域の医療体制の状況等を踏まえ患者受入等を実施 

・中和抗体医薬品などの新たな治療法の導入等にあたり、必要に応じて体制等の見直しを実施 
 

イ 診療機能の高度化・効率化 

・「兵庫県保健医療計画」で定められた各病院の役割及び地域の医療連携体制を踏まえ、高度専

門医療を提供 

・計画的な建替整備等の推進 

病院名 種別（整備場所） 取組内容 

はりま姫路総合医療センター 

（旧姫路循環器病センター） 

※製鉄記念広畑病院との統合 

統合再編整備 

(姫路市神屋町) 
開院（令和４年５月１日予定） 

西宮病院 

※西宮市立中央病院との統合 

統合再編整備 

（西宮市津門大塚町） 

基本・実施設計、建設工事 

※令和７年度開院予定 

がんセンター 

※建替整備 

建替整備 

（明石市北王子町） 

基本・実施設計 

※令和７年度開院予定 
 

ウ 再編・ネットワーク化 
・各圏域で行われる地域医療構想調整会議の議論等を踏まえ、県立病院間及び他の医療機関と

の連携強化、医療機能の分化、必要な診療機能の見直し等を実施 
・ICT を活用した地域医療ネットワークシステムへの参画や、インターネットテレビ会議シス

テムを活用した症例検討の充実を推進 
・医療情報システムを活用し、他の医療機関との遠隔診療や、県立病院間の遠隔画像診断を実  
施 

 
③ 運営体制・基盤の確保 
ア 医師確保対策の推進 

優秀な若手医師の確保・育成及び地域偏在や特定診療科での医師不足に対応するため、県立 
病院群のスケールメリットを活かした研修制度や研修基盤の充実を図るとともに、医師修学資 
金制度の実施や医師にとって魅力的な環境整備等を推進する。 
 

  イ 看護師確保対策の推進 
新病院整備や診療機能の高度化に対応するため、看護師採用試験の環境整備や修学資金制度 

の実施等による安定的な看護師確保に努めるとともに、キャリア支援や離職防止等のため、認 
定看護師養成派遣制度や他の県立病院への長期研修制度の実施など、魅力ある環境の整備を進 
める。 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○経営改善等の取組 

 

 

 

○県立病院の建替整備の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本・実施設計 

実施設計 

【はりま姫路総合医療センター（開院（R4.5.1 予定）】

【西宮病院と西宮市立中央病院の統合再編新病院】 

コロナ対応と通常医療との両立 

経営再生本部の取組推進 

【がんセンター】 

第４次病院構造改革推進方策に基づく取組の推進 

建設工事 

建設工事 

- 55 -



  

  （3）流域下水道事業                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 持続可能な事業運営の推進 

ア 施設更新・維持管理の実施 

(ｱ) 施設更新 

「ひょうごインフラ・メンテナンス 10 箇年計画」に基づき、経過年数や劣化の状況を踏ま 

え、必要性・緊急性の高い施設から計画的かつ最新技術を活用した施設更新を行うとともに、 

施設の長寿命化を推進する。併せて、地震時の機能停止リスクの低減を実施する。 

［令和４年度の計画（主な工事）］： 加古川上流 重力濃縮設備改築工事 

揖保川     自家発電設備改築工事 

(ｲ) 維持管理 

省エネ機器の導入により電力等の使用量や維持管理費の削減を進め、運営のさらなる効率 

化を図る。 

[令和４年度の計画（主な導入機器）：武庫川上流 送風機機械設備] 

イ 要望活動の継続的な実施 

   国提案（夏・冬）や、日本下水道協会定時総会・下水道事業促進全国大会の開催に合わせた 

  要望活動を実施する。 

 

② 自立・安定的な経営の確保 

令和５年度に予定している経営戦略の見直しに向け、現行経営戦略の課題抽出や実績値を踏 

まえた将来事業費の試算などについて、検討を行う。 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

〇持続可能な事業運営

の推進 

 

 

〇経営戦略の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 持続可能な事業運営の推進 

ア 施設更新・維持管理については、経営戦略等の計画を踏まえ、計画的・効率的に推進する。 

イ 国提案や下水道協会要望などの機会を最大限に活用した要望活動の継続的な実施により、 

必要な予算の確保につなげる。 
 
② 自立・安定的な経営の確保 

経営戦略の中間年度となる令和５年度に、事業費等の見直しを実施する。 

・年度毎の施設更新・設備導入について計画的に実施 

・国提案や下水道協会の要望活動の継続的な実施 

・現行経営戦略の課題抽出 

・将来事業費の試算 

 

経営戦略の見直し 
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  （4）公社等                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 公社等のあり方の見直し 

ア 見直しの目的 

  (ｱ) 県は、県民ニーズ、民間活力の積極的活用や民間との役割分担を踏まえ、公社等を活用す

る必要性や関与のあり方について見直し、財政支出や人的支援の適正化を図る。 

  (ｲ) 公社等は、社会経済情勢の変化や県民ニーズ等を踏まえ、執行体制や事業の見直しなど、

今後のあり方を検証し、より効率的・効果的に事業を推進する。 

イ 見直しの視点 

(ｱ) 県が公社等を活用する必要性 

県が施策を実施する上で、県直執行と比較した事業実施における効率性、公社等の専門性 

の活用、民間事業者等での代替性等、公社等の必要性について見直し 

(ｲ) 公社等への県の関与のあり方の見直し 

公社等を活用する事業の見直しに伴い、人的支援、財政支出を点検するなど、公社等への 

県の関与について見直し 

 

(ｳ) 公社等のあり方の検証 

公社等において事業の必要性や今後の事業見込み、経営の持続性、業務運営の効率性等の 

観点から、今後のあり方を検証 

 
 

［県政改革方針］ 

 ① 公社等のあり方の見直し 

   社会経済情勢の変化や県民ニーズ、民間活力の積極的活用や民間との役割分担を踏まえ、

公社等が担う行政サービスの必要性を検証し、県の公社等に対する財政支出や人的支援の適

正化を図るため、公社等のあり方について存廃も含めてゼロベースで見直しを行う。 

 

② 公社等の運営の見直し 

   引き続き存続する公社等においても、真に遂行すべき事業に重点化を図るとともに、執行

体制等を見直し、運営の更なる効率化を図る。また、運営の透明性の向上に向けた取組を推

進する。 

  ア 経営の安定化 

安定した経営を維持するため、執行体制や事業の見直しなど運営の合理化・効率化を推

進する。 

  イ 職員数の見直し 

環境の変化や、公社等の職員構成等の個別事情等を踏まえ、職員を適正に配置する。 

  ウ 給与の見直し 

県の取組を踏まえつつ、公社等の経営状況等に応じて適宜適切に見直しを行う。 

エ 県財政支出の見直し 

県からの委託、補助事業等の検証や指定管理施設の原則公募化、事業の重点化等により、

公社等への県財政支出の見直しを行う。 

  オ 運営の透明性の向上 

    情報公開や契約手続の適正化を徹底するとともに、監査体制の強化など経営の透明性の

向上を図る。 

 

③ 第三者委員会による点検・評価 

外部有識者等で構成する第三者委員会において、専門的見地から公社等の今後のあり方等

について、指導・助言等を行う。 
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ウ 見直しの進め方 

・令和３年度中に第三者委員会において見直しの視点や進め方等を整理の上、各部局において

今後の公社等のあり方について検討 

・部局の検討結果を踏まえ、令和４年度に第三者委員会においてヒアリング等を実施し、公社

等について存廃も含めた委員会の意見を聴取 

・第三者委員会の意見聴取に基づき、全ての公社等について、「廃止」「統合」「自立・民営化」 

「存続」の方針を決定 

 

② 公社等の運営の見直し 

引き続き存続する公社等においても、真に遂行すべき事業に重点化を図るとともに、執行体制

等を見直し、運営の更なる効率化を図る。また、運営の透明性の向上に向けた取組を推進する。 

ア 経営の安定化 

安定した経営を維持するため、執行体制や事業の見直しなど運営の合理化・効率化を推進す

る。 

イ 職員数の見直し 

環境の変化や、公社等の職員構成等の個別事情等を踏まえ、職員を適正に配置する。 

ウ 給与の見直し 

県の取組を踏まえつつ、公社等の経営状況等に応じて適宜適切に見直しを行う。 

エ 県財政支出の見直し 

県からの委託、補助事業等の検証や指定管理施設の原則公募化、事業の重点化等により、公

社等への県財政支出の見直しを行う。 

オ 運営の透明性の向上 

情報公開や契約手続の適正化を徹底するとともに、監査体制の強化など経営の透明性の向上

を図る。 

 

③ 第三者委員会による点検・評価 

外部有識者等で構成する第三者委員会において、専門的見地から公社等の今後のあり方等につ 

いて、指導・助言等を行う。 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

〇公社等のあり方

の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針に基づき取組を推進 公社等のあり方をゼロベースで 

見直した上、今後の方針を決定 
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  （5）兵庫県公立大学法人                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 魅力ある大学づくりの推進 

ア 第二期中期目標の達成に向けた取組の推進 

兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の２大学がそれぞれの特色を生かしつつ、相乗効 

果を発揮できるよう、円滑な運営を推進する。 

イ 兵庫県立大学 

(ｱ) 教育・研究充実のための大学改革の推進 

     県が策定した第二期中期目標の達成を目指し、大学改革を推進 

a 国際商経学部、社会情報科学部の開設・運営（H31.4 開設） 

         平成 31 年４月に組織改編のあった学部を完成年次まで着実に運営 

b 大学院改革の推進（社会科学研究科、理学研究科、情報科学研究科の開設）（R3.4 開設） 

         令和３年４月に統合・再編した大学院を完成年次まで着実に運営 

［県政改革方針］ 

① 魅力ある大学づくりの推進 
ア 第二期中期目標の達成に向けた取組の推進 

兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の２大学がそれぞれの特色を生かしつつ、相乗 
効果を発揮できるよう、円滑な運営を推進する。 
 

イ 兵庫県立大学 
(ｱ) 教育・研究充実のための大学改革の推進 

平成 31 年４月に再編した学部、令和３年４月に統合・再編した大学院を完成年次まで 
着実に運営するほか、姫路工学キャンパスの整備や新型コロナの影響を踏まえた教育改革 
などを推進し、教育・研究の充実を図る。 

(ｲ) 産学官連携など社会貢献の充実強化 
新長田のリカレント拠点の整備など社会貢献機能強化に向けた取組を推進する。 

 
ウ 芸術文化観光専門職大学 
(ｱ) 芸術文化及び観光の双方の視点を活かした教育・研究の推進 

令和３年４月に開設した教育課程を完成年度まで着実に運営するため、中期目標・中期 
計画に定める取組を推進し、地域に根ざした教育研究活動を展開する。 

(ｲ) 大学を核とした地域連携による社会貢献の推進 
      地域の企業・団体、行政、地域住民等多様な主体と協働しながら貢献に関する取組を推 

進する。 
 
② 自律的、効率的な管理運営体制の確保 
ア 一法人複数大学制による運営の実施 

両大学の情報共有や経営資源の相互利用などの連携を進め、教育・研究・社会貢献の各分 
野における高度化や相乗効果を発揮させる。 

イ 大学の魅力向上に向けた戦略的な運営体制の確保 
     理事長、学長の連携を強化しながら、大学の魅力向上に向けた戦略的な経営を、設置者で 

ある県と密接に連携しながら推進する。 
ウ 教職員の適正配置の推進 

計画的な定員管理を進める中で、新陳代謝や質向上を図り、大学改革等に必要な人材を確
保し適正に配置する。また、人員配置の適正化や教職員の任用形態の多様化の検討を行う。 
エ 持続可能な財務構造の維持 

設置者である県からの運営交付金等の算定基準に基づく適切な財務管理を行うとともに、 
大学としても共同研究や受託研究など自主財源の獲得に積極的に取り組み、持続可能な財務
構造を維持する。 
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c 姫路工学キャンパスの整備 

       狭隘化、老朽化が顕著な姫路工学キャンパスについて、最先端工学研究、産学連携及び

地域支援の拠点として機能の向上を図るため、計画的に建替 
 

(ｲ) 産学官連携など社会貢献の充実強化 

a 研究基盤の産業利用促進 

    ニュースバル等の研究基盤を活用した産業支援や産学共同研究を促進 

b 新長田南地区におけるリカレント教育等拠点の整備 

社会人のリカレント教育や産学連携のインキュベーション機能を持つ拠点の検討を実施 
 

ウ 芸術文化観光専門職大学 

(ｱ) 芸術文化及び観光の双方の視点を活かした教育・研究の推進 

       令和３年４月に開設した教育課程を完成年度まで着実に運営 

(ｲ) 大学を核とした地域連携による社会貢献の推進 

       中期目標・中期計画に定める地域貢献に関する取組を推進 
 

② 自律的、効率的な管理運営体制の確保 

ア 一法人複数大学制による運営の実施 

法人として２大学がそれぞれの特色を生かしつつ、相乗効果を発揮できるよう円滑に運営 
 

イ 大学の魅力向上に向けた戦略的な運営体制の確保 

   (ｱ) 戦略的な法人経営体制の整備 

理事長のリーダーシップのもと、戦略的な法人経営を行う体制を推進 

(ｲ) 戦略的広報の展開によるブランドの構築と知名度の向上 

記者会見を定期的に開催するなど、ターゲットに応じて効果的に教育研究成果等の情報発 

信を行い、大学の知名度向上やブランドを構築 
 

ウ 教職員の適正配置の推進 

計画的な定員管理を進める中で、新陳代謝や質向上を図り、教職員の任用形態の多様化の 

検討を行いながら、大学改革等に必要な人材を確保 
 

エ 持続可能な財務構造の維持 

   (ｱ) 効率的経営の推進 

経営資源の重点配分 

外部資金の間接経費等を活用した先導的・創造的な研究への重点配分の実施など 

(ｲ) 自立的経営の推進 

競争的研究資金等への積極的な申請による外部資金の獲得 

競争的研究資金や公募型研究事業へ積極的申請、採択率の向上 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

〇第二期中期目標・中 

期計画 

(H31.4～R7.3)の検 

証・見直し 

〔3年経過の見直し〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

業務全般の検証 

（必要に応じ中期目標・中期計画の見直しを実施） 
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  Ⅱ 行政運営 
 

１ 組織                                      

（1）本庁                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 部の体制の見直し 

特定分野を担当する部長について、所掌範囲と責任の所在を明確にし、組織の長としてより一 

層迅速かつ的確に政策立案・政策決定を行える体制を構築するため、部制条例で規定する「部」 

に再編し、本庁５部体制から 12 部体制へと移行する。また、部長のマネジメント強化策として、 

部長を補佐する職として次長を設置する。 

 

② 局・課室 

  ア 局体制の見直し 

   業務の性質上必要な場合は、部の下に「局（室）」を設置する。 

  イ 課室体制の見直し 

多様化・複雑化する行政課題に的確かつ迅速に対応するとともに、総務事務等を集中的に処

理できる効率的な規模として 20～30 名程度での課の大括り化を実施する。また、各部の政策立

案・調整機能の向上に向け、見直し後の本庁各部に総務担当課を設置し、総務機能を強化する。

その他、施策推進に応じ、必要な課室の新設・再編を行う。 

 

 

［県政改革方針］ 

① 部 

政策課題への的確な対応、所掌範囲と責任の所在の明確化、施策の効率的・効果的な執行 

が図られる部の体制とするため、特定分野を担当する部長の職を廃止し、部制条例で規定す 

る「部」に再編し、本庁５部体制から 12部体制へと見直す。 

② 局・課室 

部長を中心とする責任体制を構築し、責任所在の明確化と柔軟に課題対応する仕組みづく 

りとして「部-課」制を基本としつつ、必要に応じて部の下に「局（室）」を設置する。 

また、臨時的又は時限的な行政課題に柔軟かつ効率的に対応するために設置しているタス 

クフォースは、進捗に応じて整理・見直しを図る。 

ア 局 

業務の性質上必要な場合は、部の下に「局（室）」を設置する。 

  イ 課室 

(ｱ) 多様化・複雑化する行政課題に的確かつ迅速に対応するとともに、総務事務等を集中

的に処理できる効率的な規模となるよう課室の大括り化を実施する。 

(ｲ) ボトムアップ型県政の推進には、各部の政策立案・調整機能の向上が必要であること

から、見直し後の各部に総務担当課を設置し、総務機能を強化する。 

(ｳ) その他、政策課題への適切な対応を図るため、施策推進に応じて、新設・再編を行う。 

③ 本部体制 

横断的な政策課題に柔軟かつ機動的な対応を図るため、本部体制を積極的に活用しつつ、 

必要性の低下した本部は見直し（統合、再編、廃止）を図る。 
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③ 本部体制の活用・見直し 

横断的な政策課題に柔軟かつ機動的な対応を図るため、引き続き、本部体制を積極的に活用し 

つつ、必要性の低下した本部は見直し（統合、再編、廃止）を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○本庁５部体制の見直し  

新体制へ移行 

 

新体制への移行後の 

課題検証等 

 

 

 

R3 年 4 月 

【５部】 

 R4 年 4 月 

【12 部】 

企画県民部 

 総 務 部 
 企 画 部 
 財 務 部 

県民生活部 
危機管理部 

健康福祉部 
 福 祉 部 
 保健医療部 

産業労働部 
 

産業労働部 
再編 

農政環境部 
 農林水産部 

環 境 部 

県土整備部 
 土 木 部 
 まちづくり部 

［見直しのイメージ（12部体制）］ 

 

※新たな部の名称は仮称 
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（2）地方機関                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 県民局・県民センター組織の見直し 

ア 県民局・県民センター体制の継続 

現地解決型の総合事務所体制として、引き続き、県民局・県民センター体制を基本とし、市

町行政体制の進展や地域の実情等を踏まえつつ、地域課題に総合的かつ的確に対応できる体制

を引き続き推進する。なお、本庁５部体制の見直しを踏まえ、県民局・県民センター体制のあ

り方について、今後、見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 県民局・県民センター組織の見直し 

ア 現地解決型の総合事務所体制としての県民局・県民センター体制を基本とし、市町行政 

体制の進展や地域の実情等を踏まえつつ、地域課題に総合的かつ的確に対応する体制とす 

る。 

なお、本庁５部体制の見直しを踏まえ、県民局・県民センター体制のあり方について、 

今後、見直しを検討する。 

イ 阪神南県民センターと阪神北県民局については、「阪神南県民センター・阪神北県民局の 

統合方針」に基づき「阪神県民局」としての統合に向け取り組んできたが、本県の財政状況 

やコロナ禍による働き方の変革などを踏まえ、伊丹庁舎の整備及び阪神県民局としての統 

合は一旦凍結し、「阪神県民局」としての統合は、これまでの統合方針やコロナ禍に起因す 

る社会環境の変化等も踏まえながら、県民局・県民センター体制の今後の見直しの中で検 

討する。 

ウ 県民局・県民センターの各事務所については、地域の特色を活かした施策の推進、効率 

的・効果的な県民サービスの提供、業務の専門性・機動性の向上等が図られる体制とする。 

なお、県民局・県民センター体制の見直しに合わせ、人口減少、広域課題への対応なども

踏まえた見直しを検討する。 

 

② その他地方機関 

ア 特定の行政課題に的確に対応できるよう、効果的・効率的な県民サービスの提供、業務の 

専門性・機動性の向上等が図られる体制とする。 

イ 中核市への児童相談所の移管の働きかけや、こども家庭センターの新たな一時保護所の

整備、中央こども家庭センターの現地建替、移転については、引き続き検討する。 
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イ 阪神南県民センターと阪神北県民局の統合 

「阪神南県民センター・阪神北県民局の統合方針」に基づく統合に向け取り組んできたが、

本県の財政状況やコロナ禍による働き方の変革などを踏まえ、伊丹庁舎の整備及び阪神県民局

としての統合は一旦凍結し、「阪神県民局」としての統合は、これまでの統合方針やコロナ禍に

起因する社会環境の変化等も踏まえながら、県民局・県民センター体制の今後の見直しの中で

検討する。 

ウ 県民局・県民センター各事務所 

地域の特色を活かした施策の推進、効率的・効果的な県民サービスの提供、業務の専門性・

機動性の向上等が図られる体制とする。なお、県民局・県民センター体制の見直しに合わせ、

人口減少、広域課題への対応なども踏まえた見直しを検討する。 

 

② その他地方機関 

特定の行政課題に的確に対応できるよう、効率的・効果的な県民サービスの提供、業務の専門

性・機動性の向上等が図られる体制を推進する。 

特に、増加が懸念される児童虐待について、迅速で速やかな対応の強化が必要となっているこ 

とを踏まえ、中核市への児童相談所の移管の働きかけや、こども家庭センターの新たな一時保護 

所の整備、中央こども家庭センターの現地建替、移転については、引き続き検討する。 
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（3）教育委員会                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 本庁 

「ひょうご教育創造プラン」を着実に推進させるため、多様な教育課題等に効率的・効果的に

対応できる体制を維持・更新する。 

 

② 教育事務所 

   市町教育委員会、学校における様々な学校問題に総合的に支援できる体制の構築を検討する。 

・市町教育委員会との連携強化 

   ・学校支援体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 本庁 

「ひょうご教育創造プラン」を着実に推進するため、高等学校教育、義務教育、特別支援教

育などにおける教育課題等に横断的に取り組める体制の構築に取り組む。 

 

② 教育事務所 

６教育事務所体制を基本とし、市町教育委員会、学校における様々な学校問題（いじめや不

登校、体罰や教職員の非違行為、保護者対応等）に総合的に支援できる体制の構築を検討す

る。 

なお、市町との役割分担等を踏まえつつ、あり方については引き続き検討する。 

 

③ その他 

今後一層期待される生涯教育や生涯スポーツの発展に対応できるよう、教育委員会と知事

部局との役割分担を踏まえた推進体制の構築を検討する。 
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（4）警察                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 警察本部 

暴力団の対立抗争、人身安全関連事案、特殊詐欺被害等の予断を許さない情勢に伴う治安需 

要の高まりや大規模災害対策等の推進を踏まえ、警察力の強化に向けた体制整備に取り組む。 

 

② 警察署 

警察署再編地域の治安情勢等について検証する。 

 

③ 交番・駐在所 

人口、事件・事故の発生状況等の業務負担の低い交番・駐在所の再編整備や、男女共働き世帯 
の増加等の社会情勢の変化を踏まえた勤務形態の在り方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○警察署再編地域の検証  

地域住民の意見・要望や治

安情勢等を検証   

 

地域住民の意見・要望や治

安情勢等を検証 

 

検証結果等を踏まえ

更なる対策の要否を

検討 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 警察本部 

治安情勢の変化等を踏まえ、専門的かつ広域的に対応できる体制の整備と充実を図る。 

 

② 警察署 

「警察署等再編整備計画」に基づき、概ね３年後をめどに警察署再編地域の治安情勢を検 

証し、更なる対策の要否を検討する。 

 

③ 交番・駐在所 

   業務負担の低い交番・駐在所の再編整備や、社会情勢の変化を踏まえた勤務形態の在り方 

を検討する。 
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（5）その他行政委員会等                             

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

行政運営の公正を期するため設置された各行政委員会の設置目的を踏まえながら、引き続き、 

各々の特性に応じた専門性が発揮できる事務局の体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県政改革方針］ 

行政運営の公正を期するため設置された各行政委員会の設置目的を踏まえながら、引き続き、 

各々の特性に応じた専門性が発揮できる事務局の体制とする。 
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２ 職員                                        

（1）定員                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 職員 

ア 一般行政部門職員 

令和４年４月１日の職員数については、平成 30年４月１日の職員数を基本に配置する。 

イ 法令等により原則として配置基準が定められている職員 

警察官、教職員、児童福祉司等については、国の配置基準の改正等を踏まえ適正配置を行う。 

医療職員については、法令、診療報酬制度等の配置基準を基本に、診療機能の充実・高度化等 

に応じた適正配置を行う。 

区  分 

H30.4.1 

 

① 

R3.4.1 

現在 

② 

R4.4.1  

見込 

③ 

対H30.4.1 

④(③－①) 

対R3.4.1 

⑤(③－②) 

一 般 行 政 部 門 職 員 5,795 5,842 5,862 +67 +20 

 
法 令 配 置 職 員 125 165 177 ※1     +52 +12 

上記を除く職員 5,670 5,677 5,685 ※2     +15 +8 

教 育 部 門 

法 定 教 職 員 32,443 31,942 31,995 △448 ※3  +53 

県 単 独 教 職 員 547 547 547 0 0 

事 務 局 職 員 414 426 415 +1 △11 

警 察 部 門 
警 察 官 11,763 11,728 11,763 0 +35 

警 察 事 務 職 員 736 736 736 0 0 

公営企業部門 
病院局 

医 療 職 員 5,825 6,119 7,068 ※4  +1,243 +949 

その他の職員 359 366 366 ※4      +7 0 

企 業 庁 職 員 149 144 144 △5 0 

【主な増員理由】 
※１ 法令等により配置基準が定められている児童福祉司・児童心理司の増（対 H30：+52、対 R3：+12） 
※２ 感染症対策の体制強化を図るため保健師の増（対 H30：+15、対 R3：+8） 
※３ 小学校３年生における 35 人学級の実施及び特別支援学校の児童・生徒数の増による教職員の増等（対 R3：+53） 
※４ 丹波医療センターの開設(R1.7 +157)、加古川医療センターにおける新型コロナウイルス感染症臨時重症専用病

棟の整備(R3.4 +48)、はりま姫路総合医療センター開設(R4.5 +816)に伴う増等 

［県政改革方針］ 

① 職員 

ア 一般行政部門については、平成 30 年４月１日の職員数を基本としつつ、新たな行政課題・ 

行政需要の変化に的確に対応できる業務執行体制を確保する。 

定年引上げ期間中においては、一定の新規採用を継続的に実施するとともに、年齢構成の 

平準化に向け、経験者採用などを積極的に活用し、必要な行政サービスを将来にわたり安 

定的に提供できる体制を確保する。 

イ 業務の効率的な執行や、職員のワーク・ライフ・バランスに留意しつつ、県民サービスの 

水準の維持・向上及び新たな行政課題や行政需要の変化に的確に対応できる人員配置とす 

る。 

ウ 法令等により原則として配置基準が定められている警察官、教職員、医療職員、児童福祉 

司等について、基準に基づき適正に配置する。 

② 再任用職員 

業務経験やノウハウを円滑に引き継ぐため、再任用職員を積極的に活用する。 

③ 会計年度任用職員 

スクラップアンドビルドの徹底や、業務のデジタル化等による業務改革を進めながら、業 

務量に応じて適正に配置する。 
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② 再任用職員 

業務経験やノウハウを円滑に引き継ぐため、積極的に活用するとともに、活用状況を対外的に

明確化するため、令和４年４月１日の見込みを定数条例により管理する。 

区  分 

R3.4.1 

① 

R4.4.1 

② 

増減 

③（②－①） 

常勤 

職員 

短時間 

勤務職員 
合計 

常勤 

職員 

短時間 

勤務職員 
合計 

常勤 

職員 

短時間 

勤務職員 
合計 

一 般 行 政 部 門 職 員 169 290 459 178 280 458 +9 △10 △1 

教育部門 教育委員会 
教 職 員 1,402 300 1,702 1,511 300 1,811 +109 0 +109 

事務局職員 9 75 84 8 75 83 △1 0 △1 

警察部門 
警 察 官 92 130 222 103 170 273 +11 +40 +51 

警 察 事 務 職 員 19 15 34 16 20 36 △3 +5 +2 

公営企業部門 
病 院 局 職 員 67 70 137 70 75 145 +3 +5 +8 

企 業 庁 職 員 5 10 15 6 15 21 +1 +5 +6 

※常勤職員は、「①職員」の内数 
※短時間勤務職員は、通常の勤務時間数(38 時間 45 分/週)を用いて、換算した人数 

 

③ 会計年度任用職員 

ICT の積極的な活用等による業務の効率化を進めながら、業務量に応じて適正に配置するとと

もに、制度の円滑な運用を図る。 

区  分 
R3年度 

① 

R4年度 

② 

増減 

③(②－①) 

一 般 行 政 部 門 職 員 1,964 1,964 0 

教 育 部 門 
教 職 員 1,110 1,110 0 

事 務 局 職 員 216 216 0 

警 察 部 門 
警 察 職 員 497 497 0 

警 察 事 務 職 員 103 103 0 

公営企業部門 
病院局 

医 療 職 員 1,707 1,982 +275 

その他の職員 157 164 +7 

企 業 庁 職 員 31 31 0 
※任期６月以上かつ週 15 時間 30 分以上勤務する人数（期末手当支給対象者） 
※病院局は、はりま姫路総合医療センター開設に伴う増等（+282） 
※上記のほか、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策として下記の雇用を実施 

・感染症対策に係る保健師、看護師等（R3：80 人、R4：80 人） 
・緊急対応型雇用創出事業（R3：1,200 人、R4：600 人）［当初予算枠（県以外での委託雇用を含む。）］ 

 
 
 
 
 
 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○定年引上げの実施に 

向けた準備等 

 
中長期的な定員管理のあり
方、役職定年制等の検討 
定年引上げに関する条例案
の上程（９月議会） 

 
R5.4.1 改正法施行 
（定年年齢の引上げ(60→
61 歳)に伴い、R5 年度末定
年退職者なし） 

 
R6.4.1 役職定年等の実施 
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（2）給与                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 特別職 

ア 本県の財政状況を踏まえ、引き続き、次のとおり給与抑制措置を行う。 

区 分 給料 期末手当 退職手当 

 

(参考)年収削減額 

知  事 △ ６％ △ ５％ △ ５％ △131万円 

副 知 事 △ ４％ △ ３％ △ ５％ △ 66万円 

教育長等 △ ３％ △ ２％ － △ 40万円 

防災監等 △ ２％ △ １％ － △ 21万円 

 
（参考）知事及び副知事の給与の特例に関する条例に基づく給与抑制措置 

 知事及び副知事については、令和７年７月まで、次のとおり給与抑制措置を行う。 

区 分 給料 期末手当 退職手当 

 

(参考)年収削減額 

知  事 △ 30％(△6%) △ 30％(△5%) △ 50％(△5%) △687万円(△131万円) 

副 知 事 △ 15％(△4%) △ 15％(△3%) △ 25％(△5%) △269万円(△66万円) 

※ 上記①アの給与抑制措置（( )書き再掲）を含む。 

 
（参考）R3 年度の議員の年収削減の状況 

区 分 削減額 

議  員 
△ 58万円 

(報酬△5%・12月期末手当△5%) 

 
イ 給与制度について、社会情勢や本県の財政状況、国や他の地方公共団体等の状況を踏まえ、

適切に対応する。 

 

 

 

［県政改革方針］ 

① 特別職 

  ア 本県の財政状況を踏まえ一定の給与抑制措置を行う。 

  イ 給与制度について、社会情勢や本県の財政状況、国や他の地方公共団体等の状況を踏まえ、 

適切に対応する。 

② 一般職 

  ア 本県の財政状況を踏まえ、管理職手当の減額を行う。 

  イ 給与制度について、人事委員会勧告を尊重することを基本に、社会情勢や本県の財政状況、 

国や他の地方公共団体等の状況を踏まえた見直しを行う等適切に対応する。 

  ウ 定年引上げ後の 60 歳に達した職員の給与制度について、国及び他の地方公共団体との均 

衡等を踏まえ、適切に対応する。 
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② 一般職 

ア 本県の財政状況を踏まえ、次のとおり給与抑制措置を行う。 

主な職 管理職手当 

 

(参考)年収削減額 

 

(参考)全体削減額※ 

部  長 

△ 12％ 

△ 19万円 △0.1億円 

局  長 △ 16万円 △0.5億円 

課  長 △ 13万円 △2.0億円 

副課長 △  9万円 △1.8億円 

※全体削減額には共済費負担金含む。 

 
  イ 給与制度について、人事委員会勧告を尊重することを基本に、社会情勢や本県の財政状況、

国や他の地方公共団体等の状況を踏まえた見直しを行う等適切に対応する。 

  

ウ 定年引上げ後の 60歳に達した職員の給与制度について、国及び他の地方公共団体との均衡等 

を踏まえ、適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○定年引上げの実施に 

向けた準備等 

 

60 歳に達した職員に係る

給与制度の検討 

定年引上げに関する条例案

の上程（９月議会） 

 

R5.4.1 改正法施行 

（定年年齢の引上げ(60→

61 歳)に伴い、R5 年度末定

年退職者なし） 

 

R6.4.1 60 歳に達した職員

に係る新たな給与制度の適

用 
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（3）働き方改革の推進                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

① 柔軟で多様な働き方の推進 

区 分 内 容 

ア 在宅勤務の推進 
(ｱ) 新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした利用のみなら 

ず、平時における職場勤務と在宅勤務を組み合わせた勤務の推進 

(ｲ) テレワーク兵庫やテレビ会議システム、オンラインコミュニケ 

ーションアプリ(Teams)等の活用促進 

(ｳ) 全庁及び各部局で在宅勤務推進月間を設定 

(ｴ) 利用促進のための研修や、管理職向けのマネジメント研修を開催 

(ｵ) 職員アンケートの結果を踏まえた環境改善 

イ 時差出勤の推進 (ｱ) 勤務時間帯を４区分から選べる勤務時間弾力化制度の利用促進 

(ｲ) 早出・遅出勤務について、所属職員数の２割を上限とする基準の廃止 

ウ フレックスタイム制 

の推進 
(ｱ) フレックスタイム制の利用促進 

(ｲ) フレックスタイム制の全職員への拡大 

 

 

 

［県政改革方針］ 

 働き方改革推進プラン（仮称）を策定し、テレワークやフレックスタイム制など柔軟で多様な働 

き方の推進、全庁を挙げた超過勤務の縮減、休暇・休業制度の充実・取得促進等に取り組む。また、 

旧来の慣例・慣習による仕事を見直し、生み出した時間を創造的な政策立案に充てるなど、県庁の 

働き方改革を推進する。 

 ① 柔軟で多様な働き方の推進 

   在宅勤務制度、サテライトオフィス、モバイルワーク、時差出勤、フレックスタイム制等の充 

実や利用促進を図り、柔軟で多様な働き方を推進する。 

② 超過勤務の縮減 

   適切な労働時間の管理とともに、デジタル技術の活用等による抜本的な業務プロセスの見直し 

や、総務・予算・人事など、全庁的に超過勤務の要因となっている業務の見直し、職員研修によ 

る意識改革等を進め、超過勤務の縮減を推進する。 

 ③ 休暇・休業制度の充実・取得促進 

   「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画」に基づく男性の育児休業等の取得目標の達成に向 

け、職場全体の意識改革を推進するとともに、育児・介護等と仕事の両立が図られるよう、休暇・ 

休業制度の充実と取得促進に取り組む。 
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② 超過勤務の縮減 

区 分 内 容 

ア 適切な労働時間の管理 (ｱ) 超過勤務に関する規則・要綱により労働時間を適切に管理 

(ｲ) 働き方改革委員会等における超勤縮減目標の設定と進行管理 

イ 業務改革の推進 (ｱ) 庁内協議の進め方や慣例による調整業務等の見直しを実施 

(ｲ) テレビ会議による会議運営の省力化をはじめ、デジタル技術を 

積極的に活用した抜本的な業務プロセスの見直しを実施 

(ｳ) 総務・予算・人事など、全庁的に超過勤務の要因となっている業 

務を対象に、業務執行方法の見直しによる効率化を実施 

ウ 職員の意識改革 (ｱ) すべての階層別研修においてタイムマネジメントに関する研修 

を実施 

(ｲ) 超過勤務が多い所属等を対象とした働き方改革研修を実施 

(ｳ) 超過勤務の縮減に資する顕著な功績のあった班・課に対する表 

彰制度を実施 

(ｴ) 職員提案において働き方改革に関する提案を募集 

 

③ 休暇・休業制度の充実・取得促進 

区 分 内 容 

ア 男性職員の育児参 

加の促進 

(ｱ) 「子育てサポートミーティング」により管理職をはじめとした職 

場全体の意識改革 

(ｲ) 「男性職員の子育て参加ガイド（令和４年度改訂）」等による育 

児休業制度等の周知徹底 

イ 妊娠・出産・育児等 

と仕事の両立支援制度 

の充実 

(ｱ) 不妊治療のための休暇の新設 

(ｲ) 男性の育児参加のための休暇の対象期間の拡大 

(ｳ) 育児休業の取得回数制限の緩和 

(ｴ) 会計年度任用職員の育児休業等の取得要件緩和 

ウ 休暇・休業制度の 

取得促進 

(ｱ) 「子育て・介護のための両立支援に関する手引き（令和４年度改 

訂）」による制度の周知や取得事例の紹介等による理解促進 

(ｲ) 管理職研修の実施により、支援制度を気兼ねなく活用できる職 

場環境づくりの推進 

（参考）超過勤務の縮減目標［知事部局等※の数値目標］ 

区分 Ｒ３目標 

職員一人１月当たりの 

平均超過勤務時間 

R2 年度実績(△3.7%）を踏まえ、前年度実績（10.9 時間）から 

△３％ 

年間 360 時間超の職員数 
H30 年度～R2 年度の３カ年実績(△17.1％)を踏まえ、前年度実績

(413 人）から△６％ 

※ 知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁、病院局（県立病院除く） 

（参考）育児に係る休暇・休業の取得に関する目標［知事部局等※の数値目標］ 

項 目 目 標 達成時期  Ｒ２年度実績 

男性の育児休業の取得率 
30％ 

（希望者の 100％） 
R7 年度 

 16.0% 
（希望者の 100％）  

配偶者の出産補助休暇の取得率 100％  99.1% 

男性の育児参加休暇の取得率 100％  89.6% 

※ 同上 
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（参考）妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援制度の充実（R4.1.1～R4.10.1 施行予定※） 

項 目 拡充内容（案） 現行 

ア 不妊治療のため 

の休暇の新設 付与日数 
５日（有給） 
※頻繁な通院を要する場合は５日加算 

なし 

イ 男性の育児参加 

のための休暇の対 

象期間の拡大 

対象期間の終期 子が１歳に達する日まで 
出産の日後８週間を経
過する日まで 

ウ 育児休業の取得回 

数制限の緩和 

 

 

 

 

取得回数 原則２回まで 原則１回まで 

子の出生後８週間以内の育
休の取得回数 

上記に加え２回まで 上記に加え１回まで 

子の出生後８週間以内の育休
の請求期限 

２週間前まで １か月前まで 

期末勤勉手当算定に係る在職 
・勤務期間の除算の取扱い 

現行の取扱いは維持した上
で、子の出生後８週間以内
の承認期間とそれ以外の期
間における承認期間は合算
しない。 

承認期間が１か月以下の
育児休業の期間は除算し
ない。 

エ 会計年度任用職 

員の育児休業等の 

取得要件緩和 

育児
休業 

在職要件 なし 在職１年以上 

子の出生後８週間以
内に取得する場合の
取得要件 

子の出生日から起算して８
週間と６月を経過する日ま
でにその任期が満了し、そ
の任期が更新されないこと
及び引き続き採用されない
ことが明らかでないこと。 

子が１歳６か月に達する
日までにその任期が満了
し、その任期が更新され
ないこと及び引き続き採
用されないことが明らか
でないこと。 

子が１歳以降に取得
する場合の取得要件 

夫婦交代で取得する場合や
特別の事情がある場合にお
いて、初日以外からの取得
を認める。 

子が１歳又は１歳６か月
の到達日の翌日を初日と
して取得する場合に限定 

配偶者の出産補助休暇・男性の
育児参加のための休暇・産前休
暇・産後休暇の給与の取扱い 

有給 無給 

育児部分休業・介護休暇・
介護時間の取得要件 

なし 在職１年以上 

短期介護休暇の取得要件 
６月以上の任期又は６月
以上継続勤務 

６月以上継続勤務 

※ 国の法改正等の動向を踏まえて支援制度を改正 
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【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○柔軟で多様な働き方の推進 

 ・在宅勤務の推進 

 

 ・時差出勤の推進 

 

 ・フレックスタイム制の推進 

 

 

   

○超過勤務の縮減 

 ・働き方改革委員会等にお

ける超勤縮減目標の設定

と進行管理 

 

   

○休暇・休業制度の取得促進 

 ・「子育てサポートミーティ

ング」の実施による職場全

体の意識改革 等 

 

 ・妊娠・出産・育児等と仕事の

両立支援制度の充実 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

在宅勤務推進月間、利用促進のための研修等の実施 等 

制度の運用・利用促進、全職員への拡大 

制度の運用・利用促進、早出・遅出勤務について、所属職員数の２割を上限とする基準の廃止 

制度の運用・取得促進 

四半期ごとの実施状況の照会、手引き等での周知 

両立支援制度の充実 

目標 
設定 

実績共有・検証 
（四半期毎） 

目標 
設定 

実績共有・検証 
（四半期毎） 

目標 
設定 

実績共有・検証 
（四半期毎） 
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 （4）人材育成                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

平成 12 年度に策定した「兵庫県職員研修・育成計画」について、その後の社会経済情勢の変化

等を踏まえた見直しを行い、新たな人材育成に関する基本方針を策定することにより、人事管理全

般を通じた総合的な人材育成を推進する。 

 

 ① 職員の能力向上・士気高揚 

 ア 効果的な職員研修の実施 

  (ｱ) 階層別研修による各職位に必要な職務遂行能力の養成、特別研修による業務に応じた専門 

知識、課題対応力の習得を促進 

  (ｲ) データに基づいた政策立案研修の拡充を図るとともに、民間企業との共同研修の開催を検討  

  (ｳ) 管理監督職の OJT 実践力の強化に向けた研修の拡充 

  (ｴ) オンライン研修の拡大により、集合研修との最適な組み合わせによる効果的な研修の実施 

  (ｵ) 研修から一定期間の経過後、職場での実践結果を踏まえて実施するフォローアップ研修の 

新設 

  (ｶ) 職務に有用な資格取得やリカレント教育等による職員の能力向上を推進 

  (ｷ) 時代に即した研修計画の見直しとともに、自治研修所が担うべき役割・機能について検討 

し、効果的な職員研修を実施 

 

 イ 職員の意欲と適性を踏まえた人事配置 

(ｱ) 職員の意欲や希望を重視した登用や柔軟な人事異動を目指し、職員自らが主体的にキャリ 

アデザインを行う仕組みと、庁内インターンなどにより短期的に他所属での勤務を認める「兵 

庫県マルチワークプログラム」を新設 

(ｲ) 現行の人事評価に加え、職員のスキルや経験を可視化する客観的な評価手法を研究し、適 

性や能力が最大限発揮できる人事配置を促進 

(ｳ) 県政のスピード感と現場主義の姿勢を養うため、採用後は早期に本庁と地方を２回ずつ経 

験するジョブローテーションを実施 

 

 

［県政改革方針］ 

① 職員の能力向上・士気高揚 

  ア 時代に即した研修の充実や、職員の意欲と適性を踏まえたジョブローテーション、民間等 

との人事交流などにより職員の能力向上を図る。 

  イ 人事評価の活用等による士気高揚に取り組み、新たな県政を担う人材を育成する。 

 ② 女性活躍の推進 

  ア 組織の多様性を推進するため、引き続き、女性職員の職域の拡大、キャリア形成を意識した 

人事配置に努める。 

  イ 職場での OJT 強化、女性ロールモデルの情報発信のほか、女性管理職同士のネットワーク 

づくりやキャリアアップ研修を充実させる。 

 ③ 多様な人材の積極的な登用 

  ア 年齢構成の平準化と多様な人材の確保に向けて、経験者採用試験を積極的に活用する。 

  イ 多様化・複雑化する行政課題に的確に対応していくため、外部の優れた知見や民間ノウハ 

ウが活かせる分野・事業において、外部専門人材等の県政への参画を積極的に促進する。 
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ウ 地域社会での活躍の促進 

   地域活動など職員の公務外での活動を促進し、地域活性化に貢献するとともに、職員の能力向 

上と人的ネットワークの形成を推進 

 

 エ 民間等との人事交流 

   公民連携プラットフォーム等の活用により、外部の優れた知見や民間ノウハウが活かせる分野 

での人事交流を推進 

 

オ 職員の士気高揚 

  (ｱ) 人事評価制度の新たな指標として「チャレンジ目標」と「マネジメント目標」の導入を検 

討し、引き続き適性かつ効果的な人事評価を実施 

  (ｲ) 人事評価を昇給、手当、表彰に適切に反映すること等による士気高揚の促進 

 

② 女性活躍の推進 

ア 女性職員の職域の拡大、キャリア形成を意識した人事配置 

イ 職場での OJT 強化、女性ロールモデルの情報発信、女性管理職同士のネットワークづくりや 

キャリアアップ研修の充実 

（参考）女性登用の目標 ［知事部局等※１の数値目標］※２ 

項 目（案）※当該職に占める女性割合 目 標 達成時期  R3.4 実績 

本庁部局長相当職  10％ 

R7.4 

  11.7％ 

本庁課長相当職 20％   17.5％ 

本庁副課長相当職 20％   16.0％ 

本庁班長・主幹相当職 30％   25.3％ 

採用者に占める女性割合 45％以上 R3.4～R7.4   44.9％ 

※１ 知事部局、議会事務局、各種行政委員会、企業庁、病院局（県立病院除く。） 

※２ 目標は、「第４次兵庫県男女共同参画計画」及び「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画」において規定 

 

③ 多様な人材の積極的な登用 

ア 年齢構成の平準化と多様な人材の確保に向けて、経験者採用試験の積極的な活用に加え、特 

定分野での実績を基に採用する特別枠採用試験の実施を検討 

イ 多様化・複雑化する社会課題への対応のため、外部の優れた知見や民間ノウハウが活かせる 

分野・事業において、外部専門人材や複業人材も含めた民間人材を積極的に活用 
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【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○人材育成に関する基本方針

の策定 

   

○職員の能力向上・士気高揚 

 

   

○多様な人材の積極的な登用    

 

 

 

階層別研修、特別研修の実施 

人材育成に
関する基本
方針の策定 

基本方針の周知徹底 
基本方針を踏まえた取組内容の見直し 

「庁内ｲﾝﾀｰﾝ等」の 
試行実施 

人事評価制度の見直し 
客観的指標の研究 

人事評価制度の適正な実施 

経験者採用試験の見直し
特別枠採用試験の検討 

時代に即した多様な採用試験の実施 
 

外部人材、複業人材
の活用分野等の検討 

地域社会での活躍促進、民間等との人事交流の推進 

外部人材、複業人材の活躍促進 
 

［R4 年度の取組］ 
データ活用研修の拡充、民間との共同研修の検討、 
ＯＪＴ実践力の強化に向けた研修の拡充、 
フォローアップ研修の新設 等 

「兵庫県ﾏﾙﾁﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の実施 
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  ３ 業務改革                                     

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

(1) 抜本的な業務プロセスの見直し  

    県民等の利便性向上と職員の業務効率化の両立を図るため、業務プロセスの抜本的な見直し

に向け、以下の取組を推進する。 

①主な取組項目  

ア 行政手続オンライン化の推進 

「オンラインが原則。紙でもできる」、「手続全体(申請から通知・支払まで)をオンライン

化」を基本方針とし、効果性・実現性の高い手続から優先してオンライン化 

「行政手続オンライン化推進方策（R3.10 策定）」に基づき、手続のオンライン化を推進 

(ｱ) 主要手続（処理件数 年 400 件以上）は、「国の対応」や「書面・対面が必要」な手続を除 

き３カ年で全てオンライン化（R3:150 手続→R5:303 手続） 

(ｲ) 全手続では、R3～5年度で新たに 3,919 手続をオンライン化（R3:4,762 手続→R5:8,681 手 

続） 

 

   イ 公印のデジタル化 

     公印文書を必要とする手続や契約事務の迅速化と効率化を図るため、電子公印や電子契約を 

導入 

(ｱ) 公印を省略できない一部の県発出文書について、R4 年度に電子公印の導入検証を行い、 

その後本格導入を目指す。 

(ｲ) 県が締結する契約事務について、R4年度に電子署名による電子契約の導入検証を行い、 

その後本格導入を目指す。 

 

［県政改革方針］ 

(1) 抜本的な業務プロセスの見直し 

書面・対面規制や公印の見直しなど業務プロセス改革を推進するとともに、行政手続オン 

ライン化の着実な推進や、公印のデジタル化、キャッシュレス決済の推進等に取り組み、県 

民等の利便性向上と職員の業務効率化の両立を図る。 

(2) 先端 ICT の積極的活用 

AI（Chatbot）・RPA による定型業務の効率化、オンライン会議等による会議運営の省力 

化、在宅勤務用システムやタブレット等を活用したテレワークにより業務を効率化するとと 

もに、ビッグデータを用いた施策立案の高度化や AI・IoT 等の ICT 活用施策の拡充・拡大に 

より質の高い行政運営を推進する。 

(3) 外部人材の活用及び職員のデジタルリテラシーの向上 

外部人材の指導・助言によりデジタル技術を活用した行政施策を推進する。また、行政課 

題の解決にデータを利活用する研修を実施し職員のデジタルリテラシーの向上を図り、行政

サービスの向上や政策立案の高度化を支援する。 

(4) 組織風土の醸成 

業務改革に取り組む組織風土や、職員の改革マインドを醸成し、全庁一丸となって業務改 

革を推進し、イノベーション型行財政運営の実現を目指す。 
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ウ キャッシュレス決済の推進 

支払手続をシステム上で完了させ、収入証紙の購入や窓口での納入通知書払を不要とすると

ともに、来所が必要な手続きは窓口端末を設置し、収納全般でキャッシュレス決済を導入 

(ｱ) R3 年度に構築した電子納付システムを活用し、R4 年度から先行的に、収入証紙で収納し 

ている手続について、クレジットカード、インターネットバンキング、スマホ払いやコンビ 

ニ払いを導入 

(ｲ) クレジットカード、電子マネーが使える窓口端末について R4年度に７箇所導入して検証 

を行い、その後対象拡大を目指す。 

(ｳ) なおも必要な納入通知書はバーコードによるキャッシュレス化を R4年度に検討 

 

② その他の取組項目 

ア 書面規制等の見直し 

書面・対面規制や公印の押印見直し、規制緩和に向けた国要望の実施等により、ペーパーレ 

ス化・オンライン化をさらに徹底する。 

イ 電子決裁の推進、保存文書の電子化の推進 

R3 年度に機能向上を行った文書管理システムや、電子決裁機能を整備する財務会計システム 

を有効に活用し、電子決裁をさらに推進するとともに、保存文書の電子化を推進する。 

ウ 業務執行方法の見直しによる業務効率化 

民間へのアウトソーシングのさらなる活用をはじめ、職員の業務効率化に資する業務執行方 

法見直しの取組を推進する。 

 

(2) 先端 ICT の積極的活用 

先端 ICT を活用し、職員の業務効率化、ICT 活用施策の拡充・拡大を図るため、以下の取組を

推進する。 

① 庁内業務の効率化 

ア 定型業務の効率化 

(ｱ) AI（Chatbot）により、庁内外からの問合せに自動で応答（稼働：４業務） 

(ｲ) RPA を活用して、メール添付ファイルの集約、WEB からの情報収集、手書き帳票の OCR 読 

込等の定型業務を自動化（稼働：118 業務）。研修により RPA を活用できる職員を育成 

イ 会議運営の省力化 

 タブレットや大型ディスプレイの活用によるペーパーレス会議や、本庁と県民局・外部事業

者等とのテレビ会議を推進する。 

ウ テレワークの推進 

(ｱ) 在宅勤務用システム（テレワーク兵庫）による在宅勤務や、出張先や移動時等におけるモ

バイルパソコン、タブレット端末の活用を推進する。 

(ｲ) サテライトオフィスの運用については、在宅勤務の執務環境向上（テレワーク兵庫、モ

バイルパソコン、電話転送機能の整備等）を踏まえた適切な配置とする。 

エ 新システムの導入・既存システムの改修 

 業務の効率化を図るため、新システムの導入や、仕様変更・機能付加など既存システムの改

修を推進する。 

業務システム 内 容 

県立学校授業料等学校徴収金徴

収・管理システムの導入 

学校徴収金徴収業務等の職員負担の軽減及び生徒・保護

者の利便性を向上[R6.4 運用開始] 

出退勤管理システムの導入 在宅勤務の定着等、柔軟で多様な働き方の拡大を踏ま

え、職員の出退勤管理を適切に実施[R4 下期 運用開始] 

医療機関情報照会システムの整備 県・医療機関の間の調査回答・補助金申請等の文書送付・

集計等の事務処理を迅速化[R5.4 運用開始] 

教員採用試験における合否結果等

閲覧システムの整備 

合否結果を Web 上で閲覧可能とし、事務を効率化及び受

験者の利便性を向上[R4 上期 運用開始] 
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② 質の高い行政運営の推進 

ア データ利活用による施策立案の高度化 

地理情報システム(GIS)や人流データ分析ツール等の活用により、多様なデータを分析・可

視化する。 

イ ICT活用施策の拡充・拡大 

     (ｱ) 行政課題の解決に向け、ICT事業者等から技術提案を募集、導入するにあたって、調整 

や助言を実施する。 

    (ｲ) 県・市町職員のコミュニケーションの活性化、相互アドバイス等の促進に向け、チャッ 

トツールを試行する。 
 
(3) 外部人材の活用及び職員のデジタルリテラシーの向上 

     デジタル技術を活用した行政施策の促進や、データ利活用による行政サービスの向上等を支

援するため、以下の取組を推進する。 

  ［ICT 人材の育成・活用］ 

 ① 外部人材のさらなる活用 

    高度な専門知識を有する情報戦略監、情報専門官、デジタル業務専門官の行政の慣行にとら 

われない視点等による指導・助言を踏まえ、庁内の ICT 人材と連携し、デジタル技術を活用した 

各分野の行政施策を促進する。 

 ② データ利活用研修の実施 

行政課題の解決に必要なデータの収集及び ICT を活用したデータ分析等の知識・技術に関す 

る研修を実施し職員のデジタルリテラシーの向上を図り、行政サービスの向上や政策立案の高 

度化を支援する。 
 
(4) 組織風土の醸成 

    組織的な取組及び職員一人ひとりの主体的な取組を促進し、業務改革を着実に進めていくた

め、以下の取組を推進する。 

   ① 業務改革研修等の実施 

    業務改革をテーマとした職員研修を通じて、職員に改革マインドを浸透させるとともに、業

務改革の目標を設定する等して組織的な取組を促進する。 

 

② 職員提案制度の改善 

    職員一人ひとりから、より積極的に業務の創意工夫や変革の提案がなされ、各職場において

提案の趣旨を活かした取組が進むよう、現行の職員提案制度の改善を図る。 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○行政手続オンライン化の推進 
 
 

○公印のデジタル化 

 
 
○キャッシュレス決済の推進 

 

 

 

 

  

 

 

推進方策に基づき順次オンライン化 対象拡大 

収入証紙の電子納付導入 収入証紙の電子納付拡大 

試験的導入･検証 本格導入 対象拡大 

対象拡大 

窓口端末の一部導入 窓口端末の一部導入・検証 

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付納入通知書の導入検討 

対象拡大 
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  ４ 地方分権への取組                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

(1) 地方分権改革の推進 

国から地方への事務・権限の移譲等や、地方税財源の充実強化に向けた地方税体系の抜本的な

見直し、地方一般財源総額の充実確保等について、本県独自の働きかけに加え、下記団体と連携

して国への働きかけを積極的に推進 

① 兵庫県としての働きかけ 

ア 事務・権限移譲等の推進 

 (ｱ) 国から地方への事務・権限の移譲等の推進 

「提案募集方式」を活用し、地方の実情に応じた施策実施が可能となるように、更なる事 

務・権限の移譲及び義務付け・枠付けの見直し、計画策定に関する負担軽減等を国へ提案 

 (ｲ) 県と市町の役割分担を踏まえた権限移譲の推進 

「県から市町への権限移譲検討会議」において、市町の意向や受入体制を勘案しつつ、一

層の権限移譲を進めるとともに、移譲に向けた専門人材の人事交流、併任等を必要に応じて

実施する。 

［県政改革方針］ 

(1) 地方分権改革の推進 

① 国から地方への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し、自治立法権の拡充・強化 

や地方の負担となっている計画策定に関する規定の見直し等に向け、本県独自の働きかけ

に加え、全国知事会、関西広域連合や県地方六団体等とも連携を図りつつ、国への働きかけ

を積極的に推進する。 

② 地方税財源の充実強化に向け、地方一般財源総額の充実確保、地方税体系の抜本的な見 

直し、デジタル化社会の実現に向けた税財政措置等を要請する。 

③ 市町における専門人材の確保育成を図るため、人事交流や併任等を必要に応じて実施し、 

市町の意向や受入体制を勘案しつつ、県から市町への権限移譲を推進する。 
 
(2) 関西広域連合による取組の推進 

① カウンターパート方式による大規模災害発生時の被災地支援や、関西全域をカバーする

ドクターヘリの運行など、７つの広域事務を着実に実施する。 

② 新型コロナウイルス感染症への広域的な対応（府県域を越えた医療連携や府県市民への

要請等の広域調整、知見の共有、国への提言等）について、構成府県市が一体となった取組

に対応する。 

③ 関西全域の産業競争力強化および新産業創出のため、構成府県市の公設試の連携強化を

柱とした、中堅・中小企業の新たな技術開発支援体制に向けて検討する。 

④ 2025 年大阪・関西万博に向けた取組、延期となったワールドマスターズゲームズ関西の

開催への機運醸成等について、構成府県市で連携協力し対応する。 

⑤ 防災庁の創設や政府関係機関の地方移転など、国土の双眼構造の実現に向けた取組を推

進し、国からの事務・権限の受け皿たり得ることを顕示する。 

⑥ 中長期的な観点から、関西広域連合の今後対応すべき広域課題やその解決に相応しい体

制等について検討する。 
 

(3) 規制改革の推進 

① 関西圏国家戦略特区、関西イノベーション国際戦略総合特区、あわじ環境未来島特区を

活用し、産業の国際競争力強化や地域活性化を推進する。また、国に対し更なる特例措置の

創設を働きかける。 

② 企業等の事業活動の妨げとなっている県及び県内市町独自の規制の見直しや、県民サー

ビスの向上、行政のデジタル化の推進につながる行政手続の簡素化等に取り組む。 
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イ 地方税財源の充実強化 

地方一般財源総額の充実確保、地方税体系の抜本的な見直し、デジタル化社会の実現に向け 

た税財政措置等について提案活動を実施 

 

② 県地方六団体（兵庫県、兵庫県議会、兵庫県市長会、兵庫県市議会議長会、兵庫県町村会、兵 

庫県町議会議長会）としての働きかけ 

兵庫県地方分権推進自治体代表者会議を開催し、提言等を取りまとめ、政府・与党等に要請活 

動を実施 

 

③ 全国知事会としての働きかけ 

・地方税財政常任委員会・地方分権推進特別委員会を開催し、提言等を取りまとめ、国への働き

かけを実施 

・本県が幹事長を務める国民運動本部を通じて、地方が抱える諸課題の解決策を国に提案 

 

④ 関西広域連合としての働きかけ 

提案をとりまとめ、国への働きかけを実施 

 

(2) 関西広域連合による取組の推進 

① 広域事務等の着実な実施 

・第４期広域計画（計画期間：令和２～４年度）に基づき、広域防災など７分野の広域事務及び 

企画調整事務を着実に実施 

・関西全域の産業競争力強化および新産業創出のため、構成府県市の公設試の連携強化を柱と 

した、中堅・中小企業の新たな技術開発支援体制に向けて検討 

・2025 年大阪・関西万博に向けた取組、延期となったワールドマスターズゲームズ関西の開催 

に向けた機運醸成等について、構成府県市で連携協力して対応 

 

② 分権型社会の実現に向けた取組 

・提案募集方式を活用し、大括りの事務・権限の移譲を引き続き国へ求めるとともに、広域連 

合に対し実証実験的に権限移譲を行うことなど、新たな地方分権改革の手法等を提案 

・国土の双眼構造の実現に向け、関西への移転が実現している文化庁地域文化創生本部（京都 

府）、消費者庁新未来創造戦略本部（徳島県）、総務省統計局統計データ利活用センター（和歌 

山県）等との連携強化を図り、政府機関等の関西へのさらなる移転を促進するとともに、防災 

庁の創設について国へ働きかけを実施 

 

  ③ 今後の広域行政の在り方 

   第４期広域計画の評価・検証を行うとともに、専門的な見地からの助言等を踏まえ、第５期広 

域計画を策定する。 
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(3) 規制改革の推進 

① 特区制度の推進 

ア 関西圏国家戦略特区 

国家戦略特区法等で定められている既存の規制緩和メニューの活用を進めるとともに、民間

事業者等のニーズに応じて新たな規制緩和メニューの創設を国に提案 

 

イ 関西イノベーション国際戦略総合特区及びあわじ環境未来島特区 

(ｱ) 関西イノベーション国際戦略総合特区 

      第３期特区計画（令和４～８年度）に基づき、先進的な研究開発、製品化・事業化への 

展開、国際競争拠点形成に向けた取組を推進 

(ｲ) あわじ環境未来島特区 

第３期特区計画（令和４～８年度）に基づき「持続する環境の島」の実現に向けた取組を 

推進 

・事業者等による太陽光発電設備の導入促進など再生可能エネルギーの利用を促進 

・環境にやさしい移動ツールとして島内住民への EV（電気自動車）の普及を促進すると 

ともに、水素エネルギーの利活用方策を検討 

 

② 県及び市町が設ける規制の改革の推進 

有識者からなる県規制改革推進会議を設置し、社会･経済構造の変化への対応が遅れ地域活性 

化の支障となっている県及び市町町の独自規制の見直しや、県民サービスの向上、行政のデジタ 

ル化の推進につながる行政手続の簡素化等の取組を推進 

 

 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○地方分権改革の推進 

 

 

○関西広域連合による

取組の推進 

 

○規制改革の推進 

 

 

 

 

  

 

 

 

・県としての働きかけ 

・関係団体と連携した働きかけ 

・広域事務等の着実な実施 

・分権型社会の実現に向けた取組 

 

・特区事業の認定・推進 

・新たな規制緩和の提案 
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    Ⅲ 事業レビューの導入 
 

 

 

 

 

 

 

（具体的な取組内容（令和４年度）） 

１ 実施概要 

  毎年度見直し事業を選定の上、外部有識者による事業評価を行い、評価結果を公表する「事業

レビュー」を実施する。評価結果を翌年度当初予算編成に向けた施策検討や予算要求に反映させ

ることで、施策の PDCA サイクルの実現と、職員の政策形成能力の向上とデータ等の合理的根拠に

基づく政策立案（EBPM）の定着を図る。 

 

２ 対象事業（例） 

(1) 現行実施している事務事業評価の対象事業（事業費 500 万円以上の政策的事業） 

(2) 各部局から見直し・改善したい事業として要望のあった事業 

(3) 事業実施から相当年数経過している事業 

(4) 令和３年度の総点検以降、さらに見直しが必要となった事業 等 

 

３ 評価実施者 

  地方行財政等に知識経験を有する外部有識者 

 

４ 実施時期 

  令和４年４月～ 

 

 

 

【主な取組の工程表（R4～R6）】 

取組内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業レビューの実施  

 

  

 

 

 

施策検討 

Ｐｌａｎ 

事業実施 

Ｄｏ 

事業評価 

Ｃｈｅｃｋ 施策改善 

Ａｃｔｉｏｎ 

［県政改革方針］ 

イノベーション型の行財政運営の実現を目指す取組の一環として、外部有識者の評価を加えて

施策改善を図る「事業レビュー」を導入する。また、評価結果を公表することで県政の透明性を

高め、県民ボトムアップ型県政を推進する。 

【毎年度】 

・事業ﾚﾋﾞｭｰｼｰﾄの作成（4～5 月） 

・事業レビューの実施（7～8 月） 

・事業評価結果の受理･公表（10 月） 

・翌年度当初予算等へ反映 
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事務事業（見直し事業個票） 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

１ 県民交流バスの実施 

R3 予算額（うち一般財源）137 百万円（66 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：137 百万円（66 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：137 百万円（66 百万円） 
 
① 見直しの視点 

旅行形態が団体から個人へシフトし、バス旅行に対する需要が減少傾向にあること等を踏まえ、

事業の必要性を検討 

 

【各バス事業の概要】 

区   分 対象団体 対象施設・事業 １台あたり助成額 

県民交流バス 
自治会等 

県内地域団体・グループ 

県及び市町の施設・ 

体験事業・イベント等 

1 日コース 2.5 万円 

宿泊コース 5万円 

都市農村交流バス 
子ども会 

青少年団体等の地域グループ 

農林漁業体験 

視察研修等 

1 日コース 2.5 万円 

宿泊コース 5万円 

ひょうごツーリズムバス 県外団体旅行者（海外含む） 
ひょうごの産業ツーリズム 

施設等 

1 日コース 1.5 万円 

宿泊コース 3万円 

しごとツーリズムバス 
県内の小中学校 

子ども会等の団体・グループ 

ものづくり大学 

県内の施設・工場等 
2.5 万円 

エコツーリズムバス 
県内の団体及びグループ 

県内の小中学校等 
県内の環境関連施設等 

1 日コース 2.5 万円 

宿泊コース 5万円 

 

【直近 3か年の事業実績】       （単位：台） 【旅行者の主な利用交通機関】(単位：千人) 

区  分 

H30 R1 R2  区分 H24 R1 増減率 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 
 旅行者数 

(うち団体) 

367,662 

(92,329) 

368,074 

(55,596) 

＋ 0.1% 

(△39.8%) 

県民交流バス 2,000 1,647 2,000 1,619 2,100 107  

 うちバス 61,032 47,400 △22.3% 

都市農村交流バス 500 349 500 296 400 55  
 うち鉄道関係 77,650 82,550 ＋ 6.3% 

ひょうごﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 1,950 1,881 1,950 1,825 1,950 1,115  
 うち自家用車 191,136 198,749 ＋ 4.0% 

しごとﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 450 334 450 278 450 232  ※出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」 

エコﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 300 289 300 291 300 122  
     

 

② 見直し内容 

環境変化により、県民交流バス事業等の必要性が希薄化していること、また広報や交流など他事

業において、各バス事業の目的を推進するための事業を実施していることから、全てのバス事業を

廃止 

ただし、コロナ禍によりバス需要が減少していること（R2実績:1,631 台）、一方で観光支援事

業を実施していることを踏まえ、令和４年度については、激変緩和措置として、台数を現行規模の

半分に縮減してバス借り上げ料補助を実施することとし、令和５年度に廃止 

 

③ 改善の方向性 

  下表のとおり、各バス事業と同目的の代替事業等で対応 

区  分 事業目的 対応（代替事業） 

県民交流バス 
実体験を伴う県施

設の広報等 

S52～R2 の 44 年間で延べ 268 万人(県人口の半数)が参加した

ことを踏まえ、今後は各施設の広報・イベント等で対応 

○内容(例)・県立芸術文化施設の無料開放日の設置 

・県立コウノトリの郷公園、県立人と自然の博物館等 

で、周年ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ・企画展等を開催 
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④ 留意事項 

  見直しにあたっては、市町（団体）に丁寧な説明を実施 

   

区  分 事業目的 対応（代替事業） 

都市農村交流バス 
農業体験を通じた

農村交流等 

・学校給食県産食材供給拡大事業において、児童・生徒、教諭向

けの食育や農業体験機会を提供 

 ○内  容 

学校を対象とした生産者による食育活動(出前講座、農業体験等) 

○実施手法 委託(生産者団体、JA 等) 

・NPO 法人等が企画する都市農村交流事業に対し引き続き補助 

ひょうごﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 
県外からの来訪客

誘致促進等 

兵庫の観光の再生を図るとともに、兵庫のブランド力を強化

するため、JR と連携したﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施 

○事業主体 兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会 

 ○テ ー マ 「兵庫テロワール旅－ 私の感動、その先へ。 －」 

 ○総事業費 ３億円 

 ○負担割合 県：市町＝1：1 

 ○実施方法 兵庫ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ推進協議会への負担金 

○事業内容 ・全国宣伝販売促進会議開催 

       ・JR ｸﾞﾙｰﾌﾟ連携「食」ﾌｪｱ開催  

       ・五国を駆け巡る「観光列車」運行、 

「特別ｸﾙｰｽﾞ」運航 等 

しごとﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 
就業体験を通じた

勤労意識醸成等 

小中学生のものづくりや技能に対する理解を促進するため、

ものづくりチャレンジアップ事業やものづくり技能フェスタ開

催事業等においてものづくり体験の機会を提供 

エコﾂｰﾘｽﾞﾑﾊﾞｽ 
環境問題に対する

意識醸成等 

・乳幼児期における環境体験の実施や、若者からｼﾆｱまで幅広い 

世代が交流・意見交換を行うひょうごﾕｰｽ eco ﾌｫｰﾗﾑの開催な

ど、それぞれのﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた環境学習、環境教育の機会を

提供 

・脱炭素社会実現に向け、県民・事業者の意識向上を図るため、

国内外の状況、先進事例の紹介等を行うﾌｫｰﾗﾑを新たに開催 

○ 対 象 者 県内事業者・一般県民 

○ 開催時期 令和４年 12 月(予定) 

○ 内  容 ・大学教授等による講演(脱炭素に向けた COP26

の議論概要等) 

        ・APN ｾﾝﾀｰの事業・研究内容紹介、意見交換等 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○バス事業の見直し 
 
 
・バス事業の縮小 

・代替事業の実施等 

 
 

バス事業の廃止 

 

 

 

 

指標名 区分 R4 R5 R6 最終目標

目標 60% 60% 60%

実績(見込) (56%) (58%) (60%)

達成率 (93.3%) (96.7%) (100.0%)

県内で環境保全
活動に積極的な

人の割合

達成率

100%

※「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査で、環境に関する質問
　５項目に対して肯定的な回答をした人の割合

※
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

２ ＨＵＭＡＰ(兵庫・アジア太平洋大学間交流ネットワーク)構想の推進 

R3 予算額（うち一般財源）：56 百万円（56 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：21 百万円（21 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：21 百万円（21 百万円） 

 

① 見直しの視点 

    今後もアジア太平洋にある大学との交流ネットワークを維持し、高等教育研究の活性化、水準の

向上を図るとともに、将来の発展を支える人材を養成する必要があることから、県の支援を継続 

ただし、近年、各大学の自主的な取組の拡大により、HUMAP協定大学間の留学生の交流が増加しているため、県の

支援内容を見直し（今後は、JASSOの留学生のための奨学金、大学独自の留学生支援制度等の更なる活用により対応） 
 
【支援内容】 

区 分 人 数 支 援 内 容 

①短期留学生 
支援 

受 入 35 人 ○6 ヶ月以上 1 年以内 ○奨学金：月額 8 万円 

派 遣 15 人 ○6 ヶ月以上 1 年以内 ○奨学金：月額 6～10 万円 
②短期研修生 
受入支援 受 入 10 人 ○8 日以上 1 ヶ月程度 ○奨学金：定額 4 万円又は 8 万円 
③海外インター
ンシップ支援 派 遣 10 人 ○4 ヶ月以内        ○奨学金：月額 8 万円 

④研究者交流 
事業 

受 入 10 人 ○1 ヶ月以上 1 年以内 ○往復渡航費、滞在費（1 ヶ月） 

派 遣 0 人 ○1 ヶ月以上 1 年以内 ○往復渡航費 
 

【HUMAP 交流大学間の留学実績】 

区 分 H12  H19  H30  R１ 

①受入  64 人  164 人  220 人  241 人 
(うち HUMAP 支援数) (22 人)  (50 人)  (35 人)  (31 人) 

②派遣  15 人  94 人  278 人  238 人 
(うち HUMAP 支援数) (15 人)  (31 人)  (15 人)  (12 人) 

 
 
② 見直し内容 

②短期研修生受入、③海外インターンシップ支援は、各大学の取組が充実してきたことから廃止 

①短期留学生支援、④研究者交流事業については、留学生等による県施策への協力体制を維持する必要が

あることから、事業を継続し、県内大学の留学生数が年々増加している状況を踏まえ、支援数を見直し 

区 分 
人 数 

現 行 見直し後 削減数 

短期留学生支援 
受 入 35 人 25 人 △10 人 
派 遣 15 人 10 人 △ 5 人 

短期研修生受入支援 受 入 10 人  0 人 △10 人 
海外インターンシップ支援 派 遣 10 人  0 人 △10 人 

研究者交流事業 
受 入 10 人  5 人 △ 5 人 
派 遣  0 人  0 人 ± 0 人 

合 計 80 人 40 人 △40 人 
 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○支援内容の見直し 支援内容の見直し   
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

３ 

私立学校経常費補助   

私立高等学校等生徒授業料軽減補助 

私立学校教職員退職金財団補助 

私立幼稚園教職員退職基金財団補助 

R3 予算額（うち一般財源）：22,370 百万円（19,204 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：    ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：    ― 

① 見直しの視点 

  少子化の進展による生徒数の減、納付金の減少、令和２年度から実施された国就学支援金の拡充

等に伴う環境変化に対応した補助内容を検討 

【事業概要】 

・私立学校経常費補助 

私立学校等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校）を設置する学校法人等設置者に対し、教職員

人件費を中心とした経費に対して経常費補助を行うことにより、私学振興を推進  

・私立高等学校等生徒授業料軽減補助 

国の就学支援金制度に県単独加算を行い、生徒の学資負担者の経済的負担を軽減 

階層別の所得基準 国 県 計 

年収      590 万円未満程度 396.0 千円 12.0 千円 408.0 千円 

年収590万円以上730万円未満程度 
118.8 千円 

100.0 千円 218.8 千円 

年収730万円以上910万円未満程度 50.0 千円 168.8 千円 

・私立学校教職員退職金財団補助、私立幼稚園教職員退職基金財団補助 

退職手当資金給付事業に要する設置者負担金の一部を補助 

 

【環境変化や課題】 

・少子化の進展による生徒数の減、納付金の減少により、学校設置者負担が増大 

・国の就学支援金に加えて、県単独の授業料軽減補助を実施し、所得区分に応じた授業料の軽減を

行うとともに、奨学給付金制度や入学資金貸付制度により、授業料以外の教育費負担についても

支援を実施 

 

② 見直し内容 

国庫及び交付税措置を基本に県単独の財源を活用して経常費補助、授業料軽減補助、退職金財団

補助を実施しており、その総額は近隣府県と比較しても中位である状況 

令和３年度に、経常費について臨時的・緊急的な措置として事務費の削減を実施しているが、令

和４年度以降も、事務費の削減を継続 

 

③ 改善の方向性 

今後も国の動向や本県の実情等を踏まえて、経常費補助と授業料軽減補助とのバランスを図り

ながら、支援のあり方について検討 

私立学校 標準給与の 144/1000 
108/1000 設置者負担分 

36/1000 県補助分(交付税措置と同率) 

私立幼稚園 標準給与の 144/1000 
42/1000 設置者負担分 

36/1000 県補助分(交付税措置と同率) 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○補助内容の見直し R3 実施済み 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

４ ひょうご地域創生交付金 

R3 予算額（うち一般財源）：1,250 百万円（1,000 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）： 750 百万円（1,000 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：1,250 百万円（1,000 百万円） 

 

① 見直しの視点 

・制度設立当時から財源としてきた地域創生基金が枯渇（設立当初(H30.3)11,131 百万円→現在残

高 375 百万円）し、令和３年度は一般財源と新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金を財源

としており、令和４年度以降の事業のあり方を検討 

・令和２年度以降、地域創生に資する新たな地方財政措置（県内市町需要措置額[R3]：地域社会再

生事業費 67 億円、地域デジタル社会推進費 35億円）が講じられ、また、国の新たな交付金制度

（デジタル田園都市国家構想推進交付金：R3 補正 200 億円）が創設されたほか、国の地方創生

推進交付金についても、事例集公表や先駆的事業の計画書検索データベース構築など企画立案

支援の運用改善が図られ、県内市町の採択率が約 100％に増加 

（[事業費ベース]H28:71.6％→R3：99.9%） 

・一方で、一度も国交付金を申請していない市町もあり、申請率も全国平均以下 

（R28～R2：全国 77.9％、本県：75.6％[31 市町]） 

 

【制度概要】 

区 分 内 容 
対象事業 

［事業タイプ］ 

県地域創生戦略又は市町地域創生戦略に基づく市町単独事業（新規・拡充事業） 

［ソフト及びハード事業］ 

予算規模 県 費１，２５０百万円（事業費２，５００百万円） 

 通 常 枠    １，０００百万円（ 〃 ２，０００百万円） 

ポストコロナ枠      ２５０百万円（ 〃   ５００百万円） 

申請限度額 

・政令・中核市 ：県費３３百万円（事業費１００百万円） 

・一般市    ：  ３７百万円（ 〃  ７５百万円） 

・町      ：  ２５百万円（ 〃  ５０百万円） 

※ポストコロナ枠：申請限度額なし 

補 助 率 
・政令・中核市、地方交付税不交付団体：県 1/3、市町 2/3 

・一般市、町            ：県 1/2、市町 1/2 

 

② 見直し内容 

市町における事業を生み出す企画力が向上し、創意工夫による新たな地域創生の取組が進んで

きた一方、市町による国交付金の活用の余地が大きいことから、県としては計画作成のアドバイス

など国交付金申請のサポートを行い、市町の取組を支援することとし、事業廃止 

ただし、令和４年度に限り、経過措置として通常枠の予算規模を 1/2 に縮減して実施 

 

③ 改善の方向性 

令和５年度以降については、多自然地域の支援など市町の施策ニーズを踏まえた新たな事業の

創設を令和４年度中に検討 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業のあり方の見直し  

・経過措置として実施 

・新たな事業を検討 

 

・事業廃止 

・新たな事業を創設 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

５ 地域再生大作戦 

R3 予算額（うち一般財源）：383 百万円（155 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：383 百万円（155 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：383 百万円（155 百万円） 

 

① 見直しの視点 

・事業創設後 10 年以上が経過しており、近年、新規の事業採択数、特に小規模集落単独の取組に 

よる事業が減少傾向にあることから、新たな事業の進め方やあり方の検討が必要 

【採択数】R1:29 地区(単独 11)、R2:19 地区(単独３)、R3:10 地区(単独２) 

 ・これまでの大作戦で創出された、小規模集落の維持・活性化のモデルを横展開していくには、市

町が地域コミュニティ施策の一環として取り組み、県も側面から支援を行うことが重要 

 

 

② 見直し内容 

県のモデル事業としては令和３年度で廃止 

ただし、令和４年度については移行期間として、令和３年度までに採択済の事業については事業

終期まで継続、令和４年度の新規採択については総合的な支援策を実施 

 

（新）地域づくり総合支援の実施（11,010 千円） 

地域の課題解決に向けた地域づくり活動や体制づくり等を総合的に支援 

(令和４年度限り) 

 ○ 対  象 ・小規模集落等(概ね高齢化率 40％以上、50 戸以下の集落等) 

        ・小学校区単位の地域協議会等対象団体 

 ○ 補助金額 上限 50万円(補助率 1/2) ※市町随伴期待 

 ○ 対象経費 地域づくり活動や体制づくり等に要する経費 

        (住民ワークショップ、交流活動、特産品開発、各種計画策定･調査等) 

区分 事業名 実施主体 負担割合 

地域再生の立ち上
げ支援 

地域再生アドバイザー派遣事業 県 県 10/10 

地域の賑わいづく
り支援 

「がんばる地域」交流・自立応援事業 
(ソフト)県 県 10/10 

(ハード)県 県 1/2、市町 1/4 

持続可能な体制の
構築 

小規模集落起業促進事業 県 県 10/10 

地域運営組織法人化推進事業 県 県 10/10 

新たな人材の受入
拡大 

戦略的移住推進事業 
(ソフト)県 県 10/10 

(ハード)市町 県 2/3、市町 1/3 

広域的な連携の仕
組みづくり 

集落連携計画策定事業 県 県 10/10 

ふるさと応援交流
センター他 

相談業務､情報発信､集落支援人材の養成 県 県 10/10 

関係人口活用モデル事業 県 県 10/10 

県版地域おこし協力隊の設置 県 県 3/4、市町 1/4 

地域おこし協力隊ネットワークの構築 県 県 10/10 

大学等との連携 大学との連携による地域創生活動支援事業 県 県 10/10 
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③ 改善の方向性 

現在実施している未実施集落元気度調査の結果及び市町の集落対策方針を踏まえ、担い手不足

の地域と都市住民をマッチングする仕組みづくりや地域再生アドバイザー等の外部人材のさらな

る育成・人材情報の共有・活動内容の充実、また、官民連携での事業展開を検討し、令和５年度か

ら新たな事業を実施 
 

 

④ 留意事項 

  今後の検討にあたっては市町の意向を丁寧にヒアリングのうえ実施 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業のあり方の見直し  
市町主体の事業展開、官民連
携での事業展開を検討 

 

新たな事業を展開 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

６ ふれあいの祭典 

R3 予算額（うち一般財源）：20 百万円（10 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：20 百万円（10 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：20 百万円（10 百万円） 

 

① 見直しの視点 

  地域持ち回り形式での実施が令和３年度で 20 年目となり、10 地域で２回ずつ実施したところで

あり、地域創生推進費等を活用した各県民局・センターや地域団体等主体による参画と協働イベン

トが多数開催され、定着してきていることから、事業実施を見直し 

 

＜R2 年度の主な交流イベント（県や県民局等が実施・支援しているもの）＞ 

地域 県民局等による参画協働イベント※1 県支援※2の市町・民間主催イベント 

神戸 兵庫津ジャズライブ、1.17 ひょうご安全の日のつどい みなとまつり、神戸マラソン応援フェスティバル 

阪神 阪神南スポーツフェスタ、ありまふじフェスティバル あしや秋まつり、かわにし音灯り 

東播磨 兵庫県民農林漁業祭 メリディアン・マーチングフェスタ 

北播磨 北播磨「農」と「食」の祭典 「山田錦」乾杯まつり 

中播磨 姫路港ふれあいフェスティバル 姫音祭、姫路食博 

西播磨 西播磨フロンティア祭 テクノ・アートサマー 

但馬 但馬まるごと感動市、さわやか環境フェスティバル 豊岡演劇祭 

丹波 丹波の森フェスティバル シューベルティアーデたんば 

淡路 あわじ花みどりフェア 淡路島竹灯籠 

※１：実行委員会形式・本庁事業・指定管理者事業含む。 

※２：地域創生推進費（地域づくり活動応援事業等）等による助成 

 

② 見直し内容 

県民局・センターにおいて、地域の特色を活かした様々な参画と協働イベントの開催や支援等に

より、ふれあいの祭典の開催目的や意義を引き継ぎ、県民の生活創造活動の発露や交流の場が県下

全域で定着して展開されているため、事業廃止 
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③ 改善の方向性 

令和４年度以降は、参画と協働イベントの開催ノウハウの普及に向け、兵庫で活躍している人や

団体を紹介するふるさと兵庫“すごいすと”情報発信事業の中で、SNS 等を活用し、団体や地域を

つなぐ人材の取組内容・活動情報などの発信強化を実施 

 

（拡）ふるさと兵庫“すごいすと”の情報発信（12,371 千円） 

県民のふるさと意識を喚起し、地域活動の活性化を図るため、地域を元気にしている“すご

いすと”の取組や地域の魅力等を発信 

 (1) インターネット情報誌“すごいすと”の制作・運営（7,350 千円） 

 (2) (新) 参画と協働イベントの情報発信強化（5,021 千円） 

  ○ SNS 等を活用した情報発信強化 

  ○ ふれあいの“すごいすと”紹介 

    参画と協働イベントの仕掛け人やプロデューサー等に焦点をあて、そのプロセスや人材育

成活動等を取材し、紹介 

  ○ ふれあい活動アドバイザーの派遣 

    地域活動の仕掛け人を人材バンク化し、地域活動団体等へ派遣 

      ・団 体 数 ５団体 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

・ふれあいの祭典を廃止 

・情報発信強化を実施 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

７ 出会いサポートセンター事業 

R3 予算額（うち一般財源）：129 百万円（118 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：129 百万円（118 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：129 百万円（118 百万円） 

 

① 見直しの視点 

  個別お見合いや出会いイベントの参加者数が減少し、成婚数も減少していることから事業の必

要性について検討 

 

【直近５か年の事業実績】 

区 分 H28 H29 H30 R 元 R２ R２/H28 比 

個別 

お見合い 

会員数(人) 5,596 5,347 4,978 4,176 3,562 63.7％  

プロフィール閲覧数(回) 13,359 16,215 15,692 13,104 464,076 3,473.9％※ 

お見合い(組) 4,144 3,593 3,355 2,731 2,180 52.6％  

成婚数(組)[a] 115 94 78 79 68 59.1％  

出会い 

イベント 

参加者数(人) 6,751 6,475 6,289 4,782 1,943 28.9％  

成婚数(組)[b] 47 62 55 56 59 125.5％  

機運醸成 
若者向けセミナー(回) 10 13 13 11 5 50.0％  

結婚力セミナー(回) 0 11 20 24 38 皆増  

成婚数(組)計 [a+b] 162 156 133 135 127 78.4％  

※ R2.7 からスマホ婚活システムが導入されたこと等によりプロフィール閲覧数増加 

 

 

② 見直し内容 

  令和２年７月からスマホ婚活システムを導入し、自宅からの閲覧が可能になったことから、地域

センター（10 カ所）については会員への周知期間を考慮して、令和４年度まで継続 

  

 

③ 改善の方向性 

  令和５年度以降については、婚活事業者等のノウハウを活用した運営など民間との連携・役割分

担を含め事業のあり方を令和４年度に検討 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

地域センター廃止に

向けた会員への周知 

 

R5 以降の事業のあり

方を検討 

 

地域センター廃止 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

８ 地域祖父母モデル事業 

R3 予算額（うち一般財源）：12 百万円（12 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：12 百万円（12 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：12 百万円（12 百万円） 

 

① 見直しの視点 

    モデル事業として創設後６年が経過し、目標をほぼ達成（目標 80:実績 71）していることから、

事業実施を見直す。 

 

【補助団体・地区数】 

  団体 
  地区数 

うち新規 目標 実績 神戸 阪神南 阪神北 中播磨 西播磨 淡路 

H29 14 (5) 40 36 10 15 2 7 ― 2 

H30 21 (11) 60 55 12 21 2 7 10 3 

R1 20 (3) 60 60 17 14 13 3 12 1 

R2 18 (2) 60 56 17 14 12 5 7 1 

R3 21 (1) 80 71 17 20 14 9 7 4 

 

② 見直し内容 

  目標をほぼ達成していることから、事業廃止 

 

③ 改善の方向性 

各種助成金（ひょうごボランタリー基金助成事業や地域づくり活動応援事業）の活用等により対

応可能 

 

（参考１）ひょうごボランタリー基金助成事業(地域づくり活動 NPO 事業助成)[県社会福祉協議会事業] 

 ○対 象 者：NPO 法人等 

 ○対象内容：・地縁団体と連携した地域づくりの促進につながる取組 

       ・地域の課題解決や社会的弱者の支援を目指す先導的な取組 

 ○補 助 額：上限 500 千円/団体 

 

（参考２）地域づくり活動応援事業［各県民局・県民センター 県民運動担当課］ 

○対 象 者：地域団体、団体・グループ 

 ○対象内容：地域課題の解決や地域活性化に向けた取組 

 ○補 助 額：上限 500 千円以内/団体 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

 

 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

事業廃止 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

９ こどもの冒険ひろば事業 

R3 予算額（うち一般財源）：27 百万円（27 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：4 百万円（4 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：4 百万円（4 百万円） 

 

① 見直しの視点 

  ・事業創設後 15 年以上が経過し、「活力あるふるさと兵庫実現プログラム」で目標として掲げた 

650 箇所（全県累計）を超えるひろばを展開 

・今後は、ひろばの自立的な運営を目指し、県としての支援のあり方を見直す。 

 

【直近５か年の事業実績】                          （単位：千円） 

 ［活力あるふるさと兵庫実現プログラム］ 

目  標（実施箇所数） 600 箇所 622 箇所 632 箇所 642 箇所 650 箇所 

 

 

② 見直し内容 

  令和４年度の補助上限額は１団体あたり 400 千円から 300 千円に変更 

団体がひろばを継続する場合、助成金や協賛金の獲得等を促し、自立運営できる体制の構築を推

進 

今後の段階的な縮小について検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 H28 H29 H30 R 元 R２ 

助成実績額 18,837 18,327 15,832 16,441 15,152 

随伴補助実施市町数 0 市町 0 市町 0 市町 0 市町 0 市町 

助成団体数 48 団体 48 団体 43 団体 43 団体 42 団体 

延べ参加人数 54,867 人 53,817 人 48,840 人 57,805 人 44,577 人 

活動実績（実施箇所数） 616 箇所 629 箇所 647 箇所 658 箇所 659 箇所 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県の支援のあり方の 

見直し 

 

・補助上限額の見直し

(400 千円→300 千円) 

・運営団体の自立に向け

た支援を実施 

 

運営支援の段階的

縮小を検討 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

10 障害者小規模通所援護事業 

R3 予算額（うち一般財源）：157 百万円（157 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：3 百万円（3 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：12 百万円（12 百万円） 
 
① 見直しの視点 

  平成 18 年の障害者自立支援法の施行により、障害福祉サービス等の提供主体は市町に一元化さ

れるとともに、小規模作業所は地域活動支援センター等の新体系への移行が促進 

県は、経過的な措置として地域活動支援センターの運営にかかる市町への一部助成に加え、小規

模作業所の新体系への円滑な移行を支援するため、法人格取得や利用定員増加に向けた増改築等

の支援、地域活動支援センターと同様に運営にかかる市町への一部助成を実施 

その結果、小規模作業所の地域活動支援センター等への移行が進行(H18:337 箇所→R3:8 箇所)

していることから、事業を見直し 

（平成 21 年度時点では、全国で 19 自治体が小規模作業所運営費を補助していたが、現在、兵庫県以外は全て補助を終了）
 

[参考：小規模作業所と地域活動支援センターの違い] 

 小規模作業所 地域活動支援センター 

位置づけ 法外施設 法内施設 

設置主体 任意団体でも可 法人格が必要 

定員 
利用者 概ね５名以上 概ね10名以上 

指導員 １名以上 ２名以上（管理者含む） 

設置基準 無 一定の基準有 

国庫補助 無 有（当事業とは別） 
 
② 見直し内容 

  小規模作業所から地域活動支援センターへ移行した場合、職員配置や設備基準などにおいて経

済的な負担が生じることから、移行をスムーズに進めるため当面の間支援を行ってきたが、小規模

作業所の大部分が移行済みであることをふまえ、小規模作業所については市町への支援を廃止 

引き続き残る小規模作業所については、法内事業所（就労継続支援事業、地域活動支援センター

等）への移行を進める期間として、３年間の経過措置期間を設定(補助額については、段階的に 1/4

ずつ逓減) 
 

［参考：経過措置のイメージ］  

 

 

 

 
 
③ 改善の方向性 

  市町と連携し、法内事業所への移行に向けた助言・指導を実施 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

小規模作業所につい
て支援を縮小 
（補助額 3/4） 

 

小規模作業所につい
て支援を縮小 
（補助額 2/4） 

 

小規模作業所につ

いて支援を縮小 

（補助額 1/4） 
 

R3 R4 R5 R6 R7
12

9

6

3

0

(百万円)

△1/4

△1/4

△1/4

△1/4

3年間経過措置

小
規
模
作
業
所
補
助
額
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

11 グループホームを利用する低所得者に対する家賃助成 

R3 予算額（うち一般財源）：179 百万円（179 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

① 見直しの視点 

  平成 19 年度の制度開始、平成 23年 10 月の国制度変更（グループホーム利用者に対する補足給

付の支給）に伴う事業見直し以降、制度設計をはじめ事業実施の前提となる状況に変化はないも

のの、他都県類似事業の実施状況を踏まえ、あり方を引き続き検討 

 

【参考】 

○グループホーム利用者に対する家賃助成の概要 

 国制度のグループホーム等入居者に対する補足給付に上乗せし、県独自支援を実施 

 
・ 対 象 者  グループホームを利用する低所得者（生活保護受給世帯を除く） 
・ 助 成 金  （家賃－10,000 円(補足給付額)）の 1/2 を助成（上限額 15,000 円） 

・ 負担割合  県：市町＝１：１ 
 
 
 
 
 

 
 

 ○ 類似事業の他都県実施状況 

       群馬県、千葉県、東京都、神奈川県 

 

② 見直し内容 

  当面の間、現行の支援を継続 

今後については、第６期兵庫県障害福祉実施計画の終期（令和５年度）及び、３年ごとの障害

福祉サービス等報酬の次期改定となる令和６年度を目途に、①障害者の地域生活を取り巻く社会

環境、②障害福祉サービスの充実をはじめ、事業実施の前提となる状況変化等を勘案し、支援対

象や水準など制度のあり方を検討 

 【参考】 

  ○ 第６期兵庫県障害福祉実施計画 

      地域生活への移行促進、親亡き後を見据えた支援体制の充実などを目指し、令和３年３月

に策定（計画期間：令和３年度～５年度） 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○制度のあり方検討  

 

  

障害福祉サービス等報酬改定

の動向等に合わせ検討 

 

家賃 ～10,000 円 家賃 10,000 円超～ 

補足給付 補足給付 助成金 利用者負担

10,000 円 （家賃-1 万円）×1/2 
（上限 15,000 円） 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

12 100 歳高齢者祝福事業 

R3 予算額（うち一般財源）：27 百万円（12 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：25 百万円（12 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：25 百万円（12 百万円） 

 

① 見直しの視点 

毎年対象者が増加しており（［100 歳到達者数］H20：855 人→R2：1,791 人）、また、100 歳到

達者に対しては、国や一部の市町からも同様の祝福事業がなされており、事業の重複がみられるこ

とから、事業内容について見直し 

 

【直近５か年の事業実績】 

区 分 H20 H28 H29 H30 R元 R2 

100歳到達者（人） 855 1,285 1,309 1,252 1,554 1,791 

贈呈品に要する経費(千円) 10,819 15,464 16,195 16,832 20,801 24,644 

 

② 見直し内容 

事業目的である高齢者祝福、感謝表明は、今後も県政への理解促進に資すること、また国の祝

状、銀杯の贈呈事業に伴う対象者調査等当該事業関連事務は今後も続くことを考慮し、現行、贈呈

品や訪問等で対応している祝福事業を、本人への知事祝状の贈呈により引き続き対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業内容の見直し  

事業簡素化 
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 １ 行政施策 (1)事務事業 

13 老人クラブ活動強化推進事業 

R3予算額（うち一般財源）：88百万円（88百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）： 0百万円（ 0百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：11百万円（11百万円） 

① 見直しの視点 

・老人クラブ活動強化推進事業のうち、クラブの社会貢献活動を促進するための県上乗せ分につい

て、健康づくり（健康体操等）の実施・普及促進活動への助成は、通いの場等での活動の一定の

普及がみられたため見直し 

・単位クラブあたりの補助額が、国庫補助制度における本県の補助単価と同額となるよう見直し 
 

【参考１】住民主体の「通いの場」（体操、会食、サロン等） 実施状況 

区 分 H27年度末 H29年度末 R1年度末 将来目標 

県計画目標値 
(兵庫県介護保険事業支援計画) 

－ 
15万人 

（R2年度末） 
15万人 

（R2年度末） 
22.8万人 

（R5年度末） 

実績値 101,903人 154,622人 181,083人  

※通いの場：市町の地域支援事業で実施される介護予防に資すると判断される住民主体の活動 
 

【参考２】単位クラブあたり助成額（月額） 

区分 現行 見直し案 

国 庫 補 助 老人クラブ助成事業 @3,500円 @3,500円 

県単独 老人クラブ活動

強化推進事業 

 

子育て支援活動、

高齢者見守り活動 

@3,500円 @3,500円 

うち@500円（※）を新型コロナウ

イルス感染症等の環境下での地域

活動に対する補助へ再構築 
健康体操等の実

施、普及促進活動 

@500円 

（※） 

計 @7,500円 @7,000円 

（※）県老人クラブ連合会又は神戸市老人クラブ連合会に加盟するクラブを対象 
 

② 見直し内容 

ア 単位クラブあたりの補助額を、月額4,000円から国庫補助と同額（3,500円）に見直し 

なお、単位クラブに対する都道府県単独補助として引き続き全国的に手厚い補助水準にある。 

  ※単位クラブに対する都道府県単独補助の実施は、東京都(約@13,000円/月)及び本県のみ 

（R1.他府県全国調査） 

イ 月額補助額3,500円のうち500円について、健康づくり（健康体操等）の実施・普及促進活動へ

の助成から、新型コロナウイルス感染症等の環境下での地域活動に対する補助へと再構築し、活

動内容については市町、関係団体等の意見を踏まえて検討 
 

【見直し実施時期】 

・コロナ禍において老人クラブの活動が縮小していることや、市町、関係団体等との協議・説明に

要する時間等を考慮し、令和５年度からの見直しを目途に検討 
 
③ 改善の方向性 

 ・見直しに際しては、市町・関係団体等との丁寧な合意形成を図る中で、コロナ禍による活動低下

やクラブ数・会員数の減少を踏まえ、老人クラブ活動の活性化と支援のあり方を検討 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4年度 R5年度 R6年度 

○事業実施の見直し  
・市町等との協議 
・助成対象活動等の 
詳細の検討 

 
支援内容の見直し 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

14 WHO 神戸センター運営支援事業 

R3 予算額（うち一般財源）：237 百万円（237 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：     ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：     ― 

 

① 見直しの視点 

第３期契約が令和７年 12 月で終了することから、令和８年１月以降の第４期支援内容及び方向

性について検討 

 

 

② 見直し内容 

第３期契約（平成 28 年１月～令和７年 12 月）は現行の支援を継続 

第４期契約に向けて、今後の WHO 神戸センター（WKC）の活動の方向性を踏まえ、神戸グループ

として適切な支援のあり方について検討 

 

【検討項目と主な論点】 

・活動範囲・機能 

  研究機能や情報発信、研究成果の効果的な還元等 

・組織・人員 

  組織体制や神戸グループとの連携体制、ガバナンスの強化等 

・神戸グループによる貢献 

  WKCの今後の活動のあり方を踏まえた適切な支援 

 

※神戸グループ：兵庫県、神戸市、㈱神戸製鋼所、神戸商工会議所で構成 

 

 

 

（参考）令和３年度予算 

項目 予算額 

センター運営費 218百万円 

センター管理費  19百万円 

合計 237百万円 

 

 

 
 
 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○第４期支援内容等の見直 

 し 

 

ＷＫＣのあり方検討・神

戸グループ内の調整 

(～R6.1) 

 

 

共同評価及び今後の方向

性の協議 (～R7.1) 

 

 

第４期に向けた準備 

(～R8.1) 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

15 音楽療法定着促進事業 

R3 予算額（うち一般財源）：9 百万円（9 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：9 百万円（9 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：9 百万円（9 百万円） 

 

① 見直しの視点 

定着促進事業開始後 15 年が経過し、音楽療法士の活動場所が医療・福祉施設で約 1,000 箇所

（H18 から 3.3 倍に増加）になったことや、県補助後も自主的に音楽療法を継続する施設が増加す

るなど、事業目的である県内全域での音楽療法の導入・普及が行われ、県の先導的な役割が果たさ

れたことから、事業実施を見直し 
 
【事業概要】 

事  業  名 概   要 

⑴定着促進事業 
（H18～） 

・補助対象：音楽療法を導入しようとする医療・福祉施設（初年度
のみ） 

・補 助 額：１回あたり謝金 2,500 円(定額)、旅費 2,000 円を超え
た額(宿泊費含む)の 1/2 

・回  数：①概ね週１回（原則月２回以上）、及び３ヶ月以上継続
して実施する医療・福祉施設 

②１施設 40 回まで 
⑵お試し音楽療法体
験事業（H29～） 

・補助対象：音楽療法を導入したことのない医療・福祉施設 
・補 助 額：１回あたり謝金 2,500 円(定額)、旅費 2,000 円を超え

た額(宿泊費含む)の 1/2 
・回  数：１施設２回まで  

⑶県内参加型音楽療
法コンサート開催事
業（H29～） 

・開催回数：２回 
 

⑷コーディネーター
設置事業（H18～） 

・設置場所：兵庫県音楽療法士会 

 
【事業実績】 

区 分 H18 H30 差引 R2※ 備考 

音楽療法士 
活動施設数 

医療・福祉 
施 設 

293 968 ＋675 578 
H18とH30を比較すると、定着促進事
業の利用施設数は減少しているが、
活動施設数が増加しており、自主的
に音楽療法を実施する施設が増加 

市町介護 
予防事業等 

― 119 ― 117 

定着促進事業 
利用施設数 

137  37 △100   9 

 ※R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施施設が減少 
 

② 見直し内容 

県音楽療法士会に対する県補助を廃止し、今後は、ノウハウが蓄積された県音楽療法士会の自主

事業もしくは派遣先が実施 

③ 改善の方向性 

・音楽療法士の養成・認定を継続するとともに、兵庫県音楽療法士会の自主事業や、兵庫県音楽療

法士制度の周知による活動施設の確保等の支援を行い、音楽療法の普及啓発を推進 

・音楽療法のさらなる普及に向けた課題である国家資格化に向け、引き続き国に要望 
 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

県補助を廃止 

  

 

 

（単位：施設数） 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

16 県立障害者高等技術専門学院の運営体制の見直し 

R3 予算額（うち一般財源）：41 百万円（24 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：15 百万円（15 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：15 百万円（15 百万円） 

 

① 見直しの視点 

    公共交通機関等のバリアフリー化などにより寮の需要ニーズが低下しており、直近の入寮者が

数人となっている状況を踏まえ、運営体制を見直し 

 

【入校・入寮状況】 

訓練

期間 H29 H30 R1 R2 R3 H29 H30 R1 R2 R3 H29 H30 R1 R2 R3

ものづくり科 １年 10 10 10 10 10 8 6 9 4 7 1 3 1 1

ビジネス事務科 １年 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 1 3 2

情報サービス科 １年 10 10 10 10 10 5 5 7 7 5 2 2 2

総合実務科 １年 15 15 15 15 15 9 7 8 15 15

45 45 45 45 45 32 28 33 35 37 4 3 3 5 3(0)

科目名
募集定員【名】 入校者数【名】 入寮者数【名】

計
 

※R3 年度入寮者については、退校等により 12月現在では入寮者０名 

 

② 見直し内容 

  令和５年度以降、県立障害者高等技術専門学院の寮機能を廃止 

 

③ 改善の方向性 

   県内の障害者校での訓練を希望し、かつ通学が難しい者については 

    ア  引き続き寮を設置している兵庫障害者職業能力開発校（伊丹市）を案内 

イ 地域性や希望する訓練科目の関係から県立障害者高等技術専門学院を希望する者につい 

ては、意向に沿えるような対応を実施 

ウ 警備会社への委託による庁舎管理や職員等による障害のある訓練生に配慮した環境を整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○運営体制の見直し  

入校希望者に対する

説明・相談 

 

寮機能の廃止 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

17 地域経済活性化支援事業 

R3 予算額（うち一般財源）：3,019 百万円（2,749 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：    ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：    ― 

 

① 見直しの視点 

  コロナ禍で中小企業の駆け込み寺的存在となり、増加する窓口相談に対応する必要があるため、

令和３年度に限り臨時的に相談機能を強化しているが、新型コロナウイルス感染症の今後の収束

状況等を踏まえて、小規模事業者数等に基づき設置定数のあり方を検討 
  
 

② 見直し内容 

令和３年度が経済センサスの調査の年であり、その結果を踏まえる必要があることから、結果が

判明する令和５年度に広域活性化対策指導員を含めた設置定数のあり方を検討 

また、商工会･商工会議所による支援をより活性化するため、事業計画の策定支援や金融支援等

の実施状況に応じた補助金の配分等についても、広域活性化対策指導員の見直しと合わせ検討 

 

 

③ 改善の方向性 

補助金の配分等の見直しについては、事業者支援に関する複数の指標を算定要素として設定す

るなど、各団体の経営指導等の実施状況をより適切に反映させる仕組みを検討 

 

 

④ 留意事項 

  今後の検討にあたっては商工会・商工会議所の意向を丁寧にヒアリングのうえ実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○設置定数の見直し  

 

 

設置定数のあり方検討 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

18 商店街の活性化施策 

R3 予算額（うち一般財源）：265 百万円（235 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：127 百万円（117 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：127 百万円（117 百万円） 

 

① 見直しの視点 
少子高齢化や人口減少の進展の差異等、地域や商店街が置かれている状況は様々であり、地域の

特性に応じた取組を幅広く支援する観点から県が先導して実施してきた商店街活性化施策につい
て、今後は市町が主体性を発揮して地域の実情に応じた取組を推進していくこととし、市町随伴の
あり方を見直すとともに、実績の低調な支援メニューについて見直し 
 

 
【直近５か年の事業実績】                  （単位：千円） 

 
 
 
 
 
 

 
 

② 見直し内容 
市町が必要な取組を県が支援する考え方から原則として義務随伴とし、商店街の活性化は地域 

に密着した取組であることから、負担割合は県：市町＝１：１に見直し 
ただし、県が先導的に政策誘導を図る先導的・モデル事業については、３年間に限り義務随伴を

求めず随伴期待として実施 
 

〇 実績低調による事業見直し 

 
 
 

年 度 H28 H29 H30 R1 R2 

当初予算 221,048 228,561 242,218 282,414 291,528 

実 績 171,587 150,111 172,419 147,163 115,703 

事業名 見直し案

商店街共同施設撤去支援事業
【集約・統合】

重点対応が必要であった箇所については対応済みであり、一定の事業効果が
得られた。今後、対応が必要な箇所については、統合する商店街・小売市場
共同施設建設費助成事業にて支援
・補助率 1/6 ・限度額 4,000千円

商店街空き店舗再生支援事業
【集約・統合】

年々実績が減少するなどサブリースを行う商店街の需要が低下しているため、
個店を支援する商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業に統合
・対象 個店　・補助率1/6　・限度額 750千円

商店街事業承継支援事業
【集約・統合】

商店街内における事業承継支援による後継者の育成というモデル事業として
一定の役割を終えたため、今後は一般施策である事業継続支援事業に統合
※中小企業の事業継承を支援
・補助対象　賃借料・建物改修費・広告宣伝費等
・補助率 1/2　・限度額1,000千円～4,000千円（3年間）

空き店舗等を活用した障害者の
地域交流促進事業
【廃止】

県内就労継続支援施設は一定充足（第5期県障害福祉推進計画の目標値を
達成）していることから廃止

商店街健康づくり支援事業
【廃止】

事業創設以来実績がなく、今後も需要が見込めないことから廃止

商店街再編事業
【廃止】

まちなか再生のモデルを示し、モデル事業として一定の役割を終えたことから、
現行のまちなか再生指定区域への支援終了をもって廃止（令和6年度までに
事業着手するものに限る）
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【見直し後の商店街施策一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 改善の方向性 
従来の考え方にとらわれない新しい視点や柔軟な発想による魅力ある店舗づくりにより、商店

街の活性化へ繋げるため、次代のリーダーとなる意欲ある若者と女性を対象とした空き店舗への
新規出店支援や、ポストコロナを踏まえた新たなニーズに対応するコミュニティカフェ等の地域
コミュニティ拠点づくり支援を実施 

 

（新）商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業（11,250 千円） 

商店街活動に積極的に参加する若者や女性の、空き店舗への新規出店を支援 

 ○補助要件 出店後速やかに商店街団体に加盟し、団体活動に積極的に参加すること 

○対象経費 店舗賃料、内装・ファサード工事に要する経費 

    ○補 助 率 県 1/6 市町 1/6 ※市町随伴義務 

    ○補助金額 上限 75 万円 
 

(成果指標) 

指標名 
現状値 

(H30 年度) 

最終目標 

(R7 年度) 

商店街の活性化によるしごとの創出人数 76 人 各年 95 人 

商店街活動へ参加する若者の割合 12.0％ 
13.2％ 

(R7 年度) 

商店街活動へ参加する女性の割合 3.2％ 
6.6％ 

(R7 年度) 
 

(見直し基準) 令和７年度に目標の達成状況を踏まえ、見直しを検討 

 

  （新）商店街地域コミュニティの拠点づくり事業（7,500 千円） 

ポストコロナを踏まえ、若者や学生、会社員等の新たな顧客層を呼び込むため、空き店舗を

活用したコミュニティカフェの設置等、地域住民のニーズに対応した地域コミュニティ拠点

づくりを支援 

○補助対象 商店街・小売市場(任意団体を含む)、商工会議所・商工会、まちづくり会社等 

○対象事業 商店街の空き店舗を活用したコミュニティカフェ、まちゼミやこども食堂等

の地域コミュニティ拠点の設置に要する経費 

○補 助 率 県 1/2 市町 1/2 ※市町随伴期待 

    ○補助金額 上限 250 万円(施設整備費:150 万円、賃借料:75 万円、活動費:25 万円) 

 

県 市町 県 市町

商店街再編事業
義務
(1:1)

2/3 1/3 1/3 2/3 1/3 1/3

商店街・小売市場共同施設建設費助成事業 1/3 1/3 1/6 1/3 1/6 1/6

商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業
（商店街新規出店・開業支援事業）

1/3 1/3 1/6 1/3 1/6 1/6

商店街インバウンド再開支援事業
（商店街外国人誘客事業）

1/2 1/2 1/4 1/2 1/4 1/4

商店街ファンづくり応援事業 なし 定額
（1/2相当）

1/2 － 定額
（1/2相当）

1/4 1/4

商店街地域コミュニティ拠点づくり事業
（商店街コミュニティ機能強化応援事業）

○

商店街買い物アシスト事業 ○

商店街次代の担い手支援事業 ○ なし 定額
（1/2相当）

1/2 － 定額
（1/2相当）

1/2 1/2

※組替新規事業については、括弧書きで旧事業名を記載。

随伴 補助率 随伴 補助率
事業名

先導
ﾓﾃﾞﾙ

見直し前

1/2 1/2

義務
(1:1)

1/2

見直し後

期待
(2:1）

期待
(1：1)

期待
(2：1)

1/2 1/2 1/4
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(成果指標)  

指標名 
現状値 

(H30 年度) 

最終目標 

(R7 年度) 

来街者数の増加 8.9％ 11.8％ 

来街者層の多様性(学生・若者) 33.3％ 36.0％ 

来街者層の多様性(会社員) 36.2％ 42.9％ 

 

(見直し基準) 令和７年度に目標の達成状況を踏まえ、見直しを検討 

 

④ 留意事項 

  見直しにあたっては、市町や県商店連合会、県商店街振興組合連合会等関係団体に丁寧な説明を

実施 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○市町随伴のあり方の見直し 

○支援メニューの整理統合 

○事業実施の見直し 

 

・市町随伴のあり方の見直し・支援メニューの整理統合 

・若者女性の新規出店支援、地域コミュニティ拠点づくりの強化 

  

 

 

- 110 -



 

 １ 行政施策 (1) 事務事業 

19 中小企業設備貸与事業 

R3 予算額（うち一般財源）：2,450 百万円（3 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：755 百万円（5 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：755 百万円（5 百万円） 

 
① 見直しの視点 
  昭和 53 年に「先進機器・省エネルギー等設備貸与事業」として創設されたが、今日まで中小企

業を取り巻く経済環境は大きく変化 
市中金利の低下や民間リース会社との競合等の影響により、近年は貸付件数が減少しているこ

とから事業を見直し 
 
【貸与制度の概要】 

対象企業要件 貸与限度額 年割賦損料 月額リース料 貸与期間 
従業員数原則 21人以上の中小企業 100 万円～1億円 0.7～1.95% 0.95～2.940% 3～10 年 

   ※県損失補償割合 80％（損失補償上限額 貸付事業費の 10 分の１） 
 
② 見直し内容 

①制度融資の充実等により金利差が逓減、資金調達方法も多様化しており、事業の存在意義が低
下していること、②近畿・八大都道府県と比較して、単独事業を実施しているのは本県のみであ
り、経済規模に比し事業規模も過大であることから事業廃止 

 
③ 改善の方向性 

今後は、中小企業制度融資（設備投資促進貸付等）や政府系金融機関による支援により対応 
 
【代替となる主な制度の概要】 

名 称 融資限度額 利率(10 年以内) 融資(据置)期間 
制度融資(設備投資促進貸付) 3 億円 0.9% 10 年(2 年)以内 
日本政策金融公庫(企業活力強化資金) 7.2 億円 0.41～1.07% 20 年(2 年)以内 

 
 

【参考１】設備貸与割賦損料と制度融資(設備投資関連)金利との差 

年度 設備貸与損料(a) 制度融資金利(b) 差(b)-(a) 
S56 6.0％ 7.6％ 1.6％ 
R3 0.7～1.95％ 0.9％ △1.05～0.2％ 

※制度融資は別途信用保証料が必要になる場合あり 
 

【参考２】直近５か年の事業実績(事業資金・県貸付ベース)          (千円、件) 

 

【参考３】他府県との水準比較（R3 当初予算ベース）         （千円） 

区分 兵庫県 大阪府 奈良県 北海道 神奈川県 愛知県 
単独事業 1,500,000 - - - - - 
国制度※ 2,200,000 2,000,000 450,000 600,000 500,000 1,000,000 

※小規模企業者等設備貸与事業 
 
 

区分 H28 H29 H30 R1 R2 R3.11 R2.11(参考) 
県予算額 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 
県決算額 132,701 217,689 299,882 380,413 249,676 131,253 164,679 
執行率 17.7% 29.0% 40.0% 50.7% 33.3% 17.5% 22.0% 
件数 12 25 36 27 21 11 13 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

事業廃止 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

20 新事業創出支援事業貸付 

R3 予算額（うち一般財源）：905 百万円（3 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：221 百万円（21 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：221 百万円（21 百万円） 

 

① 見直しの視点 

    平成 28 年度の新事業創出支援貸付での資本制ローンの運用開始以降、日本政策金融公庫は従来

から運用している資本性ローン（挑戦支援資本強化特例制度）に加え、令和２年度からは、より低

利率の挑戦支援資本強化特別貸付（新型コロナ対策資本性劣後ローン）を開始するなど事業を拡充

していることから、事業実施を見直し 

〈参考：新事業創出支援事業申請・採択数の推移〉 

 

② 見直し内容 

日本政策金融公庫などが低金利の資本性ローン制度を運用・拡充していることから、新事業創出

支援貸付は廃止 

 

③ 改善の方向性 

スタートアップをはじめとした新規事業に取り組む事業者への支援は令和３年３月に組成した

「ひょうご神戸スタートアップファンド」によるエクイティ投資で対応 

 

 

  
H28 H29 H30 R1 R2 合計 

申請 採択 金額 申請 採択 金額 申請 採択 金額 申請 採択 金額 申請 採択 金額 申請 採択 金額 

合計 23 10 161,940 12 7 93,430 18 6 76,750 13 2 22,400 5 0 0 71 25 354,520 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

新事業創出支援貸付の廃止 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

21 チャレンジ起業支援貸付 

R3 予算額（うち一般財源）：13 百万円（0 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：218 百万円（5 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：218 百万円（5 百万円） 

 

① 見直しの視点 

日本政策金融公庫が令和２年度から「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」

等の貸付金利を引き下げているほか、クラウドファンディング等これまでになかった資金調達方

法も一般的になっており、起業にあたっての資金調達ハードルが下がってきていることから、事業

実施を見直し 

 

 

② 見直し内容 

金融機関等を通じ、低金利で新規起業者に運転資金の貸し付けを行っている都府県は多いが、無

利子貸付は実施されている例がないことから、新事業に取り組む事業者向けの貸付は、中小企業制

度融資貸付金に一本化し、チャレンジ起業貸付の新規貸付は廃止 

 

〈参考：他都府県の類似事業との水準比較（R3当初予算ベース）〉 

区 分 東京都 兵庫県 

事 業 名 女性・若者・シニア創業サポート事業 中小企業制度融資貸付金 

（新規開業貸付） 

対 象 者 女性、若者（39 歳以下）、シニア（55

歳以上）で創業後５年未満の者 

新規に個人で、または会社を設立し、事

業を開始する方 

限 度 額 1,500 万円 3,500 万円 

利率・保証 「信用金庫・信用組合」が、固定金利

１％以内の創業融資を検討・無保証 

金利 0.6％ 

（内経営者保証免除貸付 500 万円） 

期   間 10 年以内（うち据置期間３年以内） 10 年以内（うち据置期間１年以内） 

 

 

③ 改善の方向性 

今後は、スタートアップ企業の成長を支援する SDGs チャレンジ事業の拡充や、中高生から社会

的課題の解決能力を育む事業の実施等、スタートアップ関連施策の充実強化を実施 

 

 （拡）SDGｓチャレンジ事業（50,000 千円） 

グローバルな SDGs 課題解決に挑むスタートアップの事業構築や海外展開を、県・神戸市・UNOPS

連携のもと支援するとともに、令和３年度から支援しているスタートアップには、海外実証等への

支援を継続 

 ○ 内   容 SDGs 課題解決に資するセミナー・イベント開催 

          ・有力なビジネスプランのブラッシュアップ 

          ・海外実証及び展開に向けた支援 等 

  ○ 対 象 企 業 30 社程度 

○ 実 施 手 法 民間委託 
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（新）若者を対象とした「ひょうごスタートアップアカデミー（仮称）」の開設（60,231 千円） 

社会課題の解決に向け、起業も含め主体的に取り組む若者を育成するため、県内大学と連携した

取組を拡充するとともに、県内各地の中高生を対象に、自ら課題を発見し、解決策を考える実践型

教育プログラムを実施 

 

 １ BizWorld プログラムのモデル導入（38,281 千円） 

   県内の中学校・高校に、各学校の事情に応じて BizWorld(※)のプログラムをモデル導入 

      ※起業家精神、ビジネス及び金融の基本について、実践を通じて学ぶ課題解決型のアントレプ

レナーシップ教育プログラム 

 ２ 高校生を対象とするトライアルの実施（1,257 千円） 

   日本政策金融公庫主催｢高校生ビジネスプラン・グランプリ｣に応募する県内高校生を対象に、

BizWorld の短期プログラムを実施 

   ○ 開 催 時 期 令和４年８月 

○ 開 催 場 所 起業プラザひょうご(神戸、尼崎、姫路)の３箇所 

   ○ 実 施 回 数 各箇所１回 

   ○ 参 加 者 数 30 人程度/回 

３ 県内大学と連携した起業人材育成（20,000 千円） 

   大学生を対象とした起業人材育成講座を実施(４大学) 

 ４ ひょうごスタートアップ甲子園(仮称)の開催（693 千円） 

   BizWorld 受講者、県内大学と連携した起業人材育成事業の受講生を対象としたデモデイ(※)

を開催し、ひょうご神戸コンソーシアム構成員等とのマッチング機会を提供 

      ※事業計画を複数の投資家等に直接プレゼンテーションを行う場 

   ○ 開 催 時 期 令和５年３月 

○ 開 催 場 所 神戸市内(オンラインによる同時中継) 

   ○ 参 加 者 数 200 人程度 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 最終目標 

21 世紀型ｽｷﾙ(※)が伸びた生徒の 

割合(受講前後の調査により把握) 
75％ 75％ 

海外における平均値である 75％ 

(R5 年度) 

    ※批判的思考、コミュニケーション能力、協調性、創造性の総称 

(見直し基準) 令和６年度における目標の達成状況を踏まえ、見直し検討 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

・チャレンジ起業貸付の

廃止 

・スタートアップ関連事

業の実施 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

22 IT あわじ会議開催事業 

R3 予算額（うち一般財源）：17 百万円（17 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：17 百万円（17 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：17 百万円（17 百万円） 

 

① 見直しの視点 

高度な IT技術を有する企業の立地が促進され、また、（一社）公益資本主義実践協会が設立さ

れ、新たなイノベーションに挑戦する IT企業や社会的起業家を支援する枠組みが整備されたこと

から、事業実施を見直し 

 

② 見直し内容 

次世代 IT ビジネスの創出やポスト IT 基幹産業を支援する枠組みが整備されるなど、県の先導

的な取組みとして当初の目的は達成しており、民間レベルでも類似の会議が多く開催されるなど、

事業継続の必要性が低下していることから、令和３年度限りで事業廃止 

 

【開催実績】 

 H28 
(第 16 回) 

H29 
(第 17 回) 

H30 
(第 18 回) 

R 元 
(開催中止) 

R2 
(第19回) 

R3 
(第 20 回) 

累計 

予算額(百万円) 17 17 17 － 17 17 － 
決算額(百万円) 9.755 9.8 15.511 － 17 - － 
 参加者計画（人） 300 300 300 － 300   

参加者実績（人） 266 190 283 － 
 

630 開催に向
け調整中 

4,506 

 

 

③ 改善の方向性 

  IT あわじ会議が担ってきた IT 先端技術の紹介について、国際フロンティア産業メッセや起業プ

ラザひょうごにおけるセミナー等で対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

事業廃止 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

23 旅券事務所 

R3 予算額（うち一般財源）：239 百万円（0 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

 

① 見直しの視点 

  旅券業務については、R7 から国による旅券申請の電子化（デジタルガバメント）の本格導入が

見込まれることから、旅券事務所のあり方を見直し 

 

② 見直し内容 

デジタルガバメント（電子申請）本格導入（R7～）に向けて、国によるデジタルガバメントの動

向を踏まえ、申請窓口を集約する方向で見直し（集約後の体制は R4～R6 の間に検討） 

 

③ 改善の方向性 

  国によるデジタルガバメントの動向を見極めながら、旅券事務の安定的な運営と県民の利便性

向上につながる方法を検討 

 

 

【参考 1】電子申請導入における想定スケジュール  

区 分 R4（2022） R5（2023） R6（2024） R7（2025） 

紙申請     

電子申請（切替）     

電子申請（新規）     

旅券業務の見直し 体制の検討作業 新体制 

 

【参考 2】現行の窓口体制 

区 分 本 所 尼崎出張所 姫路出張所 但馬空港窓口 

場 所 神戸国際会館 3階 
塚口さんさんタウ

ン 2番館 3階 

イーグレひめじ 

2 階 

但馬空港ターミナ

ルビル前 

住 所 
神戸市中央区御幸

通 8丁目 1番 6号 

尼崎市南塚口町 

2 丁目 1番 2-316 

姫路市本町 

68 番 290 号 

豊岡市岩井字河谷 

1598-34 

 

④ 留意事項 

  今後の検討にあたっては市町の意向を丁寧にヒアリングのうえ実施 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事務所のあり方の見直し  

 

  

 

 

デジタルガバメント導入に向けた事務所のあり方検討 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

24 海外事務所運営費 

R3 予算額（うち一般財源）：169 百万円（164 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）： －百万円（－百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）： 50 百万円（49 百万円） 

 

① 見直しの視点 

新型コロナウィルスの影響により、国境を越える人の往来に大きな制約が生じる一方、情報通信 

 の発達によりオンラインによる交流も可能になるなど、海外事務所を取り巻く環境に大きな変化 

が生じていることから、海外事務所の運営体制について見直し 

② 見直し内容 

中小企業の支援ニーズを踏まえ、現地の生の情報やネットワークを活用した県産品の海外販路

拡大や中小企業の海外展開、市場や商品特性に応じた商談・マッチング支援など、オンラインだけ

では困難な事業に重点化し、各事務所について、以下のとおり運営体制を見直し 

また、維持する３事務所のあり方については、ポストコロナ社会での経済活動状況を踏まえ、令

和４年度以降も引き続き見直しを検討 

【見直し案】 

現 行 所管地域 見直し案 備 考 

ワシントン州事務所 北米・ﾒｷｼｺ 

維持 

ポストコロナ社会での経

済活動状況を踏まえ、令

和４年度以降も引き続き

見直しを検討 

香港経済交流事務所 中国・ASEAN 諸国・ｲﾝﾄﾞ 

パリ事務所 ﾖｰﾛｯﾊﾟ・ﾄﾙｺ 

ブラジル事務所 中南米(ﾒｷｼｺ除く) R4 年度から廃止 現地業務を委託 

西豪州・兵庫文化交流ｾﾝﾀｰ オーストラリア R5 年度から廃止 現地連絡体制のあり方を検討 

③ 改善の方向性 

  令和４年度から廃止するブラジル事務所については、事務所廃止後の南米との交流を促進する

ため、現地での業務を委託 

  また、西豪州・兵庫文化交流センターについては、令和５年度から廃止する予定としており、今

後、西豪州との交流を継続的に実現できるよう現地連絡体制のあり方を検討 

（新）南米との交流促進事業費（現地業務の委託）（4,154 千円） 

   ○内 容：現地州政府や関係団体等とのネットワーク維持 等 

 

④ 留意事項 

  見直しにあたっては、市町や現地政府等関係機関に丁寧な説明を実施 

 

【工程表（R4～R6）】 

 
 

 見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○海外事務所運営体制の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

ブラジル事務所を廃止 

 （現地業務の委託） 
西豪州･兵庫文化交流ｾﾝﾀｰを廃止 

 （現地連絡体制のあり方を検討） 

維持する３事務所のあり方検討 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

25 姉妹州省との周年事業 

R3 予算額（うち一般財源）：14 百万円（14 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：4 百万円（4 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：4 百万円（4 百万円） 

 

① 見直しの視点 

新型コロナウイルスの影響により、国境を越える人の往来に大きな制約が生じる一方、情報通信 

の発達によりオンラインによる交流も可能になったことから、周年事業による海外派遣の対象と

頻度について見直し 

② 見直し内容 

友好・姉妹州省（７地域）との周年事業については、原則５周年ごとに派遣と受入を交互に実施

友好交流地域（14 地域）については、特別な事情（先方からの要請等）がある場合に派遣受入に

ついては、来県時に適宜実施 

 地 域 名 
見直し前 見直し案 

派遣 受入 派遣 受入 

友好・姉
妹州省 
（７） 

アメリカ合衆国ワシントン州 
ロシア連邦ハバロフスク地方 
ブラジル連邦共和国パラナ州 
オーストラリア連邦西オーストラリア州 
中華人民共和国広東省 
パラオ共和国 
中華人民共和国海南省 

5 年ごとに
訪問団を
派遣 

適宜実施 
原則 5年ごとに派遣と
受入を交互に実施 

友 好 交
流地域 
（14） 

フランス共和国 
セーヌ･エ･マルヌ県 
アンドル･エ･ロワール県 
アヴェロン県 
ノール県 

ドイツ連邦共和国ｼｭﾚｽｳﾞｨﾋ･ﾎﾙｼｭﾀｲﾝ州 
中華人民共和国江蘇省 
ベトナム社会主義共和国 

ホーチミン市 
ドンナイ省 
ハナム省 
ロンアン省 
カントー市 

大韓民国慶尚南道 
インドグジャラート州 
アメリカ合衆国ネブラスカ州 

5 年を目処
に 状 況 に
応 じ て 訪
問 団 を 派
遣 

適宜実施 

特別な事
情がある
場合のみ
派遣 

適宜実施 

③ 改善の方向性 

  友好・姉妹州省、友好交流地域と会議やセミナー、イベントの開催等、機会をとらえてオンライ

ンでの交流を実施 

④ 留意事項 

  見直しにあたっては、市町や現地政府等関係機関に丁寧な説明を実施 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○海外派遣の対象と頻度の 

見直し 

 

見直しの実施 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

26 私費外国人留学生奨学金支給事業 

R3 予算額（うち一般財源）：18 百万円（18 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：18 百万円（18 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：18 百万円（18 百万円） 

 

① 見直しの視点 

・県内で学ぶ優秀な留学生の学習活動を促進し、卒業後は県内企業に就職等することにより、兵庫

県と諸外国との交流促進に寄与することを目的として 34 年にわたり実施 

 

・その間、入管法改正により、留学生には一定の収入活動が認められ、大学や民間の奨学金も充実

し、奨学金全体に占める本県の奨学金の受給者割合が低下（H26：16.2％※→R2：8.39％） 

※H28 に、H29 から現行の支給人数(150 名)に見直し。 

H28 以前と H29 以降を比較するため、H28 以前の本県奨学金受給者を現行の 150 名とし、再計算。 

 (引用元：兵庫県内外国人留学生在籍状況調（兵庫地域留学生交流推進会議）) 

 

・国の「留学生 30万人計画」も前倒しで令和元年に達成されており、今後、国は優秀な外国人留

学生の日本社会への定着度の向上等、出口に着目した取組みに転換 

 

② 見直し内容 

環境の変化等を総合的に勘案し、外国人留学生の就職支援に重点化することとして、事業廃止 

 

③ 改善の方向性 

  留学生の就職支援に重点化し、高度な知識・技能を持つ外国人材として、外国人留学生の県内企

業等への就職支援を進めるため、「県内企業海外事業展開に係る留学生活用事業」で低学年向けの

就職準備講座を実施するなどの拡充を実施 

（拡）県内企業海外事業展開留学生活用事業（11,498 千円） 

     留学生の県内企業への就職を促進するため事業を拡充して実施 

    ○実施手法 大学コンソ－シアムひょうご神戸への委託 

    ○事業内容 ・(新)低学年(１･２年生)向け就活準備講座の実施（３日） 

          ・(新)就活概要・対策の動画制作(２本) 

          ・県内企業でのインターンシップ、合同企業説明会の実施 等 

 

(各年度 5月 1日時点) H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 

県内奨学金受給者数 955 名 1,102 名 1,074 名 1,369 名 1,514 名 1,604 名 1,860 名 

 本県奨学金以外 775 名 916 名 887 名 1,230 名 1,368 名 1,488 名 1,704 名 

本県奨学金 180 名 

(150 名※) 

186 名 

(150 名※) 

187 名 

(150 名※) 

139 名 146 名 116 名 156 名 

本県奨学金割合※ 
18.8％ 

(16.2%※) 

16.8％ 

(14.1%※) 
17.4％ 

(14.5%※) 
10.1% 9.64% 7.23% 8.39% 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

・事業廃止 

・県内企業への就職

支援を強化 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

27 ひょうごふるさと館運営事業 

R3 予算額（うち一般財源）：24 百万円（24 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：     ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：     ― 

 

① 見直しの視点 

開設から約 30 年経過し、近年、交通手段の充実（H18～北近畿豊岡自動車道順次供用開始等）や

県内道の駅の増加（H23：30→R3：35）、EC サイトの開設など特産品の販売機会が増えてきており、

県の関わり方を見直し 
 

 （参考)(公社)兵庫県物産協会売上実績の推移 

 

 

 

 

 

 

（参考）EC 市場規模(物販分野･BtoC)の推移 

 

 

 

 

 

（参考）ひょうごふるさと館の概要 

設 置 者：県 

運 営 者：（公社）兵庫県物産協会 

設 置 日：平成 3年 7月 6日  

設置場所：神戸市中央区御幸通 8-1-26 神戸阪急新館（ケイ・エスビル）5階 

面  積：303.24 ㎡（物販面積約 181.5 ㎡）（54.9 坪） 

事業内容：県内各地の特産品の展示・販売拠点 
 
② 見直し内容 

  運営主体である（公社）兵庫県物産協会が、経営改善計画を R3 年度中に策定予定であること、

2023JR デスティネーションキャンペーンや大阪・関西万博等を控え、販売・集客力の拡大を図る

機会であることから、これらを踏まえた経営改善状況を見極めつつ、令和４年度以降、（公社）兵

庫県物産協会への自主事業化を含め、ひょうごふるさと館の運営に関する県の関わり方を検討 
                

（参考）（公社）兵庫県物産協会の概要 

設立時期：昭和 34 年設立（平成 24 年 4月 公益社団法人に改組） 

会 員 数：521 会員（R3.3 末時点） 
 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県の関わり方を見直し  

 

  

 

 

県の関わり方を検討 

H28 H29 H30 R1 R2

ひょうごふるさと館売上実績 242,314 千円 237,348 千円 240,571 千円 208,913 千円 154,277 千円
前年度比 △3.7% △2.0% ＋1.4% △13.2% △26.2%

ＥＣサイト売上実績 6,763 千円 6,851 千円 8,338 千円 12,106 千円 15,473 千円
前年度比 ＋19.1% ＋1.3% ＋21.7% ＋45.2% ＋27.8%

H28 H29 H30 R1 R2

EC市場規模(物販分野･BtoC)※ 80,043 億円 86,008 億円 92,992 億円 100,515 億円 122,333 億円
前年比 ＋10.6% ＋7.5% ＋8.1% ＋8.1% ＋21.7%

※出典：経済産業省「電子商取引実態調査」をもとに作成

- 120 -



 

１ 行政施策 (1) 事務事業 

28 首都圏特産品プロモーション強化事業 

R3 予算額（うち一般財源）：24 百万円（24 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：24 百万円（24 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：24 百万円（24 百万円）） 

 

① 見直しの視点 

平成 23 年度から 10 年間にわたり、首都圏で特産品直売店舗(兵庫わくわく館)を運営する民間

事業者に県が補助することを通じて、首都圏での特産品プロモーションを実施してきたが、今後

は、ポストコロナの環境変化を踏まえ、首都圏におけるプロモーション戦略を見直し 

 

（参考）補助対象施設（兵庫わくわく館）の概要 

  ・場  所：東京交通会館（有楽町駅前）地下１階 

  ・開  設：平成 23 年 4 月 17 日（日） 

  ・店舗面積：78.5 ㎡ 

  ・事業内容：特産品直売 

 

② 見直し内容 

設置から 10 年を経過し、一般消費者を対象とした直売方式のアンテナショップは一定の役割を

果たしたため、特産品販売店舗を運営する民間事業者への支援は終了 

 

③ 改善の方向性 

県産品の販路の拡大及び本県への誘客を促進し、兵庫ブランドを再構築するため、上質かつ本物

志向の商品やコンテンツを、五国の歴史・文化とともに発信する新たな首都圏プロモーション事業

を創設 

 

（新）観光・特産品の首都圏プロモーション事業（10,632 千円） 

コロナ禍により打撃を受けた県内観光・地場産業等の需要回復に向け、大阪・関西万博にお

けるフィールドパビリオン展開を見据えた、上質かつホンモノ志向の｢ひょうごブランド｣確

立を図るため、新たな観光・特産品の首都圏プロモーションをモデル事業として実施 

 

１ 兵庫ブランド向上事業の展開（8,314 千円） 

コンサルティング機能を有する民間事業者と連携し、兵庫ブランド構築のためのプロモー

ションを実施 

○ 内  容 首都圏富裕層をターゲットにしたテストマーケティング、商品改良・BtoB 販路

拡大等(３か月×２期) 

○ 想定品数 20 品目程度(３か月ごとに入れ替え)/１期 

○ 実施手法 民間事業者へ委託 

 

２ 兵庫ブランドをアピールする首都圏イベントの実施（2,318 千円） 

五国のブランディングに繋がる上質な商品をアピールするため、四季ごとに、首都圏の百貨

店等でのプロモーションを実施 

○ 内  容 販売・観光 PR ブースの設置(２週間×４回) 

○ 想定品数 100 品目程度 

○ 実施手法 民間事業者へ委託 
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(成果指標) 

指標名 区 分 Ｒ4 

県産品購入後のアンケート 
県産品の購入前後で、兵庫のイメージが向上

した人の割合 
30％ 

生産者や専門事業者 

の web サイトアクセス数 

生産者や専門事業者 web サイトの県産品情

報へのアクセス数増加率 
5％ 

 

(見直し基準) 令和４年度限り(令和５年度以降は、令和４年度の成果を分析し検討) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

・ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟへの支援終了 

・新たな首都圏プロモーションの実施 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

29 五国の元気づくり交流拠点の支援 

R3 予算額（うち一般財源）：25 百万円（13 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：12 百万円（6 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：19 百万円（10 百万円） 

 

① 見直しの視点 

・小規模農家等の都市での販路として、多自然地域の耕作維持、都市向け新品種の生産や都市での

集落等の認知度向上などに寄与してきたが、多自然地域からの集荷・物流経費が高コストとなっ

ているため、これまでから経営改善に取り組み、運営支援も段階的に縮減 

・来客者数は平成 29 年（168 千人）をピークに頭打ちとなっていることから、経営改善の新たな

取組が必要 

  

② 見直し内容 

直ちに県補助を終了した場合、事業維持は難しく、出荷者への影響が大きいことから、令和４年

度以降、経営改善の新たな取組により、段階的に自立した運営へ移行 

 

③ 改善の方向性 

運営事業者との意見交換や先進事例の情報提供等を通じて、スーパーマーケットや飲食店への

販路拡大、EC サイトへの出店など、新たな顧客獲得に向けた取組を促すことで、売上の増加を図

り、自立・安定した店舗運営をめざす。 

 

【見直し案と経営改善の取組】 

区 分 現 行 R4～R6 R7～ 

県補助額 
25 百万円 

 
13 百万円 

（県補助額を 1/2 へ縮減） 
県補助なし 

（自立した運営） 

経営改善 
の取組 

[これまでの取組] 
・販売手数料の引上げ 
 15％･20％ → 30％ 
・人件費の削減 
 15 人 → 10 人 
・集荷の効率化 
 週 16 便 → 週 12 便 

[新たな取組] 
・集荷コストの収支改善 
（一部販売価格に上乗せ） 
 10 円×60 万点＝ 6百万円 
・販路開拓 
（R4 年度）3店舗 
 販売手数料収入：6百万円 

 
 
 
 
・販路開拓 
（～R6 年度）更に拡大 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○運営支援の見直し  

県補助額を 1/2 へ縮減 

  

 

 

事業終了  

（自立運営） 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

30 認証食品 PR・販売コーナー設置事業 

R3 予算額（うち一般財源）：1 百万円（1 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：1 百万円（1 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：1 百万円（1 百万円） 

 

① 見直しの視点 

JR 新神戸駅前コトノハコ神戸内にある「兵庫県おみあげ発掘屋」内に認証食品を PR・販売する

常設コーナーを設置しているが、事業開始から３年経過しており、認証食品の売上も一定あること

から、県としての負担を見直し 

 

［販売実績の推移］ 

区 分 R1（7/4～） R2 

認証食品取扱品目数 34 品 34 品 

認証食品販売高（月平均） 351 千円 126 千円※ 

※コロナ影響による減 

 

 

② 見直し内容 

認証食品 PR・販売コーナー設置に対する県負担は廃止 

 

 

③ 改善の方向性 

 ・認証食品 PR・販売コーナー廃止後も「兵庫県おみあげ発掘屋」では、認証食品の販売は継続 

・認証食品消費喚起対策事業においても、引き続き認証食品の販売拡大・認知度向上を図るため、

同店を含む認証食品販売店と生産者のマッチング商談会の開催や、認証食品 PR 資材を提供 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県負担の見直し  

県負担の廃止 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

31 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資 

R3 予算額（うち一般財源）：26,338 百万円（0 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：3,750 百万円（0 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：3,750 百万円（0 百万円） 

 

① 見直しの視点 

以下のとおり、当該融資制度の魅力が薄れており、貸付実績が低迷 

これにより、目的としている県産木材の利用促進に対する効果が低下していることから、事業を

見直し 

ア 当該融資制度創設当時(S60)は、長期固定金利型の住宅ローンは住宅金融公庫が大半を占めて

いたが、その後、民間金融機関の商品開発が進み、現在は多様な長期固定金利型住宅ローンが

存在（200 商品以上） 

イ 異次元金融緩和(平成 25 年)以降、住宅ローン金利は低位で推移しており、景気回復による金

利上昇の要素も乏しいことから、当融資制度のような固定型の住宅ローンよりも金利の低い変

動型が選択されやすい状況が続いている。 

（参考）兵庫県産木材利用木造住宅特別融資 貸付認定件数の推移 

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

認定件数(件) 257 254 268 169 135 93 62 52 26 

※R3 年度は 12月現在 

 

② 見直し内容 

令和４年度以降の新規貸付を停止 

 

③ 改善の方向性 

今後は、「ひょうごの木の家」設計支援事業を拡充し、意欲的に県産木造住宅を建築する「ひょ

うご木の匠」による住宅設計の支援を強化することで、県産木材の利用を促進 

 

（拡）「ひょうごの木の家」設計の支援 

  住宅における県産木材の利用を促進するため、「ひょうご木の匠」による県産木材の魅力を

見せる住宅設計への支援を拡充 

   ○ 事 業 内 容 

項 目 R3（現行） R4 

事業主体 ひょうご森づくりサポートセンター 

要 件 県産木材を 30%以上利用 

対象経費 県産木材の構造材等を見せる住宅の設計費 

( 拡 )  

補 助 額 
300 千円/戸 

300 千円/戸 

※横架材に県産木材を使う場合 

100 千円加算 
 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○融資制度の見直し  

・新規貸付を停止 
・「ひょうごの木の家」

設計支援事業を拡充 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

32 ひょうご元気な「農」創造事業 

R3 予算額（うち一般財源）：26 百万円（2 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：13 百万円（1 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：13 百万円（1 百万円） 

 

① 見直しの視点 

農業改良普及センターが中心となって、地域における新たな仕組みづくりや高付加価値化の支

援を実施しているが、これまで評価されていなかった地域農産物の価値付けに一定の成果を上げ

たことから、事業内容を見直し 

 

（参考）事業概要 

区 分 内 容 R3 当初予算 

新たな仕組みづ

くりに係る支援 

生産技術の指導普及に加えて、地域の特長を生かした

生産・加工・流通・販売・消費等を結びつける新たなﾌ

ｰﾄﾞﾁｪｰﾝの構築・拡大 

13,000 千円 

（1,000 千円× 

13 普及センター） 

高付加価値化に

係る支援 

新たな仕組みによって創出された特産品等について、

兵庫県認証食品の認証や商標登録などの新たな付加価

値によりｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟを図って生産拡大を促進 

13,000 千円 

（1,000 千円× 

13 普及センター） 

事業推進体制の

整備 

本庁各課等を交え、各地域での新たな仕組みの実現に

向け、課題解決策や推進方法等を協議 
360 千円 

 

 

② 見直し内容 

これまで評価されていなかった地域農産物の価値付けに一定の成果を上げたことから、高付加

価値化に係る支援を廃止 

  H27 H30 R2 

認証食品数 1,940 品 2,130 品 2,246 品 

生産･出荷量 1,377ｔ 2,112ｔ 1,709ｔ 

 

 

③ 改善の方向性 

県産特産品の競争力強化に向けたブランド形成のため、①他県産との差別化に向けた地域との 

関連性強化、②実需者の求める安定した品質・生産量への対応などを支援 
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（拡）ひょうごの「農」ブランド強化コーディネート事業の実施（23,396 千円） 

県産特産品の生産から消費までを繋ぐフードチェーンの構築を継続するとともに、競争力強

化を図るため生産力･収益力を強化する新たなブランド戦略を構築 

 

１ 新たな仕組づくりへの支援（13,000 千円） 

普及指導員が中心となり、各地域の特徴を生かしながら、生産･加工･流通･販売･消費等をコー

ディネートして結びつける仕組を構築 

○ 内   容 需要調査、関係者間調整、他事例調査 

 

２ (新)ブランド強化の支援（10,396 千円） 

新たな仕組で創出された地域特産品を対象に、更に魅力のある商品へのブランド強化や、生産

量増加に向けた支援を実施 

○ 地域との関連性強化による他県産との差別化 

・大学等と連携し、農産物の成分分析と、それに基づく商品価値を評価 

・地域の高校等と連携し、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式で商品企画を実施 等 

○ 実需者の求める安定した品質・生産量への対応 

・ほ場を借り上げ、農家への研修及び地域へのｽﾏｰﾄ技術導入を支援 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業内容の見直し  

・高付加価値化に係

る支援の廃止 

・ブランド形成のた

めの取組強化 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

33 バス対策費補助 

R3 予算額（うち一般財源）：87 百万円（44 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：0 百万円（0 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：18 百万円（8 百万円） 

 

① 見直しの視点 

身近な公共交通機関であるバス事業については、基本的には市町が主体となって行う事業であ

る。一方、広域行政を担う県は地域間の移動手段の維持確保を図るため、国庫協調及び県単独で市

町に対する支援を実施してきている。この観点からすると、現市町域を超える広域的なバス路線に

ついては、県市町が協調して支援する必要があることも踏まえ、県市町間での負担割合を見直し 

② 見直し内容 

以下のとおり、県と市町の負担割合を見直し 

区 分 運行支援（国庫協調） 運行支援（県単） 車両購入（国庫協調） 

現 行 
現市町域間 県:市＝２:１ 

旧市町域間 県:市＝１:２ 
同左 県:市＝２:１ 

見 直 し 後 
現市町域間 県:市＝１:１ 

旧市町域間 県:市＝１:２ 
同左 県:市＝１:１ 

考え方 

○現市町域間 

  国庫協調補助に市町負担を求めることとしたH23の見直

しから10年以上が経過し、制度の定着が図られたこと

から、県市町間での負担割合の原則どおりに見直し 

 

○旧市町域間 

  国制度において旧市町域間への支援が継続している

こと、これまでの行革見直しにより県：市町＝１：２

となっていることから、現行の負担割合を継続 

現行の負担割合が、運行支

援と同様であることから、

運行支援の見直しに準ずる 

【見直し実施時期等】 

・R4、R5 は現行どおり実施（新型コロナウイルスのバス会社への影響等を考慮） 

なお、国は R4・R5 の補助要件を緩和（輸送量要件について新型コロナウイルスの影響がない H30

実績で判定するなどの特例を設定）しており、本県も同様の要件緩和を実施 

・見直しについては、国制度の動向等も踏まえ、R6からの見直しを目途に検討 

・なお、その際は、県民の移動手段確保のため、地域公共交通計画に基づき地域の実情に応じた

地域公共交通の再編計画に対して、市町の負担を考慮した支援を検討 

 

③ 留意事項 

  今後の検討にあたっては市町の意向を丁寧にヒアリングのうえ実施 

 

 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県と市町の負担割合の見 

直し 現行どおり  負担割合の見直し 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

34 県営住宅事業特別会計への繰出 

R3 予算額（うち一般財源）：3,463 百万円（3,463 百万円） 

効果額 
初年度(R9)（うち一般財源）：2,376 百万円（2,376 百万円) 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：     ― 

 

① 見直しの視点 

管理戸数目標の見直し（R7:48,000 戸→R12：45,000 戸）に伴う県営住宅事業特別会計の長期収

支の置き直しにより、令和９年度以降に剰余金が発生する見込みとなったことを踏まえ、同会計

に対する一般会計繰出を見直し 

 

 

② 見直し内容 

普通交付税算入額を除くこれまでの一般会計繰出金累計額が多額となっていることも踏まえ、

当該剰余金については一般会計に繰入 

 

（単位：戸、百万円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

49,227 48,945 48,784 48,328 47,701 47,414 46,961 46,330 45,155 44,911

29,498 30,013 28,579 27,285 27,027 26,322 22,729 23,215 23,667 23,496

うち公債費 12,993 12,641 12,338 11,456 11,174 11,018 7,108 7,441 7,698 8,021

26,035 27,340 26,000 25,238 25,107 24,803 25,105 25,172 25,169 24,653

合計

3,463 2,673 2,579 2,047 1,920 1,519 － － － － 14,201

－ － － － － － 2,376 1,957 1,502 1,157 6,992

区分

管理戸数

一般会計繰出（①－②）

支出　①

収入　②

剰余金（①－②）
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

35 人生いきいき住宅助成事業（一般型） 

R3 予算額（うち一般財源）：372 百万円（329 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：44 百万円（24 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：44 百万円（24 百万円） 

 

①  見直しの視点 

既存住宅の予防的なバリアフリー改造（段差解消、手すり設置等）を支援する市町に対し県が補

助を実施しているが、住宅のバリアフリー化の進展などを踏まえ、見直し 

 ・新築住宅におけるバリアフリー化率の上昇 

新築住宅のバリアフリー化率： 58.8％（制度創設時 H3～H7）→ 80.2％（H28～H30） 

（H30 住宅・土地統計調査） 

・既存住宅においては、一般型による予防的なバリアフリー化に比べ、介護保険や特別型を利用す

る方が、居住者の身体状況に適したバリアフリー改造ができ、県民の費用負担が少ない。 

県民の負担割合：一般型  2/3 

介護保険 所得に応じ 1/10～3/10 

特別型  所得に応じ 0～2/3 

 ・全国で同様のバリアフリー化補助事業の実施は４都県のみ（東京、富山、高知、島根） 

 

②  見直し内容 

一般型を廃止（特別型は存続） 

 

③  改善の方向性 

今後は個人については、介護保険や特別型で対応 

令和４年度からすべての人が利用できるよう新たに宿泊施設のバリアフリー改修にかかる費用

の一部への支援を実施 

 

（新）ホテル・旅館バリアフリー改修の促進（18,000 千円） 

高齢者や障害者をはじめとする全ての人が、行きたいところに旅行しやすくなるよう、既

存のホテル等のバリアフリー改修を支援 

 

〇 補助対象 既存のホテル等を営業する事業者 

〇 補助要件 ・福祉のまちづくり条例に規定する特定施設整備基準(※１)以上のバリアフ

リー化を実施 

・チェック＆アドバイス制度(※２)を活用 

〇 対象事業費 改修設計：上限   500 万円 

改修工事(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事有り)：上限 3,600 万円 

(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事無し)：上限 1,600 万円 

○ 負担割合 県 1/4、市町 1/4 ※市町随伴義務、事業者 1/2 

 

(※1)特定施設整備基準例 

 

 

 

 

 

 

 

整備箇所 整備内容（一部抜粋）

スロープ
・勾配は1/12を超えないものであること
・高さ75㎝以内ごとに踊場を設けること

エレベーター
・出入口の幅は80㎝以上であること
・籠の幅は140㎝以上かつ奥行き135㎝以上であること

一般客室
(R4追加)

・客室までの1以上の経路をﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化すること
・客室の出入口幅を80㎝以上とすること
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(※2)チェック＆アドバイス制度 

設計時や工事完了後に、障害者等の利用者及び専門家によるバリアフリーチェックと

改善のアドバイスを実施 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R8 年度) 

観光客の来訪者

満足度 
74.8％ 76.4％ 78.0％ 79.6％ 81.2％ 81.2％ 

 

 

④  留意事項 

見直しにあたっては市町に丁寧な説明を実施 

 

（参考）人生いきいき住宅助成事業の概要 

事業名 対象者 対象事業 助成限度額 助成率 見直し 

一般型 

(増改築含む) 

･高齢者のいる世帯 

･あんしん賃貸住宅の所有者 

既存住宅の予防

的なバリアフリ

ー改造 

300 千円 

※増改築型 

500 千円 

工事費により定額 

(県 1、市町 1) 

※増改築型 1/3 

(県 1/6、市町 1/6)) 

廃止 

共同住宅 

共用型 

・分譲共同住宅の管理 

（H14.9 以前建築、21 戸以上） 

共同住宅の共用

部分におけるバ

リアフリー改造 

300 千円 
工事費により定額 

(県 1、市町 1) 

継続 

特別型 

(増改築含む) 

・介護保険の要介護・要支援

認定を受けた者のいる世帯 

・身体・知的障害者のいる世

帯 

身体状況に応じ

て必要なバリア

フリー改造 

800 千円 

※増改築型 

500 千円 

世帯階層により 

3/3～1/3(県 1、市町 1) 

※増改築型 1/3 

(県 1/6、市町 1/6)) 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業内容の見直し  

・一般型の廃止 

・宿泊施設のバリア

フリー改修への支

援を実施 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

36 市街地再開発事業 

R3 予算額（うち一般財源）：2,438 百万円（1,219 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：     ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：     ― 

① 見直しの視点 

県では、昭和 47 年からこれまで神戸市内の市街地再開発事業に対して 18 地区、総額約 164 億
円補助し、土地の高度利用と都市機能及び居住環境の更新に貢献してきた。 
また、現在施工中の神戸三宮雲井通５丁目地区でも総額約 164 億円補助する見込みであり、そ

の他垂水中央東地区や北鈴蘭台駅前地区でも補助するなど、直近では神戸市内での事業に補助が
集中している。 
これまでの経緯や、これからの県の厳しい財政状況を踏まえた上で、 
○政令市内で実施される組合施行等の市街地再開発事業に対し補助を行っている道府県（本県

除く）は３県のみであること 
○組合施行等の事業の認可権限は神戸市に属すること 
を踏まえ、神戸市内の市街地再開発事業に対する補助の考え方を見直す。 
 

② 見直し内容 

神戸市内においては、着手済の３事業（神戸三宮雲井通５丁目、北鈴蘭台駅前、垂水中央東）
について、補助を継続 
施行中の神戸三宮雲井通５丁目地区と西日本最大のバスターミナル等を一体整備する事業であ

る神戸三宮雲井通６丁目地区については、未着手ではあるが現行どおりの補助を実施 
神戸市内において、今後国庫補助事業として採択される組合施行等の市街地再開発事業につい

ては、令和４年度を目途に県費による補助のあり方の見直しを検討 
 

③ 改善の方向性 

  今後、全県的に増加が見込まれる市街地における空き家、老朽マンションへの支援を実施 
  ○空き家・空き店舗対策の推進 

空き家・空き店舗対策が必要な市街地の活性化を図るため、制定を予定している「空家等
活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例」により指定された特区
内での支援を実施 

  ○老朽化マンション建替への支援 
    築後 35年以上経過した分譲マンションは、管理不全等による外壁等の落下の危険性が生じ

ることや配管から漏水するなどの生活インフラが不十分な状態となることが多い。市街地に
おいても、そのようなマンションの急増が見込まれており、その再生は喫緊の課題となるこ
とから、建替への支援を実施 

（新）空家活用特区における空家活用への総合的な支援（34,271 千円） 

移住、定住及び地域間の交流並びに、地域の活性化を目指すため、空家活用特区内の市
町の取組を支援 

① 空き家・二地域居住バンク登録等流通促進の支援 
      ・対象経費 市町が行う以下の取組に要する経費 
           (ｱ)空家所有者へ流通・活用の働きかけを行う市町連携団体に対する支援 

   (ｲ)空家所有者の登記費用に対する支援 
      ・補 助 率 １／２(補助限度額 500 千円/市町) 

② 空き家の活用支援 
特区内で空き家を活用する際の改修に対する補助率を拡充 

      ・負担割合（住宅型・一般世帯ﾀｲﾌﾟ（市街化区域内）の場合） 
 既存事業：県 1/4 、市町 1/4 、事業者 1/2 

           特 区 内：県 3/10、市町 3/10、事業者 2/5 
③ 古民家再生促進の支援 

特区内で古民家を活用する際の改修に対する補助率を拡充 

      ・負担割合 既存事業：県 1/3、市町 1/3、事業者 1/3 

           特 区 内：県 3/8、市町 3/8、事業者 1/4 
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④ 老朽空家除却の支援 

特区内で空家除却後の跡地活用を図るため、補助対象に老朽空家を追加 

・補助要件 空家除却後の跡地活用計画の提出 

・負担割合 国 1/6、県 1/12、市町 1/12、事業者 2/3 

⑤ ひょうごインスペクション実施の支援 

特区内で建築士等の専門家が行う建物の状況を調査する建物状況調査・検査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)

の実施に必要な経費への補助を拡充 

・対象経費 既存住宅(共同住宅を除く)のｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝに要する経費 

・補助金額 35 千円(現行：25 千円) 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R10 年度) 
居住目的のない 

一戸建ての空家数 
(戸) 

101,600 102,650 103,700 104,750 105,800 107,900 

      ※全く対策を行わない場合の推定空家戸数(自然体)を抑制 

（新）老朽化マンション建替の促進（15,000 千円） 

周辺に危害が生じる恐れがあるマンションを減らし、都市環境の改善を図るため、マン
ション建替円滑化法に基づく要除却認定マンションの建替工事に対する支援を実施 

○ 補助対象 マンション建替組合等に対して補助を実施する市町 

○ 対象経費 調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費 

○ 補助要件 以下の全ての要件に該当する場合 
・特定行政庁が認める要除却認定ﾏﾝｼｮﾝ（耐震性不足を除く）であること 
・災害時の居住継続に寄与する施設を整備すること 
・国庫補助(優良建築物等整備事業)を活用すること 
・市町が県と同等以上に補助すること(随伴義務) 

○ 補助限度額 対象延べ面積に応じ、以下のとおり(国・県・市町合計額) 
・ 1,000 ㎡ ～ 5,000 ㎡： 3,000 万円 
・ 5,000 ㎡ ～10,000 ㎡： 6,000 万円 
・10,000 ㎡ ～15,000 ㎡： 9,000 万円 
・15,000 ㎡ ～         ：13,500 万円 

○ 負担割合 国 1/4、県 1/8、市町 1/8、事業者 1/2 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R13 年度) 
要除却認定ﾏﾝｼｮﾝ 

除却率 6.9％ 17.2％ 27.6％ 37.9％ 48.3％ 100％(29 棟) 

 
④ 留意事項 

  検討にあたっては、関係市に対し丁寧な説明を実施 
 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直 

 し 

 

・神戸市内において、今後国庫補助事業とし
て採択される組合施行等の市街地再開発事
業については、令和４年度を目途に県費に
よる補助のあり方の見直しを検討 

・空き家・空き店舗対策の推進施策や老朽化マ

ンション建替への支援を実施 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

37 県立都市公園等維持管理費 

R3 予算額（うち一般財源）：1,320 百万円（1,157 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：19 百万円（8 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：19 百万円（8 百万円） 

① 見直しの視点 

貴重な社会ｲﾝﾌﾗである都市公園について、厳しい財政状況の中、効率的な運営と利用者の増加を

図ってきたが、さらに効率的・魅力的な管理・運営を進めていくため、新たな維持管理手法を導入 

② 見直し内容 

県負担を減らしつつ公園の魅力アップを図るため、民間活力を導入し、施設の改修や周辺の維持

管理を実施 

③ 改善の方向性 

明石公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園について、パークマネジメント（Park-PFI や施設整備

を伴う長期指定管理等）による民間投資の導入やその範囲等について検討するため、令和３年度か

らサウンディング調査を実施 
 

公園名 想定される民間投資施設 

明石公園 既存建築物改修による物販・飲食店等 

播磨中央公園 四季の庭におけるｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ施設やﾛｰﾗｰｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸに隣接するﾚｽﾄﾗﾝ等 

赤穂海浜公園 海岸付近におけるｸﾞﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ施設等 

 

（新）Park-PFI 事前調査の実施（17,820 千円） 

民間の資金や活力を導入した公園管理を実施するため、Park-PFI 実施に必要な作業･調査

を実施 

〇 調査箇所 明石公園、播磨中央公園、赤穂海浜公園 

〇 内  容  

・ニーズ把握  公園利用者や地域住民に対しアンケート等を実施 

・公募条件確認 インフラの状況や、実施可能な整備内容を確認 

・業者ﾋｱﾘﾝｸﾞ  事業参加の意向の業者に公募条件等に関するﾋｱﾘﾝｸﾞ実施 等 

〇 実施手法 コンサルタント委託(一部県で直接実施) 

 

（参考）Park-PFI（H29 都市公園法改正により導入） 

・都市公園において飲食店等の収益施設の設置・管理を行う事業者を公募により選定 

・事業者が収益の一部で公共部分（園路等）整備も一体的に行う代わりに、都市公園法の特例措

置(※)が適用 

※ 設置管理許可期間の 20 年までの延長が法的に保証(従来は最長 10 年)、建ぺい率の緩

和等 

・都市公園管理者(県)は公園施設整備費が縮減でき、民間事業者は設置管理許可期間延長が保

証されることにより長期的な投資計画に基づく事業実施が可能 

 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○維持管理手法の見直し  

 

  

 

 

サウンディング調査の結果に基づき検討 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

38 住宅耐震改修工事利子補給事業 

R3 予算額（うち一般財源）：2 百万円（1 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：2 百万円（1 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：2 百万円（1 百万円） 

 

① 見直しの視点 

リフォームの際に金融機関等から融資を受けるニーズが大きく減少※１し、新規に本事業を活用

する件数が 2.8 件/年※２にとどまっていることなどから、事業の見直しを実施 

※１ 融資を受ける者の割合： 

29.7％(平成 30 年度)→11.5％(世帯主が 50 歳以上の場合は７％)(令和２年度) 

 ※２ 直近６か年の事業実績 

年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 
令和３年度 

（12 月末現在） 

新規決定数 

（件） 
３ ４ ５ ３ ２ ０ 

 

② 見直し内容 

令和３年度以前受付分について利子補給を継続(借入後５年間)し、新規受付は令和３年度で 

終了 

 

③ 改善の方向性 

  住宅の耐震改修工事等に補助を行う「ひょうご住まいの耐震化促進事業」について、令和３年度

から低コストな改修工事（工事費 300 万円未満）に対する補助率を 1/3 相当から 4/5 に拡充した 
※３ことにより、耐震改修工事に係る更なる費用負担の軽減が図られており、当事業で住宅の耐震

化を引き続き支援 

※３ ひょうご住まいの耐震化促進事業の拡充内容 

区  分 補 助 内 容 

令和２年度以前 

工事費 補助額（定額） 

50 万円以上 100 万円未満 30 万円 

100 万円以上 200 万円未満 50 万円 

200 万円以上 300 万円未満 80 万円 

300 万円以上 100 万円 
 

令和３年度 工事費の 4/5（上限 100 万円） 
 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業内容の見直し  

･新規受付終了(令和 

３年度以前受付分は

継続) 

･ひょうご住まいの耐

震化促進事業で住宅

の耐震化を支援 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

39 オールドニュータウン再生モデル事業 

R3 予算額（うち一般財源）：6 百万円（3 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：     ― 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：     ― 

① 見直しの視点 

・明舞団地においては、平成29年に新たな10年に向けた「明舞団地まちづくり計画」を策定 

明舞祭等のイベント開催など、この計画に沿った取組を実施するとともに、分譲マンションの再

生支援や明舞団地サブセンター等空き区画活用支援事業を実施 

・分譲マンションの再生支援では、令和２年度に国モデル事業を活用し、①明舞団地のマンション

管理組合に対して、大規模改修や建替え等の再生計画案を提示するとともに、②これを事例とし

て「分譲マンション再生ガイドブック」をとりまとめ 

令和３年度には「再生ガイドブック」を１万部作成し、各市町への配布等によりマンション再生

の普及啓発を促進 

・今後、オールドニュータウン施策の全県的な展開を一層促進するため、事業内容を見直し 
 
② 見直し内容 

「明舞団地分譲マンション再生支援モデル事業（ガイドブック作成事業）」の終了 

（令和３年度予算額：333千円 配布用ガイドブック印刷経費） 
 
③ 改善の方向性 

・｢明舞団地まちづくり計画｣に沿って地域、行政、事業者等が連携した取組を引き続き支援 

 ・明舞団地サブセンター等空き区画活用支援事業は、県全体の基準地価が下落する中で、一部エリ

アでは、基準地価が上昇（3.25％ (H29→R3)：松が丘）したり、若年者数が増加（9.5％(H22→

H27)：南多聞台）に転じるなどの成果が見られるため、他のｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ(５市２町14団地)内の

商業施設等の空き区画へ対象を拡充 

・分譲マンション再生支援については、再生ガイドブックを活用し、各種団体や市町の講習会の機

会等をとらえてマンション管理組合等へのマンション再生の更なる機運を醸成 

・また、今年度、国のﾏﾝｼｮﾝｽﾄｯｸ長寿命化等ﾓﾃﾞﾙ事業(国交省が取組団体に直接補助)に採択された

ことから、明舞団地において、新たな敷地分割制度の活用等のより具体的な検討を進めており、

今後２年間、本事業への取組を通じて専門家や住民とともに再生支援を実施 
 

（拡）オールドニュータウン商業施設等空き区画活用の支援（8,000千円） 

     新たな賑わいを創出するため、ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の商業施設等の空き区画への新規出店等を支援 

   ・補助対象 開業希望者 

・対象経費 賃貸料、内装工事費等(１年目:上限 300 万円、２･３年目:上限 100万円) 

   ・補 助 率 明舞団地     2/3(県 1/3、住宅供給公社 1/3) 

         (拡)明舞団地以外 2/3(県 1/3、市町 1/3 ※市町随伴義務) 

 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業見直し  

・明舞団地分譲ﾏﾝｼｮﾝ再生支

援ﾓﾃﾞﾙ事業の終了 

・空き区画活用支援事業の 

対象を拡充 

・ﾏﾝｼｮﾝｽﾄｯｸ長寿命化ﾓﾃﾞﾙ

事業の活用促進 
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１ 行政施策 (1) 事務事業 

40 郊外型住宅団地再生先導的支援事業 

R3 予算額（うち一般財源）：8 百万円（6 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：8 百万円（6 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：8 百万円（6 百万円） 
 

① 見直しの視点 

ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の空き家率について、県内でのモデル的な調査結果では、市内全体の空き家率12.1％

(H30)に対して市内３団地の空き家率は 3.9％(R2)となっており、ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝに特化した住宅改修支

援制度を設けるまでの必要性や緊急性が高いとは言えず、本支援事業を事業化している市町は僅かで

あり、いずれも事業実績がない。 

一方、ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の商業施設では空き店舗率が約 20％に上ることから、住むだけのまちに止ま

らず、商業の活性化による賑わいづくりが課題となっている。空き店舗対策を先導的に行っている明

舞団地では施策効果が現れており、これを踏まえて事業を見直し 
 

【直近５か年の事業実績】                          (単位：千円) 

 

② 見直し内容 

実績が低調であり、市町の活用予定もないことから事業廃止 
 

③ 改善の方向性 

明舞団地でにぎわい創出効果があった「明舞団地サブセンター等空き区画活用支援事業」を、他

のｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の商業施設の空き区画への対象を拡充 

団地再生に向けた機運醸成や地域住民の合意形成への支援については、公益財団法人兵庫県ま

ちづくり技術センターの「まちづくり推進支援事業の専門家派遣事業」を活用 
 

（拡）オールドニュータウン商業施設等空き区画活用の支援（8,000千円） 

     新たな賑わいを創出するため、ｵｰﾙﾄﾞﾆｭｰﾀｳﾝ内の商業施設等の空き区画への新規出店等を支援 

   ・補助対象 開業希望者 

・対象経費 賃貸料、内装工事費等(１年目:上限 300 万円、２･３年目:上限 100万円) 

   ・補 助 率 明舞団地     2/3(県 1/3、住宅供給公社 1/3) 

         (拡)明舞団地以外 2/3(県 1/3、市町 1/3 ※市町随伴義務) 

 

事業名 
市町の 
事業化 

実績 

H28 H29 H30 R1 R2 

①出前講座 不要 562 
(13地区) 

8 
(2地区) 

11 
(4地区) 

10 
(1地区) 

0 
(0地区) 

②再生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣 不要 450 
(2地区) 

0 
(0地区) 

0 
(0地区) 

0 
(0地区) 

90 
(1地区) 

③再生計画策定等支援 不要 

0 
(0件) 

0 
(0件) 

0 
(0件) 

0 
(0件) 

0 
(0件) 

④転入者住宅改修工事利子補給 なし 

⑤若年子育て向け賃貸住宅供給支援 １市 

⑥高齢者住み替え支援 １市 

⑦域学連携促進 １市 

計  1,012 8 11 10 90 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業の見直し  

・事業廃止 

・空き区画活用支援事

業の対象を拡充 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

41 
商店街の活性化とまちの再整備によるにぎわいのま

ちづくり（まちなか再生） 

R3 予算額（うち一般財源）：194 百万円（17 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：10 百万円（10 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：14 百万円（14 百万円） 

 

① 見直しの視点 

商店街活性化をまちづくりの観点から支援する先導的事業として、市町が進める地域のまちづ

くりに県が主体的に事業を実施 

平成 27 年度の事業創設以降、７区域でまちなか再生区域を指定し、取組を進めてきたが、既指

定区域において、現行スキームでのまちなか再生のモデルを示したことから、事業実施を見直し 

 

（まちなか再生区域の指定状況） 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 計 

区域指定数 ２ １ １ １ １ １ ０ ７ 

 

② 見直し内容 

既指定のまちなか再生区域への支援は次のとおり継続し、新規指定は終了 

※既指定区域への支援 

○まちなか再生協議会への支援（最長令和６年度まで） 

・まちなか再生アドバイザー派遣事業 

・まちなか再生協議会運営支援事業 

   ○まちなか再生事業（令和６年度までに事業着手するものに限る） 

・商店街シンボル建築物再生支援事業（シンボル建築物の再生を支援） 

・小規模再開発支援事業（敷地の共同化等による施設の整備を支援） 

 

③ 改善の方向性 

  今後は商店街に限らず、空き家・空き店舗対策が必要な市街地の活性化を図るため、新たに制定

を予定している「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例」によ

り指定された特区内での支援を実施 

 

（新）空家活用特区における空家活用への総合的な支援（34,271 千円） 

移住、定住及び地域間の交流並びに、地域の活性化を目指すため、空家活用特区内の市町

の取組を支援 

 

① 空き家・二地域居住バンク登録等流通促進の支援 

      ・対象経費 市町が行う以下の取組に要する経費 

           (ｱ)空家所有者へ流通・活用の働きかけを行う市町連携団体に対する支援 

   (ｲ)空家所有者の登記費用に対する支援 

      ・補 助 率 １／２(補助限度額 500 千円/市町) 

 

② 空き家の活用支援 

特区内で空き家を活用する際の改修に対する補助率を拡充 

      ・負担割合（住宅型・一般世帯ﾀｲﾌﾟ（市街化区域内）の場合） 

 既存事業：県 1/4 、市町 1/4 、事業者 1/2 

           特 区 内：県 3/10、市町 3/10、事業者 2/5 
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③ 古民家再生促進の支援 

特区内で古民家を活用する際の改修に対する補助率を拡充 

      ・負担割合 既存事業：県 1/3、市町 1/3、事業者 1/3 

           特 区 内：県 3/8、市町 3/8、事業者 1/4 

 

④ 老朽空家除却の支援 

特区内で空家除却後の跡地活用を図るため、補助対象に老朽空家を追加 

・補助要件 空家除却後の跡地活用計画の提出 

・負担割合 国 1/6、県 1/12、市町 1/12、事業者 2/3 

 

⑤ ひょうごインスペクション実施の支援 

特区内で建築士等の専門家が行う建物の状況を調査する建物状況調査・検査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)

の実施に必要な経費への補助を拡充 

・対象経費 既存住宅(共同住宅を除く)のｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝに要する経費 

・補助金額 35 千円(現行：25 千円) 

 

(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 最終目標(R10 年度) 

居住目的のない 

一戸建ての空家数 

(戸) 

101,600 102,650 103,700 104,750 105,800 107,900 

     ※全く対策を行わない場合の推定空家戸数(自然体)を抑制 

 

(見直し基準) 令和８年度において目標が達成できなかった場合、見直し検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

・新規指定終了 

・空き家・空き店舗 

対策が必要な市街

地への支援を実施 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

42 神戸マラソン開催費 

R3 予算額（うち一般財源）：89 百万円（69 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：－百万円（－百万円） 

 

① 見直しの視点 

・国内外への震災復興の発信やマラソンを含むスポーツの振興を図るため、本県が、2001 年に開

始した神戸全日本女子ハーフマラソン、2011 年からの神戸マラソンに主催者として関与 

・創造的復興を成し遂げた兵庫・神戸の発信は神戸マラソンの定着で果たされるとともに、県内で 

様々なマラソン大会も開催 

・20 年間にわたり多額の負担と多くの人材を投じてきたことにより、一定の成果を収めたことか

ら令和４年度開催予定の第 10 回大会を節目として主催者としての関わり方について見直し 

   

（参考）兵庫県内で行政主催のマラソン大会数(教育委員会調べ) 41 大会(神戸マラソンを除く) 

※いずれも県が関与している大会なし 

 

② 見直し内容 

・令和４年度に予定されている第 10 回大会については既に開催に向けた準備に着手していること

から、見直しは令和５年度とする。 

・国内外から２万人、沿道応援 60万人を集めるスポーツツーリズムとしての神戸マラソン開催に

より全県への波及効果が期待できることから、開催経費の一部の支援継続を検討 

 

③ 留意事項 

  見直しにあたっては、関係市に対し丁寧に説明を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工程表（R4～R6）】 
 

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○県市負担の見直 

 し 

 

 

 

県支援額見直し 
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 １ 行政施策 (1) 事務事業 

43 予算決算乖離により廃止するもの 

R3 予算額（うち一般財源）：327 百万円（42 百万円） 

効果額 
初 年 度（うち一般財源）：327 百万円（42 百万円） 

平年ﾍﾞｰｽ（うち一般財源）：327 百万円（42 百万円） 

 

① 見直しの視点 

    予算決算に乖離があることから、事業実施を見直し 

② 見直し内容 

  以下事業について廃止      【  】は令和元年度の執行率（決算額／当初予算額） 

 
 

廃止理由 改善の方向性・代替事業等

1
自主防災組織合同
訓練助成事業
【16％】

自主防災組織に対する独自の支援制度
を有する市町が多く、また、ひょうご
安全の日推進県民会議が実施するひょ
うご安全の日推進事業の支援対象と重
複があるなど県事業の活用が図られて
いないため

各市町が実施する防災訓練等活動支援
事業や、ひょうご安全の日推進県民会
議が実施するひょうご安全の日推進事
業により対応

2
消防団企業等連携
訓練助成事業
【29％】

市町(消防団)のニーズと補助メニュー
とのミスマッチや補助額が少額等の課
題があり、地域での取組み意欲に差が
あるため

加入促進や大規模災害対応訓練等が実
施できるよう補助上限額を拡充し、消
防団活性化事業として再構築

3

企業帰宅抑制対策
BCP策定等助成事
業
【38％】

BCP策定のためのスキル・ノウハウ提供
を求める企業が多く、帰宅困難者対策
に重点を置いた本補助事業の支援ス
キームと企業ニーズにミスマッチが生
じているため

企業レジリエンス強化のためのBCP/BCM
伴走型支援事業に組み換え、企業ニー
ズに対応した県内企業への伴走型支援
により、質の高いBCP策定及びBCMの確
立・実践を推進

4
企業等への情報配
慮支援事業
【4％】

民間企業等が開催するイベントの手話
通訳者派遣経費を助成してきたが、国
の法律改正(R3.6.4公布)において事業
者による障害者への合理的な配慮の提
供が義務化される（公布日より３年以
内）ことにより、補助金による政策誘
導の意義が薄れているため

民間事業者が障害者への合理的配慮を
円滑に実施できるよう関係団体等と連
携し、普及啓発や助言等を実施

5

空き家等を活用し
た障害者の地域交
流促進事業
【50％】

空き家等を活用した場合の初度整備
費、賃借料を助成してきたが、就労継
続支援事業所については、県障害福祉
推進計画（第５期）における目標を上
回る定員数を確保できており、事業目
的が一定達成されたと考えられるため

事業所の工賃向上に向けた支援や運営
の適切な指導など質の充実を強化

6

介護老人保健施設
における在宅復帰
支援機能強化事業
【6％】

在宅復帰支援のためのケア支援ソフト
の導入助成は他の事業で対応可能であ
り、看取りに必要な機器整備助成等
は、対象施設では整備済みであり、事
業目的が一定達成されたと考えられる
ため

事業者が医療介護推進基金事業（業務
効率化支援事業・地域介護拠点整備補
助事業）を活用できるよう、市町を通
じて積極的な周知を実施

7

サービス付き高齢
者向け住宅の機能
強化支援事業
【0％】

機能訓練室等の整備に要する経費を助
成してきたが、R3年度から医療介護推
進基金事業（地域介護拠点整備補助事
業）の対象メニューに追加されたこと
により、当該事業で対応可能であるた
め

事業者が医療介護推進基金事業（地域
介護拠点整備補助事業）を活用できる
よう、市町が事業者公募を行う際に、
募集要項に当該補助事業の概要を記載
する等により周知を実施

事　業　名
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廃止理由 改善の方向性・代替事業等

8

在宅介護緊急対策
事業（整備費上乗
せ）
【0％】

定期巡回・随時対応サービス事業所の
整備費助成をしてきたが、想定された
事業費よりも整備実績が小さいことか
ら、整備の場合は医療介護推進基金事
業で、賃貸の場合は賃借料補助で対応
可能であるため

事業者が医療介護推進基金事業（地域
介護拠点整備補助事業）や賃借料補助
を活用できるよう、市町が事業者公募
を行う際に、募集要項に当該補助事業
の概要を記載する等により周知を実施

9
診療所型小規模病
児保育事業
【0％】

国の要件に合致しない施設の開設準備
経費・運営費を助成してきたが、国制
度（病児・病後児保育推進事業）の職
員配置要件の緩和により、県単独事業
と同程度の要件となり、今後は補助単
価の高い国制度で対応可能であるため

国制度の活用を市町へ呼びかけ

10

中小企業育児・介
護等離職者雇用助
成事業
【26％】

助成金の要件となる離職理由の把握が
困難であることに加え、男女共同参画
センターで女性就業相談室を設置し、
育児･介護離職者の就業支援を実施して
いるため

ひょうご仕事と生活センターにおい
て、中小企業におけるテレワーク導入
から定着までの総合的な支援により、
時間や場所にとらわれない多様で柔軟
な働き方の推進を強化

11
技術開発指導員設
置事業
【12％】

工業技術センターにおいて、中小企業
の技術的課題解決のため専門知識と経
験を有する指導員を派遣してきたが、
NIROの技術アドバイザーやひょうご活
性化センターの専門家派遣事業等、他
機関で類似事業を実施しており、本事
業に対する企業ニーズが相対的に低下
しているため

NIROの技術アドバイザーやひょうご活
性化センターの専門家派遣事業等、他
機関の類似事業で対応
工業技術センターにおいては、高度な
研究用分析機器の運用を生かした技術
支援や開発支援などの他機関にない
サービス提供や総合相談窓口での技術
相談で対応

12
空き床等活用支援
事業
【3％】

閉鎖されたオフィスビル等の空き床等
に入居する企業を支援してきたが、産
業立地条例の支援対象について、R1か
ら事務所立地、R2からほぼ全業種に拡
充されたことから、当該事業へのニー
ズが減少したため

今後は、拡充された産業立地促進補助
により対応

13

ひょうごの次世代
施設園芸モデル普
及拡大支援事業
【11％】

環境制御装置は実証段階から実用段階
に移行しており、事業目的を一定達成
したため

実証を経て、今後は各地域の状況に応
じた環境制御機器の普及拡大を行うこ
ととし、ひょうご施設園芸環境制御技
術導入加速化支援事業により対応

14
新漁業調査船活用
研修事業
【30％】

漁業調査船たじまを活用した研修につ
いては、香住高校の但洲丸竣工後、但
洲丸と競合しており、ニーズが減少し
ているため

子ども向け研修については漁協青壮年
部等と連携して実施し、漁業者研修に
ついては但馬県民局の沖合漁業船員育
成･定着促進事業で対応

15
但馬牛増頭特別資
金利子補給費
【0％】

生産者にとってより有利な制度（農業
経営基盤強化資金[ｽｰﾊﾟｰL]）があるた
め

今後は農業経営基盤強化資金により対
応

16
健康拠点構想等推
進事業
【0％】

外部委員会設置が必要となる土地利用
方針の見直し等の予定がないため

情勢を踏まえ、実施の必要が生じた場
合には改めて検討

事　業　名
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【改善の方向性・代替事業等】 

（拡）消防団活性化支援事業（3,300 千円）[該当番号２] 
大規模災害時における情報収集、避難所の運営支援等、消防団に新たな役割が求められてい

るとともに、担い手不足への対応が必要なため、訓練・加入促進を支援 
    １  消防団訓練・加入の促進支援（3,100 千円） 

○ 補 助 対 象 市町 
〇 対 象 経 費 訓練・研修経費、消防団の加入促進に要する経費(R4 追加) 

       〇 補 助 金 額 上限 10 万円(現行：５万円) 
○ 補 助 率 1/2 

    ２  女性消防団員の活性化（200 千円） 
○ 補 助 対 象 県消防協会 
〇 対 象 経 費 活動事例発表会開催経費、技術研修会開催経費(R4 追加) 

       〇 補 助 金 額 上限 20 万円 
(成果指標) 

指標名 R4 R5～ 
訓練実施団体数 31 団体 62 団体 

(見直し基準)令和５年度の訓練実施状況を踏まえ、市町ﾋｱﾘﾝｸﾞ等により事業効果を検証し
必要な見直しを行う 

 
（新）企業レジリエンス強化のための BCP/BCM 伴走型支援事業（11,296 千円）[該当番号３] 

災害時や新型コロナウイルス感染症の感染拡大期においても、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ断絶や販路縮小等
を回避し、事業を継続することで、企業がしなやかに立ち直るために BCP 策定等を支援 

 
    ・BCP(Business Continuity Plan：事業継続計画) 

  大地震等の自然災害、感染症のまん延など不測の事態が発生しても、 
     重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で 
     復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画 
    ・BCM(Business Continuity Management：事業継続マネジメント) 
      BCP 策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確 

保、対策の実施などを行う平常時からのマネジメント活動のことで、 
経営レベルの戦略的活動に位置づけ 

 
   １ BCP 啓発セミナー等の開催（2,414 千円） 

〇 参 加 企 業  1,500 社程度 
         〇 内 容  BCP 策定の必要性等の啓発、個別相談会の開催 
    ２ BCP 策定講座の開催等（3,479 千円） 

〇 参 加 企 業  200 社程度 
         〇 内 容  BCP 策定ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催、ｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｽｸの設置(24 回) 

３  BCP 机上演習・内部監査支援等（959 千円） 
〇 参 加 企 業  500 社程度 

         〇 内 容  机上演習・演習の講評、社内研修・内部監査支援 
４  非参加者向けサポートの実施（4,444 千円） 

〇 内 容  動画、マニュアル作成、専門家派遣(48 回) 
(成果指標) 

指標名 R4 R5 R6 R7 R8 考え方 

BCP 策定率 15.0％ 15.6％ 16.3％ 17.0％ 17.6％ 
５年間で全国平均並
の策定率を達成 

(見直し基準) ５年間経過後に事業見直し 

【工程表（R4～R6）】 

  

見直し内容 
今後の予定（工程） 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 

○事業実施の見直し  

事業廃止 
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　１　総　　　　括
（単位：千円、％）

R4当初

予　 算　 額 比 較 増 減(△) 予　 算　 額 比 較 増 減(△) R3当初

0 0 0 0 －

0 0 0 0 －

0 0 0 0 －

259,973,931 △ 5,444,824 265,152,931 △ 10,623,824 97.9

271,667,892 △ 1,158,783 276,846,892 △ 6,337,783 99.6

△ 11,693,961 △ 4,286,041 △ 11,693,961 △ 4,286,041 －

△ 11,693,961 △ 4,286,041 △ 11,693,961 △ 4,286,041 －

92.1

4,248,212,051 4,606,787,944 △ 358,575,893 5,139,769,646 △ 891,557,595 92.2

4,595,093,983 △ 362,861,934 5,128,075,685 △ 895,843,636

91.8

3,977,702,942 4,335,120,052 △ 357,417,110 4,862,922,754 △ 885,219,812 91.8

4,335,120,052 △ 357,417,110 4,862,922,754 △ 885,219,812

△ 10,316,110

87.3

99.4

△ 10,316,110 99.4

1,594,397,942 1,604,713,052 △ 10,315,110 1,604,714,052

1,594,397,942 1,604,713,052 △ 10,315,110 1,604,714,052

87.3

2,383,305,000 2,730,407,000 △ 347,102,000 3,258,208,702 △ 874,903,702

2,730,407,000 △ 347,102,000 3,258,208,702 △ 874,903,702

差　引

歳　入

歳　出

公営企業会計

歳　入

歳　出

差　引

計

歳　入

歳　出

歳　出

差　引

歳　入

歳　出

差　引

歳　入

△ 15,980,002

0

0

3,977,702,942

4,232,232,049

特 別 会 計

合　　　　計

254,529,107

270,509,109

△ 15,980,002

令　和　４　年　度　予　算　提　案　額　概　計

0

令和３年度当初予算額 令和３年度現計予算額令和４年度

提案予算額

区　　　　分

2,383,305,000

差　引

一 般 会 計

- 1 -
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２　一   般   会   計
　ア　部局別予算提案額

（単位：千円、％）

令和４年度 R4当初

提案予算額 国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源 当初予算額 現計予算額 R3当初

企 画 県 民 553,876,446 22,835,933 33,222,186 5,347,000 492,471,327 588,869,072 604,141,774 94.1

健 康 福 祉 488,455,747 101,425,580 19,116,536 3,949,600 363,964,031 431,899,026 591,912,026 113.1

産 業 労 働 652,342,502 12,653,871 628,863,690 48,100 10,776,841 990,994,392 1,331,846,392 65.8

農 政 環 境 86,182,067 21,867,990 29,394,894 9,285,600 25,633,583 96,562,245 99,866,245 89.3

県 土 整 備 140,932,696 34,660,969 6,107,039 69,560,700 30,603,988 153,743,438 161,658,438 91.7

教 育 委 員 会 321,079,176 59,839,217 11,772,353 8,129,700 241,337,906 325,379,454 325,817,454 98.7

警 察 136,631,067 1,962,794 4,617,736 1,482,700 128,567,837 139,130,164 139,134,164 98.2

行政委員会等 3,805,299 7,207 20,848 0 3,777,244 3,829,209 3,832,209 99.4

歳 入 振 替 0 0 19,538,757 0 △ 19,538,757 0 0 －

合 計 2,383,305,000 255,253,561 752,654,039 97,803,400 1,277,594,000 2,730,407,000 3,258,208,702 87.3

区　分

令和３年度財　　　源　　　内　　　訳
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　イ　行政目的別予算提案額

（単位：千円、％）

令和４年度

提案予算額 当初予算額 現計予算額 R4当初 R3当初 R3現計

議 会 費 2,542,495 2,557,078 2,557,078 0.1 0.1 0.1

総 務 費 237,698,398 236,456,070 243,416,772 10.0 8.6 7.6

民 生 費 360,684,186 343,090,040 380,806,040 15.1 12.6 11.7

衛 生 費 137,953,083 95,767,665 226,369,665 5.8 3.5 6.9

労 働 費 6,683,051 8,104,365 8,135,365 0.3 0.3 0.2

農 林 水 産 費 78,718,773 84,750,893 88,054,893 3.3 3.1 2.7

商 工 費 644,551,849 980,223,582 1,321,007,582 27.0 35.9 40.5

土 木 費 133,541,936 146,432,257 154,347,257 5.6 5.4 4.7

警 察 費 136,275,828 139,268,129 139,272,129 5.7 5.1 4.3

教 育 費 365,424,843 369,687,012 370,172,012 15.4 13.5 11.4

災 害 復 旧 費 10,234,774 10,097,834 10,097,834 0.4 0.4 0.3

公 債 費 268,495,784 313,472,075 313,472,075 11.3 11.5 9.6

予 備 費 500,000 500,000 500,000 0.0 0.0 0.0

合　　　計 2,383,305,000 2,730,407,000 3,258,208,702 100.0 100.0 100.0

区　  　　分

令 和 ３ 年 度 構  　成　  比
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　ウ　経費別予算提案額

（単位：千円、％）

令和４年度 R4当初

提案予算額 国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源 当初予算額 現計予算額 R4当初 R3当初 R3現計 R3当初

Ⅰ 1,858,168,098 202,717,926 696,028,904 1,000 959,420,268 2,144,133,849 2,660,910,551 77.9 78.5 81.7 86.7

(1) 452,062,402 49,616,237 9,846,374 0 392,599,791 459,960,574 459,961,074 18.9 16.8 14.1 98.3

417,689,402 49,616,237 9,846,374 0 358,226,791 421,997,574 421,998,074 17.5 15.4 12.9 99.0

34,373,000 0 0 0 34,373,000 37,963,000 37,963,000 1.4 1.4 1.2 90.5

(2) 12,059,095 7,580,823 2,010,315 0 2,467,957 12,563,649 16,100,414 0.5 0.5 0.5 96.0

(3) 1,394,046,601 145,520,866 684,172,215 1,000 564,352,520 1,671,609,626 2,184,849,063 58.5 61.2 67.1 83.4

Ⅱ 181,070,533 52,535,635 8,878,995 97,802,400 21,853,503 195,152,421 206,176,421 7.6 7.2 6.3 92.8

(1) 170,835,759 44,352,045 8,878,995 95,765,900 21,838,819 185,054,587 196,078,587 7.2 6.8 6.0 92.3

(ｲ) 補 助 事 業 89,999,000 44,278,769 3,899,785 35,601,100 6,219,346 94,595,375 103,750,375 3.8 3.5 3.2 95.1

(ﾛ) 単 独 事 業 70,335,759 73,276 4,791,129 50,883,400 14,587,954 80,452,587 80,771,587 3.0 2.9 2.5 87.4

(ﾊ) 国直轄負担金 10,501,000 0 188,081 9,281,400 1,031,519 10,006,625 11,556,625 0.4 0.4 0.3 104.9

(2) 10,234,774 8,183,590 0 2,036,500 14,684 10,097,834 10,097,834 0.4 0.4 0.3 101.4

(ｲ) 補 助 事 業 10,234,774 8,183,590 0 2,036,500 14,684 10,097,834 10,097,834 0.4 0.4 0.3 101.4

(ﾛ) 単 独 事 業 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 －

(ﾊ) 国直轄負担金 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 －

Ⅲ 268,495,784 0 27,799,025 0 240,696,759 313,472,075 313,472,075 11.3 11.5 9.6 85.7

Ⅳ 75,570,585 0 408,358 0 75,162,227 77,648,655 77,649,655 3.2 2.8 2.4 97.3

0 0 19,538,757 0 △ 19,538,757 0 0 － － － －

2,383,305,000 255,253,561 752,654,039 97,803,400 1,277,594,000 2,730,407,000 3,258,208,702 100.0 100.0 100.0 87.3

退 職 手 当

公 債 費

繰 出 金

歳 入 振 替

合　　　　　　計

普通建設事業費

災害復旧事業費

財　　　源　　　内　　　訳 令和３年度 構　成　比

区　　　分

投 資 的 経 費

一 般 行 政 経 費

人 件 費

物 件 費

そ の 他

職 員 給 等

- 4 -
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　エ　歳入予算提案額

（単位：千円、％）

令和４年度 R4当初

提案予算額 当初予算額 現計予算額 R4当初 R3当初 R3現計 R3当初

778,800,000 704,800,000 704,800,000 32.7 25.8 21.6 110.5

(1) 普 通 税 778,765,000 704,766,000 704,766,000 32.7 25.8 21.6 110.5

(2) 目 的 税 35,000 34,000 34,000 0.0 0.0 0.0 102.9

99,378,000 64,406,000 64,406,000 4.1 2.3 2.0 154.3

(1) 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 94,700,000 59,900,000 59,900,000 4.0 2.2 1.9 158.1

(2) 地 方 揮 発 油 譲 与 税 3,494,000 3,496,000 3,496,000 0.1 0.1 0.1 99.9

(3) 石 油 ガ ス 譲 与 税 110,000 104,000 104,000 0.0 0.0 0.0 105.8

(4) 自 動 車 重 量 譲 与 税 644,000 399,000 399,000 0.0 0.0 0.0 161.4

(5) 森 林 環 境 譲 与 税 188,000 188,000 188,000 0.0 0.0 0.0 100.0

(6) 航 空 機 燃 料 譲 与 税 242,000 319,000 319,000 0.0 0.0 0.0 75.9

3,266,000 3,392,000 3,392,000 0.1 0.1 0.1 96.3

341,000,000 325,100,000 326,888,202 14.3 11.9 10.1 104.9

(1) 普 通 交 付 税 336,600,000 320,700,000 321,518,550 14.1 11.7 9.9 105.0

(2) 特 別 交 付 税 4,400,000 4,400,000 5,369,652 0.2 0.2 0.2 100.0

45,600,000 154,300,000 154,300,000 1.9 5.7 4.8 29.6

8,080,000 4,936,000 4,936,000 0.3 0.2 0.2 163.7

1,469,000 1,457,000 1,457,000 0.1 0.1 0.0 100.8

1,000 1,000 1,000 0.0 0.0 0.0 100.0

1,277,594,000 1,258,392,000 1,260,180,202 53.5 46.1 38.6 101.5

4,596,397 5,089,047 5,708,547 0.2 0.2 0.2 90.3

20,720,003 21,069,107 21,069,107 0.9 0.8 0.6 98.3

255,253,561 219,741,181 735,461,781 10.7 8.0 22.6 116.2

2,235,208 2,317,006 2,317,006 0.1 0.1 0.1 96.5

194,045 313,681 313,681 0.0 0.0 0.0 61.9

44,251,977 87,910,267 87,910,267 1.9 3.2 2.7 50.3

680,656,409 1,012,227,911 1,017,047,111 28.6 37.1 31.2 67.2

97,803,400 123,346,800 128,201,000 4.1 4.5 4.0 79.3

2,383,305,000 2,730,407,000 3,258,208,702 100.0 100.0 100.0 87.3合　　　　　計

寄 附 金

繰 入 金

県 債

国 庫 支 出 金

諸 収 入

財 産 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

繰 越 金

臨 時 財 政 対 策 債

区　　　分

構　成　比

県 税

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

計 （一 般 財 源）

令和３年度

調 整 債

- 5 -
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　　３　　特　別　会　計

（単位：千円、％）

令和４年度 R4当初

提案予算額 国庫支出金
一般会計等
からの繰入

特 定 財 源 起　　  債 繰　越　金 当初予算額 現計予算額 R3当初

7,286,185 0 7,180,292 5,891 100,000 2 7,158,545 7,158,545 101.8

5,457,537 0 0 2,175,836 3,281,700 1 4,742,905 4,742,905 115.1

3,021,457 0 21,457 0 3,000,000 0 3,032,557 3,032,557 99.6

31,013,959 5,543,456 2,604,897 14,556,705 8,308,900 1 29,498,492 29,498,492 105.1

2,101,499 0 0 1,835,094 266,400 5 3,205,524 3,205,524 65.6

186,989 0 100,040 86,949 0 0 189,613 189,613 98.6

547,793,165 0 311,741,992 112,506,172 123,545,000 1 619,976,440 619,976,440 88.4

1,345,830 0 399,306 946,523 0 1 1,359,476 1,359,476 99.0

319,556 0 19,382 106,828 0 193,346 318,708 318,708 100.3

2,925,366 0 321,481 1,143,882 730,000 730,003 3,257,857 3,257,857 89.8

1,477,135 0 739,583 69,098 0 668,454 1,130,530 1,131,530 130.7

5,903,191 0 4,005,129 1,898,062 0 0 8,818,648 8,818,648 66.9

493,720,000 0 0 493,720,000 0 0 430,046,000 430,046,000 114.8

491,846,073 136,527,623 31,451,987 323,866,462 0 1 491,977,757 491,977,757 100.0

1,594,397,942 142,071,079 358,585,546 952,917,502 139,232,000 1,591,815 1,604,713,052 1,604,714,052 99.4合　　　計

地 方 消 費 税 清 算

基 金 管 理

庁 用 自 動 車 管 理

農 林 水 産 資 金

公 債 費

自治振興助成事業

国民健康保険事業

小 規 模 企 業 者 等
振 興 資 金

勤 労 者 総 合 福 祉
施 設 整 備 事 業

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金

令和３年度財　　　源　　　内　　　訳

区　  　分

県 有 環 境 林 等

公 共 事 業 用 地
先 行 取 得 事 業

県 営 住 宅 事 業

港 湾 整 備 事 業

- 6 -
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　　４　　公　営　企　業　会　計

（単位：千円）

収益予算 資本予算 当初予算 現計予算

収　入 159,057,205 20,599,632 179,656,837 182,706,207 182,706,207

病 院 事 業 支　出 168,037,664 23,992,921 192,030,585 189,625,161 189,625,161

差　引 △ 8,980,459 △ 3,393,289 △ 12,373,748 △ 6,918,954 △ 6,918,954

収　入 15,721,748 384,980 16,106,728 20,689,377 20,689,377

水 道 用 水 供 給 事 業 支　出 14,317,076 5,197,380 19,514,456 23,524,827 23,524,827

差　引 1,404,672 △ 4,812,400 △ 3,407,728 △ 2,835,450 △ 2,835,450

収　入 4,082,812 20 4,082,832 4,221,799 4,221,799

工 業 用 水 道 事 業 支　出 3,505,366 1,477,044 4,982,410 5,395,907 5,395,907

差　引 577,446 △ 1,477,024 △ 899,578 △ 1,174,108 △ 1,174,108

収　入 － 32,965 32,965 79,408 79,408

水 源 開 発 事 業 支　出 － 32,965 32,965 79,408 79,408

差　引 － 0 0 0 0

収　入 5,410,581 2,834,598 8,245,179 2,297,145 2,297,145

地 域 整 備 事 業 支　出 4,696,177 5,480,217 10,176,394 4,586,236 4,586,236

差　引 714,404 △ 2,645,619 △ 1,931,215 △ 2,289,091 △ 2,289,091

収　入 1,351,729 205,322 1,557,051 1,558,997 1,558,997

企 業 資 産 運 用 事 業 支　出 1,283,908 50,400 1,334,308 1,296,814 1,296,814

差　引 67,821 154,922 222,743 262,183 262,183

収　入 1,723,539 589,503 2,313,042 5,075,735 5,075,735

地 域 創 生 整 備 事 業 支　出 868,930 654,084 1,523,014 5,257,487 5,257,487

差　引 854,609 △ 64,581 790,028 △ 181,752 △ 181,752

収　入 30,733,156 11,801,317 42,534,473 43,345,263 48,524,263

流 域 下 水 道 事 業 支　出 29,113,660 11,801,317 40,914,977 41,902,052 47,081,052

差　引 1,619,496 0 1,619,496 1,443,211 1,443,211

収　入 218,080,770 36,448,337 254,529,107 259,973,931 265,152,931

合　　　　計 支　出 221,822,781 48,686,328 270,509,109 271,667,892 276,846,892

差　引 △ 3,742,011 △ 12,237,991 △ 15,980,002 △ 11,693,961 △ 11,693,961

令和３年度

計区　　　　分 収　支

令和４年度提案予算額
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

2,822,586 2,611,901 0 0 0 2,611,901 総務管理職員費 2,611,901

職員　317名分

285,653 310,473 0 11,532 0 298,941 総務管理事務費等 310,473

　（財源）宝くじ運用利益金収入

　　　 ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　

12,090 12,090 0 0 0 12,090 外部監査実施費 12,090

304,188 179,484 0 179,484 0 0 ふるさとひょうご寄附基金積立金

　 179,484

（財源）総務費寄附金

　　　　ふるさとひょうご寄附基金積立

　　　　金利子

310,000 220,000 0 220,000 0 0 宝くじ社会貢献広報事業費 220,000

　（財源）宝くじ発行益金収入

102,605 100,040 0 0 0 100,040 庁用自動車管理特別会計繰出金

100,040

5,440,000 5,211,000 0 0 0 5,211,000 一般職員退職手当 5,211,000

147,628 176,865 27,154 4,230 0 145,481 職員研修・人材育成事業等 176,865

（財源）（一財）自治体国際化協会助成金

　　　　一部国庫（10/10）

46,031 45,025 0 12,027 0 32,998 県市町職員研修及び自治研修所維持運営費

45,025

（財源）財産使用料

　　　　（公財）市町村振興協会分担金

219,649 227,986 0 120,985 0 107,001 １　職員健康管理推進事業費 225,308

　（財源）庁舎等施設管理収入

　　　　　　　　 職員診療所収入

２　こころの健康づくり推進対策事業費

（財源）庁舎等施設管理収入 2,678

一 般 職 員

概 要
財 源 内 訳

ふ る さ と

事    項

寄 附 基 金

宝くじ社会貢献

庁用自動車管理

事 務 費 等

(企画県民部）

一 般 管 理

総務管理職員費

ひ ょ う ご

（単位：千円）

広 報 等 事 業 費

特別会計へ繰出

外部監査実施費

積 立 金

自 治 研 修 所

退 職 手 当

維 持 運 営 費

人 事 管 理 費

職 員 衛 生 管 理

及び健康増進費

- 8 -
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

97,768 96,780 0 43,944 0 52,836 １　職員公舎維持管理費（551戸）

32,549

　（財源）建物賃貸料、土地賃貸料

２　職員会館・職員福利センター維持管理費等

64,231

　（財源）建物賃貸料、庁舎等施設管理収入

17,070 20,315 0 1,392 0 18,923 職員福利厚生事業費 20,315

（財源）福利厚生システム負担金

598,936 494,950 30,000 26,435 0 438,515 １　広報体制構築事業費 20,336

(588,751) ２　インターネット情報発信事業費

　（財源）広告料収入 23,792

３　県情報番組放送事業費 104,138

４　県政特別番組放送事業費 1,359

５　ラジオ放送事業費 7,777

６　県広報紙発行事業費 266,618

　（財源）広告料収入

７　県民参加型動画投稿事業費 4,363

８　ユニバーサル広報費 8,051

９　新型コロナ感染症拡大防止情報発信

　　事業費 30,000

　（財源）国庫(10/10)

10　広報事務運営費等 28,516

152,840 115,231 29,509 904 0 84,818 １　県民相談運営費 74,187

(92,798) （財源）一部国庫（1/2）

　　　　地域創生基金繰入金

２　県民意識調査費 1,024

３　広聴事務運営費 11,249

（財源）広告料収入

４　県民交流バス実施事業費 28,771

（財源）国庫（10/10）

184,043 190,337 0 156,962 0 33,375 １　文書管理事務費等 40,530

　（財源）広告料収入、文書管理事務等収入

２　文書収受発送事務費 113,354

　（財源）文書管理事務等収入

３　兵庫県公館県政資料部門（歴史資料部門）

　　運営費 3,237

　（財源）広告料収入、文書管理事務等収入

４　文書管理電子化事業費 29,117

　（財源）庁舎等施設管理収入

５　収蔵資料検索・閲覧システム事業費

1,434

６　適正な公文書管理推進費 236

７　公文書ファイル管理簿システム事業費

2,429

広 聴 活 動 費

県 広 報 活 動 費

職 員 福 利 厚 生

職 員 福 利 厚 生

施設維持管理費

文 書 事 務 費

事 業 費

- 9 -
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

5,260 5,656 0 1,346 0 4,310 １　県民情報センター運営費 4,144

　（財源）文書管理事務等収入

２　公文書公開システム事務費 1,512

4,022 4,022 376 0 0 3,646 県財政調査運営費 4,022

（財源）一部国庫（10/10）

2,667 2,361 0 2,361 0 0 財政基金積立金 2,361

　（財源）財政基金積立金利子

2,216,912 3,532,632 0 1,605 0 3,531,027 勤労者福祉基金積立金 3,532,632

　（財源）勤労者福祉基金積立金利子

31,460 36,300 0 0 0 36,300 地域整備事業会計繰出金 36,300

14,300 16,500 0 0 0 16,500 企業資産運用事業会計繰出金 16,500

6,492,476 4,005,129 0 0 0 4,005,129 基金管理特別会計繰出金 4,005,129

1,419,670 1,413,230 161,245 129,195 0 1,122,790 １　総合的情報通信ネットワーク推進事業費

(1,341,274) 99,556

２　県庁ＷＡＮ運用推進事業費 707,968

（財源）一部国庫(10/10)

　　　　庁舎等施設管理収入

３　総合行政ネットワーク運用管理事業費

39,873

４　電子申請システム推進事業費

22,443

５　総務事務システム推進費 49,575

（財源）庁舎等施設管理収入

６　行政手続オンライン化推進事業費

37,300

（財源）国庫(10/10)

７　電子計算組織運用事業費等 456,515

（財源）一部国庫(10/10)

　　　　庁舎等施設管理収入

勤労者福祉基金

事業会計へ繰出

運 営 費

情報公開推進費

財政基金積立金

積 立 金

企 業 資 産 運 用

基 金 管 理 特 別

会 計 へ 繰 出

情報管理推進費

県 財 政 調 査

地 域 整 備 事 業

会 計 へ 繰 出

- 10 -
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

526,342 494,412 0 117,128 45,900 331,384 本庁舎等維持管理、補修及び計画改修費

494,412

（財源）財産使用料、建物賃貸料

　　　　広告料収入、庁舎等施設管理収入

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　電力売却収入

　　　　本庁舎等整備事業債

435,214 454,449 0 44,901 0 409,548 地方機関総合庁舎等維持管理費 454,449

（財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　電力売却収入、雑入

65,574 63,893 0 63,893 0 0 公有財産の管理、取得及び処分費等

（財源）建物賃貸料 63,893

　　　　土地賃貸料、土地売払収入

138,259 120,951 0 0 0 120,951 県有資産所在市町交付金 120,951

590 106 0 106 0 0 県有施設等整備基金積立金 106

（財源）県有施設等整備基金積立金利子

10,062 10,062 0 0 0 10,062 県有環境林等特別会計繰出金 10,062

5,850,000 3,500,000 0 0 2,839,400 660,600 公共施設等適正管理事業費 3,500,000

[債務負担行為額　1,420,000]

　（財源）公共施設等適正管理事業債

26,078 25,782 0 11,174 0 14,608 東京事務所運営費 25,782

　（財源）建物賃貸料

12,031 12,031 0 0 0 12,031 一般職員恩給及び退職年金費(15人）

12,031

市 町 交 付 金

県有施設等整備

財産管理事務費

県 有 資 産 所 在

公 共 施 設 等

運 営 費

東 京 事 務 所

県 有 環 境 林

基 金 積 立 金

維 持 管 理 費

特別会計へ繰出

及び退職年金費

適正管理事業費

地 方 機 関

一 般 職 員 恩 給

本 庁 舎 等

維 持 修 繕 費

総 合 庁 舎 等

- 11 -

16



令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

30,113 30,113 0 1 0 30,112 １　訴訟事務費等 24,290

２　兵庫県法規データベースシステム事業費

4,693

３　行政不服審査会運営費 1,130

　（財源）行政不服審査会提出資料等の写し

　　　　の交付手数料

2,099 1,266 0 0 0 1,266 １　公益法人指導等事務費 1,148

２　宗教法人指導等事務費等 118

476 596 596 0 0 0 自衛隊員募集事務費 596

　（財源）国庫(10/10)

147,183,211 165,638,106 0 0 0 165,638,106 県税市町交付金 165,638,106

1 1 0 0 0 1 利子割精算金 1

6,060,817 5,096,934 0 0 0 5,096,934 県税過誤納還付金及び還付加算金

5,096,934

100 100 0 0 0 100 税外収入精算等還付金 100

11,085 10,751 0 0 0 10,751 過年度県税過誤納還付金 10,751

3,694,330 3,664,948 0 0 0 3,664,948 企画職員費 3,664,948

　職員　458名分

10,779 11,024 0 0 0 11,024 １　県行政の総合調整等に要する経費

9,024

２　eスポーツを通じた地域課題解決調査・

 検討事業費 2,000

法 務 事 務 費

県 税 過 誤 納

企 画 職 員 費

法人指導事務費

募 集 事 務 費

自 衛 隊 員

還 付 金 及 び

県 行 政 企 画

調 整 費

還 付 金

還 付 加 算 金

税外収入精算等

過 誤 納 還 付 金

未 払 金 償 還 金

県税市町交付金

利 子 割 精 算 金

過 年 度 県 税
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

328,402 345,879 0 0 0 345,879 １　全国知事会分担金等 19,013

２　関西広域連合分担金 325,134

３　地域開発関連団体分担金等 1,020

４　兵庫県規制改革推進会議運営費等

712

6,154 6,737 0 0 0 6,737 １　行財政運営推進費 4,114

２　投資事業評価委員会設置運営費

745

３　公益通報委員会設置運営費等

600

４　業務改革推進費 1,278

327,887 327,465 51,383 0 0 276,082 １　スーパーコンピュータ推進事業費

(310,887) 113,795

２　放射光産業利用促進事業費

64,655

３　兵庫県ビームライン革新的成果創出事業費

1,865

４　先端半導体・次世代電池技術開発促進

    事業費 2,730

５　健康・医療データ活用デジタル

 イノベーション支援事業費 10,000

６　県立先端科学技術支援センター管理

    運営費等 134,420

（財源）一部国庫（9/10・8/10･1/2）

134,059 136,853 0 0 0 136,853 １　全県ビジョン推進費 9,575

２　地域ビジョン推進費 14,727

３　兵庫県史編纂事業費 22,501

４　ひょうご震災記念21世紀研究機構運営

　　補助事業費等 90,050

1,473,281 160,674 476 7,915 118,300 33,983 １　水素社会普及促進事業費 4,842

(1,463,233) （財源）環境保全基金繰入金

２　海洋エネルギー資源開発促進事業費

1,165

（財源）環境保全基金繰入金

３　日本海側エネルギーセキュリティ検討

　　事業費 2,358

（財源）環境保全基金繰入金

４　全国水需給動態調査事業費 476

（財源）国庫（定額）

５　水源開発事業会計補助金 32,965

６　水道用水供給事業出資金 118,330

（財源）水道用水供給事業出資金債

７　水資源開発推進調整事業費等

538

広域行政推進費

ビ ジ ョ ン

科学技術振興費

推 進 費

行 財 政 運 営

推 進 費

エ ネ ル ギ ー ・

水 資 源 総 合

調 整 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

49,618 48,686 48,686 0 0 0 発電用施設周辺地域整備費 48,686

（財源）国庫（定額）

117,977 133,917 0 13,250 0 120,667 県民局運営費 133,917

（財源）総務費寄附金

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　地域創生基金繰入金

1,032,675 1,057,840 529,074 1,330 0 527,436 １　在宅勤務システム基盤整備事業費

(92,802) （財源）国庫(10/10) 82,200

２　兵庫情報ハイウェイ運用事業費

（財源）一部国庫(10/10) 939,873

３　スマートシティモデル推進事業費

9,200

４　デジタルデバイド解消プロジェクト

　　事業費 2,835

５　ローカル５Ｇ活用支援事業費

（財源）一部国庫(10/10) 20,571

　　　　広告料収入

６　テレビ会議システム増強事業費等

（財源）一部国庫（10/10） 3,161

　　　　庁舎等施設管理収入

26,258 26,067 0 0 0 26,067 （一財）淡路島くにうみ協会運営費補助事業費

26,067

1,450,000 1,200,000 100,000 0 500,000 600,000 地域躍動推進費 1,200,000

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　地域躍動推進事業債

42 14 0 14 0 0 環境保全基金積立金 14

（財源）環境保全基金積立金利子

701 208 0 208 0 0 地域創生基金積立金 208

（財源）地域創生基金積立金利子

1,250,000 500,000 0 500,000 0 0 ひょうご地域創生交付金 500,000

（財源）兵庫県競馬組合配分金

協 会 運 営 費

地 域 情 報 化

ひ ょ う ご

推 進 費

補 助 金

積 立 金

地 域 躍 動

推 進 費

積 立 金

発 電 用 施 設

地 域 創 生 基 金

周辺地域整備費

環 境 保 全 基 金

地域創生交付金

県 民 局 運 営 費

淡 路 く に う み
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

205,485 200,110 107,396 990 0 91,724 １　兵庫県地域創生戦略推進事業費

(201,485) （財源）一部国庫（1/2） 21,462

２　カムバックひょうご促進事業費

（財源）国庫（1/2） 51,275

３　ひょうごe-県民登録促進事業費

（財源）国庫（1/2） 25,859

４　2025年大阪・関西万博ひょうご推進

 事業費 13,300

５　阪神・淡路大交流プロジェクト推進

 事業費 8,600

（財源）国庫（1/2）

６　「ひょうご五国の地域創生」広報展開

　事業費等 79,614

（財源）一部国庫（10/10、1/2）

　　費　　　　総務費寄附金、広告料収入

480,920 289,391 127,568 30,482 0 131,341 １　ＥＶアイランドあわじ推進事業費

(0) 3,584

（財源）次世代自動車充電インフラ助成金

２　 地域再生アドバイザー派遣事業費

（財源）一部国庫（1/2） 7,428

３　「がんばる地域」交流・自立応援事業費

（財源）一部国庫（1/2） 40,119

４　五国の元気づくり交流拠点モデル支援

　　事業費

（財源）国庫（1/2） 13,200

５　県版地域おこし協力隊設置事業費

84,783

（財源）国庫（1/2）

　　　　県版地域おこし協力隊設置事業

　　　　負担金

６　ふるさと応援交流センター設置事業費

（財源）国庫（1/2） 16,110

７　日本遺産活用促進事業費 3,767

（財源）国庫（1/2）

８  地域づくり総合支援事業費

（財源）国庫（1/2） 11,010

９  特定地域づくり事業協同組合設立支援

　　事業費

（財源）国庫（1/2） 2,200

10　戦略的移住推進事業費 40,424

（財源）一部国庫（10/10,1/2）

11　地域経済循環創造事業費 20,000

（財源）国庫（1/2）

12　離島航路総合支援事業費等 46,766

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　(公財)市町村振興協会分担金

地 域 創 生

事 業 費

推 進 費

地 域 振 興
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

0 13,820 0 0 0 13,820 １　ひょうご公民連携プラットフォーム推進

　　事業費 3,820

２　兵庫版シビックテック事業費

10,000

1,782,124 834,985 6,938 25,827 602,300 199,920 １　兵庫津ミュージアム運営費 834,985

(0) （財源）一部国庫（1/2）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　地域創生基金繰入金

　　　　雑入

　　　　県庁発祥の地整備事業債

3,748,233 3,670,234 0 0 0 3,670,234 徴税事務職員費 3,670,234

職員　498名分

11,900,633 12,135,571 0 7,300 112,500 12,015,771 １　県税徴収一般事務費等 283,852

(3,348,443) 　（財源）滞納処分費

　　　　　広告料収入

２　直税関係賦課調査事務費 122,264

３　自動車税関係賦課調査事務費

356,013

４　間税関係賦課調査事務費 1,778,394

５　ＥＤＰＳ関係事務費 946,260

（財源）税務システム整備事業債

６　県民税徴収事務費市町交付金

8,648,788

　　(1) （現年課税分）

　　　（滞納繰越分）       納税義務者数×3,000円

　  　　（滞納繰越分）

        県に払い込んだ税額の7/100

  　(2) 過誤納金及び還付加算金相当額

　  (3) 納期前納付報奨金

192,603 205,653 0 0 0 205,653 市町連絡調整職員費

職員　26名分 205,653

県税賦課徴収費

職 員 費

兵 庫 津

市 町 連 絡 調 整

運 営 費

ミ ュ ー ジ ア ム

公民連携推進費

徴税事務職員費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

277,060 262,571 0 24,157 0 238,414 １　市町行財政推進費等 23,792

（財源）収入証紙収入

　　　　地方公共団体金融機構貸付調査

　　　　事務受託費収入

　　　　（公財）市町村振興協会分担金

　　　　（一財）自治総合センター事務

　　　　費交付金

２　市町振興団体等補助事業費 5,376

３　固定資産評価調整調査費 754

４　住民基本台帳ネットワークシステム推進

 　 事業費 151,245

５　公的個人認証サービス推進事業費

81,404

　 （財源）宝くじ発行益金収入

1,922,277 1,926,508 0 1,926,508 0 0 市町村振興宝くじ等益金交付金 1,926,508

（財源）宝くじ発行益金収入

　　　　　　　　　宝くじ時効益金収入

250,080 74 0 74 0 0 市町財政等調整基金積立金 74

（財源）市町財政等調整基金積立金利子

485,837 399,306 0 399,306 0 0 自治振興助成事業特別会計繰出金

399,306

　（財源）市町財政等調整基金繰入金

282,464 266,378 95 0 0 266,283 兵庫県移譲事務市町交付金 266,378

　（財源）一部国庫(1/2)

14,400 14,400 0 0 0 14,400 選挙管理委員会委員報酬 14,400

　委員長1名　委員3名

　　　　 計　　4名分

27,085 29,354 0 0 0 29,354 選挙管理委員会職員費 29,354

書記　4名分

市 町 行 財 政

兵庫県移譲事務

調 整 推 進 費

自 治 振 興 助 成

益 金 交 付 金

宝 く じ 等

市 町 村 振 興

職 員 費

市 町 交 付 金

選挙管理委員会

報 酬

調整基金積立金

事 業 特 別 会 計

選 挙 管 理 委 員

へ 繰 出

市 町 財 政 等
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

3,248 3,366 2,131 306 0 929 選挙管理委員会運営費 3,366

　（財源）一部国庫(10/10)

　　　　収支報告書又は政治資金監査報告

　　　　書の写しの交付手数料

3,200 3,200 0 0 0 3,200 明るい選挙推進事業費 3,200

0 381,940 0 0 0 381,940 兵庫県議会議員選挙事務費 381,940

[債務負担行為額　26,789]

0 2,150,458 2,150,458 0 0 0 参議院議員通常選挙事務費 2,150,458

（財源）国庫(10/10)

1,418,648 1,346,880 0 0 0 1,346,880 生活文化行政事務職員費 1,346,880

職員　181名分

347,410 353,430 0 476 0 352,954 １　生涯学習情報コーナー運営費

9,651

２　ふるさとひょうご創生塾運営費

5,691

３　嬉野台生涯教育センター管理運営費

（財源）財産使用料 95,326

４　神戸生活創造センター管理運営費

37,510

５　東播磨生活創造センター管理運営費

26,154

６　丹波の森公苑管理運営費 31,859

（財源）財産使用料

        目的外使用許可等収入

７　文化会館等管理運営費等 147,239

（財源）財産使用料

生涯学習振興費

生 活 文 化 行 政

参議院議員通常

選 挙 事 務 費

選 挙 啓 発 費

運 営 費

選挙管理委員会

兵庫県議会議員

事 務 職 員 費

選 挙 事 務 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

70,798 66,547 6,185 13,000 0 47,362 １　県民生活審議会運営費 1,126

(62,322) ２　ひょうごボランタリープラザ運営費

27,648

３　ひょうご若者被災地応援プロジェクト事

　　業費 1,000

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

４　大規模災害ボランティア活動応援プロジ

　　ェクト事業費 12,000

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

５　ふるさと兵庫「すごいすと」情報発信事

    業費 12,371

（財源）国庫（1/2）

６　ＮＰＯ法人認定・認証事務費等

12,402

87,861 83,216 17,801 0 0 65,415 １　性被害ケアセンター設置等犯罪被害者等

(87,127) 　　支援事業費 8,615

（財源）国庫（1/2、1/3）

２　地域安全まちづくり活動活性化事業費

3,202

３　子ども安全安心確保事業費

1,505

４　防犯カメラ設置補助事業費 30,000

５　ひょうご地域安全ＳＯＳキャッチ事業費

4,702

６　自動録音電話機普及促進事業費

（財源）国庫（10/10） 13,650

７　客引き行為等の防止に関する条例推進

　　事業費等 21,542

57,562 68,336 22,096 25,502 0 20,738 １　男女共同参画推進員活動支援事業費

568

２　女性就業サポート事業費 24,002

（財源）勤労者福祉基金繰入金

３　ひょうご女性活躍推進事業費

（財源）国庫（1/2） 10,528

４　中小企業女性活躍推進事業費

（財源）一部国庫（1/2） 3,876

　　　　勤労者福祉基金繰入金

５　女性活躍・定着促進事業費

（財源）国庫（1/2） 7,691

６　つながりサポート型女性相談支援事業費

（財源）国庫（3/4） 15,000

７　女性活躍推進企業認定事業費

（財源）国庫（1/2） 1,096

８　男女共同参画推進体制充実強化事業費等

5,575

総 合 推 進 費

参 画 と 協 働

地 域 防 犯 対 策

推 進 費

男 女 共 同 参 画

推 進 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

70,399 70,230 0 2,458 0 67,772 １　男女共同参画センター維持運営費

56,546

２　神戸ハーバーランド庁舎運営費

（財源）建物賃貸料 13,684

　　　　目的外使用許可等収入

210,623 238,728 172,092 1,323 0 65,313 １　消費者教育推進プロジェクト事業費

（財源）国庫（10/10、1/2） 12,306

２　表示適正化対策推進事業費 3,060

（財源）国庫（10/10）

３　大学生消費者教育事業費 3,162

（財源）国庫（1/2）

４　エシカル消費推進事業費 1,368

（財源）国庫（1/2）

５　高齢者・障害者等被害防止啓発事業費

　　 3,723

（財源）国庫（10/10）

６　くらしの安全・安心サポート事業費

31,383

７　消費者被害救済対策事業費 5,461

８　消費者行政推進・強化事業費

（財源）国庫（10/10） 112,586

９　成年年齢引下げ対策事業費 26,741

（財源）国庫（10/10）

10　専門家による相談員支援事業費等

38,938

（財源）消費生活総合センター使用料

　　　　一部国庫（10/10、1/2）

　　　　金融広報事業費収入

9,902 9,551 2,275 0 0 7,276 １　ひょうご家庭応援県民運動推進事業費

1,029

２　父親子育て参画推進事業費

（財源）国庫（1/2） 4,550

３　母親クラブ育成費補助事業費

1,000

４　地域・家庭伝統行事普及推進事業費等

2,972

2,491 2,495 0 0 0 2,495 消費生活協同組合育成指導費 2,495

協同組合指導費

男 女 共 同 参 画

消 費 生 活

推 進 費

センター運営費

家庭支援対策費

消 費 生 活 行 政

- 20 -

25



令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

8,080 8,380 0 0 0 8,380 ひょうご女性交流館運営費 8,380

191,263 142,185 6,813 0 0 135,372 １　ひょうご出会いサポート事業費

(177,617) 104,004

２　UJI出会いサポート東京センター事業費

（財源）国庫（1/2） 11,905

３　ひょうご子育て応援の店普及事業費

3,789

４　地域少子化対策重点推進交付金事業費

（財源）国庫（1/2） 1,722

５　子育て応援ネット推進事業費等

20,765

169,626 133,070 7,061 0 0 126,009 １　青少年愛護審議会運営費 165

２　兵庫ひきこもり相談支援センター運営

　　事業費 12,210

　（財源）国庫（1/2）

３　地域ひきこもり対策強化事業費

　（財源）国庫（1/2） 1,914

４　青少年団体活動促進助成事業費

8,009

５　ひょうごっ子・ふるさと塾事業費

3,978

６　ふるさとづくり青年隊事業費

5,460

７　(公財)兵庫県青少年本部運営費補助

　　事業費等 101,334

32,344 22,700 0 0 0 22,700 １　子どもの冒険ひろば事業費

　　 20,368

２　青少年育成セミナー・実践活動事業費等

2,332

91,029 87,304 0 52 0 87,252 神出学園運営費 87,304

（財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

青 少 年 施 策

総 合 調 整 費

少 子 対 策

こ こ ろ 豊 か な

交 流 館 運 営 費

総 合 推 進 費

人づくり推進費

ひ ょ う ご 女 性

神出学園運営費

- 21 -

26



令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

38,777 37,410 0 0 0 37,410 １　青少年愛護活動推進事業費

23,844

２　JKビジネス対策推進事業費

5,770

３　青少年インターネット利用対策事業費

6,317

４　青少年愛護条例推進事業費等

1,479

82,575 75,249 0 10,177 0 65,072 いえしま自然体験センター運営費

75,249

（財源）財産使用料、土地賃貸料

　　　　地域創生基金繰入金

　　　　目的外使用許可等収入

41,113 45,615 0 0 0 45,615 山の学校運営費 45,615

81,628 61,821 0 8,190 0 53,631 １　芸術文化表彰等事業費 3,019

（財源）芸術文化振興基金繰入金

２　(公財)兵庫県芸術文化協会運営費補助事

　　業費 58,802

（財源）県民会館施設管理収益還付金

232,934 240,876 0 52,134 0 188,742 １　展覧会開催費 70,000

(227,911) （財源）美術館等配分金

２　創作学習・人材養成等事業費

4,347

（財源）研修等受講料

３　地域連携等体制強化事業費 2,418

４　兵庫陶芸美術館管理運営費 161,252

（財源）兵庫陶芸美術館使用料

　　　　美術品等取得基金積立金利子

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　目的外使用許可等収入

５　兵庫陶芸美術館来館者倍増作戦事業費

2,859

126 77 0 77 0 0 芸術文化振興基金積立金 77

（財源）芸術文化振興基金積立金利子

文 化 行 政

青 少 年 非 行

運 営 費

兵庫陶芸美術館

芸 術 文 化 振 興

山の学校運営費

基 金 積 立 金

対 策 費

い え し ま 自 然

推 進 調 整 費

運 営 費

体 験 セ ン タ ー
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

431,950 381,317 21,400 195,823 0 164,094 １　芸術文化に親しむひょうご推進事業費

(352,090) 8,040

（財源）芸術文化振興基金繰入金

　　　　宝くじ発行益金収入

２　横尾忠則現代美術館運営費 112,658

（財源）芸術文化振興基金繰入金

　　　　美術品等取得基金積立金利子

　　　　宝くじ発行益金収入

３　原田の森ギャラリー運営費 41,073

４　ひょうごふるさと芸術文化活動推進

    事業費 14,700

（財源）芸術文化振興基金繰入金

　　　　宝くじ発行益金収入

５　舞台芸術鑑賞機会創出事業費

（財源）国庫(10/10) 20,000

６　県民プレミアム芸術デー開催事業費

5,400

７　アートde元気ネットワークin兵庫・神戸

　　推進事業費 2,200

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　芸術文化振興基金繰入金

　　　　宝くじ発行益金収入

８　県民文化普及事業費 24,061

（財源）芸術文化振興基金繰入金

　　　　宝くじ発行益金収入

　　　　宝くじ時効益金収入

９　つながる芸術文化プロジェクト推進

　　事業費 15,512

（財源）芸術文化振興基金繰入金

10　(公財)兵庫県芸術文化協会補助事業費等

137,673

　 （財源）芸術文化振興基金繰入金

　　　　ふるさとひょうご寄附金基金

        繰入金

　　　　宝くじ発行益金収入

　　　　県民会館施設管理収益還付金

27,618 27,708 0 27,708 0 0 芸術文化センター事業基金積立金

27,708

（財源）芸術文化センター事業基金積立金

　　　　利子

　　　　命名権収入

芸 術 文 化 セ ン

タ ー 事 業 基 金

芸術文化振興費

積 立 金
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

1,233,005 1,266,974 0 432,500 0 834,474 １　創造・公演事業開催費 405,000

（財源）芸術文化センター事業基金繰入金

　　　　職員互助会公益事業負担金

861,974

（財源）命名権収入

327,043 326,745 0 0 0 326,745 芸術文化センター付属交響楽団運営費

326,745

18,162 16,319 0 0 0 16,319 １　交通安全対策会議等運営費 415

２　「ストップ・ザ・交通事故」県民運動推進

 　 事業費 4,798

３　自転車安全利用啓発事業費 4,025

４　交通事故相談所運営費 6,081

５　交通安全キャッチＬＩＮＥ事業費

1,000

66,758 25,415 145 8 0 25,262 １　東日本大震災被災地職員派遣事業費

25,052

２　被災者生活復興資金貸付金利子補給費

73

（財源）被災者生活復興資金貸付金利子

　　　　補給市町負担金

３　私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助

　　事業費 290

（財源）国庫（1/2）

971,412 839,861 0 0 0 839,861 消防防災行政事務職員費

職員　111名分 839,861

698,771 691,357 251,228 20,315 0 419,814 １　災害対策センター等管理運営費

(675,468) （財源）建物賃貸料 31,783

２　国際防災研究機関支援費 18,608

（財源）宝くじ発行益金収入

３　人と防災未来センター運営費

（財源）一部国庫（1/2） 566,628

４　地域防災計画推進事業費 332

５　Ｅ-ディフェンス利活用推進事業費

30,000

６　企業レジリエンス強化のためのBCP/BCM

　　伴走型支援事業費 11,296

（財源）勤労者福祉基金繰入金

７　避難行動要支援者個別避難計画作成強化

　　事業費 11,735

８　災害対策企画調整費等 20,975

交 通 安 全

付 属 交 響 楽 団

対 策 推 進 費

防 災 企 画 費

運 営 費

消 防 防 災 行 政

被 災 者 支 援

対 策 費

芸 術 文 化 セ ン

タ ー 運 営 費

事 務 職 員 費

２　芸術文化センター管理運営費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

334,391 290,485 0 282 0 290,203 １　24時間監視・即応体制等充実事業費

(323,183) 24,715

２　災害時情報連絡網運営費 4,426

３　ひょうご防災ネット運営費 14,687

４　合同防災訓練及び津波一斉避難訓練等

　　実施事業費 3,283

５  兵庫衛星通信ネットワーク及び災害対応

　　総合情報ネットワーク運営費

（財源）庁舎等施設管理収入 237,764

６　福祉避難所運営強化促進モデル事業費

2,430

７　マイ避難カード全県展開避難行動支援

　　事業費等 3,180

414,058 277,742 3,043 0 0 274,699 １　石油コンビナート等災害防止事業費

(412,958) （財源）一部国庫（10/10） 43,829

２　ひょうご防災リーダー活動推進事業費

3,498

３　兵庫県消防防災航空隊活動事業費

210,540

４　県立広域防災センター管理運営費

15,602

５　防災人材育成拠点を活用した防災研修

　　事業費 2,826

６　自主防災組織活性化事業費等

1,447

153,963 123,626 51,894 0 0 71,732 １　兵庫県住宅再建共済制度実施事業費

（財源）国庫（45/100） 115,322

２　「ひょうご安全の日」推進事業費等

8,304

181,333 172,809 363 134,738 0 37,708 １　消防設備士義務講習実施事業費

（財源）収入証紙収入 14,119

２　消防吏員併任事業費 11,184

３　消防関係団体組織強化対策事業費

4,836

４　救急業務高度化推進費等事業費

（財源）一部国庫（1/2） 96,445

　　　　研修等受講料

　　　　救急救命士養成助成金

５　消防免状交付及び危険物取扱者保安講習等

　　実施事業費 42,925

（財源）収入証紙収入

６　消防団活性化事業費 3,300

災 害 対 策 費

震 災 復 興

消防指導対策費

総 合 調 整 費

対 策 推 進 費

消 防 防 災
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

142,426 184,510 0 18,735 0 165,775 １　消防学校施設運営費等 140,917

(141,326) （財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

２　消防学校教育訓練事業費 6,770

３　防災人材育成拠点施設運営管理事業費等

36,823

（財源）防災人材育成拠点施設使用料

46,116 52,636 27,517 25,119 0 0 １　電気工事二法施行事務費 8,994

（財源）収入証紙収入

２　高圧ガス取締事業費 10,122

（財源）収入証紙収入

３　火薬類取締事業費 703

（財源）収入証紙収入

４　液化石油ガス法施行事務費 5,300

（財源）収入証紙収入

５　石油貯蔵施設立地対策等交付金

（財源）国庫（10/10） 27,517

366,553 342,369 240,944 0 0 101,425 統計専任職員費 342,369

職員　42名分

（財源）一部国庫（定額）

15,140 14,425 10,780 0 0 3,645 １　統計事務運営費 12,772

（財源）一部国庫（定額）

２　統計事業推進費等 1,653

79,001 80,234 80,234 0 0 0 １　労働力調査費 55,226

（財源）国庫（10/10）

２　毎月勤労統計調査費 25,008

（財源）国庫（10/10）

3,970 4,431 4,431 0 0 0 教育統計調査費 4,431

（財源）国庫(10/10）

380,381 155,303 155,303 0 0 0 １　小売物価統計調査費 25,929

（財源）国庫(10/10）

２　家計調査費 38,396

（財源）国庫(10/10）

３　就業構造基本調査費 59,110

　（財源）国庫(10/10）

４　住宅・土地統計調査単位区設定費等

（財源）国庫(10/10） 31,868

教育統計調査費

労働統計調査費

統計機構整備費

経済統計調査費

産業保安対策費

統計専任職員費

維 持 運 営 費

消 防 学 校
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

42,861 40,515 0 0 30,300 10,215 総合庁舎等整備事業費等 40,515

（財源）地方機関総合庁舎等整備事業債

0 5,341 0 0 0 5,341 元町周辺再整備グランドデザイン等検討事業

費等 5,341

179,745 175,191 5,337 2,000 0 167,854 １　（公財）兵庫県生きがい創造協会運営費

　　補助事業費 90,254

２　阪神シニアカレッジ運営費 47,081

３　いなみ野学園運営費等 37,856

（財源）一部国庫（10/10）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　

116,734 107,023 0 21,397 0 85,626 こどもの館運営費 107,023

（財源）地域創生基金繰入金

88,600 88,600 43,800 44,800 0 0 １　災害救助費 87,600

（財源）国庫（1/2）

　　　　災害救助基金繰入金

２　災害救助物資取扱費 1,000

（財源）災害救助基金繰入金

1,109 1,098 0 1,098 0 0 災害救助基金積立金 1,098

（財源）災害救助基金積立金利子

2,537,000 6,707,000 6,707,000 0 0 0 １　無症状・軽症患者用宿泊施設確保事業費

（財源）国庫（10/10） 6,689,000

２　緊急事態措置コールセンター等体制強化

　　事業費

（財源）国庫（10/10） 18,000

157,589 144,761 0 0 0 144,761 警察職員恩給及び退職年金費(155人）

144,761

元町周辺再整備

災 害 救 助 費

災 害 救 助 基 金

運 営 費

高 齢 者 大 学

開 設 費

事 業 費

こ ど も の 館

及び退職年金費

新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症

警 察 職 員 恩 給

対 策 費

整 備 事 業 費

積 立 金

庁 舎 等
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

222,000 108,000 0 0 0 108,000 兵庫県立大学派遣職員退職手当

108,000

71,170 55,960 0 0 0 55,960 教職員恩給費(46人）

55,960

54,910 59,384 0 0 0 59,384 大学職員費 59,384

職員　131名分

9,194,015 9,175,566 118,166 147,233 0 8,910,167 兵庫県公立大学法人運営費交付金等

9,175,566

（財源）一部国庫(定額、10/10、1/3)

        教育費寄附金

　　　　勤労者福祉基金繰入金

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

1,748,828 1,292,708 0 0 967,900 324,808 １　姫路工学キャンパス整備費 1,290,600

（財源）県立大学整備事業債

２　ＰＣＢ廃棄物処理費 2,108

69,441 54,061 2,968 0 0 51,093 １　ＨＵＭＡＰ構想推進費 40,703

(62,524) ２　兵庫県公立大学法人評価委員会費

147

３　学生未来会議開催費 1,500

４  大学キャリアセンターと連携した県内

　　大学生地元就職促進事業費 5,936

（財源）国庫（1/2）

５　リカレント教育推進事業費 500

６　大学連携事業企画調整費等 5,275

6,656 10,387 0 941 0 9,446 １　私立学校審議会開催費 650

２　私立幼稚園新規採用教員研修費

176

３　私立学校指導費等 9,561

（財源）日本私立学校振興・共済事業団

　　　　事務委嘱費    

大 学 派 遣 職 員

私学振興対策費

大 学 整 備 費

退 職 手 当

公 立 大 学 法 人

教育企画推進費

教 職 員 恩 給 費

運 営 費 交 付 金

兵 庫 県

大 学 職 員 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

33,677,366 33,590,210 11,503,972 148,803 130,400 21,807,035 １　私立学校経常費補助事業費 20,347,823

(33,676,886) （財源）国庫(定額)

２　私立学校経常費特別等補助事業費

（財源）一部国庫(1/2) 159,270

３　私立幼稚園認定こども園特色教育推進

　　事業費 75,000

４　私立幼稚園特別支援教育推進事業費

（財源）一部国庫(1/2) 358,288

５　乳幼児子育て応援事業費 251,154

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　勤労者福祉基金繰入金

６　預かり保育推進事業等補助事業費

（財源）一部国庫（1/2） 509,817

　　　　勤労者福祉基金繰入金

７　私立幼稚園高校生保育体験推進事業費

（財源）一部国庫(1/2) 1,800

８　私立幼稚園教員子育て支援研修事業費

2,437

９　私立幼稚園等緊急環境整備事業費

（財源）国庫(10/10) 191,129

10　私立幼稚園預かり保育特別支援推進事業費

　　 50,000

11　私立幼稚園教員確保支援事業費

2,400

12　私立幼稚園カウンセラー事業費

（財源）一部国庫（1/2） 52,650

13　高校生留学促進事業費 1,200

14　ひょうごの私学魅力発信・元気アップ

　　事業費 4,400

15　私立学校耐震化補助事業費 183,501

（財源）学校施設耐震化事業債

　　　　緊急防災・減災事業債

16　人権教育推進費補助事業費 4,880

17　専修学校等補助事業費 643,371

18　ひょうごの専門学校の魅力発信事業費

2,000

19　専門学校活用職業教育推進事業費

（財源）国庫(1/2) 3,000

20　リカレント教育推進事業費 480

21　私立高等学校等生徒授業料軽減補助事業費

　　 751,917

22　私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助

　　事業費 6,767

（財源）一部国庫(1/2)

23　入学資金貸付事業費 25,892

（財源）私立高等学校入学金貸付金償還金

24　私立高等学校等就学支援等事業費

（財源）国庫(10/10) 6,729,636

25　私立高等学校等奨学給付金事業費

（財源）国庫(1/3) 626,234

私立学校助成費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源
概 要

財 源 内 訳
事    項

(企画県民部） （単位：千円）

26　私立小中学校等の家計急変世帯への修学支

　　援事業費 17,472

（財源）国庫(1/2)

27  高等教育無償化による私立専修学校授業料

    等減免補助事業費 1,194,831

（財源）国庫(1/2)

28　私立専修学校生修学支援実証研究事業費

（財源）国庫(10/10) 1,278

29　私立学校教職員福利厚生団体等補助

　　事業費等 1,391,583

（財源）一部国庫(1/2)

1,000 1,000 0 1,000 0 0 高等学校等就学支援金交付金返納金

1,000

（財源）過年度補助金等返還金

313,472,075 268,495,784 0 27,799,025 0 240,696,759 公債費特別会計繰出金

（財源）県債管理基金繰入金

　　　　災害援護資金貸付金償還金

　　　　空港周辺整備機構事業資金貸付金

　　　　償還金

　　　　北神急行電鉄経営対策資金貸付金

　　　　償還金

　　　　関西国際空港株式会社貸付金償還

　　　　金

　　　　神戸電鉄三田線複線化・高速化整

　　　　備資金貸付金償還金

　　　　神戸電鉄三田線複線化・高速化事

　　　　業資金貸付金債利子神戸市負担金

　　　　都市計画事業受託費収入

　　　　都市計画費負担金

　　　　小売商業店舗等共同化資金貸付金

　　　　償還金

　　　　共同施設資金貸付金償還金

　　　　住民参加型太陽光発電事業貸付金

　　　　償還金

500,000 500,000 0 0 0 500,000 予備費 500,000

国庫支出返納金

予 備 費

公債費特別会計

へ 繰 出

268,495,784

教 育 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

県有環境林等

特 別 会 計

100,000 100,000 0 0 100,000 0 県有環境林取得費 100,000

（財源）県有環境林取得事業債

1,029 1,029 0 211 0 0 県有環境林管理経費 1,029

（繰入金） （財源）財産使用料、土地賃貸料

818 　　　　一般会計繰入金、雑入

（繰入金）

9,244 9,244 0 9,244 0 0 公債費特別会計繰出金 9,244

（財源）一般会計繰入金

公共事業用地

先行取得事業

特 別 会 計

3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 0 公共事業用地先行取得事業費 3,000,000

（財源）公共事業用地先行取得事業債

勤労者総合

福 祉 施 設

整 備 事 業

特 別 会 計

43,332 29,552 0 29,552 0 0 勤労者総合福祉施設管理職員費 29,552

　職員　4名分

（財源）勤労者福祉基金繰入金

1,000,000 296,091 0 29,691 266,400 0 勤労者総合福祉施設適正管理事業費

296,091

（財源）勤労者福祉基金繰入金

        勤労者総合福祉施設整備事業債

（繰越金）

302,361 187,007 0 187,006 0 1 丹波の森公苑管理運営費 187,007

（財源）財産使用料

　　　　　　　　　勤労者福祉基金繰入金

　　　　繰越金

（繰越金）

147,969 143,709 0 143,708 0 1 尼崎青少年創造劇場管理運営費 143,709

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　繰越金

公債費特別会計

へ 繰 出

先行取得事業費

取 得 費

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

県 有 環 境 林

管 理 費

県 有 環 境 林

(企画県民部）

勤労者総合福祉

施 設 管 理

職 員 費

勤労者総合福祉

施 設 適 正 管 理

事 業 費

公 共 事 業 用 地

運 営 費

丹 波 の 森 公 苑

尼崎青少年創造

劇 場 運 営 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

(企画県民部）

193,842 193,680 0 193,680 0 0 ピッコロ劇団運営費 193,680

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　

庁用自動車

管 理

特 別 会 計

134,265 134,205 0 34,165 0 0 庁用自動車管理運営職員費 134,205

（繰入金） 　職員　17名分

100,040 　（財源）運営収入

　　　　　一般会計繰入金

55,348 52,784 0 52,784 0 0 庁用自動車維持管理運営費

１　管理運営費 39,440

２　自動車借上料 13,344

（財源）運営収入

　　　　雑入

公 債 費

特 別 会 計

455,773,841 387,325,333 0 100,216,000 123,545,000 0 県債元金償還金 387,325,333

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

163,564,333 　　　　　　特別会計繰入金

　　　　公営企業会計繰入金

　　　　県債管理基金繰入金

　　　　一般会計借換債

　　　　特別会計借換債

　　　　公営企業会計借換債

40,279,101 38,508,482 0 10,645,077 0 0 県債利子 38,508,482

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

27,863,405 　　　　　　特別会計繰入金

　　　　公営企業会計繰入金

　　　　県債管理基金繰入金

（繰入金）

1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 一時借入金利子 1,000,000

（財源）一般会計繰入金

一時借入金利子

職 員 費

ピ ッ コ ロ 劇 団

運 営 費

県 債 利 子

県債元金償還金

運 営 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

(企画県民部）

（繰越金）

1,636,927 1,163,578 0 18 0 1 県債取扱費 1,163,578

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

1,163,559 　　　　　　特別会計繰入金

　　　　公営企業会計繰入金

　　　　雑入

　　　　繰越金

121,286,571 119,795,772 0 1,645,077 0 0 県債管理基金積立金 119,795,772

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

118,150,695 　　　　　　特別会計繰入金

　　　　公営企業会計繰入金

　　　　県債管理基金積立金利子

自 治 振 興

助 成 事 業

特 別 会 計

（繰越金）

1,099,261 1,096,364 0 946,523 0 1 １　補助金 90,000

（繰入金） ２　貸付金 1,000,000

149,840 ３　事務費 6,364

（財源）自治振興事業貸付金償還金

　　　　　　一般会計繰入金

　　　　　　雑入

　　　　繰越金

（繰越金）

260,215 249,466 0 0 0 0 １　補助金 158,266

（繰入金） [債務負担行為額　1,565]

249,466 ２　貸付金 91,200

（財源）一般会計繰入金

基 金 管 理

特 別 会 計

91,562 82,427 0 82,427 0 0 県債管理基金積立金 82,427

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

350,000 350,000 0 350,000 0 0 芸術文化センター事業基金積立金

（財源）一般会計繰入金 350,000

県 債 管 理 基 金

積 立 金

積 立 金

セ ン タ ー 事 業

基 金 積 立 金

県 債 取 扱 費

（ 款 ）

芸 術 文 化

セ ン タ ー 事 業

基 金 支 出

県 債 管 理 基 金

芸 術 文 化

自 治 振 興 助 成

事 業 費

生 活 排 水 処 理

対 策 事 業 費
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

(企画県民部）

970 702 0 702 0 0 県債管理基金積立金 702

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

55,573 25,135 0 25,135 0 0 芸術文化振興基金積立金 25,135

（財源）一般会計繰入金

251,657 1,801 0 1,801 0 0 県債管理基金積立金 1,801

（財源）県債管理基金積立金利子

27,253 30,219 0 30,219 0 0 県債管理基金積立金 30,219

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

3,596,326 1,744,046 0 1,744,046 0 0 勤労者福祉基金積立金 1,744,046

（財源）一般会計繰入金

15,600 15,469 0 15,469 0 0 県債管理基金積立金 15,469

（財源）県債管理基金積立金利子

積 立 金

（ 款 ）

基 金 支 出

基 金 積 立 金

県 債 管 理 基 金

芸 術 文 化 振 興

勤労者福祉基金

支 出

県 債 管 理 基 金

積 立 金

支 出

積 立 金

芸 術 文 化 振 興

（ 款 ）

（ 款 ）

（ 款 ）

震 災 記 念 基 金

県 債 管 理 基 金

積 立 金

市 町 財 政 等

調 整 基 金 支 出

勤労者福祉基金

積 立 金

県 債 管 理 基 金
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

(企画県民部）

（繰入金）

226,454 232,599 0 232,599 0 0 震災記念基金積立金 232,599

（財源）一般会計繰入金

226,454 232,599 0 232,599 0 0 震災記念事業交付金 232,599

（財源）震災記念基金繰入金

200,009 201,717 0 201,717 0 0 県債管理基金積立金 201,717

　（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

279,216 289,243 0 289,243 0 0 ひょうごボランタリー基金積立金

　（財源）一般会計繰入金 289,243

　　

279,216 289,243 0 289,243 0 0 ひょうごボランタリー事業交付金

289,243

　（財源）ひょうごボランタリー基金繰入金

12,473 480 0 480 0 0 県債管理基金積立金 480

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

141,046 111,206 0 111,206 0 0 淡路花博記念事業基金積立金 111,206

（財源）一般会計繰入金

　　

141,046 111,206 0 111,206 0 0 淡路花博記念事業交付金 111,206

　（財源）淡路花博記念事業基金繰入金

ボ ラ ン タ リ ー

ひ ょ う ご

県 債 管 理 基 金

積 立 金

震 災 記 念 基 金

積 立 金

交 付 金

事 業 交 付 金

淡 路 花 博 記 念

ひ ょ う ご

基 金 支 出

（ 款 ）

積 立 金

淡 路 花 博 記 念

事 業 基 金 支 出

県 債 管 理 基 金

事 業 基 金

積 立 金

事 業 交 付 金

（ 款 ）

淡 路 花 博 記 念

ボ ラ ン タ リ ー

ボ ラ ン タ リ ー

基 金 積 立 金

ひ ょ う ご

震 災 記 念 事 業
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令和 3 年度 令和 4 年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

(企画県民部）

46,310 44,741 0 44,741 0 0 県債管理基金積立金 44,741

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

63,879 60,590 0 60,590 0 0 科学技術振興基金積立金 60,590

（財源）一般会計繰入金

63,879 60,590 0 60,590 0 0 科学技術振興事業交付金 60,590

　（財源）科学技術振興基金繰入金

13,210 11,329 0 11,329 0 0 県債管理基金積立金 11,329

（財源）県債管理基金積立金利子

2,633 2,008 0 2,008 0 0 県債管理基金積立金 2,008

（財源）県債管理基金積立金利子

地方消費税

清 算

特 別 会 計

198,810,000 239,069,000 0 239,069,000 0 0 地方消費税清算金 239,069,000

（財源）地方消費税

231,236,000 254,651,000 0 254,651,000 0 0 地方消費税への繰出金 254,651,000

（財源）地方消費税

地 方 消 費 税

（ 款 ）

科 学 技 術 振 興

基 金 支 出

基 金 支 出

（ 款 ）

県有施設等整備

清 算 金

積 立 金

県 債 管 理 基 金

科 学 技 術 振 興

科 学 技 術 振 興

事 業 交 付 金

基 金 積 立 金

県 債 管 理 基 金

積 立 金

県 債 管 理 基 金

基 金 支 出

（ 款 ）

地 域 創 生

へ 繰 出

地 方 消 費 税

積 立 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

59,385 58,958 10,930 0 0 48,028 健康福祉統計職員費

職員９名分

（財源）一部国庫（10／10）

54,476 60,735 51,389 0 0 9,346 統計調査事業費

（財源）国庫（10／10）

社会福祉統計事務費等    

（財源）一部国庫（10／10）

1,970,579 1,897,009 0 22,630 0 1,874,379 社会福祉行政事務職員費

職員254名分

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　専門的人材派遣事業受託費収入

21,279 37,089 16,948 0 0 20,141

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

62,507 65,205 0 17,529 0 47,676

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　専門的人材派遣事業受託費収入

総合研修事業費

（財源）研修等受講料

（財源）財産使用料

　　　　但馬長寿の郷施設使用料

　　　　建物賃貸料

　　　　目的外使用許可等収入

159,026 170,115 351 0 0 169,764 民生委員活動費用弁償費補助      

民生委員一斉改選事業費  

民生委員児童委員連合会事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

266,105 245,023 0 0 0 245,023 兵庫県社会福祉事業団運営費補助

13,844 14,747 0 120 0 14,627 福祉人材研修センター費

（財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

65,826 59,232 0 0 0 59,232 健康福祉事務所運営費健 康 福 祉 事 務 所

6,307

３ 17,897

運 営 費

民 生 委 員 指 導 費

３

運 営 費

健 康 福 祉 統 計

3,203

１

２

社 会 福 祉 行 政

4,543

２

専門的人材派遣事業費

２

1,897,009

但馬長寿の郷運営費等

145,911

57,459

１

14,747

59,232

(健康福祉部）

事 務 職 員 費

調 査 費

財 源 内 訳

健 康 福 祉 統 計

245,023

（単位：千円）

58,958

民生行政総合調整費

事 項

職 員 費

47,424

37,089

13,311

概 要

１

兵 庫 県 社 会 福 祉

セ ン タ ー 費

民 生 行 政

但 馬 長 寿 の 郷

総 合 調 整 費

福 祉 人 材 研 修

事業団運営費補助
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

288,413 288,246 118,548 0 0 169,698 女性家庭センター職員費

職員９名分  （財源）一部国庫（１／２）

女性相談員設置費　　　　　　　　　

（財源）一部国庫（１／２）

同伴児対応指導員設置費

（財源）一部国庫（１／２）

配偶者暴力相談支援センター運営費　

（財源）一部国庫（１／２）

一時保護所事業費

（財源）国庫（１／２）

ＤＶ防止・被害者保護計画推進強化事業費

（財源）一部国庫（１／２）

婦人保護施設入所措置費

（財源）国庫（１／２）

緊急一時保護委託事業費

（財源）国庫（１／２）

ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援　　 

パイロット事業費　

（財源）国庫（10／10）

女性家庭センター管理費等 　　　　 

（財源）一部国庫（１／２）

6,654 6,654 0 0 0 6,654 のじぎく会館運営費

66,272 51,225 22,137 0 0 29,088 県主催イベントにおける情報配慮支援事業費

(62,869) （財源）国庫（１／２）

手話普及促進事業費

（財源）国庫（１／２）

（財源）国庫（１／２）

盲ろう者社会参加促進事業費

（財源）国庫（１／２）

視覚障害者情報取得等充実強化事業費

（財源）国庫（１／２）

みんなの声かけ運動実践事業費

ユニバーサル社会づくり普及推進事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

2,241,070 2,229,254 122,079 198,355 0 1,908,820 「ひょうご子ども・子育て未来プラン」推進

事業費

地域子ども・子育て支援事業費補助

地域少子化対策重点推進交付金事業費

（財源）国庫（10／10）

結婚新生活支援事業費

（財源）国庫（10／10）

多胎育児家庭外出環境支援事業費

2,795

4,346

1,901,644

18,890

2,143

運 営 費

10

８

６

３

９

５

４

68,701

15,885

4,911

１

117,778

２

6,654

28,696

9,663

10,000

2,775

16,882

12,955

女性家庭センター

２

少 子 対 策 総 合

社 会 推 進 費

ユ ニ バ ー サ ル

運 営 費

４

２

５

６

７

調 整 費

１

３

の じ ぎ く 会 館

１

22,734

７

103,160

7,470

6,190

５

３

1,344

４

5,004

手話通訳士・要約筆記者養成強化事業費

6,346
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

幼児教育無償化に伴う事務費補助等

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　安心こども基金繰入金

100,000 1,116,155 0 0 0 1,116,155 民生費国庫支出金返納金

250 250 0 0 0 250 税外収入精算等還付金

24,029 26,675 0 0 0 26,675 県有環境林等特別会計へ繰出

137,841 178,000 178,000 0 0 0 社会福祉施設感染者発生時支援事業費補助

（財源）国庫（10／10）

自宅療養者等フォローアップ体制強化事業費

（財源）国庫（10／10）

一時的受入体制整備事業費補助

（財源）国庫（10／10）

（財源）国庫（10／10）

社会福祉施設退院受入支援事業費補助

（財源）国庫（10／10）

（財源）国庫（10／10）

1,388,395 1,405,317 0 0 0 1,405,317 社会福祉施設整備資金利子補助事業費   3,836

民間社会福祉施設運営支援事業費補助

社会福祉施設職員等退職手当共済事業費補助

51,682 53,747 14,789 24,169 0 14,789 生活福祉資金（震災分）貸付原資国庫返納金

（財源）生活福祉資金貸付金償還金

生活福祉資金（教育支援費分）貸付原資国庫

返納金

（財源）生活福祉資金貸付金償還金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付

事業費

（財源）国庫（１／２）

生活福祉資金貸付償還事務費補助等

（財源）国庫（１／２）

19,522 21,337 18,236 1,031 0 2,070 会計監査人設置モデル事業費

（財源）国庫（10／10）

2,000

５

25,000

高齢者施設等従事者検査推進事業費

３

４

２

198,413

６

民間社会福祉事業

振 興 対 策 費

２

327,326

250

26,675

1,469

1,116,155

60,000

６

１新 型 ｺ ﾛ ﾅ ｳ ｲ ﾙ ｽ

税 外 収 入 精 算 等

感 染 症 対 策 費

特 別 会 計 へ 繰 出

民生費国庫支出金

県 有 環 境 林 等

返 納 金

還 付 金

1,198

28,380

３

１

３

社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費補助

34,000

50,000

１

社 会 福 祉 指 導 費

４

１

２

1,074,155

4,000

22,700

貸 付 事 業 費

7,000

生 活 福 祉 資 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

小規模法人ネットワーク化協働推進事業費

（財源）国庫（10／10）

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　収入証紙収入

　　　　研修等受講料

353,307 346,662 244,369 0 0 102,293 人権文化をすすめる県民運動推進費

人権啓発事業費 　　          

兵庫県人権啓発協会運営費補助　　　

隣保館活動促進費                 

人権ネットワーク事業費       　 　

インターネット・モニタリング事業費 2,695

人権啓発オンライン・ネットワーク構築費

1,404

人権相談充実強化事業費 2,007

市町指導監督費等 2,050

3,614,323 2,934,539 1,950,530 8,743 0 975,266 医療介護推進基金積立金（介護分）

（財源）一部国庫（２／３）

　　　　医療介護推進基金積立金利子

320,486 320,912 86,345 85,867 0 148,700 日常生活自立支援事業費

法人後見・市民後見推進支援事業費

重層的支援体制整備事業費

（財源）国庫（３／４）

（財源）一部国庫（２／３）

　　　　医療介護推進基金繰入金

社会福祉協議会運営事業費補助等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　地域創生基金繰入金

　　　　医療介護推進基金繰入金

37,877,864 42,711,931 5,783,771 26,617 0 36,901,543 障害者自立支援給付費負担金

(37,862,349) 　(1) 居宅サービス事業費負担金

　(2) 補装具交付費負担金

　(3) サービス利用支援費・地域相談

　　　支援費負担金

　(4) 施設系等サービス費負担金

ヤングケアラー等支援体制構築事業費

　 （財源）一部国庫（１／２）

対 策 費

２

推 進 基 金 積 立 金

２

１

４

３

３

（財源）国庫（10／10）

（財源）一部国庫（10／10）

　 （財源）国庫（10／10）

　 （財源）一部国庫（10／10）

人 権 啓 発 推 進 費

300

５

45,159

3,337社会福祉法人等指導監督費等３

76,775

　 （財源）一部国庫（２／３）

　 （財源）一部国庫（10／10）

2,934,539

　 （財源）一部国庫（10／10）

地 域 福 祉

６

９

２

8,055

50,187

１

213,079

７

５

　 （財源）一部国庫（１／２）

22,026

医 療 介 護

８

139,937

４

14,000

　 （財源）医療介護推進基金繰入金

12,722

493,661

91,178

20,698,030

障 害 者 福 祉 １ 29,408,023

対 策 費 7,812,670

403,662
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

障害者自立支援医療費

（財源）一部国庫（１／２）

地域生活支援事業費

障害者総合支援推進交付金

（財源）国庫（１／２）

障害児等療育支援事業費

（財源）一部国庫（１／２）

発達障害者支援センター運営事業費

（財源）国庫（１／２）

こども発達支援センター運営事業費

（財源）一部国庫（１／２）

軽・中度難聴児支援対策事業費

無年金外国籍障害者福祉的給付金支給事業費

地域生活定着支援事業費

（財源）国庫（３／４）

障害者差別解消総合支援事業費

特別障害者手当等給付費

（財源）国庫（３／４）

重度心身障害者児介護手当費補助

医療的ケア児等医療提供体制確保事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

障害児者リハビリテーションセンター運営

事業費

（財源）一部国庫（１／２）

強度行動障害者地域生活支援事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　強度行動障害地域生活支援事業市町

　　　　負担金

強度行動障害スーパーバイザー養成事業費

（財源）国庫（１／２）

障害者デジタルデバイド解消事業費

（財源）国庫（１／２）

ひきこもり対策総合支援事業費

（財源）一部国庫（１／２、３／４）

障害福祉サービス継続支援事業費補助

（財源）国庫（10／10）

障害福祉職員等処遇改善事業費補助

（財源）国庫（10／10）

障害者福祉対策推進事業費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２、２／３）

　　　　医療介護推進基金繰入金

5,096,853 4,866,387 0 0 0 4,866,387 重度障害者児医療費公費負担助成費

22,184 21,722 2,115 0 0 19,607 身体障害者更生相談所運営費

（財源）一部国庫（１／２）

身体障害者更生相談所ブランチ設置事業費

15,722

負 担 助 成 費

重 度 障 害 者 児

相 談 所 運 営 費

医 療 費 公 費

２

身 体 障 害 者 更 生

３

１

6,000

9,531,275

4,866,387

２

６ 86,881

７ 25,536

1,272,997

13,949

63,876

４ 23,000

５

14

15,841

８ 2,545

９

34,036

10

42,250

11 6,733

2,885

18

12 106,114

13 15,750

15

64,526

16 19,411

17

5,880

19

105,423

1,817,000

22

20

48,000

21
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

7,145 8,829 328 0 0 8,501 知的障害者更生相談所運営費

（財源）一部国庫（１／２）

1 2 0 2 0 0 はばタンスポーツ基金積立金

（財源）はばタンスポーツ基金積立金利子

7,772,722 9,991,509 634,811 17,401 0 9,339,297 障害児措置費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　障害児福祉施設弁償金

重症心身障害児指導費交付金

重症心身障害児通所支援・居宅訪問型

児童発達支援事業所整備促進事業費

医療支援型グループホーム整備促進事業費

障害児応援プロジェクト

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

医療的ケア児支援体制構築推進事業費

（財源）国庫（１／２）

障害児者自立支援推進事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

1,468,742 397,038 96,147 7,644 0 293,247 地域活動支援センター基礎的事業費等補助

(395,854)

障害者しごと支援事業費

（財源）国庫（１／２）

農福連携による障害者就農促進事業費

（財源）国庫（10／10）

障害者芸術文化支援事業費

（財源）国庫（１／２）

パラスポーツ拡大推進プロジェクト展開事業費

兵庫車いすロードレース開催事業費 1,009

（財源）国庫（１／２）

聴覚障害児支援力向上研修事業費

障害者支援推進事業費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　西播磨総合リハビリセンター体育

　　　　施設使用料

　　　　はばタンスポーツ基金繰入金

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　雑入

75,993,756 81,687,157 3,570,363 2,253,679 0 75,863,115 介護給付費県費負担金

(75,146,242) 地域支援事業費県交付金

介護保険１号保険料軽減事業費

３

３

５

７

５

４

障害者支援推進費 １

１

推 進 費

６

障 害 児 者 自 立

知 的 障 害 者 更 生

２

はばタンスポーツ

相 談 所 運 営 費

支 援 費

基 金 積 立 金

介 護 保 険 事 業

４

93,537

8,829

１

5,327

68,225,949

32,717

28,220

4,735,854

1,930,245

7,757

17,448

2

195,302

３

2,496

８

125,914

9,720,715

2,000

６

21,619

７ 18,326

２

116,160

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

介護人材確保対策事業費

        地域創生基金繰入金

定期巡回・随時対応サービス充実支援事業費

（財源）地域創生基金繰入金

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　総合衛生学院授業料

　　　　総合衛生学院入学考査料

　　　　総合衛生学院入学料

　　　　地域創生基金繰入金

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　目的外使用許可等収入

介護職員等処遇改善支援事業費補助

（財源）国庫（10／10）

介護ロボット等導入支援機能強化事業費

全国介護老人保健施設大会開催事業費補助

2,819 1,686 0 1,686 0 0 介護保険財政安定化基金積立金

（財源）介護保険財政安定化基金積立金利子

200,000 200,000 0 200,000 0 0 介護保険財政安定化事業費

（財源）介護保険財政安定化基金繰入金

223,427 202,031 59,230 10,000 0 132,801 老人クラブ活動強化推進等事業費

　　　　長寿社会づくりソフト事業費交付金

100歳高齢者祝福事業費

（財源）長寿社会づくりソフト事業費交付金

高齢者補聴器活用状況調査事業費

（財源）国庫（10／10）

８

11

５

10

健 や か な 老 後 を

12

介 護 保 険 財 政

安定化基金積立金

７

めざす事業推進費

介 護 保 険 財 政

安 定 化 事 業 費

介護サービス継続支援事業費補助

3,453,000

（財源）医療介護推進基金繰入金

（財源）医療介護推進基金繰入金

（財源）医療介護推進基金繰入金

200,000

３ 10,836

介護業務労働環境改善・生産性向上支援事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

1,101,012

（財源）一部国庫（10／10、２／３、１／２）

15

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　医療介護推進基金繰入金

2,847

　　　　医療介護推進基金繰入金

4,554

1,576

訪問介護人材等確保対策事業費補助

1,026,540

124,476

軽費老人ホーム運営費補助等

社会福祉分野人材確保対策事業費６

13

14

257,253

11,676

481,000

　　　　医療介護推進基金繰入金

１

500

２

1,686

 看護小規模多機能型居宅介護利用促進支援事業費

介護福祉士等修学資金貸付事業費補助

180,590

　　　　収入証紙収入

（財源）一部国庫（１／２）

４

132,251

（財源）医療介護推進基金繰入金

（財源）勤労者福祉基金繰入金

200,000

　　　　地域創生基金繰入金

９
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

全国健康福祉祭派遣事業費等

（財源）長寿社会づくりソフト事業費交付金

109,194 88,520 43,492 34,625 0 10,403 地域包括支援推進事業費

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　研修等受講料

無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

75,949,000 76,758,589 0 0 0 76,758,589 後期高齢者医療給付費県費負担金

後期高齢者医療保険基盤安定負担金

後期高齢者医療審査会運営費等

2,769 1,661 0 1,661 0 0 後期高齢者医療財政安定化基金積立金

（財源）後期高齢者医療財政安定化基金

　　　　積立金利子

205,414 166,893 0 0 0 166,893 高齢期移行助成事業費

74,239 45,603 30,124 10 0 15,469 遺族戦傷病者等法施行事業費

（財源）一部国庫（10／10）

　　　　特別給付金国庫債券等担保貸付

　　　　事務受託収入

中国残留邦人等支援事業費

（財源）一部国庫（３／４）

軍歴等調査事業費等

（財源）一部国庫（10／10）

15,269 10,297 0 0 0 10,297 国民健康保険連絡調整費

20,284,132 20,319,410 20,506 0 0 20,298,904 国民健康保険保険基盤安定負担金

国民健康保険診療報酬審査支払運営費補助等

（財源）一部国庫(10／10)

29,800,657 31,451,987 0 0 0 31,451,987 国民健康保険事業特別会計へ繰出

２

166,893

１

積 立 金

高 齢 期 移 行

老 人 福 祉 対 策 費

財 政 安 定 化 基 金

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

強 化 充 実 費

遺 家 族 等 援 護 費

連 絡 調 整 費

事 業 特 別

会 計 へ 繰 出

助 成 事 業 費

後 期 高 齢 者

医 療 事 業 費

国 民 健 康 保 険

国 民 健 康 保 険

10,297

31,451,987

１

２

４

４

60,441,502

1,661

52,122

12,020,438

１

4,293,005

後期高齢者医療高額医療費県費負担金

１

9,029

3,644

３

36,398

３ 14,412

２

60,856

29,242

（財源）一部国庫（10／10）

20,258,554

1,949

　　　　地域創生基金繰入金

２

　　　　医療介護推進基金繰入金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

152,545 144,516 0 13,917 0 130,599 総合リハビリセンター中央施設等運営費

（財源）財産使用料

　　　　障害者スポーツ交流館使用料

　　　　建物賃貸料

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　自立支援給付費収入

199,864 194,502 0 3,500 0 191,002 小児筋電義手バンク支援事業費  

(165,280) （財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

福祉のまちづくり研究所運営事業費等  

100,820 100,820 49,750 0 0 51,070 障害者自立支援推進交付費

（財源）国庫（１／２）

緊急時情報通信システム運営費

23,749 22,825 0 0 0 22,825

1,225,677 685,227 456,817 0 205,300 23,110 障害者福祉施設整備費補助

　（財源）国庫（２／３）

32,912 37,827 25,218 0 11,300 1,309 隣保館施設整備費補助

（財源）国庫（２／３）

58,886 59,175 0 2,257 0 56,918 西播磨総合リハビリセンター施設等運営費

（財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

2,000 0 0 0 0 0

5,523,485 5,161,532 22,139 4,631,702 469,500 38,191 地域介護拠点整備費等補助

療養病床転換支援事業費補助等

117,394 121,347 7,173 0 0 114,174 児童福祉行政事務職員費

(103,628) 職員15名分

（財源）一部国庫（定額）

99,500

1,320

１

１

県立社会福祉施設整備事業費

高齢者福祉施設等施設整備費補助２

整 備 費 補 助

整 備 費 補 助

セ ン タ ー 中 央

老 人 福 祉 施 設 等 １

運 営 費

県 立 社 会 福 祉

隣 保 館 施 設

施 設 整 備 費

２

事 務 職 員 費

児 童 福 祉 行 政 121,347

更 生 保 護 施 設

福祉のまちづくり

西 播 磨 総 合

整 備 費 補 助

リハビリセンター

総 合 リ ハ ビ リ

情 報 提 供 施 設

施 設 等 運 営 費

障 害 者 福 祉 施 設

施 設 等 運 営 費

視 聴 覚 障 害 者

整 備 費 補 助

37,827

研 究 所 推 進 費

（財源）一部国庫（10／10、10／27）

22,825

3,500

２

３

　　　　地域創生基金繰入金

59,175

4,618,071

685,227

40,400

　　　　社会保険診療報酬支払基金交付金

144,516

（財源）医療介護推進基金繰入金

503,061

191,002
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

2,251,789 2,403,327 281,248 1,081 249,500 1,871,498 こども家庭センター職員費

職員202名分

（財源）一部国庫（定額）

児童虐待防止対策強化事業費

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

県警との連携による子どもの安全確保事業費

（財源）国庫（10／10）

児童虐待24時間ホットライン設置運営費

（財源）一部国庫（１／２）

乳児院における児童虐待対応力強化事業費

（財源）国庫（10／10）

児童虐待対応専門アドバイザー設置費

（財源）国庫（１／２）

こども家庭センター職員支援技能向上事業費

（財源）国庫（１／２）

親子関係再構築等支援事業費

（財源）一部国庫（１／２）

一時保護所整備事業費

子どもを守る多機関連携プロジェクト事業費

（財源）国庫（１／２）

こども家庭センター維持管理費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　財産使用料

　　　　電力売却収入

　　　

145,001 146,107 0 0 0 146,107 児童委員活動費用弁償費補助       

児童委員指導費等

1,212,474 1,230,457 210,440 793,942 0 226,075 心身障害者扶養共済制度事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　心身障害者扶養保険金

　　　　心身障害者扶養共済加入金

3,821,879 3,885,781 6,873 0 213,100 3,665,808 ひょうご放課後プラン推進事業費

（児童クラブ型）

放課後児童支援員認定資格研修等事業費

（財源）国庫（１／２）

放課後児童クラブ整備事業費等

34,960,902 36,485,929 1,665,366 973,706 10,300 33,836,557 子どものための教育・保育給付事業費

(34,949,926)

子育てのための施設等利用給付事業費

地域子ども・子育て支援事業費補助

子育て支援員認定研修等事業費

（財源）国庫（１／３）

　　　　子育て支援員研修市町負担金

保育所緊急整備事業費補助

（財源）安心こども基金繰入金

２

７

10

２

１

11

１

１

38,782

３

セ ン タ ー 運 営 費

こ ど も 家 庭

児 童 委 員 指 導 費

家 庭 児 童 対 策 費

６

心 身 障 害 者 扶 養

保 育 対 策 費

２

５

7,080

３

９

８

５

11,906

４

454,234

5,743

１

3,599,281

13,747

1,115

４ 12,235

３

２

19,905

12,563

共 済 制 度 施 行 費

1,979,431

30,660

319,106

1,230,457

1,470,251

33,097

144,932

30,484,580

1,175

272,753

954,425
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

認定こども園整備事業費

（財源）国庫（10／10）

　　　　安心こども基金繰入金

認定こども園整備等促進事業費

（財源）国庫（10／10）

　　　　勤労者福祉基金繰入金

保育士・保育所支援センター開設等事業費

（財源）国庫（１／２）

ひょうご保育料軽減事業費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

乳幼児子育て応援事業費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

保育士キャリアアップ研修事業費

（財源）国庫（１／２）

認定こども園・保育所等ホットライン開設

事業費 3,812

保育定員弾力化緊急支援事業費

医療的ケア児保育支援事業費

（財源）国庫（２／３）

アウトリーチ型在宅育児相談事業費

私立保育所等子育て支援カウンセラー

モデル事業費

保育士資格登録事業費等

（財源）保育士資格登録手数料

　　　　過年度補助金等返還金

4,265,614 4,110,354 0 1,040,260 0 3,070,094 乳幼児等医療費公費負担助成費

こども医療費公費負担助成費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

79 212 0 212 0 0 安心こども基金積立金

（財源）安心こども基金積立金利子

6,715,974 7,038,325 3,550,360 33,603 0 3,454,362 児童家庭支援センター相談体制強化事業費

(6,594,871) （財源）国庫（１／２）

里親・特別養子縁組制度推進事業費

（財源）一部国庫（１／２）

児童養護施設や里親の下で育つ子ども応援

プロジェクト

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

子育て短期支援事業費

児童福祉措置費

（財源）国庫（１／２）

　　　　児童福祉施設弁償金

社会的養護の充実・強化事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

13,154,055 12,790,889 406,981 0 0 12,383,908 児童扶養手当支給費

(34,222) （財源）国庫（１／３）

児童手当県費負担金 

３

４

５

709,501

２ 11,882,282

59,466

26,139

13,000

14,942

児 童 福 祉 措 置 費

安 心 こ ど も 基 金

乳 幼 児 等 医 療 費

10

積 立 金

11

１

７

13

1,135,330６

614,268

25,42817

9,600

40,895

１

8,51715

特別支援保育加配事業費

６

3,070,094

212

6,763,025

161,753

母 子 父 子 福 祉

対 策 費

公 費 負 担 助 成 費

121,491

１

14

12

16

２

4,528

1,040,260

628,080

９ 437,670

８

15,993

18

8,531

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

ひとり親家庭子育て未来応援事業費

（財源）国庫（９／10、３／４、１／２）

母子等福祉推進事業費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

387,188 359,958 0 0 0 359,958 母子家庭等医療費給付事業助成費

44,841 19,382 0 0 0 19,382 母子父子寡婦福祉資金特別会計へ繰出

308,775 314,386 117,311 29,465 0 167,610 明石学園職員費

職員23名分

（財源）一部国庫（定額）

　　　　児童福祉施設弁償金

施設維持費

（財源）国庫（定額）

措置費

（財源）国庫（１／２）

　　　　児童福祉施設弁償金

施設管理費等

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　財産使用料

　　　　児童福祉施設弁償金

　　　　児童自立支援施設運営事務受託費収入

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　児童一時保護所委託金収入

313,272 307,398 122,438 61,189 0 123,771 清水が丘学園運営費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　財産使用料

　　　　児童福祉施設弁償金

　　　　目的外使用許可等収入

135,259 132,450 29,888 62,249 0 40,313

（財源）一部国庫（定額）

　　　　総合リハビリテーションセンター

　　　　障害児入所施設使用料

　　　　県立障害者福祉施設特定費用収入

47,278 218,656 144,647 0 63,500 10,509 児童養護施設等整備費補助

（財源）国庫（２／３）

明石学園環境整備事業費

（財源）国庫（１／２）

173,734

４

運 営 費

母子家庭等医療費

会 計 へ 繰 出

母 子 父 子 寡 婦

給 付 事 業 助 成 費

211,914

２

３

182,277

359,958

４

25,372

入 所 施 設 運 営 費

整 備 費

ン タ ー 障 害 児

運 営 費

清 水 が 丘 学 園

福 祉 資 金 特 別

明 石 学 園

児 童 福 祉 施 設

総 合 リ ハ ビ リ セ

132,450

38,674

11,822

307,398

２

１

81,613

総合リハビリセンター障害児入所施設運営費

19,382

３

6,742

１
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

60,367 66,415 44,718 0 0 21,697 生活保護指導職員費

職員８名分

（財源）一部国庫（定額）

146,987 157,098 103,187 3,500 0 50,411 生活困窮者自立支援法関連事業費

(140,058) （財源）国庫（10／10、３／４、２／３）

生活保護制度安定運営対策特別事業費

（財源）国庫（３／４、１／２）

被保護者就労支援事業費

（財源）国庫（10／10、３／４）

子どもの貧困対策事業費

（財源）国庫（１／２）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

医療扶助・介護扶助支払費等

（財源）一部国庫（10／10、３／４）

2,624,440 2,514,521 1,346,881 22,505 0 1,145,135 生活保護費                    

（財源）一部国庫（３／４）

　　　　生活保護費等弁償金

生活保護費県費負担金           

0 816,000 544,000 0 244,800 27,200 保護施設整備費補助

（財源）国庫（２／３）

9,886 9,019 2,500 3,000 1,000 2,519 災害援護費

（財源）災害援護基金繰入金

災害弔慰金制度実施費

（財源）国庫（２／３）

災害援護資金貸付制度実施費

災害援護資金償還指導費

258 222 0 222 0 0 災害援護基金積立金

（財源）災害援護基金積立金利子

674,143 682,863 0 0 0 682,863 公衆衛生事務職員費

職員88名分

3,593 9,843 0 0 0 9,843 保健衛生指導費

16,111,055 16,168,426 0 0 0 16,168,426 病院事業収益的収支負担金

（リハビリテーション病院分）

66,415

病院事業収益的収支負担金

災 害 援 護 費

保 護 施 設

生 活 保 護 費

公 衆 衛 生 事 務

職 員 費

生 活 保 護 法 等

施 行 事 務 費

生 活 保 護 指 導

負 担 金

整 備 費 補 助

病 院 事 業 経 営 費

災 害 援 護 基 金

職 員 費

保 健 衛 生

２

指 導 費

積 立 金

9,843

15,677,062

13,492

５

４

４

１

816,000

２

74,361

18,903３

1,500

30,209

3,750

２

769

682,863

１

３

1,818,347１

２

491,364

20,133

１

3,000

222

696,174
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

7,044,675 7,242,309 0 9,051 0 7,233,258

（財源）雑入

病院事業企業債元金償還金等負担金

 （リハビリテーション病院分）

197 123 0 1 0 122

（財源）雑入

25,000 25,000 0 0 0 25,000 衛生費国庫支出金返納金

250 250 0 0 0 250 税外収入精算等還付金

805,630 879,013 353,619 150,941 0 374,453 全国がん登録等推進事業費

(790,193) （財源）一部国庫（１／２）

がん診療連携拠点病院機能強化事業費

（財源）一部国庫（１／２）

肝がん対策事業費

（財源）国庫（１／２）

肝炎総合対策事業費

（財源）一部国庫（１／２）

移行期医療支援体制整備事業費

（財源）一部国庫（１／２）

兵庫県総合がん対策推進事業費等

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　勤労者福祉基金繰入金

　　　　地域創生基金繰入金

　　　　医療介護推進基金繰入金

32,612 27,738 801 0 0 26,937 精神保健福祉手帳交付費

精神医療審査会運営費

精神保健福祉センター運営費等

（財源）一部国庫（１／３）

398,328 413,531 228,664 66,584 0 118,283 精神科救急医療体制強化事業費

（財源）一部国庫（10／10、３／４、１／２）

　　　　精神科救急医療体制運営事業神戸市

　　　　負担金

精神障害者相談員設置事業費

（財源）国庫（１／２）

自殺対策強化事業費

（財源）国庫（10／10、２／３、１／２）

精神保健福祉支援体制強化事業費

（財源）国庫（１／２）

110,864

20,092

102,330

５

6,484

1,162

２

７

４

１

３

6,815,415

病院事業企業債元金償還金等負担金

２

484,465

負 担 金

病 院 事 業 資 本 費

返 納 金

衛生費国庫支出金

病 院 事 業 資 本 費

対 策 費

２

がん対策等推進費

セ ン タ ー 運 営 費

精 神 保 健 福 祉

出 資 金

精 神 保 健 福 祉

税 外 収 入 精 算 等

４

１

還 付 金

１

３

１ 14,607

病院事業資本費出資金

4,327

121,721

70,763

20,675

123

80,800

250

127,812

２ 3,004

426,894

25,000

３

６

（財源）医療介護推進基金繰入金

循環器病医療連携ネットワーク構築事業費補助
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

措置入院者支援委員会運営事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

精神障害者地域移行・地域定着支援事業費

（財源）国庫（１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

依存症対策総合支援事業費

（財源）国庫（１／２）

てんかん地域診療連携体制整備事業費 3,023

（財源）国庫（１／２）

精神保健相談事業費等

（財源）一部国庫（３／４、１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　精神保健措置費弁償金

176,930 174,518 490 4,723 0 169,305 兵庫県こころのケアセンター運営費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　兵庫県こころのケアセンター手数料

　　　　研究等資金受入金

277,755 275,666 130,265 982 0 144,419 結核医療費

（財源）一部国庫（３／４、１／２）

結核健康診断等実施費                   

（財源）一部国庫（１／２）

予防接種健康被害処理費補助

（財源）一部国庫（10／10、２／３）

ハンセン病対策推進費 902

（財源）一部国庫（10／10）

エイズ診療体制整備事業費 1,317

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　健康福祉事務所手数料

アレルギー疾患対策事業費

（財源）国庫（１／２）

新型インフルエンザ対策推進事業費 721

（財源）国庫（１／２）

妊娠希望女性等風しん抗体検査事業費

（財源）国庫（１／２）

子宮頸がんワクチン接種環境整備事業費 644

感染症対策推進事業費等

（財源）一部国庫（10／10、３／４、１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

29,631,747 69,894,816 67,322,500 1,862,000 0 710,316 医師・看護師等派遣事業費補助

（財源）国庫（10／10）

入院医療機関助成事業費補助

（財源）国庫（10／10）

入院病床確保事業費補助

（財源）国庫（10／10）

入院医療体制強化事業費補助

（財源）国庫（10／10）

入院コーディネートセンター体制強化事業費

（財源）国庫（10／10）

1,405,000

486,000

13,000

44,499,000

79,344

68,343

52,472

６

50,521

５

８

４

６

３

２

新 型 ｺ ﾛ ﾅ ｳ ｲ ﾙ ｽ

５

兵庫県こころのケ

感染症・ハンセン

アセンター運営費

７

１

10

４

２

１

７

３

８

5,860

6,293

3,192,000

感 染 症 対 策 費

病 等 対 策 費

18,510

2,892

９

５

133,620

174,518

2,380

９

- 51 -

56



令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

自宅療養者等フォローアップ体制強化事業費

（財源）国庫（10／10）

宿泊施設療養体制整備事業費

（財源）国庫（10／10）

外来医療体制強化事業費補助

（財源）国庫（10／10、１／２）

ワクチン接種体制推進事業費

（財源）国庫（10／10）

　　　　新型コロナウイルスワクチン

　　　　接種費用収入

検査体制強化事業費

（財源）国庫（10／10、１／２）

相談体制強化事業費

（財源）国庫（10／10）

新型コロナウイルス感染症医療費

（財源）国庫（３／４）

保健所等体制強化事業費

（財源）国庫（10／10、１／２）

自宅療養者等往診支援事業費補助

（財源）国庫（10／10）

感染症対策協議会開催費等

（財源）一部国庫（10／10）

2,425,928 802,747 141,259 395,893 0 265,595

及啓発事業費

（財源）国庫（１／２）

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

養育医療費

子育て家庭訪問支援事業費

不妊症・不育症普及啓発事業費

（財源）一部国庫（１／２）

不妊治療促進企業支援事業費補助

（財源）勤労者福祉基金繰入金

特定不妊治療費助成事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　安心こども基金繰入金

不育症治療支援事業費

（財源）一部国庫（１／２）

（財源）国庫（１／２）

　　　　若年妊婦等支援神戸市負担金

費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

 　　　 収入証紙収入

　　　　医療介護推進基金繰入金

7,065,490 7,674,328 3,808,334 0 0 3,865,994 難病その他特定疾患医療費

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

妊娠SOS相談事業費

259,000

12

4,873,000

1,808,000

６

15,078２

13

15

14

７

３

８

歯及び口腔の健康づくり推進事業費

１

特 定 疾 患 対 策 費

7,479,417

「まちの保健室」による健康づくり推進事業10

851

437,000

16,600

歯及び口腔の健康づくり推進条例（仮称）普

87,000

71,868

1,177,000

144,317

500

1,196

９

保 健 指 導 費

難 病 そ の 他

11

10 8,780,000

2,591,000

279,000

４

７

５

６

９

１

8,816

12,675

92,557

８

447,105
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

難病患者等保健指導事業費

（財源）国庫（１／２）

在宅人工呼吸器使用患者支援事業費

（財源）国庫（１／２）

先天性血液凝固因子障害等医療費等

（財源）一部国庫（１／２）

396,432 416,969 151,030 41,799 0 224,140 健康ひょうご21大作戦推進事業費

健康財団管理運営事業費補助

食で育む元気ひょうご推進事業費

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

職場内健康づくり環境整備事業費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

企業メンタルヘルス等推進事業費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

受動喫煙対策等推進事業費

（財源）国庫（１／２）

　　　　収入証紙収入

191,734 179,936 66,309 113,627 0 0 中年期等認知症予防強化事業費補助

認知症予防・早期発見推進事業費

　　　　勤労者福祉基金繰入金

認知症医療体制充実事業費

　　　　医療介護推進基金繰入金

認知症地域支援ネットワーク強化事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

認知症ケア人材育成事業費

若年性認知症施策推進事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

202,311 199,968 0 0 0 199,968 健康科学研究所職員費

職員24名分

153,115

39,599

2,197

４

62,797

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　地域創生基金繰入金

15,528

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　勤労者福祉基金繰入金

30,920

３

１

３

６

健 康 科 学

認 知 症 総 合

支 援 推 進 費

研 究 所 職 員 費

健 康 増 進 推 進 費

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　地域創生基金繰入金

16,217

（財源）地域創生基金繰入金

２

２

３

２

７

21,917

6,000

６

１

４

５

280,794

5,589

8,952

199,968

　　　　地域創生基金繰入金

市町健康増進事業費等

8,087

　　　　地域創生基金繰入金

（財源）一部国庫（１／２）

112,965

４

6,758

５

20,381

（財源）一部国庫（10／10、１／２）
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

61,879 59,570 0 26,095 0 33,475 衛生検査実施費

（財源）健康科学研究所手数料

健康科学研究所維持管理費等

（財源）健康科学研究所手数料

　　　  健康科学研究所研究受託費収入

11,401 11,401 0 0 0 11,401 備品整備・機器修繕費

884,475 846,940 0 0 0 846,940 環境衛生事務職員費

職員109名分

42,307 40,704 3,002 27,618 0 10,084 食品衛生指導費               

（財源）一部国庫（10／10）

　　　　収入証紙収入

生活衛生処理システム事業費　

（財源）収入証紙収入

食の安全安心推進事業費

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　収入証紙収入

食品等総合安全対策費等    

（財源）収入証紙収入

85,349 86,093 2,007 60,524 0 23,562 食鳥検査費   

（財源）収入証紙収入

高病原性鳥インフルエンザ検査経費  

（財源）収入証紙収入

と畜検査費 

（財源）食肉衛生検査センター手数料

　　　　収入証紙収入

牛海綿状脳症スクリーニング検査経費 1,624

（財源）一部国庫（10／10）

　　　　収入証紙収入

HACCP外部検証経費 1,412

（財源）収入証紙収入

食肉衛生検査センター運営費等

（財源）一部国庫（１／３）

        収入証紙収入

28,074 29,741 8,775 2,470 0 18,496 生活衛生営業指導事業費       

（財源）国庫（１／２）

生活衛生営業振興事業費　  　

化製場取締費  

（財源）収入証紙収入

生活衛生関係法施行経費等

（財源）収入証紙収入

42,678

11,401

5,850

13,940

30,001

10,074

2,277

870

125

9,508

40,514

846,940

４

２

２

４

３

健 康 科 学

研 究 所 運 営 及 び

３

２

生 活 衛 生 指 導 費

３

１

５

１

食 品 衛 生 指 導 費

調 査 研 究 費

環 境 衛 生 事 務

食 肉 衛 生 検 査 費

健 康 科 学

職 員 費

研 究 所 整 備 費

１

１

４

６

6,216

２

17,550

19,056

14,413
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

2,450,020 1,414,460 1,413,037 769 0 654 水道施設整備等事業費

（財源）国庫（10／10）

（財源）国庫（１／２）

水道指導監督費等

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　水道水質検査手数料

117,753 136,087 0 14,451 0 121,636 動物譲渡推進事業費

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

動物愛護管理推進計画推進事業費

（財源）動物返還費等手数料

　　　　収入証紙収入

　　　　動物愛護管理収入

動物愛護センター維持費

（財源）動物処分業務等受託費収入

　　　　財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　動物愛護管理収入

動物愛護管理対策費等

（財源）狂犬病予防手数料

　　　　動物愛護センター手数料

　　　　収入証紙収入

　　　　動物処分業務等受託費収入

2,813,232 2,860,653 0 0 0 2,860,653 健康福祉事務所職員費

職員371名分

292,088 263,183 4,459 52,390 0 206,334 各種試験検査実施費         

（財源）健康福祉事務所手数料

健康福祉事務所運営費等    

（財源）一部国庫（１／２）

　　　　衛生試験その他理化学検査手数料

　　　　水道水質検査手数料

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　臨床研修医研修受入収入

　　　　看護学生等実習受入収入

12,302 12,507 0 0 0 12,507 備品整備・機器修繕費等

1,457,058 1,553,925 6,274 0 0 1,547,651 医薬事務職員費

職員177名分

（財源）一部国庫（１／２）

706,935 558,000 213,047 39,503 0 305,450 有床診療所等スプリンクラー等整備費補助

(673,602) （財源）国庫（10／10）

WHO神戸センター運営支援事業費

12,507

218,584

1,412,430

10,000

1,126

904

70,544

職 員 費

１

１

２

２ 236,900

44,599

２

４

53,552

1,991

１

197,474

1,553,925医 薬 事 務 職 員 費

健 康 福 祉 事 務 所

運 営 費

水 道 法 施 行 経 費

動 物 愛 護 管 理 費

健 康 福 祉 事 務 所

健 康 福 祉 事 務 所

３

３

医療法等施行経費

整 備 費

１

２ 水道事業基盤強化支援事業費

2,860,653
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

医療法人等指導経費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　死体検案書発行手数料

　　　　死体検案手数料

　　　　収入証紙収入

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　　雑入

1,390,228 1,358,940 1,315,335 0 0 43,605 原爆手当支給費               

（財源）国庫（10／10、８／10、１／２)

健康診断実施費　　　　　　

（財源）国庫（10／10）

原爆被爆者福祉対策事業費　　　

（財源）一部国庫（１／２）

被爆者相談業務経費等　　　　　

（財源）一部国庫（10／10、２／３、１／２）

973,347 1,036,871 77,935 593,774 0 365,162 兵庫県地域医療支援センター運営事業費

(972,847) （財源）医療介護推進基金繰入金

へき地等勤務医師養成派遣事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

地域医療支援医師キャリア形成支援事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

地域医療人材資質向上事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　研修等受講料

地域医療機関医師派遣事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

　　　　雑入

へき地医療機関支援事業費等

（財源）一部国庫（10／10、１／２）

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　雑入

1,133,944 1,472,328 918,118 242,589 0 311,621 救命救急センター運営費補助  

(1,133,694) （財源）国庫（１／２）

医療施設耐震化整備事業費補助

（財源）国庫（10／10）

小児救急医療相談窓口運営費

（財源）医療介護推進基金繰入金

周産期母子医療センター運営費補助

（財源）国庫（10／10）

災害拠点病院等体制強化事業費

（財源）一部国庫（10／10）

周産期医療搬送調整拠点設置事業費

（財源）国庫（10／10）

救急医療情報システム運営事業費等

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　救急医療情報システム市町負担金

健康診断等実施費

３

３

５

１

３

228,641

（財源）一部国庫（10／10、１／２、１／３）

276,301

202,823

６

２

救 急 病 院 等

７

普 及 育 成 費

４

74,114

122,976

５

医師確保等対策費

４

４

１

２

３

206,250

10,638

139,497

554,810

221,210

2,700

12,515

２ 22,987

１

123,626

1,249,324原 爆 障 害 者

６ 14,812

388,653

139,888
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

3,580,522 3,751,095 0 3,751,095 0 0 地域医療構想推進体制強化事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

病床機能転換・再編統合等支援事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

勤務医働き方改革推進事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

在宅医療充実強化推進事業費等

（財源）医療介護推進基金繰入金

3,887,272 2,624,792 1,978,118 7,614 0 639,060 医療介護推進基金積立金（医療分）

（財源）一部国庫（２／３）

　　　　医療介護推進基金積立金利子

1,582,089 4,973,815 1,052,044 999,645 2,481,300 440,826 看護職員養成力強化事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

看護職員資質向上事業費

（財源）国庫（10／10）

　　　　医療介護推進基金繰入金

　　　　研修等受講料

ナースセンター運営事業費

（財源）医療介護推進基金繰入金

県立総合衛生学院建替整備事業費

（財源）市街地再開発事業特定建築者補助金

看護職員等処遇改善事業費補助

（財源）国庫（10／10）

大学連携新人看護研修支援事業費

（財源）国庫（10／10）

看護職員離職防止・再就業支援事業費等

（財源）国庫（10／10）

　　　　医療介護推進基金繰入金

85,196 71,539 0 30,877 0 40,662 総合衛生学院運営費

（財源）総合衛生学院授業料

 　　　 総合衛生学院入学考査料

　　　　総合衛生学院入学料

 　　   県立看護師等養成所卒業証明書等

 　　　 発行手数料

 　　　 雑入

総合衛生学院助産学科実習指導事業費 4,841

総合衛生学院施設維持費等

356,978 125,099 16,659 23,728 0 84,712 抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業費

医薬品等製造業許可事務費

（財源）収入証紙収入

（財源）収入証紙収入

看 護 師 等

２

推 進 基 金 積 立 金

４

地 域 医 療 構 想

医 療 介 護

推 進 事 業 費

３

１

７

３

確 保 対 策 費

５

６

総 合 衛 生 学 院

薬機法等施行経費

４

５

３

運 営 費

２

毒物劇物取締費３

１

２

2,757

17,298

31,170

危険ドラッグ対策事業費

6,533

薬事情報センター運営費補助 1,560

４ 3,133,293

526

2,624,792

243,140

1,043,000

80,105

33,111

49,400

2,886,500

600,000

3,500

240,543

24,052

486,601

１

１

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部）

財 源 内 訳

（単位：千円）

事 項 概 要

薬局等許可事務費等

（財源）一部国庫（10／10）

　　　　収入証紙収入

　　　　医療介護推進基金繰入金

38,707 36,958 0 1,200 0 35,758 血液製剤・造血幹細胞確保対策事業費 1,718

血液センター施設整備費元利補給費

兵庫県骨髄等移植ドナー支援事業費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

8,952 10,007 26 8,514 0 1,467 麻薬及び向精神薬取締法等実施事務費 8,540

（財源）一部国庫（10／10）

　　　　収入証紙収入

薬物乱用防止対策啓発・相談事業費２

血 液 確 保 対 策 費 １

６

３

1,467

33,618

33,240

2,000

２

１麻 薬 取 締 実 施 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

県 有 環 境 林

等 特 別 会 計

24,029 24,029 0 （繰入金） 0 0

24,029 （財源）一般会計繰入金

0 2,647 0 （繰入金） 0 （繰越金）

2,646 1 （財源）一般会計繰入金

　　　　繰越金

母 子 父 子

寡 婦 福 祉

資金特別会計

300,000 300,000 0 106,653 0 （繰越金） 母子父子寡婦福祉資金貸付金      

（繰入金） 193,346 （財源）一般会計繰入金

1 　　　　母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金

　　　　雑入

　　　　繰越金

18,708 19,556 0 175 0 0 貸付償還事務費

（繰入金）

19,381 557

（財源）一般会計繰入金

　　　　延滞金、加算金及び過料

　　　　母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金

　　　　雑入

基 金 管 理

特 別 会 計

299,796 233,304 0 （繰入金） 0 0 地域創生基金積立金

233,304 （財源）一般会計繰入金

2,601 2,601 0 2,601 0 0 県債管理基金積立金 2,601

（財源）県債管理基金積立金利子

2,600 2,600 0 （繰入金） 0 0 はばタンスポーツ基金積立金 2,600

2,600 （財源）一般会計繰入金

県 有 環 境 林 県有環境林管理経費

233,304

18,999

福 祉 資 金 貸 付 金

24,029

2,647

公 債 費 特 別 公債費特別会計へ繰出

会 計 へ 繰 出

(健康福祉部） （単位：千円）

事 項
財 源 内 訳

概 要

はばタンスポーツ

（はばタンスポー

基 金 積 立 金

県 債 管 理 基 金

300,000

貸 付 償 還 事 務 費

２

１

母子父子寡婦福祉資金償還事務費市交付金

母 子 父 子 寡 婦

地 域 創 生

ツ基金積立金）

基 金 積 立 金

積 立 金

管 理 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部） （単位：千円）

事 項
財 源 内 訳

概 要

国民健康保険

事業特別会計

37,581 40,135 0 27 0 0

（繰入金） （財源）保険者事務費繰入金

40,108 　　　　雑入

186 186 0 （繰入金） 0 0 186

186 （財源）保険者事務費繰入金

29,553 46,823 0 （繰入金） 0 0

46,823 職員7名分

（財源）保険者事務費繰入金

908 905 0 （繰入金） 0 0 905

905 （財源）保険者事務費繰入金

389,371,331 388,203,113 95,086,301 276,404,286 0 0

（繰入金） （財源）一部国庫(32/100、9/100、1/4、定額)

16,712,526 　　　　国民健康保険事業費納付金

　　　　前期高齢者交付金

　　　　特別高額医療費共同事業交付金

　　　　国民健康保険県繰入金

　　　　高額医療費負担金繰入金

　　　　国民健康保険事業費補助繰入金

　　　　国民健康保険財政安定化基金繰入金

　　　　保険給付費等交付金返還金

12,579,432 12,766,594 3,469,987 （繰入金） 0 0

9,296,607 （財源）一部国庫(9/100、1/3、定額)

　　　　国民健康保険県繰入金

　　　　特定健康診査等負担金繰入金

65,756,678 64,282,151 26,521,859 33,903,232 0 0

（繰入金） （財源）一部国庫(32/100、9/100)

3,857,060 　　　　国民健康保険事業費納付金

　　　　国民健康保険県繰入金

　　　　国民健康保険財政安定化基金繰入金

4,405 4,289 0 4,289 0 0 4,289

（財源）国民健康保険事業費納付金

119,989 133,600 0 133,600 0 0

（財源）国民健康保険事業費納付金

40,135

国民健康保険事務職員費

12,766,594

保険給付費等交付金（普通交付金） 388,203,113

46,823

保険団体連合会等

兵庫県国民健康保険団体連合会等負担金兵 庫 県 国 民 健 康

国 民 健 康 保 険

交 付 金

（ 普 通 交 付 金 ）

事 務 職 員 費

保 険 給 付 費 等

交 付 金

国民健康保険保険者事務費等

保険給付費等交付金（特別交付金）

国 民 健 康 保 険

運営協議会費

保 険 者 業 務 費

運 営 協 議 会 費

保 険 給 付 費 等

（ 特 別 交 付 金 ）

負 担 金

後 期 高 齢 者

133,600

納 付 金

64,282,151

後期高齢者関係事務費拠出金

事 務 費 拠 出 金

前 期 高 齢 者

後 期 高 齢 者 関 係

支 援 金

後期高齢者支援金

前期高齢者納付金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(健康福祉部） （単位：千円）

事 項
財 源 内 訳

概 要

3,727 3,629 0 3,629 0 0 3,629

（財源）国民健康保険事業費納付金

22,863,874 24,962,867 10,957,236 12,507,859 0 0

（繰入金） （財源）一部国庫(32/100、9/100)

1,497,772 　　　　国民健康保険事業費納付金

　　　　国民健康保険県繰入金

　　　　国民健康保険財政安定化基金繰入金

238 2,200 0 2,200 0 0 2,200

（財源）国民健康保険事業費納付金

956,824 1,196,772 292,240 904,532 0 0

（財源）国庫（定額）

　　　　国民健康保険事業費納付金

485 486 0 486 0 0 486

（財源）国民健康保険事業費納付金

2,545 2,322 0 2,322 0 0

（財源）国民健康保険財政安定化基金積立金

　　　　利子

250,000 200,000 200,000 0 0 0

（財源）国庫（10/10）

（財源）国庫（10/10）

（財源）国庫（10/10）

生活習慣病予防市町支援事業費

（財源）国庫（10/10）

（財源）国庫（10/10）

（財源）国庫（10/10）

1 1 0 0 0 （繰越金）

1 （財源）繰越金

　　　　

国民健康保険財政安定化基金積立金

国庫支出金等返還金 1

1,196,772

24,962,867介護納付金

特別高額医療費共同事業事務費拠出金

病床転換助成関係事務費拠出金

2,322

特別高額医療費共同事業事業費拠出金

返 還 金

国 民 健 康 保 険

保 健 事 業 費

健康ビッグデータ活用健康づくり支援事業費

国 庫 支 出 金 等

データ分析による健康づくり支援事業費

拠 出 金

特 別 高 額 医 療 費

共 同 事 業 事 業 費

積 立 金

拠 出 金

特 別 高 額 医 療 費

財 政 安 定 化 基 金

共 同 事 業 事 務 費

国 民 健 康 保 険

事 務 費 拠 出 金

関 係 事 務 費

拠 出 金

介 護 納 付 金

病 床 転 換 助 成

国保特定健診・特定保健指導実施率向上事業費

前期高齢者関係事務費拠出金前 期 高 齢 者 関 係

30,123

ICT活用健康づくり支援事業費

フレイル対策強化推進事業費

１

76,398

３

50,000

２

22,041

４

10,127

５

６

11,311
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

386,156 360,858 0 105,446 0 255,412 総務管理職員費

　50名分 360,858

（財源）収入証紙収入

238,751 259,401 0 259,401 0 0 旅券事務所運営経費 259,401

（財源）収入証紙収入

518,633 487,343 11,130 62,798 0 413,415 １　海外事務所運営費

(506,641) 136,003

２　北東アジア地域自治体連合推進費

1,351

（財源）宝くじ発行益金収入

３　外国青年招致事業費 52,314

（財源）国際交流員活用負担金

　　　　宝くじ発行益金収入

４　ひょうご多文化共生総合相談センター設

　　置事業費 41,816

（財源）一部、国庫1／2

５　県内企業海外事業展開留学生活用事業費

　　 11,498

６　友好省地方との周年等記念事業費

6,730

７　外国人県民安全･安心基盤整備事業費

1,428

（財源）一部、国庫1／2

８　外国への情報発信事業費

2,095

９　南米交流促進事業費

5,872

10　淡路夢舞台国際会議場管理運営費等

228,236

（財源）財産使用料

        宝くじ発行益金収入

254,065 255,104 0 0 0 255,104 労政総務事務職員費

　34名分 255,104

12,790 9,380 709 0 0 8,671 １　労使団体等連携強化事業費

2,219

（財源）一部、国庫10／10

２　勤労福祉総合研究委託事業費等

7,161

総務管理職員費

渡 航 事 務 費

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

海外協力推進費

労 政 総 務

事 務 職 員 費

労 使 調 整 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

39,005 43,555 0 0 0 43,555 １　県民局維持運営費 1,528

２　労働行政運営費等 42,027

1,000 1,000 0 1,000 0 0 労働費国庫支出金返納金 1,000

（財源）過年度補助金等返還金

741,140 549,090 62,438 471,688 0 14,964 １　ひょうご仕事と生活センター事業費

(737,953) 211,589

（財源）一部、国庫10／10

        勤労者福祉基金繰入金

２　中小企業育児・介護代替要員確保支援事

　　業費 100,000

（財源）勤労者福祉基金繰入金

３　中小企業従業員福利厚生支援事業費

89,969

（財源）勤労者福祉基金繰入金

４　労働環境対策事業費 75,000

（財源）勤労者福祉基金繰入金

５  中小企業等正社員転換・処遇改善支援

    事業費 2,611

６　離職者生活安定支援事業費

3,740

（財源）離職者生活安定資金貸付金償還金

７　多様な働き方推進事業費

3,127

（財源）勤労者福祉基金繰入金

８　テレワーク導入支援助成事業費

51,150

（財源）国庫10／10

９　労働者協同組合対応事業費

1,716

10　労働者福祉事業費等 10,188

72,404 72,140 0 771 0 71,369 １　姫路労働会館運営費 16,149

（財源）財産使用料

２  勤労者福祉施設整備費等

55,991

3,240,702 1,856,650 1,581,154 62,436 0 213,060 １　中小企業就業者確保支援事業費

(3,081,923) 　　（兵庫型奨学金返済支援制度）

37,659

２  中小企業合同研修等支援事業費

8,762

（財源）勤労者福祉基金繰入金

労 政 総 務 費

労 働 費 国 庫

支 出 金 返 納 金

労働福祉対策費

勤 労 者 福 祉

施 設 運 営 費

雇 用 対 策 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

３  大学生インターンシップ推進事業費

21,614

（財源）勤労者福祉基金繰入金

４　ひょうごで働こう!合同企業説明会等

　　事業費 34,153

（財源）一部、国庫10／10、9／10、3／4

５  就職氷河期世代就労支援プログラム

　　事業費 14,324

（財源）一部、国庫3／4

　　　　勤労者福祉基金繰入金

６　刑務所出所者等雇用導入促進事業費

7,040

７　保護観察対象者等就労支援プログラム

　　事業費 6,340

８　保護観察対象者等雇用拡大促進事業費

6,658

９　カムバックひょうごハローワーク設置・

　　運営事業費 9,888

10　女子学生と企業のプレマッチング支援

　　事業費 7,026

11　ひょうごで働こう！ＵＪＩターン広報・

　　就職促進事業費 52,687

（財源）国庫2／3、1／2

12　高校・大学生「兵庫就活」促進事業費

23,166

（財源）国庫1／2

13　「ひょうご応援企業」就職支援事業費

9,083

（財源）国庫1／2

14  ミドル世代・シニア世代就労支援事業費

18,866

（財源）一部、国庫3／4

　　　　勤労者福祉基金繰入金

15　理工系人材獲得促進事業費

7,382

16　おためし企業体験事業費

28,478

（財源）一部、国庫1／2、3／4

　　　　勤労者福祉基金繰入金

17  緊急対応型雇用創出事業費 1,478,000

（財源）国庫10／10

18  在籍型出向等支援事業費 5,942

（財源）国庫10／10

19　ひょうご・しごと情報広場運営事業費等

79,582

（財源）一部、国庫10／10

230,043 173,035 0 80,049 0 92,986 １  障害者雇用拡大支援事業費 9,995

(181,009) （財源）勤労者福祉基金繰入金

多様就業支援費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

２  特例子会社・事業協同組合設立等助成

    事業費 15,030

（財源）勤労者福祉基金繰入金

３　障害者雇用就業・定着拡大推進事業費

48,030

４　障害者体験ワーク事業費 8,962

（財源）勤労者福祉基金繰入金

５　シルバー人材センター事業費

9,040

６  シルバー人材センター広域連携推進

    事業費 1,514

７　ひょうごジョブコーチ推進事業費

34,725

（財源）勤労者福祉基金繰入金

８  外国人雇用HYOGOサポートデスク事業費

11,337

（財源）勤労者福祉基金繰入金

９　コミュニティジョブ支援事業費等

　　 34,402

874,888 851,861 363,488 0 0 488,373 職業訓練総務事務職員費

　108名分 851,861

（財源）国庫10／10

359,442 331,734 158,127 37,042 0 136,565 １　職業訓練校機器整備費 76,482

(287,133) （財源）国庫1／2

２　しごとツーリズム促進事業費

5,625

（財源）国庫10／10

３　ものづくりチャレンジアップ事業費

46,986

（財源）国庫1／2

　　　　地域創生基金繰入金

４　県立職業訓練校管理運営費等

202,641

（財源）財産使用料

　　　　但馬技術大学校等授業料

　　　　但馬技術大学校等入校料

　　　　但馬技術大学校等入校審査料

　　　  国庫2／3、1／2

　　　　不用物品売払収入

　　　　電力売却収入

2,087,832 2,089,139 2,028,375 4,115 0 56,649 1,583,636

（財源）国庫10／10

２　障害者職業能力開発支援事業費

（財源）国庫10／10 74,616

職 業 訓 練 総 務

事 務 職 員 費

県 立 職 業

訓 練 校 費

委 託 訓 練 費 １　離職者等再就職訓練事業費

［債務負担行為額　60,000］
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

３　訓練手当 109,347

（財源）国庫1／2

４　在職者訓練実施費 9,969

（財源）国庫1／2

　　　　職業訓練校実習収入

５　知的障害者委託訓練実施費等

　　（財源）国庫10／10 311,571

159,121 163,268 162,968 300 0 0 13,392

（財源）国庫10／10

　　　　不用物品売払収入

　　　　職業訓練校実習収入

２　施設維持費等 149,876

（財源）国庫10／10

104,774 83,163 44,088 292 0 38,783 １　ものづくり技能フェスタ開催事業費

3,000

２　若者の技能検定受検促進事業費

9,919

（財源）国庫10／10

３　職業能力開発協会費補助 46,102

（財源）国庫1／2

４　事業内職業訓練費補助 21,270

（財源）国庫1／2

５　技能検定指導管理費等 2,872

（財源）収入証紙収入

　　　　国庫10／10

1,083,464 1,024,547 0 0 0 1,024,547 商業総務事務職員費

　141名分 1,024,547

45,461 65,194 7,148 0 0 58,046 １  ひょうご次世代産業ＤＸ導入・人材育成

    プロジェクト等推進事業費

8,409

（財源）国庫9／10、8／10

２　ひょうごオンリーワン企業認定・支援

　　事業費 2,532

３　商工行政推進管理調整費等

54,253

69,382 1,000 0 1,000 0 0 商工費国庫支出金返納金 1,000

（財源）過年度補助金等返還金

兵庫障害者校費 １　職業訓練事業費

対 策 費

商 工 費 国 庫

支 出 金 返 納 金

技 能 振 興 費

商 業 総 務

事 務 職 員 費

中 小 企 業 振 興
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

3,192,614 3,038,320 0 131,367 36,900 2,870,053 １　地域経済活性化支援費補助

2,914,329

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　地域経済交流拠点施設整備事業債

２　兵庫県中小企業団体中央会補助

123,991

2,686 2,182 0 1,786 0 396 １　貸金業相談指導嘱託員設置事業費

1,533

（財源）収入証紙収入

２　貸金業法等施行事務費等 649

（財源）収入証紙収入

964, 631, 624, １　中小企業制度資金貸付金 624,441,050

784,604 476,304 7,031,960 441,050 0 3,294 　(1)現年度分(融資枠5,000億円)

195,088,180

　(2)過年度分 429,352,870

（財源）中小企業制度資金貸付金償還金

２　新型コロナウイルス感染症対応資金

　　利子補給事業費 5,830,960

（財源）国庫10/10

３　中小企業経営改善・成長力強化支援

　　事業費 1,201,000

（財源）国庫10/10

４ 貸付償還事務費 3,294

532,000 776,603 0 106,667 0 669,936 １　中小企業融資保証損失てん補金

763,000

（財源）損失てん補金回収金

２　地域金融支援保証制度損失てん補金

13,603

（財源）損失てん補金回収金

280,832 176,170 15,448 3,436 0 157,286 １　中小小売商業経営支援事業費

(262,832) 6,912

２　商店街ファンづくり応援事業費

20,000

３　商店街外国人誘客事業費 2,700

４　商店街整備事業費 36,000

５　商店街新規出店・開業支援事業費

11,245

６  商店街若者・女性新規出店チャレンジ

    応援事業費 11,250

７  ひょうごいいね！お店表彰事業費

940

商 工 団 体 支 援

事 業 費

金 融 対 策 費

中 小 企 業 融 資

貸 付 金

保 証 損 失

中小企業制度資金

て ん 補 金

商業振興対策費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

８　商店街次代の担い手支援事業費

2,070

９　商店街支援事業費 12,278

10　商店街再編事業費 20,572

11　商店街買い物アシスト事業費

15,448

（財源）国庫10／10

12  商店街地域コミュニティ拠点づくり

    事業費 7,500

13  商店街インバウンド再開支援事業費

 3,000

14　中小小売商業振興対策等推進費等　

26,255

（財源）小規模企業者等振興資金

　　　　特別会計繰入金

17,842 12,475 0 0 0 12,475 小規模事業者等振興資金特別会計繰出金

12,475

109,653 100,591 9,000 0 0 91,591 １　ひょうご海外事業展開支援プロジェクト

(91,190) 　　事業費 19,125

２　海外ビジネス外国人人材確保支援事業費

4,000

３　中小企業海外展開総合支援促進事業費

35,006

（財源）一部、国庫10／10

４　貿易構造高度化促進事業費 4,720

５  ベトナム・ホーチミン市経済連携

    プロジェクト推進費 1,736

６  グローバル人材交流事業費 1,550

７　外国・外資系企業誘致促進事業費

9,360

８  外国企業向け一次進出プロモーション

　　事業費 7,190

（財源）一部、国庫1／2

９　外国・外資系企業ネットワーク構築

　　事業費等 17,904

288,516 275,773 0 0 0 275,773 工鉱業総務事務職員費

　34名分 275,773

48,956 40,070 0 268 0 39,802 １　下請企業対策事業費補助 22,822

２　ひょうごNo.1ものづくり大賞事業費

1,000

３　産業技術大学事業費等 16,248

（財源）収入証紙収入

小規模事業者等

振 興 資 金

特別会計へ繰出

貿易振興対策費

工 鉱 業 総 務

事 務 職 員 費

工業技術振興費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

　　

157,284 109,696 54,622 0 0 55,074 １  地場産業ブランド力強化促進事業費

(65,364) 32,355

２　地場産業総合振興事業費 4,400

（財源）国庫1／2

３　ひょうごファッションイベント出展支援

　　事業費 7,580

（財源）国庫1／2

４　地場産業海外展開支援事業費

25,264

（財源）国庫1／2

５　地場産業SDGｓ促進事業費 36,000

（財源）国庫10／10

６　地場産業等振興推進費等 4,097

140,103 131,603 8,650 0 0 122,953 １　皮革大学校設置事業費 4,000

(124,470) （財源）国庫10／10

２　皮革排水特別対策費補助 112,100

３　新作皮革素材展示会開催事業費

2,633

４  ひょうご天然皮革ブランド化戦略

　　事業費 12,300

（財源）一部、国庫1／2

５  皮革産業振興対策費 570

1,985,167 1,635,077 160,654 4,893 0 1,469,530 １　産業立地促進補助 1,551,947

（財源）一部、国庫10／10

２　ひょうご・神戸投資サポートセンター

　　事業費 63,174

（財源）土地造成関連事業負担金

３　産業立地条例施行事務費等

19,956

（財源）国庫9／10

        土地造成関連事業負担金

4,161,095 2,122,094 89,376 1,903,238 0 129,480 １　中小企業経営支援事業費 34,833

(4,071,516) ２　がんばる小規模事業者支援事業費

11,088

（財源）国庫1／2

３　事業継続支援事業費 95,486

（財源）一部、国庫1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

４　ひょうご中小企業技術・経営力評価実施

　　事業費 6,652

産地振興対策費

皮革産業対策費

産業立地促進費

［債務負担行為額　3,272,625］

産業振興推進費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

５　中小企業設備貸与資金貸付金

1,779,021

（財源）中小企業設備貸与資金貸付金

　　　　償還金

６　高度化資金債権管理・回収委託事業費

6,449

（財源）小規模企業者等振興資金

　　　　特別会計繰入金

７　ひょうごプラチナ成長企業創出事業費

9,543

（財源）勤労者福祉基金繰入金

８　異業種交流活性化支援事業費

53,611

（財源）国庫1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

９　ひょうご専門人材相談センター事業費

32,224

（財源）国庫1／2、10／10

10　ひょうご産業SDGｓ推進宣言事業費

11,462

（財源）国庫10／10

11　産業情報化推進事業費等 81,725

（財源）小規模企業者等振興資金

　　　　特別会計繰入金

　　　　中小企業経営革新企業支援資金

　 　　 貸付金償還金

　　　　地場産業等振興近代化資金

　　　　貸付金償還金

　　　　地域産業振興資金等貸付金償還金

1,376,317 1,125,869 166,076 913,972 0 45,821 １　起業家支援事業費 241,047

(1,028,948) （財源）一部、国庫10／10、3／4、1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

２　UNOPS運営支援事業費 9,100

（財源）国庫1／2

３　SDGsチャレンジ事業費 50,000

（財源）国庫1／2

　　　　SDGsチャレンジ事業負担金

４　若年層向けアントレプレナーシップ

　　教育プログラム導入モデル事業費

40,231

（財源）勤労者福祉基金繰入金

５　県内大学連携起業人材育成事業費

20,000

（財源）勤労者福祉基金繰入金

６　起業プラザひょうご運営事業費

54,855

（財源）国庫1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

事業創出促進費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

７　県内コワーキングスペースネットワーク

　　構築事業費 1,356

（財源）勤労者福祉基金繰入金

８　ポストコロナ再チャレンジ起業家育成

　　支援事業費 20,000

（財源）国庫10／10

９　新事業創出支援事業費等

689,280

（財源）国庫1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

　　　　新事業創出支援貸付金償還金

434,061 356,373 219,399 11,555 0 125,419 １　ひょうご次世代産業ＤＸ導入・人材育成

(171,373)     プロジェクト事業費 103,889

　(1)デジタル・トランスフォーメーション

　 　導入相談事業費 12,000

　（財源）国庫8／10

　(2)デジタル・トランスフォーメーション

 　　実践・人材育成事業費 49,150

　 　（財源）国庫8／10

　(3)技術開発力向上人材育成支援事業費

 　　 8,013

　（財源）国庫8／10

　(4)製造工程変換による働き方改革支援

　 　事業費 16,146

　（財源）国庫8／10

　(5)兵庫ものづくりセンター但馬運営

　　 事業費　  7,580

　（財源）機械器具使用料

　　　　　国庫8／10

　(6)ものづくり分野における女性就業促進

　 　事業費 3,000

　（財源）国庫8／10

　(7)ものづくり企業等課題解決型人材育成

　 　事業費 8,000

　（財源）国庫8／10

２　ひょうごものづくり企業多角化促進・

　　人材育成プロジェクト事業費    

46,285

　(1)ものづくり環境高度化促進事業費

 　　 27,786

　（財源）国庫9／10

　(2)航空機産業次世代ものづくりプロジェ

　 　クト事業費 14,499

　（財源）国庫9／10

　(3)金属３Dプリンタ技術力向上事業費

4,000

　（財源）国庫9／10

産業技術対策費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

３　スマートものづくりセンター運営

　　事業費 45,344

（財源）国庫8／10

４　国際フロンティア産業メッセ2022開催事

　　業費 8,000

５　航空産業非破壊検査トレーニング

　　センター運営事業費 21,513

（財源）国庫1／2

　　　　航空産業非破壊検査員養成講習

        手数料

６　ひょうごメタルベルト金属新素材開発

　　普及事業費 35,405

（財源）国庫1／2

７　成長産業育成研究開発支援事業費

72,118

（財源）一部、国庫1／2

８　中小企業DX人材育成リカレント教育

　　事業費 10,100

（財源）国庫10／10

９　次世代成長産業育成事業費等

13,719

312,836 309,006 0 0 0 309,006 小規模事業者等振興資金特別会計繰出金

309,006

461,029 432,012 292,958 56,174 0 82,880 １  ＩＴ戦略推進事業費 59,100

(243,041) （財源）勤労者福祉基金繰入金

２  コワーキングスペース開設支援事業費

25,591

（財源）一部、国庫10／10

　　　　勤労者福祉基金繰入金

３　ひょうごものづくり企業多角化促進･人

    材育成プロジェクト事業費 183,768

　(1)次世代成長産業分野進出支援事業費

123,708

　（財源）国庫9／10

　(2)神戸医療産業都市人材エコシステム

　　 構築事業費 25,060

　（財源）国庫9／10

　(3)ポストコロナ時代イノベーション創出

　　 加速化事業費 35,000

　（財源）国庫9／10

４　ひょうご次世代産業ＤＸ導入・人材育成

    プロジェクト事業費 45,445

　(1)地域IT人材育成事業費 30,445

　（財源）国庫8／10

小規模事業者等

振 興 資 金

特別会計へ繰出

次 世 代 産 業

創 造 振 興 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

　(2)ドローン活用人材育成事業費

15,000

　（財源）国庫8／10

５　成長産業育成コンソーシアム推進事業費

16,910

（財源）国庫1／2

　　　　勤労者福祉基金繰入金

６　ドローン利活用強化事業費

63,568

（財源）国庫1／2

７　成長産業試作開発支援事業費

30,000

（財源）国庫10／10

８　新産業創出支援事業費等

    7,630

44,351 42,797 0 29,886 0 12,911 １　計量器検定費 2,415

（財源）収入証紙収入

　　　　計量検定弁償金

２　燃料油メーター検定業務費

5,679

（財源）収入証紙収入

　　　　計量検定弁償金

３　タクシーメーター検査場等維持運営費

12,373

（財源）収入証紙収入

４　検定器具維持費 3,164

（財源）収入証紙収入

５　計量器定期検査費 12,231

（財源）計量器定期検査手数料

　　　　計量検定弁償金

６　計量関係登録事務費等 6,935

（財源）収入証紙収入

　　　　計量検定弁償金

518,642 516,522 0 0 0 516,522 工業技術センター職員費 516,522

　　58名分

291,393 281,638 0 158,626 11,200 111,812 １　試験研究費 117,175

（財源）機械器具使用料

　　　　工業技術センター手数料

　　　　工業技術センター研究受託費収入

　　　　工業技術センター共同研究事業等

　　　　収入

　　　　産業基盤技術研究受託費収入研究

　　　　等資金受入金

適正計量推進費

工 業 技 術

センター職員費

工業技術センター

維 持 運 営 及 び

試 験 研 究 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

２　中小企業技術支援体制強化事業費

29,899

（財源）研修等受講料

　　　　工業技術センター共同研究事業等

　　　　収入

３　技術指導施設整備費 30,000

（財源）美術館等配分金

　　　　　 　　　　工業技術支援施設整備事業債

４　施設維持管理運営費等 104,564

（財源）財産使用料

        特許権使用料

　　　　研修等受講料

　　　　目的外使用許可等収入

897,670 258,651 37,654 12,434 0 208,563 １　特産品振興事業費 23,712

(839,124) ２　ひょうご観光本部活動支援事業費

75,306

３　神戸ルミナリエ開催事業費

35,300

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

４　ふるさと文化観光資源活用応援プロジェ

　　クト事業費 12,000

（財源）ふるさとひょうご寄附基金繰入金

５　ひょうごツーリズムバス実施事業費

22,673

（財源）国庫10／10

６　ユニバーサルツーリズム推進事業費

12,898

（財源）国庫10／10

７　新観光戦略推進事業費

2,083

（財源）国庫10／10

８　ツーリズム振興調整費等

74,679

（財源）収入証紙収入

227,220 241,282 148,449 2,000 0 90,833 １　インバウンド対策推進ＤＭＯ参画推進

(107,810) 　　事業費 16,650

２　ひょうごロケ支援Ｎｅｔ事業費

1,081

３　観光・特産品首都圏プロモーション

　　事業費 10,950

（財源）一部、国庫10／10

　　　　首都圏プロモーション事業者

　 　　 負担金

４　伊丹空港観光・物産情報コーナー運営費

13,194

観 光 振 興 費

観 光 交 流 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

５　外国人観光客おもてなし人材活用事業費

5,982

（財源）国庫1／2

６  観光WEBサイト充実強化事業費

8,000

７　兵庫デスティネーションキャンペーン

　　事業費 75,000

（財源）国庫10／10

８　令和北前船プロジェクト事業費

18,261

（財源）国庫10／10

９　ふるさと桜づつみ回廊プロジェクト

　　事業費 3,565

（財源）国庫10／10

10　インバウンド再開戦略的プロモーション

　　事業費等　 88,599

（財源）国庫10／10

勤労者総合

福祉施設整備

事業特別会計

（繰越金）

239,646 248,730 0 248,729 0 1 １　中央労働センター運営費 31,144

（財源）

　財産使用料

　勤労者福祉基金繰入金

　繰越金

２　丹波年輪の里運営費 77,782

（財源）

　財産使用料

  木材加工手数料

　勤労者福祉基金繰入金

３　但馬ドーム運営費 90,166

（財源）

　財産使用料

　勤労者福祉基金繰入金

　命名権収入

４　ひょうご労働図書館運営費 14,494

（財源）

　勤労者福祉基金繰入金

５　勤労者総合福祉施設整備費

5,502

（財源）

　勤労者福祉基金繰入金

６　指導事務費等 29,642

（財源）

　勤労者福祉基金繰入金

　土地賃貸料

　雑入

勤労者総合福祉

施 設 運 営 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

小規模企業

者等振興資

金特別会計

（繰越金）

1,460,000 1,460,000 0 0 730,000 730,000 小規模企業者等設備貸与支援事業費

1,460,000

（財源）

　小規模企業者等設備貸与支援事業

　貸付金債

　小規模企業者等設備導入資金繰越金

　設備資金繰越金

（繰越金）

16,060 10,699 0 10,698 0 1 貸付償還事務費 10,699

（財源）

小規模企業者等設備導入資金一般会計

繰入金

設備近代化資金違約弁償金

小規模企業者等設備貸与支援事業資金

違約弁償金

小規模企業者等設備導入資金繰越金

（繰越金）

249,861 186,603 0 186,603 0 0 国庫支出金返納金 186,603

（財源）

小規模企業者等設備資金貸付金償還金

機械貸与資金貸付金償還金

設備近代化資金貸付金償還金

（繰越金）

963,405 777,131 0 777,131 0 0 中小企業基盤整備機構融資事業公債費

777,131

（財源）

共同施設資金貸付金償還金

工場等集団化資金貸付金償還金

小売商業店舗等共同化資金貸付金償還金

店舗等集団化資金貸付金償還金

工場共同化資金貸付金償還金

産地知識集約化資金貸付金償還金

企業合同資金貸付金償還金

商店街整備等支援資金貸付金償還金

地域改善対策高度化資金貸付金償還金

小売商業等商店街近代化資金貸付金償還金

高度化資金貸付金利子

小規模企業者等設備貸与支援事業資金

貸付金償還金

小規模企業者等設備貸与支援事業資金

貸付金利子

小規模企業者等

設 備 貸 与 支 援

事 業 費

貸付償還事務費

国 庫 支 出 金

返 納 金

中 小 企 業 基 盤

整 備 機 構 融 資

事 業 公 債 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

（繰越金）

314,621 310,785 0 310,785 0 0 公債費特別会計繰出金 310,785

（財源）

高度化資金一般会計繰入金

創造的中小企業創出支援資金一般会計

繰入金

地域総合整備資金一般会計繰入金

（繰越金）

253,910 180,148 0 180,146 0 2 一般会計繰出金 180,148

（財源）

共同施設資金貸付金償還金

工場等集団化資金貸付金償還金

小売商業店舗等共同化資金貸付金償還金

店舗等集団化資金貸付金償還金

工場共同化資金貸付金償還金

産地知識集約化資金貸付金償還金

企業合同資金貸付金償還金

商店街整備等支援資金貸付金償還金

地域改善対策高度化資金貸付金償還金

小売商業等商店街近代化資金貸付金償還金

地場産業等振興近代化資金貸付金償還金

地域産業振興資金等貸付金償還金

設備資金違約弁償金

高度化資金違約弁償金

高度化資金貸付金利子

雑入

設備資金繰越金

高度化資金繰越金

基 金 管 理

特 別 会 計

47,300 46,192 0 46,192 0 0 県債管理基金積立金 46,192

（財源）県債管理基金積立金利子

47,300 46,192 0 46,192 0 0 新産業創造事業基金積立金 46,192

（財源）一般会計繰入金

47,300 46,192 0 46,192 0 0 新産業創造事業交付金 46,192

（財源）新産業創造事業基金繰入金

30,881 28,954 0 28,954 0 0 県債管理基金積立金 28,954

（財源）県債管理基金積立金利子

公 債 費 特 別

会 計 へ 繰 出

一般会計へ繰出

県 債 管 理 基 金

積 立 金

新産業創造事業

交 付 金

県 債 管 理 基 金

積 立 金

新産業創造事業

基 金 積 立 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(産業労働部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

417,585 382,236 0 382,236 0 0 国際交流基金積立金 382,236

（財源）一般会計繰入金

417,585 382,236 0 382,236 0 0 国際交流事業交付金 382,236

（財源）国際交流基金繰入金

国 際 交 流 事 業

交 付 金

国 際 交 流 基 金

積 立 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

19,084,210 18,918,233 10,186,848 839,930 6,448,400 1,443,055

　　県営土地改良事業費分担金

　　県営土地改良事業費負担金

（財源）国庫（3/10、5/10）

（財源）国庫（1/2、3/10）

（財源）国庫（2/3、1/2、1/3）

（財源）国庫（5/10～8/10）

（財源）国庫（1/2、2/3）

（財源）国庫（定額）

（財源）国庫（定額）

（財源）国庫（定額）

※県費随伴補助を含む

1,241,625 633,000 0 150,881 433,700 48,419 １　直轄土地改良事業費負担金

（財源）国営土地改良事業費負担金

２　直轄漁場整備事業費負担金

4,070,307 4,234,774 4,181,590 0 38,500 14,684 公共農林水産施設災害復旧費

（財源）国庫（66.7/100）

（財源）国庫（66.7/100）

区　　　　分

　　う ち　過 　年 　災

　　う ち　現 　年 　災　　　　

（財源）国庫（50/100～97.8/100）

（財源）国庫（65/100～96.0/100）

80,000森 林 基 幹 道 災 害 復 旧 事 業 費

令和4年度提案額

234,774

4,000,000

14,771漁 業 構 造 改 善

（財源）国庫（50/100～99.6/100）

計 18,918,233

10,000

計 4,234,774

県 営 漁 港 災 害 復 旧 事 業 費 30,000

治 山 施 設 災 害 復 旧 事 業 費

災 害 林 道 復 旧 事 業 助 成 費 60,000

1,240,000

676,371

3,757,000

1,527,000

55,000

漁 港

経 営 構 造 対 策

林 業 構 造 改 善

漁 場 整 備 開 発 900,000

111,878

4,054,774

令和4年度提案額

4,234,774

46,355

586,645国 直 轄 事 業

農 地 災 害 復 旧 事 業 助 成 費

災害復旧事業費

区　　　　　分

負 担 金

令和4年度提案額

農 業 農 村 10,636,213

18,918,233

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

造 林

林 道

治 山

区　　　　　分

公 共 事 業 費

（財源）国庫（5/10､5.5/10､10/10）
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

392,782 385,944 0 0 0 385,944 企画職員費 385,944

52名分

331 331 0 0 0 331 被災地派遣事業費 331

770,934 769,708 0 0 0 769,708 環境衛生事務職員費 769,708

93名分

745,747 426,058 10,261 217,481 0 198,316 アジア太平洋地球変動研究ネットワーク

センター活動支援事業費     18,459

(公財)地球環境戦略研究機関・関西研究

センター運営支援事業費　 26,313

(公財)ひょうご環境創造協会運営費補助

25,806

環境保全・グリーンエネルギー設備設置

資金貸付金 198,300

(1) 現年度分（融資枠 3億円） 166,500

(2) 過年度分 31,800

（財源）環境保全設備設置資金貸付金償還金

兵庫県環境研究センター管理運営費 111,517

（財源）財産使用料

ひょうごフードドライブ運動推進事業費

3,523

（財源）国庫（1/2）

県有施設再生可能エネルギー導入ポテン

シャル調査事業費 12,000

（財源）国庫（3/4）

脱炭素化社会国際ﾌｫｰﾗﾑ開催事業費 1,000

環境率先行動計画推進事業費等 29,140

（財源）環境保全基金繰入金

53,197 49,852 3,784 14,795 0 31,273 ひょうご環境体験館運営事業費 29,513

（財源）環境保全基金繰入金

エコツーリズムバス運行支援事業費 3,784

（財源）国庫（10/10）

ふるさと兵庫こども環境体験推進事業費

13,565

（財源）環境保全基金繰入金

ひょうごユースecoフォーラム開催事業費等

（財源）環境保全基金繰入金 2,990

31,013 44,808 29,115 1,133 0 14,560 有害大気汚染物質監視・規制事業費 2,197

環境放射能水準調査研究費 29,115

（財源）国庫（10/10）

大気汚染防止法施行費等 13,496

（財源）収入証紙収入

　　　　環境保全基金繰入金

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

企 画 職 員 費

大気汚染対策費

４

１

８

９

被 災 者 支 援

対 策 費

環 境 行 政

推 進 事 業 費

５

１

総 合 調 整 費

１

６

３

２

３

環 境 学 習

２

３

７

環 境 衛 生 事 務

職 員 費

４

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

446,304 462,295 6,883 393,427 0 61,985 運送事業者等次世代自動車導入事業費補助

(369,670) 20,490

公用車ゼロエミッション化促進事業費

2,471

最新規制適合車等購入資金融資事業費

333,797

(1) 現年度分（融資枠 6億円） 324,000

(2) 過年度分 8,030

(3) 損失補償費 1,767

（財源）環境保全設備設置資金貸付金償還金

次世代自動車充電インフラ維持管理事業費

10,911

（財源）次世代自動車充電インフラ助成金

燃料電池バス導入事業費補助 10,000

水素ステーション整備事業費補助 50,000

（財源）ひょうご環境創造協会拠出金

パッケージ型水素供給設備導入事業費補助

12,500

自動車NOx･PM法施行費等 22,126

（財源）国庫（10/10）

　　　　環境保全基金繰入金

84,871 92,101 17,402 1,746 0 72,953 水質調査船運航管理費 5,661

(67,740) 広域総合水質調査費 4,449

（財源）国庫（10/10）

化学物質環境実態調査費      6,953

（財源）国庫（10/10）

水質環境基準等監視事業費　 21,594

豊かで美しい瀬戸内海創生事業費 2,473

栄養塩類管理計画策定事業費 20,000

（財源）国庫（定額）

瀬戸内海環境保全県計画推進事業費等

（財源）収入証紙収入 30,971

　　　　環境保全基金繰入金

3,775 3,767 0 0 0 3,767 航空機騒音監視網維持調整費 3,767

116,032 124,401 43,525 8,752 0 72,124 上山高原ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ推進事業費 1,310

峰山高原滞在型中核施設整備事業費 2,442

自然環境整備交付金事業費 60,685

（財源）国庫（45/100、50/100）

特定外来生物被害対策事業費 14,000

生態系等被害防止外来生物対策推進事業費

4,596

六甲山環境保全推進事業費 1,970

（財源）環境保全基金繰入金

自然公園拠点施設利活用推進事業費 12,245

上山高原等貴重種保全対策事業費 7,300

（財源）国庫（定額）

　　　　ふるさと寄附金収入

１

２

４

１

６

７

６

８

自 然 環 境 保 全

対 策 費

２

６

対 策 費

１

対 策 費

４

３

５

大 阪 国 際 空 港

水質汚濁対策費

５

３

７

３

５

自 動 車 環 境 等

２

７

４

８
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

自然公園条例施行費等 19,853

（財源）収入証紙収入

　　　　環境保全基金繰入金

5,805 5,172 0 5,172 0 0 環境保全基金積立金 5,172

（財源）環境保全基金積立金利子

3,337,726 549,297 7,500 527,208 0 14,589 住宅用創エネルギー・省エネルギー

設備設置特別融資事業費 470,443

(1) 現年度分（融資枠 ３億円） 187,500

(2) 過年度分 282,943

（財源）住宅用創エネルギー・省エネルギー

　　　　設備設置資金貸付金償還金

再生可能エネルギー相談支援センター運営

事業費 3,013

（財源）環境保全基金繰入金

再エネ発掘プロジェクト事業費 4,900

うちエコ診断推進事業費 2,052

（財源）環境保全基金繰入金

中小事業所創ｴﾈﾙｷﾞｰ･省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備導入等促進

事業費 40,274

（財源）環境保全基金繰入金

新・兵庫県地球温暖化対策推進計画強化

事業費 868

地域循環共生圏創出事業費 10,000

再生可能エネルギー事業化等推進人材育成

事業費 8,330

地球温暖化防止対策推進事業費等 9,417

（財源）環境保全基金繰入金

156,408 148,065 0 0 0 148,065 環境影響評価推進事業費  2,342

環境情報総合システム維持運営費 49,110

大気汚染常時監視網維持運営費 44,026

微小粒子状物質(PM2.5)対策推進事業費

16,172

微小粒子状物質(PM2.5)成分分析事業費

8,115

気象測定機器再検定事業費等 28,300

171,796 166,721 104,926 28,483 0 33,312 廃棄物処理施設整備指導費 260

(157,539) （財源）国庫（1/2）

産業廃棄物処理業者指導費   16,199

（財源）収入証紙収入

不適正処理対策充実強化費 13,230

改正ＰＣＢ特措法施行費 9,299

大阪湾広域処理場推進事業費　 2,436

（財源）土地賃貸料

浄化槽対策費 339

（財源）収入証紙収入

２

対 策 費

廃棄物適正処理

５

３

環 境 影 響 評 価

３

９

６

５

４

２

１

７

環 境 保 全 基 金

１温 暖 化 対 策 費

９

積 立 金

推 進 費

４

３

４

５

６

１

８

２

６
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

海岸漂着物地域対策推進事業費 89,763

（財源）国庫（7/10、8/10、9/10）

海岸漂着ごみ組成調査事業費 4,257

（財源）国庫（7/10）

海底・漂流ごみ対策推進事業費 10,000

（財源）国庫（10/10）

浄化槽台帳整備事業費 7,021

（財源）国庫（1/3）

ひょうごプラスチック循環コンソーシアム

事業費 4,648

産業廃棄物実態調査等委託費等 9,269

（財源）収入証紙収入

4,950,990 4,801,315 25,760 0 0 4,775,555 農業事務職員費 4,801,315

617名分

（財源）国庫（定額、1/2）

102,003 97,501 0 0 0 97,501 農林行政企画調整費 97,501

108,536 83,143 69,800 0 0 13,343 「農」イノベーションひょうご推進事業費

(90,792) （財源）国庫（10/10、1/2） 57,249

６次産業化推進支援事業費 16,402

（財源）国庫（10/10）

ひょうご農林水産ビジョン推進費 2,142

農福連携推進事業費 5,750

（財源）国庫（10/10）

ひょうご農林水産ビジョン2030×SDGs推進

プロジェクト事業費 1,600

81,817 81,817 0 81,317 0 500 農林水産費国庫支出金返納金 81,817

（財源）過年度補助金等返還金

　　　　森林林業緊急整備基金繰入金

100 100 0 0 0 100 税外収入精算等還付金 100

121,477 116,295 18,086 23,477 0 74,732 ひょうごの「農」ブランド強化コーディネート

(94,660) 事業費 23,396

（財源）特定中山間地域農業生産基盤

　　　　保全基金繰入金

農業改良普及センター維持運営費等 92,899

（財源）国庫（定額）

１

２

２

　　　　土地賃貸料

税外収入精算等

還 付 金

企 画 調 整 費

農業事務職員費

農林水産費国庫

支 出 金 返 納 金

地 域 農 林 漁 業

農 業 改 良 普 及

運 営 費

セ ン タ ー

５

10

７

農 林 行 政

３

１

４

11

８

９

12

確 立 推 進 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

739,485 837,876 673,355 0 0 164,521 新規就農者確保事業費 564,710

(467,774) （財源）国庫（10/10、1/2）

農業施設貸与事業費 213,447

（財源）国庫（1/2）

雇用就農促進事業費等 59,719

219,374 203,616 48,796 4,823 0 149,997 ひょうご市民農園整備推進事業費 30,150

(163,230) （財源）国庫（10/10）

楽農学校事業費 15,705

（財源）国庫（定額）

兵庫楽農生活センター維持管理費 27,232

米安定流通・消費推進事業費 27,641

都市農村交流バス運行支援事業費 7,547

（財源）国庫（10/10）

農山漁村活性化応援事業費 2,807

（財源）特定中山間地域農業生産基盤

　　　　保全基金繰入金

田舎暮らし農園施設整備事業費 10,933

（財源）国庫（1/2）

地域直売所等機能強化事業費 15,211

地域楽農生活センター開設支援事業費

（財源）国庫（1/2） 8,134

地域住民共生都市農業振興事業費 4,287

学校給食県産食材供給拡大事業費 8,530

（財源）国庫（1/2）

ふるさと支援活動推進事業費等 45,439

949,673 1,200,070 875,154 1,600 0 323,316 中山間地域等直接支払交付金 820,539

（財源）国庫（1/2、1/3）

ひょうごの棚田保全・活性化事業費 1,600

（財源）特定中山間地域農業生産基盤

　　　　保全基金繰入金

中山間地域等直接支払推進事業費等 377,931

（財源）国庫（10/10）

612,432 581,920 472,323 3,584 30,100 75,913 農業経営スマート化促進事業費 135,000

(405,928) （財源）国庫（1/2）

いきいき農地バンク支援事業費 52,067

（財源）国庫（1/2）

農地有効活用総合対策事業費 20,000

（財源）国庫（10/10、1/2）

機構集積協力金交付事業費 302,000

（財源）国庫（定額、1/2）

　　　　農業構造改革支援基金繰入金

人・農地将来ビジョン確立実現支援事業費等

72,853

54,698 6,308 50 0 0 6,258 6,308

（財源）国庫（1/2）

４

11

流 通 近 代 化

総合推進事業費

１

楽農生活推進費

10

１

３

６

12

７

卸売市場再整備支援事業費等

２

５

３

対 策 推 進 費

農 村 地 域 農 政

３

４

中 山 間 地 域

１

活 動 促 進 費

農 村 青 少 年

２

５

２

３

推 進 費

１

２

８

９
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

5,849 14,113 13,510 0 0 603 農のゼロエミッション実践支援事業費等 14,113

（財源）国庫（10/10）

641,912 342,583 315,792 0 0 26,791 ひょうご食品認証事業費 11,920

(612,385) ひょうご「農」「食」輸出拡大支援事業費

12,920

県産農林水産物流通・販売拡大支援事業費

8,183

輸出向けHACCP等対応施設整備事業費等 309,560

（財源）国庫（10/10）

41,757 42,095 0 0 0 42,095 農林水産資金特別会計繰出金 42,095

42,685 41,507 0 15,000 0 26,507 ひょうごの食品消費推進事業費 15,720

（財源）ひょうごの食品共同仕入資金

　　　　貸付金償還金

食品表示信頼確保対策事業費 12,157

食品企業安全･安心対策指導事業費等 13,630

27,701 32,333 13,919 6,230 1,700 10,484 酒米高品質モデル確立事業費 3,659

(12,143) （財源）特定中山間地域農業生産基盤

　　　　保全基金繰入金

主食米用新品種対策事業費 3,565

（財源）研究等資金受入金

「兵庫丹波黒」安定生産支援事業費 580

兵庫米づくり推進対策事業費等 24,529

（財源）国庫（10/10、1/2）

（財源）収入証紙収入

274,783 325,897 313,900 0 0 11,997 経営所得安定対策直接支払推進事業費

（財源）国庫（10/10） 313,900

県産農産物拡大応援事業費 11,997

5,483 5,178 4,127 0 0 1,051 農用地土壌汚染対策費 240

ひょうごのやさしい施肥・土づくり推進事業費

（財源）国庫（定額） 1,461

農用地土壌植物浄化推進事業費 3,477

（財源）国庫（10/10）

529,154 299,324 218,588 0 22,800 57,936 ひょうご施設園芸産地競争力強化対策事業費

(460,855) （財源）国庫（10/10、1/2） 232,799

特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費

5,144

ひょうごのGAP拡大推進加速化事業費 1,939

（財源）国庫（10/10）

１

野菜振興対策費

対 策 事 業 費

農のゼロエミッ

２

３

２

３

１

１

対 策 費

ブランド推進費

４

ひょうごの｢食｣

４

特別会計へ繰出

食の安心推進費

農 作 物 ・ 土 壌

３

２

主 要 農 作 物 １

２

水田営農活性化 １

２

３

生 産 ・ 供 給

対 策 費

シ ョ ン 推 進 費

３

農 林 水 産 資 金

２

１
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

兵庫県産野菜バリューチェーン構築事業費

1,335

県産野菜新産地拡大支援事業費 5,000

野菜産地育成推進事業費等 53,107

（財源）国庫（1/2）

131,695 196,555 5,620 54,901 50,300 85,734 県立公園あわじ花さじき管理運営費 105,774

(120,377) （財源）宝くじ発行益金収入

ウメ輪紋病産地復興支援事業費 1,835

ひょうごの花づくり推進事業費 7,874

（財源）国庫（1/2）

県産花き販売促進事業費 1,658

ひょうご花き・果樹産地好循環構築事業費等

（財源）国庫（1/2） 79,414

81,730 102,780 100,310 0 0 2,470 環境にやさしい農業推進事業費 19,472

（財源）国庫（定額）

環境保全型農業直接支払交付金 82,030

（財源）国庫（10/10）

ひょうご食品認証事業費 1,278

23,698 26,368 23,659 0 0 2,709 新病害虫等対策事業費 9,443

（財源）国庫（10/10、1/2）

病害虫防除費等 16,925

（財源）国庫（10/10）

13,320 13,272 10,136 3,000 0 136 農薬適正使用対策事業費 10,272

（財源）国庫（10/10、1/2）

地域特産農作物等生産支援対策事業費

（財源）農業技術センター試験研究 3,000

　　　　受託費収入

12,393 11,881 0 806 0 11,075 農業団体事業推進費 6,240

農業協同組合検査費 2,665

水産業協同組合検査費 214

森林組合検査費 227

日本政策金融公庫資金貸付調査費等 2,535

（財源）農林漁業資金貸付調査

　　　　受託費収入

9,275 9,019 0 0 0 9,019 農業共済団体検査等指導・運営費 355

家畜共済特別損害防止費 5,265

農業共済団体運営推進事業費 1,950

野生動物被害補償事業費 1,449

事 業 推 進 費

２

等 監 督 費

５

２

３

４

農 業 協 同 組 合

１

３

４

３

５

４

１

１

２

農 業 共 済 団 体

花き・果樹特産

農薬安全対策費

病 害 虫 発 生

２

予察管理事業費

振 興 対 策 費

２

４

農 業 推 進 費

環 境 創 造 型

１

２

１

６

５

３

１
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

820,743 699,706 119,762 319,826 0 260,118 試験研究費 392,978

（財源）国庫（10/10）

　　　　農業技術センター試験研究受託費収入

　　　　農林水産施設生産物売払収入

　　　　農林水産施設家畜売払収入

　　　　特許権使用料

生物工学試験研究費 3,228

家畜人工授精事業費 53,975

（財源）農林水産施設生産物売払収入

　　　　農林水産施設家畜売払収入

スマート農業技術マッチング推進事業費

（財源）国庫（1/2） 5,100

施設維持・管理運営費等 244,425

（財源）財産使用料

　　　　建物賃貸料

　　　　不用物品売払収入

　　　　農林水産施設生産物売払収入

43,386 50,497 13,540 28,309 0 8,648 施設維持管理・運営費 49,327

（財源）国庫（定額、10/10、1/2）

　　　　農業大学校授業料

　　　　農業大学校施設使用料

　　　　農業大学校入学料

　　　　農業大学校入学考査料

　　　　農業大学校卒業証明書等発行手数料

　　　　農林水産施設生産物売払収入

　　　　農林水産施設家畜売払収入等

リカレント農業教育事業費 1,170

（財源）国庫（10/10）

511,668 527,637 0 0 0 527,637 畜産事務職員費 527,637

70名分

103,374 119,207 35,407 7,020 0 76,780 優秀種雄牛造成対策費 34,375

(48,434) 「兵庫県産（但馬牛）」ブランド拡大対策

事業費 1,805

但馬牛受精卵による「神戸ビーフ」供給力

強化事業費 3,000

（財源）農林水産施設生産物売払収入

第12回全国和牛能力共進会出品対策事業費

4,760

ゲノム情報活用但馬牛改良推進事業費

24,167

但馬牛生産情報ネットワーク推進事業費等

（財源）収入証紙収入 51,100

　　　　畜産振興補助業務等受託費収入

19,471 19,236 6,772 3,756 0 8,708 加工原料乳補給金交付円滑化事業費 1,874

(7,677) （財源）加工原料乳生産者補給金業務受託費収入

セ ン タ ー

試 験 研 究 費

１

２

酪 農 養 鶏

振 興 対 策 費

畜産事務職員費

４

農 業 大 学 校

１

２

３

２

６

肉畜振興対策費

１

５

維 持 運 営 費

３

維 持 運 営 及 び

農 業 技 術

５

４

１
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

酪農経営承継者確保支援事業費 429

養鶏養豚振興対策事業費等 16,933

（財源）国庫（10/10）

　　　　畜産振興補助業務等受託費収入

　　　　農林水産施設家畜売払収入

　　　　収入証紙収入

1,742 1,542 0 154 0 1,388 環境保全型畜産確立推進事業費 1,219

飼料総合対策事業費等 323

（財源）畜産振興補助業務等受託費収入

90,098 91,263 3,074 7,839 0 80,350 但馬牧場公園管理運営費 91,263

(86,408) （財源）農林水産施設家畜売払収入

　　　　目的外使用許可等収入

1,880 2,972 0 0 0 2,972 農林水産資金特別会計繰出金 2,972

54,821 59,712 0 0 0 59,712 家畜保健衛生所維持運営費 59,712

97,235 110,456 61,890 14,130 0 34,436 家畜防疫事業費 39,020

（財源）国庫（10/10、1/2）

　　　　収入証紙収入

家畜防疫体制特別整備事業費 16,846

（財源）国庫（1/2）

野生イノシシ豚熱対策事業費

（財源）国庫（10/10、1/2） 15,058

　　　　収入証紙収入

重大家畜伝染病緊急防疫資材等確保対策事業費

（財源）国庫（10/10、1/2） 29,000

動物用薬事業務費等 10,532

（財源）国庫（10/10、1/2）

　　　　畜産振興補助業務等受託費収入

　　　　収入証紙収入

1,234,550 1,191,059 10,356 0 248,000 932,703 農地事務職員費

155名分 1,191,059

（財源）国庫（定額）

2,047,079 2,047,483 2,028,619 57 0 18,807 多面的機能推進事業費 2,027,369

（財源）国庫（10/10）

農業水利受託調査費等 20,114

（財源）国庫（10/10）

　　　　農林漁業資金貸付調査受託費収入

衛 生 所 費

５

農 林 水 産 資 金

特別会計へ繰出

家 畜 保 健

家畜衛生対策費

但 馬 牧 場 公 園

管 理 運 営 費

畜 産 環 境

飼 料 対 策 費

１

２

公 共 事 業

土 地 改 良 費

（ 非 公 共 ）

２

４

３

１

２

１

３

２

農地事務職員費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

10,000 10,000 0 0 0 10,000 県単独小規模農地緊急整備事業費 10,000

158 154 0 154 0 0 特定中山間地域農業生産基盤保全基金積立金

（財源）特定中山間地域農業生産基盤 154

　　　　保全基金積立金利子

11,632 11,632 0 0 0 11,632 11,632

20,000 200,000 0 0 200,000 0 県単独農地防災緊急浚渫推進事業費 200,000

114,482 114,482 114,482 0 0 0 自作農財産管理業務費 114,482

（財源）国庫（10/10）

369,180 290,575 243,750 0 0 46,825 農業委員会交付金・補助金 218,508

（財源）国庫（定額、10/10）

農業会議補助金 55,582

（財源）国庫（10/10）

農業会議農地調整等相談員設置事業費等

（財源）国庫（定額） 16,485

5 3 0 3 0 0 農業構造改革支援基金積立金 3

（財源）農業構造改革支援基金積立金利子

213,773 211,530 188,919 82 0 22,529 農地中間管理機構集積等支援事業費 211,530

（財源）国庫（定額）

　　　　農業構造改革支援基金繰入金

1,536,650 1,506,038 23,369 0 173,100 1,309,569 林業事務職員費

195名分 1,506,038

（財源）国庫（定額）

11,470 11,466 2,483 0 0 8,983 11,466

（財源）国庫（10/10、1/2）

4,929 4,929 1,938 0 0 2,991 巡回指導費 1,149

（財源）国庫（定額）

研修費等 3,780

（財源）国庫（定額）

事 業 費

支援基金積立金

農 地 中 間 管 理

林業事務職員費

県 単 独 農 地

防 災 緊 急 浚 渫

３

２

農 業 構 造 改 革

推 進 事 業 費

整 備 事 業 費

１

地域森林計画策定費

林業技術普及費

森林計画樹立費

保全基金積立金

公 共 事 業

農地利用調整費

自 作 農 財 産

２

防災施設管理費

１

農 業 生 産 基 盤

（ 非 公 共 ）

特定中山間地域

農 地 防 災 費

管 理 業 務 費

県 単 独 ほ 場
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

27,378,585 22,942,840 55,065 22,882,578 0 5,197 兵庫県産木材利用促進特別融資事業費

(27,321,259) (1) 現年度分（融資枠 1億円） 50,000

（財源）県産木材利用促進特別融資事業

　　　　貸付金償還金

木材産業等高度化推進事業費 780,007

(1) 現年度分（融資枠 12億円）

（財源）木材産業等高度化推進事業資金

　　　　貸付金償還金

　　　　木材産業等高度化推進資金借入金

兵庫県産木材利用木造住宅特別融資事業費

22,052,090

(1) 過年度分

（財源）県産木材利用住宅特別融資事業

　　　　貸付金償還金

森林資源活用システム整備事業費等 60,743

（財源）国庫（10/10）

　　　　農林水産資金特別会計繰入金

　　　　農林漁業資金貸付調査受託費収入

5 5 0 5 0 0 森林整備地域活動支援事業基金積立金 5

（財源）森林整備地域活動支援事業基金

　　　　積立金利子

59,430 24,867 2,378 14,301 0 8,188 森林整備地域活動支援交付金 24,504

森林整備地域活動支援事業費 363

（財源）国庫（1/2）

　　　　森林整備地域活動支援事業基金繰入金

3,095,098 1,416,259 1,016,020 226,488 0 173,751 シカ有害捕獲促進事業費 59,491

(2,671,196) （財源）国庫（定額）

狩猟期シカ捕獲拡大事業費 184,292

（財源）国庫（定額）

　　　　鳥獣害対策事業受託費収入

鳥獣被害防止総合対策事業費 716,050

（財源）国庫（10/10、1/2、定額）

シカ丸ごと１頭活用大作戦事業費 170,316

（財源）国庫（1/2）

指定管理鳥獣捕獲等事業費 44,000

狩猟期イノシシ捕獲拡大事業費 41,779

（財源）国庫（定額）

　　　　鳥獣害対策事業受託費収入

有害鳥獣狩猟者育成プロジェクト 12,182

狩猟技能向上促進事業費 1,000

森林動物研究センター運営費 41,409

（財源）財産使用料

　　　　森林動物研究センター

　　　　試験研究費収入

　　　　環境保全基金繰入金

ICTフル活用獣害対策GISシステム活用整備費

（財源）国庫（定額） 11,700

保 護 管 理 費

野 生 動 物

７

１

５

６

活動支援事業費

２

３

４

９

10

２

８

基 金 積 立 金

森 林 整 備 地 域

林産流通指導費

森 林 整 備 地 域

活 動 支 援 事 業

３

１

２

１

４
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

鳥獣被害集落自立サポート事業費 34,400

（財源）国庫（定額）

鳥獣保護管理員等取締活動費等 99,640

（財源）収入証紙収入

　　　　環境保全基金繰入金

62,817 62,817 0 62,817 0 0 森林林業緊急整備基金積立金 62,817

（財源）木質バイオマス発電施設等整備補助還付金

594,941 509,251 0 0 0 509,251 農林水産資金特別会計繰出金 509,251

946,969 973,719 40,535 908,423 0 24,761 緑の青年就業準備給付金事業費 19,387

(899,971) （財源）国庫（10/10）

森林組合機能強化資金貸付金 900,000

（財源）森林組合事業機能強化資金貸付金

　　　　償還金

兵庫県立森林大学校運営費 49,191

（財源）国庫（1/2）

　　　　森林大学校授業料

　　　　森林大学校入学考査料

　　　　森林大学校入学料

　　　　森林大学校受講料

林業労働力育成対策事業費等 5,141

（財源）国庫（1/2、定額）

196,365 217,020 0 217,020 0 0 ひょうご森づくりサポートセンター設置事業費

(191,265) 58,629

森林クラウド活用情報高度化事業費 56,105

「ひょうごの木の家」設計支援事業費

55,000

ひょうご木の街木質化推進事業費 12,000

Jクレジット制度活用支援事業費 1,100

林地残材活用ビジネスモデル確立事業費

7,675

市町職員養成講座開設事業費等 26,511

（財源）森林環境事業基金繰入金

188,251 188,918 0 74 0 188,844 森林環境事業基金積立金 188,918

（財源）森林環境事業基金積立金利子

94,171 87,435 20,553 0 0 66,882 森林害虫予防事業費 17,687

（財源）国庫（1/2）

森林害虫駆除事業費 61,104

（財源）国庫（1/2）

「ひょうご元気松」10万本植栽事業費

（財源）国庫（1/2） 1,100

整備基金積立金

予 防 事 業 費

特別会計へ繰出

農 林 水 産 資 金

基 金 積 立 金

３

７

森 林 害 虫 駆 除

２

１

森林環境対策費 １

林業労働対策費

11

２

４

３

４

５

６

森 林 林 業 緊 急

森 林 環 境 事 業

12

３

２

１
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

森林害虫予防推進費等 7,544

（財源）国庫（1/2）

62,853 50,656 0 22,392 0 28,264 重要水源林機能高度化事業費 22,000

（財源）流水占用料

林木育種管理事業費 7,759

（財源）農林水産施設生産物売払収入

　　　　収入証紙収入

ひょうご農林機構運営費補助事業費等

20,897

59,437 55,690 5,756 4,466 0 45,468 推進体制整備費 43,192

普及啓発事業費 11,294

（財源）国庫（1/2）

　　　　収入証紙収入

　　　　環境保全基金繰入金

森林・山村多面的機能発揮対策推進事業費

（財源）国庫（10/10） 1,204

2,552,687 2,565,652 0 652 0 2,565,000 県民緑基金積立金 2,565,652

（財源）県民緑基金積立金利子

1,187,291 1,319,859 0 1,319,859 0 0 緊急防災林整備事業費 899,220

野生動物共生林整備事業費 331,639

住民参画型森林整備事業費 28,000

都市山防災林整備事業費 61,000

（財源）県民緑基金繰入金

576,096 566,100 0 566,100 0 0 里山防災林整備事業費 566,100

（財源）県民緑基金繰入金

326,200 309,800 0 309,800 0 0 針葉樹林と広葉樹林の混交整備事業費

（財源）県民緑基金繰入金 309,800

6,966,702 7,091,364 0 0 0 7,091,364 県有環境林等特別会計繰出金 7,091,364

393,768 392,633 0 0 313,000 79,633 県単独林道整備事業費 392,633

8,719 12,422 6,924 0 0 5,498 保安林管理事業費 8,581

（財源）国庫（10/10、1/2）

保安林損失補償金等 3,841

（財源）国庫（1/2）

災 害 に 強 い

２

針 葉 樹 林 と

広 葉 樹 林 の

保 安 林 等

２

県 単 独 林 道

特別会計へ繰出

里 山 防 災 林

整 備 事 業 費

１

事 業 費

混交整備事業費

整 備 管 理 費

森づくり推進費

県 有 環 境 林 等

積 立 金

３

森林整備推進費

３

森づくり推進費

新 ひ ょ う ご の

４

２

３

２

１

１

１

４

県 民 緑 基 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

265,000 265,000 0 0 264,000 1,000 県単独治山事業費 201,600

県単独治山事業助成費 56,600

県単独減災支援事業費 6,800

2,030 1,720 0 1,720 0 0 林地開発許可制度実施費 1,720

（財源）収入証紙収入

780,000 780,000 0 0 780,000 0 県単独治山ダム緊急整備事業費 780,000

773,000 700,000 0 0 700,000 0 県単独治山ダム緊急整備事業費 700,000

32,509 34,683 670 2,795 0 31,218 試験研究費 6,783

（財源）国庫（10/10、1/2）

　　　　農業技術センター試験研究受託費収入

　　　　研究等資金受入金

　　　　収入証紙収入

施設維持・管理運営費等 27,900

（財源）財産使用料

24,756 24,756 3,140 0 0 21,616 漁業調整委員報酬 24,756

(1) 瀬戸内海海区漁業調整委員会委員　15名

(2) 但馬海区漁業調整委員会委員　　　10名

(3) 内水面漁場管理委員会委員　　　　10名

（財源）国庫（定額）

981,216 969,486 1,758 0 56,800 910,928 水産業事務職員費 969,486

125名分

（財源）国庫（定額）

153,702 126,150 69,923 2,850 0 53,377 離島漁業再生支援交付金 61,914

(61,042) （財源）国庫（1/2、1/3）

離島漁業再生支援推進交付金 1,750

（財源）国庫（10/10）

内水面資源維持対策事業費 2,096

（財源）国庫（1/2）

美味しいひょうごのさかな情報発信事業費

（財源）国庫（1/2） 2,571

漁業施設貸与事業費 50,000

（財源）国庫（1/2）

ノリ養殖生産安定化事業費 2,000

（財源）国庫（1/2）

県単独山地防災

県 単 独 緊 急

防 災 事 業 費

水 産 業 振 興

委 員 報 酬

２

職 員 費

対 策 費

漁 業 調 整

水 産 業 事 務

防止対策事業費

森 林 林 業 １

技 術 セ ン タ ー

維 持 運 営 及 び

試 験 研 究 費

事 業 費 ２

１県 単 独 治 山

緊 急 自 然 災 害

制 度 実 施 費

林 地 開 発 許 可

３

４

５

６

１

３

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

資源管理体制・機能強化総合対策事業費等

（財源）国庫（1/2） 5,819

　　　　水産資源評価調査等受託費収入

36,809 26,142 8,503 0 0 17,639 重要赤潮被害防止対策事業費 2,226

(20,742) （財源）国庫（10/10）

水産物安全確保対策事業費 7,255

（財源）国庫（1/2）

貝毒安全対策強化事業費 686

漁場栄養添加促進事業費 5,300

（財源）国庫（1/2）

瀬戸内海生産構造調査事業費 3,707

漁場環境観測システム維持運営事業費等

6,968

24,561 24,556 0 3,632 0 20,924 但馬無線電信電話局運営費 18,701

（財源）雑入

但馬水産事務所維持運営費等 5,855

（財源）財産使用料

　　　　目的外使用許可等収入

171,996 185,265 0 0 0 185,265 農林水産資金特別会計繰出金 185,265

942 892 0 61 0 831 はまち等養殖共済赤潮特約掛金助成費等 892

（財源）農林漁業資金貸付調査受託費収入

4,673 4,820 2,365 2,165 0 290 漁業調整事務費 2,165

（財源）収入証紙収入

海区漁業調整委員会等運営費 2,655

（財源）国庫（定額）

86,700 21,521 0 0 0 21,521 漁業取締費 15,360

漁業取締船維持運営費 6,161

158,026 154,400 370 30,012 0 124,018 試験研究費 47,595

（財源）国庫（1/2）

　　　　水産資源評価調査等受託費収入

船舶運営費 12,287

船舶検査整備費 41,081

施設維持・管理運営費等 53,437

セ ン タ ー

農 林 水 産 資 金

水産業協同組合

１

２

１

１

水 産 環 境 保 全

対 策 費

１

２

３

但馬水産事務所

６

７

５

水 産 技 術

漁 業 調 整 費

維 持 運 営 及 び

試 験 研 究 費

３

２

１

４

２

漁 業 取 締 費

維 持 運 営 費

振 興 対 策 費

２

４

特別会計へ繰出
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

222,560 244,975 0 15,836 0 229,139 栽培漁業センター施設維持・管理運営費

131,777

但馬栽培漁業センター施設維持・管理

運営費 85,624

淡路栽培漁業センター施設維持・管理

運営費 27,574

（財源）農林水産施設生産物売払収入

67,357 67,070 0 35,022 0 32,048 県有資産所在市町交付金 20,586

漁港管理費等 46,484

（財源）漁港施設占用料

　　　　漁港施設使用料

　　　　海岸占用料

58,577 58,577 0 750 3,100 54,727 漁港維持修繕事業費 44,500

漁港安全対策事業費 500

漁港改良事業費 5,000

（財源）県単独漁港改良負担金

漁港調査事業費等 8,577

2,500 368,275 1,250 0 0 367,025 全国豊かな海づくり大会開催費 368,275

(0) （財源）国庫（1/2）

３

海 づ く り 大 会

開 催 費

１

２

３

管 理 運 営 費

栽 培 漁 業

改 良 費

県 単 独 漁 港

セ ン タ ー

漁 港 管 理 費

４

２

１

１

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

県有環境林等

特 別 会 計

（繰越金）

72,377 72,214 0 5,680 0 1

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

66,533 　　　　財産使用料

　　　　土地賃貸料

　　　　雑入

　　　　財産売払収入

（繰入金）

6,899,673 7,024,831 0 7,024,831 0 0 公債費特別会計へ繰出

（財源）一般会計繰入金

勤労者総合

福祉施設整備

事業特別会計

171,209 178,778 0 178,778 0 0 ふるさとの森公園管理運営費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　財産使用料

　　　　雑入

（繰越金）

230,953 206,325 0 206,324 0 1 フラワーセンター管理運営費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　財産使用料

（繰越金）

107,626 109,019 0 109,018 0 1 三木山森林公園管理運営費

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　財産使用料

99,210 98,710 0 98,710 0 0

（財源）勤労者福祉基金繰入金

　　　　土地賃貸料

ＣＳＲ事業運営費

98,710

三木山森林公園 109,019

フラワーセンター 206,325

管 理 運 営 費

管 理 運 営 費

淡路ファームパークイングランドの丘運営負担金淡 路 フ ァ ー ム
パ ー ク
イ ン グ ラ ン ド
の 丘 運 営 費

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事　　　項

（単位：千円）

178,778

公 債 費 特 別 7,024,831

会 計 へ 繰 出

県 有 環 境 林

管 理 費

県有環境林管理費 72,214

自然活用型野外
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事　　　項

（単位：千円）

農林水産資金

特 別 会 計

（繰入金）

41 30 0 30 0 0 農業改良資金分

就農支援資金分

（財源）一般会計繰入金

（繰越金）

3,027 2,414 0 0 0 2,414 農業改良資金国庫返納金

（財源）農業改良資金貸付金償還金

（繰越金）

2,869 2,764 0 1 0 1 農業改良資金貸付事務費

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

2,762 　　　　違約弁償金

8,887 7,053 0 7,053 0 0 就農支援資金公債費

（財源）就農支援資金貸付金償還金

（繰越金）

6,767 4,734 0 3,528 0 1,206 一般会計繰出金

（財源）農業改良資金貸付金償還金

　　　　就農支援資金貸付金償還金

（繰越金）

150,443 100,000 0 30,000 0 70,000 林業部門資金

木材産業部門資金

（財源）林業・木材産業改善資金貸付金

　　　　償還金

（繰越金）

0 132,600 0 600 0 132,000 林業・木材改善資金貸付金国庫返納金

（財源）林業就業促進資金貸付金償還金

（繰越金）

2,885 2,045 0 2 0 70 林業・木材産業改善資金貸付事務費

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

1,973 　　　　利子収入

　　　　違約弁償金

（繰越金）

0 66,300 0 300 0 66,000 一般会計繰出金

（財源）林業就業促進資金貸付金償還金

一般会計へ繰出

返 納 金

一般会計へ繰出 4,734

１

改善資金貸付金

林業・木材産業

２ 60,000

2,045

１ 12

2,414

２

貸 付 事 務 費

18

準 備 金 積 立 金

就 農 支 援 資 金 7,053

2,764

公 債 費

貸 付 事 務 費

林業・木材産業 132,600

改善資金貸付金

兵庫県農業信用

40,000

国 庫 支 出 金

基 金 協 会 特 別

返 納 金

農 業 改 良 資 金

国 庫 支 出 金

66,300
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事　　　項

（単位：千円）

（繰越金）

150,000 100,000 0 27,238 0 72,762 経営等改善資金

青年漁業者等養成確保資金

（財源）沿岸漁業改善資金貸付金償還金

（繰越金）

0 216,000 0 0 0 216,000 沿岸漁業改善資金貸付金国庫返納金

（繰越金）

1,888 1,319 0 1 0 1 沿岸漁業改善資金貸付事務費

（繰入金） （財源）一般会計繰入金

1,317 　　　　違約弁償金

（繰越金）

0 108,000 0 0 0 108,000 一般会計繰出金

（繰入金）

39,266 38,795 0 38,795 0 0 農業近代化資金利子補給費

(1) 現年分(融資枠 13.5億円)

(2) 債務負担行為分

経営体育成資金利子補給費

(1) 現年分(融資枠 13億円)

(2) 債務負担行為分

美しい村づくり資金利子補給費

(1) 現年分(融資枠 10億円)

(2) 債務負担行為分

取扱事務費

（財源）一般会計繰入金

（繰入金）

692 2,958 0 2,958 0 0 畜産特別資金利子補給費

（財源）一般会計繰入金

（繰入金）

771 522 0 522 0 0 美しい村づくり資金分

畜産特別資金分

（財源）一般会計繰入金

（繰入金） 　

578,820 494,979 0 494,979 0 0

　（財源）一般会計繰入金 　

２

2

7,728

425

2,956

216,000

沿 岸 漁 業 改 善 １

資 金 貸 付 金

貸 付 事 務 費 1,319

沿 岸 漁 業 改 善

国 庫 支 出 金

資 金 貸 付 金

(2) 債務負担行為分　　 　

４

2,958

5,697

2,031

6,337

508

14

１

一般会計へ繰出 108,000

494,979ひょうご農林機構事業資金利子補給費

美しい村づくり

資 金 等

利 子 補 給 費

２

１

３

20,101

3,263

941

7,278

23,364

70,000

返 納 金

利 子 補 給 費

畜 産 特 別 資 金

利 子 補 給 費

(1) 現年分（融資枠 2億円）

30,000

ひ ょ う ご 農 林

機 構 事 業 資 金

兵庫県農業信用

基 金 協 会 特 別

準 備 金 積 立 金

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事　　　項

（単位：千円）

170,111 183,949 0 1 0 0 漁業近代化資金利子補給費

（繰入金）

183,948 (2)　債務負担行為分

豊かな海づくり資金利子補給費

(2)　債務負担行為分

漁業経営再建資金利子補給費

(1)　現年分(融資枠  5千万円)

(2)　債務負担行為分

漁業経営維持安定資金利子補給費

(1)　現年分(融資枠 5億円)

(2)　債務負担行為分

取扱事務費 145

（財源）一般会計繰入金、雑入

（繰入金）

13,316 12,299 0 12,299 0 0 公債費特別会計繰出金

（財源）一般会計繰入金

747 374 0 374 0 0 一般会計繰出金

（財源）ひょうご農林機構貸付金償還金

基 金 管 理

特 別 会 計

7,523 7,211 0 7,211 0 0 県債管理基金積立金

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

7,523 7,211 0 7,211 0 0 環境クリエイトセンター事業基金積立金

（財源）一般会計繰入金

7,523 7,211 0 7,211 0 0 環境クリエイトセンター事業交付金

（財源）環境クリエイトセンター事業

　　　　基金繰入金

7,145 7,126 0 7,126 0 0 県債管理基金積立金

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

38,145 42,126 0 42,126 0 0 環境創造基金積立金

（財源）一般会計繰入金

19

１

(1)　現年分(融資枠34億5千万円)

148,131

２ 19,758

利 子 補 給 費

県 債 管 理 基 金 7,126

会 計 へ 繰 出

一般会計へ繰出

2,290

1,625

665

7,211

13,606

161,737

7,211

0

5,545

14,213

19

（環境クリエイトセ
ンター事業基金）

7,211

42,126環 境 創 造 基 金

積 立 金

積 立 金

（環境創造基金）

環境クリエイト

セ ン タ ー 事 業

環境クリエイト

セ ン タ ー 事 業

県 債 管 理 基 金

交 付 金

基 金 積 立 金

豊かな海づくり

資 金 等

積 立 金

公 債 費 特 別

３

４

５

(1)　現年分(融資枠 10億円)
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部）

概 要
財 源 内 訳

事　　　項

（単位：千円）

38,145 42,126 0 42,126 0 0 環境創造事業交付金

（財源）環境創造基金繰入金

31,846 31,734 0 31,734 0 0 県債管理基金積立金

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

31,840 31,730 0 31,730 0 0 森林整備担い手対策基金積立金

（財源）一般会計繰入金

31,840 31,730 0 31,730 0 0 森林整備担い手対策事業交付金

（財源）森林整備担い手対策基金繰入金

14,094 14,049 0 14,049 0 0 県債管理基金積立金

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

177,587 270,759 0 270,759 0 0 県民緑基金積立金

（財源）一般会計繰入金

363 279 0 279 0 0 県債管理基金積立金 279

（財源）県債管理基金積立金利子

（繰入金）

100,915 33,157 0 33,157 0 0 緑化基金積立金 33,157

（財源）一般会計繰入金

100,915 33,157 0 33,157 0 0 緑化事業交付金 33,157

（財源）緑化基金繰入金交 付 金

環 境 創 造 事 業 42,126

交 付 金

県 債 管 理 基 金 31,734

積 立 金

（森林整備担い手
対 策 基 金 ）

積 立 金

270,759

県 債 管 理 基 金

積 立 金

積 立 金

森林整備担い手

対 策 基 金

積 立 金

県 債 管 理 基 金 14,049

31,730

31,730

（ 緑 化 基 金 ）

緑 化 基 金

積 立 金

緑 化 事 業

（県民緑基金）

森林整備担い手

県 民 緑 基 金

交 付 金

対 策 事 業
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

71,624,000 67,165,000 32,186,802 3,932,633 27,678,000 3,367,565

8,765,000 9,868,000 0 37,200 8,847,700 983,100

24,728,500 27,728,500 0 277,537 22,339,200 5,111,763

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

公 共 事 業 費

国直轄事業負担金

県単独土木事業費

(財源)都市計画費負担金

計 9,868,000

砂 防 1,199,000

海 岸 ・ 港 湾 305,000

公 園 248,000

区　　　分 令和４年度提案額

道 路 5,528,000

河 川 2,588,000

(財源)国庫(2/3,6/10,5.5/10,1/2,4.5/10,1/3)

    道路橋りょう費負担金,都市計画費負担金

(財源)国庫(5.5/10,1/2,4.5/10,4/10)

      河川費負担金

(財源)国庫(5.5/10,1/2,1/3)

      砂防費負担金

(財源)国庫(6/10,1/2,4/10,1/3)

      港湾費負担金

(財源)国庫(1/2,4/10,1/3)

(財源)国庫(5.5/10,1/2)

      土地区画整理事業費負担金

(財源)国庫(2/3,1/2)

      流域下水道費負担金,一般会計補助金

（ 企 業 会 計 ）

流 域 下 水 道 4,443,000

計 67,165,000

海 岸 ・ 港 湾 4,540,000

公 園 1,392,000

土 地 区 画 整 理 917,000

道 路 ・ 街 路 35,996,000

河 川 ・ ダ ム 12,025,000

砂 防 7,852,000

区　　　分 令和４年度提案額

   (財源)道路橋りょう費負担金

         都市計画費負担金

   (財源)河川費負担金

   (財源)砂防費負担金

   (財源)港湾費負担金

   (財源)流域下水道費負担金､一般会計補助金

         下水道事業受託費収入

（ 企 業 会 計 ）

流 域 下 水 道 210,000

計 27,728,500

公 園 1,591,900

（ 特 別 会 計 ）

港 湾 整 備 76,500

河 川 6,866,000

砂 防 842,600

海 岸 ・ 港 湾 1,831,200

区　　　分 令和４年度提案額

道 路 ・ 街 路 16,310,300
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

6,600,000 2,500,000 0 0 2,500,000 0

9,100,000 4,200,000 0 131,000 4,069,000 0

2,800,000 1,400,000 0 0 1,400,000 0

0 1,000,000 0 0 900,000 100,000

6,027,527 6,000,000 4,002,000 0 1,998,000 0

(財源)国庫(66.7／100)

100 100 0 0 0 100 過年度未払償還金

2,116 1,196 0 0 0 1,196 被災地派遣事業費

1,196

2,546 2,537 2,537 0 0 0 建設統計調査費

水害統計調査費

(財源)国庫(10／10）

県単独緊急防災・

減災対策事業費

県単独緊急自然

災 害 防 止 対 策

事 業 費

県単独緊急浚渫

推 進 事 業 費

災害復旧事業費

公 共 施 設 等

適正管理事業費

過 年 度 未 払 金 100

償 還 金

被 災 者 支 援

対 策 費

建設・水害統計 １ 2,204

調 査 費 ２ 333

河 川 400,000

海 岸 ・ 港 湾 600,000

計 2,500,000

区　　　分 令和４年度提案額

道 路 1,500,000

   (財源)砂防費負担金

砂 防 1,700,000

海 岸 ・ 港 湾 400,000

計 4,200,000

区　　　分 令和４年度提案額

河 川 1,500,000

道 路 600,000

砂 防 200,000

計 1,400,000

区　　　分 令和４年度提案額

河 川 1,200,000

現 年 災 （ R4 ） 6,000,000

区　　　分 令和４年度提案額

区　　　分 令和４年度提案額

道 路 1,000,000
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

5,732 5,832 5,832 0 0 0 港湾統計調査費

(財源)国庫(10／10）

1,037 1,037 1,037 0 0 0 建築統計調査費

(財源)国庫(10／10）

374,414 378,972 14,272 0 46,500 318,200 公共交通バリアフリー化促進事業費

鉄道駅舎ホームドア設置促進事業費

ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業費

(財源)国庫(4.5／10）

福祉のまちづくり条例施行費 1,611

ホテル・旅館バリアフリー改修促進事業費

(財源)国庫(１／２）

681 1,086 0 0 0 1,086 用地管理業務費

1,313,981 1,255,490 0 0 0 1,255,490 土木管理事務職員費 1,255,490

　138名分

59,998 49,039 0 0 0 49,039 企画調整費等 49,039

13,643 15,917 0 5,798 0 10,119 宝塚新都市(仮称)開発用地等維持管理費

廃道廃川敷管理処分費等 14,089

(財源)公有土地水面使用料

　　　土地収用法施行経費収入

港 湾 統 計 5,832

調 査 費

建 築 統 計 1,037

調 査 費

長 寿 社 会 対 策 １

企 画 推 進 費 246,386

２

101,258

３

11,717

４

５

18,000

小 野 長 寿 の 郷 1,086

構 想 推 進 費

土 木 管 理 事 務

職 員 費

土 木 総 務 費

用 地 管 理 費

２

１

1,828
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

27,658 28,043 0 4,883 0 23,160 収用委員会管理運営費等 28,043

(財源)収入証紙収入

　　　土地収用起業者負担金

48,949 43,104 0 36,069 0 7,035 兵庫県建設業育成魅力アップ事業費

430

(財源)収入証紙収入

建設業若年者入職促進・人材育成事業費補助

7,035

建設業者知事許可事務費等 35,639

(財源)収入証紙収入

32,557 21,457 0 0 0 21,457 公共用地先行取得事業特別会計繰出金

21,457

100 100 0 0 0 100 過年度過誤納金等還付金

1,000 1,000 0 0 0 1,000 国庫負担金等返納金

4,240 4,017 0 1,963 0 2,054 土木事務所等維持管理費 4,017

(財源)建物賃貸料、財産使用料

1,663,428 1,385,881 0 0 0 1,385,881 道路橋りょう管理職員費 1,385,881

　249名分

960,566 965,500 0 24,044 0 941,456 道路橋りょう施設管理費 965,500

(財源)道路橋りょう費負担金、道路保険金収入

　　　命名権収入、収入証紙収入

40,434 20,334 0 0 0 20,334 高速自動車道建設促進費等 20,334

収 用 委 員 会 費

建 設 業 法 等

３

施 行 事 務 費

１

２

公 共 事 業 用

地先行取得事業

特別会計へ繰出

税 外 収 入 100

精 算 等 還 付 金

土 木 費 国 庫 1,000

支 出 金 返 納 金

道 路 橋 り ょ う

管 理 費

高 速 自 動 車 道

土 木 事 務 所 等

維 持 管 理 費

道 路 橋 り ょ う

管 理 職 員 費

建 設 促 進 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

1,202,835 1,245,698 0 0 375,000 870,698 北神急行線市営地下鉄化事業費補助

(1,196,335) 500,000

神戸電鉄鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

補助 105,588

生活交通MaaS実証実験事業費補助

5,000

運輸事業振興助成費補助等 635,110

125,000 55,000 0 0 0 55,000 播磨臨海地域道路計画調査費 55,000

155,841 168,543 0 0 0 168,543 バス対策事業費 168,543

(1) 路線バス維持確保対策事業費 93,232

(2) コミュニティバス運行支援事業費

71,211

(3) 自主運行バス立ち上げ支援事業費

600

(4) 自主運行バス車両購入支援事業費

3,500

29,405 33,613 0 0 15,100 18,513 北近畿タンゴ鉄道上下分離基盤管理費補助

18,470

北条鉄道鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

補助等 15,143

131,414 206,813 0 0 0 206,813 大阪湾岸道路西伸部整備事業費補助 206,813

938,159 1,145,414 0 0 0 1,145,414 河川海岸管理職員費 1,145,414

　115名分

172,234 163,000 0 619 0 162,381 ポンプ場管理費 126,307

樋門等管理費 34,173

一般管理費 2,520

(財源)収入証紙収入

１

３

総合交通計画費

運輸事業促進費

４

２

地 方 バ ス 路 線

運行維持対策費

特定地方交通線

２

事 業 費 補 助 金

対 策 費

１

大 阪 湾 岸 道 路

西 伸 部 整 備

河 川 海 岸

管 理 職 員 費

河 川 管 理 費 １

２

３
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

301,541 292,513 0 95,269 0 197,244 生野ダム小水力発電事業費 37,876

(財源)河川費負担金、電力売却収入

ダム管理費等 254,637

(財源)河川費負担金

372,566 477,533 0 477,533 0 0 河川改良事業受託費 477,533

(財源)河川改良事業受託費収入

9,000 11,060 0 0 0 11,060 ため池治水活用拡大促進事業費補助 11,060

77,631 101,792 0 5,925 0 95,867 ポンプ場等管理費 101,792

(財源)海岸占用料

107,559 109,186 0 0 31,300 77,886 テレメーター更新費 41,842

水防機器維持管理費等 67,344

204,172 294,881 0 0 0 294,881 砂防管理職員費 294,881

　31名分

9,852 9,412 0 3,658 0 5,754 砂防管理費 9,066

(財源)収入証紙収入

採石管理費 346

(財源)収入証紙収入

570,647 551,394 0 0 0 551,394 港湾管理職員費 551,394

　58名分

285,055 293,408 0 274,054 0 19,354 プレジャーボート総合対策費 18,198

(財源)港湾施設使用料

スーパーヨット誘致促進事業費

2,500

水上オートバイ危険行為等対策推進事業費

7,675

港湾施設管理運営費等 265,035

(財源)港湾施設使用料、港湾施設占用料

ダ ム 管 理 費

２

１

河 川 改 良 事 業

受 託 費

総 合 治 水

推 進 費

３

海 岸 管 理 費

水 防 対 策 費 １

２

砂 防 管 理

職 員 費

砂 防 管 理 費 １

２

港 湾 管 理

職 員 費

港 湾 管 理 費 １

４

２

- 106 -

111



令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

158,986 158,190 0 0 0 158,190 尼崎こう水門定期点検整備費 10,759

管理運営費 147,431

17,159 17,159 0 0 0 17,159 神戸空港利用促進事業費補助等 17,159

424,647 468,792 5,032 0 0 463,760 但馬空港運営費補助 150,112

(413,547) 但馬路線運航対策費補助 226,075

但馬空港活性化策検討事業費 1,600

但馬路線機材更新費補助等 91,005

(財源)国庫(１／２)

2,342 2,342 0 0 0 2,342 民家防音工事費補助 2,342

152,162 191,981 0 0 0 191,981 神戸空港整備事業費補助 191,981

891,698 822,136 5,111 1,324 0 815,701 都市計画事務職員費 822,136

　103名分

(財源)国庫(10／10)

　　　淡路景観園芸学校研究調査受託費収入

5,829,929 5,263,373 0 0 0 5,263,373 流域下水道事業会計繰出金 5,263,373

252 252 0 0 0 252 阪神流通業務団地管理費 252

5,101 5,101 5,101 0 0 0 市町指導監督費 5,101

(財源)国庫(10／10)

尼 崎 こ う 水 門 １

管 理 費 ２

３

空港利用促進費

但馬空港管理・ １

運 航 対 策 費 ２

事 業 費 補 助 金

都 市 計 画 事 務

職 員 費

４

大 阪 国 際

空 港 対 策 費

神 戸 空 港 整 備

流 域 下 水 道

事業会計へ繰出

阪 神 流 通 業 務

団 地 管 理 費

下 水 道 事 業

指 導 監 督 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

1,319,812 1,349,955 0 159,999 0 1,189,956 尼崎２１世紀の森子育て支援型公園事業費

15,400

(財源)地域創生基金繰入金

北淡路花緑ネットワーク推進事業費

1,395

Park-PFI事前調査事業費 17,820

明石公園維持管理費等 1,315,340

(財源)財産使用料、公園施設使用料

　　　はばタンスポーツ基金繰入金

　　　広告料収入

188,722 191,749 1,200 129,112 0 61,437 園芸療法定着促進助成費 1,794

淡路景観園芸学校国際化推進事業費

1,977

園芸療法ストレス軽減促進事業費

1,200

(財源)国庫(10／10)

淡路景観園芸学校維持運営費等 186,778

(財源)淡路景観園芸学校研修料

　　　淡路景観園芸学校公開講座受講料

　　　建物賃貸料、庁舎等施設管理収入

　　　淡路景観園芸学校研究調査受託費収入

404,887 404,121 0 0 95,800 308,321 尼崎の森スポーツ健康増進施設費 404,121

10,453 11,008 0 11,008 0 0 はばタンスポーツ基金積立金 11,008

(財源)はばタンスポーツ基金積立金利子

　　　命名権収入

52,193 52,191 0 0 0 52,191 県有環境林等特別会計繰出金 52,191

11,568 899 0 0 0 899 まちづくり基本条例施行推進費等 899

県立都市公園等 １

維 持 管 理 費

２

４

３

淡 路 景 観 園 芸 １

学校維持運営費 ２

尼崎の森スポーツ

３

４

健康増進施設費

はばタンスポーツ

基 金 積 立 金

県 有 環 境 林 等

特別会計へ繰出

ま ち づ く り

政 策 推 進 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

37,449 64,648 6,100 0 0 58,548 都市計画マスタープラン等検討事業費

(36,449) 6,283

近畿圏総合都市交通体系調査費 18,330

(財源)国庫(１／３)

まちなか再生協議会等運営支援事業費

6,500

まちなか再生会議運営費 357

商店街シンボル建築物等再生支援事業費

1,000

都市計画審議会運営費等 32,178

2,615,248 1,440,017 691,424 0 653,500 95,093 市街地再開発事業費補助等 1,440,017

(財源)国庫(１／２)

3,990 3,990 3,990 0 0 0 市町指導監督費 3,990

(財源)国庫(10／10)

30,000 60,220 0 0 45,100 15,120 市街地整備事業助成費 60,220

10,221 10,121 0 2,000 0 8,121 景観行政推進費 687

(8,981) 景観条例施行費 2,301

(財源)行政代執行弁償金

緑豊かな地域環境の形成に関する条例施行費

205

屋外広告物条例施行費 375

景観形成重要建造物等指定調査事業費

732

屋外広告物規制標柱撤去費 4,328

景観遺産登録推進費等 1,493

736,500 670,550 0 640,000 0 30,550 県民まちなみ緑化事業費 640,000

(96,500) (財源)県民緑基金繰入金

緑化基金助成費 30,550

5,400 5,500 0 2,800 0 2,700 尼崎２１世紀の森づくり協議会運営業務費

5,400

(財源)都市計画費負担金

尼崎の森中央緑地植栽事業助成費

100

(財源)土木費寄附金

都市計画管理費 １

２

４

６

都 市 再 開 発

３

５

事 業 推 進 費

都 市 計 画

指 導 監 督 費

市 街 地 整 備

事 業 助 成 費

景観形成推進費 １

２

３

４

５

６

７

ひ ょ う ご 花 緑

創造プラン推進費

２

尼崎２１世紀の森 1

推 進 費

２

１

- 109 -

114



令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

111,309 91,919 660 0 0 91,259 土地利用基本計画策定費 845

国土利用計画推進事業費 122

六甲山遊休施設利活用等支援事業費

33,499

地価調査費等 57,453

(財源)国庫(10／10)

1,578 1,339 0 0 0 1,339 土地取引対策費等 1,339

1,115,664 1,098,290 0 0 0 1,098,290 建築管理事務職員費 1,098,290

　144名分

279,429 264,528 0 0 0 264,528 建築基準法施行事務職員費 264,528

　38名分

337 304 0 0 0 304 建築士事務所登録指導経費等 304

29,562 29,989 0 22,919 0 7,070 建築確認情報システム施行事務費

7,038

(財源)収入証紙収入

違反建築物等是正指導事務費 992

(財源)収入証紙収入

      違反建築物行政代執行経費収入

建築物エネルギー消費性能向上計画認定等事

業事務費 3,692

(財源)収入証紙収入

建築基準法等関係事務費等 18,267

(財源)収入証紙収入

16,603 17,563 0 17,563 0 0 宅地建物取引士登録指導事務費 5,658

(財源)収入証紙収入

宅地建物取引業免許事務等ＯＡ化経費

9,235

(財源)収入証紙収入

宅地建物取引業免許指導監督事務費等

2,670

(財源)収入証紙収入

土地利用等策定費 １

事 務 職 員 費

２

３

４

土 地 取 引 届 出

等 事 務 費

建 築 士 法

施 行 事 務 費

建 築 基 準 法 等 １

施 行 事 務 費

建 築 管 理 事 務

職 員 費

建築基準法施行

宅 地 建 物 １

取 引 業 法 等

施 行 事 務 費 ２

３

２

３

４
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

1,283 1,268 0 1,268 0 0 宅地造成工事規制区域指定等事務費

139

(財源)収入証紙収入

宅地造成工事許可事務費等 1,129

(財源)収入証紙収入

 　　 宅地造成行政代執行経費収入

10,655 2,769 0 2,369 0 400 開発許可事務費等 2,769

(財源)収入証紙収入

259,294 199,713 501 0 0 199,212 ひょうご住まいの耐震化促進事業

93,125

(財源)国庫(１／２)

簡易耐震診断推進事業費

16,328

大規模多数利用建築物等耐震化助成事業費

38,914

中規模多数利用建築物等耐震化助成事業費

21,416

緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業費

12,659

住宅・建築物土砂災害対策支援事業費

15,327

被災建築物応急危険度判定制度事業費等

1,944

1,143 1,158 1,158 0 0 0 市町指導監督費 1,158

(財源)国庫(10／10)

315,838 311,148 0 311,148 0 0 設計外注経費 262,342

(財源)営繕工事受託費収入

設計工事監理等経費 48,806

(財源)営繕工事受託費収入

280,785 288,738 7,388 0 0 281,350 住宅総務事務職員費 288,738

　36名分

(財源)国庫(10／10)

４

２

６

開 発 許 可 等

事 務 費

建築防災等対策 １

宅 地 造 成 等 １

規 制 法 施 行

事 務 費

７

住 宅 ・ 建 築 物

耐震改修等事業

指 導 監 督 費

推 進 費

２

３

５

建 築 設 計 １

監 理 費

２

住 宅 総 務

事 務 職 員 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

351,325 280,607 115,544 16,094 0 148,969 住宅改修事業の適正化に関する条例推進事業

(116,337) 費 497

(財源)収入証紙収入

社会資本整備総合交付金指導監督費

8,065

(財源)国庫(10／10)

長期優良住宅建築等計画認定等事業費

15,563

(財源)収入証紙収入

ひょうご住まいサポートセンター運営事業費

24,913

(財源)国庫(4.5／10)

住宅確保要配慮者入居円滑化事業費

2,930

ひょうごインスペクション普及事業費

2,743

(財源)国庫(4.5／10)

空家活用特区総合支援事業費

34,271

(財源)国庫(１／２,4.5／10)

マンション管理適正化支援事業費

1,984

(財源)国庫(4.5／10)

三世代同居対応改修工事推進事業費

13,500

(財源)国庫(4.5／10)

リノベーションまちづくり推進事業費

8,000

(財源)国庫(１／２)

老朽危険空き家除却支援事業費 13,336

古民家再生促進支援事業費 36,395

(財源)国庫(１／２)

空き家活用支援事業費 105,092

(財源)国庫(4.5／10)

オールドニュータウン再生事業費

9,396

(財源)国庫(4.5／10)

住宅政策推進事務費等 3,922

319 515 515 0 0 0 市町指導監督費 515

(財源)国庫(10／10)

住宅政策推進費 １

２

３

４

５

６

７

15

８

９

公 営 住 宅

整 備 事 業

13

14

指 導 監 督 費

10

12

11
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

1,845 1,345 1,345 0 0 0 市町指導監督費 1,345

(財源)国庫(10／10)

43,840 44,515 0 0 0 44,515 兵庫県住宅供給公社特別賃貸住宅建設資金負担金

44,515

7,446 6,699 4,466 0 0 2,233 償還推進助成事業費 6,699

(財源)国庫(２／３)

128,639 125,185 31,451 0 0 93,734 ひょうご県民高齢者住宅家賃減額補助

125,185

(財源)国庫(１／２)

372,507 319,425 1,587 21,259 0 296,579 人生いきいき住宅助成事業費 319,425

(1) 住宅改造助成費補助 319,337

(財源)国庫(4.5／10)、地域創生基金繰入金

(2) 指導監督費 88

777,190 402,740 0 402,740 0 0 ひょうご県民住宅復興ローン貸付金 402,740

(財源)ひょうご県民住宅復興ローン貸付金償還

   金

3,463,828 2,604,897 0 0 0 2,604,897 県営住宅事業特別会計繰出金

8,510 6,910 0 6,910 0 0 ひょうご住宅災害復興ローン貸付金 6,910

(財源)ひょうご住宅災害復興ローン貸付金償還

   金

4,815 4,815 0 0 0 4,815 県有宅地管理費 4,815

住 宅 建 設 資 金

負 担 金

住宅新築資金等

住 環 境

整 備 事 業

指 導 監 督 費

貸 付 助 成 費

ひょうご県民住宅

兵庫県住宅供給

公 社 特 別 賃 貸

供 給 推 進 費

人 生 い き い き

住 宅 推 進 費

ひょうご県民住宅

復興ローン貸付金

県 営 住 宅 事 業

特別会計へ繰出 2,604,897

ひょうご住宅災害

復興ローン貸付金

県 有 宅 地

管 理 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

県有環境林等

特 別 会 計

（繰入金）

1,286 1,284 0 1,284 0 0 県有環境林管理費 1,284

(財源)一般会計繰入金

（繰入金）

50,907 50,907 0 50,907 0 0 公債費特別会計繰出金 50,907

(財源)一般会計繰入金

港湾整備事業

特 別 会 計

2,181,385 2,135,349 0 560,749 1,574,600 0 港湾施設整備費 955,000

姫路港リニューアル推進事業費 619,600

港湾施設管理費等 560,749

(財源)港湾施設使用料、雑入

76,500 76,500 0 0 76,500 0 ふ頭用地整備費 76,500

700,000 1,526,600 0 0 1,526,600 0 臨海土地造成費 550,000

明石港東外港地区再開発事業促進事業費

976,600

（繰越金）

1,785,020 1,719,088 0 1,615,087 104,000 1 公債費特別会計繰出金 1,719,088

(財源)港湾施設使用料、土地賃貸料

　　　土地売払収入、繰越金

公共事業用地

先行取得事業

特 別 会 計

（繰入金）

32,557 21,457 0 21,457 0 0 公債費特別会計繰出金 21,457

(財源)一般会計繰入金

１

２

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

県 有 環 境 林

管 理 費

公 債 費 特 別

会 計 へ 繰 出

港湾施設管理費

３

２

１

ふ頭用地整備費

臨海土地造成費

公 債 費 特 別

会 計 へ 繰 出

公 債 費 特 別

会 計 へ 繰 出
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

県営住宅事業

特 別 会 計

（繰入金）

207,851 186,211 0 126,411 59,800 0 県営住宅整備事業職員費 186,211

　24名分

(財源)一般会計繰入金

（繰入金）

5,999,227 7,543,810 3,699,752 91,758 3,752,300 0 県営住宅整備事業費 7,439,286

(財源)国庫(１／２)、一般会計繰入金

監理委託等経費 104,524

(財源)国庫(１／２)、一般会計繰入金

（繰入金）

5,415 11,475 5,050 25 6,400 0 県営住宅団地駐車場整備費 11,475

(財源)国庫(１／２)、一般会計繰入金

57,419 33,077 0 33,077 0 0 県営住宅管理事務職員費 33,077

　5名分

(財源)使用料

6,338,704 6,296,169 7,155 3,487,412 2,801,000 0 維持補修費 1,649,421

（繰入金） (財源)国庫(１／２)、使用料、雑入

602 滞納対策費 28,237

(財源)使用料

収納管理等経費 120,498

(財源)雑入

県有資産所在市町交付金 1,557,320

(財源)使用料、一般会計繰入金

特定買取賃貸住宅割賦償還金 575,845

(財源)使用料

借地料 80,015

(財源)使用料、一般会計繰入金

公募型指定管理者地区県営住宅維持管理費

2,046,499

(財源)使用料、雑入

その他管理費等 238,334

(財源)使用料、雑入

2,052 1,067 0 1,067 0 0 県有資産所在市町交付金 768

(財源)使用料

その他管理費 299

(財源)使用料

２

県 営 住 宅 整 備

事 業 職 員 費

公 営 住 宅 整 備 費 １

県 営 住 宅 団 地

駐 車 場 整 備 費

県 営 住 宅 管 理

事 務 職 員 費

県 営 住 宅 維 持 １

管 理 費

２

３

４

５

６

７

８

県 営 特 別 賃 貸 １

住宅維持管理費

２
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

3,202,995 3,722,175 1,661,400 348,528 1,689,400 0 高層住宅耐震等改修事業費 1,149,003

（繰入金） (財源)国庫(１／２)、一般会計繰入金、雑入

22,847 県営住宅長寿命化推進事業費 900,000

(財源)国庫(１／２)、一般会計繰入金

県営住宅修繕事業費 734,000

(財源)国庫(１／２)

県営住宅集約事業費 44,219

(財源)国庫(１／２)、財産売払収入

監理委託等経費 894,953

(財源)国庫(１／２)

25,456 25,180 0 25,180 0 0 県有資産所在市町交付金 17,917

(財源)使用料

その他管理費等 7,263

(財源)使用料

666,019 560,867 170,099 211,838 0 0 ＵＲ借上県営住宅管理費 499,263

（繰入金） (財源)国庫(１／２)、使用料、一般会計繰入金

178,930 公社借上県営住宅管理費 61,604

(財源)国庫(１／２)、使用料、一般会計繰入金

（繰越金）

12,993,354 12,633,928 0 10,449,603 0 1 公債費特別会計繰出金 12,633,928

（繰入金） (財源)使用料、財産売払収入、雑入

2,184,324 　　　一般会計繰入金、繰越金

勤 労 者 総 合

福祉施設整備

事業特別会計

173,936 173,692 0 173,692 0 0 淡路夢舞台温室・野外劇場運営費

173,692

(財源)勤労者福祉基金繰入金

県 営 住 宅 団 地 １

環境改善事業費

４

２

３

５

ひ ょ う ご 県 民 １

住 宅 維 持

管 理 費 ２

借 上 県 営 住 宅 １

管 理 費

２

公 債 費 特 別

会 計 へ 繰 出

淡路夢舞台温室・

野外劇場運営費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

基 金 管 理

特 別 会 計

（繰入金）

7,700 7,700 0 7,700 0 0 地域創生基金積立金 7,700

(財源)一般会計繰入金

10,465 6 0 6 0 0 県債管理基金積立金 6

(財源)県債管理基金積立金利子

（繰入金）

9,763 8,700 0 8,700 0 0 はばタンスポーツ基金積立金 8,700

(財源)一般会計繰入金

153 129 0 129 0 0 県債管理基金積立金 129

(財源)県債管理基金積立金利子

（繰入金）

9,764 76,445 0 76,445 0 0 緑化基金積立金 76,445

(財源)一般会計繰入金

9,764 76,445 0 76,445 0 0 緑化事業交付金 76,445

(財源)緑化基金繰入金

（ 款 ）

地 域 創 生

基 金 支 出

地 域 創 生

基 金 積 立 金

（ 款 ）

はばタンスポーツ

基 金 支 出

県 債 管 理 基 金

積 立 金

（ 款 ）

緑 化 基 金

支 出

はばタンスポーツ

基 金 積 立 金

県 債 管 理 基 金

積 立 金

緑 化 基 金

積 立 金

緑 化 事 業

交 付 金

（ 款 ）

景 観 基 金

支 出
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

4,982 4,967 0 4,967 0 0 県債管理基金積立金 4,967

(財源)県債管理基金積立金利子

（繰入金）

36,000 44,150 0 44,150 0 0 景観基金積立金 44,150

(財源)一般会計繰入金

36,000 44,150 0 44,150 0 0 景観事業交付金 44,150

(財源)景観基金繰入金

県 債 管 理 基 金

積 立 金

景 観 基 金

積 立 金

景 観 事 業

交 付 金
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

流 域 下 水 道

事 業 会 計

29,633,797 29,113,660 0 28,346,827 0 766,833 収益的収入 30,733,156

収益的支出 29,113,660

(1) 維持管理費 13,231,660

① 流域下水道事業 7,149,725

② 流域下水汚泥広域処理事業 6,081,935

(2) 減価償却費 14,918,532

(3) 支払利息等 963,468

12,268,255 11,801,317 3,730,994 1,402,283 2,171,500 4,496,540 資本的収入 11,801,317

資本的支出 11,801,317

(1) 建設改良費 6,867,990

① 流域下水道事業 4,573,649

② 流域下水汚泥広域処理事業 2,294,341

(2) 企業債償還金等 4,933,327

２

収 益 的 収 支 1

２

資 本 的 収 支 1

(県土整備部) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

2,541 1,609 1,609 0 0 0 被災児童生徒就学支援等事業費

1,609

(財源)国庫補助金（１０／１０）

17,400 17,400 0 0 0 17,400 教育委員報酬 17,400

2,881 2,881 0 0 0 2,881 教育委員会運営費等 2,881

2,032,090 2,084,924 0 8,134 0 2,076,790 教育委員会事務局職員費

2,084,924

職員　238名分

(財源)派遣職員等給与費弁償金

72,137 70,165 0 0 0 70,165 教育委員会事務局及び教育事務所維持
運営費等 70,165

26,207 35,204 0 0 0 35,204 教育委員会事務局及び教育事務所事務費

35,204

300 300 0 0 0 300 税外収入精算等還付金 300

1,135,173 1,139,063 285,453 0 0 853,610 １ ひょうご教育創造プランフォローアップ

(590,681) 実施費 1,731

２ 兵庫防災教育推進事業費 490

３ 実践的安全教育（防災）総合支援事業費

13,583

(財源)国庫委託金(１０／１０)

４ 県立学校学びのイノベーション推進事業費

544,492

５ 県立学校ICT利活用ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ設置事業費

61,572

(財源)国庫補助金（１／２）

６ ネットモラル教育推進事業費 1,878

７ 防災教育副読本改訂事業費 1,000

８ 教育用コンピュータ整備事業費等

514,317

教 育 委 員 報 酬

教 育 委 員 会

事 務 局 職 員 費

教育行 政企 画費

教 育 委 員 会

教 育 委 員 会

運 営 費

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

被 災 者 支 援

事 務 局 調 整 費

税外収 入精 算等

還 付 金

対 策 費

教 育 委 員 会

事 務 局 運 営 費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

57,023 77,043 0 0 0 77,043 国庫負担金等の精算確定に伴う返納金

77,043

428,651 422,064 47,019 31,859 0 343,186 １ 教員採用試験工夫改善費 9,313

２ 教職員自主的研究推進事業費 1,500

３ 免許法認定講習開催費 18,425

４ 教員免許更新対策事業費 13,434

５ 県立学校業務支援員配置事業費 75,282

(財源)国庫補助金(一部１／３)

６ ストレスチェック実施費 10,615

７ メンタルヘルス総合対策事業費 5,090

８ 障害者雇用促進対策事業費 112,377

(財源)国庫補助金(一部１／３)

９ 健康管理体制事業費等 176,028

269,731 135,275 0 23,899 0 111,376 １ 教員相談運営費 1,439

２ 教職員健康管理委託費 103,443

３ 教職員公舎改修費 23,899

(財源)土地賃貸料

　　　教職員公舎賃貸料

４ 教職員公舎維持管理費等 6,494

25,396,000 22,564,000 0 0 0 22,564,000 教育委員会事務局職員退職手当 22,564,000

39,046 37,918 0 8,892 0 29,026 維持運営費等 37,918

(財源)有料頒布等収入

2,053,564 2,038,914 246,347 134,288 0 1,658,279 １ 学力向上推進プロジェクト事業費

（繰入金） 1,000

9,271 ２ ひょうごがんばり学びタイム事業費

66,600

(財源)国庫補助金（１／３）

３ 教科書採択費等 7,623

４ サイエンス・トライやる事業費 800

５ 数学・理科甲子園ジュニア大会開催費

3,040

(財源)科学技術振興機構助成金

６ 環境体験事業費 90,826

７ 自然学校推進事業費 344,013

８ 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク｣推進

事業費 177,493

９ 青少年芸術体験事業「わくわくオーケストラ

教室」実施費 129,566

(財源)宝くじ発行益金収入（一部）

10 ひょうごのふるさと魅力発見資料作成費

4,934

11 道徳教育副読本配布事業費 12,000

教職員 退職 手当

教 育 研 修 所

教 職 員

福 利 厚 生 費

人事管 理事 務費

支 出 金 返 納 金

教 育 費 国 庫

維 持 運 営 費

義務教 育推 進費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

12 道徳教育推進事業費 6,822

(財源)国庫委託金（１０／１０）

13 中学校文化部活動地域移行検討事業費

700

(財源)国庫委託金（１０／１０）

14 小・中・高12年間を繋ぐｷｬﾘｱ教育充実事業費

1,819

15 幼児教育連携促進事業費 9,271

(財源)勤労者福祉基金繰入金

16 教職員研修費 464,565

17 新任教員防災教育研修費 3,330

18 学校問題総合支援事業費 171,209

(財源)国庫補助金（一部１／３）

19 スクールカウンセラー配置事業費

463,732

(財源)国庫補助金（１／３）

20 市町スクールソーシャルワーカー配置補助

45,916

(財源)国庫補助金（一部１／３）

21 SNS教育相談体制構築事業費 31,264

(財源)国庫補助金（定額）

      国庫補助金（一部１／３）

22 ひょうご不登校対策事業費 519

(財源)国庫委託金（１０／１０）

23 県立但馬やまびこの郷サテライト事業費

1,372

(財源)国庫委託金（１０／１０）

24 夜間中学校調査研究事業費 500

(財源)国庫委託金（１０／１０）

1,361,921 1,345,069 25,783 222,746 0 1,096,540 １ ひょうご学力向上研究事業費 1,876

(1,273,278) ２ 高大接続改革推進事業費 13,723

３ 高等学校入学考査実施費 19,959

(財源)収入証紙収入

４ 外国語指導助手配置事業費 679,220

(財源)建物賃貸料

　　　国際交流事業交付金

　　　自治体国際化協会負担金

５ 高校生留学促進事業費 22,869

(財源)国庫補助金（一部１０／１０）

６ 県立高校国際交流事業 7,900

７ 外国人生徒のための高等学校特別入学実施校

事業費 29,113

８ インスパイア・ハイスクール事業費

56,460

９ 高校生ふるさと貢献・活性化事業費

35,280

10 地域との協働による先進的教育研究開発

事業費 9,640

(財源)国庫委託金（１０／１０）

11 STEAM教育推進事業費 9,616

(財源)国庫補助金（１／２）

高校教 育推 進費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

12 新学科設置検討事業費 11,200

(財源)国庫委託金（１０／１０）

13 ひょうごリーディングハイスクール事業費

5,000

14 理数教育アクションプラン推進費

836

(財源)科学技術振興機構補助金（１／２）

15 高校生就業体験事業費 3,094

16 ｢ひょうご匠の技」探求事業費 4,200

17 ｢ひょうごの達人」招聘事業費 7,504

18 特別な支援を必要とする生徒支援対策費

16,391

19 初任者研修費 190,864

20 新任教員防災教育研修費 4,169

21 管理職研修費 11,348

22 心の教育総合センター設置費 4,107

23 高校生心のサポートシステム推進費

69,541

24 職業科教育用コンピュータ整備費等

131,159

(財源)国庫委託金(一部１０／１０)

  　　科学技術振興機構助成金

210,168 205,321 45,370 0 0 159,951 １ 心のバリアフリー推進事業費

6,367

２ インクルーシブ教育システム構築研修費

374

３ 高等学校通級指導実践研究事業費

7,400

(財源)国庫委託金（１０／１０）

４ キャリア教育・就労支援推進事業費

12,682

(財源)国庫補助金（一部１／３）

５ 特別支援学校スクールカウンセラー配置

事業費 7,115

６ ICTを活用した自立活動指導在り方研究事業費

1,395

(財源)国庫委託金（１０／１０）

７ 教育用コンピュータ整備事業費 3,217

８ 特別支援学校医療的サポート推進事業費

94,713

(財源)国庫補助金（一部１／３）

９ ＬＤ、ＡＤＨＤ等に関する相談・支援事業費

627

10 障害の多様化等に対応した指導体制充実費等

63,321

11 特別支援教育センター維持運営費

8,110

特 別 支 援 教 育

推 進 費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

128,016 126,573 3,883 0 0 122,690 １ 子ども多文化共生教育支援事業費

93,622

２ 日本語指導支援推進校事業費 6,859

(財源)国庫補助金（１／３）

３ 外国人児童生徒に対する教育支援事業費

1,314

(財源)国庫補助金（一部１／３）

４ 地域に学ぶ人権学習推進事業費 12,611

５ 人権教育推進関係団体育成事業費

10,847

６ 人権教育指導者研修費等 1,320

(財源)国庫委託金（一部１０／１０）

4,517,866 4,553,889 860,436 297 0 3,693,156 １ 小・中学校兵庫型学習システム等推進費

2,056,275

(財源)国庫補助金(一部１／３)

２ 教育課程実施推進費 1,784,160

(財源)国庫補助金(一部１／３)

３ 学校運営マネジメント充実強化事業費

678,870

(財源)国庫補助金(一部１／３)

４ 芦屋国際中等教育学校日本語教育指導等

充実費等 34,584

991,901 917,345 0 0 0 917,345 市町組合立学校教職員旅費 917,345

1,488,421 1,322,692 397,172 0 0 925,520 １ 高等学校奨学資金貸与事業費等 102,614

２ 奨学給付金事業費 1,191,518

(財源)国庫補助金(１／３)

３ 奨学資金貸付金回収業務委託費 28,560

9,222,651 9,080,213 9,078,431 0 0 1,782 １ 県立高等学校就学支援事業費 7,803,708

(財源)国庫補助金(１０／１０)

２ 市立高等学校就学支援事業費 1,180,389

(財源)国庫補助金(１０／１０)

３ 高等専門学校等就学支援事業費 96,116

(財源)国庫補助金(一部１０／１０)

97,717 97,634 0 18,461 0 79,173 １ 但馬やまびこの郷維持運営費 37,668

２ 南但馬自然学校維持運営費 59,966

16,318 17,009 3,562 0 0 13,447 公立学校施設整備連絡調整費等 17,009

(財源)国庫補助金(一部１０／１０)

高 等 学 校 等

就 学 助 成 費

公 立 学 校 連 絡

調 整 費

教 職 員 旅 費

奨学資 金事 業費

義 務 教 育 施 設

維 持 運 営 費

人権教 育推 進費

学 校 非 常 勤

職 員 費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

2,299 1,354 0 0 0 1,354 小・中学校職員退職年金 1,354

109,249,788 108,455,812 28,820,179 0 0 79,635,633 県費負担小学校職員費 108,455,812

職員　14,933名分

(財源)国庫負担金（１／３）

　　　国庫委託金（定額）

      在外教育施設教員委託費

59,110,576 57,902,834 15,371,772 0 0 42,531,062 県費負担中学校職員費 57,902,834

職員　7,657名分

(財源)国庫負担金（１／３）

　　　国庫委託金（定額）

      在外教育施設教員委託費

62,188,139 60,751,218 20,192 9,644,024 0 51,087,002 県立高等学校教職員費 60,751,218

職員　7,702名分

(財源)高等学校等修学支援事業費補助金

　　　公立高等学校授業料不徴収交付金

　　　全日制高校授業料

　　　定時制高校授業料

　　　通信教育受講料

　　　中等教育学校授業料

　　　高校専攻科授業料

　　　全日制高校入学料

　　　定時制高校入学料

　　　通信制高校入学料

　　　中等教育学校入学料

　　　高校専攻科入学料

　　　収入証紙収入

3,362,580 2,759,060 95,962 43,247 0 2,619,851 県立高等学校施設維持費等 2,759,060

(財源)国庫補助金(一部１０／１０)

　　　建物賃貸料

　　　目的外使用許可等収入

1,294,888 1,245,475 2,857 412,088 0 830,530 県立高等学校教育振興費 1,245,475

（繰入金） (財源)国庫補助金(一部１／２)

95,000 　　　教育施設生産物売払収入

　　　教育施設漁獲物売払収入

　　　教育施設家畜売払収入

　　　教育施設製産品売払収入

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　水産資源調査用船料

高 等 学 校

教 育 振 興 費

維 持 管 理 費

高 等 学 校

職 員 費

高 等 学 校

中 学 校 職 員 費

退 職 年 金

小 学 校 職 員 費

学 校 職 員
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

4,572,245 4,652,245 0 0 3,883,000 769,245 １ 県立学校トイレ改修事業費 1,000,000

(財源)公共施設等適正管理推進事業債

２ 県立学校老朽化対策事業費 2,580,000

(財源)公共施設等適正管理推進事業債

３ 県立高等学校体育館照明ＬＥＤ化事業費

12,081

(財源)高等学校整備事業債

４ 県立高等学校整備費 1,060,164

(財源)高等学校整備事業債

26,248,252 26,051,109 3,645,296 0 0 22,405,813 県立特別支援学校教職員費 26,051,109

職員　3,450名分

(財源)国庫補助金（１／３）

1,566,831 1,651,016 5,461 1,217 0 1,644,338 県立特別支援学校施設維持費等 1,651,016

(財源)国庫補助金（一部１／３）

　　　建物賃貸料

　　　目的外使用許可等収入

323,414 407,798 300 9,673 0 397,825 県立特別支援学校教育振興費 407,798

（繰入金） (財源)国庫補助金（一部１／２）

5,000 　　　特別支援学校実習収入

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

628,357 640,266 320,133 0 0 320,133 特別支援学校児童生徒就学奨励費 640,266

(財源)国庫補助金（１／２）

　　　国庫負担金（１／２）

1,059,627 4,073,659 465,849 0 2,979,800 628,010 １ 県立特別支援学校整備費 197,757

(財源)特別支援学校整備事業債

２ 県立学校老朽化対策事業費 420,000

(財源)公共施設等適正管理推進事業債

３ 阪神地域特別支援学校狭隘化対策費

3,455,902

(財源)国庫補助金（一部１／２）

1,151,770 1,142,318 0 4,108 0 1,138,210 社会教育関係職員費 1,142,318

職員　162名分

(財源)派遣職員等給与費弁償金

95,370 82,196 42,747 0 0 39,449 １ 地域と学校の連携・協働体制構築事業費

67,175

(財源)国庫補助金（一部１／２、１／３）

２ ＰＴＡによる学校・家庭・地域の連携

強化事業費等 4,241

社会教 育支 援費

社会教 育職 員費

高等学 校整 備費

特 別 支 援 学 校

特 別 支 援 学 校

維 持 管 理 費

特 別 支 援 学 校

整 備 費

職 員 費

特 別 支 援 学 校

教 育 振 興 費

児 童 生 徒

就 学 奨 励 費

特 別 支 援 学 校
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

３ 障害者教育推進事業費 10,094

(財源)国庫委託金（一部１０／１０）

４ 児童・生徒博物館無料開放事業費

686

1,779,502 2,739,968 22,671 468,351 1,168,600 1,080,346 １ 県立美術館維持運営費 736,457

（繰入金） (財源)財産使用料

14,000 　　　美術館使用料

　　　美術品等取得基金積立金利子

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　美術館等配分金

　　　目的外使用許可等収入

２ 県立歴史博物館維持運営費 62,643

(財源)歴史博物館使用料

　　　地域創生基金繰入金

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　美術館等配分金

　　　目的外使用許可等収入

３ 県立歴史博物館老朽化対策事業費

1,298,552

(財源)教育施設整備事業債

４ ひょうごの歴史研究事業費

8,910

５ れきはく"ひょうご五国"歴史文化

キャラバン事業費 5,000

６ 県立人と自然の博物館維持運営費

301,970

(財源)人と自然の博物館使用料

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　人と自然の博物館受託費収入

７ ひとはく開館30周年記念事業費 1,500

８ 県立コウノトリの郷公園維持運営費

83,601

(財源)国庫補助金（一部１／２）

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

９ 県立考古博物館維持運営費 124,346

(財源)国庫補助金（一部１／２）

　　　考古博物館使用料

　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

　　　目的外使用許可等収入

10 県立考古博物館分館維持運営費 36,762

(財源)考古博物館使用料

11 大中遺跡発見60周年記念・大中遺跡の魅力

発信事業費 1,000

12 県立図書館維持運営費 78,827

(財源)ふるさとひょうご寄附基金繰入金

13 県民プレミアム芸術デー開催事業費

400

1,410,006 914,135 5,350 714,066 98,300 96,419 １ 文化財保存整備費補助事業費等 149,007

(財源)文化財保存整備事業債

２ 指定文化財管理費補助事業費 5,881

(財源)国庫補助金（１／２）

社 会 教 育 施 設

維 持 運 営 費

文 化 財 保 護 費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

３ 埋蔵文化財受託調査事業費 720,002

(財源)埋蔵文化財発掘事業委託費収入

４ 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助事業費

30,765

５ 埋蔵文化財分布調査費等 8,480

(財源)国庫補助金（１／２）

　　　収入証紙収入

298,000 293,006 0 0 0 293,006 保健体育関係職員費 293,006

職員　34名分

252,372 237,246 25,383 1,000 0 210,863 １ 学校教育活動食育推進費

654

２ 県立夜間定時制高等学校夜食事業実施費

5,320

３ スクールヘルスリーダー派遣事業費等

41,966

(財源)国庫委託金（一部１／３）

４ がん教育総合支援事業費 1,000

(財源)国庫委託金（１０／１０）

５ 県立学校幼児児童生徒健康診断費

54,260

６ 栄養教諭研修費 476

(財源)国庫補助金（一部１０／１０）

７ 養護教員研修事業費 16,491

８ 部活動指導員配置事業費 44,819

９ 中学校運動部活動地域移行検討事業費

3,800

(財源)国庫委託金（１０／１０）

10 「体力アップひょうご」サポート事業費等

10,378

11 武道等指導推進事業費 3,092

(財源)国庫委託金（１０／１０）

12 (公財)兵庫県体育協会運営費補助

54,990

803,648 375,797 0 26,000 0 349,797 １ 競技スポーツ振興事業費 203,185

(708,893) （繰入金） ２ 神戸マラソン開催事業費 88,883

26,000 (財源)ふるさとひょうご寄附基金繰入金

３ 地域スポーツ活性化支援事業費 1,000

４ ひょうご女性スポーツの会活動支援事業費

4,500

５ スポーツ大会招致事業費

6,000

(財源)はばタンスポーツ基金繰入金

６ 国民体育大会兵庫県選手団派遣費

50,655

７ 国民体育大会近畿ブロック大会事業費

2,000

８ 第76回全国レクリエーション大会開催費補助

6,500

保健体 育職 員費

体 育 推 進 費

ス ポ ー ツ

推 進 費
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令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

当 初 予 算 額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(教育委員会 ) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

９ 近畿スポーツ推進委員研究協議会開催費補助

500

10 関西マスターズゲームズinHYOGO開催事業費

6,265

11 「ワールドマスターズゲームズ2021関西｣

兵庫県実行委員会運営事業費等 6,309

411,314 410,156 0 0 0 410,156 １ 県立奥猪名健康の郷維持運営費 59,506

２ 県立海洋体育館維持運営費 29,104

３ 県立兎和野高原野外教育センター・木の

殿堂維持運営費 92,080

４ 県立弓道場維持運営費 6,531

５ 総合体育館維持運営費 81,057

６ 武道館維持運営費 141,878

2,753 3 0 3 0 0 はばタンスポーツ基金積立金

3

(財源)はばタンスポーツ基金積立金利子

138,118 137,552 0 137,552 0 0 管理運営費等 137,552

(財源)基金繰入金

96,228 95,728 0 95,728 0 0 管理運営費等 95,728

(財源)基金繰入金

17,927 2,926 0 2,926 0 0 １ 「スポーツ立県ひょうご」創出プロジェクト

事業費 2,926

(財源)基金繰入金

1,116 958 0 958 0 0 県債管理基金積立金 958

(財源)県債管理基金積立金利子

6,074 6,078 0 6,078 0 0 県債管理基金積立金 6,078

(財源)県債管理基金積立金利子

7,342 6,000 0 0 0 6,000 はばタンスポーツ基金積立金 6,000

(財源)一般会計繰入金

積 立 金

ス ポ ー ツ 基 金

等 取 得 基 金 ）

県 債 管 理 基 金

ス ポ ー ツ 基 金

積 立 金

（ は ば タ ン

スポー ツ基 金）

は ば タ ン

振 興 費

基 金 管 理

特 別 会 計

県 債 管 理 基 金

積立金 （美 術品

管 理 運 営 費

円 山 川 公 苑

管 理 運 営 費

地 域 ス ポ ー ツ

勤 労 者 総 合

福 祉 施 設 整

積 立 金

備事業 特別 会計

文 化 体 育 館

健 康 増 進 施 設

維 持 運 営 費

は ば タ ン
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

17,880 17,880 0 0 0 17,880 公安委員報酬 17,880      

５名分

2,522 2,458 0 0 0 2,458 公安委員会開催運営費 2,458       

118, 118, 118,

621,705 369,350 76,000 0 0 293,350 警察職員費

12,550名分

（財源）一部国庫（10/10）

425,835 425,835 0 0 0 425,835 １ 警察官被服費 424,849    

２ 一般職員被服費 986          

4,653,182 4,554,785 380,224 488,611 0 3,685,950 １ 総務管理費 6,307       

（財源）一部国庫（1/2）

２ 警察広報費 14,024      

（財源）一部国庫（1/2）

３ 警察管理費 2,594,208  

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　収入証紙収入

　　　　目的外使用許可等収入

　　　　財産使用料

　　　　建物賃貸料

４ 人事管理費 462,523    

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　収入証紙収入

５ 警察教養費 94,189      

（財源）一部国庫（1/2）

６ 厚生管理費 134,764    

（財源）一部国庫（1/2）

７ 警察情報活用体制充実整備費 938,195    

（財源）一部国庫（1/2）

８ 留置施設管理費 291,699    

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　代用監獄費償還金

９ 被害者支援推進費 7,683       

（財源）一部国庫（1/2）

10 警察改革推進費 11,193      

（財源）一部国庫（1/2）

400 400 0 0 0 400 税外収入精算等還付金 400          

118,369,350     

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

被 服 調 製 費

(警 察本 部）

［債務負担行為額 1,409,430］

税 外 収 入

精 算 等 還 付 金

公 安 委 員 報 酬

公安委員会開催

運 営 費

警 察 管 理 費

警 察 職 員 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

45,490 65,095 18,256 0 0 46,839 １ 警察用車両更新購入費 43,295      

（財源）一部国庫（1/2）

２ 警ら用原付車更新購入費 21,800      

（財源）一部国庫（1/2）

1,239,164 1,195,927 472,670 0 0 723,257 １ 車両等維持費

（財源）一部国庫（1/2）

２ 船舶維持費 46,089      

（財源）一部国庫（1/2）

３ ヘリコプター維持費

（財源）一部国庫（1/2）

４ 車両装備充実費 1,332       

（財源）一部国庫（1/2）

56,781 56,781 28,109 0 0 28,672 個人装備費 56,781      

（財源）一部国庫（1/2）

3,224,408 651,456 0 3,600 35,600 612,256 1 尼崎南警察署新築事業費

２ 警察施設整備費

（財源）警察庁舎建設事業債

３ 独身寮等整備費

４ 署長公舎整備費

５ 自動車運転免許試験場整備費 3,600

６ 老朽駐在所生活衛生改善費

７ 赤穂検問所解体撤去費

1,506,965 1,403,847 0 1,403,847 0 0 １ 運転免許試験車両整備費

（財源）収入証紙収入

２ 運転免許試験場等運営費

（財源）収入証紙収入

３ 運転免許作成費 543,950    

（財源）収入証紙収入

４ 運転免許電算維持費 397,128    

（財源）収入証紙収入

５ 運転免許事務委託実施費 129,321    

（財源）収入証紙収入

1,380,116 1,427,062 0 1,427,062 0 0 １ 更新時講習実施費

（財源）収入証紙収入

２ 行政処分者講習実施費

（財源）収入証紙収入

３ 指定自動車教習所指導実施費 8,521       

（財源）収入証紙収入

４ 安全運転管理者等講習実施費 31,017      

（財源）収入証紙収入

法定講習実施費 253,643           

207,274           

自動車運転免許

282,590           

車 両 等 維 持 費 944,096           

204,410           

4,851

170,338

車 両 等 購 入 費

個 人 装 備 費

警察施設整備費

試 験 実 施 費

50,858             

52,000

404,167

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

( 警 察本 部）

（財源）収入証紙収入

10,500

6,000
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

５ 初心運転者講習実施費

（財源）収入証紙収入

６ 取消処分者講習実施費 

（財源）収入証紙収入

７ 原付講習実施費 15,979      

（財源）収入証紙収入

８ 高齢者講習実施費 876,835    

（財源）収入証紙収入

９ 運転免許取得時講習実施費 8,169       

（財源）収入証紙収入

10 自転車運転者講習実施費 158          

（財源）収入証紙収入

11 若年運転者講習実施費 69            

（財源）収入証紙収入

12 サブセンター業務運営費 23,326      

（財源）収入証紙収入

1,747,477 1,718,308 19,465 0 0 1,698,843 １ 地域警察活動費

（財源）一部国庫（1/2）

２ 交番相談員制度実施費

３ 通信指令システム維持費

４ 地域安全サポートプラン実施費 19,948      

５ 総合的災害対策推進費

（財源）一部国庫（1/2）

1,088,898 1,205,988 406,630 26,203 0 773,155 １ 刑事保安警察活動費　　

（財源）一部国庫（1/2）

２ 暴力団犯罪対策強化費

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

３ 薬物銃器犯罪対策費

（財源）一部国庫（1/2）

４ 少年非行防止活動推進費

（財源）一部国庫（1/2）

５ 猟銃等管理対策費

（財源）収入証紙収入

６ 警備業者等法定講習実施費

（財源）収入証紙収入

７ 風俗営業等管理対策費

（財源）収入証紙収入

８ 社会治安情勢対応基盤整備費 55,446      

（財源）一部国庫（1/2）

９ 被害者支援推進費

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　ふるさとひょうご寄附基金繰入金

10 環境犯罪取締対策費 1,735       

（財源）一部国庫（1/2）

11 災害時交通誘導支援協定制度 193          

実施費

1,105,147        

( 警 察本 部） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

一般警察活動費 256,078           

6,085              

17,708             

1,237              

834                 

5,732              

7,460              

309,462           

活 動 費

83,048             

3,867              

69,679             

刑 事 保 安 警 察

27,673             

878,600           
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

12 歓楽街環境浄化対策費 689          

（財源）一部国庫（1/2）

13 消費者支援対策費 641          

（財源）地方消費者行政強化交付金

14 各種団体補助 3,120       

15 豊かな海づくり大会警備対策費 71,985      

1,559,654 1,534,104 47,439 1,268,413 0 218,252 １ 交通警察企画費 5,781       

（財源）一部国庫（1/2）

２ 交通指導取締費 119,479    

（財源）一部国庫（1/2）

３ 交通死亡事故抑止対策費           874          

（財源）一部国庫（1/2）

４ 暴走族対策強化費 1,124       

（財源）一部国庫（1/2）

５ 交通反則通告制度実施費         55,134      

（財源）交通切符作成事業負担金

６ パーキング・メーター等維持費 79,256      

（財源）パーキング・メーター

　　　　作動等手数料

７ パーキング・メーター等整備費 7,030       

（財源）パーキング・メーター

　　　　作動等手数料

８ 道路使用許可調査委託費 49,692      

（財源）収入証紙収入

９ 違法駐車対策費 591,955    

（財源）放置違反金

10 自動車保管場所対策費 532,727    

（財源）収入証紙収入

11 交通違反取締費 68,325      

（財源）一部国庫（1/2）

12 事件・事故捜査支援対策費 13,540      

（財源）一部国庫（1/2）

13 違法駐車移動保管対策費 671          

　（財源）行政代執行弁償金

14 通学路等応急安全対策費 8,516       

2,240,888 2,216,292 514,001 0 997,100 705,191 １ 交通信号機等整備費 1,458,668  

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　交通安全施設整備事業債

２ 道路標識整備費 393,655    

（財源）一部国庫（1/2）

　　　　交通安全施設整備事業債

３ 道路標示整備費 363,969    

（財源）一部国庫（1/2）

1,299,175 1,285,499 0 0 0 1,285,499 １ 交通安全施設維持費 548,571    

２ 交通管制センター維持費 736,928    

交 通 安 全 施 設

交通安全施設等

維 持 費

財 源 内 訳
概 要

交通指導取締費

（単位：千円）

事    項

( 警 察本 部）

等 整 備 費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

0 500,000 0 0 450,000 50,000 交通安全施設老朽化対策事業費 500,000    

（財源）公共施設等適正管理事業債適正管理事業費

( 警 察 本 部 ） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

公 共 施 設 等
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

1,369,165 1,348,431 0 0 0 1,348,431 議員報酬、期末手当及び共済費

1 議員報酬86名分 1,232,288

2 共済費 116,143

574,482 560,618 0 0 0 560,618 議会開催及び運営に要する経費 560,618

37,884 35,675 0 0 0 35,675 常任委員会等の運営に要する経費 35,675

409,078 397,361 0 0 0 397,361 議会事務局職員費 397,361

職員45名分

159,981 193,913 0 3,708 0 190,205 事務局の運営に要する経費

1 運営経費 75,246

2 全国議長会等分担金 9,389

3 議会広報費 109,278

（財源）広告料収入

6,488 6,497 0 0 0 6,497 議会図書室の運営に要する経費 6,497

(議会事務局)

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

議 員 報 酬

運 営 費

議 会 図 書 室

運 営 費

議 会 運 営 費

委 員 会 運 営 費

議 会 事 務 局

職 員 費

議 会 事 務 局
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(監査委員事務局)

令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

6,120 6,120 0 0 0 6,120

225,341 208,640 0 0 0 208,640

監査委員（常勤）　１名分

事務局職員　　　  22名分

　　計　　　      23名分

17,260 18,593 0 0 0 18,593

運 営 費 　要する経費　　　　　　　　　　　　 18,593　

　（非常勤）１名の報酬     　　　  　 6,120

監査委員事務局 　識見監査委員（常勤）及び事務局職員の人件費

職 員 費  　　　　 　 　　　　　　　　　　　 208,640

（単位：千円）

監 査 委 員 報 酬 　議員選出監査委員２名及び識見監査委員

監査委員事務局 　法令に基づき実施する監査、審査等の執行に　

概 要
財 源 内 訳

事    項
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

6,960 6,960 0 0 0 6,960 人事委員報酬 6,960

人事委員（非常勤）　２名分

155,638 156,597 0 0 0 156,597 人事委員会事務局職員費 156,597

人事委員(常勤)　１名分

事務局職員  　　16名分

    計 　　　　 17名分

24,501 24,650 2,475 10 0 22,165 　人事委員会事務局の運営に要する経費人事委員会事務局の運営に要する経費

１　事務局運営費              　　  4,990

２　職員採用試験実施費等      　　 18,139

３　給与実態調査給与勧告費      　　1,138

４　審査請求等審査費等           　　 383

（財源）公平審査事務受託費収入

　　　　一部国庫（10／10）

運 営 費

(人事委員会事務局) （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

人 事 委 員 報 酬

人 事 委 員 会

事 務 局

職 員 費

人 事 委 員 会

事 務 局
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(労働委員会事務局)

令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

72,609 72,609 0 0 72,609 労働委員会委員報酬及びあっせん員報酬

72,609

128,920 122,598 0 0 0 122,598 労働委員会事務局職員費 122,598

14名分

8,939 8,725 0 0 0 8,725 調整及び審査事件処理費 3,475

総会等諸会議開催費 1,661

委員活動費 672

事務局維持運営費 2,917

委 員 等 報 酬

事 務 局 職 員 費

労働委員会運営費

４

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

１

２

３
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

517,279 504,441 0 0 0 504,441 総務管理職員費 504,441

　職員58名分

237,045 255,701 4,732 0 0 250,969 会計事務の審査・指導、公金機関の指定・検

査、収入証紙の売りさばき、キャッシュレス

決済の推進等に要する経費

255,701

（財源）一部国庫（10/10）

67,050 66,640 0 2,678 0 63,962 給与・旅費事務の集中管理、物品の購入事務

に要する経費 66,640

（財源）自動車売払収入

14,927 14,452 0 14,452 0 0 重要な県営工事及び補助工事の検査の実施に

要する経費 14,452

（財源）工事検査受託事業収入

　　　　工事検査負担金

10 10 0 0 0 10 歳入納付した未払金の支払いに要する経費

10

出 納 管 理 費

工 事 検 査 費

過 年 度 未 払 金

償 還 金

( 出 納 局 )

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

総務管理職員費

出納事務取扱費
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

23,524,827 19,514,456 148,330 19,129,496 118,300 118,330 収益的収入 15,721,748

収益的支出 14,317,076

資本的収入 384,980

資本的支出 5,197,380

建設改良費 2,227,185

企業債償還金等 2,970,195

5,395,907 4,982,410 0 4,982,410 0 0 収益的収入 4,082,812

収益的支出 3,505,366

資本的収入 20

資本的支出 1,477,044

建設改良費 368,783

企業債償還金等 1,108,261

79,408 32,965 0 32,965 0 0 資本的収入 32,965

資本的支出 32,965

建設改良費 32,965

4,586,236 10,176,394 15,000 7,354,394 2,807,000 0 収益的収入 5,410,581

収益的支出 4,696,177

資本的収入 2,834,598

資本的支出 5,480,217

阪神地域整備費 1,125,231

播磨地域整備費 1,197,943

淡路地域整備費 300,043

企業債償還金等 2,857,000

1,296,814 1,334,308 0 1,334,308 0 0 収益的収入 1,351,729

収益的支出 1,283,908

資本的収入 205,322

資本的支出 50,400

建設改良費等 50,400

5,257,487 1,523,014 0 1,172,214 350,800 0

1,179,415

716

543,408

844,760

650

3,520

20,000

10

10

238,673

350,810

303,168

100

300,816

50,000

２

事 業 会 計

事 業 会 計

１

　神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

事 業 会 計

１

地 域 整 備

１

２

( 企 業 庁 )

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

水 道 用 水 供 給

３

４

工 業 用 水 道

事 業 会 計

１

２

水 源 開 発

企 業 資 産 運 用

事 業 会 計

１

地 域 創 生 整 備

　ひょうご小野産業団地整備事業事 業 会 計

　ひょうご小野産業団地整備事業

　神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

　ひょうご小野産業団地整備事業

収益的収入

収益的支出

資本的収入

　予備費

　神戸・三宮東再整備事業

　ひょうご小野産業団地整備事業

　神戸・三宮東再整備事業

　次世代型産業団地整備事業

　予備費

　神戸・鈴蘭台西健康福祉拠点整備事業

　次世代型産業団地整備事業

資本的支出

　神戸・三宮東再整備事業

　神戸・三宮東再整備事業
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令和３年度 令和４年度

当初予算額 提 案 額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

（病院事業会計） 146,737,629 168,037,664 454,676 150,870,662 543,900 16,168,426

収 益 的 収 支

(収支差額）

△ 1,102,041

資 本 的 収 支 42,887,532 23,992,921 0 698,700 12,658,500 7,242,432

１　建設改良費 13,366,059

(内部留保  (1)建設改良工事費 4,221,810

資金） ①県立はりま姫路総合医療センター

3,393,289 　整備費 13,000

②県立西宮総合医療センター（仮称）

　整備費 3,627,504

[ 債務負担行為額 24,520,877 ]

③県立がんセンター建替整備費 77,261

[ 債務負担行為額 18,471,651 ]

④その他建設改良工事費 504,045

 (2)固定資産購入費 9,126,412

①県立はりま姫路総合医療センター

　整備費 2,168,390

②医療機器整備費 6,958,022

CT(尼崎、西宮)、電子内視鏡(尼崎)、リニアック

(淡路)、電子カルテ(尼崎、リハ西播磨)　等

[ 債務負担行為額 1,000,000 ]

 (3)建設利息 17,837

２　企業債償還金 10,314,572

３　投資 312,290

 (1)粒子線治療料貸付金 86,490

 (2)医師修学資金貸付金 124,200

 (3)看護師修学資金貸付金 81,600

 (4)敷金 20,000

( 病 院 局 ） （単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

災害医療
センター

リハビリテー
ション病院

3,830床 30床 430床 4,290床

入院患者数 1,081,147人 8,924人 123,301人 1,213,372人

（１日平均） 2,962人 24人 337人 3,323人

外来患者数 1,732,161人 157人 65,508人 1,797,826人

（１日平均） 7,128人 1人 270人 7,399人

853,276千円 1,099,213千円

(2,499,869千円) (7,353,154千円)

853,276千円 1,099,213千円

(2,530,763千円) (7,352,810千円)

0千円 0千円

(△ 30,894千円) (344千円)

0千円 0千円

(△ 30,894千円) (344千円)

事 業 費 用 166,085,175千円 168,037,664千円

※（　）書きは指定管理病院の予算を記載

純 損 益 △ 8,980,459千円 △ 8,980,459千円

経 常 損 益 △ 4,106,087千円

県立10病院
指定管理病院

病院事業計

事 業 収 益 157,104,716千円 159,057,205千円

△ 4,106,087千円

稼動病床数

延
患
者
数

区　　分

【県立10病院経常損益】 （単位：千円）

粒子線 神戸陽子線 計
尼崎 西宮 加古川

231,322

病院名

経常損益 125,115256,257 344,134 △ 320,6061,427,862 △ 3,797,735 △ 798,518 △ 4,106,087

姫路 丹波 淡路 こころ こども がん
粒子線

合計

△ 479,490 △ 638,251 △ 456,177 △ 1,094,428
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総   務   関   係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 使用料及び手数料徴収条例の一部改正 

    地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正を踏まえ、同政令に関する手数料につ

いて、所要の整備を行う。 

  (2) 兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

    兵庫県立嬉野台生涯教育センターに設置する附属設備の利用に伴い、当該附属設備の利用に

係る料金の額を定める。 

  (3) 兵庫県立尼崎青少年創造劇場の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    尼崎青少年創造劇場を地域の創造・交流拠点とするため、展示室を交流スペースに改修した

ことに伴い、所要の整備を行う。 

  (4) 兵庫県立広域防災センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

    新たに広域防災センター敷地内に研修宿泊施設を整備することに伴い、新たに使用料を設定

する。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 使用料及び手数料徴収条例の一部改正 

    事務の内容の変化に伴い現行の手数料の標準額の見直しが必要となる事務及び人件費単価又

は物価水準の変動に伴い現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっている事務に係る手数料

の標準額について改正を行う（別表第３関係）。 

   ア 行政書士試験手数料 

   イ 製造保安責任者試験手数料 

   ウ 販売主任者試験手数料 

   エ 電気工事士免状書換え手数料 

   オ 販売事業者認定申請手数料 

   カ 貯蔵施設又は特定供給設備変更許可申請手数料 

   キ 液化石油ガス設備士試験手数料 

  (2) 兵庫県立嬉野台生涯教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

    附属設備を利用しようとする者は、教育委員会規則に定める額の利用料金を納めなければな

らないものとする（別表関係）。 
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  (3) 兵庫県立尼崎青少年創造劇場の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    展示室に係る規定を削除する（別表関係）。 

  (4) 兵庫県立広域防災センターの設置及び管理に関する条例の一部改正 

    兵庫県立広域防災センターの研修宿泊施設の使用料を次のとおり定める（別表関係）。 
 

区 分 使用料 

研修宿泊施設 防災研修又は防災学習のためセンターの

施設を利用する場合 

１人１泊につき3,000円 

その他の場合 １人１泊につき6,000円 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日。ただし、２(1)エは同年７月１日から、２(4)は公布の日から起算して６月

を超えない範囲内において規則で定める日とする。 
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第25号議案 兵庫県税条例等の一部を改正する条例 

 

 第１ 制定の理由  

   地方税法の一部改正等に伴い、個人県民税、法人事業税、不動産取得税、軽油引取税等に係る

規定について所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

 第２ 制定の概要 

  １ 兵庫県税条例の一部改正 

   (1) 個人県民税 

    ア 住宅借入金等特別税額控除について、その対象となる家屋の居住年の期限を令和７年（現

行令和３年）まで延長し、所得税額から控除しきれなかった額（以下「控除残額」という。）

を有する者については、その者の翌年度分の所得割の額から控除残額の５分の２に相当す

る額（上限39,000円）を控除する（附則第９条の４の２、第48条関係）。 

    イ 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させるた

め、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件等についての規定の整

備を行う（第19条の２、附則第26条の３、第32条の５及び第32条の６関係）。 

   (2) 法人事業税  

    ア ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業（以下「導管ガス供給業」

という。）以外の事業であってガス事業法に規定するガス製造事業者（特別一般ガス導管事

業者の供給区域において同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備を維

持し、及び運用するものに限る。）である法人が行うもの（以下「特定ガス供給業」という。）

に係る法人事業税については、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって課

することとし、税率を次のとおりとする（第33条、第34条、第36条、第44条の２、附則第

11条、第38条及び第39条関係）。  
 

現行 改正案 

課税方式 
標準税率 

（①） 

超過税率 

（②） 

超過課税 

税  率 

（①＋②）

課税方式 
標準税率 

（③） 

超過税率 

（④） 

超過課税 

税  率 

（③＋④）

収入割 1.0％ 0.065％ 1.065％ 

収入割 0.48％ 0.039 ％ 0.519 ％ 

付加価値割 0.77％ 0.0385％ 0.8085％ 

資本割 0.32％ 0.016 ％ 0.336 ％ 

    イ ガス供給業のうち、導管ガス供給業以外の事業（特定ガス供給業を除く。以下「一般ガ

ス供給業」という。）に係る法人事業税については、資本金の額又は出資金の額（以下「資

本金」という。）が１億円を超える普通法人にあっては付加価値割額、資本割額及び所得割

額の合算額によって、資本金が１億円以下の普通法人等にあっては所得割額によって、そ
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れぞれ課することとし、税率を次のとおりとする（第33条、第34条、第36条、第44条の２、

附則第11条、第38条及び第39条関係）。 

     (ｱ) 資本金が１億円以下の法人                           
 

現行 改正案 

課税方式 
標準税率 

（①） 

超過税率 

（②） 

超過課税 

税  率 

（① ＋②）

課 税 

方 式 
所得区分 

標準税率 

（③） 

超過税率 

（④） 

超過課税 

税  率 

（③＋④）

収入割 1.0％ 0.065％ 1.065％ 所得割 

400万円以下

の金額 
3.5％ 0.25 ％ 3.75 ％ 

400万円超

800万円以下

の金額 

5.3％ 0.365％ 5.665％ 

800万円超の

金額 
7  ％ 0.48 ％ 7.48 ％ 

     (ｲ) 資本金が１億円を超える法人 
 

現行 改正案 

課税方式 
標準税率 

（①） 

超過税率 

（②） 

超過課税 

税  率 

（①＋②）

課税方式 
標準税率 

（③） 

超過税率 

（④） 

超過課税 

税  率 

（③＋④）

収入割 1.0％ 0.065％ 1.065％ 

所得割 1.0％ 0.18 ％ 1.18 ％ 

付加価値割 1.2％ 0.06 ％ 1.26 ％ 

資本割 0.5％ 0.025％ 0.525％ 

    ウ 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される法人に係る

法人事業税の所得割について、所得区分による税率を廃止するとともに、税率を次のとお

りとする（第34条、附則第11条、第38条及び第39条関係）。 
 

現行 改正案 

課 税 

方 式 

所 得 

区 分 

標準税率 

（①） 

超過税率 

（②） 

超過課税 

税  率 

（① ＋②）

課税方式 
標準税率 

（③） 

超過税率 

（④） 

超過課税 

税  率 

(③＋④）

所得割 

400万円以下

の金額 
0.4％ 0.095％ 0.495％ 

所得割 1.0％ 0.18％ 1.18％ 

400万円超

800万円以下

の金額 

0.7％ 0.135％ 0.835％ 

800万円超の

金額 
1.0％ 0.18％ 1.18 ％ 

   (3) 不動産取得税 

    ア 宅地建物取引業者等が新築の住宅を取得したものとみなす日を住宅の新築の日から１年

（本則６月）を経過した日とする特例措置の適用期限を令和６年３月31日（現行令和４年

３月31日）まで延長する（附則第15条関係）。 
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    イ 新築の住宅の用に供する土地の取得に係る減額措置を認める土地の取得から住宅の新築

までの経過年数を３年又は４年（本則２年）に緩和する特例措置の適用期限を令和６年３

月31日（現行令和４年３月31日）まで延長する（附則第15条関係）。 

    ウ 認定長期優良住宅の新築による取得について、その価格から1,300万円（本則1,200万円）

を控除する課税標準の特例措置の適用期限を令和６年３月31日（現行令和４年３月31日）

まで延長する（附則第15条の３関係）。 

    エ 不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、知事に対する不動産取得税に係

る申告又は報告を不要とする（第53条関係）。 

    オ 不動産取得税の徴収猶予を受けるための申告書等の提出期限等について規定の整備を行

う（第48条の２、第53条、第56条、第57条、第59条の２、第59条の３、第59条の４、第59

条の５、第59条の６、第59条の７、附則第17条の２及び第17条の３関係）。 

    カ 知事が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場合は、不動産を取

得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用することができることとする（第48条の

２、第56条）。 

   (4) 軽油引取税 

     行政手続に関する業務プロセスの見直しの一環として、軽油引取税免税軽油使用者証の有

効期間を３年（現行２年）に延長する（第113条の２関係）。 

   (5) その他 

     条例の引用条文を改める等規定の整備を行う（第37条、第44条の２、第48条の２、附則第

10条の２の２、第26条及び第29条関係）。 

  ２ 兵庫県税条例等の一部を改正する条例（令和２年兵庫県条例第４号）附則第11項によりなお

その効力を有するものとされた同条例附則第１項第５号に掲げる規定による改正前の兵庫県税

条例の一部改正 

    連結納税制度の見直しに係る改正前の規定による法人の事業税について、電気事業法の改正

及びガス供給業の課税方式の見直しに係る改正後の制度を適用させる必要があるため、なお効

力を有する規定について１(2)の改正を行う（第33条、第34条、第36条、第44条の２、附則第11

条、第38条及び第39条関係）。 

 

 第３ 施行期日等 

  １ 施行期日 

    令和４年４月１日。ただし、次の(1)から(5)までについては、当該(1)から(5)までに掲げる

日とする。 

   (1) 第２の１(5)の一部 公布の日 

   (2) 第２の１(1)ア及び(5)の一部 令和５年１月１日 
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   (3) 第２の１(3)エ及びオ 令和５年４月１日 

   (4) 第２の１(1)イ 令和６年１月１日 

   (5) 第２の１(3)ウの一部 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅

の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第48号）附則第１条第４

号に掲げる規定の施行の日 

  ２ 経過措置 

    第２の１(1)から(4)までの税目について、所要の経過措置を定める。 

  ３ 低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例等の一部改正 

    次の条例について第２の１(3)オに伴う規定の整備を行う。 

   (1) 低開発地域工業開発地区における県税の課税免除に関する条例 

   (2) 離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例 

   (3) 過疎地域における県税の課税免除に関する条例 
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第26号議案 部制条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   県政改革方針（見直し後の行財政運営方針）に基づき、政策課題への的確な対応、所掌事務の

範囲及び責任の所在の明確化並びに施策の効率的かつ効果的な執行を図ることができる部の体制

を構築するため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 現行の５部を12部に再編する（第１条関係）。 

  (2) 企画県民部を総務部、企画部、財務部、県民生活部及び危機管理部に再編し、秘書及び広報

に関する事務、市町その他公共団体に関する事務、職員に関する事務、教育に関する事務並び

にその他他部の所管に属しない事務を総務部の、県政の総合的企画及び調整に関する事務並び

に情報に関する事務を企画部の、県の予算、税その他の財務に関する事務を財務部の、県民の

生活及び文化の向上に関する事務を県民生活部の、危機管理に関する事務を危機管理部の所掌

とする（改正後の第２条から第６条まで関係）。 

  (3) 健康福祉部を福祉部及び保健医療部に再編し、社会福祉に関する事務及び社会保障に関する

事務を福祉部の、健康に関する事務を保健医療部の所掌とする（改正後の第７条及び第８条関

係）。 

  (4) 農政環境部を農林水産部及び環境部に再編し、農業、林業及び水産業に関する事務を農林水

産部の、環境の保全と創造に関する事務を環境部の所掌とする（第10条及び第11条関係）。 

  (5) 県土整備部を土木部及びまちづくり部に再編し、道路及び河川に関する事務並びに港湾その

他土木に関する事務を土木部の、まちづくりの総合調整及び推進に関する事務、都市計画に関

する事務、住宅に関する事務並びに建築に関する事務をまちづくり部の所掌とする（第12条及

び第13条関係）。 

  (6) その他規定の整備を行う（第９条、第14条及び第15条並びに附則第３項及び第４項関係）。 
 

現   行 改 正 案 

（５部） （12部） 

 企画県民部  総務部 

  企画部 

  財務部 

  県民生活部 

  危機管理部 

 健康福祉部  福祉部 

  保健医療部 

 産業労働部  産業労働部 
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 農政環境部  農林水産部 

  環境部 

 県土整備部  土木部 

  まちづくり部 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第27号議案 行財政の運営に関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   県政改革を継続的かつ効果的に推進し、もって持続可能な行財政基盤を確立するため、県政改

革方針を定めるとともに、当該方針について不断の見直しを行うこととする等所要の整備を行う

ため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 題名を県政改革の推進に関する条例に改める（題名関係）。 

  (2) この条例は、県政改革の推進について、その基本的な方向等を定める県政改革方針の策定及

びこれに基づく取組に関して必要な事項を定めることにより、県政改革を継続的かつ効果的に

推進し、もって持続可能な行財政基盤を確立することを目的とする（第１条関係）。 

  (3) 県政改革は、人口の減少、急速な高齢化、多発する災害、地球温暖化、経済構造の変化等の

多様な課題に対応し、時代を切り拓く「躍動する兵庫」を実現するため、職員一人一人が改革

に取り組み、時代の変化や県民の要請に的確に対応できる持続可能な行財政基盤を確立するこ

とにより、推進されなければならないものとする（第１条の２関係）。 

  (4) 知事は、持続可能な行財政基盤の確立に向けた県政改革を着実に推進するため、県政改革方

針（以下「改革方針」という。）を定めなければならないものとする（第２条関係）。 

  (5) 県政改革審議会（第７条関係） 

   ア 行財政運営審議会の名称を、県政改革審議会（以下「審議会」という。）に改める。 

   イ 審議会が知事の諮問に応じて調査審議する事項に、行政施策の評価に関することを加える。 

   ウ 審議会は、委員７人以内で組織するものとする。 

   エ 審議会は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱するものとする。 

    (ｱ) 地方行財政について知識経験を有する者 

    (ｲ) 法律、会計又は経済について知識経験を有する者 

    (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる者のほか、県政改革の推進について十分な知識経験を有する者 

  (6) 知事は、社会経済情勢の変化、国の政策動向、県政改革の推進状況等を勘案し、改革方針に

ついて不断の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする（第８条関係）。 

  (7) その他規定の整備を行う（第３条から第６条まで及び附則第２項関係）。 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年４月１日 
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  (2) 経過措置 

    この条例による改正前の行財政の運営に関する条例（以下「改正前の条例」という。）第２条

第１項の規定に基づき知事が定めた行財政運営方針はこの条例による改正後の県政改革の推進

に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第２条第１項の規定に基づき知事が定めた県政

改革方針と、改正前の条例第４条第１項の規定に基づき知事が定めた実施計画は改正後の条例

第４条第１項の規定に基づき知事が定めた実施計画とみなす。 
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第28号議案 兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （兵庫県職員定数条例の一部改正） 

  (1) 知事の事務部局の職員の定数について、次のとおり見直す。 

    児童福祉法施行令の一部改正による児童福祉司等の配置基準に対応し、及び感染症対策の体

制の強化を図るため、知事の事務部局の職員の定数を増員する。 

  (2) 短時間勤務の職に再任用される職員（以下「短時間勤務再任用職員」という。）の数の上限を

改める。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 次の表のとおり、知事の事務部局の職員の定数を増員する。 
 

区 分 現 行 改正案 増 減 

知  事 

  [うち派遣職員等] 

 6,199 

   [538] 

 6,219 

   [538] 

＋20 

 

 

  (2) 教育委員会の事務部局及び警察と合わせた短時間勤務再任用職員の数の上限を545人（現行

510人）に改める。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第29号議案 職員の給与等に関する条例及び公立学校教育職員等の給与に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （職員の給与等に関する条例の一部改正） 

   県政改革方針（見直し後の行財政運営方針）に基づき、職員の給与に係る抑制措置について、

本県の財政状況を踏まえ、引き続き実施することとし、関係条例について所要の整備を行うため、

この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   職員の給与等に関する条例（以下「給与条例」という。）の一部改正 

  (1) 給料月額の特例 

    令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に支給する防災監等の給料月額について、

引き続き726,000円に減額する措置を実施する（給与条例附則第３条関係）。 

区 分 減額後 

防災監等 726,000 円 

  (2) 管理職手当の特例 

    令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に支給する管理職手当の月額について、引

き続き100分の12に相当する額を減じた額とする措置を実施する（給与条例附則第４条関係）。 

区 分 減額率 

管理職 △12％ 

  (3) 期末手当の特例 

    令和４年６月及び12月に支給する防災監等の期末手当の額について、引き続き100分の１に相

当する額を減じた額とする措置を実施する（給与条例附則第５条関係）。 

区 分 減額率 

防災監等 △１％ 

  (4) その他 

    規定の整備を行う（給与条例附則第７条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第30号議案 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   県政改革方針（見直し後の行財政運営方針）に基づき、特別職に属する常勤の職員の給与に係

る抑制措置について、本県の財政状況を踏まえ、引き続き実施することとし、所要の整備を行う

ため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 給料月額の特例 

    令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に支給する給料月額について、引き続き次

の表のとおり減額する措置を実施する（附則第３項関係）。                 
 

職  名 減 額 前 減 額 後 
（参考） 

特例条例減額後 

知   事 1,340,000円 1,260,000円 938,000円 

副 知 事 1,050,000円 1,008,000円 892,500円 

教 育 長 880,000円 854,000円  

人事委員会の常勤の委員 740,000円 726,000円 

常勤の監査委員 
代表監査委員 740,000円 726,000円 

その他の監査委員 730,000円 716,000円 

公営企業及び病院事業の管理者 880,000円 854,000円 
 

  (2) 期末手当の特例 

    令和４年６月及び12月に支給する期末手当の額について、引き続き次の表に掲げる割合に相

当する額を減じた額とする措置を実施する（附則第４項関係）。        
 

職  名 減額割合 
（参考） 

特例条例減額割合 

知   事 △５％ △30％ 

副 知 事 △３％ △15％ 

教 育 長 △２％  

人事委員会の常勤の委員 △１％ 

常勤の監査委員 △１％ 

公営企業及び病院事業の管理者 △２％ 
 

  (3) その他規定の整備を行う（附則第６項関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日
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第31号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 勤務時間の割振りの特例の対象となる職員の範囲を拡大するため、所要の整備を行う。 

  (2) 引き続き在職した期間（以下「在職期間」という。）が１年未満である会計年度任用職員等に

ついて育児休業をすることができることとする等、所要の整備を行う。 

  (3) 育児休業その他の職員の子育てを支援するための制度（以下「子育て支援制度」という。）の

活用を推進するため、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成28年兵庫県条例第16号）の一部改

正 

   ア 勤務時間の割振りの特例の対象となる職員について、子の養育又は配偶者等の介護をする

職員に限定する旨の規定を削除する（改正前の附則第２項関係）。 

項  目 現  行 改正案 

対象職員 

 

 

育児・介護を行う職員 

 

 

・ 育児・介護を行う職員 

・ 障害を有する職員 

・ 一般の職員 

   イ その他規定の整備を行う（改正前の附則第１項及び第３項関係）。 

  (2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正 

    育児短時間勤務の承認を受けた職員は勤務時間の割振りの特例の対象とならないことを明確

にするため、規定の整備を行う（第４条関係）。 

  (3) 職員の子育て支援に関する条例の一部改正 

   ア 育児休業をすることができる会計年度任用職員等は在職期間が１年以上である者に限る旨

の規定を削除する（第２条の２関係）。                         

項  目 
取得要件 

現 行 改正案 

育児休業（無給） 

 子の養育のため取得できる休業 
在職１年以上 

在職期間の 

要 件 な し 

   イ 育児部分休業をすることができる会計年度任用職員は在職期間が１年以上である者に限る

旨の規定を削除する（第21条関係）。                          

項  目 
取得要件 

現 行 改正案 

育児部分休業（無給） 

 子の養育のため正規の勤務時間の始め又は終わり

に、１日を通じて２時間以内で取得できる部分休業

（子が３歳に達するまで） 

在職１年以上 
在職期間の 

要 件 な し 
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   ウ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産し

たことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、子育て支援制度を知

らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他

の措置を講じなければならないものとし、職員が当該申出をしたことを理由として、不利益

な取扱いを受けることがないようにしなければならないものとする（第27条関係）。 

項  目 現 行 改正案 

子育て支援制度に係る次の措置の義務付け 

・ 妊娠又は出産等についての申出があった場合にお

ける措置等 

・ 勤務環境の整備に関する措置 

－ 義務付けあり 

 

   エ 任命権者は、ウに定めるもののほか、職員の子育て支援制度の活用を推進するため、次に

掲げる措置を講じなければならないものとする（改正後の第28条関係）。 

    (ｱ) 職員に対する子育て支援制度に係る研修の実施 

    (ｲ) 子育て支援制度に関する相談体制の整備 

    (ｳ) その他子育て支援制度を活用しやすい勤務環境の整備 

   オ その他規定の整備を行う（目次及び改正後の第29条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第32号議案 恩給条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由  

   民法の一部改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳以上20歳未満の者が未

成年に該当しなくなることを踏まえ、令和４年３月31日（以下「基準日」という。）時点で20歳未

満の者について20歳まで遺族扶助料の支給対象とする経過措置を設ける等所要の整備を行うた

め、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 遺族扶助料の受給権を失うこととなる基準日において20歳未満の子について、既得権を救済

する経過措置を定める（恩給条例附則第29条関係）。 

  (2) 遺族扶助料を受給する妻に子がある場合の遺族扶助料の加算の特例（以下「寡婦加算」とい

う。）の対象となる子について、18歳以上20歳未満の子が重度障害の状態であることに加えて生

計の方途がないことが要件である成年の子となることから、18歳以上20歳未満の子にあっては

重度障害の状態である者に限る旨の規定を削除する等規定の整備を行う（恩給条例等の一部を

改正する条例（昭和51年兵庫県条例第40号）附則第11条関係）。 

  (3) (2)に伴い寡婦加算に係る既得権を失うこととなる妻について、既得権を救済する経過措置を

定める（附則第２項関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 

第33号議案 個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由                      

   個人情報の保護に関する法律の一部改正並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止等に伴い、規定の整備を行

うため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   引用する法律の名称及び条文を改める（第２条及び第53条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第34号議案 兵庫県立兵庫津ミュージアムの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   効率的で質の高い管理運営を図り、県民の地域への愛着を更に育み、県内におけるにぎわいの

創出を促進するため、兵庫県立兵庫津ミュージアム（以下「兵庫津ミュージアム」という。）の管

理を指定管理者（地方自治法に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。）に行わせるものとし、

所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 管理（改正後の第９条、別表第１及び別表第２関係） 

   ア 知事は、地方自治法の規定により、兵庫津ミュージアムの管理を指定管理者に行わせるも

のとする。 

   イ 兵庫津ミュージアムに展示し、又は保管している資料の特別の観覧に係る料金及び兵庫津

ミュージアムの施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、指定管理者にその収

入として収受させるものとする。 

   ウ 利用料金の額は、基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの

範囲内の額で、指定管理者が知事の承認を受けて定める額（利便施設について、公募に付し

て、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者に利用させる場合にあって

は、その者の申込みに係る価格に相当する額）とする。 

   エ 指定管理者は、知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は

返還することができるものとする。 

  (2) その他（第５条、第６条及び改正後の第10条関係） 

    規定の整備を行う。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第44号議案 収入証紙条例及び警察手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （収入証紙条例の一部改正） 

   県民の利便性の向上を図るため、収入証紙により徴収する旨定めている手数料について、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により徴収することができるも

のとし、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 手数料のうち規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術

を利用する方法により手数料を徴収する場合を除き、収入証紙により徴収するものとする（第

２条関係）。 

  (2) その他規定の整備を行う（第３条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第49号議案 兵庫県行財政運営方針の変更 

 

  行財政の運営に関する条例（平成30年兵庫県条例第40号）第２条第１項に基づく兵庫県行財政運

営方針を次のとおり変更する。 

 

兵庫県 県政改革方針 

 Ⅰ 策定の趣旨 

   人口減少、急速な高齢化、多発する災害、地球温暖化、経済構造の変化等、多くの課題が山積

する中、必要なことは失敗を恐れず、新たな挑戦を沸き起こすことである。 

   山積する課題一つひとつに、のびやかな試行錯誤を繰り返しながら、果敢に立ち向かい、時代

を切り拓く「躍動する兵庫」を目指していくことが、県政推進の基本となる。 

   このため、旧来の手法や慣例、慣習にとらわれず、職員一人ひとりが行財政運営について自ら

考え、自律的、多発的に施策・事業の創意工夫や変革の提案がなされるイノベーション型の行財

政運営を目指し、新たな改革に挑戦する。 

   スクラップに重きを置く歳出削減型の改革ではなく、より施策実施の成果を重視し、有効な新

たな事業内容や手法への見直しを図る、言わばビルドを重視した改革に取り組むことで、これま

で県政が培ってきた強みは活かしつつ、時代の変化や県民の要請に的確に対応できる持続可能な

行財政基盤を確立していく。 

   この改革を着実に実行し、県民と共にめざす「ひょうごビジョン2050」の実現に向けた新しい

時代の県政を推進して、「誰もが希望を持って生きられる 一人ひとりの可能性が広がる『躍動

する兵庫』」の実現を目指す。 

 

 Ⅱ 基本方針 

   次の基本方針に基づき、県政改革を推進するための取組を進める。 

  １ 躍動する兵庫の実現 

    「ひょうごビジョン2050」に掲げる「躍動する兵庫」をめざす姿として、その実現に向け、

次の３つの基本姿勢をもとに県政を推進していく。 

   (1) オープンな県政の推進 

     多様化する社会・経済課題への対応は、従来のように県行政のみで完結できるものではな

く、民間や、他団体との連携を主軸とし、開放性の高いオープンな県政を推進する。 

   (2) 「誰も取り残さない」県政の推進 

     歴史や風土の異なる五つの国から成る兵庫において、都市部や多自然地域など多様な地域

に暮らす全ての県民が安心して生活し働き続けられるよう、人に温かい県政を推進する。 

   (3) 県民ボトムアップ型県政の推進 

     現場主義を徹底し、県民との対話を拡げていくことで、県政をより県民に近い存在とし、
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より多くの県民の主体的な活動を支え、県民とともに歩む県政を推進する。 

  ２ 持続可能な行財政基盤の確立 

    改革の着実な推進により、収支均衡と将来負担の軽減を図りつつ、時代の変化に的確に対応

できる、持続可能な行財政基盤を確立する。 

  ３ イノベーション型行財政運営の実現 

    職員一人ひとりが行財政運営について自ら考え、各職場から自律的、多発的に業務の創意工

夫や変革の提案（イノベーション）がなされる県政を実現する。 

   (1) 「ビルド」を重視した行財政運営 

     新たな事業内容や実施手法への見直しに重点を置いた施策の改善を毎年度実施する。 

   (2) 成果を重視した施策立案手法の導入 

     データ等の合理的根拠に基づく政策立案（Evidence-Based Policy Making）を原則とし、

新規施策の立案にあたり、成果指標、目標、終期、継続基準を定める。 

   (3) 透明性向上のための外部評価の積極的活用 

     外部有識者による事務評価の手法を活用し、PDCAサイクルを実現する。 

 

 Ⅲ 取組期間 

   令和10年度までの期間 

 

 Ⅳ 財政運営 

  １ 財政フレーム 

    財政フレームを策定し、県財政の中長期の見通しを示す。 

    県政改革方針に基づく事務事業等の見直しを反映させても、なお、令和10年度までに総額140

億円の収支不足が生じる見込み。 

    このため、今後、歳入歳出両面における不断の見直し、地方財政制度の活用により、毎年度

の収支不足を補填し、収支均衡を目指す。 

    あわせて、税収確保等による一般財源の確保、繰上償還等による県債残高の縮減、県債管理

基金への更なる積み戻し等により財政運営指標の改善に取り組んでいく。 
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 (1) 財政運営目標 

 (2) 財政フレーム（事業費ベース）及び財政運営指標の見通し 

 

区  分 令和10年度までの目標 最終目標 

収  支 収支均衡を目指す 収支均衡 

実質公債費比率 

(単年度・３か年平均) 

21％程度 

地方債協議制度同意基準(18％)と 

早期健全化基準(25％)の中間値(21.5％)未満 

早期健全化基準(25％)内を 

堅持しつつ､18％未満を目指す 

将来負担比率 

305％程度 

R3見込(319.7%)をH20～H30行革期間の 

縮減率(△2.1％/年)並で縮減(305.0％) 

早期健全化基準(400％)内を 

堅持しつつ､280％未満を目指す 

経常収支比率 100％未満を維持 100％未満を維持 

■ 財政フレーム（事業費ベース） （単位：億円）

R11 R12

8,780 8,910 9,030 9,205 9,355 9,465 9,565 9,665 9,765 9,860

5,310 3,865 3,845 3,775 3,830 3,800 3,815 3,845 3,870 3,860

6,675 2,470 1,840 1,805 1,840 1,630 1,625 1,645 1,650 1,620

9,125 7,525 6,985 6,635 6,165 5,790 5,280 4,980 4,545 4,245

1,290 960 1,135 1,160 1,195 915 850 845 830 845

31,180 23,730 22,835 22,580 22,385 21,600 21,135 20,980 20,660 20,430

4,575 4,520 4,520 4,525 4,470 4,440 4,455 4,430 4,405 4,410

3,485 2,685 2,575 2,630 2,700 2,790 2,810 2,945 2,965 3,000

1,790 1,795 1,805 1,840 1,870 1,890 1,910 1,930 1,950 1,970

19,000 13,025 11,885 11,465 11,130 10,745 10,410 10,110 9,790 9,455

2,330 1,705 2,055 2,125 2,230 1,765 1,595 1,605 1,585 1,625

31,180 23,730 22,840 22,585 22,400 21,630 21,180 21,020 20,695 20,460

0 0 △ 5 △ 5 △ 15 △ 30 △ 45 △ 40 △ 35 △ 30

R3～R10収支不足総額 △ 140

■ 財政運営指標 （単位：億円、％）

R11 R12

0 0 △ 5 △ 5 △ 15 △ 30 △ 45 △ 40 △ 35 △ 30

15.4 16.2 16.9 18.2 19.3 19.9 20.3 20.9 22.4 21.7

３か年平均 15.2 15.5 16.2 17.1 18.1 19.1 19.8 20.4 21.2 21.7

319.7 333.8 330.9 325.6 323.2 318.1 310.2 302.7 295.2 287.2

97.2 97.4 97.5 97.7 97.9 98.4 98.5 99.1 99.2 99.4

区　　分 R3年間 R4当初 R5 R6 R7 R8 R9 R10
参　　考

国庫支出金

特定財源

県税等

地方交付税等

人件費

公債費

県債

歳入　計

投資的経費

歳出　計

県税交付金

行政経費

収　　支

区　　分 R3年間 R4当初 R5 R10
参　　考

経常収支比率

実質公債費比率

将来負担比率

R6 R7 R8

収　　支

R9
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＜参考＞試算の前提条件（令和４年度当初予算をもとに以下の前提で試算） 

区 分 試 算 方 法 

経済成長率 

 「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年１月公表）におけるベースライン

ケースの名目経済成長率 
 

区  分 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

名目経済成長率 1.5％ 2.0％ 1.7％ 1.2％ 1.1％ 1.1％ 
 

県 税 等 前年度見込額×経済成長率 

地方交付税等 

(1) 基準財政収入額 

  前年度見込額に毎年度の県税等の増収額の75％等を加算 

(2) 基準財政需要額 

 ① 個別・包括算定経費 

   前年度見込額に給与（定期昇給等を除く）及び社会保障関係費の歳出増加

額に見合う伸び率を乗じて試算 

 ② 事業費補正・公債費 

   毎年度の算入見込額 

 ③ その他 

   地域社会再生事業費等は令和４年度当初予算と同額 

国庫支出金 
 社会保障関係費（国制度分）や投資事業費（国庫補助事業）などの事業費に対

応した見込額 

特 定 財 源 各種貸付金の償還金などの見込額 

県   債 今後の投資事業量に応じた発行見込額 

人 件 費 

(1) 職員給等 

 ① 定員 

 ○一般行政部門の定員は、平成30年４月１日の職員数を基本とした令和４年４

月１日の職員数 

 ○法令等により配置基準が定められている定員は、当該基準に基づく配置定員

（教職員定数については、生徒数の減に伴う減を見込んでいる。） 

 ② 給与 

 ○令和４年度当初予算時の単価に基づき、定期昇給及び新陳代謝を見込む 

 ○人事委員会勧告に基づく給与改定率は、経済成長率の1/3と試算 

(2) 退職手当 

  今後の退職者数の見込をもとに試算 

公 債 費 

(1) 起債発行額 

  今後の投資事業費の計画額等に基づく発行見込額 

(2) 発行利率 

  「中長期の経済財政に関する試算」（令和４年１月公表）におけるベースライ

ンケースの名目長期金利 
 

区  分 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

名目長期金利 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.2％ 0.6％ 1.0％ 
 

行 政 経 費 前年度見込額に直近の伸び等を踏まえて試算 

投資的経費 地方財政計画の水準を基本に事業費を確保 

そ の 他 

(1) 県債管理基金への内部・外部基金の集約、県債管理基金による地域整備事業

会計への貸付金、住宅供給公社・土地開発公社による県債管理基金への預託金

の解消等を反映 

(2) 県債管理基金を活用した県債残高縮減対策の取り止めを反映 

(3) 企業庁との貸借関係の段階的解消を反映 
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  ２ 行政施策 

   (1) 事務事業 

    ① 一般事業費 

      限られた財源で最大の効果が得られるよう、事業のスクラップ・アンド・ビルドなど、

「選択と集中」を徹底し、効率的・効果的に施設の維持管理や各種事業を推進する。 

    ② 政策的経費 

      時代の変化や国の制度改正、県と市町の役割分担等の視点を踏まえた見直しを徹底しつ

つ、各種事業を推進する。 

      見直しに当たっては、単に廃止・縮減するだけではなく、政策課題に対する新たな事業

化の検討にも努める。 

     ［見直しの視点］ 

     ア 時代の変化、国の制度改正、地方財政措置、他の地方公共団体の事業実施水準、事業

実績等を踏まえた事業内容の見直し 

     イ 市町への権限移譲や地財措置の状況、県補助の先導性の低下等を踏まえた県と市町の

役割の明確化 

     ウ 民間活動分野の拡大等を踏まえた民間等との役割の明確化 

     エ 受益者負担の適正化等給付と負担の適正化 

     オ オンライン・ペーパレス化の徹底など、ICTを活用した行政のデジタル化の推進 

     カ 事務事業評価の活用による事業コストや成果の検証、民間活力の活用等を通じた効率

的な事業の推進 

     キ 国庫補助金等特定財源や自主財源の確保 等 

    ③ 新規施策の展開 

      社会の変化を捉えつつ、県民と描く兵庫のビジョンのもと、地域創生戦略をはじめ各分

野計画の具体化を図り、コロナからの創造的復興をめざし躍動する兵庫の実現にむけた施

策を積極的に展開する。 

    ④ 事務事業数 

      スクラップ・アンド・ビルドを徹底し、事務事業数の見直しを行う。 

    ⑤ 社会保障関係費 

     ア 社会保障関係費について、国の制度改正や本県の実情等を踏まえつつ、適切に事業を

推進する。 

     イ 今後の社会保障関係費の増加に見合った地方の財源が確保されるよう、地方一般財源

総額の充実・強化等を国に対し積極的に要請する。 
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   (2) 投資事業 

    ① 通常事業 

     ア 補助事業、単独事業について、地方財政計画の水準を基本とした事業費を設定する。 

     イ 補助事業について、計画的な事業推進に必要な国庫支出金を積極的に確保する。 

    ② 緊急措置事業 

     ア 防災・減災対策など、本県の喫緊の課題に対し、国庫や地方交付税措置のある県債を

活用することを基本に、事業費を確保する。 

     イ 国の経済対策について、本県の経済情勢等を勘案しながら適時適切に対応し、事業費

を確保する。 

    ③ 大型投資事業 

      将来的な財政負担も考慮のうえ、事業計画や事業実施について個別に検討する。 

    ④ 災害復旧事業 

      災害復旧事業については、必要額を別途措置する。 

    ⑤ 社会基盤整備の推進 

     ア 社会基盤整備プログラムや各種分野別計画に基づき、県民ニーズを的確に捉え、頻発

化する自然災害や社会基盤を取り巻く課題への対応など、緊急かつ重要な事業への重点

化を図り、着実に事業を実施する。 

       「備える」「支える」「つなぐ」の視点のもと、各種分野別計画に基づき、計画的・

効率的に推進する。 

     イ 建設企業等の健全育成と公共工事等の品質確保を推進する。 

   (3) 公的施設等 

    ① 公共施設等の適正管理の推進  

     ア 県が所有する公共施設等について、社会情勢の変化等を踏まえながら施設の在り方の

検証を行うとともに、「公共施設等総合管理計画」や各分野の個別計画に基づき、施設

総量の適正化、老朽化対策、安全性の向上と適切な維持管理、施設等の有効活用を推進

する。 

       併せて、道路・橋梁・上下水道など市町管理施設の老朽化対策等について人材面・技

術面から支援するとともに、市町連携を推進する。 

     イ 改修・更新時において、感染症対策として抗菌設備等の採用、CO2排出量を低減した省

エネ型設備の導入、多様な働き方に対応した庁舎等におけるテレビ会議スペースなど、

新たな社会ニーズに合わせた取組を推進する。 

    ② 民間活力を活かした施設整備や管理運営の推進 

     ア 公共施設の新設、建替、大規模修繕等の実施にあたっては、民間の資金、経営能力及

び技術的能力を活用するPFI制度等の導入を優先的に検討し、民間活力を最大限活かし
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て、より効率的・効果的な施設整備や管理運営を推進する。 

     イ すべての指定管理施設で原則公募による指定管理者の選定を徹底する。また、指定管

理者制度を導入していない県直営施設についても、公募による指定管理者制度の導入を

検討する等、民間事業者等の参入を促す取組を推進して競争原理を働かせ、さらなる民

間ノウハウの活用により運営の合理化やサービスの向上を図る。 

       運営にあたっては、事業者、所管課、外部委員による適切な評価システムを機能させ

ることにより、効率的で質の高い管理運営水準を確保する。 

   (4) 試験研究機関 

     先端技術の進展や県民ニーズの変化等を踏まえ、業務の重点化、弾力的な研究体制の整備、

効率的・効果的な経営手法の徹底等の視点から、各機関のあり方について見直しを行う。 

   (5) 県営住宅事業 

    ① 県営住宅管理戸数の適正化 

      計画的に建替を行うとともに、集約・用途廃止を加速化し、管理戸数の適正化を図る。 

    ② 県営住宅ストックの有効活用 

      耐震化やバリアフリー化、計画的な修繕による建物の長寿命化を推進するとともに、駐

車区画数の適正化や入居率の向上を図るなど、県営住宅ストックを有効活用する。 

    ③ 経営の効率化 

      入居率向上等による使用料収入の確保、民間活力を活用した効率的な管理運営、PFIを活

用した建替事業の検討など、経営の効率化を推進する。 

    ④ 新たな施策展開 

      福祉施策との連携、建替事業における市町との連携、ポストコロナ社会への対応など、 

多様な需要に対応した施策を展開する。 

   (6) 教育施策（教育委員会所管） 

    ① 「ひょうご教育創造プラン」の推進 

      「第３期ひょうご教育創造プラン」に基づき、本県の教育が目指すべき方向性や今後取

り組むべき様々な課題に対応した教育施策の推進を図る。 

      特に、新型コロナウイルス感染症やICTの整備を踏まえ、本県独自で進めてきた「体験教

育」の活動方法などを検討するとともに、小中高12年間を通じた新たな学びの充実に取り

組む。 

    ② 公立小・中学校 

      国の35人学級編制の段階的導入及び小学校５･６年生への教科担任制の導入に伴う加配

措置の動向等を踏まえ、本県独自の教育効果を高める学習支援の枠組みを新たに構築する。 

      なお、さらなる少人数教育の充実については、課題となる定数改善や学校整備等を踏ま

えて引き続き検討する。 
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    ③ 県立高等学校 

     ア 「県立高等学校教育改革第三次実施計画」に基づき、５学区又は全県学区において、

これまで取り組んできた学びとともに新たな学びを推進できるよう、ひょうごの高校づ

くりを推進する。 

     イ 令和４年度から導入するBYOD（Bring Your Own Device：生徒自身で端末を用意し、学

校・家庭での学習に活用すること）による教育を展開できるICT環境整備を推進すると

ともに、「第Ⅱ期県立学校施設管理実施計画」に基づき、施設の長寿命化改修やトイレ

改修、空調設備の設置など、安全・安心な環境整備を推進する。 

    ④ 県立特別支援学校 

     ア 「兵庫県特別支援教育第三次推進計画」及び障害種別毎の特別支援教育のあり方検討

に基づき、今後求められる特別支援教育を推進できるよう、学習支援、相談支援、学校

間連携などに取り組む。 

     イ 児童生徒数の動向など地域の実情を考慮しながら、教育環境の整備に取り組む。 

  ３ 収入の確保 

   (1) 県税 

    ① 県税収入の確保 

      県財政の歳入の基盤となる県税収入の確保を推進する。 

    ② 税収確保対策の推進 

     ア 徴収歩合が全国平均を上回ることを基本とし、収入未済額の更なる縮減に向け、税収

確保対策を推進する。 

     イ 県と市町との連携を推進するとともに、課税調査、滞納対策、不正軽油対策、納税環

境の整備等の取組を強化する。 

   (2) 課税自主権 

    ① 超過課税 

      法人県民税超過課税、法人事業税超過課税及び県民緑税等の超過課税については、充当

事業を効果的に実施するとともに、税収動向や充当事業の実績、効果の検証を踏まえ適時

見直しを行う。 

      また、社会経済情勢や県民ニーズ等の変化を踏まえ、充当事業の実績と効果を検証の上、

今後の計画の必要性を検討する。 

    ② 法定外税等 

      地域が抱える政策課題に対応するための財源確保や政策誘導の手段として、課税自主権

の活用の可能性が拡大するよう国に対し提言しつつ、その活用を検討する。 
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   (3) 諸収入 

    ① 使用料・手数料 

      社会経済情勢の変化や利用者の利便性向上、受益と負担の適正化等の観点から使用料・

手数料の適正化を図る。 

    ② ネーミングライツ 

      対象施設の拡大やスポンサー特典の付与などの柔軟な制度運用により、ネーミングライ

ツの導入を促進する。 

    ③ 広告収入 

      県施設や広報紙、ホームページなど有形無形の資産について、広告媒体として積極的に

活用し、広告収入を確保する。 

    ④ ふるさと納税 

     ア ふるさとひょうご寄附金 

       寄附者の共感と賛同を得て寄附を集める魅力ある事業を検討するとともに、SDGsに資

する返礼品や事業毎の特典の充実、効果的な広報・PRを展開する。 

     イ 企業版ふるさと納税 

       企業に兵庫県の地域創生の取組への参画を促す魅力ある対象事業を充実させるととも

に、首都圏等への周知などの効果的なPRを展開する。 

   (4) 資金管理 

    ① 資金調達 

      市場環境や投資家ニーズを捉えた柔軟な起債運営により、安定的かつ低利な資金調達を

推進するとともに、発行年限の多様化やSDGs債の活用など、多様な調達手段を確保する。 

    ② 資金運用 

      「兵庫県及び関連公社等資金運用方針」に基づき、歳計現金の収支状況に留意しつつ、

保有する資金の安全かつ有利な運用を行うとともに、グループファイナンスの積極的な活

用など、市場環境を踏まえた柔軟かつ機動的な資金運用を推進する。 

   (5) 債権管理 

    ① 特定債権の回収・整理 

      債権管理推進本部の下、債権毎の債権管理計画に基づいた債権の回収・整理を推進し、

収入未済額を縮減する。 

    ② 災害援護資金（阪神・淡路大震災分） 

      関係各市に対して引き続き債権回収及び免除を進めるよう促すとともに、免除を行って

もなお行方不明など償還困難なケースが残ると見込まれることから、国への貸付原資の償

還は現実に返還があった場合にのみ行うようにする制度変更等を、国に対して要望してい

く。 
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   (6) 県有資産の活用 

    ① 長期保有土地の処理 

      「長期保有土地の処理に関する基本方針」の下、利活用や売却等計画的な処理と適正管

理を推進する。 

     ［処理の基本方針］ 

     ア 庁内、公社等での利活用 

     イ 地元市町等への売却、譲渡、交換、貸付 

     ウ 県、市町等での利活用が見込めない用地は民間売却を基本 

     エ 山林のうち、直ちに利活用が見込めない場合は、県有環境林として当面の間適正管理 

     オ 地元市町から取得要請等があった用地は、市町と連携して利活用方策の検討を推進 

    ② 県有環境林の適正管理 

      直ちに利活用が見込めない山林について、地元市町との連携の下、適正管理を図りつつ、

利活用方策を検討する。 

    ③ 地元市町と連携した利活用の推進 

      地元市町から取得要請等があった用地など、地元市町との連携を図ることとした用地は、

地元市町と協議調整を積極的に進め、利活用方策の検討を推進する。 

    ④ 公舎 

      公舎について、入居率の動向や地域性等を踏まえ、公舎間の相互利用を図りながら、必

要な見直しを図るとともに、計画的な維持管理を適正に行う観点から、入居料の改定を行

う。 

  ４ 公営企業、公社等の運営 

   (1) 企業庁 

    ① 経営改革の推進 

      「新・企業庁経営ビジョン」及び「企業庁総合経営計画」に基づき、各事業の黒字を目

指しつつ、自律、安定した経営改革を推進する。 

    ② 地域整備事業 

     ア 分譲の推進 

       まちの熟成を踏まえ、各地域の特性を活かしつつ、地元市町との連携や民間手法の積

極的活用による、機動的・戦略的な企業誘致や、テレワークなどポストコロナ社会を見

据えた宅地分譲を推進する。 

       住宅用地の民間事業者への一括売却制度の拡充など、新たな分譲活性化方策を推進す

る。 

     イ 事業進度調整地 

       県民・企業ニーズや事業採算性等を考慮の上、関係部局や地元自治体等の理解と協力
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を得ながら、その利活用を検討する。 

       検討にあたっては、全庁的な検討会議を開催するなど幅広く検討する。 

     ウ 地域整備事業の在り方 

       地域整備事業の長期収支見込や、まちの熟成など地域整備事業の状況等を見定めて、

今後の在り方を検討する。 

       今後も安定的な企業債償還が可能となるスキームを、一般会計と企業会計の貸借関係

の整理とあわせて進めていく。その際、企業債償還の本格化に伴う今後の地域整備事業

会計の資金残高の状況を踏まえ、一般会計からの償還を優先的に実施する。 

    ③ 水道用水供給事業・工業用水道事業 

      「アセットマネジメント推進計画」に基づく計画的な修繕・更新を推進するなど、水道

用水・工業用水の安定供給を図るとともに、水道事業については、県内水道事業体の広域

連携等の取組を推進する。 

    ④ 地域創生整備事業 

      地域の振興、県民福祉の向上に向け、独立採算を維持しながら、健康、環境、観光、教

育、産業、都市再生などの分野について、ポストコロナの産業動向等を見据え、新たな取

組を推進する。 

    ⑤ 青野運動公苑 

      新たな利用者確保に向けた取組の推進などにより、健全経営を確保する。 

    ⑥ 一般会計との貸借関係 

      長期収支を踏まえつつ、一般会計と企業会計の貸借関係の整理を進める。その際、企業

債償還の本格化に伴う今後の地域整備事業会計の資金残高の状況を踏まえ、一般会計から

の償還を優先的に実施する。 

   (2) 病院局 

    ① 経営改革の推進 

      「第４次病院構造改革推進方策」に基づき、地域医療機関との連携強化等による収入の

確保、診療材料費の削減等による費用の抑制などに取り組む。 

      病院事業全体での黒字経営に向けて、新型コロナウイルス感染症対応と通常医療との両

立を図りながら、経営再生本部など、各病院と病院局が一体となった経営改善を推進し、

持続可能な経営の確保に取り組む。 

    ② より良質な医療の提供 

     ア 県立病院の新型コロナウイルス感染症対策 

       感染症指定医療機関を中心に、重症者を含む新型コロナウイルス感染症患者の積極的

な受け入れに全力で取り組むとともに、課題等については十分に検証し、それらを基に

病院運営における必要な見直しを行う。 
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     イ 診療機能の高度化・効率化 

       計画的な建替整備等により、診療機能の高度化・効率化を推進する。 

     ウ 再編・ネットワーク化 

       地域医療構想調整会議の議論等を踏まえ、必要な診療機能の見直し等を実施するとと

もに、ICT等の活用により、他の医療機関との情報ネットワーク化や遠隔診療を推進す

る。 

    ③ 運営体制・基盤の確保 

      政策医療の安定的かつ継続的な提供、新病院整備に伴う診療機能の高度化等に対応する

ため、医師確保対策、看護師確保対策の取組を推進する。 

   (3) 流域下水道事業 

    ① 持続可能な事業運営の推進 

     ア 施設更新・維持管理については、経営戦略等の計画を踏まえ、計画的・効率的に推進

する。 

     イ 国提案や下水道協会要望などの機会を最大限に活用した要望活動の継続的な実施によ

り、必要な予算の確保につなげる。 

    ② 自立・安定的な経営の確保 

      経営戦略の中間年度となる令和５年度に、事業費等の見直しを実施する。 

   (4) 公社等 

    ① 公社等のあり方の見直し 

      社会経済情勢の変化や県民ニーズ、民間活力の積極的活用や民間との役割分担を踏まえ、

公社等が担う行政サービスの必要性を検証し、県の公社等に対する財政支出や人的支援の

適正化を図るため、公社等のあり方について存廃も含めてゼロベースで見直しを行う。 

    ② 公社等の運営の見直し 

      引き続き存続する公社等においても、真に遂行すべき事業に重点化を図るとともに、執

行体制等を見直し、運営の更なる効率化を図る。また、運営の透明性の向上に向けた取組

を推進する。 

     ア 経営の安定化 

       安定した経営を維持するため、執行体制や事業の見直しなど運営の合理化・効率化を

推進する。 

     イ 職員数の見直し 

       環境の変化や、公社等の職員構成等の個別事情等を踏まえ、職員を適正に配置する。 

     ウ 給与の見直し 

       県の取組を踏まえつつ、公社等の経営状況等に応じて適宜適切に見直しを行う。 
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     エ 県財政支出の見直し 

       県からの委託、補助事業等の検証や指定管理施設の原則公募化、事業の重点化等によ

り、公社等への県財政支出の見直しを行う。 

     オ 運営の透明性の向上 

       情報公開や契約手続の適正化を徹底するとともに、監査体制の強化など経営の透明性

の向上を図る。 

    ③ 第三者委員会による点検・評価 

      外部有識者等で構成する第三者委員会において、専門的見地から公社等の今後のあり方

等について、指導・助言等を行う。 

   (5) 兵庫県公立大学法人 

    ① 魅力ある大学づくりの推進 

     ア 第二期中期目標の達成に向けた取組の推進 

       兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の２大学がそれぞれの特色を生かしつつ、

相乗効果を発揮できるよう、円滑な運営を推進する。 

     イ 兵庫県立大学 

      (ｱ) 教育・研究充実のための大学改革の推進 

        平成31年４月に再編した学部、令和３年４月に統合・再編した大学院を完成年次ま

で着実に運営するほか、姫路工学キャンパスの整備や新型コロナの影響を踏まえた教

育改革などを推進し、教育・研究の充実を図る。 

      (ｲ) 産学官連携など社会貢献の充実強化 

        新長田のリカレント拠点の整備など社会貢献機能強化に向けた取組を推進する。 

     ウ 芸術文化観光専門職大学 

      (ｱ) 芸術文化及び観光の双方の視点を活かした教育・研究の推進 

        令和３年４月に開設した教育課程を完成年度まで着実に運営するため、中期目標・

中期計画に定める取組を推進し、地域に根ざした教育研究活動を展開する。 

      (ｲ) 大学を核とした地域連携による社会貢献の推進 

        地域の企業・団体、行政、地域住民等多様な主体と協働しながら貢献に関する取組

を推進する。 

    ② 自律的、効率的な管理運営体制の確保 

     ア 一法人複数大学制による運営の実施 

       両大学の情報共有や経営資源の相互利用などの連携を進め、教育・研究・社会貢献の

各分野における高度化や相乗効果を発揮させる。 

     イ 大学の魅力向上に向けた戦略的な運営体制の確保 

       理事長、学長の連携を強化しながら、大学の魅力向上に向けた戦略的な経営を、設置
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者である県と密接に連携しながら推進する。 

     ウ 教職員の適正配置の推進 

       計画的な定員管理を進める中で、新陳代謝や質向上を図り、大学改革等に必要な人材

を確保し適正に配置する。また、人員配置の適正化や教職員の任用形態の多様化の検討

を行う。 

     エ 持続可能な財務構造の維持 

       設置者である県からの運営交付金等の算定基準に基づく適切な財務管理を行うととも

に、大学としても共同研究や受託研究など自主財源の獲得に積極的に取り組み、持続可

能な財務構造を維持する。 

 

 Ⅴ 行政運営 

  １ 組織 

   (1) 本庁 

    ① 部 

      政策課題への的確な対応、所掌範囲と責任の所在の明確化、施策の効率的・効果的な執

行が図られる部の体制とするため、特定分野を担当する部長の職を廃止し、部制条例で規

定する「部」に再編し、本庁５部体制から12部体制へと見直す。 

    ② 局・課室 

      部長を中心とする責任体制を構築し、責任所在の明確化と柔軟に課題対応する仕組みづ

くりとして「部-課」制を基本としつつ、必要に応じて部の下に「局（室）」を設置する。 

      また、臨時的又は時限的な行政課題に柔軟かつ効率的に対応するために設置しているタ

スクフォースは、進捗に応じて整理・見直しを図る。 

     ア 局 

       業務の性質上必要な場合は、部の下に「局（室）」を設置する。 

     イ 課室 

      (ｱ) 多様化・複雑化する行政課題に、的確かつ迅速に対応するとともに、総務事務等を

集中的に処理できる効率的な規模となるよう課室の大括り化を実施する。 

      (ｲ) ボトムアップ型県政の推進には、各部の政策立案・調整機能の向上が必要であるこ

とから、見直し後の各部に総務担当課を設置し、総務機能を強化する。 

      (ｳ) その他、政策課題への適切な対応を図るため、施策推進に応じて、新設・再編を行

う。 

    ③ 本部体制 

      横断的な政策課題に柔軟かつ機動的な対応を図るため、本部体制を積極的に活用しつつ、

必要性の低下した本部は見直し（統合、再編、廃止）を図る。 
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   (2) 地方機関 

    ① 県民局・県民センター組織の見直し 

     ア 現地解決型の総合事務所体制としての県民局・県民センター体制を基本とし、市町行

政体制の進展や地域の実情等を踏まえつつ、地域課題に総合的かつ的確に対応する体制

とする。 

       なお、本庁５部体制の見直しを踏まえ、県民局・県民センター体制のあり方について、

今後、見直しを検討する。 

     イ 阪神南県民センターと阪神北県民局については、「阪神南県民センター・阪神北県民

局の統合方針」に基づき「阪神県民局」としての統合に向け取り組んできたが、本県の

財政状況やコロナ禍による働き方の変革などを踏まえ、伊丹庁舎の整備及び阪神県民局

としての統合は一旦凍結し、「阪神県民局」としての統合は、これまでの統合方針やコ

ロナ禍に起因する社会環境の変化等も踏まえながら、県民局・県民センター体制の今後

の見直しの中で検討する。 

     ウ 県民局・県民センターの各事務所については、地域の特色を活かした施策の推進、効

果的・効率的な県民サービスの提供、業務の専門性・機動性の向上等が図られる体制と

する。 

       なお、県民局・県民センター体制の見直しに合わせ、人口減少、広域課題への対応な

ども踏まえた見直しを検討する。 

    ② その他地方機関 

     ア 特定の行政課題に的確に対応できるよう、効率的・効果的な県民サービスの提供、業

務の専門性・機動性の向上等が図られる体制とする。 

     イ 中核市への児童相談所の移管の働きかけや、こども家庭センターの新たな一時保護所

の整備、中央こども家庭センターの現地建替、移転については、引き続き検討する。 

   (3) 教育委員会 

    ① 本庁 

      「ひょうご教育創造プラン」を着実に推進するため、高等学校教育、義務教育、特別支

援教育などにおける教育課題等に横断的に取り組める体制の構築に取り組む。 

    ② 教育事務所 

      ６教育事務所体制を基本とし、市町教育委員会、学校における様々な学校問題（いじめ

や不登校、体罰や教職員の非違行為、保護者対応等）に総合的に支援できる体制の構築を

検討する。 

      なお、市町との役割分担等を踏まえつつ、あり方については引き続き検討する。 

    ③ その他 

      今後一層期待される生涯教育や生涯スポーツの発展に対応できるよう、教育委員会と知
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事部局との役割分担を踏まえた推進体制の構築を検討する。 

   (4) 警察 

    ① 警察本部 

      治安情勢の変化等を踏まえ、専門的かつ広域的に対応できる体制の整備と充実を図る。 

    ② 警察署 

      「警察署等再編整備計画」に基づき、概ね３年後をめどに警察署再編地域の治安情勢を

検証し、更なる対策の要否を検討する。 

    ③ 交番・駐在所 

      業務負担の低い交番・駐在所の再編整備や、社会情勢の変化を踏まえた勤務形態の在り

方を検討する。 

   (5) その他行政委員会等 

     行政運営の公正を期するため設置された各行政委員会の設置目的を踏まえながら、引き続

き、各々の特性に応じた専門性が発揮できる事務局の体制とする。 

  ２ 職員 

   (1) 定員 

    ① 職員 

     ア 一般行政部門については、平成30年４月１日の職員数を基本としつつ、新たな行政課

題・行政需要の変化に的確に対応できる業務執行体制を確保する。定年引上げ期間中に

おいては、一定の新規採用を継続的に実施するとともに、年齢構成の平準化に向け、経

験者採用などを積極的に活用し、必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供でき

る体制を確保する。 

     イ 業務の効率的な執行や、職員のワーク・ライフ・バランスに留意しつつ、県民サービ

スの水準の維持・向上及び新たな行政課題や行政需要の変化に的確に対応できる人員配

置とする。 

     ウ 法令等により原則として配置基準が定められている警察官、教職員、医療職員、児童

福祉司等について、基準に基づき適正に配置する。 

    ② 再任用職員 

      業務経験やノウハウを円滑に引き継ぐため、再任用職員を積極的に活用する。 

    ③ 会計年度任用職員 

      スクラップ・アンド・ビルドの徹底や、業務のデジタル化等による業務改革を進めなが

ら、業務量に応じて適正に配置する。 

   (2) 給与 

    ① 特別職 

     ア 本県の財政状況を踏まえ一定の給与抑制措置を行う。 
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     イ 給与制度について、社会情勢や本県の財政状況、国や他の地方公共団体等の状況を踏

まえ、適切に対応する。 

    ② 一般職 

     ア 本県の財政状況を踏まえ、管理職手当の減額を行う。 

     イ 給与制度について、人事委員会勧告を尊重することを基本に、社会情勢や本県の財政

状況、国や他の地方公共団体等の状況を踏まえた見直しを行う等適切に対応する。 

     ウ 定年引上げ後の60歳に達した職員の給与等について、国及び他の地方公共団体との均

衡等を踏まえ、適切に対応する。 

   (3) 働き方改革の推進 

     働き方改革推進プラン（仮称）を策定し、テレワークやフレックスタイム制など柔軟で多

様な働き方の推進、全庁を挙げた超過勤務の縮減、休暇・休業制度の充実・取得促進等に取

り組む。 

     また、旧来の慣例・慣習による仕事を見直し、生み出した時間を創造的な政策立案に充て

るなど、県庁の働き方改革を推進する。 

    ① 柔軟で多様な働き方の推進 

      在宅勤務制度、サテライトオフィス、モバイルワーク、時差出勤、フレックスタイム制

等の充実や利用促進を図り、柔軟で多様な働き方を推進する。 

    ② 超過勤務の縮減 

      適切な労働時間の管理とともに、デジタル技術の活用等による抜本的な業務プロセスの

見直しや、総務・予算・人事など、全庁的に超過勤務の要因となっている業務の見直し、

職員研修による意識改革等を進め、超過勤務の縮減を推進する。 

    ③ 休暇・休業制度の充実・取得促進 

      「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画」に基づく男性の育児休業等の取得目標の達

成に向け、職場全体の意識改革を推進するとともに、育児・介護等と仕事の両立が図られ

るよう、休暇・休業制度の充実と取得促進に取り組む。 

   (4) 人材育成 

    ① 職員の能力向上・士気高揚 

     ア 時代に即した研修の充実や、職員の意欲と適性を踏まえたジョブローテーション、民

間等との人事交流などにより職員の能力向上を図る。 

     イ 人事評価の活用等による士気高揚に取り組み、新たな県政を担う人材を育成する。 

    ② 女性活躍の推進 

     ア 組織の多様性を推進するため、引き続き、女性職員の職域の拡大、キャリア形成を意

識した人事配置に努める。 

     イ 職場でのOJT強化、女性ロールモデルの情報発信のほか、女性管理職同士のネットワー
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クづくりやキャリアアップ研修を充実させる。 

    ③ 多様な人材の積極的な登用 

     ア 年齢構成の平準化と多様な人材の確保に向けて、経験者採用試験を積極的に活用する。 

     イ 多様化・複雑化する行政課題に的確に対応していくため、外部の優れた知見や民間ノ

ウハウが活かせる分野・事業において、外部専門人材等の県政への参画を積極的に促進

する。 

  ３ 業務改革 

   (1) 抜本的な業務プロセスの見直し 

     書面・対面規制や公印の見直しなど業務プロセス改革を推進するとともに、行政手続オン

ライン化の着実な推進や、公印のデジタル化、キャッシュレス決済の推進等に取り組み、県

民等の利便性向上と職員の業務効率化の両立を図る。 

   (2) 先端ICTの積極的活用 

     AI（Chatbot）・RPAによる定型業務の効率化、オンライン会議等による会議運営の省力化、

在宅勤務用システムやタブレット等を活用したテレワークにより業務を効率化するとともに、

ビッグデータを用いた施策立案の高度化やAI・IoT等のICT活用施策の拡充・拡大により質の

高い行政運営を推進する。 

   (3) 外部人材の活用及び職員のデジタルリテラシーの向上 

     外部人材の指導・助言によりデジタル技術を活用した行政施策を推進する。また、行政課

題の解決にデータを利活用する研修を実施し、行政サービスの向上や政策立案の高度化を支

援する。 

   (4) 組織風土の醸成 

     業務改革に取り組む組織風土や、職員の改革マインドを醸成し、全庁一丸となって業務改

革を推進し、イノベーション型行財政運営の実現を目指す。 

  ４ 地方分権への取組 

   (1) 地方分権改革の推進 

    ① 国から地方への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し、自治立法権の拡充・強

化や地方の負担となっている計画策定に関する規定の見直し等に向け、本県独自の働きか

けに加え、全国知事会、関西広域連合や県地方六団体等とも連携を図りつつ、国への働き

かけを積極的に推進する。 

    ② 地方税財源の充実強化に向け、地方一般財源総額の充実確保、地方税体系の抜本的な見

直し、デジタル化社会の実現に向けた税財政措置等を要請する。 

    ③ 市町における専門人材の確保育成を図るため、人事交流や併任等を必要に応じて実施し、

市町の意向や受入体制を勘案しつつ、県から市町への権限移譲を推進する。 
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   (2) 関西広域連合による取組の推進 

    ① カウンターパート方式による大規模災害発生時の被災地支援や、関西全域をカバーする

ドクターヘリの運行など、７つの広域事務を着実に実施する。 

    ② 新型コロナウイルス感染症への広域的な対応（府県域を越えた医療連携や府県市民への

要請等の広域調整、知見の共有、国への提言等）について、構成府県市が一体となった取

組に対応する。 

    ③ 関西全域の産業競争力強化および新産業創出のため、構成府県市の公設試の連携強化を

柱とした、中堅・中小企業の新たな技術開発支援体制に向けて検討する。 

    ④ 2025年大阪・関西万博に向けた取組、延期となったワールドマスターズゲームズ関西の

開催への機運醸成等について、構成府県市で連携協力し対応する。 

    ⑤ 防災庁の創設や政府関係機関の地方移転など、国土の双眼構造の実現に向けた取組を推

進し、国からの事務・権限の受け皿たり得ることを顕示する。 

    ⑥ 中長期的な観点から、関西広域連合の今後対応すべき広域課題やその解決に相応しい体

制等について検討する。  

   (3) 規制改革の推進 

    ① 関西圏国家戦略特区、関西イノベーション国際戦略総合特区、あわじ環境未来島特区を

活用し、産業の国際競争力強化や地域活性化を推進する。また、国に対し更なる特例措置

の創設を働きかける。 

    ② 企業等の事業活動の妨げとなっている県及び県内市町独自の規制の見直しや、県民サー

ビスの向上、行政のデジタル化の推進につながる行政手続の簡素化等に取り組む。 

 

 Ⅵ 不断の改革に向けた取組 

  １ 事業レビューの導入 

    イノベーション型の行財政運営の実現を目指す取組の一環として、外部有識者の評価を加え

て施策改善を図る「事業レビュー」を導入する。また、評価結果を公表することで県政の透明

性を高め、県民ボトムアップ型県政を推進する。 

  ２ 県政改革方針の見直し 

    県政改革方針の見直しにあたっては、県議会、市町、関係団体、その他広く県民に対して 

丁寧な説明を行い、幅広い意見を取り入れながら、不断の改革に取り組む。 
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第50号議案 包括外部監査契約の締結 

 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の36第１項の規定により、令和４年度の包括外部監査

契約を次のとおり締結しようとする。 

 

 １ 契約の目的 

   包括外部監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 

 ２ 契約の始期 

   令和４年４月１日 

 

 ３ 契約の金額 

   12,000千円を上限とする額 

 

 ４ 契約の相手方 

   住 所 神戸市北区広陵町３丁目163番地の２ 

   氏 名 髙橋
たかはし

 潔弘
ゆきひろ

 

   資 格 公認会計士 
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第51号議案～第52号議案 公の施設の指定管理者の指定 

 

  公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。 

 

名 称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

兵庫県立兵庫津
ひょうごのつ

ミュー

ジアム 

 

東京都目黒区東山１丁目５番４号ＫＤＸ中

目黒ビル６階 

 アクティオ株式会社 

  代表取締役社長 淡野
あ わ の

 文孝
ふみたか

 

令和４年４月１日から 

令和７年３月31日まで 

 

 

〔指定理由〕 

(1) 県内外からの利用を促す事業展開や県内各地への周遊性を高める

取組などにより、本県の魅力を広く発信し、地域の賑わいづくりが期

待できる。 

(2) 地域住民の声を反映するとともに、周辺施設・企業等との連携によ

り、地域に根ざした施設運営が期待できる。 

(3) 多数の指定管理施設の運営実績に基づいた運営ノウハウや専門人

材の確保により、適切な管理運営が期待できる。 

兵庫県立芸術文化セン

ター 

 

神戸市中央区下山手通４丁目16番３号 

公益財団法人兵庫県芸術文化協会 

 理事長 山本
やまもと

 亮三
りょうぞう

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

(1) 当該施設開館前の準備段階から現在に至るまで、本県と一体となっ

て当該施設における事業実施や施設の管理運営に取り組んできた団

体であり、開館以降も指定管理者として優れた事業実績を有してい

る。 

(2) 芸術監督をはじめとする舞台芸術の専門家や専属の楽団など、施設

の特性を最大限に発揮できる体制が整っている。 

(3) 当該施設の管理業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理

的基礎及び技術的能力を有している。 
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健  康  福  祉  関  係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 使用料及び手数料徴収条例の一部改正 

    栄養士免許の発行について、一定の審査が必要であることから、栄養士免許の発行に係る手

数料を、栄養士免許申請の審査に係る手数料に変更する。 

  (2) 兵庫県立総合衛生学院の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    他の公立専修学校と比較し、差異が生じている兵庫県立総合衛生学院の本校（以下「本校」

という。）の授業料等について、学科ごとの他校との均衡、準拠している基準と法律上の位置付

けを踏まえ、見直しを行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 使用料及び手数料徴収条例の一部改正 

    「栄養士免許手数料」を「栄養士免許申請手数料」に改める（別表第４関係）。 

  (2) 兵庫県立総合衛生学院の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    本校の授業料、入学料及び入学考査料の額を改定することとし、当該授業料等の徴収に係る

規定の整備を行う（第４条及び別表関係）。                       

学 科 

現 行 改正案 

授業料 入学料 
入 学 

考査料 
授業料 入学料 ※ 

入 学 

考査料 

助産学科 

118,800 5,650 2,200 

150,000 
16,000 

（24,000） 
13,000 

看護学科 93,000 
16,000 

（24,000） 
4,400 

歯科衛生学科 207,000 
17,000 

（26,000） 
5,800 

   ※ 県外居住者は額を1.5倍とする。 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年４月１日。ただし、２(2)は令和６年４月１日とする。 

  (2) 経過措置 

    ２(2)に伴う必要な経過措置を定める。
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第28号議案 兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （兵庫県病院事業職員定数条例の一部改正） 

  (1) 病院事業の職員の定数について、次のとおり見直す。 

    兵庫県立はりま姫路総合医療センターの開設等に伴い、病院事業の職員の定数を増員する。 

  (2) 短時間勤務の職に再任用される職員（以下「短時間勤務再任用職員」という。）の数の上限を

改める。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 職員の定数を7,474人（現行6,525人）に増員する（第１条関係）。 

  (2) 兵庫県病院事業に従事する短時間勤務再任用職員の数の上限を75人（現行70人）に改める（附

則第４項関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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第35号議案 後期高齢者医療財政安定化基金の管理等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 保険料の未納及び給付費の伸びにより後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）

が行う後期高齢者医療の財政に不足が生じた場合において、その財政の安定化を図るため又は

保険料率の増加を抑制するため、必要な資金の交付又は貸付けを行う財源として、高齢者の医

療の確保に関する法律に基づき、本県に後期高齢者医療財政安定化基金を設置している。 

  (2) 当該基金の財源は、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政

令の規定により、広域連合の拠出金、県の繰入金及び国の負担金がそれぞれ３分の１ずつとさ

れており、広域連合の拠出金の額は、２年ごとの期間における広域連合の療養の給付等に要す

る費用の見込額に同令の規定に基づき厚生労働大臣が定める率（以下「標準拠出率」という。）

を標準として条例で定める割合（以下「条例拠出率」という。）を乗じて算定している。 

  (3) このたび、令和４年度及び令和５年度の標準拠出率が令和２年度及び令和３年度の標準拠出

率と同率に据え置かれたことに伴い、条例拠出率についても同率に据え置くとともに、現在の

当該基金の残額、(1)の資金の交付及び貸付けの実績等を勘案し、広域連合に新たな拠出金を求

めず基金を運用することとし、所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   令和４年度及び令和５年度における条例拠出率は、０とする（附則第３項関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第36号議案 歯及び口腔
くう

の健康づくり推進条例 

 

第１ 制定の理由 

 １ 歯及び口腔
くう

は、噛
か

むこと、飲み込むこと、発音することなどの人が生きる上で欠かせない機能

を担っており、歯及び口腔
くう

の健康は、生涯にわたり健康で質の高い生活を送るための基礎となる。

これを踏まえ、本県では、平成23年に健康づくり推進条例を制定し、生活習慣病等の健康づくり、

歯及び口腔
くう

の健康づくり並びに心の健康づくりを柱として、県民の総合的な健康づくりを進めて

きた。 

 ２ 近年、口腔
くう

機能の衰えが、心身の機能を低下させること、ひいては介護を要する状態となる原

因となることが明らかになった。このことから、口腔
くう

機能の衰えに早期に気付き、改善し、及び

未然に防ぐことにより口腔
くう

機能を維持するオーラルフレイル対策が進められてきている。また、

障害者、介護を要する者等に対する適切な口腔
くう

衛生の管理及び口腔
くう

機能の維持向上のための支援

が、誤嚥
えん

性肺炎の予防及びこれらの者の健康の保持増進に寄与することも明らかになってきた。 

 ３ 歯及び口腔
くう

の健康は、子どもの健やかな成長の促進や、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予

防など、全身の健康に重要な役割を果たしている。人生100年時代を見据え、乳幼児期から高齢期

まで、生涯にわたる切れ目のない歯及び口腔
くう

の健康づくりを更に推進するとともに、災害の発生

や感染症のまん延による社会環境の変化に応じて、歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進のための体制

を整備していく必要がある。 

 ４ このような状況に鑑み、県民一人一人の主体的な歯及び口腔
くう

の健康づくりを促すとともに、全

ての県民が、その居住する地域にかかわらず、年齢、性別、心身の状態その他の事情に応じて、

適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる体制を整備し、県、市町、歯科医療関

係者、医療関係者、教育保育関係者、福祉関係者、食育関係者、事業者、医療保険者その他の関

係者が相互に連携を図りながら、県民の生涯にわたる歯及び口腔
くう

の健康づくりをより一層推進し

ていくため、この条例を制定しようとする。 

 

第２ 制定の概要 

 １ 基本方針（第１条関係） 

  (1) 歯及び口腔
くう

の健康づくりは、生涯にわたる健康づくりのため、むし歯、歯周病、口腔
くう

がんそ

の他の歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の推進並びに口腔
くう

機能の維持向上に総合的に取

り組むことにより推進されなければならないものとする。 

  (2) 歯及び口腔
くう

の健康づくりは、その居住する地域にかかわらず、年齢、性別、心身の状態その

他の事情に応じた歯科保健医療サービスの提供及び必要な支援が受けられるよう推進されなけ

ればならないものとする。 

  (3) 歯及び口腔
くう

の健康づくりは、県、市町、歯科医療関係者、医療関係者、教育保育関係者、福

祉関係者、食育関係者、事業者、医療保険者その他の関係者及び県民の参画と協働により推進
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されなければならないものとする。 

 ２ 定義（第２条関係） 

   この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 

  (1) 歯科医療関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療等業務（歯科口腔
くう

保

健の推進に関する法律に規定する歯科医療等業務をいう。）に従事する者をいう。 

  (2) 医療関係者 医療に関する業務に従事する者（歯科医療関係者を除く。）をいう。 

  (3) 教育保育関係者 教育又は保育に関する業務に従事する者であって、歯及び口腔
くう

の健康づく

りに関わるものをいう。 

  (4) 福祉関係者 介護、社会福祉又は障害福祉に関する業務に従事する者であって、歯及び口腔
くう

の

健康づくりに関わるものをいう。 

  (5) 食育関係者 栄養指導、食生活に関する相談その他の食育の推進に係る活動に携わる者であ

って、歯及び口腔
くう

の健康づくりに関わるものをいう。 

  (6) 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。 

  (7) 医療保険者 高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」という。）に規

定する保険者及び後期高齢者医療広域連合をいう。 

 ３ 県の責務（第３条関係） 

  (1) 県は、１に定める基本方針（以下「基本方針」という。）にのっとり、歯及び口腔
くう

の健康づ

くりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。 

  (2) 県は、地域の特性に応じた歯及び口腔
くう

の健康づくりを推進するため、市町、歯科医療関係者、

医療関係者、教育保育関係者、福祉関係者、食育関係者、事業者、医療保険者その他の関係者

と相互に連携を図りながら、歯科保健医療サービスの提供体制の整備その他必要な措置を講ず

るものとする。 

 ４ 市町の責務（第４条関係） 

   市町は、基本方針にのっとり、歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に携わる人材の確保等の体制の

整備その他のその地域の特性に応じた歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及

び実施するよう努めるものとする。 

 ５ 歯科医療関係者等の責務（第５条関係） 

  (1) 歯科医療関係者は、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するとともに、教育保育関

係者、福祉関係者、食育関係者、事業者、医療保険者その他の関係者による歯及び口腔
くう

の健康

づくりの推進に関する取組に協力し、当該取組を促進するための知識の普及啓発に努めるもの

とする。 

  (2) 医療関係者は、医科及び歯科相互間の疾患の予防及び治療における連携及び情報の共有を図

って、歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるものとする。 

  (3) 教育保育関係者は、乳幼児、児童、生徒又は学生の歯及び口腔
くう

の健康状態に注意するととも

に、これらの者の適切な食習慣及び歯磨きの習慣の定着に資する取組の実施、歯科健診を受け
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る機会の確保その他の歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるものとする。 

  (4) 福祉関係者は、障害者、介護を要する者その他の福祉サービスを必要とする者の口腔
くう

衛生の

管理に努めるとともに、これらの者が適切に歯科保健医療サービスを受けられる体制の整備そ

の他の歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるものとする。 

  (5) 食育関係者は、その活動を通じて、県民の健全な食生活の実現及び適切な食習慣の定着に努

めるものとする。 

  (6) 歯科医療関係者、医療関係者、教育保育関係者、福祉関係者、食育関係者その他の関係者は、

県及び市町が実施する歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 ６ 事業者及び医療保険者の責務（第６条関係） 

  (1) 事業者は、その従業員に対する歯科保健医療サービスを受ける機会の確保並びに歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に努めるものとする。 

  (2) 医療保険者は、医療保険加入者（高齢者医療確保法に規定する加入者及び被保険者をいう。

以下同じ。）が歯科保健医療サービスを受ける機会の確保その他医療保険加入者の歯及び口腔
くう

の

健康づくりの推進に努めるものとする。 

  (3) 事業者及び医療保険者は、県及び市町が実施する歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に関する施

策に協力するよう努めるものとする。 

 ７ 県民の責務（第７条関係） 

  (1) 県民は、歯及び口腔
くう

の健康づくりが全身の健康の維持増進に寄与することを踏まえ、自ら歯

及び口腔
くう

の健康に関する知識と理解を深め、歯及び口腔
くう

の健康づくりに努めるものとする。 

  (2) 県民は、定期的に歯科健診を受け、歯科医師及び歯科衛生士に適宜相談をすることにより自

らの歯及び口腔
くう

の状態を把握するとともに、必要に応じて歯科医療又は保健指導を受けること

によりその状態の改善に努めるものとする。 

  (3) 父母その他の保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する

ものをいう。）は、子どもの歯及び口腔
くう

の健康状態に注意し、子どもの歯科疾患の予防及び早

期治療、適切な食習慣及び歯磨きの習慣の定着、口腔
くう

機能の健やかな発達の促進その他の子ど

もの歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進に取り組むよう努めるものとする。 

 ８ 生涯にわたる歯及び口腔
くう

の健康づくり（第８条関係） 

   県は、生涯にわたる歯及び口腔
くう

の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項に関する施策を

実施するものとする。 

  (1) 県民の生涯にわたる全身の健康づくりのため、県民が歯及び口腔
くう

の健康づくりに主体的に取

り組むための情報の提供、知識の普及啓発及び意識の向上 

  (2) かかりつけの歯科医を持つこと並びに定期的な歯科健診の受診及び必要に応じた歯科医療又

は保健指導を受けることの促進 

  (3) 食育を通じた健全な食生活の実現及び適切な食習慣の定着 
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  (4) 喫煙による歯及び口腔
くう

の健康への悪影響の防止 

 ９ 妊産婦に対する歯及び口腔
くう

の健康づくり（第９条関係） 

   県は、母体の健康の保持並びに胎児及び乳児の健全な発育のため、妊産婦を対象とした歯科健

診及び保健指導の充実に関する施策を実施するものとする。 

 10 乳幼児期及び学齢期における歯及び口腔
くう

の健康づくり（第10条関係） 

   県は、子どもの健やかな成長を促し、乳幼児期及び学齢期における歯及び口腔
くう

の健康づくりを

推進するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。 

  (1) フッ化物を用いること等の科学的根拠に基づくむし歯の予防 

  (2) 適切な食習慣及び歯磨きの習慣を定着させるための保健指導及び健康教育の充実による歯肉

炎の予防 

  (3) 食育を通じて十分に咀嚼
そしゃく

して食べる習慣を定着させること等による口腔
くう

機能の健やかな発達

の促進 

 11 青年期及び成人期における歯及び口腔
くう

の健康づくり（第11条関係） 

   県は、青年期及び成人期における歯及び口腔
くう

の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項に

関する施策を実施するものとする。 

  (1) 糖尿病その他の生活習慣病の重症化を予防する観点からの歯周病の予防、早期発見及び症状

改善に関する取組の促進 

  (2) むし歯、歯周病、口腔
くう

がんその他の歯科疾患の予防及び早期発見のための定期的な歯科健診

及び保健指導を受ける機会の確保 

 12 高齢期における歯及び口腔
くう

の健康づくり（第12条関係） 

   県は、高齢期における歯及び口腔
くう

の健康づくりを推進するため、次に掲げる事項に関する施策

を実施するものとする。 

  (1) むし歯又は歯周病による歯の喪失の予防 

  (2) オーラルフレイル対策（心身の機能の低下につながる口腔
くう

機能の低下を早期に把握し、回復

させ、及び未然に防ぐための取組をいう。以下同じ。）の推進並びにオーラルフレイル対策の

重要性に関する知識の普及及び啓発 

  (3) 口腔
くう

機能の維持向上を通じた介護予防（介護保険法に規定する介護予防をいう。）に関する

取組の促進 

 13 口腔
くう

衛生の管理及び口腔
くう

機能の維持に配慮を要する者に対する歯及び口腔
くう

の健康づくり（第13

条関係） 

   県は、口腔
くう

衛生の管理及び口腔
くう

機能の維持に配慮を要する者に対する歯及び口腔
くう

の健康づくり

を推進するため、次に掲げる事項に関する施策を実施するものとする。 

  (1) 心身に障害のある者、介護を必要とする者、退院支援（退院後の適切な療養のための支援を

いう。）を必要とする者、認知症である者、医療的ケア児（医療的ケア児及びその家族に対す

る支援に関する法律に規定する医療的ケア児をいう。）その他の口腔
くう

衛生の管理及び口腔
くう

機能
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の維持に配慮を要する者が、適切に口腔
くう

衛生の管理、歯科健診、歯科医療及び保健指導を受け

られる体制の整備並びにこれらの者の介護又は支援に携わる者に対する支援 

  (2) 誤嚥
えん

性肺炎（嚥
えん

下に伴う肺炎をいう。）を予防するための適切な口腔
くう

衛生の管理及び口腔
くう

機

能の維持向上 

  (3) 健康状態の悪化の原因となる栄養不足の予防のための口腔
くう

機能の維持向上 

  (4) 多職種連携（歯科医療関係者、医療関係者、教育保育関係者、福祉関係者、食育関係者その

他の関係者の連携をいう。）の体制の整備及び地域包括ケアシステム（地域における医療及び

介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する地域包括ケアシステムをいう。）の構築 

 14 歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進のための体制の整備（第14条関係） 

   県は、歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進のための体制を整備するため、次に掲げる事項に関する

施策を実施するものとする。 

  (1) 居住する地域にかかわらず、適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる体制

の整備 

  (2) 歯及び口腔
くう

の健康づくりに携わる人材の安定的な確保、養成及び資質の向上 

  (3) 周術期（手術の前後にわたる期間をいう。）の患者及びがん、糖尿病その他の疾患を有する

患者の口腔
くう

機能の管理を適切に行うための医療関係者と歯科医療関係者の連携の推進及びかか

りつけの診療所の歯科医と病院の専門医の連携の推進 

  (4) 災害の発生時又は感染症のまん延時における中長期的な歯科保健医療サービスの提供体制の

確保及び当該提供体制の平時からの整備 

 15 実態調査等（第15条関係） 

   県は、歯及び口腔
くう

の健康づくりの取組状況、歯科疾患に関する実態並びに健康づくり推進条例

に規定する基本計画及び実施計画の進捗を把握するため、おおむね５年ごとに調査を実施し、当

該調査の結果を、歯及び口腔
くう

の健康づくりに関する施策に反映させるものとする。 

 16 その他歯及び口腔
くう

の健康づくりの推進のための措置（第16条関係） 

   ８から15までに定めるもののほか、県、市町、歯科医療関係者、医療関係者、教育保育関係者、

福祉関係者、食育関係者、事業者、医療保険者その他の関係者は、歯及び口腔
くう

の健康づくりを推

進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 17 啓発月間（第17条関係） 

   県は、県民の間に広く歯及び口腔
くう

の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、歯及

び口腔
くう

の健康づくりが積極的に行われるようにするため、歯及び口腔
くう

の健康づくりに関する啓発

月間を設けるものとする。 

 18 財政上の措置（第18条関係） 

   県は、歯及び口腔
くう

の健康づくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるもの

とする。 
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 19 補則（第19条関係） 

   この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。 

 

第３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第46号議案 兵庫県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 医師の確保により安定的かつ継続的に専門医療を提供する体制が整ったことに伴い、兵庫県

立淡路医療センターの診療科目について所要の整備を行う。 

  (2) 兵庫県立はりま姫路総合医療センターにおける精神病床の確保のため、兵庫県立ひょうごこ

ころの医療センターにおける病床を削減する。 

  (3) 近年の患者の動向の変化等を考慮し効率的な病院運営を図るため、兵庫県立がんセンターに

おける病床を削減する。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 兵庫県立淡路医療センターの診療科目に、糖尿病・内分泌内科を追加する（第２条関係）。 

  (2) 兵庫県立ひょうごこころの医療センターの病床数を462床（現行478床）とする（第２条関係）。 

  (3) 兵庫県立がんセンターの病床数を360床（現行400床）とする（第２条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第53号議案 公の施設の指定管理者の指定 

 

  公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。 

 

名 称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

兵庫県立障害児者リハ

ビリテーションセンタ

ー 

 

大阪市城東区
じょうとうく

東中浜
ひがしなかはま

１丁目５番１号 

社会医療法人大道会
おおみちかい

 

 理事長 大道
おおみち

 道大
みちひろ

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

(1) 長年にわたる脳性麻痺等の肢体不自由児者に対する診療やリハビ

リテーション治療の提供、医療ソーシャルワーカーによる障害児者や

その家族に対する支援業務等の優れた実績を有しており、センター開

設以降も指定管理者として適切に管理運営している。 

(2) 当該施設は無床診療所であるため、患者に入院による集中リハビリ

や手術が必要な場合、これに対応可能な病院と連携する必要がある

が、社会医療法人大道会が運営するボバース記念病院は、センターに

近接するとともに、乳児から高齢者まで幅広い年齢を対象に継続的な

治療を行っており、相互の連携を通じたセンターの発展が期待でき

る。 
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産  業  労  働  関  係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

   職業能力開発促進法施行令の一部改正により、技能検定のうち陶磁器製造の職種が廃止される

ことに伴い、関係規定について所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

   技能検定試験手数料のうち、陶磁器製造の職種に係る手数料を廃止する（別表第３関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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農  政  環  境  関  係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由         

 （使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

  (1) 家畜商免許の発行について、一定の審査が必要であることから、家畜商免許の発行に係る手

数料を、家畜商免許の申請の審査に係る手数料に変更する。 

  (2) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行により、畜舎等の建築及び利用に関する

計画に係る認定手続が規定されたことを踏まえ、同法の制定により生じる認定事務について、

認定手数料等の額を定める。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 「家畜商免許手数料」を「家畜商免許申請手数料」に改める（別表第４関係）。 

  (2) 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に関する手数料 

   ア 畜舎建築利用計画認定申請手数料を次のとおり定める。 

    (ｱ) 床面積の合計が3,000㎡以内のもの ：１件につき6,300円 

    (ｲ) 床面積の合計が3,000㎡を超えるもの 

      指定確認検査機関による適合証が添付されている場合：１件につき7,700円 

      3,000㎡超え10,000㎡以内 ：１件につき228,700円 

      10,000㎡超え50,000㎡以内：１件につき345,700円 

      50,000㎡超え      ：１件につき616,700円 

   イ 畜舎建築利用計画変更認定申請手数料を次のとおり定める。 

    (ｱ) 床面積の合計が3,000㎡以内のもの ：１件につき6,300円 

    (ｲ) 床面積の合計が3,000㎡を超えるもの： 

      （技術基準審査が必要な変更） 

       指定確認検査機関による適合証が添付されている場合：１件につき7,700円 

       3,000㎡超え10,000㎡以内 ：１件につき228,700円 

       10,000㎡超え50,000㎡以内：１件につき345,700円 

       50,000㎡超え      ：１件につき616,700円 

      （技術基準審査が不要な変更） 

       １件につき7,700円 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日
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第37号議案 兵庫県立自然公園条例の一部を改正する条例 

 

 第１ 制定の理由 

  １ 自然公園法（以下「法」という。）は、国立公園等についてその保護及び利用に関して必要な

事項を定め、都道府県立自然公園については、都道府県の条例でその保護及び利用に関して必

要な事項を定めることとされている。 

  ２ このたび、法の一部改正により、地域の主体的な取組による国立公園等の利用の増進を図る

ため、利用拠点の質の向上及び質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の

認定に係る制度が創設されること等を踏まえ、県立自然公園についても、同様の制度を創設す

る等所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

 第２ 制定の概要 

  １ 利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設 

   (1) 利用拠点整備改善協議会の設置（改正後の第７条の７関係） 

     自然公園の区域をその区域に含む市町は、単独で又は共同して、公園事業に係る施設の整

備改善を中心とした自然公園の利用のための拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な

協議を行うための協議会（以下「利用拠点整備改善協議会」という。）を組織することができ

るものとする。 

   (2) 利用拠点整備改善計画の認定（第７条の８及び第７条の９関係） 

     利用拠点整備改善協議会の構成員である市町及び利用拠点整備改善事業を実施しようとす

る者は、共同で、利用拠点整備改善計画について知事の認定及び変更の認定を申請すること

ができるものとし、知事は、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が要件のいずれにも適合

するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

   (3) 認定の取消し（第７条の10関係） 

     知事は、(2)の認定を受けた利用拠点整備改善計画が要件に適合しなくなったと認めるとき

は、その認定を取り消すことができるものとする。 

   (4) 公園計画の変更等の提案（第６条の２及び第６条の３関係） 

     利用拠点整備改善協議会は、知事に対し、利用拠点整備改善計画の作成のために必要な公

園計画の変更又は公園事業の決定若しくは変更を提案することができるものとする。 

   (5) 行為の許可等の特例（第７条の11、第９条、第９条の２及び第11条関係） 

     (2)の認定を受けた利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業については、公園事

業の執行の認可等及び特別地域等における行為の許可等を要しないものとする。 

   (6) 報告徴収及び立入検査（第７条の12関係） 

     (2)の認定を受けた者に対する知事の報告徴収、立入検査等の権限を定める。 
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  ２ 質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設 

   (1) 自然体験活動促進協議会の設置（第15条の６関係） 

     自然公園の区域をその区域に含む市町は、単独で又は共同して、質の高い自然体験活動の

促進に関し必要な協議を行うための協議会（以下「自然体験活動促進協議会」という。）を組

織することができるものとする。 

   (2) 自然体験活動促進計画の認定（第15条の７及び第15条の８関係） 

     自然体験活動促進協議会の構成員である市町及び自然体験活動促進事業を実施しようとす

る者は、共同で、自然体験活動促進計画について知事の認定及び変更の認定を申請すること

ができるものとし、知事は、当該申請に係る自然体験活動促進計画が要件のいずれにも適合

するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

   (3) 認定の取消し（第15条の９関係） 

     知事は、(2)の認定を受けた自然体験活動促進計画が要件に適合しなくなったと認めるとき

は、その認定を取り消すことができるものとする。 

   (4) 公園計画の変更の提案（第６条の２関係） 

     自然体験活動促進協議会は、知事に対し、自然体験活動促進計画の作成のために必要な公

園計画の変更を提案することができるものとする。 

   (5) 行為の許可等の特例（第９条、第９条の２及び第11条関係） 

     (2)の認定を受けた自然体験活動促進計画に係る自然体験活動促進事業については、特別地

域等における行為の許可等を要しないものとする。 

   (6) 報告徴収及び立入検査（第15条の10関係） 

     (2)の認定を受けた者に対する知事の報告徴収、立入検査等の権限を定める。 

  ３ 利用のための規制の強化 

   (1) 利用のための規制（第15条関係） 

     自然公園の特別地域又は集団施設地区内における規制の対象となる行為に、野生動物（鳥

類又は哺乳類に属するものに限る。）に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼ

す行為であって、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを追加する。 

   (2) 罰則（第31条及び第34条関係） 

    ア 特別地域内における行為の許可に違反した者に対する罰則を、１年以下の懲役又は100

万円以下の罰金（現行：６月以下の懲役又は50万円以下の罰金）に引き上げる。 

    イ 次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処す

るものとする。 

     (ｱ) １(6)又は２(6)の知事の報告徴収、立入検査等に係る報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 
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     (ｲ) 職員の指示に従わないで、みだりに、(1)の行為をしたとき。 

  ４ その他 

   (1) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報の収集、助言指導等の業務を、公園

管理団体が行う業務から、公園管理団体が行うことができる業務に変更する（第23条関係）。 

   (2) 県は、自然公園の利用の増進に資するため、自然公園に関する情報の提供及び普及宣伝を

行うように努めるものとする（第29条の２関係）。 

   (3) その他所要の整備を行う（目次、第５条、第６条、第７条、第７条の３、第10条、第13条、

第16条、第22条、第24条及び第31条から第34条まで関係）。 

 

 第３ 施行期日 

    令和４年４月１日 

 

第48号議案 日本海西部地区直轄特定漁港漁場整備事業に係る費用の一部

を県が負担することについての同意 

 

  日本海西部地区直轄特定漁港漁場整備事業に関する費用の一部について、国から次のとおり県の

負担を求められていることについて同意しようとする。 

 

 １ 事業名 

   日本海西部地区直轄特定漁港漁場整備事業 

 

 ２ 本県負担額（予定） 

   46,354,904円 

 

 ３ 負担額の算出方法 

  (1) 令和４年度事業費（概算決定額） 

    384,688,000円 

  (2) 関係県負担額 

    事業費に100分の25を乗じて得た額 

  (3) 関係県の負担割合 

    対象魚種（ズワイガニ、アカガレイ）の各県の５ヶ年の平均陸揚量の比をもって、各県の負

担割合とする。 

 兵庫県 鳥取県 島根県 

負担割合 48.2％ 45.5％ 6.3％ 
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第54号議案 公の施設の指定管理者の指定 

 

  公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。 

 

名 称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

兵庫県立公園あわじ花

さじき 

明石市明石公園１番27号 

公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 

 理事長 石井
い し い

 孝一
こういち

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

(1) 県立都市公園等の管理運営に関する実績が多数あるとともに、優れ

た植栽管理技術や健全な経営基盤を有する。 

(2) 他の施設にはない広大な花畑を、年間通じて安定的に維持するため

に必要な、花畑の地形・土壌特性を熟知しているとともに、優れた技

術、ノウハウおよび人材を有する。 

(3) 近隣に位置する花緑施設や県立公園を複数管理運営しており、あわ

じ花さじきと合わせた一体的な管理運営により、地域の観光振興・地

域活性化への寄与が期待できる。 
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建   設   関   係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （使用料及び手数料徴収条例の一部改正） 

  (1) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、宅地建物取引士資格試験手数

料が7,000円から8,200円に増額されることに伴い、宅地建物取引士資格試験手数料を改める。 

  (2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正により、マンションの管理組合が

作成するマンションの管理計画で一定の基準を満たすものについては、申請に基づき、マンシ

ョン管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長から認定を受けることができる制度が創設

されたことから、同法に関する手数料を新設する。 

  (3) 建築基準法施行規則に定める建築計画概要書等の写しの交付請求について、即日交付の対応

を可能にするため、建築計画概要書等の写しを交付するための手数料を新設する。 

  (4) 租税特別措置法の一部改正に伴い、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 宅地建物取引士資格試験手数料を、7,000円から8,200円に改正する（別表第３関係）。 

  (2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関する次の手数料を新設する（別表第４関

係）。 

   ア 管理計画認定申請手数料及び管理計画認定更新申請手数料 

区 分 
長期修繕 

計 画 数 
金 額 

事前確認を活用する場合 

 

１つ目 8,500 円 

２つ目以降 4,600 円 

その他の場合 

 

１つ目 30,000 円 

２つ目以降 17,000 円 

   イ 管理計画変更認定申請手数料 

変更に係る長期修繕計 

画数又は管理規約数 
変 更 項 目 金額 

１つ目 

 

 

長期修繕計画 10,000 円 

管理規約 8,400 円 

長期修繕計画及び管理規約 18,000 円 

２つ目以降 長期修繕計画 5,500 円 
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 管理規約 4,500 円 

その他 1,000 円 

  (3) 建築基準法に関する手数料に関する次の手数料を新設する（別表第４関係）。 

    建築計画概要書等の写しの交付手数料                       

建築計画概要書

等の写しの交付

手数料 

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第

11条の３第１項各号に掲げる書類の写しの交付 

 

１通につき400円 

 

 

  (4) 優良宅地造成認定申請手数料及び優良住宅新築認定申請手数料について、所要の整備を行う

(別表第４関係)。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 

 

 

第28号議案 兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （企業庁職員定数条例の一部改正） 

   短時間勤務の職に再任用される職員（以下「短時間勤務再任用職員」という。）の数の上限を改

める。 

 

 ２ 制定の概要 

   企業庁に勤務する短時間勤務再任用職員の数の上限を15人（現行10人）に改める（附則第３項

関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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第38号議案 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 河川法の規定に基づき、二級河川福田川水系小川及び土池谷川の管理を神戸市が行うことと

することに伴い、知事の権限に属する国有財産法に基づく事務のうち、当該河川の用に供され

ている国有財産に係る事務を、新たに神戸市が処理することとする。 

  (2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（以下「マンション建替え円滑化法」という。）

の一部改正により、除却の必要性の認定（以下「要除却認定」という。）の対象となるマンショ

ンに、火災に対する安全性に係る基準に適合していないマンション等が追加されること等に伴

い、知事の権限に属するマンション建替え円滑化法に基づく事務のうち、知事に提出される要

除却認定の申請書等の受理に関する事務を、新たに各市町（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、

西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市を除く。以下同じ。）

が処理することとする。 

  (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「長期優良住宅法」という。）の一部改正によ

り、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例の許可制度が創設さ

れることに伴い、知事の権限に属する長期優良住宅法に基づく事務のうち、知事に提出される

当該許可の申請書の受理に関する事務を、新たに各市町が処理することとする。  

  (4) 租税特別措置法及び都市計画法施行規則の一部改正に伴い、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 国有財産法に基づく事務のうち、神戸市が管理を行う二級河川の用に供されている国土交通

省所管の国有財産に係る立入り及び境界確定に関する事務を神戸市が処理することとする（本

則の表６の部関係）。 

  (2) マンション建替え円滑化法に基づく事務のうち、次に掲げる事務を各市町が処理することと

する（改正後の本則の表67の２の部関係）。 

   ア 知事に提出される要除却認定の申請書の受理に関する事務 

   イ 要除却認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特

例の許可に係る知事に提出される申請書の受理に関する事務 

  (3) 長期優良住宅法に基づく事務のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅

の容積率の特例の許可に係る知事に提出される申請書の受理に関する事務を、各市町が処理す

ることとする（本則の表67の５の部関係）。 

  (4) 都市計画法施行規則の引用条文を改める（本則の表52の部関係）。 

  (5) その他規定の整備を行う（本則の表30の部、改正後の同表66の２の部及び67の部関係）。 
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 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年４月１日。ただし、２(2)、(3)及び(5)の一部は、公布の日とする。 

  (2) 経過措置 

    ２(1)の事務について所要の経過措置を定める。 
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第39号議案 景観の形成等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 第１ 制定の理由 

  １ 景観形成地区又は広域景観形成地域内の最も特徴的で優れた景観を有する区域において、そ

の景観の形成を図るため、景観形成重点区域の指定制度を創設する。 

  ２ 歴史的又は文化的な背景を有する等貴重な価値があるものの、景観形成地区等又は景観形成

重要建造物等の指定に至っていないものについて、その価値と魅力を更に高めるため、景観遺

産の登録制度を創設する。 

 

 第２ 制定の概要 

  １ 景観形成重点区域（改正後の第３章の２関係） 

   (1) 指定（第20条の４関係） 

    ア 知事は、景観形成地区又は広域景観形成地域内の特に景観の形成を図る必要がある区域

を、景観形成重点区域として指定することができるものとする。 

    イ 市町長は、景観形成地区又は広域景観形成地域内の特に景観の形成を図る必要があると

認める区域については、景観形成重点区域の指定を要請することができるものとする。 

    ウ 知事は、イにより要請のあった区域が、特に景観の形成を図る必要があると認めるとき

は、当該区域を景観形成重点区域に指定するものとする。 

    エ アからウまでのほか、景観形成重点区域の指定の手続は、景観形成地区の指定の手続と

同様とするものとする。 

   (2) 景観形成重点基準（第20条の５関係） 

    ア 知事は、景観形成重点区域を指定しようとするときは、当該景観形成重点区域について、

景観形成重点基準を定めるものとする。 

    イ アの景観形成重点基準には、次に掲げる事項のうち、当該景観形成重点区域において特

に景観の形成を図るために知事が必要と認める事項を定めるものとする。 

     (ｱ) 景観展望地点（当該景観形成重点区域の優れた景観を展望することができる地点をい

う。）に関する事項 

     (ｲ) 当該景観形成重点区域が景観形成地区内の区域である場合 次に掲げる事項 

      ａ 建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩 

      ｂ 広告物等の位置、意匠、材料、色彩、形状、面積その他表示又は設置の方法 

      ｃ 屋外に設置する自動販売機の位置、意匠、色彩その他設置の方法 

     (ｳ) 当該景観形成重点区域が広域景観形成地域内の区域である場合 次に掲げる事項 

      ａ 大規模建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料又は色彩 

      ｂ 広告物等の位置、意匠、材料、色彩、形状、面積その他表示又は設置の方法 
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     (ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに掲げるもののほか、特に景観の形成を図るために必要な事項 

   (3) 景観形成地区又は広域景観形成地域の規定の適用（第20条の６関係） 

    ア 指導又は助言 

      知事は、景観形成重点区域内における次に掲げる行為について届出があった場合におい

て、届出に係る行為が景観形成重点基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者

に対し、必要な指導又は助言をすることができるものとする。 

     (ｱ) 建築物等の新築その他の景観形成地区内で行う場合に知事へ届け出なければならない

行為 

     (ｲ) 大規模建築物等の新築その他の広域景観形成地域内で行う場合に知事へ届け出なけれ

ばならない行為 

    イ 勧告及び公表 

     (ｱ) 知事は、アの届出をした者が正当な理由なくアの指導に従わないときは、当該者に対

し、当該届出に係る行為の内容を景観形成重点基準に適合させるために必要な措置をと

るべきことを勧告することができるものとする。 

     (ｲ) 知事は、(ｱ)の勧告をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとす

る。 

     (ｳ) 知事は、(ｱ)の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することが

できるものとする。 

    ウ 建築物等その他の物件等に係る要請 

     (ｱ) 知事は、景観形成地区内の景観形成重点区域内において、現に存する建築物等その他

の物件が景観形成重点基準に著しく適合しないと認めるときは、当該建築物等その他の

物件の所有者等に対し、必要な要請をすることができるものとする。 

     (ｲ) 知事は、広域景観形成地域内の景観形成重点区域内において、現に存する大規模建築

物等又は広告物等が景観形成重点基準に著しく適合しないと認めるときは、当該大規模

建築物等又は広告物等の所有者等に対し、必要な要請をすることができるものとする。 

     (ｳ) 知事は、(ｱ)又は(ｲ)の要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴く

ものとする。 

    エ 国等に関する特例 

      知事は、国等から、景観形成重点区域内における次に掲げる行為について通知があった

場合において、通知に係る行為が景観形成重点基準に適合しないと認めるときは、当該通

知をした国等に対し、必要な要請をすることができるものとする。 

     (ｱ) 建築物等の新築その他の景観形成地区内で行う場合に知事へ通知しなければならない

行為 
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     (ｲ) 大規模建築物等の新築その他の広域景観形成地域内で行う場合に知事へ通知しなけれ

ばならない行為 

   (4) 改善命令（第20条の７関係） 

    ア 知事は、(3)イ(ｱ)の勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該

者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるもの

とする。 

    イ 知事は、アの命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。 

   (5) 立入検査等（改正後の第21条関係） 

    ア 知事は、(3)ア及びイ並びに(4)に必要な限度において、景観形成地区内の景観形成重点

区域内の建築物等その他の物件の所有者等に対して報告を求め、又は当該職員に建築物等

その他の物件の存する土地に立ち入り、その状況を検査させ、若しくは関係者に質問させ

ることができるものとする。 

    イ 知事は、(3)ア及びイ並びに(4)に必要な限度において、広域景観形成地域内の景観形成

重点区域内の大規模建築物等若しくは広告物等の所有者等に対して報告を求め、又は当該

職員に建築物等その他の物件の存する土地に立ち入り、その状況を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができるものとする。 

    ウ 当該職員は、ア又はイにより立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものとする。 

    エ ア及びイの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないも

のとする。 

   (6) 条例の適用除外（第31条関係） 

    ア 都市計画法による地区計画等の区域については、(1)から(5)まで並びに３(1)及び(2)の

規定は適用しないものとする。 

    イ 景観法による景観計画を策定し、又は大規模建築物等その他の建築物等と地域の景観の

調和に関する条例を制定している市町の区域における(1)から(5)まで並びに３(1)及び(2)

の規定の適用については、規則で定めるものとする。 

   (7) 罰則（第33条及び第34条関係） 

    ア (4)アの命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処するものとする。 

    イ (5)ア又はイの報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は検査を拒み、若しくは忌避

し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰

金に処するものとする。 

  ２ 景観遺産（第３章の５関係） 

   (1) 登録（第21条の22関係） 

    ア 知事は、地域の景観の形成に寄与する建造物若しくは建造物群若しくは樹木若しくは樹
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木の集団（以下「建造物等」という。）（景観形成重要建造物等又は文化財保護法の規定に

より指定された重要文化財等を除く。）又は優れた景観を有する土地の区域（景観形成地区

又は広域景観形成地域として指定を受けたものを除く。）を、景観遺産として登録すること

ができるものとする。 

    イ 知事は、景観遺産の登録をしようとする場合には、あらかじめ、当該景観遺産が建造物

等であるときにあっては当該建造物等の所有者の、当該景観遺産が土地の区域であるとき

にあっては当該区域の景観の形成に重要な土地及び建造物等の所有者の同意を得るととも

に、当該景観遺産が存する市町の長及び審議会の意見を聴くものとする。 

    ウ 知事は、景観遺産を登録したときは、規則で定める事項をイの所有者に通知するととも

に、その旨を告示するものとする。 

    エ 知事は、景観遺産に登録された建造物等が景観形成重要建造物等として指定を受けたと

き、若しくは文化財保護法の規定により指定された重要文化財等に該当するに至ったとき、

景観遺産に登録された土地の区域が景観形成地区若しくは広域景観形成地域として指定を

受けたとき、又は滅失、毀損、枯死その他の事由により景観遺産の登録の理由が消滅した

ときは、アの登録を抹消するものとする。 

    オ 知事は、公益上の理由その他特別な理由があると認めるときは、アの登録を抹消するこ

とができるものとする。 

    カ イは景観遺産の登録の変更及びオの景観遺産の登録の抹消について、ウは景観遺産の登

録の変更及びエ又はオによる景観遺産の登録の抹消について準用するものとする。 

   (2) 行為の届出（第21条の23関係） 

     次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める行為をしようとする者は、規則で定め

るところにより、その内容を知事に届け出なければならないものとする。ただし、通常の管

理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置と

してする行為については、この限りでないものとする。 

    ア 景観遺産が建造物又は建造物群である場合 当該建造物又は建造物群の改築、増築、移

転、修繕、模様替え、色彩若しくは意匠の変更又は除却 

    イ 景観遺産が樹木又は樹木の集団である場合 当該樹木又は樹木の集団の移植又は伐採 

    ウ 景観遺産が土地の区域である場合 次に掲げる行為 

     (ｱ) 当該区域の景観の形成に重要な土地の形質の変更 

     (ｲ) 当該区域の景観の形成に重要な建造物又は建造物群の改築、増築、移転、修繕、模様

替え、色彩若しくは意匠の変更又は除却 

     (ｳ) 当該区域の景観の形成に重要な樹木又は樹木の集団の移植又は伐採 

   (3) 指導又は助言（第21条の24関係） 

     知事は、(2)による届出があった場合において、届出に係る行為によりその優れた景観が著
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しく損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助

言をすることができるものとする。 

  ３ 特定建築物等（第４章の２関係） 

   (1) 改善命令（改正後の第27条の２の５関係） 

    ア 知事は、勧告（景観形成重点区域内の特定建築物等に係るものに限る。）を受けた者が正

当な理由なくその勧告に従わないときは、当該者に対し、期限を定めて、その勧告に係る

措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 

    イ 知事は、アの命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。 

   (2) 立入検査（改正後の第27条の２の６関係） 

    ア 知事は、特定建築物等に係る指導若しくは助言、勧告及び公表又は(1)に必要な限度にお

いて、景観形成重点区域内の特定建築物等の所有者等に対して報告を求め、又は当該職員

に特定建築物等の存する土地に立ち入り、その状況を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができるものとする。 

    イ 当該職員は、アにより立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならないものとする。 

    ウ アの立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとす

る。 

   (3) 罰則（第33条及び第34条関係） 

    ア (1)アの命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処するものとする。 

    イ (2)アの報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は検査を拒み、若しくは忌避し、若

しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処

するものとする。 

  ４ その他（目次、第18条、第20条の３、第21条の10及び改正後の第27条の２の７から第27条の

２の９まで関係） 

    その他規定の整備を行う。 

 

 第３ 施行期日 

    令和４年４月１日 
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第40号議案 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進

に関する条例  

 

 １ 制定の理由 

   空家等活用促進特別区域の指定等に関して必要な事項を定めることにより、空家等の活用の促

進を図り、もって適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

すことを防止するとともに、移住、定住及び地域間の交流の促進並びに地域の活性化に寄与する

ことを目的として、条例を制定する。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 目的（第１条関係） 

    この条例の目的を定める。 

  (2) 定義（第２条関係） 

   ア 空家   建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるものその他これに準ずるものとして規則で定めるもの（国又

は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。）をいう。 

   イ 空家等  空家及び空家の敷地（立木その他の土地に定着する物を含み、国又は地方公共

団体が所有し、又は管理するものを除く。以下イにおいて同じ。）並びに空家及び

空家の敷地に係る跡地（以下「空家の跡地等」という。）をいう。 

  (3) 基本理念（第３条関係） 

    空家等の活用は、地域の生活環境の保全及び向上、移住、定住及び地域間の交流の促進並び

に地域の活性化に資することを旨として、県、市町、空家等の所有者、空家等の活用に係る事

業者及び団体並びに県民が相互に連携を図りながら協働して推進するものとする。 

  (4) 県の責務（第４条関係） 

    県は、(3)に定める基本理念にのっとり、空家等の活用の促進に関する総合的な施策を策定し、

及びこれを実施するものとする。 

  (5) 市町の責務（第５条関係） 

    市町は、基本理念にのっとり、県が実施する空家等の活用の促進に関する施策に協力すると

ともに、その地域に応じた空家等の活用の促進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよ

う努めるものとする。 

  (6) 空家等の所有者の役割（第６条関係） 

    空家等の所有者は、基本理念にのっとり、自ら進んで、空家等の活用の重要性に関する理解

と関心を深め、県及び市町が実施する空家等の活用の促進に関する施策に協力するとともに、

空家等を積極的に活用するものとする。 
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  (7) 空家等の活用に係る事業者及び団体の役割（第７条関係） 

    空家等の活用に係る事業を行う事業者及び団体は、基本理念にのっとり、県及び市町が実施

する空家等の活用の促進に関する施策に協力するとともに、自らの事業活動を通じて、空家等

の積極的な活用に努めるものとする。 

  (8) 県民の役割（第８条関係） 

    県民は、基本理念にのっとり、空家等の活用の重要性に関する理解と関心を深めるよう努め

るとともに、県及び市町が実施する空家等の活用の促進に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

  (9) 空家等活用促進特別区域の指定の申出等（第９条関係） 

   ア 市町長は、知事に対し、当該市町の区域内であって、空家等の活用を特に促進する必要が

ある区域について、規則で定めるところにより、空家等活用促進特別区域として指定するこ

とを申し出ることができるものとする。 

   イ 市町長は、アの申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して

しなければならないものとする。 

    (ｱ) 空家等活用促進特別区域の名称及び区域 

    (ｲ) 空家等活用促進特別区域における空家に係る現況及び課題 

    (ｳ) 空家等活用促進特別区域における空家等の活用を促進するための方針（以下「空家等活

用方針」という。） 

    (ｴ) 継続的に空家等の活用を促進するための体制 

   ウ 空家等活用方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

    (ｱ) 空家等の活用に係る目標 

    (ｲ) 市町と連携して空家等の活用に係る事業を行う団体（以下「市町連携団体」という。）の

名称及び所在地並びに当該事業の内容 

    (ｳ) 空家等の活用の促進に関する施策 

    (ｴ) (ｱ)から(ｳ)までに掲げるもののほか、規則で定める事項 

   エ 空家等活用方針には、次に掲げる事項を定めることができるものとする。 

    (ｱ) 通行の安全及び居住環境の向上を図るため拡幅その他の措置を行う必要がある狭あい道

路（幅員４メートル未満の道路をいう。以下同じ。）の拡幅に関する方針 

    (ｲ) 通行の安全及び居住環境の向上を図るため特に拡幅その他の措置を行う必要があると認

められる建築基準法第42条第２項の規定により指定された道（以下「重点整備道路」とい

う。）の位置及び範囲 

    (ｳ) 特に市街地の整備改善の必要性が高いと認められる地区（以下「重点整備地区」という。）

に関する次に掲げる事項 

     ａ 重点整備地区の位置及び範囲 
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     ｂ 重点整備地区における整備方針 

     ｃ 重点整備地区における建築基準法の規定（規則で定めるものに限る。(21)において同

じ。）の運用に関する提案（都市計画区域又は準都市計画区域の存する市町に限る。） 

    (ｴ) 都市計画法の規定（規則で定めるものに限る。(22)において同じ。）の運用に関する提案 

   オ 市町長は、エ(ｳ)ｃ又は(ｴ)に掲げる事項を定めるに当たっては、あらかじめ、知事と協議

しなければならないものとする。ただし、次の場合を除くものとする。 

    (ｱ) 特定行政庁である市町長がエ(ｳ)ｃに掲げる事項を定めるとき。 

    (ｲ) 都市計画法（地方自治法の一部を改正する法律の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）に規定する指定都市等又は都市計画法に規定する事務処理市町村である市町（以下

「指定都市等の市町」という。）の長がエ(ｴ)に掲げる事項を定めるとき。 

  (10) 空家等活用促進特別区域の指定等（第10条関係） 

   ア 知事は、(9)アによる申出があった場合において、当該申出に係る区域において空家等の活

用の促進を図るための特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該区域を空家等活

用促進特別区域として指定するものとする。 

   イ 知事は、アにより空家等活用促進特別区域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則

で定めるところにより、その旨を公告し、当該空家等活用促進特別区域の指定の案を、当該

公告の日から２週間公衆の縦覧に供するものとする。 

   ウ イによる公告があったときは、当該空家等活用促進特別区域内の土地及び建築物の所有者

又は管理者、当該空家等活用促進特別区域内の住民並びに利害関係人は、イの縦覧期間満了

の日までに、縦覧に供された当該空家等活用促進特別区域の指定の案について、知事に意見

書を提出することができるものとする。 

   エ 知事は、空家等活用促進特別区域を指定しようとするときは、あらかじめ、空家等活用特

区審議会の意見を聴くものとする。 

   オ 知事は、エにより空家等活用促進特別区域の指定の案について空家等活用特区審議会の意

見を聴こうとするときは、ウにより提出された意見書の要旨を、空家等活用特区審議会に提

出するものとする。 

   カ 知事は、空家等活用促進特別区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨

及びその区域を告示するとともに、関係図書を公衆の縦覧に供するものとする。 

  (11) 指定の変更（第11条関係） 

    (9)及び(10)は、空家等活用促進特別区域の指定の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）

について準用するものとする。 

  (12) 空家に関する情報に係る届出（第12条関係） 

   ア 知事は、空家等活用促進特別区域内の空家について、活用を図る必要があると認めるとき

は、当該空家の所有者にその旨を通知するものとする。 
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   イ アによる通知を受けた者（以下「届出対象空家所有者」という。）は、次に掲げる事項を知

事に届け出なければならないものとする。 

    (ｱ) 空家の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地 

    (ｲ) 空家の所在地、構造、規模及び建築時期 

    (ｳ) 空家の利用及び管理の状況 

    (ｴ) 空家の活用又は管理に係る計画 

    (ｵ) 市町連携団体に対する(ｱ)から(ｴ)まで及び(ｶ)に掲げる事項に係る情報の提供について

の同意の有無 

    (ｶ) (ｱ)から(ｵ)までに掲げるもののほか、規則で定める事項 

   ウ イによる届出をした者は、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を

知事に届け出なければならないものとする。 

   エ イ又はウによる届出をした者は、これらの届出に係る建築物又はこれに附属する工作物が

空家でなくなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出な

ければならないものとする。 

   オ 知事は、アによる通知をしたとき又はイからエまでによる届出を受理したときは、アの通

知に係る空家の所在する市町の長に対し、当該通知に係る空家の情報又は当該届出に係る空

家の情報（以下「届出情報」という。）を提供するものとする。 

  (13) 空家に関する情報の提供（第13条関係） 

   ア 知事は、市町連携団体に対し、届出情報の提供を行うものとする。ただし、当該届出情報

を提供することについて当該届出情報に係る届出対象空家所有者の同意が得られない場合は、

この限りでないものとする。 

   イ 市町連携団体は、アにより届出情報の提供を受けたときは、空家等の流通その他の方法に

よる空家等の活用のため、当該届出情報を有効に活用するものとする。 

  (14) 秘密保持義務（第14条関係） 

    (13)アにより届出情報の提供を受けた市町連携団体若しくはその職員その他の当該届出情報

を利用して空家等の活用に係る事業の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理

由がなく、当該届出情報に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。 

  (15) 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例に関する調査（第15条関係） 

   ア 市町は、空家等活用促進特別区域内において、空家等の活用を促進するため、地方税法の

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の規定の適用に当たっては、あらかじめ、(12)

オにより把握した情報を踏まえて調査を行うよう努めるものとする。 

   イ 県は、地方税法の住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の規定の適用について、

市町に対する情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

  (16) 道路の拡幅に係る整備（第16条関係） 
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   ア 空家等活用促進特別区域内の狭あい道路の管理者又は狭あい道路の用に供する土地若しく

は狭あい道路に接する土地の所有者は、当該空家等活用促進特別区域における空家等活用方

針に基づき、通行上支障がない形状となるよう当該狭あい道路の拡幅に努めるものとする。 

   イ 市町は、狭あい道路の拡幅に関する施策について周知を図るとともに、当該施策を計画的

に実施するものとする。 

  (17) 重点整備道路における道路内の支障物件の設置の制限（第17条関係） 

    重点整備道路においては、建築基準法第42条第２項の規定により同条第１項の道路とみなさ

れる道路の境界線とみなされる範囲内（当該範囲内に含まれる道路交通法に規定する道路の部

分を除く。）に通行上支障となる物件（容易に移動させることができるもの並びに建築物及び敷

地を造成するための擁壁を除く。以下「支障物件」という。）を設置してはならないものとする。

ただし、知事が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでないものとする。 

  (18) 勧告等（第18条関係） 

   ア 知事は、(17)に違反している者に対し、必要な指導をすることができるものとする。 

   イ 知事は、アによる指導をした場合において、その者がなお(17)に違反していると認めると

きは、当該者に対し、相当の猶予期限を付けて、支障物件の除却その他必要な措置をとるべ

きことを勧告することができるものとする。 

   ウ 知事は、イによる勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、そ

の勧告に係る措置をとることを命ずることができるものとする。 

   エ 知事は、ウによる命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わなかったときは、そ

の旨を公表することができるものとする。 

  (19) 建築基準条例の特例（第19条関係） 

    重点整備地区内に所在する建築物であって、その敷地が幅員４メートル以上の道路又は重点

整備道路に接するもののうち、規則で定める基準に適合するものについては、建築基準条例第

４条の一定の建築物の敷地は建築基準法第42条第１項の道路に４メートル以上接しなければな

らない旨の規定は適用しないものとする。 

  (20) 市街化を促進しない開発行為等（第20条関係） 

   ア 空家等活用促進特別区域内の市街化調整区域（指定都市等の市町の区域を除く。以下同じ。）

における次に掲げる開発行為は、都市計画法に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等

の用途を限り定める開発行為として開発許可をすることができるものとする。 

    (ｱ) 空家の跡地等において、従前と同一の用途に供される建築物の建築（建築基準法に規定

する建築をいう。以下同じ。）（規則で定めるものに限る。）の用に供する目的で行う開発行

為 

    (ｲ) 建築がされた日から10年以上（規則で定める場合にあっては、規則で定める期間）を経
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過した空家の従前の用途を変更し、空家等活用方針に則した用途に供される建築物の建築

（規則で定めるものに限る。）の用に供する目的で行う開発行為 

   イ 空家等活用促進特別区域内の市街化調整区域における次に掲げる建築物の新築、改築又は

用途の変更（以下「新築等」という。）は、都市計画法施行令に規定する条例で区域、目的又

は用途を限り定める建築物の新築等として新築等の許可をすることができるものとする。 

    (ｱ) 空家の跡地等において、従前と同一の用途に供される建築物の新築等（規則で定めるも

のに限る。） 

    (ｲ) 建築がされた日から10年以上（規則で定める場合にあっては、規則で定める期間）を経

過した空家の従前の用途を変更し、空家等活用方針に則した用途に供される建築物の新築

等（規則で定めるものに限る。） 

  (21) 建築基準法の運用における配慮（第21条関係） 

   ア 知事は、重点整備地区内における建築基準法の規定の運用に当たっては、空家等活用方針

に基づく空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

   イ 特定行政庁である市町長は、重点整備地区内における建築基準法の規定の運用に当たって

は、空家等活用方針に基づく空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするよう努め

るものとする。 

  (22) 都市計画法の運用における配慮（第22条関係） 

   ア 知事は、空家等活用促進特別区域における都市計画法の規定の運用に当たっては、空家等

活用方針に基づく空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

   イ 指定都市等の市町の長は、空家等活用促進特別区域における都市計画法の規定の運用に当

たっては、空家等活用方針に基づく空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮をするよ

う努めるものとする。 

  (23) 報告徴収及び立入調査（第23条関係） 

   ア 知事は、この条例の施行に必要な限度において、空家等の所有者その他の関係者に対し、

必要な事項について報告を求めることができるものとする。 

   イ 知事は、(18)の施行に必要な限度において、当該職員に、当該土地に立ち入り、当該土地

又は当該土地にある物件を調査させることができるものとする。 

   ウ イにより立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれ

ばならないものとする。 

   エ イによる立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものと

する。 

  (24) 財政上の措置等（第24条関係） 

    県は、空家等活用促進特別区域における空家等の活用を促進するため、必要な財政上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 
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  (25) 補則（第25条関係） 

    この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。 

  (26) 空家等活用特区審議会（第26条関係） 

   ア 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する重要事項を調査審議

するため、空家等活用特区審議会を置くものとする。 

   イ 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとする。 

    (ｱ) (10)ア（(11)において準用する場合を含む。）による空家等活用促進特別区域の指定又は

変更に関すること。 

    (ｲ) (ｱ)に掲げるもののほか、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に

関する重要事項に関すること。 

   ウ 審議会の委員は、空家等の活用について知識経験を有する者のうちから知事が委嘱するも

のとする。 

   エ アからウまでに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で

定めるものとする。 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年４月１日 

  (2) 附属機関設置条例の一部改正 

    空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する重要事項の調査審議に

関する事務を担任するため、審議会を設置する（第１条関係）。 

  (3) 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

    審議会の会長及び委員の報酬及び費用弁償について定める（第１条、別表第１及び別表第２

関係）。 

  (4) 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部改正 

    この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものを各市町が、

この条例の施行のための規則に基づく事務のうち、別に規則で定めるものを各市町（神戸市、

姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市及び三田市を除く。）が

処理することとする旨の規定を設ける（本則の表83の４の部関係）。 

   ア ２(12)アの通知に関する事務 

   イ ２(12)イからエまでの届出の受理に関する事務 

   ウ ２(12)オ又は(13)アによる空家に関する情報の提供に関する事務 

   エ ２(17)の認定に関する事務 

   オ ２(18)アの指導に関する事務 
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   カ ２(18)イの勧告に関する事務 

   キ ２(18)ウの命令に関する事務 

   ク ２(18)エの公表に関する事務 

   ケ ２(23)アの報告の徴収に関する事務 

   コ ２(23)イの立入調査に関する事務 

   サ 条例の施行のための規則の規定による事務であって別に規則で定めるもの 

  (5) 都市計画法施行条例の一部改正 

    都市計画法に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為及び

都市計画法施行令に規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築若し

くは用途の変更又は第１種特定工作物の新設は、別に条例で定めるもののほか、都市計画法施

行条例に定めるところによるものとする（第７条及び第９条関係）。 
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第41号議案 兵庫県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 現在、普通県営住宅への入居の際には、現に同居し、又は同居しようとする親族がある旨の

要件（以下「同居親族要件」という。）を満たすことを原則とし、60歳以上の者、障害者等につ

いては、同居親族要件の適用対象から除外している。 

  (2) 今般、社会情勢の変化に伴い、60歳未満の単身者が住居を確保することが困難になっている

ことから、単身者が普通県営住宅に入居できるよう同居親族要件を廃止する等所要の整備を行

うため、この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 普通県営住宅に入居することができる者の要件（以下「入居要件」という。）から同居親族要

件を削除する（第７条関係）。 

  (2) (1)に伴い、現に同居し、又は同居しようとする者がある場合においては、これらの者が親族

であることを入居要件とする（第７条関係）。 

  (3) (1)及び(2)に伴う規定の整備を行う（第８条から第10条まで、第38条及び第52条の２並びに

改正前の附則第５項から第11項まで関係）。 

 

 ３ 施行期日等 

  (1) 施行期日 

    令和４年４月１日 

  (2) 経過措置 

    ２に伴う必要な経過措置を定める。 
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第42号議案 建築基準条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 建築基準条例は、建築基準法及びこれに基づく命令に定める建築物の敷地、構造、高さ及び

建築設備並びに建築物又はその敷地と道路との関係の基準について、安全上、防火上及び衛生

上必要な基準を付加しており、日影による中高層の建築物の高さの制限（以下「日影規制」と

いう。）について、日影規制の対象となる区域（以下「対象区域」という。）及び日影を生じさ

せる時間の上限を定め、敷地境界線から一定の範囲に、一定時間以上の日影を生じさせないよ

う規制している。 

  (2) このたび、日影規制について、地域の発展に資する開発整備、近年の共働き世帯の増加等を

踏まえた良質な都市型住宅の整備等のまちづくりのニーズに的確に対応するため、市町の意見

を踏まえて知事が指定する区域を対象区域から除くことができるよう、所要の整備を行うため、

この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 日影規制の合理化（第２条の２関係） 

   ア 地区計画等の区域（地区整備計画等が定められている区域に限る。）その他これに準ずる土

地利用に関する計画が定められた区域（以下「地区計画等の区域等」という。）のうち土地利

用の状況等を勘案して知事が指定する区域は、対象区域から除くものとする。 

   イ 知事は、アの指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町長の意見を聴くものとす

る。 

   ウ 市町長は、知事に対し、当該市町の区域内の地区計画等の区域等のうち対象区域から除く

ことが適当であると認める区域について、アの指定をすることを申し出ることができる。 

  (2) その他規定の整備を行う（第27条の８関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日。ただし、２(2)は公布の日とする。 
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第43号議案 都市計画法施行条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

  (1) 都市計画法施行条例（以下「条例」という。）では、都市計画法（以下「法」という。）に基

づき、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域において、特例的に開発行為及び建築物

の新築等（以下「開発行為等」という。）を行うことができる区域及び建築物の用途を定めてお

り、都市計画法施行令（以下「政令」という。）に基づき、市街化調整区域において開発行為等

を行うことができる区域として条例で定める区域（以下「条例指定区域」という。）には、溢
いっ

水、

湛
たん

水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域を含まないこととしている。 

  (2) このたび、近年の自然災害の頻発及び激甚化による市街化調整区域内での被害の多発を受け

て法及び政令が改正され、条例指定区域を定める際に災害の防止その他の事情を考慮すること

が明確化されるとともに、条例指定区域には、原則として災害危険区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、浸水被害防止区域及び浸水想定区域（以下「政令

除外区域」という。）を含まないこととされた。 

  (3) 県は、地域活力の維持に資するまちづくりを推進していく必要があることから、(2)の法及び

政令の改正を踏まえ、住民の生命の安全と経済活動のバランスに配慮して、条例指定区域に係

る基準を見直すこととし、所要の整備を行うため、この条例を制定しようとする。 

 

２ 制定の概要 

 (1) 条例指定区域には、政令除外区域（災害による被害の軽減を図るための安全上又は避難上の

対策が実施されていると認められる土地の区域を除く。）を含まないものとする（第４条及び第

７条から第９条まで関係）。 

 (2) 市街化調整区域において開発行為等を行うことができる建築物の用途として条例で定めて

いる世帯分離のための住宅、既存集落における住宅等の建築物については、従前どおりの区域

において開発行為等を行うことができることとし、政令除外区域のうち、災害危険区域、地す

べり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域（災害に

よる被害の軽減を図るための安全上の対策が実施されていると認められる土地の区域を除く。）

を含まない土地の区域において開発行為等を行うことができるものとする（第７条及び第９条

関係）。 

 (3) その他規定の整備を行う（別表第２関係）。 

 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和４年４月１日 
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  (2) 経過措置 

２(1)は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新たに指定される土地の区

域について適用し、施行日前から引き続き指定されている土地の区域については、なお従前の

例によるものとする。 
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第47号議案 流域下水道事業についての市町負担額の決定 

 

  流域下水道の管理に要する経費の一部を次のとおり市町の負担とする。 

  

名   称 市 町 名 負 担 額 

武庫川流域下水道 

（上流処理区） 

 

 

神 戸 市 

西 宮 市 

三 田 市 

 

 当該年度の実維持管理費を当該市の当該年度の流入水量の

比率で按分して得た額に下水道事業債（通常分）のうち３割相

当額の償還に要する額を各市の建設事業の負担の比率により

按分して得た額を加えて得た額 

武庫川流域下水道 

（下流処理区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尼 崎 市 

西 宮 市 

伊 丹 市 

宝 塚 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 汚水処理経費 

  当該年度の計画維持管理費を計画流入水量（分流式、合流

式により補正）で除した額に当該市の当該年度の流入水量を

乗じて得た額（以下「予定負担額」という。）に、当該年度

の実維持管理費から各市の予定負担額合計を減じて得た額

を各市の予定負担額の比率により按分して得た額及び下水

道事業債（通常分）のうち３割相当額の償還に要する額を各

市の建設事業の負担の比率により按分して得た額を加えて

得た額 

２ 雨水処理経費（尼崎市、西宮市、伊丹市） 

  雨水処理経費に当該市の雨水計画処理面積比を乗じて得

た額 

揖保川流域下水道 

（揖保川処理区） 

 

 

 

 

 

姫 路 市 

た つ の 市 

宍 粟 市 

太 子 町 

 

 

 

 当該年度の計画維持管理費（水質により補正）を計画流入水

量で除した額に当該市町の当該年度の流入水量を乗じて得た

額（以下「予定負担額」という。）に、当該年度の実維持管理

費から各市町の予定負担額合計を減じて得た額を各市町の予

定負担額の比率により按分して得た額及び下水道事業債（通常

分）のうち３割相当額の償還に要する額を各市町の建設事業の

負担の比率により按分して得た額を加えて得た額 

加古川流域下水道 

（上流処理区） 

 

 

 

 

神 戸 市 

西 脇 市 

三 木 市 

小 野 市 

加 西 市 

加 東 市 

 当該年度の実維持管理費を当該市の当該年度の流入水量の

比率で按分して得た額に下水道事業債（通常分）のうち３割相

当額の償還に要する額を各市の建設事業の負担の比率により

按分して得た額を加えて得た額 

 

 

加古川流域下水道 

（下流処理区） 

 

 

 

 

加 古 川 市 

高 砂 市 

稲 美 町 

播 磨 町 

 

 

１ 汚水処理経費 

  当該年度の実維持管理費を当該市町の当該年度の流入水

量の比率で按分して得た額に下水道事業債（通常分）のうち

３割相当額の償還に要する額を各市町の建設事業の負担の

比率により按分して得た額を加えて得た額 

２ 雨水処理経費（加古川市） 

猪名川流域下水道 

（原田処理区） 

 

 

伊 丹 市 

宝 塚 市 

川 西 市 

猪 名 川 町 

 実維持管理費に計画流量と幹線管渠の延長で算出した当該

市町の負担率を乗じて得た額に下水道事業債（通常分）のうち

３割相当額の償還に要する額を各市町の建設事業の負担の比

率により按分して得た額を加えて得た額 
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第55～57号議案 公の施設の指定管理者の指定 

 

  公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。 
 

名 称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

津名港
つ な こ う

志筑
し づ き

来訪船舶桟

橋 

 

淡路市生穂新島８番地 

淡路市 淡路市長 門
かど

 康彦
やすひこ

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

 当該施設は淡路市が管理運営する津名港ターミナルビルに隣接して

おり、同市が一元的に管理を行い、同施設と密接に連携することにより、

適切で効率的な管理運営が期待できる。 

相生港
あいおいこう

那波
な ば

旅客来訪船

舶桟橋 

 

相生市那波南本町８番55号 

株式会社あいおいアクアポリス 

 代表取締役社長 田口
た ぐ ち

 晴喜
は る き

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

 本施設は株式会社あいおいアクアポリスが管理運営する道の駅あい

おい白龍城（ペーロンジョウ）に隣接しており、同社が一元的に管理を

行い、同施設と密接に連携することにより、適切で効率的な管理運営が

期待できる。 

東播磨港
ひがしはりまこう

小型船舶係留

施設 

 

西宮市西宮浜１丁目46番地１ 

特定非営利活動法人兵庫県の水域の秩序あ

る利用を進める会 

 理事長 中条
なかじょう

 博義
ひろよし

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

 東播磨港は、日本有数の漁業の盛んな地域として、周辺に多くの漁業

関連施設等が立地しており、当該施設の管理運営にあたっては、漁業の

妨げとならないための配慮や、相互に安全な航行を行うためのルールづ

くりなど、周辺の住民や漁業者など地元関係者と共存するための綿密な

調整及び連携が不可欠である。 

 特定非営利活動法人兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会は、県行

政に協力した放置艇対策関連事業のほか、海洋性レクリエーションの振

興等に取り組んでいる団体であり、これまでの取組みを通じて、周辺の

住民や漁業者など地元関係者との間で強固な信頼関係を築くとともに、

管理運営に必要となる豊富なノウハウを蓄積しており、当該施設の円滑

な管理運営が可能な唯一の団体であると認められる。 
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文   教   関   係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （兵庫県立体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

   兵庫県立弓道場（以下「弓道場」という。）の機能を充実させるために新たに整備する施設の利

用料金を定めるため、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 弓道場の会議室等の利用料金を定める（別表関係）。 

   ア 専用利用                                     

区分 

基準額 

現   行 改 正 案 

開館時刻から 

12時  まで 

13時  から 

閉館時刻まで 

開館時刻から 

閉館時刻まで 

開館時刻から 

12時  まで 

13時  から 

閉館時刻まで 

開館時刻から 

閉館時刻まで 

射場 2,500円 3,300円 5,800円 2,500円 3,300円 5,800円 

会議室  4,700円 6,300円 11,000円 

利便施設 

 

 

使用料及び手数料徴収条例別表第１建

物使用料の款専用使用の項の規定の例

により算定した額 

使用料及び手数料徴収条例別表第１建

物使用料の款専用使用の項の規定の例

により算定した額 

附属設備  別に教育委員会規則で定める額 

  ※ 射場については、小学校の児童、中学校・高等学校の生徒が利用する場合の基準額は、上記

の半額とする。 

   イ 共同利用                                     

区分 
基準額 

現   行 改 正 案 

射場 

１人２時間につき150円。ただし、２時

間を超える場合は、１時間につき100円

を加算した額とする。 

１人２時間につき150円。ただし、２時

間を超える場合は、１時間につき100円

を加算した額とする。 

更衣室  １人１回につき 100円 

  ※ 射場については、小学校の児童、中学校・高等学校の生徒が利用する場合の基準額は、上記

の半額とする。 

  ※ 更衣室については、就学前の者、小学校の児童、中学校・高等学校の生徒が利用する場合の

基準額は、上記の半額とする。 

  (2) その他規定の整備を行う（別表関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日

84



- 81 - 

第29号議案 職員の給与等に関する条例及び公立学校教育職員等の給与に

関する条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部改正） 

   県政改革方針（見直し後の行財政運営方針）に基づき、職員の給与に係る抑制措置について、

本県の財政状況を踏まえ、引き続き実施することとし、関係条例について所要の整備を行うため、

この条例を制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   公立学校教育職員等の給与に関する条例（以下「教育職員給与条例」という。）の一部改正 

  (1) 管理職手当の特例 

    令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に支給する管理職手当の月額について、引

き続き100分の12に相当する額を減じた額とする措置を実施する（教育職員給与条例附則第３条

関係）。 

区 分 減額率 

管理職 △12％ 

  (2) その他 

    規定の整備を行う（教育職員給与条例附則第５条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第45号議案 兵庫県学校教職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

   公立学校における児童生徒数の増減等を踏まえ、学校教職員の定数を改めるため、この条例を

制定しようとする。 

 

 ２ 制定の概要 

   学校教職員の定数を次のとおり改める（第１条関係）。                   

区 分 現行定数 
改正後 

の定数 
増 減 備 考 

小学校 

（義務教育学校の前期課

程を含む。） 

13,623 13,694 ＋71 

児童数 203,845人→201,466人 

          （△2,379） 

学級数 8,627学級→8,697学級 

           （＋70） 

学校数 577校→570校（△７） 

中学校 

（義務教育学校の後期課

程及び中等教育学校の

前期課程を含む。） 

 7,741  7,726 △15 

生徒数 97,947人→97,066人 

          （△881） 

学級数 3,431学級→3,423学級 

           （△８） 

学校数 258校→254校 （△４） 

高等学校 

（中等教育学校の後期課

程を含む。） 

 7,713  7,689 △24 

生徒数 92,360人→91,320人 

         （△1,040） 

学級数 2,229学級→2,203学級 

           （△26） 

学校数 137校    （±０） 

特別支援学校  3,412  3,433 ＋21 

児童生徒数 5,094人→5,160人 

           （＋66） 

学級数 1,279学級→1,291学級 

           （＋12） 

学校数 40校→41校  （＋１） 

合計 32,489 32,542 ＋53  

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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第58号議案 公の施設の指定管理者の指定 

 

  公の施設の指定管理者を次のとおり指定しようとする。 

 

名 称 指 定 管 理 者 指 定 の 期 間 

兵庫県立兎和野
う わ の

高原野

外教育センター 

美方郡香美町香住区香住870番地の１ 

香美町 香美町長 浜上
はまがみ

 勇人
は や と

 

令和４年４月１日から 

令和５年３月31日まで 

 

〔指定理由〕 

(1) 地元町に管理運営を委ねることにより、町及び但馬高原植物園等の

近隣町立施設等との連携のもと、サービス水準の向上と運営の合理

化・効率化など効果的な管理運営が図られる。 

(2) 現行の自然学校、野外活動等の受入事業に加え、兎和野高原及び瀞

川平一帯を活用したイベントを開催するなど、当該施設を核とした地

域振興事業を行うことにより地域活性化が期待できる。 

(3) 香美町はこれまでも当該施設の指定管理者として安定した運営を

行ってきており、施設の特性を活かした効率的な運営について十分な

実績がある。 
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警   察   関   係 

 

第24号議案 使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （警察手数料徴収条例の一部改正） 

  (1) 現行の銃砲刀剣類所持等取締法に関する警察手数料について実情と見合ったものとすること

に伴い、関係規定について所要の整備を行う。 

  (2) 道路交通法の一部改正により、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備が図られること等

に伴い、同法に関する警察手数料について所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

  (1) 銃砲刀剣類等所持許可証書換え手数料の額を1,600円（現行1,800円）に改定する（別表６の

部関係）。 

  (2) 認知機能検査手数料を1,050円（現行750円）に改定する（別表７の部関係）。 

  (3) 運転技能検査について警察手数料の金額を定める（別表７の部関係）。 

  (4) 運転免許の更新期間の満了日における年齢が70歳以上の者に対して行う高齢者講習に係る警

察手数料について、次のとおり改定する（別表７の部関係）。 

名称 警察手数料を納めなければならない者 金額 

講習手数料 普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象

となるものを除く。）に対する講習を受けようとする者 

6,450円 

普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象

となるものに限る。）又は第１種運転免許若しくは第２種

運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを

受けている者に対する講習を受けようとする者 

2,900円 

  (5) 若年運転者講習について警察手数料の金額を定める（別表７の部関係）。 

  (6) 道路交通法第108条の２第２項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則（以下

「講習規則」という。）に定める基準に適合するもの（道路交通法施行令第37条の６の２第１号

に規定するものに限る。）に係る警察手数料について、次のとおり改定する（別表７の部関係）。 

名称 警察手数料を納めなければならない者 金額 

講習手数料 普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象

となるものを除く。）に対する講習を受けようとする者 

6,450円 

普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象 2,900円 
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となるものに限る。）又は第１種運転免許若しくは第２種

運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを

受けている者に対する講習を受けようとする者 

  (7) 認知機能検査員講習手数料の額を次のとおり改める（別表７の部関係）。 

名称 現行 改正案 

認知機能検査員講

習手数料 

1,400円（講習規則第７条第２項

に定める者が行う自動車の運転

に関する研修の課程を修了して

いる場合にあっては、800円） 

1,450円（講習規則第７条第２項

に定める者が行う自動車の運転

に関する研修の課程を修了して

いる場合にあっては、1,200円） 

  (8) その他規定の整備を行う（別表７の部関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和４年５月13日。ただし、２(1)は同年４月１日とする。 

 

 

第28号議案 兵庫県職員定数条例等の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （兵庫県職員定数条例の一部改正） 

   短時間勤務の職に再任用される職員（以下「短時間勤務再任用職員」という。）の数の上限を改

める。 

 

 ２ 制定の概要 

   警察に勤務する短時間勤務再任用職員の数の上限を190人（現行145人）に改める（附則第４項

関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和４年４月１日 
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第44号議案 収入証紙条例及び警察手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 １ 制定の理由 

 （警察手数料徴収条例の一部改正） 

   県民の利便性の向上を図るため、収入証紙により徴収する旨定めている手数料について、電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により徴収することができる

ものとし、所要の整備を行う。 

 

 ２ 制定の概要 

   手数料のうち規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により手数料を徴収する場合を除き、収入証紙により徴収するものとすることに伴

い、規定の整備を行う（第３条関係）。 

 

 ３ 施行期日 

   令和４年４月１日 
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１　総　　　　括
（単位：千円、％）

歳　入 3,258,208,702 97,113,000 3,355,321,702 112.6

歳　出 3,258,208,702 97,113,000 3,355,321,702 112.6

差　引 0 0 0 －

歳　入 1,604,714,052 1,000 1,604,715,052 95.0

歳　出 1,604,714,052 1,000 1,604,715,052 95.0

差　引 0 0 0 －

歳　入 4,862,922,754 97,114,000 4,960,036,754 106.2

歳　出 4,862,922,754 97,114,000 4,960,036,754 106.2

差　引 0 0 0 －

歳　入 265,152,931 2,392,000 267,544,931 101.2

公営企業会計 歳　出 276,846,892 2,392,000 279,238,892 100.5

差　引 △ 11,693,961 0 △ 11,693,961 －

歳　入 5,128,075,685 99,506,000 5,227,581,685 106.0

合　　　計 歳　出 5,139,769,646 99,506,000 5,239,275,646 105.9

差　引 △ 11,693,961 0 △ 11,693,961 －

一 般 会 計

特 別 会 計

計

既定予算額

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算 提 案 額 概 計

区　　　　分 今回提案額 合　　　計
前年同期
対 比
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２　一   般   会   計
　ア　部局別予算提案額

（単位：千円、％）

国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源

企 画 県 民 604,141,774 726,000 461,500 0 264,500 0 604,867,774 101.0

健 康 福 祉 591,912,026 1,979,000 1,643,600 8,700 317,400 9,300 593,891,026 96.4

産 業 労 働 1,331,846,392 48,325,000 48,325,000 0 0 0 1,380,171,392 151.2

農 政 環 境 99,866,245 12,830,000 9,080,100 616,000 3,133,900 0 112,696,245 92.8

県 土 整 備 161,658,438 32,498,000 14,707,200 75,000 17,715,800 0 194,156,438 78.4

教 育 委 員 会 325,817,454 739,000 598,000 0 141,000 0 326,556,454 95.6

警 察 139,134,164 16,000 8,000 0 8,000 0 139,150,164 101.4

行政委員会等 3,832,209 0 0 0 0 0 3,832,209 100.5

歳 入 振 替 0 0 0 0 0 0 0 ―

合 計 3,258,208,702 97,113,000 74,823,400 699,700 21,580,600 9,300 3,355,321,702 112.6

計
前年同期
対 比

区　　分

財　　　源　　　内　　　訳

既定予算額 今回提案額

-2-
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　イ　経費別予算提案額
（単位：千円、％）

国庫支出金 特 定 財 源 起　　  債 一 般 財 源

Ⅰ 2,660,910,551 50,255,000 50,237,000 8,700 0 9,300 2,711,165,551 119.5

(1) 459,961,074 0 0 0 0 0 459,961,074 99.3

421,998,074 0 0 0 0 0 421,998,074 99.3

37,963,000 0 0 0 0 0 37,963,000 100.0

(2) 16,100,414 426,700 426,700 0 0 0 16,527,114 78.4

(3) 2,184,849,063 49,828,300 49,810,300 8,700 0 9,300 2,234,677,363 125.3

Ⅱ 206,176,421 46,858,000 24,586,400 691,000 21,580,600 0 253,034,421 77.3

(1) 196,078,587 46,841,000 24,586,400 691,000 21,563,600 0 242,919,587 76.9

(ｲ) 補 助 事 業 103,750,375 43,674,000 24,586,400 677,200 18,410,400 0 147,424,375 74.4

(ﾛ) 単 独 事 業 80,771,587 0 0 0 0 0 80,771,587 80.0

(ﾊ) 国直轄負担金 11,556,625 3,167,000 0 13,800 3,153,200 0 14,723,625 86.9

(2) 10,097,834 17,000 0 0 17,000 0 10,114,834 90.1

(ｲ) 補 助 事 業 10,097,834 0 0 0 0 0 10,097,834 89.9

(ﾛ) 単 独 事 業 0 17,000 0 0 17,000 0 17,000 －

(ﾊ) 国直轄負担金 0 0 0 0 0 0 0 －

Ⅲ 313,472,075 0 0 0 0 0 313,472,075 103.9

Ⅳ 77,649,655 0 0 0 0 0 77,649,655 94.0

0 0 0 0 0 0 0 －

3,258,208,702 97,113,000 74,823,400 699,700 21,580,600 9,300 3,355,321,702 112.6

そ の 他

職 員 給 等

退 職 手 当

計
前年同期
対 比

財　　　源　　　内　　　訳

区　　　分 既定予算額 今回提案額

公 債 費

繰 出 金

歳 入 振 替

合　　　　　　計

投 資 的 経 費

一 般 行 政 経 費

普通建設事業費

災害復旧事業費

人 件 費

物 件 費

-3-
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　ウ　歳入予算提案額

（単位：千円、％）

704,800,000 0 704,800,000 92.6

(1) 普 通 税 704,766,000 0 704,766,000 92.6

(2) 目 的 税 34,000 0 34,000 91.9

64,406,000 0 64,406,000 64.3

(1) 特 別法 人事 業譲 与税 59,900,000 0 59,900,000 62.8

(2) 地 方 揮 発 油 譲 与 税 3,496,000 0 3,496,000 95.6

(3) 石 油 ガ ス 譲 与 税 104,000 0 104,000 71.2

(4) 自 動 車 重 量 譲 与 税 399,000 0 399,000 98.5

(5) 森 林 環 境 譲 与 税 188,000 0 188,000 100.0

(6) 航 空 機 燃 料 譲 与 税 319,000 0 319,000 95.8

3,392,000 0 3,392,000 102.6

326,888,202 9,300 326,897,502 108.0

(1) 普 通 交 付 税 321,518,550 9,300 321,527,850 108.1

(2) 特 別 交 付 税 5,369,652 0 5,369,652 102.4

154,300,000 0 154,300,000 164.5

4,936,000 0 4,936,000 皆増

1,457,000 0 1,457,000 96.8

1,000 0 1,000 100.0

1,260,180,202 9,300 1,260,189,502 99.8

5,708,547 691,000 6,399,547 96.6

21,069,107 0 21,069,107 99.4

735,461,781 74,823,400 810,285,181 139.5

2,317,006 0 2,317,006 113.7

313,681 0 313,681 78.2

87,910,267 0 87,910,267 90.6

1,017,047,111 8,700 1,017,055,811 122.2

128,201,000 21,580,600 149,781,600 84.7

3,258,208,702 97,113,000 3,355,321,702 112.6

区　　　分

県 税

地 方 譲 与 税

臨 時 財 政 対 策 債

計今回提案額

合　　　　　計

寄 附 金

繰 入 金

県 債

前年同期
対 比

諸 収 入

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

既定予算額

財 産 収 入

地 方 特 例 交 付 金

計 （一 般 財 源）

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

繰 越 金

国 庫 支 出 金

調 整 債

-4-
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３　特   別   会   計

（単位：千円、％）

国庫支出金
一 般 会 計 等
か ら 繰 入

特 定 財 源 起　　  債 繰　越　金

7,158,545 0 0 0 0 0 0 7,158,545 103.3

4,742,905 0 0 0 0 0 0 4,742,905 107.1

3,032,557 0 0 0 0 0 0 3,032,557 90.4

29,498,492 0 0 0 0 0 0 29,498,492 96.8

3,205,524 1,000 1,000 0 0 0 0 3,206,524 100.1

189,613 0 0 0 0 0 0 189,613 92.2

619,976,440 0 0 0 0 0 0 619,976,440 94.6

1,359,476 0 0 0 0 0 0 1,359,476 108.5

318,708 0 0 0 0 0 0 318,708 100.1

3,257,857 0 0 0 0 0 0 3,257,857 94.0

1,131,530 0 0 0 0 0 0 1,131,530 151.2

8,818,648 0 0 0 0 0 0 8,818,648 63.3

430,046,000 0 0 0 0 0 0 430,046,000 91.9

491,977,757 0 0 0 0 0 0 491,977,757 98.9

1,604,714,052 1,000 1,000 0 0 0 0 1,604,715,052 95.0

県 営 住 宅 事 業

港 湾 整 備 事 業

地 方 消 費 税 清 算

庁 用 自 動 車 管 理

自治振興助成事業

勤 労 者 総 合 福 祉
施 設 整 備 事 業

前年同期
対 比

計

財　　　源　　　内　　　訳

既定予算額 今回提案額

公 共 事 業 用 地
先 行 取 得 事 業

区　  　分

県 有 環 境 林 等

合 計

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金

小 規 模 企 業 者 等
振 興 資 金

農 林 水 産 資 金

基 金 管 理

公 債 費

国民健康保険事業

-5-
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４　　公　営　企　業　会　計

（単位：千円、％）

既定予算額 146,737,629 13,577,175 3,274,426 ― 1,580,922 1,246,414 4,342,088 29,633,797 200,392,451 99.3

今回提案額 0 0 0 ― 0 0 0 0 0 -

合　　　計 146,737,629 13,577,175 3,274,426 ― 1,580,922 1,246,414 4,342,088 29,633,797 200,392,451 99.3

既定予算額 142,809,967 15,615,965 4,094,029 ― 1,649,312 1,353,675 4,676,886 31,077,008 201,276,842 98.4

今回提案額 0 0 0 ― 0 0 0 0 0 -

合　　　計 142,809,967 15,615,965 4,094,029 ― 1,649,312 1,353,675 4,676,886 31,077,008 201,276,842 98.4

△ 3,927,662 2,038,790 819,603 ― 68,390 107,261 334,798 1,443,211 884,391 -

既定予算額 42,887,532 9,947,652 2,121,481 79,408 3,005,314 50,400 915,399 17,447,255 76,454,441 101.4

今回提案額 0 0 0 0 0 0 0 2,392,000 2,392,000 -

合　　　計 42,887,532 9,947,652 2,121,481 79,408 3,005,314 50,400 915,399 19,839,255 78,846,441 103.7

既定予算額 39,896,240 5,073,412 127,770 79,408 647,833 205,322 398,849 17,447,255 63,876,089 108.0

今回提案額 0 0 0 0 0 0 0 2,392,000 2,392,000 -

合　　　計 39,896,240 5,073,412 127,770 79,408 647,833 205,322 398,849 19,839,255 66,268,089 111.0

△ 2,991,292 △ 4,874,240 △ 1,993,711 0 △ 2,357,481 154,922 △ 516,550 0 △ 12,578,352 -

既定予算額 189,625,161 23,524,827 5,395,907 79,408 4,586,236 1,296,814 5,257,487 47,081,052 276,846,892 99.9

今回提案額 0 0 0 0 0 0 0 2,392,000 2,392,000 -

合　　　計 189,625,161 23,524,827 5,395,907 79,408 4,586,236 1,296,814 5,257,487 49,473,052 279,238,892 100.5

既定予算額 182,706,207 20,689,377 4,221,799 79,408 2,297,145 1,558,997 5,075,735 48,524,263 265,152,931 100.5

今回提案額 0 0 0 0 0 0 0 2,392,000 2,392,000 -

合　　　計 182,706,207 20,689,377 4,221,799 79,408 2,297,145 1,558,997 5,075,735 50,916,263 267,544,931 101.2

△ 6,918,954 △ 2,835,450 △ 1,174,108 0 △ 2,289,091 262,183 △ 181,752 1,443,211 △ 11,693,961 -

工 業 用
水 道 事 業

収
　
　
入

合

計

水 道 用 水
供 給 事 業

収
　
　
入

収

益

予

算

病 院 事 業区　　　　分

資

本

予

算

差引収支不足額

支
　
　
出

支
　
　
出

収
　
　
入

支
　
　
出

差引収支不足額

差引収支不足額

前 年 同 期
対 比

水 源 開 発
事 業

地 域 整 備
事 業

企 業 資 産
運 用 事 業

計
地 域 創 生
整 備 事 業

流 域 下 水 道
事 業

-6-
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令 和 3 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

227,911 1,000 1,000 0 0 0 兵庫陶芸美術館感染防止・活動環境整備

事業費 1,000

378,090 1,000 1,000 0 0 0 １　県立美術館王子分館感染防止・活動

　　環境整備事業費 500

２　兵庫県民会館感染防止・活動環境整備

　　事業費 500

1,233,005 1,000 1,000 0 0 0 芸術文化センター感染防止・活動環境整備

事業費 1,000

6,830,183 535,000 270,500 0 264,500 0 １　震度情報ネットワークシステム機能

　　強化事業費 530,000

２　消防庁被害情報システム整備事業費

5,000

9,197,015 4,000 4,000 0 0 0 県立大学附属学校感染症対策支援事業費

4,000

33,718,886 184,000 184,000 0 0 0 １　私立幼稚園感染拡大防止対策事業費補助

91,000

２　私立幼稚園ICT環境整備支援事業費補助

43,000

３　私立専修学校等感染拡大防止対策事業費

 補助 50,000

(企画県民部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

兵庫陶芸美術館

運 営 費

芸術文化振興費

私立学校助成費

災 害 対 策 費

芸 術 文 化 セ ン

タ ー 運 営 費

運 営 費 交 付 金

兵 庫 県

公 立 大 学 法 人

-7-
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令 和 3 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

勤労 者総合

福 祉 施 設

整 備 事 業

特 別 会 計

（繰越金）

302,361 500 500 0 0 0 丹波の森公苑感染防止・活動環境整備事業費

500

（繰越金）

147,969 500 500 0 0 0 尼崎青少年創造劇場感染防止・活動環境整備

事業費 500

尼崎青少年創造

丹 波 の 森 公 苑

運 営 費

劇 場 運 営 費

(企画県民部)

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

-8-
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令 和 3 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

1,245,841 297,000 297,000 0 0 0 高齢者施設等従事者検査推進事業費

37,906,349 33,000 33,000 0 0 0

8,000

7,772,722 2,000 1,500 0 0 500 2,000

395,854 5,000 5,000 0 0 0 5,000

1,225,677 599,000 398,800 0 200,200 0 障害者福祉施設整備費補助

5,523,485 350,000 232,800 0 117,200 0 高齢者福祉施設等施設整備費補助

121,103 56,000 38,500 8,700 0 8,800 社会的養護職員処遇改善事業費

特定妊婦等支援事業費

260,058 192,000 192,000 0 0 0 セーフティネット強化交付金事業費

409,328 42,000 42,000 0 0 0

151,903,747 403,000 403,000 0 0 0

障害福祉分野ICT導入モデル事業費補助

自宅療養者等フォローアップ体制強化事業費

就労系障害福祉サービス等機能強化事業費

医療的ケア児支援センター開設支援事業費

(健康福祉部）

事 項

（単位：千円）

概 要今回提案額

対 策 費

障害福祉分野ロボット等導入支援事業費補助

新 型 コ ロ ナ

老 人福 祉施 設等 350,000

35,000

障 害 児 者 自 立

整 備 費 補 助

整 備 費 補 助

25,000

財 源 内 訳

２

ウ イル ス感 染症

支 援 費

対 策 費

対 策 費

セーフティネット強化交付金事業費

21,000

42,000

403,000

新 型 コ ロ ナ

障 害 者 福 祉

ウ イル ス感 染症

施 行 事 務 費

２

297,000

対 策 費

障 害者 福祉 施設 599,000

生 活 保 護 法 等

精 神 保 健 福 祉

１

障害者支援推進費

児 童福 祉対 策費 １

192,000
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令和３年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

327,704,461 30,305,000 30,305,000 0 0 0 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

3,192,614 140,000 140,000 0 0 0 地域経済活性化支援費補助 140,000

262,832 1,200,000 1,200,000 0 0 0  がんばろう商店街お買い物キャンペーン事業

75,364 10,000 10,000 0 0 0  ひょうご地場産業元気づくりキャンペーン事業

費補助 10,000

1,028,948 30,000 30,000 0 0 0  ポストコロナ・チャレンジ支援事業費補助

30,000

7,991,124 16,640,000 16,640,000 0 0 0  旅行・宿泊割引支援事業費        16,640,000

中 小 企 業 振 興

対 策 費

事業創出促進費

観 光 振 興 費

(産業労働部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

産地振興対策費

費補助                           1,200,000

30,305,000

商業振興対策費

商 工 団 体 支 援

事 業 費

-10-
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令 和 3 年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

22,137,210 0 0 0 0 0

農業農村 2,130,000

0 8,368,000 4,700,000 616,000 3,052,000 0

116,032 17,000 15,000 0 2,000 0 17,000

54,698 1,619,000 1,619,000 0 0 0 1,619,000

17,143 662,000 662,000 0 0 0 632,000

10,000

３　スマート農機シェアリング推進事業費補助

20,000

460,855 110,000 110,000 0 0 0 110,000

43,386 57,000 28,500 0 28,500 0 研修用機械・設備導入事業費 57,000

国 土 強 靱 化 等

緊急対策事業費

自 然 環 境 保 全 自然環境整備交付金事業費

農 業 大 学 校

維 持 運 営 費

(農政環境部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

公 共 事 業 費

流 通 近 代 化

推 進 費

〔債務負担行為額　2,130,000〕

卸売市場施設整備事業費補助

対 策 費

主 要 農 作 物

生 産 ・ 供 給 対 ２　麦・大豆生産体制強化事業費補助

野菜振興対策費 野菜産地総合整備対策事業費補助

１　主要農作物競争力強化対策事業費補助

対 策 費

区　分 現計予算 今回提案額 計

農 業 農 村 0 6,266,000 6,266,000

造 林 0 345,000 345,000

林 道 0 109,000 109,000

治 山 0 749,000 749,000

漁 港 0 226,000 226,000

漁 場 整 備 開 発 0 0 0

経 営 構 造 対 策 0 124,000 124,000

林 業 構 造 改 善 0 0 0

漁 業 構 造 改 善 0 549,000 549,000

合　計 0 8,368,000 8,368,000

※県費随伴補助を含む

区　分 現計予算 今回提案額 計

農 業 農 村 12,677,978 0 12,677,978

造 林 1,410,000 0 1,410,000

林 道 702,322 0 702,322

治 山 3,841,000 0 3,841,000

漁 港 1,767,000 0 1,767,000

漁 場 整 備 開 発 977,000 0 977,000

経 営 構 造 対 策 67,000 0 67,000

林 業 構 造 改 善 424,773 0 424,773

漁 業 構 造 改 善 270,137 0 270,137

合　計 22,137,210 0 22,137,210

※県費随伴補助を含む

- 11 -
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令 和 3 年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(農政環境部) （単位：千円）

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

61,434 1,127,000 1,075,600 0 51,400 0 956,000

２　畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業費補助 

171,000

8,677 706,000 706,000 0 0 0 674,000

32,000

369,180 12,000 12,000 0 0 0 12,000

62,853 152,000 152,000 0 0 0 152,000

農地利用調整費

森林整備推進費 森林林業緊急整備事業費補助

農地集約等業務効率化支援事業費補助

１　酪農生産基盤強化事業費補助

２　スマート機械等導入支援事業費補助

肉畜振興対策費 １　但馬牛生産基盤強化整備事業費補助

対 策 費

酪 農 養 鶏 振 興

- 12 -
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令和３年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

81,854,000 0 0 0 0 0 現計予算額 今回提案額 計

40,037,000 0 40,037,000

14,562,000 0 14,562,000

11,018,000 0 11,018,000

4,988,000 0 4,988,000

1,625,000 0 1,625,000

1,008,000 0 1,008,000

8,616,000 0 8,616,000

81,854,000 0 81,854,000

　〔債務負担行為額　70,000〕

公 園 70,000

0 30,873,000 15,659,700 354,300 14,859,000 0 現計予算額 今回提案額 計

0 21,225,000 21,225,000

0 6,470,000 6,470,000

0 304,000 304,000

0 831,000 831,000

0 457,000 457,000

0 1,586,000 1,586,000

0 30,873,000 30,873,000

0 3,167,000 0 13,800 3,153,200 0 現計予算額 今回提案額 計

0 1,499,000 1,499,000

0 701,000 701,000

0 782,000 782,000

0 135,000 135,000

0 50,000 50,000

0 3,167,000 3,167,000

24,728,500 0 0 0 0 0 現計予算額 今回提案額 計

15,300,500 0 15,300,500

5,500,000 0 5,500,000

765,900 0 765,900

1,478,900 0 1,478,900

1,396,700 0 1,396,700

76,500 0 76,500

210,000 0 210,000

24,728,500 0 24,728,500

　〔債務負担行為額　4,700,000〕

道 路 3,084,000

河 川 1,277,000

砂 防 30,000

294,000

公 園 15,000

(県土整備部) (単位：千円)

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

道 路 ・ 街 路

河 川 ・ ダ ム

砂 防

海 岸 ・ 港 湾

公 園

公 共 事 業 費 区 分

土地区画整理

国 直 轄 国 土 区 分

国 土 強 靱 化 区 分

緊急対策事業費 道 路 ・ 街 路

河 川 ・ ダ ム

砂 防

海 岸 ・ 港 湾

強靱化緊急対策 道 路

事 業 負 担 金 河 川

砂 防

海 岸 ・ 港 湾

県単独土木事業費 区　　　分

海岸・港湾

道 路 ・ 街 路

河 川

砂 防

計

( 企 業 会 計 )

流 域 下 水 道

( 企 業 会 計 )

流 域 下 水 道

計

海 岸 ・ 港 湾

公 園

公 園

( 企 業 会 計 )

流 域 下 水 道

計

( 特 別 会 計 )

港 湾 整 備

公 園

計

- 13 -
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令和３年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

(県土整備部) (単位：千円)

事    項 今回提案額
財 源 内 訳

概 要

1,455,335 44,000 0 0 44,000 0 １　鉄道施設豪雨対策費補助 35,000

２　鉄道駅耐震補強対策費補助 9,000

流 域 下 水 道

事 業 会 計

17,447,255 2,392,000 1,424,500 293,300 674,200 0 １　建設改良費

 (1) 流域下水道事業 1,586,000

 (2) 流域下水汚泥広域処理事業 806,000

資 本 的 収 支

運輸事業促進費

- 14 -
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令 和 3 年 度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

213,168 90,000 90,000 0 0 0

90,000

１ 公立幼稚園感染拡大防止対策事業費補助

2,055,564 63,000 63,000 0 0 0 59,000

２ 公立幼稚園ICT環境整備事業費補助

4,000

1,302,278 316,000 316,000 0 0 0

316,000

4,572,245 248,000 124,000 0 124,000 0

248,000

1,779,502 5,000 5,000 0 0 0

事業費 5,000

1,410,006 17,000 0 0 17,000 洲本城跡改修事業費補助 17,000文 化 財 保 護 費

高等学校整備費 県立学校農業教育高度化事業費

維 持 運 営 費

県立芸術文化施設感染防止・活動環境整備

義務教育推進費

社 会 教 育 施 設

特 別 支 援 教 育 県立学校感染症対策支援事業費

高校教育推進費

推 進 費

県立学校感染症対策支援事業費

(教育委員会)

概 要
財 源 内 訳

事    項

（単位：千円）

今回提案額

- 15 -
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令和３年度

現計予算額 国庫支出金 特定財源 起   債 一般財源

2,240,888 16,000 8,000 0 8,000 0 16,000     通学路等交通安全緊急対策事業

(警 察 本 部 ）

今回提案額

（単位：千円）

事    項
財 源 内 訳

概 要

交通安全施設等

整 備 費

- 16 -
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第 357 回定例会 開会日（２月１６日(水)） 本会議の概略（案） 

 

 

（１０：００   議会運営委員会） 

 

     １１：００   開会 

             ・諸般の報告 

             ・知事提案説明（Ｒ４年度当初予算） 

 

     １２：００頃  休憩（昼食） 

 

     １３：３０頃  再開 

             ・知事提案説明（経済対策補正予算） 

・質疑 

             ・委員会付託 

 

             休憩 

 

            〈常任委員会（付託議案審査）〉 

 

             再開 

             ・委員長報告 

             ・討論 

             ・表決 

 

     １６：００頃  散会 

 



補正予算関係の質疑時間（案）について（質疑・答弁を含める） 

 

 

 

       ・自 民（１５分） 

 

       ・県 民（１０分） 

 

       ・自 兵（１０分） 

 

       ・公 明（１０分） 

 

       ・維 新（ ８分） 

 

       ・共 産（ ８分） 

 

       ・無所属（１人当たり最大４分） 



変更後

年 委 員
ひょうご 自民党 公 明 党

自由民主党 ・ 維新の会

度 定 数
県民連合 兵　庫 県民会議

　 【３１】 【１３】 【１３】 【１２】 【５】

令
和

人 人 人 人 人 人

元 12 7 2 － 2 1
年
度

令
和

２ 12 7 2 － 2 1
年
度

令
和

３ 12 6 2 2 2 －
年
度 (5) (1)

【　】内は各会派の令和４年２月９日現在の所属議員数

（　）内は変更前の人数

議会運営委員会の委員定数並びに委員の会派別割り振り表（案）

会　　　　　　　　派



変更後

委 員
ひょうご 自民党 公 明 党

自由民主党 ・ 維新の会

定 数
県民連合 兵　庫 県民会議

【３１】 【１３】 【１３】 【１２】 【５】

人 人 人 人 人 人

12 6 2 2 2 －

(5) (1)

【　】内は各会派の令和４年２月９日現在の所属議員数

（　）内は変更前の人数

会　　　　　　　　派

議員定数等調査特別委員会の委員定数並びに
委員の会派別割り振り表（案）



変更後

委 員
ひょうご 自民党 公 明 党

自由民主党 ・ 維新の会

定 数
県民連合 兵　庫 県民会議

【３１】 【１３】 【１３】 【１２】 【５】

人 人 人 人 人 人

12 6 2 2 2 －

(5) (1)

【　】内は各会派の令和４年２月９日現在の所属議員数

（　）内は変更前の人数

会　　　　　　　　派

行財政運営調査特別委員会の委員定数並びに
委員の会派別割り振り表（案）



質  疑 ・ 質  問  順  
 

（ 第 ３ ５ ７ 回 定 例 会 ） 
        
        順  序  
月  日  区  分  

 
１  

 

 
２  

 
３  

 
４  

         
５  

 

第 １ 日 

２月２２日 

（火） 

 

 
 
代 表 質 問 

 
（ 自  民  党 ）  

 
 

 
（ひょうご県民連合） 

 
（ 自 民 兵 庫 ） 

 
（公明党・県民会議） 

 

 

第 ２ 日 

２月２４日 

（木） 

 

 
 
一 般 質 問 

 
（ 自  民  党 ）  
 
 
 

 
（ひょうご県民連合） 

 
（ 自 民 兵 庫 ）  

 
（公明党・県民会議） 

 
（ 自  民  党 ）  
 

 

第 ３ 日 

２月２５日 

（金） 

 

 
 
一 般 質 問 

 
（ 自  民  党 ）  
 
 

 
（ひょうご県民連合） 

 

 
（ 自 民 兵 庫 ） 

 
（公明党・県民会議） 
 

 
（ 自  民  党 ）  

 
 

 

第 ４ 日 

２月２８日 

（月） 

 

 
 
一 般 質 問 

 
（ 自  民  党 ）  
 
 

 
（ひょうご県民連合） 

 
 

 
（ 自 民 兵 庫 ）  
 

 
（公明党・県民会議） 

 
（ 維 新 の 会 ）  
 

 

第 ５ 日 

３ 月 １ 日 

（火） 

 

 
 
一 般 質 問 

 
（ 自  民  党 ）  
 
 

 
（ 維 新 の 会 ）  

 

 
（ 共  産  党 ）  

 
（ 無  所  属 ）  
 

 
（ 自  民  党 ）  
 

※  一般質問については試案 



      R4.2.16～

変更前 変更後

37 30 北　浜　みどり

64 31 岸　口　みのる

31 32 迎　山　志　保

32 33 栗　山　雅　史

33 34 竹　内　英　明

34 35 谷　井　いさお

35 36 あしだ　賀津美

36 37 しの木　和　良

30 63 高橋　みつひろ

65 64 丸　尾　　　牧

66 65 いそみ　恵　子

議 席 一 部 変 更 一 覧 表

議　席　番　号
氏　　名



議　　　席　　　表
R4.2.16～

72 73 74 75 76 77 78 79 80
71 81

70 上
　
野
　
英
　
一

伊
　
藤
　
勝
　
正

岸
本
　
か
ず
な
お

松
　
田
　
一
　
成

福
　
島
　
茂
　
利

浜
　
田
　
知
　
昭

68 向
　
山
　
好
　
一

永
　
田
　
秀
　
一

84
67 徳

　
安
　
淳
　
子

原
　
　
　
吉
　
三

58 57 56

伊
　
藤
　
　
　
傑

小
　
西
　
隆
　
紀

山
　
本
　
敏
　
信

82
69 黒

　
田
　
一
　
美

藤
　
原
　
昭
　
一

83

85
山
　
口
　
晋
　
平

86
ね
り
き
　
恵
　
子

内
　
藤
　
兵
　
衛

石
　
川
　
憲
　
幸

60 59 55 54 53 52
61 51富

　
山
　
恵
　
二

長
　
瀬
　
た
け
し

門
　
間
　
雄
　
司

藤
　
本
　
百
　
男

50
63 小

池
　
ひ
ろ
の
り

谷
　
口
　
俊
　
介

49
64 石

　
井
　
健
一
郎

原
　
　
テ
ツ
ア
キ41 42

62 相
　
崎
　
佐
和
子

天
　
野
　
文
　
夫

島
　
山
　
清
　
史

越
　
田
　
浩
　
矢

松
　
本
　
裕
　
一

48
65 高

橋
　
み
つ
ひ
ろ

藤
　
田
　
孝
　
夫

47
66 丸

　
尾
　
　
　
牧

五
　
島
　
壮
一
郎

39 40

い
そ
み
　
恵
　
子

橘
　
　
　
秀
太
郎

34 35 36 37 38

45
30 迎

　
山
　
志
　
保

北
　
野
　
　
　
実

46
29 岸

　
口
　
み
の
る

松
　
本
　
隆
　
弘

前
　
田
　
と
も
き

小
　
泉
　
弘
　
喜

北
　
川
　
泰
　
寿

長
　
岡
　
壯
　
壽

44
31 栗

　
山
　
雅
　
史

黒
　
川
　
　
　
治

33 43
32 竹

　
内
　
英
　
明

谷
　
井
　
い
さ
お

あ
し
だ
　
賀
津
美

し
の
木
　
和
　
良

春
　
名
　
哲
　
夫

北
　
浜
　
み
ど
り

石
　
井
　
秀
　
武

き
　
だ
　
　
　
結

16
25 15

26

大
　
前
　
は
る
よ

大
谷
　
か
ん
す
け

24 23 22 21 20 19 18 17

水
　
田
　
裕
一
郎

13

竹
　
尾
　
と
も
え

坪
　
井
　
謙
　
治

吉
　
岡
　
た
け
し

関
　
口
　
正
　
人

大
　
豊
　
康
　
臣

松
　
井
　
重
　
樹

11
庄
　
本
　
え
つ
こ

奥
　
谷
　
謙
　
一

庄
　
本
　
え
つ
こ

5 6
4 7

3

28 中
　
田
　
慎
　
也

12
28 門

　
　
　
隆
　
志

中
　
野
　
郁
　
吾

北
上
　
あ
き
ひ
と

演壇

北
　
口
　
寛
　
人

14
27 中

　
田
　
英
　
一

局長

1 齊
　
藤
　
真
　
大

村
　
岡
　
真
夕
子

10
中
　
島
　
か
お
り

戸
井
田
ゆ
う
す
け

入
　
江
　
次
　
郎

風
　
早
　
ひ
さ
お

演壇

議　長

か
わ
べ
　
宣
　
宏

8
2 木

戸
　
さ
だ
か
ず

岡
　
　
　
つ
よ
し

9



                                                                                                       

1 
 

令和４年２月９日  

各会派代表者会議  

 

新型コロナウイルス感染症にかかる本会議等の対応について 

１ 本会議 

 対    応  

１．議員の 

出 席 

○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者（議

員、当局） 

への要請 

○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３. 議   場 ○空調運転をした上で、議場扉を適時開放し、換気を実施 

○前面にアクリル板を設置した場所（議長席、演壇、質問者席）では 

マスクを外しての発言を可とする 

○演壇、質問者席に「消毒用ウェットティッシュ」を備え置き 

○演壇、質問者席の机上面を発言者入れ替え時に消毒 

※ 一議員の質問時間（当局答弁）の途中には行わない。 

４．議  席 ○通常どおり（議席間のアクリル板設置） 

５．質疑、質問 ○質問通告後の質問者変更は、次の取扱いとする 

［代表質問］議運に諮り認めるが、質問通告書の質問内容の変更は認めない 

［一般質問］質問者変更を認めず、取り止め 

６. 討論・表決 ○通常どおり 

７. 傍   聴 ○３密を避けるため定員の約 1/2（100 席程度）に制限   

但し、車いす傍聴席は席間にアクリル板を設置し、通常の４席を確保 

○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○既定の住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

８．ネット中継・ 

手話通訳 
○通常どおり 

  

２ 常任委員会等                   

 対    応   

１．議員の出席 ○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者（委

員、当局）

への要請 

○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３．会場設営 ○空調運転をした上で、扉・窓を適時開け、換気を実施 

○委員長席前面にアクリル板を設置し、委員長はマスクを外しての発言 

（議事進行）を可とする 
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○第１～７委員会室、大会議室、中会議室とも、委員長席、委員席間及び 

自席で立って発言する際の知事の前面にアクリル板を設置。 

○当局側の最前列等、出席者の発言機会が多い場所は机１台に１脚の配席

とするなど対人距離の確保に配慮 

４. 傍   聴 ○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○３密を避けるため一般傍聴人を５名までを目安とし、５名を超える場合

は、団体での傍聴については、その団体の代表者のみとすることをお願

いする。 

〇住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

５. 議案付託 

 

 

○委員会の定足数（委員定数の半数以上）を欠く場合、議案を議了する 

 ために次の取扱いとする 

[委員会付託前] 付託を省略 

[委員会付託後] 本会議で付託を撤回 

 
３ 予算・決算特別委員会     

     対     応   

１．議員の出席 ○「新型コロナウイルス感染症にかかる議会の対応方針について」に記載

の「１ 議員の健康確保」(3)～(5)に基づく対応を徹底。 

２．出席者への要請 ○マスク常時着用、手指のアルコール消毒を徹底 

３．会場設営 ○空調運転をした上で、扉・窓を適時開け、換気を実施 

○２人掛けの委員席間（机上）にアクリル板を設置 

○委員長席、質問者席の前面にアクリル板を設置 

○答弁者席の前面 並びに総括審査の際、自席で立って答弁する知事の前に

アクリル板を設置 

※前面にアクリル板がある場合はマスクを外しての発言を可とする 

○特別委員会設置日の会場を特別会議室から大会議室に変更 

○質問者席に「ペットボトル、紙コップ」「消毒用ウェットティッシュ」を備

え置き 

４. 傍   聴 

 

○庁舎入館時の体温測定、マスク常時着用、手指アルコール消毒を要請 

○３密を避けるため一般傍聴人を５名までを目安とする 

〇住所・氏名に加え、連絡先として電話番号の記載を求める（任意） 

○県新型コロナ追跡システムの登録を推奨（任意） 

５. 議案付託 

 

○委員会の定足数（委員定数の半数以上）を欠く場合、またはそのおそれ

がある場合は、本会議を開会し、委員の差し替え（委員の辞任及び補充

選任）を行う。 
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４ 感染予防対策の徹底 

(1) 検 温 

自宅での検温もしくは庁舎入口におけるサーモグラフィによる検温 

  (2) 会派控室における対応 

  ① マスクの常時着用、手指のアルコール消毒の徹底 

  ② ３密を回避する取組の徹底 

（換気の実施、対人距離の確保、飲食をしながらの会話を控える 等） 

 
 

 

各会派代表者会議/兵庫県議会新型コロナウイルス感染症対策調整会議 

(令和 2年 3 月 16 日) (令和 2年 4 月 8 日)  (令和 2年 5 月 7 日) 

(令和 2年 5 月 22 日) (令和 2年 5 月 29 日) (令和 2年 6 月 17 日) 

(令和 2年 6 月 19 日) (令和 2年 7 月 14 日) (令和 2年 8 月 7 日) 

(令和 2年 9 月 16 日) (令和 2年 11 月 19 日) (令和 3年 1 月 8 日) 

(令和 3年 1 月 13 日)  (令和 3年 2 月 5 日)  (令和 3年 5 月 28 日) 

(令和 3年 9 月 10 日)  (令和 3年 11 月 24 日) 

 



〔テレビ実況中継〕 

開  会  日  時  間  割  表（案） 

                         （ 第 ３５７ 回 定 例 会 ） 
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10:55 11:00 11:59 

 
２月１６日（水） 



〔テレビ実況中継〕 

代 表 質 問 日 時 間 割 表（案） 
（ 第 ３５７回 定 例 会 ） 

 
 
 
 
 
 

（ 
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） 

 
２月２２日（火） 
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